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要 約

私たちの1主要な使命は、スウェ∵デンにおける地方民主主義について考察し、これを強化

するさまざまな方法提案することである。

この使命に就くことによって、地方自治法の若干の改正についての提案をすること、およ

び私たちの活動の期間中に顕在化 した多くの個別の問題を解決することが私たちに委ねら

れた。

この活動中に、私たちは、次の中間答申を出したところである。

* 基礎自治体における市民権について(SOU 1992:72)

* 基礎自治体委託事業にっいて(SOU 1992:12の

* 基礎自治体企業の文書の公開について(SOU 1992:130

* 基礎自治体の委員会編成の自由化における秘密保護法について60U1992:14o
* 基礎自治体におけるサービスの輸出と国際援助について60U1993:7つ

* 裁判所の命令無視および法律無視についての議員の責任について60U1993:00,10

月または 11月 に予定)

私たちはまた、記述と分析の根拠を整えるためにさまざまな専門研究機関、国立行政開発

庁そして個々の専門家に多くの任務を委託した。これらの任務の成果となった報告書につ

いてはこの要約の末尾に掲載した。

本最終答申書は、5つのプロックに分けられる。第 1章から第 3章は、地方自治と民主主

義に関する概論部分である。第 4章から第 9章においては、新しい組織構造および議員の

新 しい役割についての検討がなされている。第 10章から第 12章 においては、市民の参加

と市民による統制についての検討がなされている。最終的に私たちは、第 13章から 15章

において多くの一般的な民主主義の問題について取 り上げている。憲法上の提案に対する

特別説明が第 16章 となつている。

私たちの活動の基本としては民主的な評価がある。すなわち、主に人間の平等な価値、そ

してキリスト教の倫理と西欧諸国のヒューマニズムにも由来する個人の自由と権禾U、 そし

て統合の尊重である。

地方自治と民主主義に関する概論

本答申書の序章である第 1章においては、この 10年間における地方政府における事業の

変化について詳細に説明し地方における民主主義の発展の条件について指摘している。

1970年代における地方政府における改革への努力は、民主主義の問題にもつばら集中さ

れていた。議員の活動条件の改善のために、そして市民参加を強化するために多くの改革



がなされてきた。1980年代の前半における主要な傾向は概 して同様であつたが、改革への

努力は、一部新 しい要素を取 り込んでいる。基礎 自治体における地区委員会の設置や県の

場合における地域指導部といつた特別組織の設置などに明らかなような分権化への努力が

そうである。委任が当然に政治的、行政的分権化に沿つてなされた。

1980年 代においては、地方政府部門における事業の管理運営は議員にとってますます

大きな問題であるということがいよいよ一般的な考え方になった。財政の逼迫は、ますま

す事業の効率化の必要性をもたらした。目標による管理が一つの方法として発展 してきた。

もうずつの要素は、政府による地方政府部門に対する規制緩和への努力であつた。フリー

コミユーンの実験が 1984年から 1991年の期間に行われた。規制緩和についての主な主張

は、1992年 1月 1日 に効力を発する新地方自治法となり、また、1993年 1月 1日 に効力

を発する新国庫補助金制度となった。しかしながら、地方政府部門における自治に関する

国レベルの政治は決 して明確なものではない。現在のところ、若干の部門内で規制の増大

の再来の傾向が見られる。

地方政府における事業の競争と市場適応化を活用する政治的管理運営モデルを通 して、今

や、基礎 自治体および県は、新 しい財政状況に適応 しようとしている。発注一委託モデル

は、効率性を強化する一つの方法である。新 しい事業形態に関する問題は、基礎自治体お

よび県の課題として明確にあがってきている。

地方における民主主義にとっての条件は、近年、変化 してきている。政治制度に対する市

民の態度は、非常に低いレベルに低下 してお り、その一方で地方政府のサービスに対する

態度はよリー層肯定的となっている。包括的な見通 しにおいては、市民は地域社会の政治

そして政治家達が日に見え、近づきやす くなることを望むようになつて くると考えられる。

その場合には、市民と彼 らが選んだ代議員との間でのより効果的で直接的な交流に対する

要求、公開性の拡大、行政の統制べの機会の改善、執 り行われる政治や地方政府のサービ

スヘの直接参加の機会の改善に対する要求がなされることになる。

第 2章においては、私たちは、地方自治 と民主主義、それらの基盤、状況、そして発展に

ついてより広範な分析を行つた。

スカンジナビア諸国における地方自治は、長い伝統を持つている。スウエーデンにおいて

は、1862年の地方自治に関する制令により近代的な法令を整えたものである。これはまた、

憲法にも記されているところで、スウエーデンの民主主義は、代議制 と議会制とにより、

そして地方自治により実現させられたものであると述べられている。スウエーデンは、1989

年にヨーロッパ評議会の地方自治に関する協定書に批准した。

地方自治についてと同様に、地方における民主主義に関する理念が全般的に含まれている

としても、概念についての定義は、それには含まれていない。これらの発展についての私

たちの分析においては、私たちは、この 10年間においてもつとも顕著となった民主主義の

三つの価値は、市民の意思の実現、自立的な意見形成、そして積極的な市民参加であると

結論づけた。代議制民主主義は、議員が十分な形でさまざまな意見と社会を代表すること



により実現されると考える。

私たちは、私たちの見解を地方自治と民主主義の価値基準に基づいて説明する :

1970年代の半ば以降、政府は、基礎自治体部門に関わる規制を減 らそうと、さまざまな

方法をとつてきた。近年においては、国の統制と地方自治に関するこの議論は激 しくなっ

てきている。私たちは、地方自治を制約する干渉、または試みの多 くの事例について指摘

し、政府が地方自治に強固な憲法上の保護が与えられるような手段をとるよう提案する。

私たちは、地方自治と民主主義の側面を、一つには市民の観点から、また一つには政治家

の観点から分析する。私たちは、基礎自治体の住民は、基礎 自治体が責任を負つている事

業については、それがどのような形態で管理運営されていようと、情報に対する権利を有

すべきであり、またそれを統制 し、影響を及ぼす権利を有すべきであると考える。これは、

基礎 自治体が情報を提供する義務に相対する。私たちは、投票、世論調査およびそれに類

似する方法が代議制民主主義に対する補完としてさらに広範に活用されるべきであると考

える。

国の統制と地方の自立性 との間の将来における調和は、現在のところ、判断することは難

しい。社会経済の発展は、おそらく、地方政府における事業の市場適応を進展させる努力

がどれだけ強 くなってい くかといったことに、強 く影響を及ぼすことになろう。全体的な

問題は、基礎 自治体および県は、自治のための、そして同時に、国際化 とか、広域レベル

の重要性の増大、市民の政治家や社会サービスに対する影響力の個人化などによって特徴

づけられる民主的な組織として、どのように形作 られるべきかということである。

第 3章においては、私たちは、特に、財政および金融政策同盟が基礎自治体および県の当

局に税金や手数料を徴収することができるようにさせるといつた結論を目指 したEGへの

道といつた地方自治について予想される結論に関 して原則的な判断をしている。このこと

についての分析は、EGに関わる憲法調査会答申「憲法とEG」 60U1993:loに 基づいて

なされている。私たちの考えでは、 EG/EU内 における共通の財政政策が全体 として減

税を求めるのであるならば、減 らすべきはまず国税であるということである。

地方自治に関するヨーロッパ評議会の協定においては、地方政府の境界の保護、地方政府

が内部組織について自由に決定することができること、議員の活動条件、国による監督の

あ り方、地方政府が一定の財源を保証されること、地方政府は、当該地方政府が関わる間

題に関しては、その計画および決定過程において適切な時期に適切な方法で協議を受ける

べきであることなどが触れられている。さらに、地方政府は、自由にその権限を行使する

ことができることを保証する司法上の手続き活用する権利を有するべきである。憲法また

はその他の国法にしっか りと根ざした地方自治の原則は尊重されるべきである。ヨーロッ

パ評議会の協定は、基礎 自治体の側から国に対する要望に関 して、法律上、制度上の枠組

みを提示 しているといわれてお り、国の行為に制約を設けている。私たちは、この協定に



おける原則がEGの法制度においても貫徹 してお り、そして現在進行中のEG加盟交渉に

おいて、スウエーデンはこの協定の位置づけは高いものであると考える。

こうした統合の強化の不可避の結果は、スウエーデンは、ヨーロッパ共同体に参加するた

めに国家主権の一部を移譲 しなければならないということである。このため、私たちは、

中央集権化 したよリー層匿名のブリュッセルの権力に対 して実際に有効 となるように、私

たちのスウェーデンの民主主義を発展させつづけることが非常に重要であると考える。こ

のことは、人々が、EG/EUへ の加盟に関 して現在行われている審議に際 して、地方自

治がわが国において築いた独特な資源を守 らなければならないことを意味する。

新 しい構造および議員の新 しい役割

第 4章においては、私たちは、1980年代から現在に至るまでの基礎自治体および県におけ

る組織の発展について詳細に説明する。

* フリーコミユーン実験における委員会編成の自由化の実験についての経験

* 地方自治法および特別法の改正に伴う基礎 自治体組織に関わる新 しい状況

* 新 しい法律の保護の中で生ずる新 しい組織形態

* 基礎自治体および県の選択による「抜本的組織改革」についての主要な経験

基礎自治体のおよそ 30%は、伝統的/部門別委員会の組織構造を維持 している。地域的

な委員会の組織構造、簡潔にいえば、地区委員会/支所委員会/地区執行委員会が地理的

に区切 られた範囲内において当該基礎自治体の事業の一部に関 して処理するものであるが、

これは決 して広範にはなつていない。い くつかの基礎 自治体は、地区委員会を廃止 してい

る。発注と委託または生産に分類する機能的組織は、40の基礎自治体において実施されて

いる。

県における政治的構成の組織は、保健医療に対する需要が重視されたことにともない改革

がなされた。県執行委員会は、代表 と起草委員会を設置している。その政治的構成の組織

は、今日においては、非常に多様な形態 となつているが、大多数の県は、社会介護に関す

る中央の委員会や個別のあるいは合同の教育問題および文化問題に関する中央の委員会を

有 している。私たちは、6つの組織モデルの事例、ブーフスモデル、ダラモデル、ショルム

ランドモデル、ブレッキング 0レ ーンの県、イェム トランド0レーンの県、およびス トック

ホルム 0レ ーンの県、について詳細に説明する。

本章においては、私たちの活動の枠内においてステイグ 0モ ンティンにより作成された報

告書 (SOU 1993:73基 礎 自治体および県における抜本的な組織改革)が、この調査研究

に含まれる基礎 自治体および県における組織改革の経験を検討 している部分について、詳

細に紹介されている。私たちは、この調査研究は、現在までに経験 してきたことについて

かな り肯定的な図柄を示 していると考える。それゆえ、関わ りのある議員の大多数は、肯

定的な経験が全体的に優勢であると考えている。基礎自治体の政治的に構成された組織と、



職員および利用者 との間の影響力の割合についての見解は、調査研究された基礎 自治体の

議員のあいだでかな リー致 している。絶対的に多数が、議会は計画に多 くを割き、評価に

はあまり関わるべきではないと考えている。

私たちの結論は、組織の分野における発展の多 くは、地方政府における事業の効率化への

努力にとつて非常に重要で肯定的な現象であると考える。基礎自治体および県が事後検討

と評価に特別な注意を払うべきであることは明らかである。私たちは、新 しい組織形態が

市民のレベルでどのように機能すると考えられるか、すなわち、基礎 自治体や県を組織化

し、統治する新 しい形態が、どの程度市民の政治過程に対する統制と政治過程への参加ヘ

の可能性に影響を及ぼすかいまだにわかっていない。

第 5章基礎自治体における組織 ― 法的側面と機能分担 においては、私たちは、最初に、

発注―委託モデルに関わる法的問題について検討する。私たちは、このモデルについての

地方自治法上の条件について、責任 と役割の分担に関わる数多 くの事実上、理論上の適用

の分析を根本から行つた。私たちの考えは、1860年代以降地方自治法上に明記されるよう

になつた議員と職員との間の憲法上の役割分担は、発注―委託策を発展させてい くことに

ついて何 ら妨げにならないということである。それとは逆に、地方政府における事業の根

底にある原則 とは何かについて明白な解答を示すべきであるということとの関連で、この

法律が組織モデルの合法性を明確にする説明として登場するものであろう。私たちは、地

方自治法第 3章第 4条は、一定の事業については、ある委員会が発注に責任を負い、それ

と別の委員会がその執行に責任を負うというように組織化され得ると追加されるよう提案

する。

私たちは、以前、私たちの中間答申「基礎 自治体組織における委員会組織の自由化 と秘密

保護法」60U1992:14の において、秘密保護の分野にある事業がいくつかの委員会に及

ぶ場合に生ずる問題を処理するために秘密保護法の改正について提案 したところである。

これによって、私たちは、発注―委託委員会を置 く組織は、個人の保護のための秘密保護

に関しては、何 ら問題をもたらさないと考える。

私たちはまた、発注委員会における職員代表の出席権についても考察 した。私たちは、所

属職員のいない発注委員会における職員代表の出席権は地方自治法第 7章第 8条への追加

により廃止されるよう、そして所属職員のいる発注委員会における出席権は第 7章第 10条

の新 しい項目により制限されるよう提案する。

別の節において、私たちは、議会の位置づけおよびその使命について検討 している。私た

ちは、基礎自治体または県の最高の意思決定機関として、また唯一の直接選ばれた機関と

しての議会の中心的な役割は、継続中の改革活動のなかで強 く強調されなければならない。

その発展は、主に議会の活動形態と議会がその自治体の構成員の方に顔を向ける形の刷新

に向けられるべきである。議会がその中心的な政治上のそして民主主義における役割を十

分に果たしているかということに対する基準は、議会開催の頻度ということではな く、全



体的にみて議会の活動が満たした内容である。私たちは、最少の議員数の限度が採用され

ている場合、地方自治法第 5章第 1条の議会の議員数に関する規定の一層柔軟な適用が基

礎自治体および県が抱えている問題の大部分を取 り除 くことになると考える。

私たちはまた、地方自治法第 5章第 21条において示されている可能性について思い起こ

す。議員以外の者でも議論に参加することはできるが決定には参加できないという規定で

ある。この方法により、議会は、地域的な関心のある警察案件などに適切に全般的に適応

することができる。

最終節においては、私たちは、基礎自治体における会計監査の改革の必要性について取 り

上げている。私たちは、この改革は、現在ある需要を拡大させ、さらに私たちが提案 して

いる合法性についての検査に関する使命を増大させるという点から、高度な能力を担保す

る方向に向けられるべきであると考える。私たちは、諸政党が、現在以上の関心を持つて、

地方政府の監査委員としての任務に、議会の活動の経験のあ り、また基礎自治体または県

の事業に関して十分な知識を有する候補者から補充するよう薦める。

私たちは、公営企業の会計監査に関しては、素人が会計監査委員であつてはならないとす

る会計監査調査委員会の提案を断固として否定する。

第 6章は、地方政府における事業についての新 しい管理および生産の形態の発展について

の記述がその内容となつている。私たちは、さまざまな改革の推進力および長所と短所に

ついて分析する。私たちはまた、多 くの新 しい管理運営形態の出現を支援する方法につい

て提案もする。

私たちが直営の新 しい生産形態に分類するものには、結果単位組織並びに内部委託および

外部の管理運営による生産形態があげられる。後者の類型には、公営企業、委託契約、民

間企業、基金/非営利の活動、分封独立、消費者協同組合、そして私立学校が分類される。

生産はまた、売却などにより、完全に止まつてしまうこともある。

新 しい生産形態のほとんどに共通なことは、事務的処理の優先とさまざまな競争の要素の

強化である。全体的にみて、新 しい生産形態のほとんどに付随する問題は、信頼のできる

事後検討と質の測定を含む評価の制度が欠けていることである。

代替的な管理運営形態には、伝統的な事業と比較 して多くの長所がある。これらの事業は、

創造性 と想像力を刺激する、新 しい従来 とは異なる形で運営されている。効率性とコス ト

意識はそれらの組織において増大 している。新 しい管理運営形態は、政治経済の新 しい統

制の形態と、そして市民にとっての新 しい選択可能性とす体である。

私たちは、基礎自治体の執行単位組織が競争にさらされている場合における事務処理およ

び購入にかかる秘密保護 (秘密保護法第 6章第 1条、第 2条)に関する問題について特別

に分析 した。意図される競争状態は、当局の直営事業が競争にさらされる場合に、直営の

代替 としての民間の管理運営の購入である。もし他の入本L者がより低い経費でそれを運営

できるならば、それは当局にとって利益 となる。そしてそれは直営の事業を競争にさらす



ことの目的でもある。その場合に、当局の事業に対する監視は、当局の負担 となるもので、

誰か他の者の利益となるものではない。

当局の事務処理および管理運営を守るためのこの規定(第 1条)は、当局が市場において生

産物およびサービスを売 りさば くことに関して他の生産者と競争する場合の状況を基本 と

している。秘密保護法第 6章第 1条の創設に際しては、上記の文章に記述されている状況

は予期されていなかつた。このため、そのような事業がこの規定の秘密保護に含まれるか

どうか疑間とされうる。そのような保護を与える秘密保護規定が導入されるならば、開か

れた統制のためにどのような結果となるか注意が払われなければならない。私たちは、そ

のような規定を提案 しようとは考えてはいない。

秘密保護法第 6章第 2条の分析により、私たちは、この規定の改正については、入札に応

じたのが民間の生産者であろうと直営の執行単位組織であろうと、入札が秘密保護の視点

から取 り扱われるべきであるために必要であると思われることがわかつた。執行単位組織

に関する情報の秘密保護は、購入に関してのみ当てはめられるべきであ り、入札行為のよ

うなそれに相当する情報を含むべきである。執行単位組織の入札は、執行単位組織が当局

の一部門であろうとまさにその当局が基礎 自治体または県自体であろうと、購入に関する

案件の入札に関 して対等であるというように補完されるよう提案する。

第 7章においては、私たちは、信託任務の数、議員の改選、議員の常勤とパー トタイムそ

して団体代表と意見代表を示す統計資料および調査について詳細に説明する。

信託任務の数は、1960年代以降今日まで、基礎自治体においても県においても減少 して

きた。

基礎 自治体における信託任務の数の減少は、基礎 自治体の数と政治的構成の組織の数の減

少より以上に比例 して大きくなっている。住民 1,000人 に対する信託任務の数は、1965年

の住民 1,000人 に対 し25か ら、1974年には 5。 2までに、そして今日の 4.8に まで減少 した。

基礎 自治体(286)における常設の信託任務の数は、1992年には、41,548であつた。

県における信託任務の数および議員の数に関するいずれの統計情報も、近年においては、

実質的な拡大をしていない。私たちの 1992年のアンケー ト調査によれば、県全体で、現在

のところ 9,719で ある。

概 して、若者、女性、民間企業従事者、および移民は、基礎自治体においても県において

も、これまでも、またいまだなお低い代表性 しか持つていないと言いうる。 しかし、例え

ば、労働者、女性、過疎地域の住民、および高齢者もある程度は、1980年代において、そ

の位置づけを改善 してきている。若者については、1979年以降、その位置づけを悪化 して

きている。

私たちは、十分な代表性がそれ自体 として価値があ り、それは、市民との接触の改善とか

選挙民と議員との意見の一致の促進 とか平等の促進とかのようなその他の中核的な価値を

支えるという見解に同意見である。私たちは、地方における民主主義が多数の議員によっ



て支えられていること、そして意思決定機関の会議が住民をできるかぎり反映すべきであ

るということが重要な価値であると主張する。ここに述べた点の短所は、民主主義の視点

からは不幸ではあるが、警戒すべきものではない。私たちは、政党に対 して、議員の代表

性を改善する努力に務めるように薦める。

新 しい組織形態への転換に際 しては、民主主義の問題は信託任務の数を含むものでなけれ

ばならない。そしてその代表性は、きわめて中心的な位置づけを持つている。私たちは、

大規模な組織改革を行つた基礎 自治体および県に対 して、自治体民主主義の視点から、こ

れらを評価するようにも薦める。

第 8章は、変化する世界の中における政治家の役割について検討 している。私たちは、基

礎自治体および県の議員と議員のさまざまな役害Jの重要性の近年における発展に対する私

たちの原則的な視点について詳細に説明 している。その基本点は、社会経済の発展、信託

任務の数、新 しい組織形態・管理運営形態、そして決定権の委任の活用の増大である。

政治家の使命に対 して、役割の純化により、また政治家が活躍する場面の説明により、さ

まざまな見通 しが示されている。この点に関して、私たちは、政党の役割、機能そして将

来について、並びに地方政府の政党支援についても取 り上げる。

政治家の役割に影響を及ぼす改革および関連の現象は次のとお りである。

* 地方の政党組織の問題および発展可能性

* 個人選挙の要素の強化および任期の延長といつた一定の将来における法律改正

* 有権者の評価および態度の変化

* 組織および管理運営の形態についてのこれまでの経験

* 不安定な世界の中での政治的リーダーシップに対する視点

この新 しい枠組みの中で、これまで私たちが慣れてきたものとは非常に異なつた政治家の

役割の発生が明瞭となってきている。伝統的な「包括的な」政治家の役割の側において、「経

営者」として、また競争状態にある利害の調停者として、主に発注委員会においては利用者

の代弁者として、そして主に議会小委員会においては厳 しく批判的な素人としての政治家

の役割の萌芽が見られる。

政党の重要な役割は、一般大衆の中で個々人や集団と、そして仲間や支持者とのコミニユ

ケーションを改善するための新 しい制度に関する知識を得ることである。政治の平均化に

よる望ましくない結果を妨げるために、政党がそれによって管理されるのではなく、積極

的にその発展に影響を及ぼすことができるようになるようなコミニユケーションのための

戦略を取ることが望ましい。

第 9章においては、私たちは、1991年地方自治法の経験により、議員に対する失われた

年金および休暇の権利について、そ して失われた労働収入についての代償に関する規定が



導入されるよう述べているところであるが、議員に対する経済的な代償を適用することは

非常に難 しい。

私たちは、地方自治法第 4章第 12条―第 14条の改正により、1983年に導入された議員

に対する代償についての任意規定に戻すことを提案する。

市民の参加および統制

第 10章は、地方政府の事業に関して、情報を入手 し、監視 し、それに参加する市民の権

利について検討 している。

公開の原則は、すべての地方政府の事業に当てはまる。これに対 してヽ地方政府の委託で

事業を実施 している民間企業には当てはまらない。今や、地方政府の事業はいよいよ広範

囲に民間によって運営されている。このため、私たちは、そのような事業に対する何 らか

の形態の監視方法が保証されるべきであ り、それは法律で担保されるべきだと主張する明

確な理由があると考える。 したがつて、私たちは、第一に、委員会の責任は民間によって

実施される地方政府の事業にも及ぶということを地方自治法の規定に明確に示すよう補完

されるよう提案する。第二に、私たちは、委託事業者を利用することができることを明確

にするように補完されるよう提案する。第二に、私たちは、一般条項の性格を有 し、民間

企業により運営される地方政府の事業の監視 と統制の必要性を考える余地を与えるような

新 しい規定を提案する。その場合には、地方政府 と民間の委託事業者との間で交わされた

契約においては、事業の種類から、一般的利害と特別利害とのバランス、そ して監視 と統

制に関する詳細な規定が明確に示されることになろう。

地方政府の市民に対する情報提供は、時代 と場合により、内容、意図、そして規模が異な

る。1970年代から 1980年代には、教育的、啓蒙的な内容の社会的な情報が一般的であっ

た。今日においては、多 くが市場に出される性格のものである。情報提供をする方法は、

地方における民主主義はどのように発展させ られるべきかということに関して戦略的に重

要である。私たちは、ローカルテレビ、市民事務所などの、市民と基礎 自治体および県と

の間の数多くの新 しいコミニユケーションの事例を示す。

一般住民による監視を強化 し、情報を提供 し、地方の政治に対する関心を高める方法は、

執行委員会の会議および委員会の会議の公開、すなわち一般住民に開かれた会議とし続け

ることである。私たちは、委員会の会議の公開を維持 しようとする地方政府にはそれがで

きるようにすべきであ り、そのために、それに関わる地方自治法上に新 しい規定を提案す

る。

利用者参加に関する議論は、1980年代中を通 して出されてきた。諮問的行政委員会、拒

否権のある消費者委員会、および自主管理委員会は、組織化された利用者参加の例である。

これに対 して、地方議会が地方政府の施設の利用者団体に対 して一定の行政上の使命を移

譲することを委員会に認めることについては、法律上の根拠は何もない。私たちは、特定

の施設において地方政府により運営される事業にそのような手続きを可能とする特別規定



を提案する。私たちはまた、地方政府が委託事業者との契約の中で利用者との協議手続き

について記すことができるということを活用するべきであるとも考える。

第 11章においては、住民投票、世論調査、およびその他地方の民主主義を強化 し、政治

上の問題に対する関心を高め、地方の意見を形成するためのことができる手続きの重要性

について取 り上げている。地方における住民投票は、ヨーロッパの他の諸国においては一

般的なものとなつている。ヨーロッパ評議会のほとんどの構成国は、地方における住民投

票の組織化を認める法律を持つている。

本章においては、現在の法律の登場の成 り立ちについての説明がなされている。私たちは、

1977年地方自治法の登場以降の地方政府 レベルにおける市民の意見に関する調査の利用に

関わる特別調査研究についても詳細に説明する。住民投票が存在 したおよそ 15年間におい

ては、1993年までに、25回利用され、その 14回が境界変更であつた。

もし政党が、幹部議員数の削減により、地方の意見を探 り、あるいは有権者の意見を理解

することがますます困難になるならば、地方における住民投票は、問接代議制による民主

主義にとって大いに補完となり、ますます民主主義を強化するものとなると私たちは考え

る。

私たちは、地方における住民投票の活用の増大が望ましいと考えている。この頻度を増大

させる考えられる方法は、住民発議に関する規定の導入である。投票権のある基礎自治体

住民の 10%に より、地方における住民投票が一定の問題について実施されるべきであると

する提案を提起することができること、そしてその場合に議会が住民投票に関わる問題を

審議に取 り上げることが非常に重要であるという主旨の規定の導入になると考える。 しか

しながら、住民投票の実施に関する決定権は、将来においても、議会の構成員の過半数に

維持されるべきであり、住民投票もまた引き続き諮問的なものであるべきである。私たち

は、十分に発達 した基礎 自治体における住民投票制度はこの主旨により構成され、提案の

実施のために必要 とされる法改正を含む手続き規定を詳細に説明するものであるよう提案

する。

私たちはまた、この章において、個人選挙審議会の提案に基づ く個人選挙に関する私たち

の意見について詳細に説明する。また、個人選挙の要素の拡大が、有権者と議員との間の

関係を改善することなどにより、地方における民主主義を強化すると考える。

先のい くつかの章において、何度も地方政府における事業の質の測定を含む事後検討の制

度および評価の制度の欠けていることについて言及 している。第 12章質の管理においては、

質および質の測定に関わる問題、定義、一般的に必要 とされる内容、基準、並びにモデル

についての包括的な説明がなされている。

新 しい日標管理システムにより、事後検討および事業の質の管理の必要性が高まつている。

委託契約や発注―請負モデルなどの新 しい生産形態は、誰かが事業の質に責任を負つてい

る確定されることを必要としている。市民が自ら地方政府のサービスの生産者を選ぶこと
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ができる場合には、その選択を決定することそのものが質である。質の測定および質の管

理は、ここしばらくの間、基礎 自治体および県の事業においてますます必要 とされるよう

になろう。これらは、いまだに統合された部分とはなつていないが、その活動は既に始ま

つている。

私たちは、例えば、地方政府の予算および会計監査の制度が発展させ られる必要があり、

地方政府の会計監査は、体系的な質の測定により、よリー層活用されるべきであると考え

る。事後検討の際の情報は、生産単位組織間の比較の形で利用者に対 して戻されるべきで

ある。利用者は、どのような質を要求する権利があるか、そ してどこへ苦情を申立てるこ

とができるか知ることができなければならない。議員は、それが政治的使命であるから、

事業の評価に積極的に従事すべきである。

全般的な民主主義の問題

第 13章は、1979年から 1992年の間に実施された基礎自治体の分割、これらについての

評価、および現行法の改正の必要性についての私たちの考えについて扱つている。この期

間に 8つの基礎自治体の分割、主として、1970年代のはじめの必ずしも十分にうまくはい

かなかった基礎自治体合併の修正が実施 された。さらに、一つの基礎 自治体、すなわちエ

レプロ市、の分割が決定されたが実施はされなかつた。エレブロでは、1995年 1月 1日 に

レケベ リが独 自の基礎自治体となることとなつている。政府は、1979年以降、基礎自治体

の分割に関わる 14の提案または抗議、そのような分割の条件に関する調査または分割問題

についての住民投票の実施を却下 してきた。

実施された基礎 自治体の分割は、とりわけ基礎自治体民主主義の側面から説明されてきた。

私たちは、この基礎自治体民主主義は、そのための条件があ り、同時にこれに関して住民

の間に強い要望がある場合には、基礎自治体の分割により強化されると考える。

実施された基礎 自治体分割の経験にについては、評価することは困難である。私たちが実

施させた調査の結果は、基礎 自治体民主主義の側面が満たされたことを示唆 している。引

き出されるべき結論は、新たに生まれた小規模な基礎 自治体は、その他の多 くの比較可能

な基礎 自治体よりも財政的に厳 しい状況を示 してはいない。最終的な決定権は、基礎 自治

体に関 しては、いまだなお市民が持つている。それは、民主主義、財政、そ して公的サー

ビスが、分割の効果に対 して終局的な価値基準である需要を満たしているかどうかについ

ての彼 らの考え方である。

私たちは、現行法を改正する現実的な必要性については理解できなかつた。

第 14章においては、私たちは、基礎 自治体および県における多数支配に関する問題につ

いて検討 している。私たちは、委員会および執行委員会の委員および代理についての随時

の選挙に関するス トックホルム市からの文書について触れ、基礎 自治体民主主義調査委員

会の多数支配および連立支配に関する代替案、並びに信託任務調査委員会 (メ モ、ジャネ



リック・ギ ドルンドによる資料)の制限的多数支配モデルについて要約 して示す。

随時の選挙および不信任に関する問題は、委員会における多数派の達成するさまざまな方

法や小委員会の必要性 と密接に結びついているが、別個に検討も可能である。私たちは、

随時の選挙を導入することが必要であり、適切であるという立場を取つている。

私たちは、任期の最中に多数派の状況の変化が増大する恐れがあると考えている。私たち

は、基礎 自治体および県の委員会を随時に選ぶことができるようにすべきであ り、時期に

関する現行の法規定は廃止されるべきであると考える。私たちは、これに関する地方自治

法の改正を提案する。

こうした提案の結果として、議会は、その任期期間中に委員会の委員および代理を辞任さ

せることができるようにすべきであるということになる。 しかしながら、私たちは、委員

会の辞任させることについての発議権は、執行委員会におかれるべきであると考える。私

たちは、こうした手続きを通 して、新たな多数派に対する提案がそれぞれの政党に十分に

基づいたものであることが保証されると考える。この辞任については、すべての委員およ

び代理に及ぶべきである。任期は、決 して、今後 とも、委員会のためにあるものではない。

私たちは、さらに、選挙の後にあらかじめの起草なしに委員会の委員の数を変更するとい

う現在ある権利は、全任期期間中を通 して適用されるべきであると提案する。

現行の規定によれば、議会に議案を提案するためには、出席委員の三分の一以上がこれを

要求 していることだけが必要とされている。 しか しながら、選挙の提案のためには、単純

多数が必要とされている。私たちは、多数派の交代という事態に生ずる取扱いは、選挙 と

同等であるべきであり、単純多数を必要とすると考える。

第 15章は、地方自治法上の調整と呼ばれる。この章で取 り扱われる問題は次のとお りで

ある。

* 地方自治法上の概念としての指定都市の活用、および指定都市議会および指定都市執

行委員会の活用

* 議会の会議を招集する手続き

* いわゆる兼業に係る除斥

* 除斥問題の処理に係る手続き規定

都市という言葉は、それぞれに明確に異なる二つの意味を持つている。一つは、一般に通

用 している言語上の意味で、人口密度の高 く、大規模 に建築物が集積 しているなどの地域

であ り、また一つには、地方自治法上の意味である。基礎 自治体は、そのように望んでい

る場合には、地方自治法上の観点ではけつしてそうではな くとも、指定都市を利用する十

分な権利を有 している。私たちは、基礎 自治体議会および基礎 自治体執行委員会という言

葉の概念は、市民意識のなかに生 じてきていると考えているが、旧来の指定を再導入する

理由が全然わからない。私たちの基本は、どのような現行規定の変更もなされるべきでは
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ないということである。

議会を招集方法に関する地方自治法の規定における言葉の選択は、一貫 していない。私た

ちは、地方自治法第 5章第 9条および第 11条において、「送達される sandas ull」 または

「送付される ullstallas」 とさまざまに利用されるのではなく、「渡される lamnas」 という言

葉が導入されるよう提案する。

除斥に関する規定は、単に、自分自身または親族の誰かに有利にすることを防止 し、ある

いはできにくくするためではない。除斥に関する規定はくさらに、除斥の恐れがあるかな

いかという懸念さえ生 じるべきではないというモットーのもとに、一般住民の意思決定に

際 しての当局に対する信頼を築 くものである。

私たちの提案は、地方自治法は、基礎自治体または県がその株式の半分以上を所有する株

式会社、および基礎 自治体または県がその役員の半数以上を指名する財団の場合に該当す

る代理除斥および密接な関係における除斥の例外は、委員会が個人に対する公権力の行使

に関わる案件を審議する場合に当てはめるべきではない。

1991年地方自治法は、除斥問題の処理に関する規定を含んでいない。私たちは、除斥の

手続き規定が盛 り込まれている行政法第 12条の中核部分を地方自治法に移すよう提案する。
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1  第 1章

1。 1  私たちの任務

私たちの主な仕事は、通達 (1992:12)に よれば、地方の民主主義を強化するためのさま

ざまな方法について考察することであつた。この仕事の中には、地方自治法 (1991:900)の

背景に横たわつている仕事を完成させること及びその若干の部分の改正に向けての提案を

細部にわたるまで検討 し作 り上げることもまた含まれていた。私たちは、これに加えて、補

足通達 (1992:88通 達)に より、コミユーン及び県がその使命 とする事業を営むための条件

を調査することを使命 としていた。仕事を進める中で、私たちは、さらに次に述べるような

仕事を得ることとなつた。

それ故に、私たちの仕事は、大雑把な特徴 として、1991年の地方自治法の事後検討に直接

の関連を持つているものと、地方自治法の事後検討に直接の関連のない全般的な仕事とに分

かれる。

前者の仕事は、大部分、個別の法律で詳細に説明された。そして、基本的通達の使命に基

づ く四つの中間答申は次の通 りである。

* コミユーン構成員について (SOU 1992:72)

* コミユーン企業での取扱いの公開性 (SOU 1992:134)

* フリーコミユーンの委員会組織における秘密保護法 (SOU 1992:140)

* コミユーン・サービスの輸出及び国際援助 (SOU 1998:77)

補足通達に基づ く五番目の中間答申「 コミユーンの任務に関する事業」 (SOU 1992:128)

は、コミユーン及び県における任務に関する事業に関する法律の提案を意図するものであつ

た。

さらに、コミユーンの決定に対するコミユーンの議員の個人的な責任に関する中間答申が

1993年の秋に発表される。

私たちは、まさにここに概略的に述べる方法で、私たちの仕事のよリー層法技術的な方面

の部分を解決 したのち、私たちは、一方ではそれぞれの見地での地方自治法の結果について

の分析及び記述、また下方では地方民主主義を強化する方法についての提案といもた本質的

にかかわる残された仕事に専念 した。

私たちは、この本答申の中で、これらの問題に関する私たちの考察及び提案について詳細

― に述べる。

1。 2  答申の内容

第 2章の中で、私たちは、地方における自治及び民主主義に関する私たちの基本的な見方

について詳 しく述べる。

通達によれば、この答申のなかで明確にされている仕事は、次の通 りである。

* EGと コミユーン自治 (第 3章 )

* 委員会構成の改革 (第 4,5章 )

* 代替的 (サービス)提供及び運営形態 (第 6章);こ こにはコミユーン及び県におけ

る会社化についての詳述を含む。

* 信託職務、議員及び及びその代表性 (第 7章 )

* 政治家の役割の変化 (第 8章 )
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* コミユーン住民の統制、情報及び影響力 (第 10章 )

* コミユーンの住民投票 (第 11章 )

* 品質管理 (第 12章 )

* コミユーン分割 (第 13章 )

第 5章で取 り扱われる議員のメンバー数に関する問題は、その回答のなかで委員会及びこ

の通達に指示をした内務大臣イング・ダビッドソンによる国会での答弁 (1992/93:395)に

かんがみて理解されてきた。

第 9章では、議員への経済的な補填に関する問題が取 り扱われている。この問題はスウェ

ーデン 0コ ミユーン連合によって提起され、政府に対するそれぞれの提案が委員会に提出さ

れた。

第 14章では、ス トックホルムコミユーンによって提起された問題のように、執行委員会

及び委員会の現行の選挙 (tills宙 dareval)に 関する問題が取 り扱われ、政府に対する提

案が審議会に提出された。

私たちは、通達により、解釈又は適用の問題を引き起こした新地方自治法についての若干

の問題を取 り上げ、第 15章 の中ではこうした関係で若干の修正を提起 した。ここでは、選

定市として活用されることを大いに望んでいるコミユーンにとっての可能性もまた取 り上

げられている。

1。 3  私たちの仕事の根本的意義

これらの問題を抱えた私たちの仕事の根拠は、まず第一に、人は、個人の自由と権利と人

格の意義を認められ尊重されたいということである。また、キリス ト教の倫理及び西欧のヒ

ューマニズムにも由来する。

1。 4  変革の中のコミューン活動

1。 4。 1 1970年代及び 1980年代における改革活動

コミユーンセクターにおける 1970年代の変革への努力は、高度に民主主義問題に集中さ

れた。そうした努力は、コミユーン民主主義に関する調査委員会が実施 し、また本答申「コ

ミユーンにおける民主主義」 (SOU 1975:41)の 中で詳細に述べられている作業において非

常に明瞭に表現されている。調査委員会はその方法について一連の提案を行

い、それらの勧告は地方民主主義を強化することに貢献した。とりわけ、議員の労働条件の

改善、例えば、コミユーンの会合に参加するために仕事を休む権利が提案され、経済的な条

件を改善 した。調査委員会はまた、最高意思決定機関の位置づけを強化する方法についても

提案 した。こうした作業が、1977年 7月 1日 に力強 く発足 した新地方自治法に関する国会の

決議へと導いた。

1976年の政府の交代の翌年、新 しい審議会「コミユーンにおける民主主義委員会」が設置

され、一方では、コミユーンや県の住民の影響力を強化することができるような改革を考察

し、他方では、コミユーン区分の改革 (その最終段階は 1974年に遂行され

た)についての評価への提案を行う任務を与えられた。審議会はまた、同一投票日や 3年の

議員任期、コミユーンの住民投票制度並びにコミユーン事業における「関係者の影響

力」に関する問題をも取 り扱うべきである。このことについては、1980年代の「利用者の影
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響力」として非常によく知 られるようになつた。

コミユーン民主主義審議会は、区分の改革についての評価に関わる広範な研究プログラム

についての提案を詳細に検討 して作 り上げさせた。この研究プログラムは、後に二つの所見

(Stromberg&Westerstahl,1983;Gidlund,1983)の 中に要約されたように、15の報告書を

もたらした。

審議会は、 5年の時の経過のなかで、地方の組織に関する法律についての提案やコミユー

ンの会合に伴う労役に対する収入を失うことに対する補填についての提案を含めて、10本の

答申を出した。

1980年代の初期における変革の作業の主な傾向は、それに先立つ 10年間に起 きたことと

本質的に継続 していた。民主化問題は依然として前面に立ちはだかっていたが、変革の努力

は、一部新 しい特色を備えていた。

その特色の一つは分権化への関心であつた。こうした関心は、若干のコミユーンで 1970

年代のはじめに既に本質的に見い出されていたが、理念を実際の行為に移すことに関 しては

極めて困難であつた。分権化への努力は、例えば、コミユーンの数が制限されているなかで

のコミユーン地区委員会 (komundelsrad)や 施設管理委員会に明らかであ

る。まず第一に、1979/80年に実現 した地方組織に関する立法により、個々のコミユーン地

区において、い くつかの活動領域に責任をもつ決定機関を導入することが可能となった。コ

ミユーン地区委員会 (stadsdelsnamnder 支所委員会、omradesstyrelser 支庁)設立は、

新 しい立法により提供された可能性の具体的な表現であつた。

地方委員会についての関心は、100に少 し欠けるコミユーンがコミユーン地区委員会又は

それに相当する委員会 (SoH i,1985)に 関する問題を分析 した 1980年代の半ばに極限に達

した。1991年の選挙の後には、地方委員会が全体をカバーする組織を持つたコミユーンは 1

4あ った。他方、 7つのコミユーンは、全コミユーンの面積をカバー してはいない、わずか

に一つ又はそれ以上の地区に、そのような委員会を持つていた。

県については、1980年代の初期に、いわゆる個別の組織を設置することができるとして導

入された。まつ先に分権化が射こまれたのは、保健医療にであった。非常に多 くの県が一又

はそれ以上のコミユーンに及ぶ広域内で、保健医療に、そして他の事業もさえも責任のある

地方管理部門を設置した。こうした展開は、既に 1960年代に始まつていたが、新 しい法律

によリカロ速された。

い くつかの県は、1980年代に長足の一歩をしるし、一次ケアに責任を持つ地方組織とレニ

ン医療委員会又は個別の執行委員会に集約された病院との間で責任を分け持つた。分権化の

さらなる一歩は、およそ三分の一の県が、一般的にはコミユーンの大きさによって広域に対

する住民の責任で地方の政治機関への財源の配分を分権化することを選んだことである。い

わゆる一次ケアの予算は、すべての財源が一次ケアにそそがれること、そして一方でそのサ

ービスの購入する人々からの収入によって賄われる診療所の専門ケアを購入することを意

味する。

「権限の委任」は、コミユーンや県における政治的、行政的分権化への当然の付随物とな

つた。それにもかかわらず、地方自治法の規定は、非常に大胆な意味で案件を委任すること

ができるかどうかに関する問題について重大な障害となった。規定の中には、再委任やいわ

ゆる合同委任に対する原則的な禁止があった。それらの問題は、民主主義起草委員会により、
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本答申「コミユーンや県における自治の活性化」 (SOU 1985:28)に おいて取 り扱われてい

た。

1980年代の初期に、「コミユーン事業の管理運営」が議員にとってますます大きな問題と

なったということがいよいよ一般的な見解となった。伝統的な規則に則つた事細かな管理運

営は、十分かつ効果的な素人の管理運営をという要求に対する回答ではないと判断された。

この問題は、ますます逼迫 しているコミユーン財政に一層負担を加え、事業の効率化及び事

業の範囲の拡大に対する要望を増大させた。そのような理由で、日標管理がコミユーン及び

県における効果的な管理運営の方法として発展 してきた。民主主義起草委員会は、この分野

にもその継続的な発展のための根拠をおいていた。

民主主義起草委員会の言及 した本答申及び同時に出された提言「新地方自治法の原則」 (S

OU 1985:29)に おいて、より長期間の委任及びコミユーン事業への日標管理の導入を容易に

することに関わる基本的な議論と予備的法案が出された。

本答申の中では、例えば、より範囲の広がつた議員の仕事は、明瞭な事業 目標を形ちづ く

ることに専念されなければならないこと、そしてその日標が実際の事業に適用されるよう配

慮されなければならないことが強調されている。管理運営手段としての予算は、申し分なく

されなければならない。議員は、 しつかりとした事業 目標をおいてお り、他方、行政は、高

い日標に到達するための方法や仕事の進め方を選ぶ。新地方自治法についての基本的概要の

中で、日標管理に対する考察がどのようにしてさまざまな点で立法に影響を与えることがで

きるか詳細に述べ られている。

1980年代に浮かび上がつてきた管理運営問題に密接に関連する一つの問題は、「政治家の

新たな役害J」 の探究である。それは、1988年 の春に設置された信託職務調査委員会に委ねら

れた任務の一つである。審議会の任務の中には、よりよく議員が事業を先導 し、管理運営 し

てい くことができるように改善 してい くために何がなされうるかをハ ッキリさせることを

含んでいた。

調査委員会は、その最終答申「90年代の議員」の中で、政治と行政のチームワークと相互

信頼そして共感が新 しい政治運営の発展のために決定的な重要性を持つことを指摘 した。調

査委員会はまた、目標形成、議員と行政間の対話、及び評価が政治の運営及び新 しい政治家

の役割の展開において中心的な要素であるとも考えた。答申「コミユーン及び県についての

新法 (Ds 1988:52)」 によれば、調査委員会は、この分野に関する法改正の地方自治法関連

の提言を支持 していた。

1980年代における変革のもう一つの特質は、「コミユーンセクターの調整」をねらいとし

た国家権力の一層の努力である。1984年に導入され1991年に終息したフリーコミユーンの実

験は、まさにこの分野についての総合的な国政のための最初の表現であつた。      l
フリーコミユーン実験の前に、伝統的な形態の調整及び規貝Jの簡素化に関する見直しが行

われた。そしてそれは、部門的に前進 し、全体的に変革を遂行 したことを意味する。また、

変革に先立ち広範な調査がなされた。フリーコミユーンの戦略は、若干のコミユーン及び県

においてのみ行われ、明確に実験的な試みであつたたという意味において選択的であつた。

フリーコミユーンの実験の基本的な目標は、国の統治のために新 しい型を検討することで

あつた。
。
実験事業は、より具体的に、参画しているコミユーンや県が法や他の法令の規定す

るところからの除外によつて、組織を地方の状況により良 く適合させ、集められた社会資源
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をより良 く利用 し、そしてコミユーン事業に二層の統合性 と効率性をもたらすよう機会を与

えられることを狙いとしていた。

当初の段階に実験に参画 したのは、 9つのコミユーンと3つの県であつた。 1988年 に

は、実験は、原則的に、関心を持つているすべてのコミユァン及び県を含めて始められた。

実験の最終年の1991年 には、36の コミユ∵ンと5つの県が協力 した。

フリーコミユーンの実験についての政府の評価 (SOU 1991:25,1991:68,prop。 1991/92:13)

は、このことがコミユーン事業の発展と継続のために重要な役割を演 じ、また公的部門につ

いての新たに考え方、また再検討に貢献 したことを示 している。実験事業における特別に成

功 した特質として、中枢部の委員会組織に関する組織上の自由が指摘される。こうした経験

は、政府提出の法案によれば、1991年の地方自治法における委員会組織の自由化に関する決

定に大きな意味を持つていた。

国の法令からの除外に係わる実験の一部は、評価するのがより困難と思われた。 しか

し、政府提出法案によれば、この部分についての実験は、部門の思惑を減らし、よリー層全

体に基礎を置いた見解に貢献 した。フリーコミユーンの実験によって創出された変革の風土

は、コミユーンの責任を拡大 し、国家の法規定を、例えば、計画 0建築分野、環境分野、労

働市場分野、教育分野で後退させるという重要な改革に高 く貢献 した。

1984年に民主主義起草委員会で始められた「1977年の地方自治法を修正する」作業は、専

門家集団、地方自治法グループによって引き継がれ(1988年の 6月 にあの最終答申「コミユ

ーン及び県のための新法」 (Ds 1988:52)を残 した。調査作業は、国会に準 じた構成の地方

自治法審議会によつて完遂され、提言「新地方自治法」 (SOU 1990:24)が 1991年の春に出

された。

政府提出の法案「新地方自治法」 (prOp.1990/91:H7)は 、1991年の春に国会において議

題 として取 り上げられた。提言は、国会の内外で、広範な議論の対象となった。批評家達は、

真先に自由な委員会組織や事案の権限委任の自由の拡大、及びコミユーン企業の監督に関す

る提言を標的にした。

1991年地方自治法の従前の地方自治法と比較 して最も重要な新機軸は、次の通 りである。

*コ ミユーンの権限についてのより明確な規定

*自 由な委員会組織

*議会から委員会への権限委任の自由の拡大

*コ ミユーン企業の監督

*議会の議員の罷免権

*失われた労働収入に対する合理的な補填への権利

*執行委員会の選挙結果への速やかな対応及びその他の委員会の自由な委任期間

*欠格条項に関する新 しい規定

*委員会が決定権を委任する権限の自由化

*議員の個々の会計監査責任

1.4.2  コミューン及び県にとうての新たな条件

通達の中では、序文で、最近数年のコミユーン事業は、 3つの傾向、即ち、規制緩和、市

場化、そして国際化によって特徴付けられるようになってきていることが強調されているё
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この点について、本来新 しいものではないが、コミユーンの厳 しい財政状況がある。それ

にもかかわらず、この問題は、私たちがこれまで経験 してきたのとは全 く異なる種類のコミ

ューン事業に係わる制限をもたらすほど、短期的にも長期的にも非常に大きかつた。この要

素はくこれから先の時代において他のいかなる要素よりも将来を一層特徴付けることがあり

得る。

「規制緩和」についての最初の表現は、1991年から 1992年の年の替わり日に実施され、

最も重要な新機軸がその中で詳細に説明された新地方自治法、並びに直近の年替わ りに実施

された新国庫補助制度である。後者で言及 した改革の目的は、コミユーン間に同等の財政的

条件を創 りだすことである。これは、特定目的の補助金をおよそ四分の一に縮め、他方残 り

の補助金は一般の使途にあてるという内容で特徴付けられる。一方、コミユーンにおける自

治は、サービス水準や品質、資源活用の効率性、料金設定の差異という結果を甘受すること

になる。

私たちの通達においては、コミユーン事業の規制緩和は、コミユーンや県に厳 しい財政状

況に対処 してい くための前提条件を与えるために必要であることが強調されている。規制緩

和は、教育とか社会福祉 とか環境政策とかの重要な国家利益を犯 してはならないこ

と、あるいはコミユ早ン民主主義にとって否定的な結果をみちびくことがあつてはならない

こともまた強調されている。ここに指摘 した見地から、例 として、私たちが特別に任務とし

て研究すべき問題である、委員会の義務設置が廃止されたことの結果として議員の数の減少、

が指摘される。

このことに対 しては、コミユーンセクターの自治に関する国の政策が明瞭でないことが指

摘されるべきである。現在のところ、若干の領域において規制増大の再発の傾向があ

る。例えば、コミユーンの課税の中止や自立的な学校に関する立法である。コミユーン行為

についての国の支配の拡大の考え方と法定の保育の保障は同じ方向に向かつている。私たち

は、第 2章で、私たちのコミユーン自治についての基本的な見解及びその制限の危険性につ

いて詳細に述べている。

コミユーン事業の「市場化」に関しては、実験コミユーン及び県は、事業の効率性を増大

させることにより、新 しい財政的な状況に遭遇 している。まず、消費者の代表としての議員

の役割 と生産者 としての議員の役割とをそれぞれ区分する目的のいわゆる発注―請負モデ

ルは、その手段 として活用されるだろう。スウエーデン 0コ ミユーン連合の調査によれば、

発注―請負モデルは、40のコミユーンといくつかの県において導入されたか、又は導入が考

えられている。私たちは、職務として、委員会構造の変化、並びに異なる 〔議会、執行委員

会等の〕政治組織間及びそれらと公務員組織間における責任と仕事の分配について特別に研

究する。

ますます広範囲に、コミユーン及び県は、事業のさまざまな部分を競争にさらすことに耐

えている。これは、主に、競争が直営事業と民間委託事業との間で増大することにより、あ

るいは競争が直営事業の中のさまざまな執行単位組織間で増大することにより生じている。

会社における事業を拡大することへの利点もまた、特に技術的な領域に関して増大している。

私たちが 1992年の春に実施 したアンケー ト調査によると、新しい事業形態に関する問題

は、コミユーンおよび県において大いに議論されるようになっきている。そのような新しい

形態の例としては、内部委託、委託契約、民営化/売却、並びに会社化である。
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三分の二近くのコミユーンとほとんどすべての県は、新 しい事業形態に関する政治上の決

定をしていた。一般的な判断は、近年中にもそのような形態の増大がみられるであろうとい

うことであつた。個々の形態に関しては、結果単位組織は、コミユーンにおいても県におい

ても、画期的な改革への道の途中であると結論づけられるだろう。つまり、およそ四分の三

あまりのコミユーンとすべての県は、結果単位組織を導入していたか、あるいは導入するこ

とを計画していた。新しい事業形態については、本答申書の第 6章で詳細に述べられている。

コミユーン事業における市場化と競争の要素の拡大は、問題がないわけではない。一つの

問題は、いかにして事業に係わる人々から、特に高齢者や障害者から、影響力 〔参加〕と協

力を導き出すかである。そしてどのような形態で品質管理が行われることになるかである。

もう一つの問題は、事業が委員会行政から会社、民間又は生活協同の委託契約の形態に移さ

れた場合の監督と秘密保護と民主的な管理運営である。私たちは、通達により、ここに言及

したこれらの問題の分野について調査し、提言を手続きに委ねるであろう。この問題に関す

る私たちの考察及び提言については、第十章で詳細に述べられている。

「国際化のコミユーン自治に対する影響」の問題については、通達によれば、コミユーン

自治がEES協 定及び EG/EUへ のスウェーデンの加盟の二つによってどのように影響

を及ぼされるかという問題に係わる深い研究の必要性が強 くみられる。特別な配慮を必要と

する問題として、自治の法的な根拠が挙げられる。即ち、例えば、EGの規貝Jの枠の中で調

整の形態を取ることができ、またそこでは補完性の原則が重要な役割を果たすということで

ある。第二の問題は、スウェァデンのコミユーン及び県の税金や手数料を徴収する権限に対

する経済同盟の及ぼす影響についてである。第二の問題は、いかにしてEG内でコミユーン

及び広域の影響力が方向づけられ、制度化されるかということである。私たちは、使命 とし

て、それらの問題について記述、分析 し、スウェーデンのコミユーン自治に対 して及ぶと考

えられる影響について基本的な判断をしなければならない。

政府は、1993年 の春に、さまざまな形態での西欧の統合への参加に際 してのコミユーン及

び県に対する影響を分析する特別な調査委員会を任命 した (通達 1998:49)。 主な任務は、

スウェーデンがEG/EUに 加盟することによリコミユーン及び県がどのような領域につ

いて、どのような範囲で影響を及ぼされるか調査することである。任務の中に

は、将来予想されうるEG/EUへ の加盟に際し、スウェーデンにおいてコミユーン及び広

域の影響力がどのように方向づけられ、制度化されるべきかについて提言することも含まれ

ている。

コミユーン及び県の国際的な活動のもう一つの側面は、技術的な設備並びに行政的・技術

的能力の、例えば中欧及び東欧において開拓される新参者への移転である。この援助の範囲

は継続的に増加 してお り、こうした背景により、私たちは、この援助の範囲とその目的を規

定 している規則を吟味する任務を持つこととなつた。この分野に関しての私たちの考察及び

提言について、私たちは、中間答申「コミユーンにおけるサービス輸出及び国際的援助」 (S

OU 1993:77)の 中で詳細に述べた。

1。 5  地方の民主主義にとつての条件

この数年間、時代を超えて評価の変遷を研究 している社会学者は、二つの主な傾向を強調

していた。その一つは、個人が、ますます拡大する範囲の中で、個人のレベルでの生活の満
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足感 と自己実現並びに社会のレベルでの完全な解決というような価値を優先させるという

ことである。もう一つの主な方向は、均一な事業経営から非常に多様で、変化のある、個人

主義的な事業経営へということである。この価値感の変化に対する可能な説明は、一方では

サービス社会の発展であ り、また他方では国民に新たな要求をするような一般社会の変化で

ある。

国民の政治制度に対する態度に関しては、政府や県に対する信頼は、最も低い水準まで落

ち込んでいると考えられていた。国権の最高機関に大きな信頼を抱いている者は、国民のわ

ずか 30%と言われている。1992年 に詳細に述べ られたイェテボリ大学によるいわゆるSO
M調査 (社会、世論、マスメディア)のデータは、政治及び政治家への信頼の低下を記録 し

て以来、その線の中にある。

スウェーデン・コミユーン連合のコミユーン調査では、コミユーンのサービスに対する態

度は、政治や政治家に対する態度よリー層肯定的であるということが述べられている。85%

が主要な点においてコミユーンからより良いサービスを受けていると見なしている。別の側

面において、国民は、影響を及ぼしうる可能性に関連 してより積極的でなくなる。半数以上

が、コミユーンの児童の養育に影響を及ぼす可能性が小さいかあるいは存在 しないとみなし

ている。そして、 3人のうちの 2人の回答者が学校について同一の判断をしていた。

他方で、スウェーデンの国民もまた変つてきている (ペテルソン等々、1989)。 構成員と

なり、事業に活発に参加 し、政党の中で任務を受け持つ傾向は沈滞 し、他方、会議での表現

や発言並びに民主主義への参加はこの 20年来力強さを増 してきた。さまざまな関係の中で

社会に影響を及ぼす最も一般的な方法は、財政的な貢献を与え、募金に署名

し、国又はコミユーンの公務員に接触することである。政治家に接触すること又は政党の中

で働 くことは、一般的に、はるかに少ない。

国民の正規の手続き的な方法、例えば、手紙を書いたり、ある決定に抗議 したりとかで当

局 と付き合う自己の能力への信頼は、1960年代の後年以来、著 しく増大 してきた。国民の三

分の二以上は、そのような行政的な能力を持つていると考えている。

とりまとめていうと、変革は、地方の政治と公的なサービスに対する手続きの変化を反映

している。国民は、今では、公共的なものに対して一定の姿勢をとっている。そこでは、要

求や権利が顕著な要素を形成 している。新 しい態度の中には、サービスは個人々々の必要に

したがつて適応させられるべきだという要求もまた含まれている。

より広い視野での将来見通 しにおける国民の影響力 (参加)に関しては、ますます広範囲

の国民が地方社会の政治及び政治家に接する方途がより明瞭かつ容易になることを要求す

るようになると想定することができる。そのとき、要求は、行政組織におけるよリー層の公

開制 と監督可能性並びに地方政治及びコミユーンサービスによる直接的影響への一層の可

能性への要求と同じように、国民と選任された代理人との間でのより効果的な直接コミユニ

ケーションに関して出される。

私たちは、通達によれば、政治制度がどのようにして、いま上記に述べたような種類の国

民の抵抗や要求にこたえることができるか突きとめることを使命としている。通達の中には、

地方の民主主義を強化するために想定されうる方法について若干の例が示されている。

* コミユーン住民投票の活用の拡大

* 議会及び委員会による統制の増大
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* コミユーン構成員と行政間のより良い関係

* コミユーン事業によって影響を受ける人々からの影響力 (参加)及び支援

* コミユーン分区

1。 6   ヨーロッパの将来見通 しの中における地方自治

1,6。 1  西欧後背部における中央の権限と地方の権限の関係

中央及び地方の権限間の関係の問題に関しては、二つの異なる手法が建てられ得る。その

一つの手法は、国が決定権を有せず、代わ りにコミユーン住民の選任 した代表によって面倒

見 られる部門があることを前提としている。もう一つの手法は、反対に、すべての領域でコ

ミユァンの権能が国の権限の委任に基礎をおいていることを意味する。

第一の手法によれば、コミユーン/広域は、相当に大きな自治権を有し、同時に、中央集

権の現実を否定はしない。それにもかかわらず、国の監督は制限されている。コミユーン/
広域が権限と義務の枠内で行動の自由を有していることが強調されている。国とコミユーン

/広域の間の関係は立法を通して大きな範囲で決められる。コミユーン/広域は、直接の課

税により歳入の最も多くのものを得ている。

後者の手法によれば、コミユーン/広域は、その政治を導いていく中央の権限の代理人と

してみられる。それは、まず、詳細な立法、調整の展開、そして統制手段を通して処理され

る。コミユーン/広域の歳入の主な部分は中央の基金又は国の補助金に由来する。この手法

によれば、特別な地方の課税権について、特に大きな需要あるいは正統性も見出されない。

これらの手法のただ一つだけという国は見出されず、これらのいずれかがしばしば強調さ

れている。しかしながら、中央の権限も地方の権限も所掌範囲を明瞭に区分けすることは困

難である。双方のレベルとも、一般的に、相互の影響にアクセントが置かれている複合型に

ほとんど含まれる。

このことは、事業の財政問題に関しては、少しも反映されていない。コミユーン/広域は、

課税及び国庫補助金の両方を通して事業資金を用立てている。従つて、これは、むしろ中央

と地方の水準間の相互作用の問題である。

1。 6。 2 国とコミユーン/広域間のさまざまな関係のあり方

上記の二つの手法から、コミユーンの権能のより正確な範囲とコミユーン/広域の権限と

国の権限間の関係の問題に関しては、西欧諸国は、大まかに三つの範疇に分けられる。その

コミユーン/広域制度の三つの範疇は、次の通りである。

* イギリス型

* フランス型

* 北欧 0中欧型

イギリス型においては、大ブリテン及びアイルランドにおけるように、コミユーン/広域

の位置づけについての憲法上の規定が見出されない。私たちの地方自治法に相当する一般的

な立法は見出されない。権能及び事業は、全面的に特別立法によって運営される。コミユー

ン/広域は、少なくとも日々の職務の問題に関しては、相当の自治を享受している。

中央と地方のレベル間に明瞭な線引きがみられる。それぞれの権限の地方における事業は、

それぞれの事業のための自治組織において営まれることなしに、コミユーン事業に含まれる
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ことはない。従つて、中央と地方のレベル間にわずかな直接的接触しかない二つの全く異な

る行政構造を形ち創つていると言える。

フランス型は、フランス以外に、イタリア、スペイン、ポル トガル、ベルギー、そしてあ

る程度ギリシャにおいてみられる。その理念型は、憲法上のコミユーン/広域自治条項であ

る。とはいえ、コミユーン/広域の単位は、完全に官選の州知事の後見という形態のもとに

ある。州知事は、若干の分野で、しばしば多くのコミユーンで確立しているが、事業への形

式的な国の監督の機能を果たす。

北欧諸国、 ドイツ、オーストリア、スイス、ルクセンブルク、及びオランダが北欧・中欧

型を形成している。コミユーン/広域 (州 )は、憲法上、確固たる位置づけをもつている。

一般法としても特別法としても規定をもつている。コミユーン/広域は、自治的な意思決定

と経済的独立性を相当に高度に享受している。中央と地方レベル間の接触は、形式的な手続

き規定と並んで非常に重要である。

この型こそ、社会における憲法上の単位としてコミユーン/広域の役割は、イギリス型よ

りもより強く主張されるべきである。フランス型とは反対に、コミユーン/広域は自分の手

の上で事業を営む能力をもつている。いわゆる福祉の大きな部分がコミユーンレベルに下ろ

されている。

1.6。 3  コミューン/広域の事業を効果的にするための戦略

すべての西欧諸国において共通のことであるが、戦時下にコミユーン/広域の事業が協力

に拡大した。これにより、福祉制度がどのように財政処置されるべきかという議論が導かれ

た。国民総生産のうちの公的な支出の大きな害J合であることがますます大きな問題として多

くの人々に理解されている。とはいえ、国民総生産のうちの公的な支出の割合は、EG諸国

の間で、大ブリテンの 43。 5%か らデンマークの 58。 1(1992)ま で、大きく異なる。

厳しい予算不足を是正するために、すべての国の中央政府は、コミユーン/広域の事業の

遂行を統制し、効果的にするために努力している。その場合に、三通りの戦略が認められる。

次の通りである。

― コミユーンの事業領域の拡大をも含む構造的な変化。この道は、まず、イギリス及び

北欧・中欧諸国において選択された。地中海及び大西洋諸国においては、よリー層広範 囲

に広域レベルに資源を委ねることを選んだ。

― 内部意思決定構造及び意思決定過程の近代化。意思決定レベルの簡素化し、洗練する

ことにその例をみることができる。

― 私有化及び市場開放より下層の競争の導入にその例をみることができる。若干の例で

は、組合とか協同組合とかいろいろな種類の自発的な組織とかが遂行のために利用され て

いる。

1.6。 4  補完性の原則

補完性の原則は、将来のヨーロッパに関する議論において中心的な位置づけをもつている。

補完性の原則は、基本的に国と個人、カ トリック教の中心的教義とキリス ト教民主党の綱領

(例えば)基礎 との間で責任を分配する方法である。この手法によれば、家族が親族の保護

や援助に第一の責任をもつ。国の役割は補完的である。すなわち、支援である。国民の自発
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性を支え、援助し、その権利を保障することになろう。

一般的なレベルで、補完性の原則の重要性は、どのような決定も必然的にさらに高いレベ

ルでとられる必要はないということである。コミユーンと中央のレベル間の関係は、言い換

えれば、地方又は広域のレベルで最も効果的に解決されている問題は、中央のレベルの世話

になることはないという原則を意味している。
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2 地方自治及び民主主義―根拠、状態、発展

地方自治は、スウエーデンの民主主義の重要な基盤である。国はコミユーンや県を

ことこまかに統治 しようとすることは最大限可能な限 り慎むべきである。私たちは、

政府がコミユーン自治に憲法上の保護を強力に与えるような処置をとるよう要望す

る。

地方自治法は、地方民主主義の形を規定する最も重要な道具である。私たちは、掛

酌の余地のある法律が地方民主主義を発展させる良い方法であると考える。

基本的な出発点として、私たちは、地方民主主義を強化するため、次の手続きを強

調する。
・個人選挙の要素の拡大

・議員任期を4年に延長すること。
0コ ミユーンの選挙及び総選挙の投票日の分離。
0委員会の会議の公開について地方ごとに決定することができること。

・多数決を採用 した議員による自己管理組織の設立

・地方の住民投票に対するコミユーン構成員の発議権―コミユーンサービスの質を

担保する。

1990年代における社会の変化のテンポは、おそらく、コミユーンや県の事業のため

の財政的な活用が制限されるので、継続的に高いといことが予想される。こうした状

態は、たとえば、組織や管理運営の形態を発展させ、改善させる作業を継続的に行つ

ていかなければならないということである。地方における民主主義が多数の議員によ

つて支えられるということは、それ自体重要な価値があることである。

2.1   根 拠

2.1。 1  歴史的展望における地方自治

スカンジナビア諸国における地方自治は、長い伝統を持つている。古代には、共通の事柄

について決め事をするために、テイングという会議が招集された。中世には、ヨーロッパの

大部分の地域で、地方レベルは、中央レベルとの綱引きに破れた。スウェーデンにおいては、

まず、グスタフ・バーサ、グスタフH世ア ドルフ及びアクセル・オクセンスティエルナの時

代に、国の権限が強化された。

地方自治への要求は、18世紀の末から、啓蒙時代の思想によって復活させ られ、ヨーロッ

パの論争の中に勢いよく放 り込まれた。出現 した地方自治の代弁者は、イギリスの自由主義

者、JoS。 ミル及びフランス人アレックシス・ ド・ トックビルである。彼 らは、その社会思想

の基礎を若いアメリカの民主主義の研究に置いていた。オーエンとかプルー ドンとかバクー

ニンとかのいわゆる共産主義の方向を代表する社会主義の傾向の理論家たちもまた、地方自

治を擁護する議論を主張 していた。

議論の中で特徴的な意見は、地方自治は社会一般の民主化のための主張であるということ

であつた。理念の中には、地方自治は教育、及び成人教育の機能をもつているという見解も

みられた。実際の事実もまた、増大する国の機構をコミユーンに分権化する方向を示唆 して

いた。コミユーン化は、社会の統治に関わる問題を安価にそして効果的に解決 してい くこと

であつた。

地方自治は、スウエーデンにおいては中心に据えられている。1862年 のコミユーンに関す

る政令には、近代的な規定が入れられている。憲法 (第 1章第 1節、政府の形態)で も、ス
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ウェーデンの民主主義は、代表と議会制による国家形態、及びコミユーン自治を通 して実現

されているといわれると書かれている。この規定は、1974年の憲法修正に際 して、ようやつ

と確立された。地方自治法第 1章第 1節においては、コミユーン及び県は、コミユーン自治

の基礎の上で、地方自治法又は特別な命令で示される事柄を処理するとされている。スウェ

ーデンは、1989年にコミユーン自治に関するヨーロッパ協約を批准した。

2.1.2  地方の民主主義の類型

地方の民主主義が地方自治と同様に一般に理解されているかどうかについても、まつたく

概念規定されていない。

地方の民主主義についての最も権威ある説明は、まず、1960年代の半ば及び1970年代の末

に発足させられた大規模なコミユーン研究プロジェク トとともに、国立政治科学研究所によ

つて紹介された。イョルゲン 0ウ ェステルス トール (ウ ェステルス トール,1970)は、二つ

の基本的な民主主義の価値について指摘 していた。即ち、国民意思の実現及び自律的な意見

の形成である。そして、加えるに、人民による統治という理念に由来する第二の説明である。

ウェステルス トールの命題は、批判の対象になつた。例えば、社会主義者、ステン・ヨハ

ンセン (ヨハンセン,1971)は、ウエステルス トールよりもより強 く参加の側面を強調 して

いた。

その主な任務がコミユーン分区改革を評価することであるコミューン民主主義の研究グ

ループは、本質的にウェステルス トール型を奉 じていたが、より明瞭に国民の参加を前面に

掲げた (ス トリョムベリ&ウ ェステルス トール,1983)。

1970年代の議論の中で留意されたもう一つの民主主義の型は、相互作用的な民主主義に関

するレイフ・ レウィンの思想である (レ ウィン,1983)。 相互作用的な民主主義は、指導者

と民衆の協働を通 して個人の「公共精神」を発展させることを目的とするものである。レウ

ィンは、相互作用的な民主主義を、政治家の中の「競争的なエ リー ト」たちが重要な活動に

責任を持つ民主主義の型と対照的に、積極的な市民参加のうえに築 くものと位置づけている。

国民は、その競争で最も成功 した者を自分たちの代理人として選ぶ。

2.1.3 1970-1993に おける政府審議会における地方自治及び民主主義に関する

見解

地方民主主義審議会は、1970年 以来、この分野で活動している第四番目の政府審議会であ

る。先行の委員会は、コミユーン民主主義に関する調査委員会 (1970-75),コ ミユーン民

主主義審議会 (1977-83),及 び民主主義起草委員会 (1983-85)である。信託職務調査委

員会 (一人調査委員会、1988-90)は、特別な、類似 した務を持つていた。

この 20年間に、コミユーン民主主義に関する議論の中心である問題に関する将来見通 し

は、大きく変わつてきた。政党及び議員の活動条件は、コミユーン分割改革の実施後、配慮

されるようになつた。その後、関心は、コミユーン分割レベルにおける個別の地方委員会を

設置することにより、新たな大コミユーンの分割という問題に焦点が当てられた。個々人の

影響力 (参加)に関する問題は、現在の地方民主主義審議会に対してと同様に、民主主義起

草委員会の取り組むべき課題であつた (ヘ ッグロット,1993)。

これらの審議会の通達や本答申を通して、どの政府も個々の審議会も、基本的に、地方自
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治や地方の民主主義がどのように見 られているか、継続的かつ明瞭に述べるのが常であつた

ことを示している。

コミユーン民主主義調査委員会は、その本答申「コミユーン民主主義」 (SOU 1975:41)

の中で、選挙民と議員の間の意見の一致についての概略に密接に触れていた。コミユーン民

主主義審議会は、その答申「コミユーン及び県コミユーンにおける議員」 (SOU 1982:5)の

中で、議員が、社会的 0経済的に、大体において住民の構成 とかな リー致することの重要性

を指摘 していた。信託職務調査委員会もまたその答申「90年代の議員」 (SOU 1989:108)の

中でその概略と同意見であつた。民主主義準備委員会は、その本答申「コミユーン及び県に

おける民主主義の活性化」 (SOU 1985:28)で、例えば、より深い意味における民主主義は、

すべての人が、その決定にも、実現にも、共に責任を負う意思と能力を持つているという考

えを意味する人間的な視点で取 り扱うということを紹介し、述べている。人々が重要な公の

事柄について共に定めることができるということは重要なことである。

政府の審議会の根本意義についての言及があまりないことは、この問題への理解を欠いて

いたということを意味するのではな く、根本意義は明白に述べ られるというよりは行間から

読み取 られるものであるということであつた。政府の審議会は、論理的・原理的というより

は、概 して、実際的・実践的なものであつた。

2.2   地方自治・民主主義の許での状態

前章で示したように (1.3。 2及び 1。 4)、 コミユーン活動についての現在の前提は根

本的に変更される。例えば、地方の自治権に対 して国の規制が適用される中央対地方の綱引

き、市場化と競争の要素の増大、進行中の国際化、国民/コ ミユーン住民の態度と行動の変

化の重要性といつた問題である。次々と出されてきた報告書に対して、それぞれの民主主義

の価値が、急激に変化 している現実に対して、どのようなにふるまうか詳細に説明すべきで

ある。

権限調査委員会は、その主報告書「スウエーデンにおける民主主義と権限」 (SOU 1990:4

4)の中で、例えば、民主主義を社会中心にみる見方と個人中心にみる見方との違いで受け

留めるといつたような一般的なレベルでの民主主義の概念について権威ある解釈を示して

いる。

何が良い民主主義であるか、あるいは好ましい民主的な状態であるかについては、三点に

おいて問題がある。一つは、判断をするのが誰かという問題である。もう一つは、判断がな

されるのはどういう基準に従つてなのか、そしてそれぞれの要因にはどのような価値が与え

られるのかということである。

こうした社会科学的な研究は、地方自治及び民主主義についての解釈に関しては支配的な

位置づけにある。学者たちの判断の根拠には、実質的にスウェーデン民主主義の伝統と社会

における論争を反映した一つの基準の設定があつた。

もちろん、国は、地方自治と民主主義の解釈者として重要な役割を演じている。先に明記

したように、この 20年間、さまざまな政治的な多数者による政府は、地方の民主主義に非

常に関心をもつてきた。国は、まず第一に、その立法権によって、地方の自治と民主主義の

条件や限界に対する決定的な影響力をもつている。地方自治法は、この間の 2度の機会、19

77年 と 1991年に、この分野における発展にとって重要な意味を持つ新たな構成を与えられ
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た。

地方及び広域レベルにおいては、1991年の地方自治法により、地方の自治と民主主義の発

展のため、よリー層独自の判断をし、独 自の戦略をとることができるようになった。地方の

自治権の拡大がどこまで及ぶかは、例えば、長期的にみたコミユーン事業の形態や内容に関

する多様さの増大に対する政府の寛容さといつた問題である。

この 10年間に非常に顕著となつた三つの民主主義の意義は、上記のように、国民意思の

実現、自律的な意見形成、及び国民の積極的な参加である。代表民主主義は、十分に、議員

が、主張としても社会的にも、有権者を代表することにより実現されると考えられている。

国民が公の事業に影響を及ぼし、直接の影響力を行使することができるようになっている

のはこの意義にであって、権限調査委員会がその調査研究「国民の権限」 (1989)の 中で特

に明確にし、強調 した一つの側面である。

1990年代の地方の民主主義の状態についての整然として包括的な調査は容易には見出さ

れない。その一方、一定の評価をするために利用され得るさまざまな個別の源泉からの情報

はある。

国民意思の実現の大雑把な尺度とされるものは、国民がどれだけコミユーンのサービスに

満足 しているかということである。私たちは、上記のように (1。 4)、 住民の 85%がコミ

ューンから全体的に良いサービスを受けているとみなしていると結論づけた。

その意味において、かなりの程度、国民意思が実現されたことを示 していると考えられる。

自律的な意見形成についての判断は、世論形成のための一般的な条件にらるべきである

(ペテルソン,1992)。 とりわけ、決定過程 とメディアシステムの機能と地方の議論への統

制の公開性と機会の度合いによつて決定される。

公開性の原則は、公開性と統制の機会に関して重要な要因である。たとえ後になって批半J

的な声が会社化 (民有化 )、 私有化及び代替的事業形態への移行の結果に関して高まつたと

しても、承認されたことは良いことであると考えられる。発注・請負方式への委任及び移行

の拡大もまた、若千の論者は、個人に関わる案件についての意思決定過程への統制を難 しく

すると考えている。将来におけるスウエーデンのEGへの加盟によって、公開性の原則の影

響に関する問題が社会的な論争として持ち上がってきた。

機能すべきメディアシステムや地方の議論の条件に関しては、県や大コミユーンにおいて

諸事業がどのように執行されているかについて、個々の国民が直接的な自分の経験に基づい

て自分なりの見解を形作ることはほとんどできないことから、メディアが世論の形成にます

ます重要になつてきていると結論付けられるだろう。新聞メディアに長 く集中し続けてきた

結果、自由な世論形成のための前提の多 くのものを欠いている。広域や地方のラジオやテレ

ビといつた電波メディアの発達によって、新聞メディアの欠陥はある程度補われている。電

波メディアの活用に関して、それぞれの地域間で重大な相違があるということを強調 してい

ることは、この点で重要である。したがつて、たとえ国の一部において数が増加 したとして

も、それぞれのメディアによって取 り次がれるコミユーンの政治の様相が相当に似通つてい

ることに同時に気づくであろう (シ ヨー リン,1985)。

例えば、信託職務調査委員会が強調 していたように、マス 0メ ディアとコミユーン及び県

の議員との間の関係には重要な問題がある。ジヤーナリス ト達が議員に対 してなれなれしく

挑発的な形の批判的なチェックをしているとか、材料がしばしばはでな「売 り物」的な形で



示されるとかいつた政治状況に関するジヤーナリス ト達の認識が不足 しているといつたよ

うなことが問題である。ジヤーナ リス ト達と議員との相互依存関係は、さらに状況を複雑に

している。

政治に対するマスメディアの影響力は、例えば、どの問題が論争になるかそれらがかなり

の判断をするということを明らかにしている。例えば、それが政治の「メディア化」という

表現の原因となる、政治の議事日程を決定するメディアの機能である (参照 Asp,1986)。

論争のなかで、政治の中で、国民が方向を決め、位置づけを定める助けとなるとともに、

正確かつ適切な情報を供給する、諸メディアの役割及び能力が問題にされた。批判者たちは、

例えば、とりわけ電波メディアにおいて「怒号」が増えているとか、情報や認識材料が減つ

ているとか主張 している (参照、ベ リス トリコーム,1993)。

要約すれば、地方及び広域のマスメディアは、世論の形成および政治に重要な影響力を及

ぼし、必ずしも影響力に伴う責任を全うできないということである。このことは、国民及び

議員のさまざまな点でのメディアヘに対する依存への躊躇から、問題があると考える。私た

ちは、この点で、ジヤーナ リス ト団体及びメデイアが、メデイアとして、民主的な過程の中

において持つべき責任ある役割を強調 したい。これらの任務 とは、例えば、国民がさまざま

な政治的な問題に関して正 しい情報を手に入れられるように配慮すべきであるということ

である。そして、これが国民が政治過程へのかかわ り合いに影響を及ぼしたり理解 したりで

きることの前提である。

「国民の参加の活性度」は、さまざまな形で測られる。すなわち、投票率、政党への加盟

及び活動、政党以外の手段による政治的な活動、及び当局への直接折衝である。

コミユーン選挙への参加は、1973年に最高に達 し、そのとき、90%以上が参加 したところ

であるが、その後は、最近の二つの選挙でおよそ 84%と不振な結果で、下降 している。国

際的な視点からは依然として高い参加である。

別の形態の国民参加に関しては、「権限調査委員会」は、どの程度、国民が伝統的な方法

を、まず第一に政党を、活用するかということと、いわゆる代替的な方法 (投書、デモンス

トレーション、活動グループ等々)の活用との間には重要な相違が見出されることを示 して

いる。伝統的な方法の利用は不振であり、代替的な方法がますます広範に利用されている。

「議員の代表性」は、通常は、次の二通 りの形で測 られる。すなわち、意見の代表性及び

社会の代表性である。選挙についての研究の結果によれば、有権者と議員との間の意見の一

致は、1960年代の末においても1980年代の中頃においても低い (ホルムベリ&エサイアソン,

1988)。 社会の代表性については、他のすべての民主主義国家と同様にスウェーデンにお

いても不完全である。典型的なコミユーン政治家は、公的部門のなかで良い教育と地位を享

受 してきた中年の人である。このことは、ある種のグループ、すなわち、まずなによりも青

年、女性、私企業、そして移民、はよく知られているように不十分にしか代表されていない。

「影響を及ぼす機会及び影響力」に関しては、一般的な水準で影響を及ぼすことあるいは

影響力とコミユーン事業に対する直接の影響力とを区別することが必要である。前者の影響

を及ぼす機会に関する実際の重要な資料は失われている。人々がもつとも近づ くことができ

るのは、一般的に政治権限に関する国民のグループ間にみられる大きな相違についての権限

調査委員会の報告である。この調査委員会は、例えば、労働者階級の高齢女性の権限の喪失

あるいは政治的無力について述べている (SOU 1991:44s.219f)。



この権限調査委員会によれば、国民が影響を及ぼす機会に関しては、コミユーンの大小に

よつても相違があることが示されている。例えば、全体的な問題につ対する影響に関しては、

小さなコミユーンにおける場合のほうが機会はより大きい。

大都市調査委員会もまた大都市特有の問題があることを示 している。例えば、ス トックホ

ルムのそれぞれの地区は、影響を及ぼすことや影響力の条件に関してはそれぞれ明らかに異

なつている。

権限調査委員会は、低税率が、保健医療、保育及び学校教育にどのような直接的影響を及

ぼし得るかについて一貫 して詳細に述べている。これらは、資本財の購入、住居、労働より

も評価が劣ることを一貫 して示 している。教育の評価は著 しく低い (ペテルソン等、1989)。

この傾向はその後の1991-92年のコミユーン連合の資料からも確認される。

地方自治の状況について包括的な像を示すことは当然困難である。一つの重要な条件は、

1970年代及び1980年代に実現 した民主主義のモデルの前提が変わつたということである。権

限調査委員会がその最終報告書の中で強調 しているように、社会の発展が民主主義の理念に

近づ くかどうかという問題については、この (古典的な)ス ウェーデンモデルを前提とする

か、あるいは実際の社会の発展とよく一致するような修正モデルを前提とするかによって、

さまざまな回答がある。ここに述べたように、国民の人間としての尊厳、行動の機会及び個

人的な影響力により高い優先順位が与えられた。

ここに示されたような地方自治と民主主義の状況に関する包括的な判断は、上記の表現で

表される。それぞれの民主的価値の実現の度合いは、高いところから低いところまで一つの

尺度で示されている。民主的価値がこのように示されている場合に、その達成によって、社

会の発展がどの程度民主主義の理念に近づいているかが分かる。

F国民意思の実現」に関 しては、私たちは、国民の大多数が、この測定方法によって高い

民主的価値を示 しているコミユーンのサービスに満足 していると結論付けた。

世論形成のための一般的な条件は、自律的な意見形成の基礎である。これらの条件は、ま

ず第一に、公開性 と意思決定への関与の機会の度合い、マスメディアがどのように機能を果

たしているか、地方における議論のための条件によって決められる。私たちは、関与の機会

は、一般的には良いと結論付けた。地方新聞や広域的新聞のかなりの集中、即ち、数が少な

いことは自律的な意見形成のための機会を困難にする。その結果として、これに低い価値を

お く理由がある。地方及び広域のラジオやテレビの一層増大は、新聞メディアと比べて電波

によるメディアに何らかのより高い価値のおかれることを説明している。それにもかかわら

ず、もし自分の意見を形成するための個人的な機会 とみるならば、一般的に、新聞メディア

は、多分、電波メディアの提供する商品よりも質的により良いと思われる材料を提供 して く

れる。

「国民の参加の活性化」は、その非常な多様さによって特長づけられる。投票率は、国際

的にみて高い。 しかし、参加は、それぞれの住民集団、地域、そして居住 しているところに

よつて大いに異なる。政党及びその他の住民運動への参加と活動は、低い価値を示している。

他方、投書や論文を書いたり示威運動や活動集団に参加すること等々には、相当大きな割合

の住民が携わつている。それにもかかわらず、政党政治の活動は、ここに記 した活動とは質

的に区別されると思われる。

「議員の代表性」に関 しては、若者、女性、移民及び私企業従事者といつた特定の集団が
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十分に代表されていないこと、そして一方、例えば中年層、男性、公務員、スウエーデン人

及び公企業従事者が過剰に代表されているということは、よく知られた事実である。したが

つて、代表性の度合いは低いι特別なニーズをかかえた集団、例えば幼児のいる家庭、高齢

者、障害者及び過疎地居住者が彼らの利害のために立ち向かう議員によって代表されるかど

うか、政治の出番の重要性は自明である。

「影響をおよぼす機会及び影響力」に関しては、一般的なレベルにおいては非常に不確か

である。それにもかかわらず、「権限調査委員会」及び「大都市調査委員会」は、社会経済

集団間、地域間、そして地区間における権限及び影響力に関して非常に大きな相違があるこ

とを指摘していた。「権限調査委員会」の資料もコミユーン連合の資料も、例えば医療、保

育、学校教育における影響力を及ぼす機会に関しては低い価値を示している。

2。 3 地方自治及び地方の民主主義の根本意義に対する委員会の統制

2.3。 1 地方自治

1970年代の半ば以降、政府はコミユーン部門についての規制を少な くするためにさまざま

な処置をとつた。1984年 から 1991年 までの間行われたフリーコミユーン実験、学校教育分

野等での規制緩和、1991年地方自治法の制定、及び新 しいよリー般的な国庫補助制度の導入

は(しばしば、近年における国の規制緩和の例として挙げられている。

この二、三年、コミユーン部門及び地方自治体に対する国の統制に関する議論は激 しくな

ってきた。地方自治を制約する行為あるいは試みの例として次の諸点が挙げられる。

* 1991年に導入されたコミユーン税の中止

* 1993年春の最高行政裁判所における社会扶助の基準に関する二つの判決 (訴訟事 件

第 1831号 /1992、 第 4989号 /1992)。 この中で、最高行政裁判所は、それぞれのコミ

ューン間の社会扶助レベルのあまりにも大きな相違は避けられなければならない、そしてそ

のためには、合理的な生活水準の判断については社会保障庁の一般基準に拠らなければなら

ないと述べている。

* 社会サービス審議会の中間答申「社会サニビスの援助に対する権利」 (SOU 1993:30)

における社会補助金についてのいわゆる国基準、すなわち法に基づく最低水準、の導入に関

する提言。

* 保育の分野に関する法律 (SOU 1993/94:11)のように、いわゆる権利法に関する政府の

その他の計画又は提言。

* 財政的資源が国がコミユーン及び県に義務として課す新たな任務に関する決定に追従

するといつたような財務原理からの離反とみなされる、自由学校 (friskolor)の 学費及び

KBT制度の変更に関する経過的な問題。

* 産業省内で細部にわたるまで検討して作成され、覚書「公的生産物の競争入本L」 ―法案

(Ds 1992:12 1)の なかで詳細に説明されている、いわゆる義務的入札行為に関する法案。

コミユーンの課税権の臨時的制限に関する法律 (1990:608)は、補足的政府提出法案 (pr

oO.1989/90:150)と ともに、1991年及び1992年を対象として、1990年の国会で決定された。

ず年間の延長を意味する新しい法案が、補足的政府提出法案 (prOp。 1991/92:150)に 引き
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続いて1992年 (1992:672)に採択された。

法律諮問委員会 (1電radet)は、法律の合憲性に関して、両方の採決時に先立って法律諮

問委員会の意見を表明している。最初の機会には、法律諮問委員会は、例えば、種類、範囲、

時間が合憲性の判断を決めるということ述べた。法律諮問委員会は、提言されたようなコミ

ューンの課税権の制限が憲法の観点から容認されうるところを超えてはならないとした。そ

の次のときには、法律諮問委員会は、何もそれに付け加えなかった。

その年の補足的政府提出法案 (prOpe1992/98:150)に おける提案によれば、コミユーン税

の廃止がさらに延長されることはないだろう。

ここに言及 した義務的入札行為に関する提言は、継続的な議論により、改革の原因となっ

た。公的な行為に関わる不適切な行為の防止に関する法律についての法律諮問委員会の回付

が、1993年 7月、意見として法律諮問委員会に提出された。

コミューンの代表者たちは、記述された事柄に対 して強 く反対 し、地方の自律性の侵害の

事例であるとした。                     .
議論の中で、さまざまな種類の権利法の導入の影響は、地方の状況及び地方の政治的決定

は国家的な標準化された公正のためになるということが言われた。これは地方自治の根拠と

は矛盾 している。その延長において、権利法は、国及び行政裁判所がコミユーンがその施行

を担つている福祉政策の詳細について実際に定めるようにしている。結局、地方の判断に基

づいて優先順位をつける余地が少なくなっている。

財政審議会は、その答申「経済及び政治のための新たな条件」 (SOU 1998:16)の 中で、

地方自治の意義に関する問題を取 り上げている。審議会の基本的な視点は、コミユーン自治

は弱体イLさ れるというよりはむしろ強化されるべきである、分権化及び地方自治は重要な原

則である、そして財政力の差異は不可避であるとともに望ましくもあるということである。

審議会は、こうした理由で、長期的に見れば課税の中止は廃止されるべきであると考えてい

る。

権利法に関しては、この審議会は、実際には、国が社会的な権利という形でますます詳細

な法律を制定することにより、地方自治が制限される危険があると述べている。

スウェーデンコミユーン連合の自治起草委員会は、1993年 の春、国中の全てのコミユーン

に対するアンケー ト調査により、国の法制度に対する態度について知ることとなった。

この調査によれば、法律や政令、規則 に関して、国の指導が縮小していることが特に顕著

である分野として社会サービスが挙げられることが示されている。同じことが一般諮問委員

会び当局の行為の分野並びに裁判所の判例及び司法オムブズマンの決定の分野に妥当する。

ここに述べたように、司法が政治的な決定を審査することは原則的に間違つていると述べら

れている。被調査コミユーンのおおよそ 80%が社会サービスについての裁判所の役割を変

えることが重要である、あるいは一層重要であるとという見解であつた。

財政的な分野に関しては、コミユーンは、先ず、コミユーン税の中止を、そしてくコミユ

ーン事業の財政上の前提 となる事前の指示が しば しば時間がないことをについて国を批判

している。

スウェーデンコミユーン連合の執行委員会は、1998年 5月 、文書で、政府にコミユーン自

治に対する憲法上の保護の拡大について問題提起をした。憲法上の保護の拡大の日標は、連

合の見解によれば、コミユーンに関わる法律に一貫 した処理過程をもたらし、よりよく予測
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できるようにし、法律上の地方自治の利権に対する調整をしにくくさせることであるべきで

ある。コミユーン自治に関するヨーロッパ議会における規制は、連合によれば、すべての立

法作業において合理的な出発点となるべきである。連合は、文書で、一方では、政府が憲法

上の保護の拡大について調査するための特別な議会の調査委員会を設置することを、そして

また一方では、政府が、まさに今、立法問題に共通の一貫 した処理過程を実現する方法整え

ること及び自治の利権に一定の考慮を払うことを要望 している。

私たちは、上記に詳細に記述 したところから次のように結論付ける。

一 地方自治は、スウエーデンの民主主義にとって重要な基盤である。国は、コミユーン

及び県を事細か く監督するようなことを極力慎み、地方での解決のために大きな余地を 残

すべきである。

一 国と地方の間の利害がどのように調整されるかは決 して自明ではない。従つて、国―

コミユーンの関係は、常に一定の緊張状態によって特長づけられる。コミユーン側が、 ま

さに、地方の観点からは地方の自己決定を脅かすとみなされる国のある行為に対する 批判

的な態度がとつているときには、批判は当然である。

― コミユーンの側において、問題は何か、そして何を変える必要があるかについて重要

な合意がみられる。

― 私たちは、コミユーン税の中止及びその他の形態の課税権の妨害は地方の自己決定に

対する重大な制限であると考える。

一 国家権力が、権利法などによって、社会福祉の分野におけるコミユーン事業を事細か

く統制することを望んでいるほど、国は、これまでそうであつたよりもより明瞭に、そ の

政治によって財政的な影響力を行使 し、必要な資金をコミユーンの自由に委ねるべき であ

る。

― もし、さまざまな事業に対する国の広範囲に及ぶ事細かな統制という方向に発展 して

い くならば、私たちの見解では、コミユーンがそれらの事業をやつてい くという自治の 観

点から、十分な意義がない、あるいは合理的ではない終極の限界があるだろう。その よう

な状況においては、国がコミユーンを巻き込むことな く事業をやってい くことがよ り良い

方法である。

―。私たちは、政府がコミユーン自治の憲法上の保護を拡大するための処置をとることを

要望する。

2。 3。 2  地方の民主主義

地方の民主主義に関しては、私たちは、本質的に上記に詳細に説明したような価値観に基

づいているЪすなわち、国民意思の実現、自律的な意見の形成、国民の参加の活性化、議員

の代表性、並びに国民の影響を及ぼす行為及び影響力である。

これに加えて、「権限調査委員会」が強調 していたことに配慮するだろう。何故ならば、

理想的な民主主義の状態についての判断は、社会の発展という光のなかで、きつば りとその

代わ りになるものがないとはされないだろうからである。こうした展望において、私たちは、

民主主義の理念における個人と集団の特質の調和又は協働の重要性を強調する。そこでは、

個々の国民の尊厳、行動及び選択の機会く並びに個人の影響力が着目される場が用意されて
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いる。私たちは、私たちは、一方では、こうした発展が、地方の民主主義、制度及び慣習が

大きな挑戦に直面 し、また一方で、政治的な参加及び影響力が国民の間に一様に広まつてい

ないことに気がついていると同時に、よリー層の自立的かつ独立独歩の国民に向かつての現

在の発展を肯定的に見ている。

私たちはまた、個人選挙に関する審議会の答申「個人選挙の拡大」 (SOU 1993:21)に お

ける、例えば民主主義の観点からの個人選挙の要素の拡大とその結果についてに関する提言

にも配慮するだろう。これらの提言では 1997年の選挙から実施されることが提議されてい

る。「個人選挙に関する審議会」における作業と並行 して、各政党は、選挙と選挙の間の期

間の延長について非公式の合意に達 していた。

議員任期の 3年から4年への延長は、例えば、基礎自治体又は県における政治上の多数者

に、財政的に困難な状況などをうまく切 り抜けてい くことができるような計画をよリー層実

現 しやすくすることになろう。

国会 と基礎 自治体の選挙の同一の投票日の維持は、政党が一般大衆をその計画の前により

多 く集めたときと、有権者が二者択一に態度を決めるときとの期間をより長 くさせる。これ

は有権者の無関心や政治への関心の低下をもたらすことになる。

中間における選挙なしの 4年の議員任期は国際的にみて長い。従つて、基礎自治体民主主

義の観点からはむ しろ選挙日を違える方が好ましい。私たちは原則的にこの観点に立ってい

る。

個人選挙の要素の拡大は、私たちの見解では、地方の民主主義を活性化 し、有権者と議員

の交流を刺激することに貢献 しうるはずである。個人選挙の要素は、例えば、純粋な候補者

リス ト選挙と比較 して有権者の前に一層個々にさらされるといつた形で個々の議員により

多 く要求することになろう。候補者間の競争の激化は政党内部の事務にもまた影響を及ぼす

ことになろう。

2。 3。 3  市民の視点

情報公開、統制及び参加についての権利

私たちは、基礎 自治体構成員は、基礎 自治体が責任を持つている事業について、それがど

のような形態で運営されているか (直営であるか又はその他の形態であるか)は別として、

その事業に関する情報公開、それへの統制、そしてそれへの参加への権利を持つべきである

と考える。

一般大衆が知らされる権利は、基礎自治体が民主的な決定機関として基礎自治体に関する

情報、及びサービス請負の目的、利用方法、選択の可能性、品質並びに苦情及び補償の可能

性に関する情報を請負する義務に対比される。

議会及び委員会は、取 り扱つている案件、計画、現在の活動、及び事業の詳細な説明に関

して、そのすべての活動で、一般大衆に対する最大限可能な公開に努めるべきであるという

のが私たちの見解である。そのように望んでいる基礎自治体には、委員会の会議の公開を決

定することができるようにすべきである。

基礎 自治体の事業に影響力を行使する権利は、その事業が直営で行われているかそれとも

他の形態で行われているかは別にして、委員会がそれらのサービスを利用する人々に協議す

る義務に対比される。基礎 自治体のサービスを利用する人々は、できるかぎり、自主管理組
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織への直接参加並びにサービス請負の決定機関及び協力機関へ影響を及ぼすことができる

ようにされるべきである。基礎自治体のサービスを利用する人々は、サービスを請負する機

関に対 して苦情を申し述べる機会が与えられるべきである。苦情は具体的な形で示されるべ

きである。

基礎自治体のサービスの品質管理

審議会の見解によれば、基礎自治体及び県が外部の請負者のサービス生産にますます依存

するようになるにつれ、基礎自治体及び県は、サービスの品質管理の方法を発展させるよう

に求められることになる。品質に対する要求は、直営の事業に対 しても、外部管理の事業に

対 しても同様であるべきである。

品質確保の責任は、まず第一に生産者に有るべきでありt品質管理は、できるかぎり生産

過程の中に限られるべきである。そこで、発注者は、品質の観点からサービスの評価が行わ

れるよう責任がある。評価は、生産者、発注者または消費者と何 らかの密接な協力関係にあ

る独立の機関によってなされることになろう。国の管理責任は、サービス生産における品質

の管理と確保のための基礎 自治体のシステムの監督にしばられるべきである。結局のところ、

品質管理の責任は、事業の責任者にある。即ち、基礎自治体又は県の所管の委員会である。

選挙制度、住民投票等々

私たちは、先に、議員任期の期間、同一投
云

日あるいは分離投票日、及び個人選挙の要素

の拡大に関する問題について若干の一般的観点について記 した。

私たちは、基礎 自治体の住民投票に関しては、どのような形態 (発議権、問題選択の手続

き、施行)に基づいて、そのような投票が実施されるべきか規定されるべきであると考える。

私たちは、投票、世論調査等が代議制民主主義の補完として広範囲に活用されるべきであ

ると考える。ある基礎 自治体における少数派の有権者は、議会によって審議されたある問題

について住民投票の実施に関して発議できるべきである。

2。 3。4 政治家の視点

一般的観点

歴史及び地方自治法から出て くる伝統的な政治家の役割は包括的なものである。このこと

は、議員が起草、決定及び実施の全般に責任を負つていることを意味 している。1950年代及

び 1960年代の境界再編成以前の小自治体時代においては、このような政治家の役割像が現

実の状態に対 して応えていた。

基礎 自治体がより大きくなり、事業が拡大 し、公務員組織が膨張 したときく公務員が起草

と実施に応える一方で、議員がますます単なる決定者になっていくといつた、当然の機能的

特化が生 じた。

伝統的な政治家の役割もまた、事業への直接的な影響に重要な余地を残 している。それは

予算の詳細な指針により行われる伝統的な管理とほとんど同じである。

この数年間、基礎自治体の事業の状況は、いくつかの重要な点で、結果的に政治家の役割

に変化をもたらしてきた。基礎 自治体の財政の悪化は、例えば、代表的なものとして、発注・

請負モデルとか代替的運営方式といつたような組織や事業管理の効率化の必要性を生 じさ
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せた。新地方自治法は、政治的組織の全般的な合理化の余地を増大させ、委員会の職や数の

減少をもたらした。それはまた、議員から職員への委任を増大させ、政治的に決定すべき分

野の縮小及び決定権の役割の変化をもたらした。

同時に、こうした変化は、現在の政治的職務がどんなぐあいか、そして将来はどうなるか

についての分析 と議論の基礎となっている。これらの議論は、政治家の役割の範囲とか狙い

とかの型を問題 とすることになろう。

下記に取 り扱うのは、政治家の役割の変化をもたらした四つの変化、すなわち社会経済、

職の数、新 しい組織・統制の形態、並びに権限委任の拡大である。政治家の役割についての

より詳細な議論については、第 8章で詳細に述べ られている。

社会経済の状況

基礎 自治体部門における活用できる財源と財政的な需要との間の格差は、この数年ますま

す明瞭になつてきた。国庫補助の削減及び基礎自治体課税の停止は、基礎自治体及び県の財

政的制約を増大させている。このアンバランスは、審議会が下記に言及 している問題提起、

すなわち、国と基礎自治体 との間の役害J分担のよリー層の明確化を必要としている。

財源の確保 と需要の間のこのアンバランスは、一方においては、基礎自治体及び県が新た

な解決を求めやす くするような基礎 自治体部門への明確な、いわゆる変化の圧力とみなされ

ることを意味する。

基礎 自治体及び県にとって、財政の悪化は何ら新 しいものではない。この何年かのあいだ、

議員たちは、ある事例において、保育、学校教育、高齢者の介護及び保健医療のようないわ

ゆる中核的な事業の補助金の削減に関する重大な決定を強いられてきていた。雇用されてい

る職員数はこの数年削減されてきている。このことはおそらく数年は続 くであろう。

それにもかかわらず、長期的な歴史的展望においては、一層の節約と切下げが地方政治に

おける新たな要素である。長い間、議員の役割は、公共部門の拡大状態のなかで、さまざま

な事業の間の優先順位をつけることであつた。ある事業に優先性を与えるとある別の事業の

財政的な余地が縮小するという状態をもたらす。状況の変化は、議員に対 し、新 しいより厳

しい要求を課 している。よくバランスのとれた優先順位を必要とするために、彼らは、事業

の条件 と需要に関するより正確な知識と事後調査、そして評価のためのより優れた道具を持

つている。財政の逼迫のもう一つの影響は、政治的統制の制度が、子細にわたる統制への復

帰をもたらすことなしに、新たな需要に適合させられる必要があるということである。

事後調査と評価のシステムは、発展させ られ、改善される必要がある。コンピーター技術

は、基礎自治体及び県におけるサービス生産においても、ますます手がかりとなる数字を増

やすことを可能とした。手がかりとなる数字は、 しばしば、多かれ少なかれ強力な統制機能

を持つ。それはまた、測定されるものには一定の評価が配分されるが、測定されないものの

評価は、はつきりしないという意味で、間接的な優先順位を表わしている。こうした理由で、

議員は、事後調査及び評価のシステムを発展させる活動に積極的に協力すべきである。その

際に、それぞれの事業の質の側面にも代表的な役割が与えられることが重要である。

財政逼迫下における政治家の役割の変化についてのもう一つの側面は、一般大衆とのコミ

ュニケーション及び地方における世論形成である。

ここにも、い くつかの点で新 しい考え方についての問題がある。たとえ、看護とか、介護、
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学校教育のサービス低下で票を獲得することが困難であるとしても、議員は、普通、正確か

つ公平な形で、一般大衆に対 して、財政の状況とその影響、並びにそれへの代替的な対処方

針について詳 しく説明することが社会的責任 として求められる。

議員の数

1991年の選挙以降、基礎自治体及び県の委員会組織は、重要な点で変更されてきた。基礎

自治体における委員会の数は、その前の議員任期のときと比較 しておよそ 400減 り、3,500

になつた。この結果として、 (議員に割 り当てられる)信託職務の数は、およそ 10%減少

した。県においては、職務のおよそ 20%が減少 した。今日では、基礎 自治体においても県

においても、ともに人口 1,000人に対 し 10人の信託職務となつている。

こうした変化は、議論の対象とな り、そこには主に二つの方向がみられる。一つは、信託

職務の削減は民主主義にとっての損失を意味するということである。この見解は、地方にお

ける民主主義が多数の積極的な国民によって支えられていること自体価値があるという理

念に築かれている。もう一つの主な方向は、肖J減は必ずしもそのまま民主主義の損失を意味

しないということである。この見解は、職務の特質が量的なものか質的なものかの区別のう

えに築かれている。この見解によれば、以前は、今は消え失せてしまつたが、それほど重要

でない職務がほとんどの分野で認められていた。反対に、組織改革により、よリー層重要な

任務が生み出されてきた。これらの二つの傾向は、多かれ少なかれ相互に支持されている。

できるかぎり多 くの国民が社会における共通の問題への対処に協力することは、スウェー

デンにおける長い伝統のある理念である。これは、一般に受け入れられている「人民による

統治」に関する理念の一つである。この議論はまた、1952年から 1974年 までの基礎 自治体

の統合に関する論争のなかで、最も中心的なものの一つであつて、そのとき、職務の数は劇

的に減少した。職務の密度は、今日の人口 1,000人 に対して 10人に比較 して 1960年代の半

ばには 25人であつた。

人民による統治が社会の統治に広範な国民の参加を必要とするという原理の立脚点か ら

は、職務数の縮減は、民主主義の損失とみなされるだろう。

それにもかかわらず、私たちは、社会の発展に関して、こうした見方に濃淡をつけること

には理由があると考える。基礎自治体の事業は、今日では、広範囲で複雑であり、さらに厳

しい財政状況にある。この結果として、ますます高度な要求が事業を管理運営する人達にな

されるようになる。このことはまた、事業が合理的な形で組織され、管理運営される必要が

あるということである。基礎自治体及び県における継続的な変革活動という範囲のなかで起

きた効率化は、不幸にも、信託職務の数から始まつた。

私たちの基本的見解は、地方の民主主義が議員数が多いことによって支えられることはそ

れ自体重要な価値であるということである。今起きているような変化は、地方の民主主義に

対 して何 らかの脅威になるほどのものではない。それにもかかわらず、将来の発展を観察す

べき理由がある。

政治的活動は、基礎 自治体の委員会における活動とは同じではないとされるべきである。

政党組織における活動もまた重要な部分である。少なからずの活動が政党員及び一般大衆と

のふれあいである。私たちは、委員会活動から政党活動へという形で資源を管理することが

十分可能であると考える。
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新 しい組織及び管理の型

新地方自治法は、基礎自治体及び県にその組織を形成するについて大きな自由を与えてい

る。そ して、この自由はまた、大いに利用され、基礎自治体及び県の間に大きな組織上の変

化をもたらした。 (第 4章及び第 5章でこの組織上の発展について十分詳細に述べ、規則運

用について若干の修正を提議する。)

委員会組織に関する問題におけるより重要な新機軸の中に、いわゆる機能的に分割された

組織の導入があり、政治的機能、発注機能と管理運営組織又は請負機能が分離された。議員

と生産者 (請負者)の役割を互いに分離する傾向は、保健医療において特に明瞭である。

発注・請負モデルは、公共事業の合理的な管理の進化 した形として現れた。従つて、政治

家の役割は、以前に採 られていた管理法よりもおおきな影響を及ぼす。

発注・請負モデルヘの発展は、次の三段階でおきた。

一 依然として優勢な伝統的予算管理の管理運営モデル ;

- 1980年代に利用されはじめた日標管理モデル ;

- 1990年代に取 り入れられはじめた発注・請負モデル ;

発注統制は、政治と行政の間の厳格な組織的、機能的区別を意味する。発注委員会におい

ては、議員は、内部又は外部の生産者へ明確な発注書を書き整える。請負単位組織は、割 り

当てられた財源の枠に基づいてそれに見合うサービスを生産 しなければならない。発注委員

会はその結果を評価する。

発注・請負モデルの基本的な理念は、政治家の役割と管理運営または請負の役割とを分離

させることにある。発注委員会の政治家たちは、伝統的な方法で運営に干渉することはでき

ない。彼 らは、以前よりもより明瞭に、国民の代表者としての役割で専念することを期待さ

れる。

発注・請負モデルには議員が全 く慣れていない要素が非常にたくさんある。新 しいことの

一つは、基礎自治体の行政の内外のさまざまなサービス生産者からの申し出を受理 し、審査

し、評価することである。この役割なかには、発注される事業の量的、質的な明細内容につ

いても求められるある。新 しいことの第二は、請負単位組織と契約を締結することである。

第二は、市民の観点から、そして当初の契約から事業を評価することである。第四は、日々

の事業に関して事業施行の順位で選別することである。

すべてこうした変革は、議員に新たな義務を付け加える。その一つは、議員は、事務的な

能力に関して、その手続き的な能力を増大させなければならないことである。それは、例え

ば、事務的な能力に基づいて、質を含めて、提議されたことを判断する能力、合意を取 り付

ける能力及び事業の最終結果を判定する能力からなる。

第二には、サービスを受ける人達とほぼ同二の条件で、事業の最終結果に関して十分に知

らされる方法があること、及び、特別な理由が無いかぎりは、施行の順位に直接的に口出し

することを慎むことである。議員が口出しを慎むことと事業に関心がないということとは別

である。

第二には、一般的に、発注機能において、議員が一定の事業または単位組織の廃止もあり

得る、優先順位の再評価を意味するような決定に第一義的に責任をとるということであり、

責任が請け負い単位組織に転嫁されないことである。
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要するに、私たちは、新たに出現 している組織及び事業の管理運営に関しては、膨張を前

向きに考えている。発注機能として議員に新たに求めることは、政党や基礎 自治体の枠を超

えた知識経験の交換のための能力を発展させることとその準備について説明することであ

る。私たちは、新たな能力のために努力 し新たな役割に適応する政治家の仕事は普通の人と

しての機能に基づ くものであつて、専門家としての機能に基づ くものではないということを

忘れてはならないと考える。

委任の拡大

新地方自治法は、1977年の地方自治法が認めていたよりもはるかに広範な決定権の委任を

認めている。それは、一つは、議員の決定権の委員会への委任であり、また一つには、委員

会の公務員への委任である。その他に、行政部門の長は、さらに部下の職員に委任すること

ができる。委任に関連する地方自治法のもう一つの新機軸は、委員会はその活動について議

会に詳細に説明するという義務である。委員会からの委任に基づ く決定については従前どお

り委員会に報告される。

議会から委員会への委任の拡大は、多 くの基礎 自治体において、案件数が減少したという

理由で、1992年中の議会の開催数を減らすこととなつた。このことは基礎自治体における民

主主義を弱めるものとして解釈された。すなわち、議論の中で主張されていたことであるが、

議員が自己の決定分野を十分には承知 していないということである。

委員会から公務員組織への委任の拡大もまた、批判にされされた。例えば、その決定が何

に基づいているか、実際に決定 したのは誰か、そしてもしその決定に不満であつた場合、誰

に言えばよいのか知ることは、その決定に関わ りのある基礎自治体の構成員にとっては困難

であると主張されている。委任に基づいて決定をする公務員には決定に関わる事情に関して

は、一般的には、寡黙な傾向があり、批判についてもそうである。

国のさまざまな方面からの情報から判断すれば、あたかも多 くの事例において、議員は委

任の拡大の影響を否定的に受け止めているかのように作用する。ともあれ、終始一貫 して実

施された日標管理と関連 して、決定に関する委任の拡大及び発注部門と請負部門の組織上の

より厳密な分離は、大多数の議員に彼 らの事業に対する統制と影響力が低下 したことを知ら

しめた。

私たちは、彼 らがここに記述されたこのような傾向をある程度予測 していたと考える。こ

の委任の拡大の目的は、基本的に、議員たちが重要な問題に専念することができるようにさ

せ、日常的な案件に煩わされないようにすることである。私たちは、基礎自治体及び県が、

その事後検討において、委員会の周知義務がどのようにしてなされたか、そして委員会はど

のようにして議員に対する報告義務に従つて行動 しているかについての統制を重要視 して

いることが大切であると考える。このことはまた、監査役の会計監査任務 として重要な部分

でもある。もし、議員たちがこうした委任の拡大の結果として事業に対する統制力が低下し

たと考えているならば、彼 らにとって、その理由は、委任の順序及び決定の手順を吟味 し、

合理的な決定 と統制の必要性 と事業に対する洞察 と熟知との間に公平なバランスが取れる

ように気配 りをしているからである。もし期待どお りに機能 していないとみなされるならば、

議会又は委員会は常に委任を取 り止めることができる。

私たちはまた、委任の拡大は、例えば、決定案件数が減少するので、議会が「本来 とは違
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つた」任務に専念することことにはならないと考えていることも記 してお く。決定するとい

うことは、議会が取 り扱う案件の量よりもむ しろ質である。委任は、まず経常的な問題につ

いて適用される。政治家から公務員への委任は、議員の事業に関する責任が軽減されるとか

無 くなつてしまうとかといつたことを意味 しない。委任手段の活用は、議員と職員との間で

の緊密で実際的な仕事の分割である。

2.4   地方自治の発展

2。 4。 1  民主主義強化のための地方自治体の手段

地方自治法は、地方自治体における民主主義を調整 していくための最も重要な手段である。

この法律は、さまざまな形で、民主主義発展のための手段 として役立つようにつくりあげら

れて形づ くられている。その場合に、出発点は、地方自治法が、全体として、現行のと同じ

ように、国民の影響力等々に関する基本的な規定を含んでいるが、この法律はまた、民主主

義の形態が地方の事情や基礎自治体における政治上の判断の変化に適応させ られるという

ような具合に許容的でありかつ柔軟でもある。この法律の役割は、民主主義の手段を提供す

ることに限られている。法律上の機会を利用するかどうかは国民の問題である。それらの手

段は、国民が利用 しないならば空虚なものとなつて しまう。また、それらの手段を見出すこ

とが妨げられてはならない。

地方自治法は、すでにそうした許容的な要素を含んでいる。議会の問題を一般大衆に委ね

ることができることはその例でもある。議会の多数派は、どの範囲まで基礎 自治体の住民投

票にかけるか決定することもできる。

以下に、私たちは、いくつかの分野について、許容的な新 しい法律を提案する。それは、

例えば、ある割合の基礎自治体の構成員が議会に住民投票に関わる問題を提起することがで

きること、そして、もし基礎自治体及び県がそのように望むのであれば、委員会の会議を公

開とすることが可能となることである。

許容的な法律は、地方の民主主義を発展させる良い手段であるというのが私たちの考えで

ある。

2。 4.2  継続的かつ急激な社会変化

1990年代の残された期間においても、社会変化の速度は、恐らく引き続き急速なものであ

ろう。変化がどのように基礎自治体及び県の状況に、かつそこで地方自治及び民主主義の基

盤にさらに特定の影響を与えるか、判断することは困難である。

取 りかかるべき問題は、まず次の通 りである。

* 国の統制と地方自治との間のバランスはどうあるべきか ?

* 社会サービスは税金 と手数料の分離 という観点でどのように財政処置されるべきか ?

* 誰が、保育、教育、医療そして社会的介護の内容の決定に責任を持つべきか?

* 誰が、社会福祉サービスの提供に応えるのか ?

将来における国の統制と地方自治との間のバランスは、現在のところ判断困難である。上

記に示 したように、例えば、いわゆる権利法に関する議論や、個人の学校や医師等々を変更

する自由に関する議論が進行 している。そうした問題やそれに類似 した多数の問題について

政府の立場とその決定が、基礎自治体及び県の自主決定権の範囲を決めることになろう。基
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礎 自治体の事業の市場化を推進する熱心な努力がどれだけ行われるかということと同じく、

恐 らく、この結果に大いに影響を与えることになろう。

社会サービスは、恐 らく、中期的見通 しでは、大部分が基礎 自治体税 と国庫補助金によっ

て財政処置されることになろう6手数料の割合は、多分、劇的にというほどではないとして

も増加 しよう。その結果、基礎自治体及び県は、近々のうちに、例えば保育、教育、保健医

療そして高齢者介護についての財政処置に大きな責任を持つようになるだろう。

社会サービスの内容及びそうしたサービスのそれぞれの生産者の守るべきルールに関 し

ては、たとえ公的な財源が、部分的に、例えば保育費とか学校教育費とかサービス料 とかの

形で直接家計に費やされるようになるとしても、多分、基礎 自治体及び県は、今後も重要な

影響力を持つことになるだろう。基礎自治体の影響力には、それらの移転のほとんどを含む

ことになろう。

サービスの生産者は、数が多いという特長がある。基礎 自治体及び県の直営事業は、民間

会社、生協、及び組合運営といつた多数の代替生産者と競合 している。基礎 自治体の生産手

段もまた、内部のさまざまな実施単位組織間の競争という特長がある。そして政治的統制は、

実施機能から明確に分離されることになろう。

現在のところ、例えば市場経済に基礎おいた福祉サービスを取 り扱う制度に大きな期待が

寄せ られているとしても、ヨーロッパにおいては、共通の取引や問題解決のための新 しい形

態及び手法についての全般的な探究が進行 している。そうした全般的な努力は、恐 らく、ス

ウェーデンの地方自治の形態に関する議論にも、少なからず影響を与えるであろう。

全般的なレベルで興味ある問題は、例えば、国際化、広域レベルに対する影響の増大、国

民の政治や公共サービスに対する影響力の個別化が強調される時代にあって、基礎 自治体及

び県が自治のための民主的な組織としてどのように形作られるかということである。

2。 4。 3  広域 レベル

関係者が多数であり、それらの間での責任分担が相対的に曖味であることから、広域レベ

ルの組織が絶えず問題にされてきた。この批判は、一方では民主主義に、他方では効率性に

向けられた。企業の一層の国際化が将来における新 しい側面として出現 してきた。

県及び基礎 自治体は、これまで、住民にサービスを供給することに専念 してきた。他方、

その地域の開発の責任は、レーン執行委員会にある。そのレーン執行委員会は、そのほとん

どが自由になる財源をわずかしかもつていない。レーン執行委員会以外の国のレーン機関か

らの関わ りの法が しばしばレーン執行委員会からの貢献より大きな重要性を持つていた。

国と広域と地方のレベルの間でのそれぞれの公的使命についての責任分担、および広域レ

ベルでの公的な事業の組織化および区分は、現在のところ、議論と調査の対象である。1992

年に、この分野についての二つの答申が取 りまとめられた。一つは、広域圏調査会答申「広

域圏の役割、将来予測研究」 (SOU 1992:63)で あ り、もう一つは、西部スウェーデン調査

会答申「西部スウェーデン、広域圏調査」 (SOU 1992:66)で ある。

前者の答申では、広域公共組織の発展のために三つの主な選択肢が示されている。第一の

選択肢は、国の広域行政が国内のそれぞれの広域圏における開発に対する責任を増大させる

ことを意味する。第二の選択肢は、基礎 自治体が協力を進めることにより、広域レベルの公

共的事業を譲 り受けることを意味する。第三の選択肢は、直接選ばれたメンバーと課税権を
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備えた新 しい形態の広域的自治機関が導入されることを意味する。

広域圏の諸問題に関しての一層の考察は、1991年の秋に設置された「広域圏起草委員会」

において行われる。議会に設置されたこの起草委員会は、通達 (dir。 1992:86)に よれば、

まず広域圏調査委員会によってなされた分析に基づいて広域 レベルにおける公共的事業の

組織化および区分に関する提言を行うことをその使命としている。起草委員会は、一方では

一般的に国と基礎 自治体部門との間の、他方では基礎自治体内で国のそれぞれの分野間での

責任分担について検討することになろう。通達によれば、起草委員会が提案 した組織に関す

る提言によって広域レベルの行政区分が考察されるべきである。この使命の中には、西部ス

ウェーデンにおけるレーン区分およびスコーネ地方における広域的な任務の処理の変更が

含まれる。起草委員会は、遅 くとも 1994年 3月 1日 までにその作業について詳細に説明す

ることとなっている。

保健医療の将来の財政処置及び組織は、地域の諸問題とほとんど同様である。「保健医療

の財政処置及び組織に関する委員会」 (HSU 2000;S1992:04)が 、1992年秋に、一つには、

2000年 までの保健医療の資源需要について分析 し、判断することを、そしてまた一つには、

保健医療が、一般的な社会 レベルにおいて、どのように財政処置され組織されるべきかにつ

いて検討することをその使命として設置された (dir。 1992:30)。

委員会のとるべき立場は、通達によれば、直接次の三つの財政処置及び組織型についての

分析、評価を前提としなければならない。即ち、県の再編成型、一次介護を受け持つ型、及

び義務としての医療保障の上に築かれる型である。第一委員会の型は、県及び基礎 自治体が

保健医療の財政処置及び供給の責任をとる現在の制度の上に築かれている。第二の型は、通

達によれば、例え現在の県の境界が変更されたとしても、実現されるべきである。第二の型

は、専門家グループによって発展させられてきたもので、彼 らは、答申「これからの保健医

療」 (SOU 1998:38)の 中でその仕事について詳細に説明している。

委員会の作業は、1994年 3月 1日 までに終わらされるだろう。

二つあるいはそれ以上の基礎 自治体間の自発的な協力が、今日、かなり大きな範囲で発生

している。多 くの場合、それは機能的に区分された分野に、先ずは基礎自治体の技術的な分

野に生 じている。協力は基礎自治体連合の枠のなかで行われ、例えばサービスの発注又は販

売といつたようにごく普通の契約あるいはその他の簡単な形のもので、30例ある。この協力

の最も重要な動機は、経済的効率性、即ち、事業経費を最小にすることである。基礎自治体

間の協力は、1990年代を通 して増加 してい くと予測されている (SOU 1992:63)。

さまざまな集団における県の境界を超えた首長による協力は、ごく普通に発生している。

そのような例 として、四つの西部スウェーデンの県の県当局の間で、情報伝達、高等教育、

産業、環境、及び国際関係問題に関連 して西部スウェーデンで行われている協力を挙げるこ

とができる。同様な協働は、オステ リョトランド、ヨンコピングス、クロノベ リ及びカルマ

ルの各県の県当局の間でも生 じている。メラー峡谷委員会では、今現在の問題も将来のあり

方の問題も調整するために、メラーレン湖を取 り巻 く基礎自治体及び県の 36人の選出され

た代表が協力している。西部スウェーデンにおけるのと同様に、スコーネ地方の双方の県に

おいても、基礎自治体連合の枠の中で共通の地域議会という形で長期的な協力が計画されて

いる。

要約すれば、今日のスウェーデンにおいては、ますます広範囲かつ境界を超えて進行する
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協働が発展する傾向がある。私たちは、この地域の内部及び地域間の自発的で発展的な協力

が、最終的に生み出されるものが調和的な構造になるようにそれぞれのレベル間の関係の今

後の調整のためのよい理由となると考えている。さまざまな組み合わせでの基礎自治体及び

県の間での協力は、私たちが考えているものの他に、地方自治の重要な要素とそこでの住民

の現在進行中の発展に対する影響力を含んでいる。
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EGと コミューン自治

コミユニン自治は、わが国において、旧くから確固とした位置づけをもつている6

ヨーロッパという観点からみて、スウェーデンのコミユーンは、他の北欧諸国と類

似 してお り、非常に大きな権限と強固な自治権を有 している。コミユーン自治に関

しては北欧モデルがある。

ヨーロッパ諸国の統合は、北欧諸国のかな りの程度自立的なコミユーンといった

制度をやむを得ず手放さざるを得ないことを意味するのではという不安が一部にあ

る。私たちは、こうしたことは非常に過剰な心配であると考えている。何が国の使

命であ り、何がコミユーンの使命であるかの境い日は、常に連続的であ り、絶えず

新 しい状態に適合 している。私たちは、ヨーロッパにおける発展は、コミユーンが

国に対 して大いに自立 した地位を持つている北部及び中部ヨーロッパモデルに向か

つて行 くと考えている。

スウェーデンは、進行中のEG交渉の中で、コミユーン自治について、ヨーロッ

パ評議会の会議に持ち上げるべきである。私たちは、会議の原則がEGの法制度に

おいても貫かれていることが重要であると考えている。

もし、EG/EUの 共通の財政政策が課税を縮減するように求めるとしたら、私

たちの見解では、それは、主に譲歩できるような国税部分である。
ヨーロッパにおいて、それぞれの広域圏間の競争が増えるだろうという想定から、

私たちは、スウェデンのコミユーン/県が、統合が自己のコミユーン及び地域にと
つてどのような意味があるか分析するよう勧告する。

3。 1  通達

通達では、今後のヨーロッパにおいて問題 となるであろう二とお りの異なる傾向が想定さ

れている。

1.超国家的機関が国家機関から決定権の一部を譲 り受けること。

2。 地方及び広域圏レベルが、中央レベルとの関係において、少なくともコミユーン及び

広域圏の機関の間での国境を超えた協働の拡大によって、より強固な位置づけをもつこ と。

こうした関連で、特別な注意を払う必要のあるい くつかの問題が、特に地方自治の発展に

関して生 じる。そのような自治の憲法上の根拠に関する問題 として、例えば、EGのルール

の枠の中での調整の形態がある。

ここで、補完性の原則が重要な役割を果たす。この原則は、 1991年 12月 のマース ト

リヒト会議における連合条約の中に記されている。補完性の原則の主旨は、ヨーロッパ連合

が効果的に機能を果たしてい くために必要である場合にかぎり、連合が構成国から権限を譲

り受けるであろうということである。低いレベルで改善されうるものはそこで実施される。

第二の問題は、スウェーデンのコミユーン及び県の税金や手数料を徴収する権限に対する

経済連合の影響に関するものである。

第二の問題は、コミユーン及び県の影響力がどのように方向づけられ、制度化されるかで

ある。特別に広域圏審議会の設立が決定された。加盟 した場合のコミユーン及び県の代表に

関する問題が生 じる。

国民であるということでなく、そこに居住 している人の加盟国におけるコミユーンの選挙

権及び被選挙権に関するEGの規定が 1994年 の終わりまでに想定されるだろう。
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私たちの職務には、こうした問題を記述 し分析すること、及びこれにより、憲法に基づい

て、基礎的自治体の自治に対 して予想 しうる影響について基本的な判断をすることが含まれ

る。

3。 2  西欧諸国における地方/広域圏の構造

国と基礎的自治体/広域圏との関係に関するほとんどの国の一般的な傾向は、中央レベル

から広域圏及び地方レベルヘの使命の広範な分権化が起きてきていることである。北欧諸国

においては、最も広範な分権化が起きてきている。しかも、スペイン、ポル トガル、フラン

スといつた国においてさえも問題となっている。中央の統制からの自由と同様に財政的な決

定権も拡大してきた。

ほとんどの国において、基礎的自治体/広域圏は、英国とかアイルランドといつた例外は

あるが、全般的にみて同様の義務と権限を持つている。これらの国においては成文化された

憲法がないので、基礎的自治体の自治に対する憲法上の保護といつたものもない。英国の制

度においては、基礎的自治体への使命の移管は、法律を通してのみ生じ得るだけである。基

礎的自治体は、いわゆる一般的な権能といつたものはなに一つ持つていない。正確に言えば、

英国及びアイルランドの基礎的自治体は、そこで本当の専門的能力を築きあげることができ

るような、本質的に注意深く区切られ、保護された分野を与えられてきている。それは、ま

ず第一に教育及び住宅である。

表 3:1は、英国及び北欧諸国が、主に、基礎的自治体の統合により基礎的自治体レベル

を強化することを選んだことをはつきりと示している。南欧及び中欧の諸国は、その代わり

に、広域圏レベルを強イLすることを選び、多数の小規模な基礎的自治体を保持している。

表 3:1
国 名

フランス

ギリシャ

ルクセンブルグ

オース トリア

スペぃイン

イタリア

ドイツ

ポル トガル

ノルウェー

フィンランド

ベルギー

オランダ

デンマーク

スウェーデン

アイルランド

Jヒ アイルランド

36,760

26415,750

118

2,417

8,049

8,090

8,500*

454

461

589

714

276

284

92

26

西欧における基礎的自治体の数及び規模

基礎的自治体の数   平均的規模

275//3,848     34,184/2,500ノ k**

1,500ノt

l,600人

2,905りヽ

3,000人

4,700ノk

6,800ノk

7,240ノk

9,145人

10,646人

16,740ノ k

17,860ノt

18,500ノ k

30,000ノt

41,910人

60,480ノk
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ウェールズ         37      75,870人
スコットランド      56      91,620人
イングランド       365      127,000人
* 旧東 ドイツを含まない。

** 基礎的自治体の内部組織の形態。

出典 :ノ ル トン,1991

表 3:2は、小規模な基礎的自治体を多数保持しているような国々においては、その代わ

りにより強大な広域圏の構造を持つている事をはっきりと示している。

表 3:2 EG諸 国における地域及び中間的組織の数

国 名      州/地域の数    中間的組織の数

フランス        26地 域      100県 /州

イタリア        20        94
スペイン         17         50
ドイツ         16       237
ベルギー         3         9
ポル トガル                3                  30

ギリシャ         ー         51
デンマーク        ー         14         .
オランダ        ー        12
アイルランド       …         31
イギリス        ー        59
ルクセンブルグ      ご          ―

出展 :Ds 1992:10

英国の制度と大陸及び北欧の諸国との間の最も大きな違いは、公共的な権能以外に英国で

は中間的なレベルにおいて直接選ばれた組織がなにもないということである。

中間的レベルにおいては、しばしば、今日の大規模な社会福祉サービス、特に、医療、社

会保障、高等学校教育といつた性質の仕事、すなわち基礎的自治体の資源や能力を超えてい

ると考えられる仕事が実施されている。英国においては、例えば医療は、国の事業として性

格づけられるNHSに よって運営されている。

こうした形態の仕事が中間レベルによって取り扱われることに対する代替方法は、これら

の仕事が国の機関によって提供されることである。基礎的自治体の経済的基盤が弱い国々に

おいては、概 して、政府は、基礎的自治体間の協働という方法を取り入れていた。これは、

基礎的自治体が共同の組織を創設したり、国が広域的な組織に仕事を委任したりすることに

より行われてきた。小さな基礎的自治体の持つている制約を克服するために委託契約も広範

囲に活用されている。

スウェーデン、ノルウェー及びデンマークにおいては、主に県が保健医療を所管 している。

県といつたものがないフィンランドにおいては、基礎的自治体がいわゆる基礎的自治体連合

の中で義務的にまたは任意に事業を行つている。専門医療、広域計画及び専門介護について
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は基礎的自治体連合の義務である。イタリア、スベイン及びベルギーにおいては、県は廃止

の脅威を受けた。しかし、その2,3年後、県がなお広域的なシステムにおいて満たすこと

ができ、そして、おそらく、他の政治的な組み合わせではうまく処理することができないよ

うな重要な役割を持つているとみなされた。

ドイツにおいては、基礎的自治体間の協働を取りまとめる方法として die Kreisen

が機能している。これは、他の中間的な制度とは、ガス、上下水道といつた公共施設の運営

しているという点で区別される。しかし、これはまた、比較的安価な、別のところでは基礎

的自治体レベルによってなされる文化的活動も所管している。

西欧諸国における地方/広域圏構造のこの調査の結論は、ほとんどの国において、基礎的

自治体、広域圏のいずれにおいても分権化の拡大に向けて同じような発展を遂げたというこ

とである。ほとんどの国において基礎的自治体/広域圏構造の見直しが進行中である。どこ

で仕事が最も旨く実施されうるか実践的に吟味されている。このことは、それぞれのレベル

間で役割を分担するすることを選択できるということを意味する。仕事の実施を、ボランテ

ィア組織、住民運動、生活協同組合あるいは民間企業に移管することもできる。重要なこと

は、ほとんどの場合、事業の包括的な責任は基礎的自治体/広域圏にあるということである。

3.3  基礎的自治体/広域圏の事業についての財政処置

公的サービスの膨張により、すべてのEG諸国の人々が、福祉制度がどのように財政処置

されるべきか議論するようになつた。国民総生産の中の公的支出の割合の大きさが、ますま

す大きな問題として多くの人々によつて理解されている。それにもかかわらず、政府の方は、

これまで、多かれ少なかれ基礎的自治体/広域圏の支出を制限しようとすることに関心を持

つてきていた。

税負担を低 く保つための最も単純な方法は、全く単純に、公的支出を賄うための税を十分

に取るに任せることである。このことはまた多くの国において起きていることでもある。す

べてのEG諸国で1991年 に公的財政処置の不足を示していた。最大は、ギリシャで、国民総

生産の15。 9%に相当していた。一方、最低は、デンマークで その数字は1。 5%であった。

表 3:3は、基礎的自治体の支出が、公的支出に対して、またEG諸国の国民総生産に対し

てどれだけの大きさの割合を形成しているかを示している。

表 3:3 EG諸国における基礎的自治体の支出

国 名     公的支出に対する割合   国民総生産に対する割合

(ス ウェーデン)

ベルギー

フランス

西 ドイツ

(後背部 )

イタリア

オランダ

イギリス

デンマーク

(31)
15
17
17

(25)
31
25
24
65

(20。  9)

8。  2

8。  1

9。 4

(13.7)
26.5

11。 8

13。 4

27。 6
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ルクセンブルグ

アイルランド

スペイン

ポル トガル

ギリシャ

出典 :Ds 1992:10

34
16
8

7

6

4。 5

3。  1

2。  9

1。  7

それぞれのEG諸国における基礎的自治体の支出を制限するための処置をとることに対

する関心は、明白なパターンに沿つている。基礎的自治体の支出が公的支出及び国民総生産

の内の大きな割合を占めている国々においては、政府は、基礎的自治体の支出が低い割合の

国々の政府よりも、そうした処置をとることによリー層関心を持つている。そうした処置を

ドイツといつたような国々である。とることに最も熱心なところは、イギリス、デンマーク、

オランダ、フランス、アイルランドといつた国々の関心はそれほど大きくはない。ギリシャ、

ポル トガルはほとんど関心がない。スペじイン、

基礎的自治体の事業を財政処置する方法に関してもEG諸国間に差異が見 られる。表

3:4は、EG諸国におけるそれぞれの歳入の内訳を明示している。

表 3:4 基礎的自治体の歳入の内訳

計し  合借 スその他補助金国 名     税 金

(26)    (29)    ( 3)   100(42)(ス ウェーデン)

(18)   (19)   ( 1)   100(62)(県 )                    100
184537ベルギー

                             100 9134038フランス

                             100 536831西 ドイツ

                      100 12121661( 州1 )                                100
303625イタリア

                           100 410842オランダ

25    -  1004332イギリス

                            100 4121470デンマーク

10014172246スペイ ン

出典 :Ds 1992:10

表にハッキリと示されているように、 ドイツの州及びデンマークにおけるような税金の割

合の高い国々とオランダ及びデンマークのように税の割合の低い国との間で大きな差異が

ある。このことは、「バイオリンの代金を支払つた者が演奏曲をも決める。」ということの

例である。多 くの国々では、広範囲に、特定の使途を記すことなく下般的国庫補助金に移行

これにより、効果的に活用されるようになった。している。

3。4  コミューン自治に関する原則的な判断

3.4。 1 コミューン自治の限界



私たちは、EGとの密接な関係がコミユーン自治に対し及ぼす想定 しうる影響について、

原則的な判断をしなければならない。私たちは、特に、経済 0通貨政策同盟がスウェーデン

のコミユーン及び県の税金や手数料の徴収権にどのような影響をもたらすか、半J断 しなけれ

ばならない。

問題は、EGと の協働の枠のなかでの国家手続きがコミユーン自治の原則 とどの程度矛盾

するようになるかである。この問題は、EG加盟に関する憲法調査委員会により、答申「憲

法とEG」 (SOU 1993:14)の 中で取 り扱われている。

この調査委員会の判断は、今後の民主的な政府の形態の形成が、確かに、スウェーデンの

EGへの加盟により、さまざまな点で変わるだろうということである。主な変化は国会に関

わるものである。中枢機関としてのその位置づけは、形式的な観点からは弱体化させられる

だろうと調査委員会は確信 している。標準的な権限の一部は、内閣で代表されるのは政府で

あるから、国会から政府に移管されるようになるだろう。

調査委員会は、コミユーン自治の法的な根拠について逐一説明している。調査委員会は、

まず第一に、1974年憲法の ドラフトの中で言われていたことを詳細に説明している。スウェ

ーデン憲法第 1章第 1節によれば、すべての公的な権限は国民に由来する。民主主義は、議

員、議会制及びコミユーン自治を通 して実現される。第 1章第 7節においては、わが王国に

おいては、基礎的コミユーン及び県コミユーンがあり、コミユーンにおける意思決定権は、

選挙された議会によって執行されると明記されている。第 7節においては、コミユーンがそ

の仕事を実施するための税を徴収することもまた規定されている。

調査委員会は、憲法の ドラフトのなかでは「コミユーン自治」についての概念規定が何ら

なされていないと指摘 している。コミユーン自治に関する憲法上の保護についての法律的な

意味は、不明確であり、決 して綿密に分析されてもいない。コミユーンの課税権に干渉する

ことがあり得るというような限定的な表現は別として、憲法上の保護についての法律的な意

味に関 してより明白な示唆を与える憲法上の慣行が何一つ発展させ られていなかったこと

は、強調されるべきである。

政府提出憲法案 (prOp。 1973:90)に おいては、一方で、コミユーン自治部門について、

憲法上、明確な境界をきつばりと引 くことは、適切でもなければ、可能でもないと結論づけ

られていた。その代わ り、国とコミユーンとの間での事務 と権限の配分は、社会の進展とと

もに、相当に広範囲に変えられなければならない。

また一方で、この政府提出法案においては、コミユーン及び県の献納 として、その個々の

特別な義務を果たす場合に、その事務を処理することができる自由な部門を持つていること

が基本的に重要であると言われていた。従つて、この分野においては、地方自治体の発議権

の余地がある。この発議権は、この政府提出法案によれば、コミユーンの自主決定権の核を

形作るということができ、そして憲法上の明確な表現となるべきである。

「コミユーン自治」という言葉の概念に関しては、この政府提出法案の中ではヽ実際には、

この概念はあいまいではあるが、それでもコミユーンの自立性 と一定の枠内での自由な決定

権に関する原則を表現することに関 しては、はつきりとしていると考えられる。

EG加盟に関する憲法調査委員会が引き出した結論は、憲法第 1章第 1節における規定は、

自由な決定権を備えたフリーコミユーン部門の存在を保障していると言われている。その一

方で、こうした部門の範囲を定めていない。
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この範囲に関しては、調査委員会は、憲法第 8章第 5節において、王国のコミユーンヘの

分割についての変更の根拠、またコミユーンの組織及び事業並びに法律に規定されているコ

ミユーンの課税権を根拠づける規定がなされていると指摘 している。法律においては、コミ

ューンの権限、別の観点では義務に関する規定もまた示されている。調査委員会によれば、

この規定はコミユーンの事業が完全に国の権限によって決定されるという印象を与えると

している。

調査委員会はまた、国の事業と特別に規定されたコミユーン事業との間の境界は可変的で

あるとも指摘 している。精神病医療及び高等学校が国部門からコミユーン部門に移管され、

一方で警察活動が反対に国に移管されたことが思い浮かぶ。コミユーンの任意部門と特別に

規定されたコミユーンの事業との間の境界もまた可変的である。

その結果として、調査委員会は、コミユーンの発議権の意義は、コミユーン構成員の需要

が特別法によつて規定されていない場合には、それぞれのコミユーンがそれらの需要を満た

すために事業を営む権利を持うているということであるとしている。このことは、実際に、

コミユーン法の第 2章第 1節にに規定されてお り、そこでは、コミユーン及び県自体が、一

般大衆の関心のあ りながら、コミユーン又は県の領域あるいはその構成員に関わ りがあ り、

かつ国によっても、他のコミユーンや県によってもまたその他どこよつても取 り扱われてい

ないような需要を処理することができると述べられている。

それ故、結論は、国かコミユーンかの境界は継続的かつ不断に新たな状況と判断に適合さ

せ られるようになる。

3.4。 2 コミューン自治と課税権

EG加盟に関する憲法調査委員会は、上記の分析により、財政赤字や国家債務の総額を制

限する手段がコミユーン自治とどの程度衝突することにになるかという問題を検討 してき

た6

調査委員会は、コミユーンの課税権が、コミユニンの決定権が当然にその決定を実施する

ための財政的な資源を有 していることを前提としているという具合に、コミユーン自治と関

連 していることを強調 している。

調査委員会がこの問題を審議することとなった動機は、経済通貨同盟 (EMU)の 実現が

構成国に財政政策を要求するようになるということにある。構成国は、例えば、その財政赤

字を一定の低いレベルに保つことを強いられるようになるであろう。構成国の財政赤字は国

民総生産の 3%よ りも大きくてはならず、国家債務は国民総生産の 60%を超えてはならな

い。ここに、財政赤字や国家債務の総額、つまり、包括的に広域圏のそして地方の行政が関

わって くる。

したがって、 EGとの関係において、国は、コミユーン財政にもまた大いに責任を負つて

いる。EGは公的部門のそれぞれの部門間に差別をつけてはいない。このため、国がその義

務 (仕事)を果たすためにコミユーン財政のための規定を制定するよう強いられるというこ

とは考えられないことではない。コミユーンの税の徴収の最高限度に関する決定で必ず考え

られる事例はまさに憲法上の関心である。

調査委員会は、憲法第 1章第 7節の、コミユーンがその使命のために税を徴収することが

できるという規定は、それぞれのコミューンが全 く自由に徴収税額を決めることができるわ
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けではないという理由で基本的な規定であ りかつ保証であるとしている (prop。 1973:90s.

231)。 この問題は、コミユーンの徴税権の対するどのような根本的な制約があるかという

ことである。

調査委員会は、1976年のコミユーン財政審議会が原則的にコミユーンの税の徴収は憲法に

矛盾 しないとしていることを引き合いにだしている。 しかし、この審議会は、コミユーンが

その使命を処理 してい く範囲のかな りの程度の事実上の制約を意味するということを指摘

してお り、憲法上の観点からはその方法はますます問題となる。 (SOU 1977:78 se446)。

コミユーンが税を徴収する権利を臨時的に制限する法律 1990:608に より、EG加盟に関

する憲法調査委員会は、1991年から93年 までの間、コミユーン税について国の定めた上限が

有効であるとしている。「法律諮問委員会」 (prOp。 1989/90:150,bi14:4s。 446)は、立法

案件の準備に際 して、例えば、憲法第 8章第 5節によれば、コミユーンの課税権の根拠は、

憲法にはそれが絶対的に残される保障が何も含まれていないことと相まつて、法律で規定さ

れるという関係は、ある種の制限がなされる事を示 している、と表明している。問題はどの

程度までかということである。

この問題は、「法律諮問委員会」によれば、そうした制限の種類や範囲に、そしていつ適

用されるのかに配慮 して判断される。しかしながら、この制限は、一定の枠のなかで、権利

の問題 というよりはむ しろ政治的なものである。「法律諮問委員会」は、提案された制限は、

憲法上の観点からは受容可能と考えられるところを超えてはいないとみなしている。憲法小

委員会及び財政小員会 (bet。 1989/90:FiU29 s。 20)は ともに「法律諮問委員会」の結論に同

意 した。

EG加盟に関する憲法調査委員会が下 した判断は、スウエーデンがEGとの協働という枠

の中で引き受けることのできる義務は、現実の状況にさらに対応 しないような範囲までコミ

ューン自治を制限する危険を侵すことはほとんどできないということである。調査委員会は、

EGと の協働は、現在のところ、限られた分野の問題であり、フリーコミユーン部門が及ぶ

分野にごく限られた範囲で関わ りをもつだけだとしている。

調査委員会は、コミユーンの課税権の制限に関しては、きつちりとした財政政策の中で一

時的な方向としてあり得るということ以上のものではあるべきではない、と結論付けてその

調査を終わらせている。 しかしながら、共通の財政政策として、全体 としての税の徴収は急

激かつ長期的に減らされなければならないということが要求されているのならば、コミユー

ンの課税権には憲法上の保護があり、まず第一には、譲ることのできる国税の部分であると

いうことになるべきだと指摘 している。

調査委員会の結論は、コミユーン自治に関する憲法第 1章第 1節の修正を提案すべき理由

は何もないということである。

3。 4。 3 コミューンにおける支援方法

EES協 定に関して国会によりとられた決定が、どの程度コミユーン自治に関する憲法上

の規定に矛盾するかという問題もまた、憲法小委員会で、そしてEES協 定の承認に関連 し

てはEES小 委員会で審議された (1992/93 EUl s。 83 sant bilaga l s.24)。 問題は、

政府がEES協 定第 61条に反するコミューンの決定を無効 とすることができるという規

定である。
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第61条によれば、ある事業またはある生産を助成することにより、競争をね じまげ或いは

ねじまげる恐れのある支援が国の資金によって与えられてはならないとされている。この政

府提出法案によれば、コミユーン及び県からの支援方法もまた第61条における規定に含まれ

ている。この条項では、支援が協定 と矛盾 しないかあるいは矛盾 しないとみなされうる場合

は、特別に除外されている。第61条はローマ条約の92条に相当する。

EES小 委員会は、上記の委員会答申におけるその意見の中で、コミユーン自治は決 して

完全ではありえないということを強調 していた。この小委員会は、EG加盟に関する憲法調

査委員会と同じような形で、憲法草案の中の表現を引用 している (prop。 1973:90s.190)。

この小委員会はまた、コミユーン及び県のそうした第61条に関わる支援を排除する可能性に

対する制限が法律に規定されていることについて、憲法小委員会が憲法の出発点から容認 し

うるとみなしていることを引き合いに出している。

憲法小委員会はEES小 委員会に対する意見 (1992/93:EU l,bil。 1)の 中で、もはやコ

ミユーン法の中にはそのような規定は見 られないと述べている。コミユーン法は、第 2章、

第 8節ただし書きで、コミユーン及び県から民間の産業従事者に個別に振 り向けられた支援

は、もし特別な理由があるならば、除かれるとはつきりと述べている。

憲法小委員会は、その意見の中で、支援手段に関する決定の合法性を得る権利は、コミユ

ーン法によれば、コミユーン又は県の構成員に留保されているということを指摘 していた。

一定の苦情申立期間の中で、構成員は、議会の決定にその決定を取 り消すことができるよう

な、その決定について行政裁判所に苦情を述べる権利を持つている。

憲法小委員会は、コミユーン及び県における支援手段についての決定に対する干渉に関し

ては、一定の条件のもとで、政府はコミユーンの決定を覆すことができる、という提言を通

して、コミユーン法による合法的な審査の外に、新 しい規則が導入されると結論付けている。

それにもかかわらず、憲法小委員会は、これはコミユーン及び県に対する新 しい国の監督

形態を意味することから、この提言は完全な異議申立の自由ではないとしている。とはいえ、

この小委員会は、その意見の中で、提言された規定は、スウェーデンがEES協 定によるそ

の義務を果たすことができる為に必要と思われると判断した。

EES小 委員会は、コミユーンの支援手段が協定の第61条に反するということは、例外的

ケースにおいてのみ発生 し得ると想定されると考えていた。すなわち、コミユーン法の第 2

章第 8節ただし書きの規定によれば、産業従事者個々に向けたコミユーン及び県の支援をす

る権限は、すでに今や大いに制限されている。それはただ、EES協 定により禁止されてい

る、競争をね じ曲げ、あるいはねじ曲げる恐れのあ り、さらに協定締結国間の商業に影響を

及ぼすような支援手段であるということもまた考慮されなければならない。

従つて、この小委員会によれば、例えば、閉鎖の恐れのある食糧品店やガソリンステマシ

ョンを救済する目的の過疎地のコミユーンによる支援は、禁止事項の枠の中とはまずみなさ

れないと考えられている。その結果として、すでに今強 く制限されているコミユーン及び県

の私的産業の従事者に対する支援の可能性はEES協 定によって影響を受けない。小委員会

は、公的支援に関する協定の規定によって、別の観点でコミユーンにとっての不都合が生 じ

てはならないともしている。

3.5 コミューン自治に関する条約
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ずつと以前から、スウェーデン及び北欧における地方自治は、他のヨーロッパ諸国におけ

るよりもはるかに強固な位置づけを持つているとみなされている。このことは、多分、北欧

諸国においては国からコミユーンヘより多 くの使命が委任され、その一方で、コミユーンの

課税権も非常に広範囲であるということにかかっている。

地方自治に関する考察は、今日のヨーロッパにおいて非常に活気がある。ヨーロッパ的な

観点からの地方自治に関する議論の共通の出発点は、ヨーロッパ評議会 (Europradet)の

地方自治に関する条約である。これはコミユーン分野に関するヨーロッパ議会の会議の結論

である。この条約の目的は、ヨーロッパにおける地方自治を強化 し、定着させることにある。

この条約では、国のコミユーンとの関係に関して、若干の基本的な原則が考えだされてい

る。例えば、コミユーンがそれぞれの民主的な政体のもつとも重要な基盤を形成するといつ

たことである。ヨーロッパ諸国それぞれにおける地方自治の擁護と強化は、この条約によれ

ば、民主主義の原則と権限の分権化に基礎 となるヨーロッパ啓発への重要な貢献である。

この条約の関わる分野は、例えば、コミユーン分区の擁護、コミユーンがその内部組織を

決定する自由、議員の処遇条件、国の統制形態、コミユーンが一定の財源を確保されること、

コミユーンが関わ りのある問題の計画・決定過程おいて適切な方法で適切なときにア ドバイ

スされること、である。さらに、コミユーンは自由にその権限を執行できることを担保する

ために司法的な手段に頼る権利を持つている。憲法その他国法にしっか りと用意されている

地方自治に関する原則は尊重されるべきである。

この条約は、コミユーンの側から国の権限に対する要望について法的・制度的枠組を形成

するといえる。また、それは国の権限の行使に対 して限界を置いている。ヨーロッパ評議会

のコミユーン会議一構成国のコミユーン及び広域圏を代表 しているものであるが一は、EG

内における地方自治の法的な保証に関する問題を長らく議論 してきた。ヨーロッパ評議会の

条約がEGの法律に導入されることが望まれている。さらに、経済通貨同盟の計画に鑑みて、

地方自治の財政に関する特別な条約が望まれている。

成文憲法といつたものを持つていない英国、アイルランドを除いたすべてのEG諸国は、

地方自治に関するヨーロッパ評議会の条約を批准 したか、署名 したかのいずれかである。こ

のことは人々が条約の意向に従うことを誓約 していることを意味する。

スウェーデンでは、新 しいコミユーン法が議題 として取 り上げられたことと関連 して、私

たちのコミユーン法が、遅 くとも条約に入れられた要望を充たしているかどうかに関する間

題が検討された。法律は、現在、条約が示 している要望を充たしているという判断となった

(prop。  1990/91:117 s.140, KU 38, rskr.360)。

3.6  補完性の原則

いわゆる補完性の原則がどのように解釈されるかということもまたヨーロッパの基礎的

自治体及び広域圏の自治にとって重要性である。

この原則は、マース トリヒト条約第二条 bに明確に述べられている。補完性の原則とは、

もしその日標が加盟国レベルでは果たされ得ないならば、同盟が処置をとることを意味し、

そしてその目的は、国の計画においてよりも共同体 レベルにおいて、よりよく到達され得る。

権限は、同盟が効果的に機能を果たすために必要である程度においてのみ加盟国から移管さ

れるされることになる。より低いレベルでなされうることはそこで実施されることになる。
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この規定は次のような表現となつている :

排他的な権限に立入 らない分野においては、補完性の原則に従つて、共同体は、提案され

た方法の日標について、その日標が加盟国によって十分に達成されることができないという

範囲内で処理する。そしてそれ故に、提議された手段の範囲または効果に基づいて、共同体

レベルでよりよく実施されうる。

本条は定義次第によって決まる。この原則の本質的で一般的な意味は、「上位の」社会的

な決定 レベルは「下位のレベル」を支援 し、「下位のレベル」が問題解決することができな

いときに限つて関与するということである。従つて、この原則は連邦的な社会システムを特

徴づけている。

1992年 10月 27日 、EG委員会は補完性の原則に関する暫定的な報告書を公表 した。この報

告書の中では、補完性の原則はダイナミックなものであるとということが指摘されている。

このことは、諸般の事情がそれを要求している場合には、共同体が取扱うに際 しての余地の

拡大をもたらすことを除いて、共同体にとって「窮屈な上着」であることを意味しないこと、

そして、もはや正当化されない場合には、共同体の側からの手段が制限られているか、完全

にないということが言われている。

マース トリヒト条約本文は、補完性の原則は、共同体が排他的な権限をもつている分野以

外の問題であるということを意味 している。この報告書においては、共同体の排他的な権限

を形成 しているものはどのようなものか定める試みがなされている。現在のところ、この分

野は、物品、人員、サービス及び資本の自由な流動性、共通の商業及び農業政策、一般的な

競争の制限、漁業資源の保護及び輸送政策の重要な要素についての障害物の除去からなって

いる。これは静的な境界線に関する問題ではないと指摘されている。これからの経済と金融

の協働の枠のなかで、新 しい排他的な権限が発生 して くるだろう。その結果として、これら

の問題に関して、共同体は、協同して行動する義務があり、個々の加盟国の勝手な行動は妨

げられる。

その一方、補完性はすべての問題に適応され、その場合、EG及びその加盟国は決定権を

分け持つか、あるいはEGの仕事は個々の国家の仕事の補完、例えば文化問題、研究及び教

育、そして保健医療といつた仕事の補完に限られる。この問題様式でEG加盟の諸国民は、

一方では共同歩調が望ましいかどうか、他方ではどのような精密さでそれぞれの法案が形づ

くられるべきか考察することができる。ここで、新 しい共同体が全体としてそうした問題で

悩むことになるならば、EG審議会は一般的な立法を言いだすと思われる。

審議会の分析による実際的な結論は、EGの諸機関は補完性の原則に関する協定を締結す

ることになるだろうということである。そこでは、協力的な核問題以外の業務の分担が共同

調整によって正確かつ高度に定義されるべきである。それぞれの法案は、なぜ共同歩調が望

ましいのか、詳細な説明に向けて、議論によって審議されるべきである。

1992年 12月 にエディンバラで持たれたヨーロッパ評議会の会合で、補完性の原則のより厳

密な適用に関する決定がなされた。当初は、この原則は直接的な効果を持ちえないと説明さ

れていた。その一方で、この原則のより厳密な意味の解釈、及びそれぞれの機関がこの原則

をどのように遵守 しているかの検証について、EGの裁判所に依存すべきだということが考
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えだされた。

ヨーロッパ評議会は、加盟国が意見を述べ、この問題について議論することができるよう

な評議会の活動における「補完性の調査」についての基本方針を決定 した。共同体の手続き

の必要性を決定するためには、次のような問題があるL

a)共同体はその分野において処理する権限を持つているか ?

b)国 レベル又はそれより下位のレベルでの望ましい日標を達成できるか? 共同体にお

ける手続きによってより良 くその日標は達成され得るか? 特に、

― 提案された手続きについて重要な行き過ぎの状況がないか ?

― 共同体レベルで扱い損ねることは条約違反になるかあるいは加盟国の利害を損なうこ

とにならないか ?

― 財政上、明確で大きな利点があるか ?

c)定義された手続きは望ましい日標を達成するために必要とされる最小限度のものに相

当するか ?

ヨーロッパ評議会はまた、評議会が判断する際に、次の事柄を必要とすることを考慮する

ことも表明している。

… 国法及び国の基準への不必要な協調を避けること。

― 共同体の手続きの根拠ができるかぎり詳細に示されること。

― 国民、政府、共同体の財政上、行政上の負担を最小にすること。

… 国の決定権に大きな可能性の余地を与えること。

3.7  コミューン及び広域圏の影響力

1980年代の半ば以降、コミユーン及び広域圏とEG審議会との間でどのような接触が生 じ

るかということについての議論が続いている。このことに関連 して、ヨーロツパ評議会のコ

ミユーン自治に関する条約が重要な役害Jを演 じた。先に詳細に説明したように、加盟国のコ

ミユーン及び広域圏を代表するヨーロッパ評議会のコミユーン会議は、それ以来、この条約

がEG法につけ加えられるべきだという問題を討議 してきた。

この条約では、例えば、コミユーン及び広域圏は、それらに関わる問題に関する計画及び

決定の過程において、適切な時期に適切な形で協議されるということが規定されている。19

88年 6月、EG審議会は「諮問委員会」 (広域圏及び地方当局に対する諮問委員会)の設置

を決定 した。この「諮問委員会」は、他の政治的分野における手法の広域圏及びコミユーン

における効果を含め、広域圏レベルの開発に関わるすべての問題について、特に広域圏政策

の手法の策定 と導入に関 して、審議会から諮問を受けることになろう。

1991年 12月 のマース トリヒトにおけるヨーロッパ評議会の会合で、広域圏及びコミユーン

は、ヨーロッパ同盟に関する条約に、それ自体の部分を有すべきであるということに関する

決定がなされた (マース トリヒト条約、外務省通商局 )。 このことは第 198条 a― cに案配

されている。そこでは、広域圏審議会と呼ばれる、広域圏及び地方の機関の代表者からなる

審議会が諮問的な位置付けで設立されるとされている。これは、 189名 の広域圏及び地方の

代表で構成されることになろう。これは、実際、経済社会審議会 (ESC)と 同じメンバー
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数である。

この条約によれば、加盟国は、この広域圏の諮問委員会に次のように代表を送ることがで

きる。すなわち、 ドイツ、フランス、イギリス、及びイタリアは、それぞれ24名。スペイン

は21名 。ベルギー、ギリシャ、オランダ及びポル トガルはそれぞれ12名。デンマーク、及び

アイルランドはそれぞれ 9名。そしてルクセンブルクは 6名である。

そのメンバー及び代理委員は、加盟国の提言に基づいて閣僚諮問委員会 (Minister―

radet)に より4年毎に指名される。広域圏審議会は 2年毎に議長を選挙で選ぶ。この審議

会は、閣僚諮問委員会に承認のために提出されなければならないとする手続き規則採用 して

いる。この審議会は、議長自身の発議で、又は閣僚諮問委員会若 しくはEG審議会の要請に

より招集される。

広域圏審議会は経済社会委員会 (ESC)に 従属 してはいないけれども、これとは密接な

関係を持つている。条約の議定書のメモランダムの中で、共通の組織構造を持ち、事務局を

共有する、と述べ られている。条約では、ESCが 第 198条に関わる問題について相談を受

けたときは、広域圏審議会は通知を受けるとされている。広域圏審議会が広域的な側面があ

ると判断したならば、広域圏審議会は議定書を通 して閣僚諮問委員会又はEG審議会に見解

を述べることができる。

閣僚諮問委員会及びEG審議会は、それらが条約に規定 されてお りかつ適切であると思わ

れる場合に、広域圏審議会に諮問することになる。もし必要ならば、広域圏審議会が見解を

まとめるために少なくとも 1か月の時限をお くことができる。 しかし、広域圏審議会は、特

定の問題に関 して聴取されるように自ら発議することができない。

広域圏審議会の活動形態は、確かにESCと 同様である。おそらく、ESCと 同じ形でさ

まざまな部門と起草グループを持つことになろう。すべての影響関係におけるように、これ

もまた活動的な構成員がどれだけ行動するか、そして彼 らが代表 している人々によってどの

ように後援されているかに依存 している。

全体として、 EGにおける広域圏審議会の設置は、コミユーン及び広域圏レベルのEGの

決定過程への影響力に関する大きな前進を意味している。 しかし、これが最後の一歩ではな

いことは明らかである。さまざまな方面から、まず第一に ドイツの州から、最終日標は議会

の第二院である。こうしたことは、そのような機関に代表を選ぶためには加盟国における構

造があまりにもばらばらであるという議論によって、これまで否定されてきた。しかし、長

期的には、もし国からコミユーン及び広域圏への使命の分権化の拡大の方向へ発展がこれま

でのように進行 してい くならば、これは考えられうる展開である。

3。 8  結論及び考察

コミユーン自治はわが国において古 くから強固な位置づけを持つていた。ヨーロッパの視

点からは、スウェーデンのコミユーンはより大きな権限とより強固な自治権をもつている。

私たちはこれを他の北欧諸国と共有 している。私たちは、これをコミユーン自治に関する北

欧モデルであるとしている。

一部に、ヨーロッパ諸国との統合は、北欧諸国が相対的に自律的なコミユーンからなるそ

のシステムを放棄するよう強制させ られるのではないかという不安がある。人々は、大陸に

おいて一般的であるようなモデルに私達 自身を適合するよう強制させ られるのではないか



と恐れている。大陸では、権限はより多 く広域圏レベルにあ り、私たちとは異なる行政法の

伝統 と行政の文化がある。

私たちは、このような危惧はかな り誇張されていると考えている。反対に、ヨーロッパに

おける発展が、他のモデルよりも、コミユーンが国や広域圏レベルに対 してより自律的な位

置づけを持つている北欧 0中欧モデルの方向に進んでいくという指摘する傾向がみられる。

南欧諸国においては、実際に、相対的に自律的なコミユーンからなる北欧モデルに対する関

心の増大がみられる。北欧諸国及びオース トリアがヨーロッパ同盟に加盟 したならば、こう

した展開はさらに強化されることだろう。

この統合の拡大の不可避の結果は、スウェーデンがヨーロッパ共同体に参加 しうるために

はその国家主権の一部を譲 り渡さなければならないということである。それ故、私たちは、

私たちのスウェーデンの民主主義を、必然的に、集中化された匿名のブリュセルの権力への

実際の対抗力となるように、発展させつづけることが重要であると考える。このことは、現

在、EG/EU加 盟に関して交渉 している人々がコミユーン自治がわが国において創 り上げ

ている独特の資源を弁護 しなければならないことを意味する。

スウェーデンのコミユーン連合は、1998年 1月 29日 に、文書で、加盟交渉に際して政府に

よりEGに対 して出されるべき多 くの要望について申し述べた。これは、例えばコミユーン

自治の問題である。連合は交渉に関連 して政府に以下の点を条件としている。

― 統合の効果が社会的責任の集中化をもたらさないようにあるいはコミユーン自治を弱

めないために、人々がどのように行動 しようと考えるか詳細に説明すること。コミユー

ン連合は、調和のある需要はコミユーン財政に悪い影響を及ぼすことはないと考えてい る。

― 将来におけるEGの法規則の改正に属する問題 としてコミユーン自治に関する条約を

採 り上げること。

一 一方ではEGに準ずる将来の加盟国として、また他方ではスウェーデンにおける適用

に際 して、補完性の原則に対する見解を明確にすること。

― コミユーンに対する不必要で詳細な法律に反対すること。また、団体協約が法律の代

わ りに労働市場において承認されるよう働きかけること。

― 例えば、競争や差別の解消に関する基本的な考えが放棄されることなく、競争や処遇

に関する現在の規則体系の簡素化に努めること。

加盟交渉が1998年 2月 1日 に始められたことに関連 して、スウェーデン政府は、ヨーロッ

パ問題大臣ウルフ・デインケンスピエールを通 して交渉において重要と考えることについて

明確にした (国会及び省 1993:4)。 その発言の中では、スウェーデンのコミユーン連合が

その文書の中で取 り上げていた問題のい くつかが触れられていた。ウルフ 0デ インケンスピ

エールは、統合の過程においは、目標に関する合意がなければならず、また構成国のそれぞ

れの個性に対する配慮もまた大いに払われなければならないということを強調 していた。彼

は続けて次のように言つている。

こうした背景から、スウェーデンは、共同体が開かれたものであり、ガラスばりのもので

あることが一層強調されることを歓迎する。こうした展開は、スウェーデンの行政の伝統的

な大はばな公開性と同じ線上にある。この分野で、私たちは、私たちが喜んで共有する基本
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的な原則や重要な経験を手ずさえていく。公開性の原則及び報道の自由は、スウェーデン憲

法に根ざしてお り、かつ国民が公の行政活動に関する情報を入手できることを保証する基本

的な原則を形成 している。これらの原則は、私たちの政治的、文化的継承の不可欠な部分で

ある。これらは公の行政における民主的な手続きと秩序及び効率性を促進するものであ り、

そしてまた、共同体にとって重要な目標でもある。

私たちはまた、補完性の原則、若 しくは近接性の原則の新たな適用を歓迎する。これらの

原則は、加盟国の国としてのアイデンティティーの尊重に寄与 し、国と地方の当局の権限を

保証するものであるo私たちは、ある日標が個々の加盟国によってよりも共同体においてこ

そよりよく達成されうる場合にのみ、共同体が行動すべきであるという認識を分かちもつて

いる。

私たちはこの点に関 してコミユーン自治に関するヨーロッパ評議会の条約を持ち出すべ

きであるという要望を強調 したい。私たちはこの条約の原則がEGの法制度においてもまた

適用されることが重要であると考える。立法権の多 くがそれらの国の議会からEGに移管さ

れるならば、加盟国が条約の中で受け入れたコミユーン自治の保護規定は、EG法において

もまた組み込まれるのは当然の結果である。実際に、このことは、ヨーロッパ評議会のコミ

ューン会議の枠内において、コミユーン及び県自体の組織からの強い要望でもあつた。

この点に関してもまた、来るべき経済通過同盟を前にして、コミユーン財政に関する特別

な条約についてのヨーロッパ評議会のコミユーン会議からの要望にも注意が払われるべ き

である。

補完性の原則の適用に関しては、政府はウルフ・ルイン教授を座長とする調査委員会を設

置 した (通達 1998:20)。 この調査委員会は、
′
一方では権限委譲に関するスウェーデンの一

部の問題に対する現実の影響に、また一方ではEG/EUへ の加盟に際 しての補完性の原則

の適用並びにそうした協力の外にいるという観点からの影響 とにくっきりと照明を当てる

ことになろう。

審議会はまた、スウェーデンにも適用されることになる若干の決定がEG/EUの 機関に

よってなされることによリスウェーデンがどのような影響を受けることになるか分析する

ことになろう。さらに、実際にスウェーデンが共同の決定の内容にどのような影響を及ぼす

可能性を持つているか、そしてまたその共同の決定によってスウェーデンに根ざしている民

主主義の可能性に光を当てることができるか焦点が当てられることになろう。

審議会は、さらに、補完性の原則がさまざまな分野でどのように解釈され適用されること

を意図しているか、そしてこの原則の適用がEG/EUと スウェーデンとの間でのより詳細

な権限の分害Jに とって何を意味することになるかについて分析することになろう。

政府は、その外にさらに、さまざまな形態での西ヨーロッパの統合への参画による影響、

また加わらなかった場合の影響について明らかにする役割を持つた多くの調査委員会を設

置した。それは、財政、外交及び安全保障、環境、福祉、並びに平等への影響といつた問題

である。

政府は、1993年 4月 29日 に、西ヨーロッパの統合への様々な協力形態によるコミユーン及

び県に対する影響について分析することを職務とする特別調査官を召還した。調査官の主な
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任務は、通達 (通達 1993:49)に よれば、EG/EUに スウェーデンが加盟することにより、

コミユーン及び県の事業のどのような分野でどの程度の影響を受けるか分析 し、記述するこ

とである。

調査官はまた、EG/EUの 秘密保護に関する規定がコミユーンの事業にどのような影響

を及ぼすか明らかにし、記述することにもなろう。調査官はまた、どのような財政的影響、

例えばEG/EUへ の加盟がコミユーン及び県に及ぼす翻訳作業や行政費用といつた形態

の影響が想定できるか、そしてそうした場合にどのように財政処置されることになるかにつ

いても分析することになるだろう。さらに、調査官は、将来起こりうるEG/EUへ の加盟

に際して、スウェーデンにおいて、コミユーン及び地域の影響力がどのように方向づけられ、

制度化されるかに関する提言を提出することになろう。調査官は上記の調査官及び審議会委

員並びに隣接した問題に従事しているその他の人々と協議することとなっている。コミユー

ン及び県の代表者は、遅くとも1993年 12月 31日 までに終了される予定の調査活動に協力する

ことになる。

政府は、こうした影響分析の集約的な調査活動に対して、調査活動に従事する任務を持つ

た政党の代表者からなる議会の合同レフアランスグループを結成した。

1998年の春に政府により発議され、94年への年替わりまでに終えられる予定の集約的な調

査活動に関連して、私たちは、補完性の原則の適用、スウエーデンのコミユーン及び県の税

及び手数料を徴収権に関する財政・通貨政策同盟の影響、そしてコミユーン及び県の影響カ

がどのように道筋を付けられ、制度化されるかに関する問題については、これ以上の立場は、

ほとんど意味がないと考える。

それにもかかわらず、私たちは、EG加盟に関する憲法調査委員会がコミユーンの課税権

に対する憲法上の保護に関して表明した意見に同意する。もしEG/EUに おける共通の財

政政策が税徴収の削減を求めるならば、それは、まず第一に、削減可能な国の税部分である。

さらに、私たちは、加盟国内の広域及び地方レベルが強化の方向への発展は、ヨーロッパ

のそれぞれの広域圏間の競争が将来増大していくようになることであるということを強調

しておく。従つて、個々のコミユーン又は県は、まずもつて最初に、その自体の権限を獲得

し、自己の領域の中でそれ自体の認識を深めていくべきである。

従つて、コミユーン及び県は、統合の進捗がコミユーン又は県にとってどのような意味が

あるかについて分析すべきである。それは、恐らく、社会生活のさまざまな部分の代表から

なる常設の特別な活動グループという形で行われるだろう。地方における影響の調査研究は、

地方の経済とともに進んでいくだろう。

この際に、EGへの適応化文書あるいは行動計画を詳細に作 り上げることは適切なことで

ある。ここで、コミユーン連合及び県連合のいわゆる「EGと コミユーンに関する青書」が、

政府が設置したさまざまな影響調査委員会によってなされる分析と同様に支えとなりうる。

コミユーンがEGに関わる知識や情報を調整することもまた理由がある。この際に、既に

データーベース検索の経験があり、1994年の住民投票に際してEGに関する情報を取次いだ

ことのある図書館を利用することは適切なことであろう。特別なデーターベースを通して知

ることのできる公的な文書に関しては、監視は例示的に行われるだろう。そういうことで、

スウェーデンにおいても外国においても、一定のモノやサービスに関して申し出る機会が与

えられる事業は少ない。
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事業組合とかコミユーン及び県とか地方のさまざまな団体の間にある種の講習会とか研

修が共通に手配されることもまた適切なことであろう。それぞれの当事者がその事業の熟達

に貢献することができるようなネットワークを築くことが重要である。この熟達の構造の一

部として、デンマークのコミユーンや県とばかりでなく、他のEG諸国のコミユーンや県と

も兄弟都市としての関係をもつことは重要なことである。その地方の産業が交流できるよう

な兄弟都市であるべきである。

コミユーン及び県がEG問題に関する特別な担当上級職員又は調整者を選任すべきかど

うかは、当然に地方の状況次第で自由である3-定の場合には、この分野に関心と知識を持

ち、かつ産業問題あるいは情報問題に経験のある担当上級職員が適切であろう。しかし、も

しスウェニデンがEG/EUに 加盟するならば、これらの問題が、全ての担当上級職員の任

務 として含まれる根本的な性質の問題 となるだろうということを強調することが重要であ

る。

通達により私たちが考慮 しなければならない特別な問題は、コミユーンの意思決定者がE

ES協定やEG加盟によって発生するであろう協定によるスウェーデンの義務を尊重 しな

ければならないということである。こうした考慮は、通達によれば、私たちの活動と関連 し

て、コミユーンの意思決定に関するコミユーンの議員の責任に関わる問題とされるだろう。

そのことについては、私たちは、一つの特別な答申のなかで取 り扱つているところである。

構成国は、現在のEG法によれば、コミユーン及び当局の行為に関してもまた責任があるこ

とについても、通達は思い起こさせるものである。

さまざまな形態での西ヨーロッパの統合への協力のコミユーン及び県に対する影響につ

いて分析することを任務 とした、先に述べた特別調査委員会 (dir。 1998:49)に関しては、

私たちは、ここでは、ここに詳細に説明された問題については取 り上げない。
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コミューンの組織一新しい構造

フリーコミユーン実験の経験、地方自治法や特別法の改正、新 しい組織化モデル

の発展、並びに「根本的な組織改革」により、現在のコミユーンの組織は、例えば、

各委員会の間にさまざまな課題または使命を分配する方法、設置される委員会の数、

及び委員会の位置づけや役割などに関する問題が非常に増大 していることに特徴が

あると私たちは考える。

私たちの結論は、組織の分野の発展の数々が、コミユーンの事業を効果的にして

いこうとする努力にとって、大いに意味のある肯定的な現象であるということであ

る。これまでに言及 したような不備および問題は克服され得るべきであると私たち

は考える。明らかに、コミユーンおよび県は、今後よリー層注意深 く特に事後検討

や評価の問題に専念すべきである。

私たちは、コミユーンや県を組織 し統治する新 しい方法が、政治過程の公開やそ

れへの参加についての市民の機会にどの程度影響を及ぼしているか、いまだに分か

っていない。

4.1   基本点

4。 1。 1  諮問

1991年の地方自治法、およびそれに引き続 くコミューン民主主義に関する議論により、私

たちは、そこで出された議論に基づき、コミユーンおよび県の組織化の自由の拡大の結果に

ついて調査する。その際に、例えば、委員会構成の変化並びに政治上の組織間および政治上

の組織と公務員組織との間での責任 と業務の分配に特に関心がもたれるであろう。諮間によ

り、「快適な生活環境のためのコ ミユーンの活動に関する調査委員会」 (M1991:01)が私

たちに関連のある部分に関 してどのような結論を出すか調査すべきであるということもま

た明らかである。

4。 1。 2  1980年代における組織に関わる展開

1952年 -74年の期間におけるコミユーンの数および信託職務の劇的な減少は、市民と地方

の議員との接触を細 らせることとなつた。そこで、1970年代の後半および 1980年代の初頭

における分権的組織に向けた努力の理念的な根拠を形成 していたコ ミユーン民主主義を強

化する必要性が増大 した。分権化に関しては主に次の 4つの主張がある。(1)政治的主張 (民

主化の主張)、 (2)行政の効率化の主張、(3)社会学上の主張 :地方の需要に対 して組織お

よび事業を適合させること、および(4)Jら、理学上の主張、包括的な決定 と地方における決定

との関連が強調される合法性 (モ ンティン,1989)。 モンティンは効率性の主張は民主化の

主張の代償として持ち出される傾向があつたと考えていた。

地方組織法、または特定地方組織に関する法律 (1979:408)は、1980年 6月 1日 に発効 し

た。この法律は、コミユーンが、地区委員会 (distriktsnttnder)及 び施設管理委員会 (ins

titutionsstyrelser)と いつた形の地域的組織や、地方自治法に規定された分野および特別

法に規定された委員会の分野の一部分において、部門包括的な使命を備えた組織を整えるこ

とを可能としている。後者には若干の制限があり、さらにそれぞれの部門における中央の委

員会が存続 していなければならない。部門包括的な組織は、 しばしばコミユーン地区委員会
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(kommundelsnamnden)ま たは市地区委員会 (stadsdelsnamden)、 若 しくは地区執行委員

会(omradesstyrelser)と 呼ばれる。

国会は、1984年 6月 1日、コミユーン自治を拡大する実験事業、いわゆるフリーコミユー

ン実験が 1988年 の末まで実施されると決定した (prop。 1983/84:152,bet.1983/84:KU32)。

国会は 1988年 3月 にフリーコミユーン実験が 1991年末まで延長されることを決定 した (pr

op。 1986/87:91,bet。 1987/88:KU32)。 その後、政府は実験事業が、よリー層全般的な改革

への努力が始められるように、全体的に延長され、拡大されるよう提案した (prope1988/89:

1,bet.1988/89:KU6)。 実験事業に参加したコミユーンは、中枢の諸委員会を組織化する自

由をほとんど完全に得た。より自由な委員会組織の実験は、なによりもまず二つの分野でさ

まざまな程度で実際の改革をもたらした :

(1)コ ミユーン全体におけるコミユーン地区委員会への移行に関連して、主に独立した学校

委員会の廃止。

(2)コ ミユーン全体におけるコミユーン地区委員会の導入に関連して、統一的な社会委員会

並びに完全な社会委員会の廃止。

(3)委員会の合併による独立した建築、環境、および保健委員会のそれぞれの廃止。

さらに、ますます多くのフリーコミユーンが、一またはいくつかのコミユーン地区委員会

に、限定的にでなくある一定のコミユーン地区への結節点となる事業または施設の責任を持

たせるためにこの機会を活用した。イエテボリ・コミユーンではこうしたことを非常に明瞭

にみることができ、そこでは一定の市地区委員会がいわゆる代理委員会(resursnamnder)と

されている。これは、分割するには小さすぎる、あるいは、別の理由で、すべての市地区委

員会で分割することが非実際的と考えられるような事業に責任を持つている。

政府は、1990年 12月、フリーコミユーン実験を評価することを使命とする特別調査官、フ

リーコミユーン調査委員会 (C1990:08)を任命 した。この調査委員会は、より自由な委員

会組織の実験の経験が良かつたと思われるので、コミユーンはできる限り広範に自らの組織

を定めることができるという原則を背景とした答申「フリーコミユーン実験」 (SOU 1991:2

5)の立場に立つていた。環境分野および都市計画・建築分野に関わるその他の委員会組織

の実験に関する問題が特に光りを当てられた。この調査委員会は、実験から得られた経験は、

委員会の設置義務は建築委員会および環境・保健委員会に関してもまた廃止されうるべきで

あるという方向を示唆している、と考えた。

実験に関連して、権限の行使、拒否および秘密保護、並びにコミユーンの平等原則に関す

る問題といつた多くの法的な問題が生じた。調査委員会の判断は、より自由な委員会組織に

対する法的な性質の決定的な障害は何ら生じていないというものであつた。調査委員会はま

た、コミユーン民主主義の観点から、より自由な委員会組織の制度においても幅広 く広範な

議員による組織を維持することが重要であるということも強調していた。

1990年 に、政府は個別の学校委員会の強制が 1991年 1月 1日以降、適用廃上になると決

定した (prope1990/91:18,bet.1990/91:UbU4,rskr.1990/91:76)。 政府はまた個別の社会

委員会の強制が 1992年 1月 1日 以降、廃止されることも決定した (prope1990/91:14,bet.

1990/91:SoU9, rskre1990/91:97)。
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社会サービス法の改正に関する法律 (1990:1403)と して結実 した政府提出法案 1990/91:

14に より、コミユーンの保健医療の運営は、社会委員会、または、場合によっては、社会

福祉地区委員会、またはコミユーンにおける地区組織に関する法律 (1979:408)に よる地区

委員会にによって行われる。この提言を通 して、政府は、単独の委員会がこれらの事業を所

管するように、社会福祉 と医療サービスの統合を進めていった。

フリーコミユーン実験のおかげで、政府は、何 らの規制も提案する理由がないし、またフ

リーコミユーン法の拡大適用は社会福祉委員会の責任分野から社会サービス法の特定の一

部分を切 り離 し、それらを一または複数の「特別委員会」へ移すことが好都合であるかどう

かについての知見を得ることができるだろうと考えた。

学校制度に関しては、校長は、政府提出法案 1990/91:18に より、その学校の諸条件に適

応するように、自ら学校活動の組織を形づ くる最大限可能な自由を得ることになろう。 しか

しながら、一定の規制が教育上の必要性 と平等、並びに個々の法と秩序を担保するために求

められるであろう。政府提出法案における提言は、それぞれのコミユーンが公的な学校制度

のための管理委員会として政治的に責任を有する組織を持つべきであるということであつ

た。さらに、コミユーンはその管理委員会 として一またはその以上の政治的な組織を指名す

ることになろう。これと対応 して、校長が公的な学校制度の内部におかれるように県コミユ

ーンにも適用されるだろう。管理委員会の指名はそれらの組織がどのような機能を持つかに

ついて方向を示唆するために役に立つ。

政府提出法案においては、学校分野ではより自由な委員会組織のために時が熟 していると

されていた。責任のある政治上の組織に総括的な事業責任が求められたが、そうした責任が

どのように組織化されるべきかについては詳細な指示は何も求められなかった。重要なこと

は、コミユーンの学校事業のそれぞれの部分が、管理委員会のような政治的に責任を有する

組織を持つということである。そうした管理委員会はコミユーンに適切な委員会組織を自ら

形づ くる重要な自由を付与することになろう。こうした規定は、コミユーンにおける学校の

組織に関する法律 (1990:1477)に もみられる。

4.1。 3 1991年地方自治法における委員会組織

より自由な委員会組織への動機

政府は、地方自治法の政府提出法案 (prOp。 1990/91:H7,新 地方自治法 )の 中で、1991年の

当初における発展は、すべてのコミユーンおよび県は自由にその事業を組織化する機会が与

えられるべきであるという段階に到達 していたと説明している。それ故、コミユーンおよび

県は、コミユーンのそれぞれの委員会にどのようにその任務を分割するかを決定することが

できるべきである。政府は、国が割 り当てている社会的な使命に対するコミユーンおよび県

の責任を取る能力への固い信頼の上にこうした見通 しを築いた。政府はまた、最近、フリー

コミユーン調査委員会によって紹介された自由な委員会組織に関する実験に対する評価の

中にそれらにとっての明白な支えがあるとも考えている。

政府は、特別に規定 された分野における組織上の自由を拡大するために、義務的な委員会

の存置要望は放棄されるべきであるとしている。その他方で、個々の特別な分野についての

法律によって、それぞれのコミユーンにおいて、それぞれの事業分野を所管する一またはそ

れ以上の政治上の組織が置かれることを示すべきである。一方、委員会組織に関するどのよ
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うな規定も必要とされないと政府は考えていた。そこで、それぞれのコミユーンにおける個

別の建築委員会や個別の環境 0保健委員会についてはもはや義務的でなくなつた。

政府提出地方自治法案の国会における取扱い

新地方自治法に関する国会審議 (prOtokoll 1990/91:128)に おいては、(m)は、主要な

問題はいかにコミユーンの議員が 90年代における財政政策問題に対処 してい くことができ

るかということであると主張 した。新地方自治法に大方同意 しているにもかかわらず、 (皿 )

は、例えば次のような意見を異にする見解を持つていた :

コミユーン議会が手数料や税金に関する決定権を、コミユーン委員会の専門代表へはだめ

で、一定のコミユーンの委員会に委任できるのか、コミユーンが執行委員会や各種の委員会

における会議の公開を決定することができるか、コミユーンの会計監査の位置づけを強化す

ることができるかに対する強い疑念

(fp)は、コミユーンの事業が民主主義のルールを護るために委員会形式で行われること、

およびコミユーン企業が二重の忠誠心を持つたそれを職業 としない人々および執行委員会

のメンバーによって運営されることが重要であると考えた。地方の民主主義は、コミユーン

における住民投票の執行規則や委員会および執行委員会の会議の公開の可能性、コミユーン

地区の設置の可能性およびコミユーン地区委員会に対するガイ ドラインにより強化される

ことだろう。(fp)は また、さまざまな保護すべき秘密のある事業が一つの委員会にまとめら

れた場合に発生するであろう問題を考慮 しつつ、秘密保護法を吟味する必要性も取 り上げた。

(c)は、自由な委員会組織が委員会の削減をもたらすであろうこと、そしてコミユーンに

雇用されている職員が居つづけることができないことを恐れた。民主的な決定権の根拠は多

数の人々が雇用されていることにあるので、新地方自治法は、少数支配を意味 しない。(c)

はまた、これは採用の問題をもたらすだろうとも考えた。コミユーン民主主義の問題は事後

検討されなければならない。またそれ故に、その発展を追跡 し評価するために、また考えら

れうる新 しい規貝Jを提案するために、議会に調査委員会が設置されるべきであると、(c)は

提案 した。その他、(c)は、コミユーンの委員会作業のよリー層の公開性、直接選ばれたコ

ミユーンの機関、および専門家の出席権の廃止が要求されると考えた。

(v)は、少数政党がコミユーンの執行委員会への出席権を有すること、および原価原則の

撤廃を主張 した。(V)は また、交代で勤務する人々が政治上の信託任務を引き受けることが

できるように、雇用における休暇権の補完的な立法をもするだろう。

(mp)は 、新地方自治法は基本法として機能すべきであるという見解を抱いていた。政党は、

一方では、さまざまな利害に関わ りのない立場に立ち、環境管理を扱う委員会を導入 し、他

方では一定の課税権のある直接選ばれたコミユーン地区組織を導入することになろう。(mp)

は、それぞれの委員会は少なくとも 9名のメンバーからな り、利用者組織に委任できるべき

であると考えていた。



(s)は、議員をより少な くすることが危険だとみていたが、同時に、規模の大きなコミユ

ーンはより自由な委員会構成で広範な議員組織をとつていたとも考えていた。コミユーンに

おける政党支持、より自由な委員会構成に関連 しての秘密保護の問題、コミユーンの事業行

為の公開、および議員に対する職員の責任は、さらに調査されるべき問題であると (s)は述

べた。

地方自治法における諸規定

新地方自治法が政治団体に唯一要求していることは、それぞれのコミユーンおよび県の政

治団体には一定の一般的な任務を持つた執行委員会置かれるべきだということである (地方

自治法第 6章第 1-3節 )。 特別法の規定する分野では、コミユーンおよび県は、任務を遂

行するためにどのような委員会が置かれるべきか決定 し、それらの事業および相互関係に関

して決定する自由の拡大を獲得 していた (地方自治法第 3章第 4節 )。 それにもかかわらず、

選挙管理委員会、またある場合には、保護・監視委員会overformyndarnamndの 設置要請は維

持されていた。

地方自治法によれば、委員会は政党の利害を代表することができず、また同時に一つの事

業分野の中における権限の行使を行うことができない。このため、例えば、ある一つの委員

会が建築許可を出願 し、またそれについて決定するというようなことはできない (ルーズ ,

1992) 。

地方自治法は、コミユーン執行委員会以外にい くつかの委員会が或ることを前提としてい

る。その場合に、もつとも多 くの事例においては、コミユーン執行委員会、選挙管理委員会、

保護・監視委員会 (overformyndarnannd,Chief Guardian)、 および公権力行使にかかわる

委員会だけしかないといつたことは特に実際的ではない。それにもかかわらず、委員会業務

を組織化する自由は、地方自治法においては非常に強 く強調されている。そしてそれ故に、

その自由が極端に乱用される場合に、法に違反する委員会組織があるかどうかが問題 となり

得る。そのような具合で、コミユーン執行委員会はすべての事業責任を負うことになる (ル

ーズ,1992)。

組織構成の自由および法規制の緩和により、コミユーン議会は、委員会の事業やその業務

形態のための規則を発布することになろう。これは、議会がすべての委員会に想定 している

規則について行われる。ルーズは、コミユーン議会の拡大された委任権およびコミユーン執

行委員会の義務的なものを越えてその任務を処理する権限は、コミユーン執行委員会に以前

よりもより強固な位置づけをもたらすことになろう、としている (参照 4。 2.4)。

4。 1。 4  要約

私たちは、本章において、これまでに、1980年代における組織における発展、および1991

年の地方自治法における委員会組織について詳細に説明してきた。

地方の民主主義を強化する必要性は 1980年の地方組織法に結実 した。その数年後に地方

自治を拡大する実験事業 (フ リーコミユーン実験)が発足 した。そしてこれは徐々に延長さ

れ、1991年の末に終えられた。フリーコミユーン実験に参加 したコミユーンは、その委員会

を自ら組織化する大きな自由を得た。これにより、フリーコミユーンにおいては、特別法に
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よる学校委員会や社会委員会が廃止されることや建築委員会を環境・保健委員会と統合され

ることが一般的なこととなつた。

1990年代の初頭、政府はすべてのコミユーンおよび県がその事業を自由に組織化できるベ

きであると考えた。それぞれのコミユーンおよび県が一定の包括的な使命を持つた執行委員

会を持つべきことは、1991年の地方自治法において主要な形態として求められるものとなつ

た。コミユーンは特別法で規定された分野の委員会組織に関して決定するより大きな自由を

得た。

より自由な委員会構成に関する議論の中で述べ られたいろいろな危惧の中に、委員会数を

より少なくし、それにより先に言及 した議員数をより減少させるという危険性があつた。そ

のような結果は民主主義にとって否定的な作用を及ぼすことになろう。

もう一つの考えられる問題は、環境・保健委員会の事業は自由な委員会組織においてオー

ソライズされうるかどうかということである。

行政案件の処理に際 しての秘密保護と公平性に関する諸規則の尊重は、予想される委員会

数の削減にもかかわらず、維持されなければならないということに対する配慮もまた払われ

た。

想像された問題は、地方自治法がいくつかの委員会のあることを予想 しているにもかかわ

らず、新地方自治法は、極端な場合にはコミユーン執行委員会が選挙管理委員会および保護・

監視委員会overformyndarnamndを 除いた唯一の委員会 となるような状況を生 じ得るという

ことである。適法と不適法との間の境い日は、コミユーン執行委員会がすべての事業責任を

とるような状況のもとで現れると考えられる。

私たちは、例えば、いわゆる発注 0請負モデルに関して、よリシステイマティックな問題

分析を第 5章で行う。

4.2  コミューンにおける委員会組織

4。 2。 1 改革の一般的な傾向

コミユーンにおける委員会組織は、前記のように、最近10年間における個々のコミユーン

のその委員会組織を自ら形づくつていく自由の一層の拡大を通 して変革されてきた。スウェ

ーデンコミユーン連合の1992年の調査によれば、1991/92年 に、およそ70%の コミユーンに

おいて、委員会構造および事業分野等についての大きな改革が行われる、若 しくは行われる

であろうということであつた (コ ミユーン組織の改革,1992)。

いわゆるソフト部門の委員会 (社会委員会、学校教育委員会、文化委員会)については、

21%の コミユーンが社会福祉にかかる事業の再組織化を行つていた。学校教育執行委員会の

伝統的な使命は、57%のコミユーンで変えられてお り、児童および教育委員会または児童お

よび青年委員会が設置されるのがもつとも一般的であつた。100の コミユーンにおいては、

文化および余暇事業が一つの委員会にまとめられた。いわゆるハー ド部門の委員会 (建築委

員会、工務委員会、および環境 0保健委員会)については、数の上では工務委員会が増えた。

40のコミユーンにおいては、建築委員会が環境・保健委員会に統合された (コ ミユーン組織

の改革,1992)。

今日では、コミユーンの委員会組織については主に三つのタイプがある。即ち、伝統的構

造または縦割 り構造、地域的構造、および機能的構造である。主に、それらがどの範囲で起
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こり、それらを特徴づけているものはどのようなものかに関 して、以下に述べる。

4.2.2  縦割 り/伝統的組織

社会サービス、医療、教育、都市計画 0建築、環境 0保健、清掃、および救急サービスと

いつた義務的な仕事は、以前は、その分野に関して特別な責務を担う個別の委員会が置かれ

るべきだとする国の要請に則つていた。新地方自治法および社会サービス法、学校教育法

等々の改正により、先に述べたように、コミユーンがコミユーン自体の委員会を組織化する

ことが非常に自由になった。しかし、そうした使命は依然として義務的であ り、コミユーン

によって遂行されなければならない。

縦割 りの委員会構造は、おおよそ30の コミユーンで採 られてお り、地理的にみて、全国的

にかな リー様に分散している。この委員会構造は、委員会はその縦割 りの部門の中で仕事を

処理するというライン組織によって特徴づけられている。

コミユーンの内部において大きな改革作業が進行 しているにもかかわらず、旧い組織構造

がなお維持されている。先に言及 したコミユーン連合の報告書はそれらについて少 しは説明

している。社会委員会は、1992年 においては、コミユーンのおよそ80%でみられる。コミユ

ーンの40%は伝統的な意味での学校教育委員会を置いていた。文化委員会および余暇委員会

についてはコミユーンのおよそ40%で従来通 り置かれていた。およそ75%のコミユーンが伝

統的な組織構造の建築委員会を置いていた。80%のコミユーンにおいては、依然として、伝

統的な組織構造による環境・保健委員会および中央環境委員会を置いていた。

新聞「今日のコミユーン」の1993年初めの調査 (nr。 1/1993)で は、コミユーンの60%は

その事業をほとんど変えていないことを示 していた。変化の少なかったもののなかで依然と

してもつとも一般的であつたことは、委員会を閉鎖ないし廃止することであつた。 生活環

境改善のためのコミユーン業務に関する調査委員会 (M1991:01)は 、その答申書「コミユ

ーンと環境業務」 (SOU 1993:19)の 中で、およそ 70%のコミユーンにおいて、環境保健間

題を取 り扱う個別の環境・保健委員会が置かれていることを詳細に説明している。1992年の

初めには、およそ 10%のコミユーンにおいて、環境問題を調整するため、例えば環境起草

委員会 (miljoberedning)と いった個別の政治上の委員会を置いている。その上さらに、お

よそ10%のコミューンが、なんらかの形態の環境問題を調整する行政一般の事務局を置いて

いた。それらのうちの半分がそれ自身の職員を持つていた。ある面接調査では、環境起草委

員会および類似 した協働組織が、コミユーンの計画に環境への配慮を組み込むことに関して、

適切な条件を創 り上げることが指摘されている。

「コミユーンと環境業務」 (SOU 1993:19)に よれば、地方自治法の準備作業においては、

コミユーンは委員会組織とは別に特別法によってその使命を遂行 してい くべきであること、

しか し特別法の規定する環境・保健 といつた分野における権限および統合′性がそこなわれて

はならないことが強調されている。委員会組織の自由化により、コミユーンにおける事業や

計画に環境の側面ができるかぎリタイムリーに取 り入れられること、および環境問題への包

括的な視点が一層明確になることが重要である。

コミユーンが環境 0保健委員会を他の委員会に併合する場合、組織の中においても世間一

般に対 しても、環境への関心はあまりはつきりとは日立たないだろう。 しかしながら、同時

に、この組織改革は答申書に主張されている環境業務の一層の包括性をもたらすことだろう。
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調査委員会は、さまざまな組織上の解決策についてなんらかの評価をするには早すぎると、

ともか く考えた。おそらく、規模、構造、伝統が異なつているので、すべてのコミユーンに

当てはまる普遍的な解決策はないだろう。

委員会は、同時に部分としてコミユーンを代表 している案件については、コミユーンにつ

いての権利または義務に関して定めることができないし、また、委員会は、委員会 自体が運

営 している事業の監督を行うこともできない。

したがつて、法規定は政治的なレベルでかかわるものであるが、調査委員会は、この規定

もまた、コミユーン行政における責任と使命の分割の基準であるべきであるとしている。調

査委員会は、職員と管理職 との関係 (昇進、昇給等々)に依存することを考慮すれば、同じ

行政において監督責任と運営責任があるのは不適切であるとしている。監督および運営の責

任は政治的なレベルでは結合されることはできないので、調査委員会は、さらなる立法を通

してということでなく、同じ原貝Jが公務員組織に当てはまるべきだとしている。環境・保健

委員会は、相互補完的にも機能するのだが、相談員と管理者という二つの相反する役割を持

つている。従つて、役割の矛盾についての自覚が必要とされる (SOU 1993:19)。

4。 2。 3 地域的組織

地域的なコミユーン組織は、1980年代に、いくつかのコミユーンで導入された。地域の原

則が、ここでは、部門の原則に置き換わ り、地域的な委員会 (コ ミユーン地区委員会/KD
N、 市支所委員会、または地域執行委員会)が、地理的に限定された地域においてコミユー

ン事業の一部を受け持つこととなる。

コミユーン地区委員会の成果はさまざまである。この経験についての一つの研究 (モ ンテ

ィン 1989)に よれば、KDN改 革によって影響を受けたといつているのは、コミユーン分

区の住民の半分または半分以下であつたことが強調されている。政治活動の数も増えはしな

かった。それに反 して、既に政治上の任務を持つている人々がますます多 くをとり、強い政

党がその位置づけを強化 した。モンティンはまた、民主化の過程が抑制され、効率性の目標

が促進されるとも考えている。確かに、全般的な効率性の配当が生 じた。しかし、制度化さ

れた縦割 りを廃止することの困難性 といつた、新たな組織上の問題もまた生 じた。KDN改

革が大きな成果を挙げなかつたことは、主に、改革が完全に機能するにはいたっていなかつ

たこと、民主化が効率性に従 じたこと、コミユーン政治に対する全般的な無関心、そしてお

そらく測定方法の改善が必要とされたことによって説明される。

近年、三つの大規模コミユーンがそれぞれにその行政組織の分権化に踏み切つた。イェテ

ボリは、1989年 に市支所委員会といつた包括的な組織を設置 したことによりもつとも先んじ

ている。ス トツクホルムとマルメにおいては、限られた範囲での市支所委員会の実験が実施

されている。

ス トックホルムにおける市支所委員会の実験は三つの日標を持つている。即ち、民主主義

の拡大、市民に対するサービスの改善、および効率性の向上である。報告書「市支所委員会

の実験に関する評価 1990-1992」 (中 間報告)に よれば、市支所委員会の実験を続けている

ことを知つているのは市支所地域の住民の53%だけであつた。それ故、市支所地域のほとん

どの住民は実験を継続すべきか否かについて考えを持つていなかつたけれど、認識 している

人々については、市支所委員会の継続に非常に肯定的であつた。ス トックホルムにおける評
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価に協力 した研究者たちは、市支所の適度な大きさとかな りの範囲の決定権によって、強固

な民主主義への小さく慎重な一歩がともかくも踏み出されたと考えた。それにもかかわ らず、

こうした民主主義の発展はより大きな市支所においては消え失せてしまうため、研究者たち

は市支所の人口は15,000人以下であるべきだとした。

この委員会の基礎となる調査においては、上記の調査委員会は、市民は1989年よりも1992

年のほうがコミユーンのサービスにより満足 していること、そしてこのことについては市支

所地域と対照市支所との間でほとんど差異がないことが詳細に説明されている。結果単位組

織の長は市支所の行政における業務に対 して非常に肯定的であ り、ほとんどの者が伝統的な

組織におけるよりも円滑に機能 しているとみなしていた。評価の結果は、市支所委員会は行

政において経費を節減 し、明らかに伝統的な組織よりも安上が りであるということであつた。

市支所委員会はまた、経費節減と質の改善に寄与するより簡潔で迅速な事業の調整と統合を

も意味 していた。評価によれば、市支所が民主化を押 し進め、職員を夢中にさせ、サービス

を改善 し、経費を節減 したので、目的は達成された。

イェテボリにおいては、21の市支所に分けられ、それぞれの市支所に、余暇、文化、学校

教育、および社会サービスを扱う委員会が置かれ、その他のコミユーン事業は中央で実施さ

れた。1989年 の初め、イェテボリ・コミユーンの執行委員会はイェテボリ大学がコミユーン

における市支所委員会の実験を継続的に評価することを決定 した。1990年から92年の間にお

いては、市支所委員会の実験に関してイエテボリ大学により15の研究が行われ、1993年から

94年までの間には、またい くつかが行われている。全体的な評価は1994年 2月 に明らかにな

るであろう。そしてその評価は、コミユーン執行委員会により任命された議会の準備委員会

の建設的な作業の根拠 となるだろう。評価の日標は、改革の遂行とその効果に関する認識を

増大 し、確実にすることである。調査は、市民と政治家、職員にねらいを定めていた。要約

された最終報告書は1995年に完成される予定である。

ス トックホルム大学の国立科学センター (statsvetenskapHga institutionen)の論文集

(c―uppsat)においては、なぜい くつかのコミユーンがそのコミユーン地区組織を解体 した

か調査されていた。そうしたコミユーンとしては、ボ トクルカ、ヘルシンボリ、ヤーフェラ、

ウッデバラ、ウップランド・ベスビー、バッドステナ、およびベクショーである。これらの

コミユーンのうち、 5つが社会民主党であ り、 3つが保守党である。1991年の選挙では、 3

つのコミユーンで多数派が代わ り、保守党のコミユーンが 6つになつた。

多数派の交代が解体に対する重要な説明であると考えられた。第二の説明は、専門の委員

会がい くつかのコミユーンでは望まれていること、全体的な実現がゆつくりとしていたこと、

そしてコミユーン地区委員会の予算がかぎられていたことである。第二の説明は、民主主義

と効率性の配当が十分には大きくなかったことに関わる。この解体に対する第四の説明は、

経営の思想と市場運営の考え方がコミユーン地区委員会に関する見解 と一致 しないことで

ある。

地域的な委員会構成は、一般的には、スウェーデンのコミユーンになんら大きな影響を及

ぼさなかつた。1980年、地方組織法 (1979:408)が力強 く歩みだしたとき、分権化されたコ

ミユーン組織を有 していたのはただ一つエレブロ・コミユーンのみであつた。1983年 には、

コミユーンのうちのわずか10%が分権化された委員会構成を導入 していた。そして、全体と

して、その後 10年間このレベルに保たれていた。1992年には、21のコミユーンがコミユーン
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地区委員会という形か、市支所委員会、地域執行委員会、あるいはサービス委員会 という形

かのいずれかの形で分権化されたコミユーン組織を有 していた (コ ミユーン組織の変化 199

2)。 KDN― コミユーンの大多数においては、中央の委員会が廃止され、責任が委員会お

よび行政の両方のレベルで分権化されていた。それは、主に、社会サービス、学校教育、文

化、および余暇について適用されていた。KDN― コミユーンのおよそ 3分の 2が地域執行

委員会/サービス委員会で全事業を担つており、およそ3分の 1はコミユーンの一部分にの

みKDNがあった。

4。 2。 4 機能白勺組l織

新しい委員会

1980年代に、いくつかのコミユーンがコミユーンの内部的な委託事業を導入した。そのよ

うなモデルとして、コミユーン行政は、発注および請負/生産に分類される。組織の形態は

技術的な行政においてはかなりありふれていたし、またありふれている。1990年代は縦割り

および地域的組織に類似 した組織が機能的なものに向かう方向に変えられることで始まつ

た。40の コミユーンが発注・請負モデルによってその事業を組織化していたかまたは組織化

しつつあつた。

機能的組織の新しいことは、発注機能が行政組織から分離されていることである。発注委

員会における政治家の責任分野にあるのは、それ自身の行政を含めて競争にさらされた市場

での発注かそれ自身の請負に対する発注かのいずれかである。基本的なことは鋭い境界が発

注 (政治家)と請負/生産との間に引かれているということである。生産組織は、一般的に、

生産委員会または所有者委員会によって先導される。直接的な生産を政治から分離すること

により、政治の指導性がこまごまとした問題から免れ、目標の策定や戦略的な問題に集中で

きるようになる。

ここでもまたさまざまな組織上の解決策が想定される。行政はまつたく同一の委員会にす

べてが従う発注と請負に分けられよう。一またはそれ以上の発注委員会と一つの請負委員会

が設置されよう。第二の可能性は、なんら特別な請負委員会を設置しないことである。そし

てこれは、既存の組織における「請負」が競争を明白にしないならば、長期的にはありふれ

たものとなるであろう。

コミユーン連合の1992年 の調査によれば、その事業を発注/請負組織で組織化し始めてい

たあるいはそうしようと計画していたコミユーンはおよそ40で あった。それらのほとんどは

国の南部および中央部にあり、郊外のコミユーンおよび規模の大きい市が多かつた。明白な

政党政治のモデルといつたものはコミユーン連合の調査からは何も出てこなかつた。「発注

/請負」モデルをスター トさせていたまたはそれを計画していた40の コミユーンのうち60%

あまりが保守党多数であつた。即ち、保守党多数であるコミユーンとほとんど同じ割合であ

つた。従つて、「発注/請負」モデルを指向していたのは社会民主党が多数のコミユーンの

うちのわずか15%であった。社会民主党多数のコミユーン全体の25%と 比較されるべきだろ

う。

新聞「コミユーン 0アクチュエル ト」は 1993年初頭 (nr。 1/93)に コミユーンにおける改

革作業に関する調査を実施 した。そこでは、例えば、17(正 しくは 16)の コミユーンが全

コミユーン組織に「発注/請負」モデルを導入しており、12の コミユーンが 1993年に導入
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することを、そしてさらに 3つが1994年に導入することを考慮 していることが示されていた。

その他に 18の コミユーンが、ほとんどが技術的な部面で、部分的にモデルを導入 していた。

「コミユーン・アクチユエル ト」の調査はモデルに関心があるまたは無いコミユーンに関し

てなんらのイデオロギー的な差異を示してはいない。一方、活動的なコミユーンの大きさは

「発注/請負」モデルヘの関心に関して決定的な意味を持つていた。「発注/請負」モデル

を採用 した人口 30,000人 以下のコミユーン割合は明らかに低 く、人口 30,000人以上のコミ

ューンの 35%に対 して 10%あ まりであつた。調査はまた、25のコミユーンが「発注/請負」

モデルの導入を計画していたがそれを取 り止めて しまつたことも示 していた。その理由の一

つは小さいとみなされたことであつた。

リンショッピング、ノールシヨッピング、オクセ リョスンド、ソレンチュナ、ソルベスボ

リおよびテビーは発注・請負組織を導入 したコミユーンの事例である。これらのコミユーン

は、私たちが率先 して特別な研究に取 り組んだ対照となった市である (モ ンティン 1993)。

リンショッピングにおいては、再活性化および組織改革は、主にコミユーン財政の改善努

力、および民主主義やサービス、権限の執行における効率性を達成する意欲に基礎を置いて

いた。児童・青年委員会、教育委員会、介護委員会、文化・余暇委員会、および工務委員会

の 5つの発注委員会が設置された。個別の請負委員会が対応する生産責任は、発注責任から

分離され、政治的な優先性は発注委員会にあり、企業経済の原則が生産を支配 している。さ

らに、建築委員会、環境委員会および社会委員会 といつた公権力執行のための委員会が 3つ

ある。

ノールショッピングにとっては、全般的な問題は財政であつた。 しかし、政治的な民主主

義の問題および運営問題にも再編成への動機があつた。ノールショッピング・コミユーンは

コミユーン地区委員会を発展させ、発注者と請負者を分離させている。このため、コミユー

ン地区委員会は発注委員会 となつたが、確かに権限責任もあつた。その外に、発注の仕事の

ある人文的 (委員会)、 工務的 (委員会 )、 および老人介護委員会がそして、社会委員会、

地域社会委員会、および環境・保健委員会 といつた公権力に関わる委員会が創設された。中

央レベルでは、教育および労働市場委員会、余暇・文化委員会、および工務委員会 といつた

3つの発注および権限責任のある委員会が設立された。さらに、コミユーンにおける請負組

織を所管する不動産管理委員会 (agarstyrelse)がある。

オクセリョスンド・コミューンは地方に適応 した改革に関して決定 し、1992年 1月 1日 に

「純粋な」発注・請負組織に移行 した。 4つの公権力執行権のある発注委員会、児童・青年

委員会、成人委員会、工務委員会、および環境 0救助委員会が導入された。行政/生産は委

員会編成に対称的に構成され、およそ30の結果単位組織からなつている。個別の生産管理委

員会はなく、コミユーン執行委員会の任務となっていた6

ソレンチュナにおける組織改革は、基本的に、政治上の民主主義の問題と管理運営問題が

入 り交 じつていた。独自の行政のある環境・保健委員会を除いて、児童・青年委員会、文化・

余暇委員会、高等学校委員会、家庭サービス委員会、社会委員会、および社会建築委員会が

設立された 6つの発注委員会であつた。すべての委員会が公権力の執行権を持つている。生

産は生産管理委員会によって指導され、生産組織は 8つの生産部門とおよそ100の結果単位

組織からなる。生産組織は、発注が自己の職員により遂行されるべきか、あるいは外部から

の援助で遂行されるべきかを決定する。さらに、発注管理および公権力執行のための資源お
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よび直接的事案の管理、および地域社会の建造ぞ津のための対話の管理という形での政治上

の統制がある。

ソルベスポリのコミユーン事業の統制についての改革は、 3つのソフト部門の発注委員会、

すなわち介護委員会、児童・教育委員会、および余暇 0文化委員会と、一つの公権力執行に

関わる委員会、すなわち環境・建築委員会という結果になつた。生産は60の結果単位組織で

組織化されている。改革の理由はコミユーンが政治と生産の区別を意識的につけることであ

つた。

テビーにおいては、効率性と長期的な視野での発展の可能性を増大するため、および事業

を運営 し評価する人々とサービスを生産する人々との間のはつきりとした役割分担をつ く

りだすことに組織改革の日標があつた。結果は、児童・教育委員会、文化・余暇委員会、社

会委員会、地域社会建造物委員会、および環境・保健委員会の 5つの発注委員会と一つの生

産委員会ということになつた。生産組織は、委員会からの委任に基づいて公権力の執行を実

施する。そして委員会は、発注委員会もまた公権力の執行に責任を有するとしている。発注

委員会は、競争を刺激 し、日標 と枠組みを設定 し、財政の優先順位をつけ、公表 し、既定の

経費と品質レベルでサービスを発注 し、成果を評価 し、公権力を行使 し、組織への補助金や

支援を請負し、その他の政治的な統制の責任を負うべきである。

議会と結びついた小委員会組織

先に言及された発注・請負委員会のある 6つのコミユーンのうちの 4つ、 リンショッピン

グ、オクセリョスンド、ソレンチュナ、およびテビーは、小委員会制度を有 していた。リン

ショッピングには、全部で17の議会小委員会があつた。そのうちのHは地理的な委員会であ

り、 6つは専門的な委員会であつた。専門委員会は、人文的委員会、環境委員会、地域社会

建造物委員会、産業経済委員会、経済委員会、および民主主義委員会である。その意味する

ところは、住民に選ばれた人々は政治的な決定を主導 し、それに参画し、影響を及ぼすため、

また公開の議論を実現するためにより大きな機会を与えられるべきであるということであ

る。専門委員会は、主として日標および評価問題に専念すべきであり、他方、地理的な委員

会は、政治家および市民のための広場として機能 し、議員の知識を増大させるべきである。

オクセリョスンドおよびテビーにおいては、二つそれぞれに恒久的な検査小委員会が導入

された。他方、ソレンチュナにおいては、議会が議会における審議を準備すべきであると決

定する場合に、その事業分野に関わる検査小委員会が設置される。テビーにおいては、その

小委員会は評価および事後検討に従事することとなつている。オクセリョスンドにおける小

委員会の目的は、議会の役割を強化することである。そこではサービス小委員会および公権

力に関わる小委員会が新 しい需要および基礎 自治体の事業の新たな目標あるいは改革目標

に対する需要を調査することになつている (第 8章、第 3節参照)。

図 1、  図 2、  図 3、

4。 2。 5  その他の根本的な組織改革

発注 0請負モデルとは別の大幅な組織改革を行つたコミユー ンの例は、ラグンダ、スラハ
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ンマル、およびベ リングであり、それらは先に触れた調査研究 (モ ンティン 1993)Bに含

まれている。

ラグンダにおける新 しい組織は、日標対応に分権化され、あらゆるレベルにおける決定に

対する関心を生み出し、サービスと効率性を改善 し、議員の役割を明らかにすることになろ

う。この役割は、日標形成、財源捻出、目標達成の統制、および品質と財源支出の事後検討

を含むべきである。一般大衆は、年に二回議会に問題をかけることができる。

ラグンダには、選挙管理委員会および保護監視委員会の他に、一つのソフト部門の委員会

(高齢者介護、児童養護、個人および家庭に対する援護、教育、余暇および文化を所管する)

と一つの公権力行使にかかわる委員会 (公的施設、環境問題、交通、救急サービス、調整お

よび工務的事業)がある。これらの委員会の下に四つの地理的に区分された結果単位組織 (r

esultantenheter)が あ り、そのうちの三つはソフ ト部門の委員会として機能 し、一つは公

権力行使にかかわる委員会 として機能 している。それぞれの結果単位組織には、それを支援

するものとして政治家による顧間グループ (referensgrupper)が ある。これらの結果単位

組織は日標により管理されてお り、利用者参加を形成することを期待されている。

スラハムマルにおける改革の主張は、政治的民主主義である。すなわち、議員の新たな役

割、民主主義の拠点としての政治的な公共施設の不足、そ して地方における政治的な会話の

低調なことである。議会はコミユーンにおける最高の意思決定機関であるが、議会の役割は、

コミユーンの考えでは、む しろ既になされた決定を合法化することになって しまつている。

これを変えるために、議会は争点を明らかにするための政治的な場にもどされた。市民の具

体的な現実と緊密な共演で問題を形作つてい くための新 しい政治の場 …kommunbemaktige―

が設置された。 (bemaktiga=把 握する、自分のものとする)

スラハムマルのコミユーン執行委員会は、委員会や庁の使命を引き継いだが、すべての公

権力行使にかかわる決定に責任を持つ一つの公権力行使にかかわる委員会が必要となった。

しかしながら、社会サービス分野については、今では、コミユーン執行委員会が社会委員会

の使命をみているので、コミユーン執行委員会が公権力行使の責任を負つている。改革の意

図は、議員は現在の事業の執行にあまり携わるべきではないということである。

kommunbemktigeの 目的は、議員の政治的な役割を強化することである。komm_unbemaktige

は、さまざまな集団の構成員 9人からなる 6つのグループで構成されてお り、議会もまた

臨時のbemaktigeグループを指名することができる。kommunbemaktigeは 、コミユーン執行委

員会における起草 (beredning)な しに議会において問題を取 り上げることができる発議機

関であるが、決定のためには起草が必要とされる。もう一つの機能は、コミユーン事業の社

会的効用を自律的に評価 し統制すること、およびコミユーン構成員との地方における政治に

ついての対話の場であるということである6と りわけkommunbemaktigeが かかわるべき分野

は、学問、健康、通信、犯罪、生計、および安全である。

スラハムマルにおいては、全部で二つの政治の場がある。kommunbemaktige、 ここでは、

問題が明確にされ、社会的効用が評価される。コミユーン議会、ここでは、政治的な流れが

代表され、対立点が意思決定過程において明白にされる。コミューン執行委員会、ここは、

議会が決定 した生産の財源の分配を統制する。

ベリンゲにおいては、可能な限 り低い税率で事業に最適の組織を見つけるために顧問グル

ープが設置された。とられた方法は、企業体の創設以下、次の通 りのである :新 しい企業組
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織、財政・予算過程の刷新、目標管理と事後検討における政治家および公務員の広汎な教育、

議員が新しい組織の要望を満たすことができるような配慮、および内部監査/統制機能の開

発である。

コミユーン執行委員会は、内外における生産に責任を有する企業委員会とみなされている。

事業は、補助金財源によるもの、自己財源によるもの、および民間事業 とに分けられる。目

標は、事業を補助金財源から自己財源にしていくことである。そして、長期的には、事業の

ほとんどが民間の管理になることである。内部サービスが自己財源になることが民間化への

一歩である。

ベ リング・コミユーンには、四つの委員会がある。建築委員会、環境委員会、mamiskona

mnd(humman― committy)、 および工務委員会である。mamiskonamndは 、発注委員会であ り、

その下に結果単位組織をもつているが、その他の委員会は伝統的な行政組織をもつている。

4.2.6  要約

スウェーデンの基礎自治体の委員会組織は、改革の大きさに目を意きつけられる。私たち

は、縦割 り/伝統的組織、地域組織、および機能的組織について述べてきた。

基礎自治体のおよそ30%は縦割 りの委員会構造を要望 していた。縦割 りの組織とは、それぞ

れの部門におけるその任務を所管する委員会のあるライン組織を意味する。個別の社会委員

会、建築委員会、環境 0保健委員会が依然として優勢である。

環境・保健委員会を他の委員会と統合 しているコミユーンにおいては、環境関係への関心

は従属的な意味合いでみられているが、同時に、組織改革は、環境業務がよリー層全体的な

観点をもてるようにしている (SOU 1993:19)。 調査委員会によれば、管理責任 と実施責任

とに分離する原則は、政治的なレベルおよび執行レベルの双方に適用される。

簡潔にいえば、コミユーン地区委員会/市支所委員会/区域庁が地理的に限られた区域に

おけるコミユーン事業の一部を処理するものである、地域的な委員会構造は、決して拡大し

ていかなかつた。いくつかのコミユーンは、そのコミユーン地区組織を解体 しさえした。

機能的組織においては、発注と請負または生産に分けている。そのような具合に、発注機

能は行政組織から分離されている。そこで、政治家の仕事は、発注委員会を通 して内部の請

負者または外部の生産者からサービスを発注することとなる。今日では、40の コミユーンが

そのようなモデルをとつている。

4.3   県の政治上の組織

4.3。 1  -般的な改革の傾向

主に保健医療に対する期待の急激な増大は、全体 として、県の組織のすべての部門が広汎

な検査を実施 してきたことを意味 していた。 (本節における説明は、県連合の報告書「県は

どのように運営されるべきか ?」 ,1992に 基づ く。)新 しい運営形態および管理運営システ

ムが検討されたが、その政治上の組織もまた改革されてきた。

長 らく、県執行委員会は、県における唯一の委員会であつたが、1970年代および1980年代

に中枢部に委員会組織が築かれ始めた。介護および/ま たは社会委員会、教育および/ま た

は文化委員会、並びに歯科医療委員会が、多 くの県で、「関連事業」に一層の政治的配慮を

払うために導入された。その他の一般的な委員会は、工務委員会および人事委員会である。
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五つほどの県が別個のADBO広 域的政治委員会をも創設 していた。

保健医療問題の責任は、ほとんどの県で県執行委員会に求めてお り、その分野のために別

個の委員会を設置 したような場合には、再び廃止されることが多かつた。その主な理由は、

たつた一の委員会が事業の75-90%の責任を追つている場合には、県執行委員会の調整的役

割が非常に困難になつたことであつた。

その代わりに、ほとんどの県で、保健医療を所管する、そして場合によっては当該レーン

のそれぞれの部分、一般的には一または二の基礎自治体の規模の地域において、その他の事

業についても所管する地方長官が導入された。1980年代には、半ダース余 りの県が、地域の

組織が初期医療に限つて責任を負う形で、この方向にさらに一歩踏み出し、初期医療 と病院

医療を分離 した。他方、病院は県医療委員会のもとに集中されるか、民間の運営となった。

委員会および長官の創設と並行 して、すべての県が、県執行委員会の中に、特命委員(del

egation)や 起草委員会を設置した。大雑把だが実際的なや り方である程度一般化すれば、個

別の委員会の説明としては十分に大きく自律的であるとみなされないが、個別に起草を必要

とする分野が県執行委員会の下部組織に割 り当てられることになったということであった。

つまり、ある一つの県において、まつたく同一の問題が、ある個別の委員会において扱われ

る一方で、特命委員、または県執行委員会直接によってさえ準備、検討されることもあ りえ

た。一般的に、特命委員および起草委員会 とは、保健医療特命委員、人事および/ま たは折

衝特命委員、工務委員、およびADBO情 報特命委員である。

県の政治上の組織は、県の人口上の条件および地理的条件における差異によって明白に特

徴づけられた自己の条件の一定の部分にそって、非常な多様性を示 している。それにもかか

わらず、社会介護は、ほとんどの県で、個別の社会 0介護委員会または統合されたそのよう

な委員会のいずれかの中央の委員会により組織されている。教育・文化問題もまた、ほとん

どの、つまり19の県で、個別のまたは合同の中央の委員会におかれている。ただス トックホ

ルム県のみが、保健医療に関する中央の委員会をもつている。その他の県においては、地域

組織および支部組織を通 して専門外の影響力が組織化されている。保健・医療長官は、ス ト

ックホルム県を含めて、13の県で置かれている。県医療委員会は、保健・医療長官を置いて

いない県の内の 5県で導入されていた。残 りの 5県は、その代わ りに、議会に委員会を設置

していた。

4。 3。 2 組織展開の例

ボーフース・モデル

ボーフース県においては、1987/88年 以来、まつた く新 しい保健医療モデルを展開中であ

る。このモデルは、14の 地域保健医療委員会がそのそれぞれの区域において保健医療に関し

て集約的に住民に責任を負うこと、そして、それらが、医療センターや診療所、民間開業医

といつた自律的な活動のサービスを診断の価格表に従つて発注することを意味する。

運営責任がそれぞれの病院管理者に移行すると同時に、従前の病院委員会は解体された。

しか しながら、県の医療の質を保証するために、監査役には広汎な評価についての任務が与

えられた。

発注側については、地方の保健 0医療委員会に対する行政的、専門的支援のための 4つの

事務所が責任を負う。生産の側については、それぞれの初期医療区の運営事務局の初期医療
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部門の 3人の長、およびそれぞれの病院の運営事務局の 3人の医療管理者が責任を負う。第

二の単位グループは、歳入とされるべきサービス行政である。県の事務管理者は、そのスタ

ッフとともに、発注・請負の両方とともに役割を果たす。設定目標は、より良い医療 と同じ

費用でよリー層の選択の自由があることである。

グラ 0モデル

ダラ 0モデルとは、議員組織についてだけでな く、保健・医療全体についての抜本的な改

革を意味する。このモデルは、主に二つの部分からなる。一つは住民の責務であり、また一

つは結果責任である。県は15の 医療区に地理的に分割され、それぞれが、少数の自由になる

スタッフ公務員の配置され、政治的に任命された区執行委員会を有 している。住民の責務は

まさに区執行委員会を通 して果たされる。区執行委員会は、主に、さまざまな医療請負者と

住民契約を結び、それによって、その住民により良い医療を用意する。

区執行委員会には運営責任はなく、発注者および財政処置者としての役割を果たす。すべ

ての住民が、決められた地区医師のもとに登録する機会を提供される。ともか く、目指すと

ころは医師選択の自由を保持することである。これは、彼または彼女が登録するよう示され

た以外の医療センターに変更する個人の自由を意味 している。それにもかかわらず、これは、

地理的な住民の責務と患者の選択の自由との間の関係における一つの矛盾である。医師選択

の自由が保持されるべきであることばか りでなく、このモデル全体が機能すべきであるため

の前提は、お金が患者の後について くるようにする非常に広汎な情報維持システムである。

この目的のための資本投下は、全体で、およそ 3億クローネに及んだ。

ダラ 0モデルの背景に貫かれた考察は、同じ経費でよりよい医療を請負することである。

つまり、このことはけつして一般的な意味で合理化や効率化の問題ではない。より明確に市

民を代表する議員の役割を開発 していくことも重要であつた。分権的な住民の責務 というこ

とには、議員と市民の間の密接さの優先順位を高 く位置づけるということにもある。

ソルムラン ド・モデル

ソルムランド0モデルは、1992年 に発足 した。これは、発注と請負を明確に区別すること

を意味 している。議員の組織は、信託委員会 と会計検査は別として、県議会 と県執行委員会

からなる。県執行委員会は、15人のメンバーからなり、発注委員会であり、また公共財産庁

でもある。議会は、今ではしばしば集まり (年 に6-8回 )、 八つの委員会を備えている。

このうちの五つは、(1)病院医療および地域医療、(2)初期医療、歯科医療、公衆衛生、お

よび精神病、(3)介護、(4)文化、学術研究、および教育、並びに(5)地域の政治、交通、

および観光、について検査責任のある事業に関する小委員会である。三つの小委員会は、信

託小委員会であり、レーンのその県の地域において、県全体の事業について、市民との橋渡

し役を形成 している。

政治上の組織は管理運営の問題を扱わない。 したがつて、小委員会は、当然に何 らの運営

責任も追わない。その代わ り、小委員会は、県議会に対する起草機関となつている。市民を

代表する純粋な機関として、小委員会の使命は、そのそれぞれの責任分野における事業を評

価することである。これは事業の経過や貸借対照表を調べることによりなされるが、市民と

の接触や事業の現場視察によってもなされる。小委員会は、常設であり、共通の事務局と自
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由に使える財政的な枠を持つと想定されている。

生産単位組織は、自らその組織とその役割に責任を負う。これは、県執行委員会 (つ まり、

発注者として機能する)との契約に署名することによりその事業の財政処置をする。県の不

動産の単位組織もまた委託されない。病院はそれ自体が事業単位組織であり、初期医療はレ

ーン全体の事業単位組織を構成 している。

事業組織は、県の事務局長に指導されてお り、県の事務局長は中央のスタッフの支援を受

けている。これは、事業組織に含まれてお り、官房や委員会事務局、契約単位組織、県広報

と違つて、政治的に運営される指導的組織の機関ではない。

ソルムランド 0モデルで強調されている主な長所は、(1)契約業務が政策選択をよリー層

明白にすることにより、民主主義が強化されること、(2)ま すます高度の競争の中で事業が

継続的に実施されることにより、効率性が強化されること、(3)個々の消費者の選択が、次

第に資源分配のより大 きな部分を占めるようになることにより選択の自由が強化されるこ

と、である。

ブレッキンゲ・レーンの県

ブレッキングにおける組織改革の背景にある極めて明瞭な主張は、議員が事業を運営 し責

任をとることが一層できるようになるべきだ、ということであつた。ブレッキング・レーン

の県は、目標管理を採 り入れ、四つの主要な分野がある。すなわち、サービス、内容、生産

の効率性、およびサービスの質の維持である。従来の委員会組織は廃止されて、今では、一

つの信託委員会 と四つの議会小委員会がある。

広域的政治や産業の発展、そしてコミユニケーションを監督する総務小委員会、レーンお

よび広域医療、並びに精神病を監督するレーン医療小委員会、初期医療や歯科医療、社会福

祉事業および住民保健を監督する初期医療小委員会、並びに環境問題や教育・文化問題に専

念する環境・教育・文化小委員会である。小委員会は、自律的に調査 し、評価すべきであり、

市民の観点でとらえ、議会で議論を巻き起こすべきである。小委員会活動およびその会議を

通 して、県議会は非常に重要な役割を果たしている。県執行委員会は、保健・医療委員会、

歯科医療委員会、教育委員会、および社会委員会の任務を引き継いでお り、県の事業に関す

る運営責任を負つている。

イェム トラン ド0レ ーンの県

イェム トランド・レーンの県においては、サービスについての考えは、選択の自由と高品

質、そして利用 し易さということである。レーンは、レーン議会による実験事業が実現する

ように機能すべきである。事業目的を達成 し、民主主義を活性化するために次の事柄が必要

である。

(1)議員および職員の役割の明確化。すなわち、議員が目的と枠組みに沿つて統制 し、事業

が適当かどうか評価 し、そして職員がその目的と枠組みから事業を執行する。

(2)財源活用の柔軟性

(2)事業が事業責任 と結果責任を備えた単位組織に分分けられるような基礎単位組織への

分権化。

(4)優先順位のための適切な根拠、すなわち、決定は、容易に知ることができるべきである。
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(5)職員の明瞭な運営能力

政治責任については、県議会、県執行委員会、並びに四つの常設起草小委員会、すなわち、

初期医療小委員会、教育 0文化小委員会、総務小委員会、および県医療小委員会、が負つて

いる。生産または行政については、スタッフの最高位に県事務局長があり、その下にい くつ

かの基礎単位組織がある。政治と生産の二つの部分への分割は、議員がよリー層市民の代表

となること、そして職員がより明確な役割を持つようになること、発注一請負組織がイェム

トランド0モデルにから発展させられること、そしてまた新 しい管理運営形態に対する心構

えが高められることを通 して、民主主義を活性化 し、効率性を高めることを意図している。

1992年に導入された執行委員会、小委員会、そして部門長についての改革は、いわゆる実

行プロジェク トにより、実施されている。このは、政治的構成の管理運営グループに指導さ

れ、目標形成の開発、事後検討手段の開発、順応的計画システム (予算/事業計画)、 およ

び新 しい役害Jのための能力開発の四つの部分からなる。重点は、議会小委員会の役割とその

使命におかれている。これらは、長期計画および1998年 の実行プロジェクトにおける議員 (質

のバロメーター)のための事後検討の手段の開発とともに機能することになる。

ス トックホルム・レーンの県

ス トックホルム・レーンの県は、1991年春、保健・医療に関する新たな政治的構成の指導

組織について決定 した。この決定は、分権化された政治上の住民責任についてかなり明瞭な

態度を示していた。保健・医療の組織は、九つの医療区に分割されていた。それぞれの医療

区には医療庁がおかれ、その主な任務はそのレーンの一部地域の住民の保健・医療に対する

需要を満たすことになつている。これは、例えば、初期医療の運営責任者として、また生産

組織 (救急病院)ま たは外部の医療供給者による救急医療 一通常は初期医療による一 の発

注者ともなる。

保健・医療委員会は、直接自立 した八つの私立の病院と共に、保健・医療の「調整者」と

して、よリー層 自律的な役割を持つこととなつている。その使命を達成するために、委員会

の中に、発注/消費側、生産側 (私立の救急病院)、 そして質を確保する業務の三つの小委

員会が設けられている。

この改革についての主な理由は、医師選択の自由を拡大 し、発注者および請負者の役割を

純化 し、一次救急医療の構造的な改革の条件を創 りだし、新 しい運営形態を刺激することに

より、患者の立場を強化することである。その他の分野においてもまた、議員組織の改革が

実施されている。中央の委員会や行政 (組織)の数の削減をねらいとした部門全体にわたる

審査が実施されている。

管理運営組織の機能の改善についての必要性は、議員の役割と人々の選択の自由と決定ヘ

の近接性がそうであると同様に、新たな議員組織の形成において中心的な役割を持つていた。

4。 3。 3  要約

県の政治的構成の組織は、保健医療に対する需要が大きくなつて来たのにつれて、改革さ

れてきた。かつては、県執行委員会が県の唯一の委員会組織であつたが、1970年代および19

80年代に一つの中央の委員会組織が設置された。県執行委員会は、委任 し、起草をすること

ができる。県の政治的構成の組織は、今日では、大きく変つてきたが、多 くの県は社会介護
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に関する中央の委員会を有 している。多 くの県はまた、個別または合同の教育問題および文

化問題に関する中央の委員会も有 している。私たちは、この章で、ボーフース 。モデル、ダ

ラ 0モ デル、ソルムランド・モデル、ブレッキング県、イェム トランド県、ス トックホルム

県の六つの組織開発の例を取 り上げた。

ボーフース 0モデルは、それぞれの区域における保健 0医療に関して住民に対 して責任を

負う14の 地域保健医療委員会からな り、それらが自立的な運営単位組織からサービスを購入

する。発注側には保健医療委員会を支援する4つの事務所があ り、生産側には一次ケア分野

に 3人の一次ケア部門長と3人の病院事務長がいる。

グラ 0モデルにおいては、県は、それぞれその政治的構成で設置された地域庁の15医療区

に地理的に分割されている。これらは、さまざまな医療機関との住民契約を決定 し、発注者

としてと同時に財政処置者として機能する。住民は、呈示された地区医のもとに登録するこ

とができが、自身が希望する医療センターに変更することもできる。

ソルムランド・モデルは、県執行委員会が生産単位組織のサービスを発注するので、発注

者と請負者に関して異なつている。病院は、それ自体が事業単位であ り、一次ケアはレーン

全体の事業単位を形成 している。議員組織は、原則的に、県執行委員会 と県議会およびそれ

に付設された 8つの小委員会からなる。

ブレッキング 0レ ーンの県における新 しい組織は、地理的にではな く、機能的に分類され

ている。ブレッキングにおいては、検査 し、評価する 4つの議会小委員会がある。従前の委

員会組織は廃止され、県執行委員会が、保健 0医療委員会、歯科医療委員会、教育委員会、

および社会委員会が所管する仕事を引き継いでいた。

イェム トランド・レーンの県においては、政治と生産に二つに分けられた。県議会、県執

行委員会、および 4つの小委員会が政治の責任を負つてお り、生産については、県事務局長

とそのもとのスタッフ、および基礎単位組織が責任を負つている。この新 しい組織は、レー

ン議会によって実験事業 として始められた。

ス トックホルム 0レーンの県のモデルでは、それぞれにその地区における保健・医療を供

給する医療庁の置かれている 9つの医療区がある。これらは、一次ケアに運営責任を有 し、

救急医療を発注することとなっている。保健・医療委員会は、保健・医療の「調整機関」と

して機能 し、救急病院がそのもとにある。

4。 4   抜本的な組織改革の事後検討

モンティンの調査研究 (モ ンティン,1993)においては、1992年の春から1993年の冬の問

に、 9つ のコミユーンと2つの県の議員に対 してアンケー ト調査が行われた。第10章で政治

家の役割との関連でこの報告書の一定部分が取 り扱われている。そこで取 り上げられている

ことの例として、政治と生産の分離に関する議員の見解、および発注管理が議員の役割にど

の様に影響を及ぼすかについて言及されている。本章では、この調査の対象となったコミユ

ーンと県における組織上の改革によって得 られた経験に焦点が当てられている。

1993年 の調査は、議員のおよそ60%が、新 しい組織について肯定的な効果が勝つていると

考えていることを示している。コミユーンよりも県の方が満足 してお り、また議会や委員会

よりもコミユーン執行委員会や県執行委員会の方が満足 している。

3つのコミユーンにおける政党党首への電話インタヴューは、改革は政党組織にはわずか
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な法的関わ りしかないことを示している。ほとんどが改革の過程でなんらかの参画をしてい

ないか、または政党が発議の過程でなんらかの役害Jを もつていたといえないかである。これ

に対 して、議員の三分の二はこの新 しい組織が政党組織とよい関係にあると考えているとい

う報告がある。

発注一請負モデルにおける生産組織の責任に関しては、三つの見解がある。第一は、発注

委員会は、決定に際して述べられたことに生産単位組織が責任をもてるように、生産される

ものを質的、量的に定めるべきである。第二に、請負者は、専門的な能力を有 し、 したがつ

て、自ら質の改善に責任を負う。第二の見解 として、発注者と請負者間の、そのねらい、目

標、そして手段に関する対話である。質問を受けた生産の責任者および請負委員会の委員長

の大多数は、生産組織は発注以上の質に対する責任を有しているとしていたが、同時に、発

注者が示 している以上に生産組織が責任を負う必要がないと考えている者が大多数であつ

た。

1992年には議員の68%が、1998年 には73%が、発注管理は市場運営の改善への道への第一

歩とみなされるべきであると考えている。64%は、基礎自治体の事業の中に競争があると考

えてお り、そして78%が、新 しい組織はそのサービスを基礎自治体に売ることによリー層関

心を持つた契約請負者であると考えている。

ほとんどの委員長と生産責任者たちは、生産組織は商取引のような考え方で管理運営され

るべきであるということに同意 している。委員長では 8人のうち2人だけが、 しかし生産責

任者のほとんど全員が発注者が十分な経費措置をしていない事業は終息されるべきである

と考えている。

事実上すべての委員長と生産責任者が、下請け業者の申し出も請負契約者の申し出と同様

に保護されるべきだという機密保護法の改正が必要であるということに同意 している。大多

数は、議会が経常的な監督を保持すべきであると考えているが、差引き残高が十分にあ り、

管理運営上の管理監督が十分であると誰もが考えている。

明らかに議員の大多数、59%か ら69%が、議会や政党の地方組織、事業に携わる職員、利

用者団体は大きな影響力をもつべきであると考えている。同様に、55%か ら64%の大多数が、

専門組織、発注委員会の公務員、上級公務員/単位組織の長、コミユーン/県執行委員会、

および地域アクシヨン・グループが十分に大きな影響力をもつべきであると考えている。

90%以上が、議会でなされた決定がすでに決定的であるという見解であり、およそ70%が

その決定は政党組織においてよく議論され、理解されていると考えてお り、約50%が議員た

ちは良 く市民と接触 していると評価 してお り、そしておよそ70%が、議会は計画にはおおい

に取 り組んでいるが評価にはあまり取 り組んでいないとみている。

このような態度に関する一般的な反応は、これらがおそらく全体的な特性であろうという

ことである。すなわち、これらは、特別な形態の組織を備えたコミユーンの議員にはかかわ

りはないが、少な くとも伝統的な組織においてはかかわりがある。

すべての組織は、計画、事後検討 (計画と予算の継続的な管理)と評価 (事業の 6成果の

判断)を行う。発注委員会の責任は伝統的な委員会よりも制約されている。伝統的な委員会

では、事後検討と評価の機能はさらに重要となつている。1992年の調査では、発注委員会の

議員のほとんどすべてが評価を重要なものとみなしていた6そ してヽなによりもまず、発注

委員会および事業責任のある者がその任務の面倒をみるべきだと考えられた。その翌年の調



査では、政治的構成の組織 (議会、執行委員会、および発注委員会)は、これまで、議員た

ちが望んでいる程度の評価を何も組織 してこなかったことを示 している。それはまた、一定

の主役たちが事業を評価するかどうか知 らないのが大多数であるということも示 している。

このことは、政治的構成の組織と事業との間のコミユニケーションが不足 していることをは

つきりと示している。

発注者と請負人との間の契約においては、事後検討と評価に関して しばしば不明瞭な点が

みられる。発注者一請負人モデルにおける事後検討および評価のメカニズムは、このモデル

が必要としている具体性をもつていない。全般的に、一方においては日標形成 と発注の関係

について、また他方で事後検討と評価の関係について議論する必要性がある。

事後検討と評価についての三つのタイプは、次のように表され得る。すなわち、事後検討 (行

政の指導により実施される)、 質の評価 (事業の専門家により実施される)、 および政治的

評価 (議員および政党組織により実施される)である。政治的な評価は、はつきりとした日

標 と質の基準を備えて事実を強調するようなものではない。それに反 して、事後検討および

評価の基準が明瞭であることが重要である。「政治的な管理運営や事業の監督が機能を果た

すための条件は、それが自己管理かまたは委託契約によるものかは別にして、政治的な評価

が内容を与えられ、正統かつ効果的な方法で組織化されることであると思われる。政治的な

評価がなければ、政治責任は権限なしの責任ということになつてしまう。」

調査全体の要約的な議論において、モンティンは、組織改革はそれ自体が日標になる傾向、

「重要な象徴的政治機能」がある、と主張 している。このことから、制度への信頼の価値は、

モンティンによれば、過小評価されるべきではない。

同時に、モンティンによれば、改革過程に伴う論争を前面に出すことが重要である。この

目的のために、回答を要する問題が三つある。誰または何が基礎自治体のサービスを享受す

べきかに関する問題は、例えば、公平な分配のための優先順位 とか基準といつた「民主的な

事務手続き」にかかわる。第二の問題は、「効率的かつ正統性のある専門的事務手続き」を

見出すことである。第二の問題は、「行政 と経済の事務 0管理様式」をみいだすことである。

モンティンの結論は、異なる需要間の優先順位は、オープンに議論されなければならない

ということであつた。すなわち、組織改革と財源の支出の抑制によってわずらわしい優先順

位の決定を「神隠 し」にしてしまうことはできない。サービス改善等への市民の期待が果た

されないならば、基礎 自治体の政治への信頼と魅力は損なわれることになろう。

4。 5   考察

私たちは、この章で関わ りのある基礎 自治体や県における組織の展開について詳細に述べ

てきた。

* 1980年代のフリーコミユーンにおける自由な委員会構成に関する実験で得 られた経験

* 地方自治法および特別法の改正による基礎自治体の組織にとっての新たな状況

* 新法の保護のもとに出現 した新な組織型

* 選定コミユーンおよび県における「抜本的な組織改革」についての最初の経験

一般的な観察によれば、現在のコミユーン組織は、委員会間における事案/任務の配分の
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方法や設置される委員会の数、委員会の位置づけおよび役割など、ますます問題が増大 して

いることに特徴がある。

コミユーンにおいては、今日、政治的構成の組織について、三つの主要なモデルがみられ

る。すなわち、縦割 り/伝統的組織、地域組織、そして機能的組織である。最初に言及 した

モデルが数的に支配的である。 (分権化された)地域組織モデルは数的に増えてはいない。

発注―請負委員会に区分することで特徴付けられる最後に述べたモデルがとりわけ増加 し

つつある。議会に付属する小委員会は、新 しい現象である。本審議会の経験では、地域モデ

ルが首尾一貫 して適用されているところでは、うまく機能 していた。

組織開発の規模で特徴的な県においては、もつとも注意を払つたのは、保健医療の政治的

構成での管理運営の組織化の方法である。素人である一般人の影響力は、ここでは主に、地

域組織または下位の部門組織において組織化されている。発注一請負機能の分離もまた、こ

こで基礎を固めることができた。議会に付属する小委員会のシステムもまた、いくつかの県

で導入された。

これまで、新 しい組織モデルによって勝ち取られてきた経験は、導入後短期間であるため、

制約されてお り、不確かさを伴つている。

私たちが始めた特別な事後検討の調査研究 (モ ンティン,1993)は、私たちの判断によれ

ば、現在の経験について本質的に肯定的な様相を示 している。それ故、関わ りのある議員の

大多数が肯定的な経験が全体的な観点で凌駕 しているとみなしている。基礎 自治体の政治上

の組織、職員、そして利用者間の影響力の配分という観点では、調査研究された地方政府の

議員の間でかなリー致 している。圧倒的大多数が、議会は、計画に多 くの力を注いでいるが、

評価にはあまり力を注いでいないと考えている。

評価の機能が、全般的に、新 しい組織モデルにおける一つの問題として現れている。議員

は特に評価の重要性を強調 しているが、議員らは、政治的構成の組織は、この点で、いまだ

に議員たちの期待に従つて行動していなかつたと考えている。政治的構成の組織と事業との

あいだのコミユニケーションと契約の具体化の度合いの両方に関しては、この分野について

は明らかに不足 している。

ここに詳細に説明された知験に基づ く私たちの結論は、組織化の分野におけるおおきな発

展は、基礎自治体の事業を効率化する働きかけにとって、非常に重大な肯定的な現象である

ということである。当然のことだが、その場合に、活用されるようになつた代わりとなるモ

デルは存在 しなかつたし、最初からは完全ではなかつた。私たちは、これまでに出てきた欠

点や問題は、克服されうるに違いないと考える。明らかに、基礎自治体および県は、今後、

特に事後検討および評価の問題に一層の配慮を払うべきである。

私たちは、いまだに新 しい組織形態が、どのように市民のレベルに作用すると考えられる

か、つまり、コミユーンおよび県を組織化 し管理運営する新 しい方法が、どの程度市民が政

治の過程を監視 し、それに影響力を及ぼす機会に影響を与えるか、分かつていない。この分

野におけるもつとも顕著な変化は、さまざまな方法で、議会とその小委員会を世間に対 して

公開する実験であつたと思われる。第 8章においては、新 しい組織形態がどのように政治家

の役割に影響を与えたかに付いて私たちの見解を述べる。
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5 基礎自治体組織一法的側面および機能配分

私たちは、発注―請負モデルについての地方自治法上の条件について分析 し、法律

がこのモデルに対 して妨げにならないと判断 した。しかしなお、私たちは、地方自治

法第 3章第 4条については、議会が、一定の事業に関して、ある委員会が事業の発注

に責任を負い、他の委員会がその事業の施行に責任を負うように組織化する決定をす

ることができることを明確にするよう提案する。

私たちは、以前の中間答申の中で、私たちの見解として、秘密保護法に、個人の保

護についての秘密保護に関してどのような問題ももたらすことなく、秘密保護の分野

がい くつかの委員会によって共有され得るようにする規定 を付け加わえるよう提案

したところである。

私たちは、その所属職員以外の発注委員会への職員代表の出席権を地方自治法第 7

章第 8条の付加規定により廃止すること、そしてその所属職員による発注委員会への

職員代表の出席権を、地方自治法第 7章第10条への付加規定により、発注案件でない

案件に適用するように制限することを提案する。

私たちは、議会の位置づけおよび使命について検討 した。私たちは、議会の中心的

な役割が現在進行中の改革の中でよリー層強 く強調されなければならないと考えて

いる。開発の作業は、主に議会の活動形態の一新および議会が基礎自治体構成員をど

のように満足させてい くかに集中されるべきである。議会が、期待に沿つた方法で、

その中心的な政治的、民主的役割を満たしているかどうかの基準は、議会の活動が全

体的に満たされているかその内容であつて、会議の頻度ではない。

私たちは、基礎 自治体の会計監査の改革は、高度の能力を担保することに向けられ

るべきであると考える。私たちは、政党が、議会活動から得た経験や基礎自治体また

は県の発展についての十分な知識を備えた者を快 く監査役の地位への候補者に募る
べ く十分な気遣いをするよう勧める。私たちは、素人の監査役が公営企業の会計監査

に関して認められないとする会計監査調査委員会の提案を拒否する。

前章で、私たちは、主に構造的な観点から、近年における基礎自治体組織の改革について

詳細に述べたところである。本章では、一つには発注一請負モデルに関連する問題に焦点を

当て (第 5章第 1節 )、 また一つには二つの重要で機能的な問題提起、つまり、最高かつ唯

一の直接選ばれた議決機関としての議会の役割 (第 5章第 2節 )、 および事業の事後検討や

評価等による、全体的視野での基礎 自治体の監査 (第 5章第 3節 )に焦点を当てる。

5。 1   発注―請負モデルの法的側面

5。 1。 1  序

諮間によれば、発注機能と生産機能の分割などに関する新 しい組織化モデルの出現につい

て記述 し、分析することが私たちの任務に含まれている3そ して、その場合に、法令の作用く

主に地方自治法が改革の必要性に対 してどのように作用するか特に注意を払い、そうした分

析の結果が提起する手法について提案する。

発注一請負モデル、あるいはむ しろ発注一請負モデル化は、1992年に トゥルビョールン・

ルースによって著され、スウェーデン基礎 自治体連合によって出版された著作「法的観点に

おける発注一請負モデル」で体系的な分析の対象となつた。

私たちは、次の二つの節で、簡潔にこの著作の内容を報告する。このような一般的な枠組

みの中での若干の個々の問題点については、次節で詳細にはっきりとさせることにする。
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* 議員と職員との間での役割分担

* 委員会 レベルにおける発注一請負モデル

* 秘密保護に関する若干の問題

* 発注委員会における職員代表の出席権

5.1。 2  発注―請負モデルの地方自治法上の条件

組織構成の自由は、基礎自治体または県の執行委員会が地方自治法上の唯一の義務設置の

委員会であることを意味する。しかしながら、それぞれの基礎自治体には、特別法の規定に

基づいて、特別法による選挙委員会、および特別法による保護監視官が指名されていない場

合には、保護監視委員会がおかれなければならない。

地方自治法の準備作業は、審議に際して、基礎 自治体および県が、義務設置の委員会を設

置するだけで満足するという意味で、組織構成の自由を十分には活用 しないことを政府が期

待 していることを示している。そのように執行委員会に広範な事業を所管する義務を課する

こと、あるいは、執行委員会を選挙委員会および保護監視委員会を除いて唯一の委員会とす

ることは地方自治法の精神ではない。あまりにも多 くの特別法で規定された使命を執行委員

会任せることは実際には決 して適切だとは思われない。このことは、地方自治法の準備作業

ではつきりと示されている。憲法小委員会は、憲法小委員会 として、その答申 (bet.1990/9

1:KU38)の 中で、事実上、執行委員会の側にさまざまな課題分野における委員会が生ずるこ

とになるとしていた。そのようにして、特別法に規定された使命に関しては、相当数の基礎

自治体が特別な環境委員会や保健医療委員会などをもつようになることが予想される。しか

しながら、部門ごとの使命の所管は、議会がほとんど完全に自由に決めることができる。

しかしながら、その結果として、この自由が基礎 自治体の組織についての法律のコントロ

ールをはるかに超えていると思われるならば、許容される限界は極めて大きなものであろう。

例えばすべての事業責任が執行委員会にあるとするような極端なあり方もあると思われる。

伝統的な制度以外に新 しい統治システムおよびその他の委員会・行政組織が確立されてい

る場合には、執行委員会は、直接法律に基づ くのとは別のより強い位置づけをもつことにな

る。すなわち、執行委員会は、地方自治法により、義務的な使命以上の使命をもつている。

そのうえに、議会が意思決定を執行委員会に移譲できるよう権限が拡大された。

さまざまな発注―請負モデルの適用の合法性に関 して上記に述べられている事柄から、こ

のモデルの抱える法的な問題は、とりわけ、委員会間の事業責任の分担とその責任の重さに

関する問題であると思われる。

発注と請負の機能に分類することが行政 と委員会 レベルでの事業執行の役割を純化 し、区

別することを意味するということは、誤解である。委員会間の使命は、主に、発注―請負モ

デルを通 して、「行政」とみなされる範囲内で分担される。発注委員会も、請負委員会も、

行政 としての、そして法的な意味での事業執行としての意味を持つている使命をもつている。

地方自治法では、行政の概念は、何 ら正確な意味を与えられていない。その意味するとこ

ろは、一般的に言えば、「継続的な監督」、あるいは「事業/使命の処理」であると思われ

る。個々の事例で行政の役割が根拠づけられるのは、規則 とか特別法、地方自治法によって

か、議会の事業目標や事業の根本方針の決定によってである。

基礎 自治体の組織において行われ、そして独立的な法人に委ねられていない、すべての行
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政にはそれに責任を負う委員会がなければならない。さらに、委員会において、議員は、職

員に対する決定権の移譲に際しても、いわゆる純粋な事業執行の枠の中での職員への権限の

移譲に際 しても、常に包括的な責任を負わなければならない。

基礎自治体の行政の単位組織も同様である。請負部門の単位組織を含めて、すべての単位

組織は、いずれかの委員会の下に服さなければならない。つまり、地方自治法的な観点から

は、どのような独立的な単位組織も、あるいは委員会組織から自律的な単位組織も存在 しな

い。ただ、公営企業、もしくは職員協同組合のような特別法人を形成 しているかその一部と

なっているような単位組織のみが、その意味で独立的あるいは自律的であり得る。

憲法によれば、基礎自治体の委員会は相互に並立 している。それにもかかわらず、地方自

治法第 3章第 4条により、ある委員会が他の委員会に従属することもあ り得る。従属 という

言葉の意味は、必ずしも明確ではない。ある上位の委員会、例えばある発注委員会が下位の

委員会、例えばある請負委員会に指示する権限は、下位の委員会に関する規定に依存すると

考えられてお り、指示権の範囲は正確には示 し得ない。

基礎 自治体事業における会計監査責任は、常に、事業責任 と対になっている。発注一請負

モデルは、会計監査責任が確立されている場合には、実際的な観点からは、物事を複雑にす

るだろう。会計監査責任の基礎にあるのは、発注委員会からの任務 とその任務の事後検討、

およびいわゆる二つの委員会間の合意による請負委員会の約束と義務である。

5。 1.3  発注―請負モデルの適用

発注一請負組織を導入 した基礎 自治体の一般的な体制は、公権力行使に関わる特別委員会

が設置されていることである。公権力の行使は、一般に、請負委員会の仕事ではないと思わ

れていた。公権力の行使を引き起こす事業分野に関して特別委員会を設置することにより、

公権力行使の責任を分けることで問題を避けてきた。

公権力がその決定によリー方的に決定するような案件は、公権力の行使に関わるものであ

る。そのような決定は、独 自の法令またはそれに相当するものに根拠をおいている。いわゆ

る実際の行為、例えば教師が講義をするとか医師が手術をするとかの行為は、一般に、公権

力の行使ではない。

決定 したことの遂行もまた、公権力行使の要素を備えている。事業実施の枠内において公

権力行使の性質のある正式な決定をするために、発注委員会が委任により決定権を請負委員

会の職員に移譲することが求められる。そのような委任がなにもないならば、そうした案件

は、その決定のために発注委員会に差 し戻されなければならない。

創 り出されるべき規制とその活用のための条件は、常に、発注する委員会と請負う委員会

とのあいだのある種の合意を通 してつ くられる。そのような合意はく法的な意味での拘束力

はない。これは、いわゆる仮契約の状態に留まり、民法上の争いに関して、裁判で引用され

ることはない。それにもかかわらず、議会は、そのような合意に到達するよう、そしてそれ

が内部的に拘束するように指示 しうる。例えば、争いはどのように解決されるべきか、ある

いは内部の財政上の承認はどのように適用されるべきかに関する議会によるより詳細な指

示は、合意を取 り決めた委員会にとっては地方自治法上の拘束となることになる。したがつ

て、議会の指示から外れることは、基礎自治体の異議申立てによって検証されることになる。

発注委員会は、一定の決定権を請負委員会の職員に直接委任することができる。しかしな
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がら、委員会は、別の委員会に従属 している行政長官への再委任の許可することはできない。

基礎 自治体の職員または民間企業の職員へのいわゆる外部委任も承認されることはない。

委任を決定するのは委員会自体である。 したがつて、議会はその分野について規定するこ

とはできない。

発注―請負モデルの適用は、予算編成や財政処置に関する地方自治法の規定に反 しないし、

中間行政報告や年次明細報告などに関する規定に何 ら特別な法的問題をもち込むこともな

い。 しかしながら、この関連での請負委員会にとっての問題は、手数料や税金に関する決定

権が議会にあることである。このことは、委員会が自己の事業の財政処置について支配 して

いないことを意味 している。

発注―請負組織の枠の中での購入契約に関しては、いくつかのタイプの問題がある。

内部の請負者と外部の請負業者が競争 している、いわゆる混合購入契約の場合には、もし

発注委員会が内部の請負者を選択 したならば、問題が生 じ得る。そのようなケースの場合に

は、購入契約行為は中断されなければならず、外部の入本L者にはこれについて知らされなけ

ればならない。

第二の問題は、購入契約の秘密に関するものである。秘密保護法第 6章第二条によれば、

入札の秘密は、当局自体によって、または権限のある職員によって実施される仕事には該当

しない。 したがつて、現在のところ支配的な見解は、内部の入札は外部の入札 と同様な保護

を受けないということである。 したがつて、同様な条件での競争が下請け業者と請負業者と

のあいだで確立されるような法改正が望まれる。

公開性と秘密保護に関しては、発注―請負モデルに関連 して、若干の問題が生ずる。一つ

の問題は、情報提供に関する秘密保護は、発注委員会 と請負委員会のあいだでのことに当て

はまるものであるということである。これらは、秘密保護の見地において、特別な公権力と

みなされる。それゆえ、秘密保護によって保護される情報は、秘密保護法によることなしに

は、一方の委員会から他方の委員会へ移されることはあり得ない。

秘密保護法第14章第 3条第 1項のいわゆる一般条項は、秘密保護を要する情報を一方の当

局から他の当局に引き渡すについて、「 もしそれが、情報を引き渡すことによる利益が、秘

密保護が保護すべき利益より優先することが明白であるならば」承認するとしている。この

規定は、発注一請負モデルの適用と並んで、かなり広範に情報を行き渡らせることとなった。

例えば、社会サービスや保健医療の利用者に関する情報で保護されているものは、一般条項

により守られ、発注委員会から請負機関に引き渡されることはない。

一定の範囲で、発注委員会は、請負単位組織の職員に決定権を移譲することにより、秘密

保護された情報のからんだ問題をうまく避けることができる。そのような場合には、 しかる

べき形式で請負委員会に服するにも関わらず、その職員が委員会の代わ りに行なう。秘密保

護法第 1章第 6条により、委任契約またはそれに類するものによっても、秘密保護は、果た

されるべきである。その場合に、これは、異なる当局間の情報提供に関する問題ではない。

ほとんど必ず、秘密保護された情報の当人の承諾は秘密保護を中断する。いわゆる承諾の推

定はごく例外的に問題となるにすぎない。

まさに発注一請負モデルに関係なく、審議会 (committen)は 、中間答申「基礎自治体に

おける委員会組織構成の自由と秘密保護法」 (SOU 1992:140)で 、同様な問題状況にあり、

その関連で、秘密保護法第14章第 2条の改正を提言 している。秘密保護の観点からは、社会



サービスと学校教育とは、それらがい くつかの委員会に分割されるかどうかに関わらず、全

体 として検討されるということであ り、このことは、同一の基礎自治体内において、情報が

ある当局から別の当局に提供されることが可能とする。

労働法の分野については、それは、主に、発注―請負組織に関して利害関係のある勤務条

件についての共同決定に関する法律の一定の規定である。

基礎 自治体または県は、発注一請負組織が導入された場合に、共同決定法第19条 と第11条

により、報告 し、交渉する義務がある。このモデルは、労働法の観点では何も複雑なものは

ない。また、基礎 自治体は、組織改革に際 して、慣習的な方法で振る舞うと想定される。

外部購入契約でも、いわゆる混合購入契約でも、基礎自治体は、外部の請負者が選ばれた

場合には、共同決定法第11条、そして第38条により交渉しなければならない。この法律の条

項により、もしそれがまつたくの内部請負であるならば、問題にならない。共同決定法は、

1992年労働権審議会 (諮問、1991:118)の枠内で審査の対象である。答申「新職員の義務法」

(SOU 1993:32)に おいては、共同決定法第38条 -40条の組合の拒否権に関する規定 を廃止

するよう提案されている。

地方自治法第 7章第 8条の職員代表の出席権が発注委員会の会議に際 しても適用される

かどうかという論争が生 じていた。ヨーンショッピングの行政裁判所は、判決 (ケースNQ15

87-1992)において、職員代表の出席を承認 していないリンショッピング市の発注委員会で

ある児童・青年委員会における決定を違法であるとしている。

リンショッピングにおいては、二つの不動産庁 (請負委員会)においては、それらが圧倒

的に優勢な人的資源をもつているという理由で、職員代表は、出席が期待されている。発注

委員会への出席を拒否することへの理由は、 リンショッピング市によれば、発注一請負組織

を整える決定 自体にその根拠をもつている。 リンショッピング市は、職員代表が同時に「二

つの椅子」に座るのは類例がないと述べていた。すなわち、まず、発注がなされる場合に出

席 し、そして次に、請負者がその発注を受入れまたは拒絶する場合に代わ りに照会の根拠ま

たは価格提示書を作成する。

行政裁判所は、現実の発注委員会は、一定の中枢行政、および事業執行上の任務に関 して

責任を有 してお り、委員会は議員であるメンバーで構成されるとしている。法律判断によれ

ば、職員代表は、そのような委員会の会議に出席する権利をもつている。

最高行政裁判所は、行政裁判所の判決に対する市の上訴を却下することを決定 した (ケー

ジくNQ5724-1992) 。

5。 1。 4  議員と職員間での役割分担

地方自治法によれば、すべての行政および事業執行は、委員会によることとなつている。

したがつて、基礎 自治体組織において処理され、法人または個人に委託されていない行政に

関しては所管委員会が必ずある。基礎自治体の行政においては、例えば、結果単位組織とい

つたような独立的または自律的な特徴のある単位組織が生 じる。 5。 1。 2で述べたように、

地方自治法上の意味では、委員会組織から独立的または自律的な単位組織は何も存在 しない。

1860年代に地方自治の基礎が築かれて以来、基礎 自治体行政が委員会において議員により

もつぱら行われるという原則となっている。新地方自治法により、職員に自律的な役割を与

えることがよリー層可能となってきたとしても、この原則は、行政に対する責任と、またそ
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れがどのように組織化されるべきかについての根拠 となっている。

職員の本来の役割は、議員が行政および事業執行の任務を遂行 してい くに際 して、議員を

補佐することにある。彼 らは、確かにますます自律的に扱われているが、常に、委員会の議

員の役割と責任に基づ くものである。地方自治法第 3章第 7条によれば、行政の使命は、議

会が決定 した日標 と基本方針により、委員会の監督下で行われなければならないということ

が示されている。

地方自治法の政府提出法案 (prOp。 1990/91:H7)においては、自由な委員会組織構成、

およびよリー層の日標管理システムヘの移行、委任の可能性の拡大は、議員の法的な位置づ

けが変更されないことを意味していることをしつか りと打ち出している。政府提出法案では、

議員が事業の最終的な責任を負うべきであることを示 しているが、このことは、実際の施行

および決定権限が広範に職員に委託されることを妨げない (s。 16&203)。

発注一請負モデルについてのもつとも重みのある説明の一つとして、議員がもつばら発注

の立場であるように、議員と職員の役害Jを純化 しようとすることがある。議員を単なる発注

者に変えることは、その結果として、実施責任が明確に職員にあると地方自治法を改正すべ

きこととなる。このことは、政治家と職員との間の基本的な役割分担が変更されることを意

味する。そのような解決を図る法案は、地方自治法第 6章により、委員会の最終的な責任に

どのような影響受けるか、会計監査責任を政治家に置いたままにすべきか職員に移すべきか、

またそのような制度においては、議会での質問または問い合わせの慣例がどのようなもので

あるかといつたような、種々の問題に対する回答を必要としている。

私たちの判断は、この点に関して地方自法は改正されるべきではなく、発注一請負モデル

による解決を選択 した場合には、このような法の限界を受け入れるべきであるということで

ある。

現行の法制度内において、議員の役害Jを最大限発注者に純化させることとなるこのモデル

は、発注委員会は議員からなり、他方、請負委員会は専門性を基本として指名され、職員お

よび外部の専門家からなる。このことは、発注および事後検討、評価に責任を負う「政治」

の部分、並びに事業を行う「生産」の部分に関わる組織構造に非常に影響を及ぼす変化とな

る。そのような請負委員会は、ときには、専門的管理運営委員会または事業執行委員会 と呼

ばれる。

しかしながら、そうした管理運営委員会が、通常の形で議会により選ばれた地方自治法上

の委員会であることが思い起こされなければならない。

委員会に関する地方自治法のすべての規定は、そのような委員会にも当てはまる。構成員

は法律上の意味で議員としてみなされもし、地方自治法第 4章の適用部分について彼 らにも

当てはまる。

管理運営委員会が職員による特別な会議を有すべきことは、議会によって規定されるもの

ではない。このことは、違法なことであつたが、現場に即 した適格性の条件が導入されたこ

とを意味する。その代わ りに、その会議は、それが十分な政治的合意の支配の上に築かなけ

ればならない。議会の構成員たちは、もちろん、専門家以外の他の適格性のある人を選ぶ権

利もある。

地方自治法において一定数の議員数が必要であるならば、委員会についての選挙は比例配

分によるものであるべきである (第 5章第46条および第47条 )。 この規定は強制的であり、



議会少数派が純粋な専門的請負委員会によって計画された組織を変更させることができる。

発注―請負モデルは、理論的には、何 ら特別な請負委員会がなくても、一またはそれ以上

の発注委員会で組織化されうる。そのような場合には、基礎 自治体執行委員会がすべての請

負組織に代わつて委員会の責任を果たす。私たちの見解では、そのような組織は、基礎 自治

体における執行委員会の役割について現代的な観点にはそぐわない。これは、立法の意図せ

ざるところでもあると思われる。執行委員会の主な使命は、すべての行政を指導 し、調整す

ることである。 したがつて、その他の委員会の事業を監督することになる。その結果として、

新たに示された制度により、執行委員会は、請負委員会が請負機能に関 して責任を負うよう

に、執行委員会 自体と同様に発注委員会の事業を監督することになるであろう。そのような

二重の役割は、責任という観点からは、たとえその組織がただちに違法とはいえないとして

も、適切とは思われない。

基礎 自治体の事業を発注―請負モデルにより組織化するという基本的な考え方は、競争の

動機、あるいは場合によっては、経済的な考え方による尺度を導入することになる。このこ

とは、発注機能と請負機能の相互がかな り自律的であると推察させる。請負委員会/基礎自

治体執行委員会が発注 した委員会の事業を監督することになるというような関係の形態は、

組織モデルの基本的な考え方とは矛盾 していると思われる。

要約すれば、私たちは、1860年代以来地方自治法上に表現されてきた議員と職員との間の

基本的な役割分担は、基礎自治体において発注一請負組織を展開してい くうえで、何 ら法的

な障害とはならないと考えている。 したがつて、この関係では、地方自治法の改正は何 ら必

要ないと考える。

5.1.5 委員会 レベルにおける発注、請負機能

発注一請負モデルにより基礎 自治体事業を組織化するに関 しての法的な条件についての

私たちの分析は、それが現行法制度の中で適用 していけることを示 していた。このことは、

新地方自治法に関する政府提出法案 (prOp.1990/91:117s.H5)で もはつきりと示されてい

る。これにより、どのような地方自治法の改正も必要ないということになる。その一方で、

政府提出法案 (s.15)に よれば、地方自治法は、基礎 自治体事業の基本にある原則および基

本的な民主的な手続きとは何かに関して明確な回答を示すべきであるということにより、こ

の法律がこの組織モデルの承認を明確にするようにしていることは明らかである。

したがつて、私たちは、地方自治法第 3章第 4条に、一定の事業についてある委員会が事

業の発注責任を負い、他の委員会がその発注によりこれを請け負う責任を負うように組織化

される、と議会が決定することを明確にするという一項を入れるよう提言する。

5。 1。 6  秘密保護に関する若干の問題

基礎 自治体または県がその委員会組織を発注―請負モデルにより組織化することを選択

した場合に現実化する秘密保護問題は、一方では、一般的な経済的利害への考慮に関する秘

密保護であり、また一方で、個々人の人的・経済的関係への考慮に関する秘密保護である。

当局/委員会の経済的な関心に関しては、主に、当局の業務および管理運営の状態を保護す

る秘密t並びに関心を集める取扱案件についての秘密保護である (秘密保護法第 6章第 1条、

第 2条 )。
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決 して、発注一請負モデルが、業務およびその管理運営の状態、並びに検討案件について

の秘密保護の適用に関する問題を顕在化させるというわけではない。基礎自治体および県が

民間の代替サービスを購入することにより公的なサービス生産を競争に晒すことをね らい

とした法律および事業は、組織形態は別として、自己の請負単位組織を、情報公開に対 して

守るという問題が、そのような観点でいよいよ現実のものとなるということである。従つて、

業務および購入に関する秘密保護の問題については、私たちは、第 6章「新 しい事業形態」

において取 り上げる。

発注委員会および請負委員会は、秘密保護の点で、二つの異なる当局である。このことは、

もし一方の当局である情報に秘密保護が適用されるならば、秘密保護法、もしくは他の法律

または秘密保護法に基づ く政令の支援がないかぎり、その情報が他方の当局に暴かれること

はあ り得ない。

発注一請負委員会による組織においては、当局間の秘密保護は、その秘密保護が個人の私

的な事情の保護に当てはまる事業に関わる問題の場合に著 しく顕在化すると思われる。

保健医療、歯科医療、精神発達遅滞の介護 (1994年 1月 1日 以降、一定の機能障害に対す

る援助とサービス、以下、 LSS一 事業 と呼ぶ。)については、秘密保護法第 7章第 1条～

第 3条により秘密保護が適用される。社会サービスおよび基礎 自治体の保健医療は、第 7章

第 4条により秘密保護に含まれる。この条項は、1994年 1月 1日以降、LSS―事業をも含

むようにな。学校の学童保育事業については、第 7章第 9条により秘密保護が適用される。

最初に、どの程度個人の私的な事情に関する情報が発注委員会と請負委員会との間で交換

される必要があるかが問題である。これら二つの委員会の間での純粋に業務上の合意におい

ては、個人情報が必要であるとは思われない。請負委員会の下の請負単位組織は、例えば、

調査を遂行し、援助の必要性を判断し、介護を提供 し、処遇するために、一定の範囲と質の

児童および高齢者に対する介護を供給するような社会サービスにおける任務を果たすべ き

であるという「合意」はできあがつている。公権力の行使は、通常は、発注委員会で発生 し、

公権力行使に関わる案件は請負委員会の下の職員には委任されることはない。児童・両親憲

章による児童、青年に対する措置、および一定の案件 といつたような場合には、委任の可能

性は限定されている。 したがつて、委員会の付属小委員会か親委員会によって決定されなけ

ればならない。

請負委員会または管理運営委員会は、実際には、請負単位組織の案件には従事しない。請

負単位組織は、合意されている範囲内で、自律的にその使命を果たし、その結果を発注委員

会に報告 し、委員会の決定を要請するか、あるいは委任に従つてなされた決定を報告する案

件を発議する。

発注委員会と請負委員会の職員の関係は、当局間の情報の引き渡 しというよりも、秘密保

護法第 1章第 6条により、秘密保護で従事する関係職員を結び付けるような役割関係に類す

る。この条項によれば、職業上の秘密は、当局の任務という理由で、あるいはその他それに

類似する理由で当局の事業に参加する者に適用される。たとえその職員が発注委員会から直

接その仕事を受けていないとしても、規則は適用されることができるべきである。秘密保護

法の政府提出法案 (1979/80:2,Del As.128)で は、別途説明の中で、 (民間企業の)従事

者が、あたかも当局がまさにその当人と業務協定に達 したのと同じかのように、当局の指示

に服するならば、これは、当然に、従事者たちは秘密保護法の規定に従つていることを示し



ていると思われる。政府提出法案のなかで述べられていることは、確かに発注一請負モデル

の背景に反 しない。 (直接の任務というよりも)「その他のそれに類似する理由で」当局の

事業に参加する人は誰でも職業上の秘密に含まれるという法律本文の表現は、発注一請負組

織において示される仕事にもその条項を適用する一定の余地を与えていると思われる。

秘密保護された情報が異なる当局間で交換される必要があると考えられる場合には、例え

ば、秘密保護法第 1章第 5条の一般的な例外規定が引用されることになろう。もし、引き渡

す当局がその事業を遂行するために必然性があるならば、この当局は、委員会規定により、

別の当局に守秘 とされた情報を提供することができる。秘密保護法の準備作業によれば、こ

の規定は、それぞれに適用されるべきであり、純粋に効率性の理由だけではこの規定が利用

されるためには十分ではない。たとえ例外規定が一定の個別のケースに適用され得たとして

も、それは、発注一請負委員会の組織における制度的な情報提供として引用されるべきでは

ない。

中間答申「基礎 自治体の委員会組織編成の自由化 と秘密保護法」 (SOU 1992:140)におい

て、私たちは、秘密保護に関わる分野の事業がい くつかの委員会に分かれている場合に、秘

密保護の観点から生ずる問題をうまく処理するために、秘密保護法第14章第 2条の改正につ

いての提言をまとめた。学校教育、および家庭相談を除 く社会サービスに関わるこの改正は、

たとえそれらが異なる委員会に分けられているとしても、それぞれの事業分野は、一定の条

件の下で、秘密保護の観点から、全体として理解されるべきであるということを意味 してい

る。この提言は、個人に関する情報は、もしその情報を受け取る同一基礎自治体内の他の当

局において対応する規定がその情報に対 して適用されるならば、そうした他の当局提供され

うることを意味 している。それゆえ、この規定は、秘密保護上の制約を含んでいる。一つの

条件は、それらの情報は個人が必要なケアや取扱い、援助を受けるために必要とされるとい

うことである。このことは、この情報の提供は、実際の案件の処理または事業の運営上、通

例的であ り必要性があるとみなされる範囲を越えてなされることはできないことを意味す

る。この意味で、この規定は、そうした機能に関しての個別の委員会を備えた発注―請負組

織における情報提供の必要を包含すべきである。

私たちの委員会の中間答申において、私たちは、当局の組織改革が望ましい場合に、ある

事業を異なる委員会に組織化する基礎自治体の自由は、秘密保護法が交流の機会を形式化 し

厳 しく制限しているからといつて、妨げられるべきではないとして提言されたこの改正につ

いて説明してきた。私たちが答申において発注一請負モデルに特別に言及 したことを除いて、

私たちは、この提言が一つの秘密の分野を、その分割が事業目的の観点であろうと機能の観

点であろうと、異なる組織に分割することを意味する基礎自治体におけるすべての組織改革

の型をカバー していると考えている。したがつて、私たちが秘密保護法第 14章第 2条に付加

することを提言 した秘密保護についての制限は、個人の私的な事情についての保護されるベ

き情報の交換に関 しては、発注一請負委員会組織においても適用されよう。

私たちが用意 した提言、および任務上の立場についての秘密保護法第 1章第 6条の適用に

ついてにより、私たちは、発注―請負委員会による組織が個人の私的な事情を保護する秘密

保護に関して何 ら問題を引き起こすことはないだろう、と考えている。

5。 1。 7 発注委員会における職員代表の出席権
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職員代表の出席権は、双方の当事者の利益となる議員と職員代表との間の情報交換のため

の条件をつ くり出すことを目標 としている (prop。 1984/85:200s.10)。 これによって、職員

の知識や経験がもたらされる場合に、同時に議員の意思決定の基盤がより強固とな り、事業

の監視および事業への影響力の行使がよリー層改善されることになる。

出席権に関する恒久的な法律が導入された場合には、行政および執行にかかる使命を有 し、

またそれ故に地方自治法上の意味での委員会を形成する、すべての形態の基礎自治体組織に

これが適用されることになる。委員会の中の小委員会や分科会は、基礎自治体執行委員会と

同様に除かれる。

政府提出法案においては、次のようなかたちでここに述べた例外について説明されてい

る :

つまり、執行委員会は、その他の委員会の任務とは著 しく異なる任務をもつている。こ

の委員会は、指導的な地位を占めており、事業に関して包括的な政治責任を有 している。

このことは、実際に、執行委員会が議会の決定する案件の最終的な起草機関であるという

ことにで表現されている。中枢の政治上の機関である執行委員会の役割に関しては、私は、

職員代表の出席権は、執行委員会の会議については許されるべきではないと考える。これ

によって、政治上の民主主義の擁護を強化することができる。

新たに施行される地方自治法の想定のもとでは、例外が拡大されている。第 7章第 8条第

2項によれば、出席権は、監査委員会、勧告委員会、選挙委員会および首席保護官委員会に

おいても適用されないこととなつている。これらの委員会には、出席権が理由付けるような

使命がないと考えられた。

職員代表は、雇用者としての基礎自治体または県とその職員との間の関係に関わる案件の

委員会審議に出席する権利を持つている。共同決定法および公職に関する法律についての準

備作業によって、その種の案件は、仕事の指導と分割、労働方法、合理化、労働環境問題、

事業の分権化、新規施設、投資、および事業の縮小に関わる幅広い分野と考えられているこ

とが示されている。

出席権は、雇用者と職員の関係に影響を及ぼす範囲において、事業の目的、ねらい、範囲、

そしてその内容に関する問題にも適用される。

出席権は、公権力の行使や一定の専門的分野の案件と考えられる一定の案件には適用され

ない。

職員代表は、基礎自治体または県が労働協約を結んだ地方の労働組合によって指名される。

職員代表は、まずは、各委員会の分野の職員の中から指名されるべきである。しかしながら、

基礎自治体または県の他の職員の中から指名されることを誰も妨げない。

一または複数の政治的構成の発注委員会および専門性に基づ く請負委員会を備えた純粋

な発注―請負組織においては、職員代表の発注組織における出席権は、法律が制定された際

に予想されていなかつた欠点を含んでいる。もし発注組織がその職員を自由できないならば、

これは、当然に、職員代表は請負委員会または基礎自治体または県の執行委員会に属する職

員から補充されることとなる。まつたく同一の職員が、先に述べたとお りに、発注委員会で

も、請負単位組織でも、発注または取扱い案件に関わ りをもつことができるとするならば、
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基礎 自治体行政の客観性 と公平性に対する信頼が揺るがせ られることになる。このことは、

請負組織が発注に関する民間の入札者と争う場合にとくに顕著となる。

発注委員会のとる立場それ自体が雇用者としての基礎自治体または県とその職員との間

の関係に非常に大きな影響を及ぼし得る。これによって、発注委員会における出席権を客観

的に説明することができる。しかしながら、この出席権は、除斥の観点、および秘密保護に

関わる問題点から、事実上、行使困難となり得る。

地方自治法における除斥規定は、職員代表に適用される。ここで、とりわけ、地方自治法

第 6章第25条の利害関係者の除斥に関する条項の適用についてが問題 となる。発注および請

負の双方の委員会においてその審議に参加 しているか、または別のかたちで請負組織との関

係を通 して関わ りを持つている職員代表は、実質的にそのように従事 しているかぎり、もう

一方の委員会での審議に参加することは断念すべきであると考えられる。発注委員会の案件

は、類似当事者案件である。したがつて地方自治法第 6章第27条第 2項の例外規定が引用さ

れ得ると思われない。誰かがある案件の検討に二つの委員会において参加 していたという理

由だけで、利害関係による除斥が首尾一貫 していないとみなされるべきではないとするこの

規定は、なによりも付け加えれば、ある委員会の委員が除斥により、執行委員会の構成員と

して委員会の案件審議に参加することが妨げるものであつてはならない。執行委員会が当事

者案件を審議するような場合には、委員会が何らかの種類の当事者として位置づけられると

いう問題は、当然、めったに生 じない。

秘密保護法の条文は、職員代表には適用されない。職員代表は、確かに委員会活動に加わ

るけれども、職員団体によって指名される。 したがつて、委員会の任務を遂行するとはみな

されることはな く、また、秘密保護法第 1章第 6条により職業上の秘密の範疇に入らない (p

rop。 1984/85:200s。 31)。 もし、ある委員会が、職員代表に守秘とされた情報を伝えるなら

ば、その都度、さらにその情報を提供 したり、乱用 したりすることを制限する条件を付けな

ければならない。

請負単位組織の入札が他の入札者 と実質的に競合 していると事務的に判断が示されるよ

うな発注案件および購入案件においては、職員代表に対する情報提供は、出席権が完全に骨

抜きされるほどまで強 く制限されなければならない。同時に、地方自治法第 7章第12条は、

委員会は、秘密保護法の規定の遵守とともに、職員代表の活動に必要とされる情報を職員代

表に提供する責任があることを規定 している。

本質的に、労働組合が委員会の事業分野の職員の誰かでな く当該基礎 自治体の他の職員の

中から職員代表を指名することができることで、実際的には、永続的な除斥状態あるいは秘

密からの隔離を多かれ少なかれ避けることができる。 しかしながら、基礎自治体事業全体に

徹底された純粋な発注一請負組織においては、そのような段取 りは遂行困難とならざるを得

ない。

職員代表が発注委員会に出席することによって行き着 くことになる相いれない二重の役

割は、出席権はそのような委員会においては制限されるべきだということを示 している。も

し基礎 自治体または県が発注委員会がその自由になる所属職員を持つていることを意味す

る組織を選択 しているならば、発注または購入案件でない案件の委員会審議に際して適用さ

れる職員代表の出席権を留保する理由となる。この出席権が上記のようなかたちで制限され

るとしても、情報提供および交渉の義務に関する共同決定法の規定により、職員は、重要な
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影響力を保証されている。

もつとも純粋な発注一請負モデルにおいては、発注委員会は、際立って政治的構成の機関

である。このため、執行委員会を出席権の例外とする説明は、「純粋な」発注委員会に関す

る問題にも適用される。

したがつて、私たちは、このような意味で、地方自治法第 7章第 8条第 2項に対する追加

条文により、その職員のいない発注委員会においては、職員代表の出席権が与えられないよ

うに提案する。

同時に、自己に属する職員のいる発注委員会における出席権は、発注案件でない案件の委

員会審議に制限される。法技術的には、地方自治法第 7章第 10条に、そのような内容の一

項目を条文に挿入することによりなされることになる。

5。 2  議会―直接選ばれた最高の決定機関

5。 2。 1  議会の位置づけおよびその任務

議会は、基礎自治体および県の最高の決定機関である。決定の分野は、憲法上の性質の決

定や、あるいは一般的な範囲ではあるが政治的な機会が決定的である重要な決定の議決に及

ぶ。地方自治法第 3章第 9条では、七点の決定分野が示されている :

*事業の日標および指針

*財政に関すること

*委員会の組織および活動形態

*委員会委員および代理の選出

*会計監査委員の選出

*議員に対する経済的代償の基準

*年次報告および責任免除

地方自治法第 3章第 10条によれば、議会は、一定の案件または一定の範囲の案件につい

てその決定権を委員会に委任することができる。議会の代わ りに委員会に決めさせることが

できるとすることは、1991年の地方自治法により拡大された。議会は、それが基礎自治体ま

たは県における唯一の直接選ばれた政治上の機関であるという意味でも、独特な政治上の決

定機関である。その他すべての起草委員会 とか委員会などの形態の機関の委員および代理委

員は、議会によって選出される。このような関係は、基礎自治体の構成員/有権者とその議

会における彼らの代表との間に特に密接な関係があることを意味している。

議会をその他の基礎自治体の機関と区別しているもう一つの事実は、その会議が公開であ

ることである。

5.2.2  議会の役害Jの変化

この10年における基礎自治体事業の全般的な拡大の歩みのなかで、決定機関としての議会

の役割は変化してきた。議会の決定の範囲は、ますます一般的、全般的な決定にしばられて
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きて、個々の案件についての詳細な決定はまれになってきた。

このような発展の前提条件は、議会が決定権をそれ相当に委員会に委任 してきたことであ

つた。この結果として、委員会は、事業に多 くの常勤およびパー トタイムの議員が関わつて

いる場合にはすべての議員に、そして管理運営および執行に携わる職員にも、重要な委員会

自体の権限と能力を築きあげてきた。

ここに記述 した展開と並行 して、基礎自治体執行委員会の位置づけは、さまざまな形で強

化されてきた。さらに、起草機関が、 しばしば所属職員スタッフのいる議会起草委員会、一

般起草機関、委員会の付属小委員会 という形で出現 してきた。

こうした政治過程は、政党集団がその活動のための財源を増大させ、政治上の起草作業が

かな り改善されたことによっても強化されてきた。

要約すると、議会の一部に関してのここに述べた基礎自治体および県における展開は、議

会が決定 しなければならないほとんどの案件は、それらが議会のテーブルにあがるまでに事

実上決定 しているようにさせることとなった。ほとんどの案件は、注意深い事実に基づいた

考察を受け、政治的妥協が委員会またはそれぞれの起草機関または執行委員会で図られてき

た。これにより、議会の決定案件の処理は、 しばしば、あらかじめ図られた決定ないし合意

の確認ということになる。付け加えれば、多数という情況は、その問題が前もつて決定 して

いると考えられることに対する重要な説明であるということである。議会における審議に最

終的に影響を及ぼす余地は、多 くの場合には限られている。すなわち、これは、議会に輸送

会社 といつた特徴を付与 している。市民の観点からは、決定投票の結果の実際上の重要性が

なければ、議会における審議は何かギヤラリーで上演されるものように思われ、一般住民の

決定機関としての議会に対する関心は非常に小さくなって しまう。

近年においては、こうした関係は、一層配慮されるようになってきている。議会を活性化

する方法が探索され、さまざまな提言が審議の中で出されている。この課題に関して影響の

大きな提言の例 として、 tf.ヤーンエー リク・ギ ドルンド教授により発展させ られ、信託任

務調査委員会の答申「 1990年代における議員」(SOU 1989:108)の なかで紹介された提言を挙

げることができる。主に地区委員会をお く大規模な基礎自治体における多数支配を発展させ

ることに関わるこの提言は、簡潔に言えば、議会 との結び日としての小委員会制度の設立と

いうことである。そこでは、小委員会は、比例的に構成され、その仕事は、議会の案件を起

草することにある。多数原理によって選ばれる執行委員会および各委員会は、議会に対 して

責任を負う。この制度の基礎は、比例的に選ばれた基礎自治体地区委員会組織が基礎 自治体

全域に及んでいることである。

この提言により、議会の小委員会のカーボン・コピーが20の基礎自治体で設立されたが、

ギ ドルンドの提言に示された役割を特にはもつていなかつた。

5。 2.3 議員の数

1974年以降の小改革

この答申の第 7章においては、任務の全体的な数に関する問題などが取 り扱われている。

その記述から明らかなことは、例えば、議会の議員および代理の数は、全体 として、1974年

の基礎自治体区分改革以降、約20,000人 で一定であったということである。
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しかしながら、 7つの基礎自治体で、1991年の選挙に際 して、議員および代理の数が削減

された。議会の縮小に関しての問題は、50の基礎自治体において論議の対象となった (「今

日の基礎 自治体」No。 21/1993)。

議員数の下限に関する規定

議会の議員数の下限に関する問題は、地方自治法第 5章第 1条～第 4条に規定されている。

第 1条によれば、その数は、31名 から 101名の間の奇数の数で定められることとなっている。

そしてその数は、基礎自治体または県の有権者の数に関連 している。こうした数の設定の日

的は、広範な市民に根ざしていることを担保することにある。

別の機会に、任意な制度は、固定最低限度、例えば最低31名 の議員数、と規定することで

置き換えられるべきであると提案されていた (SOU 1990:24,SOU 1985:29)。 しかしながら、

固定最低限度は、少数政党に対する障害として利用され得る、またそれによって基礎 自治体

民主主義の利益に反するという理由で、どのような改正もなされなかつた。 (SOU 1990:24

s。 104,prop。 1990/91:117s。 79)。 上限については、法律上は何もない。したがつて、議会

の会議は、常に法律が求めている以上に大きなるだろう。

任意の範囲を決定するのは、有権者の数であつて、住民の数ではない。議員の数は、多数

決により議会によって決められる。

近い将来の選挙に向けての数に関する議会の決定は、有権者の数が直近の前回の選挙以降

増大してきているかぎりは、なされる必要がある。議員の数も、もちろん、法律が最低限度

を示しているだけであるから、任意に変更されうる。

基礎自治体および県が議員の数を決定する自由の拡大に関する問題は、最近、一方ではイ

ングール・コッチ(m)の提言 (1992/93:K602)で、また一方では、行政省に対する国会の質

問 (1992/93:395)において顕在化した。

その理由として、今日の基礎自治体の事業に対して、法令が硬直的でうまく適合していな

いと主張されている。市民との連携、監視、そして活動環境の改善は、議会の構成員数を詳

細に定めるよりも、別の方法でなされるべきだろう。提言者は、地方民主主義審議会がこれ

らの法令を吟味すべきであるとしている。行政省に対する質問は、議会の議員数の決定に関

して、基礎自治体の自己決定権を拡大する方法に関わるものであつた。

行政省は、その回答 (prOp.1992/93:71)の なかで、一方では地方自治法 (prOp.1990/91:

117,bet。 1990/91:KU38)の 準備作業について述べ、また一方では地方民主主義審議会とそ

の一般的な任務について述べている。行政省は、ここに述べた政府提出法案や小委員会の答

申において、固定最低限度は少数政党にとって障害となるように機能すると取られるだろう

と述べていた。

5。 2.4  議会の開催数

1998年の春に実施された新聞「今日の基礎自治体」のアンケー ト調査によれば、議会の開

催数は、一般的に、年に10回である (平均値)。 三つに一つの基礎自治体は、それより少な

い議会開催数である。

1992年 には、案件がないという理由で100回 の議会の開催が取り消された。1993年の前半

においては、四つに一つの基礎自治体で、いずれかの議会の開催が取りやめとなつている。
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過疎地であるヌールランド島の 8つのすべての基礎 自治体では、一年にわずか 5回の議会 し

か開催されていない。

5。 2.5  刷新の方法

上記の「今日の基礎 自治体」のアンケー ト調査から判断すると、議会の刷新をねらいとし

た基礎 自治体における広範な実験事業は継続中である。20の基礎自治体がこのかたちで動い

ていると申し述べていた。

通常は、一般住民との質問時間 (fragestunder)が行われている。基礎自治体の半分以上

がこれを行つている。若干の事例では、それぞれの基礎自治体の地区委員会で質問時間が設

定されている。10の基礎 自治体では、その質問時間に100人 以上の来訪者があつた。ベネル

スボ リにおいては、保育に関する聴間に際 して、最高600人の来訪者があつた。さらに10の

基礎自治体では一人の来訪者もなかった。

もう一つの比較的に一般的な対処は、毎年、一回以上の議会の会議を、基礎 自治体の地区

委員会、または他の場所、例えば、学校、保育所、街の中心の広場などで開催することであ

る。

20の基礎自治体では、議会の会議は、地域ラジオで放送されている。地域テレビでの放送

は、まだ限られた少数の基礎自治体で行われているだけにすぎない。

その他の種類の刷新の事例。

* 将来についての、あるいは主題についての議論

* 委員会委員と合同の情報伝達会議

* 外部講師、例えば、企業経営者、職業安定官、難民対策官、警察官、組合などによる

講演や情報伝達

5。 2.6  議会における地域に関連 した警察案件の議論

諮間により、私たちは、議会が地域的に重要性のある警察案件について議論することがで

きるかという問題を取 り上げなければならない。このうえ、これができるかについては、例

えば警察執行委員会のメンバーに対する説明請求または質問などにより、警察内部の刷新に

関する政府提出法案 (prOp。 1989/90:155)において取 り上げられたが、法案とはならなかっ

た。この問題は、新地方自治法の提言 (prOp.1990/91:H7)に おいても、簡潔に触れられて

いた。 しかしながら、政府は、この問題が、地方自治の観点で特別な考慮を必要とし、また、

別の観点でこの案件に戻るねらいを明らかにすると考えていた。

問題

警察と他の当局や民間との協働による地域における犯罪防止活動は、防犯活動において非

常に重要である。警察内部では、ますます高度に分権化の方向に発展 してきている。犯罪に

対する安全性を築いてい くことに関わる基礎自治体の側からの働きかけの増大は、警察を地

域に根づかせてい くために非常に意味がある。それにもかかわらず、今日の規定によれば、

議会が警察執行委員会の委員を選任すること以外には、議会 と地区警察組織との間には何の

関係もない。
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警察組織

地方の警察の組織に関する規定は、警察法 (1984:387)第 4条、第 5条aにみられる。警

察組織は、地方レベルの警察管区からなる。それぞれのそうした管区には、それらの管区内

の警察活動に責任を有する警察署がある。警察署の指導については警察執行委員会があたる。

この執行委員会は、警察長官と副警察長官の外に、 6名から10名 までの選任された委員と同

数の代理委員からなる。これらの委員は、当該警察管区が単一の基礎 自治体を含むのみであ

るならば、基礎 自治体によって選ばれ、そうでなければ県によって選ばれる。委員および代

理委員は、基礎 自治体事業の経験が委員の中に代表されるように選ばれるべきである。

さらに、警察執行委員会は、警察執行委員会が定めた一またはそれ以上の警察管区におい

て、警察執行委員会のもとで警察署を指導するために一またはそれ以上の警察委員会を設置

している。警察委員会は、警察長官と警察執行委員会が定めるその他の 5名から10名 までの

委員からなる。これらの委員は、警察執行委員会により指名される。これらの委員のために

同数の代理委員が指名される。これらの委員および代理委員もまた、基礎自治体事業の経験

が委員の中に代表されるように選ばれるべきである。

警察執行委員会の仕事は、警察規則 (1984:730)第 2章第11条において、綿密に規定され

ている。事業の計画や方向性に関する重要な問題や経済的に重要な問題、一定のサービスの

追加に関する問題およびその他警察長官が警察執行委員会に具申する問題 といつたような

重要な問題は、警察執行委員会によって決定される。

この分野についての諸規定は、警察制度の改革に関連して1980年代にその主要なものが形

成された。その改革の背景にある重要な原理のうちの一つは、警察内部における現場での自

己決定権の拡大であつた。

議会の監督の可能性

説明請求および質問に関する規定は、地方自治法第 5章第49条から第56条までにみられる。

第49条および第56条は、議会、委員会または議会起草委員会の処理に属する題材とみなすべ

きであるとしている。説明請求に関しては、基礎自治体または県にとって大きな利害のある

事柄に限つてなされるべきである。第50条。

説明請求および質問は、議員によってなされ、委員会または議会起草委員会の議長および

議会の定めるその他の議員に対 して向けられる。

地方自治法第 5章第21条 によれば、議会は、議員以外の者も議決には参加できないが討論

には参加できると決定することができる。

地域社会の安全

政府は、1993年 3月 25日 に、犯罪、特に日々の犯罪からの安全および社会秩序を維持する

ことに関して警察と基礎 自治体と民間との間の役割分担を調査するために、議会の合同審議

会を招集することと決定 した (dir.1993:37)。

この諮間によれば、この審議会は、例えば、基礎自治体が社会秩序や交通の管理を一層組

織化できるようにするために出された考え方を、基礎自治体の側から考察することになつて

いる。審議会は、警察活動の領域という枠の中で市民が犯罪に晒されないように安全を維持
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することに関 して基礎 自治体によリー層大きな役割を与えるさまざまな方途について検証

すべきである。犯罪に対 して安全を維持することに関する基礎 自治体の側からの働きかけの

増大は、警察の地域的な連携を強化することに大いに価値がある。 しか しながら、基本的な

ことは、警察署もまた、今後は全国的なものとなるべきであるということである。

諮間によれば、地方自治に対 して最大の配慮が払われなければならない。審議会が出す提

言が基礎 自治体にうまく根づ くこと、そしてこの提言が、基礎自治体が警察サービスが安全

維持の方法に対する地域の需要に適合するための協力することができるような内容を含む

ようにかたちづ くられることが重要である。 しかしながら、国は、警察分野における基礎自

治体事業に対 しても責任を負わなければならない。

5。 3   会計監査、事後検討、および評価

5。 3。 1  監査委員の位置づけおよびその使命

議員である監査委員は、基礎自治体事業を検査するための議会の道具である。議員が、事

業の特別な状況に関して十分な知識をもつている「 自分達自身」によつて検査されるという

ことは、地方自治の一つの民主的な要素となつている。

会計監査に関する法規定は、地方自治法の第 9章にあり、直近の地方自治法改正の際には、

大きな改正は何もなされなかつた。新機軸のなかでは、検査業務は一般的に認められた監査

基準に則つた範囲内で行われるべきである (第 7条)こ と、および会計監査責任は個々の議

員により請求されること (第 15条)が挙げられる。

年次会計監査報告もまた、株式会社または商社、財団法人または商業組合もしくは非営利

組合 といつたかたちで運営されるような事業にも及ぶべきだということを意味する、いわゆ

る事業報告に関する新 しい規定 (第 8章第 17条)は、会計監査の方針に影響を及ぼすと考え

られる。このことは、基礎自治体が、発注―請負モデル、または目標管理といつた非伝統型

管理形態のような新 しい組織原則を適用する場合にも当てはまる。

第 9章第 6条によれば、監査委員は、それぞれ独立 してその任務を遂行することとなって

いる。これは一つの新 しい規定であるが、唯一の現行の権利の成文規定である (パ ウルスン,

前出,1993,sid.301)。

この独立性 とは、監査委員が、一方では集団で、また一方では個々に関わることであ り、

監査委員が検査する人々に比べて独立しているということである。集団的な側面に関わる独

立性についての表現は、監査委員が自身の事務管理を行うこと (第 9章第 12条 )、 監査委員

が議会に案件を提起できること (第 5章第23条 )、 および監査報告は起草なしに議会で審議

され得ること (第 5章第31条)な どにある。独立性は、主に、監査委員相互の独立を意味し

ている。これにより、この主旨は、例えば、ある監査委員は他の監査委員たちによる投票に

よつて負けるということはないこと、監査委員のそれぞれが、そして単独で監査報告に自己

の意見を述べることができるか、あるいは、自己の監査報告を出すことができるということ

である。

監査委員の仕事は、第 9章第 7条に規定されてお り、そこでは、「監査委員は、委員会の

事業分野内で営まれたすべての事業について適切な監査慣行に則つた範囲内において検査

する」と表現されている。ここに、検査されるのは委員会の事業分野において営まれる全て

の事業であり、委員会が請け負つた業務だけではないことが以前よりもより明白なかたちで



出されている。このことは、検査については、委任による決定権のあるなしにかかわらず、

委員会の付属小委員会や共同体組織、また職員または議員によって運営される事業について

も含まれるということである。

「適切な監査慣行」という一節は、KUの提言 (KU 1990/91:KU38)に関する国会審議の

中で出てきた。 しかしながら、その解釈に際 しては、株式会社法上の相応する規定への直接

的対応は、KUの表現 (パ ウルスン,前出,303ベージ)に よるものではない。

スウェーデン基礎自治体連合は、会計監査規則 (通知 1991:183)お よび指導原則 (通知

1992:79,資料)への提言を行つた。

行政の適法性を検査することは、本来、監査委員の権限内にあると考えられている。それ

にもかかわらず、適法性の問題は、主に基礎自治体の異議申立てまたは国会オムブズマンの

監督などの別の方法で調査されるべきである。

行政監査は、事業が合 目的にそして経済的な観点で十分な方法で運営されているか、そし

て委員会の管理運営および行為が効率性の観点から十分であるかを確かめることを目標 と

している。この観点での検証は、高い事業目標が達成されたかそして財政支出に対する状況

が結果として出されたかとかいつた問題などについである。

明細報告の監査は、会計報告が公正であり財産の保全が十分であるかを確かめることを目

標 としており、確実性 と安全の観点を含んでいる。

監査委員は、当然な理由で、議会を検査できないが、議会起草委員会は検査できる。

監査委員は、内部の会計監査の必要性に服 している公営企業を検査する義務はない。それ

にもかかわらず、監査委員は、「事業報告」に基づいて公営企業に関して一定の一般的な意

見表明をすることができる (パ ウルスン,前出,ベージ 305)。

監査委員の検査は、原則的に、個人に対する公権力の行使に関わる案件には及ばない。こ

の例外は、その処置が財政的な損失を引き起こした場合、またはその検査が一般的な観点か

ら行われる場合である (地方自治法第 9章第 8条)。

地方自治法第 9章第 14条 によれば、監査委員は、毎年、議会に対 して、監査結果を説明す

る報告書を提出することとなつている。監査委員が注意点を述べるならば、その理由が報告

書に示されなければならない。注意点は、委員会または起草委員会および個々の議員に向け

て出される。この報告書はまた、免責が認められるかどうかについての表現も含むべきであ

る (第 9章第15条 )。 会計検査批評による低い程度のものである指摘または喚起は、法律に

よつて裏打ちされたものではないとはいえ、このかたちを活用することの障害とはならない

(パ ウルスン,前出,ベージ 313)。 生 じた注意点に対して、議会は、地方自治法第 9章第

16条 により、「弁明を仕入れる」こととなる。もし議会が免責を承認 しないと議決 したなら

ば、議会は、そうでなければしてはならないが、損害賠償請求について決定することができ

る (地方自治法第 9章第 17条 )。 この選択の可能性は、以前の規定に対する修正を意味す

る。異議申立てを欠いた免責を拒否する決定は、ほとんど「政治的な戒告」という性質を持

つている。新 しい規定 もまた、免責が承認されなかつた議員はその任期中に権限を取 り消さ

れ得るとなっている (地方自治法第 4章第10条 )。

5.3。 2  監査委員の権限等の拡大

裁判所軽視や法律軽視に対する議員個人の責任に関する近 く出される中間答申において、
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私たちは、委員会の事業の適法性の検査をも含むように、基礎自治体の監査委員の義務的な

任務についての基本的に重要な拡大を提案する。問題のこの提案は、基礎自治体および県が

裁判所軽視や法律軽視に対 して自ら処置をとるよう義務を課されることを意味 している。こ

の提案によれば、検査は、個人に対する公権力の行使を含む案件について、どのように委員

会が行政裁判所の決定を遂行するかに及ぶよう拡張されている。裁判所軽視や法律軽視に対

する手段として、会計監査による注意が提案されている。

監査委員は、もし議会がそのように規定 しているならば、議会において、また委員会にお

いて、検査に関わる案件を提起することができるということも提案されている。議員の監査

委員の制度は保たれてお り、何 ら特別な監査委員としての資格要件も地方自治法上導入され

ていない。逆に、地方自治法においては、監査委員は、その必要とされる範囲において、専

門家の援助を受けられるということが規定されることが提言されている。

この答申においては、提案されている法律に規定された義務的な検査は、これまでのもの

とはその範囲と性質は異なるものとなることが強調されている。したがつて、監査委員は、

その活動のためには、より多 くの財源を必要とし、一定の高度な教育が必要となるだろう。

5。 3.3  改革の必要性

本章の中で先に述べたところであるが、私たちは、基礎自治体事業についての事後検討と

評価の制度の改善の重要性に関する問題を取 り上げてきた。私たちは、この考え方を、将来

展望における政治家の役割について議論することとしている第 8章でも展開することとす

る。

要約的にいえば、事業の事後検討と評価は、制度や政治的構成の組織に関する問題の急激

な変化が特徴である情況においては、重要性を増 してきている。このことから、検査機関の

資格で基礎自治体の会計監査に注意を払うのには理由がある。このうえ、私たちは、近 く出

される基礎自治体の決定の対する議員の個人的な責任に関する中間答申において、監査委員

が執行委員会およびその他の委員会の適法性を検査することを義務 とする監査委員の新 し

い使命を提言する。

この関連で議論すべき重要な問題は、監査委員の、雇用主や議会 との関係、そしてその延

長上における彼 らの相対的な政治的重要性である。

監査委員は、政党政治の基礎に基づき指名され選ばれる。このことは、監査委員の地方自

治法の規定による原則的に自立的かつ独立的な位置づけが、「 自分自身」、すなわち、協力

相手の政党仲間およびメンバーを検査することに対 して姿勢が低いことから、習慣 として、

ある程度弱められることを意味する。監査委員は、ほとんどの場合に議会の議員または代理

ではない。このことに対する説明は、主に地方自治法における監査委員についての除斥条項

により、委員会において任務をもつていない人物を指名されることとなつていることである。

委員会において任務をもつていない人物は、ほとんどの場合に議会においても任務を持つて

いない。このことは、その監査委員は、議会の構成員であればもつている基礎 自治体事業に

対 して必要な個人的なコンタクトを欠いているということである。

この問題の延長線上には、もう一つ問題がある。これは、部分的には、候補者の供給が制

限される結果として、監査委員は、数回選ばれるのが普通である。その結果は、多 くの場合

において、必要な監査委員の刷新は遅らされ、実現 しないことになつて しまう。
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5.4   考察と提案

5.4。 1  発注―請負モデル

私たちは、本章において、発注―請負モデルに付随する若干の法的な問題に注意を払つて

きた。議員と職員との間の役割分担、委員会レベルにおける発注一請負機能、一定の秘密保

護の問題、そして発注委員会における職員代表の出席権についての問題がそうである。

私たちは、1860年代以降、地方自治法上に明記されてきた議員と職員とのあいだの基本的

な役割分担は、基礎自治体において発注―請負組織を発展させてい くために何 ら法的な障害

とはならないと考えている。 したがつて、私たちは、関係する部分についてのどのような地

方自治法の改正も必要ないと考える。

私たちは、地方自治法は、基礎 自治体の事業とその基本的な民主的ルールの基礎にあるの

はどのような原則かに関して明白な回答を示すべきであると考える。また、 したがって、私

たちは、この法律がそれらの組織モデルの承認を明確にすることを説明していると考える。

私たちは、地方自治法第 3章第 4条に、議会が一定の事業についてある委員会が事業の発注

に責任を負い、別の委員会がその発注によりその執行に責任を負うように組織されるよう決

定することができることを示すように、一項目追加することを提案する。

秘密保護の問題に関しては、私たちは、私たちが以前に出した提言、答申「基礎自治体委

員会組織の自由化と秘密保護法」 (SOU 1992:140)と 関連 して、また、発注一請負委員会を

おいた組織が必要としない任務の状況における秘密保護法第 1章第 6条の適用により、個人

の私的な事情の保護のために秘密保護に関 してどのような問題も引き起こすべきではない

と考えている。

私たちは、その所属職員のいない発注委員会における職員代表の出席権は、地方自治法第

7章第 8条第 2項への追加により廃止されることを提言する。私たちはまた、その出席権が、

その所属職員のいる発注委員会においては、発注案件でない案件の委員会議事に適用される

ものと制限されるようにも提言する。法技術的に、これは、例外を述べた地方自治法第 7章

第10条 にそのような内容の新 しい文言を加えることにより処理される。

5。 4.2  議会

議会の役割は、基礎自治体および県の全般的な変化とともに変わつてきている。委員会ヘ

の委任の拡大、執行委員会の位置づけの強化、そしてあらゆる部分での起草過程の効率化の

結果として、案件の数は減少し、決定案件の種類は細かな決定から全般的な決定へと変わつ

てきた。議会は、機能的にみて、ますます国会のようになつてきて、最高の議決機関として

の議会に対する一般住民の関心を弱めてきている6。 近年における議会開催数の減少は、議

論のなかでは、一般住民による統制の機会の減少、そして基礎自治体における民主主義の弱

体化の理由として挙げられてきた。

私たちは、基礎自治体または県における議会の最高の議決機関、そして唯一の直接選ばれ

た機関としての中心的な役割は、現在の改革活動において一層強 く強調されなければならな

いと考える。これを基本として、この発展のための活動は、主に、議会の活動形態の刷新と

議会がその住民を満足させてい く方法に向けられなければならない。前述において、私たち

は、この問題に積極的に取 り組んでいる基礎自治体の重要な成果を得たいくつかの事例につ
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いて、この二つの方法に関して詳細に説明したところである。私たちは、小委員会制度の継

続的な発展が重要であり、望ましいと考える。そうであつてこそ、小委員会は、一般住民と

接する機関として、問題の調査と政治の革新のフォーラムとして、また批判的な検査機関と

しての役割を演 じることができる。これはまた、双方の当事者にとって基礎自治体事業 とそ

の状況に関する意味のある対話を積極的に求め、それに一般住民を招き入れるさまざまな方

法にも当てはまる。この最後に述べた点については、地域のマスメディアが重要な機能を持

つている。

私たちは、議会開催の頻度を民主的に決定することの重要性を主張する人々との議論にお

いては、議会が期待に沿つたかたちでその中心的な政治的かつ民主的な役害Jを 果たしている

かどうかについての決定的な基準は、議会の開催数ではな く、議会の活動が全体的に果たし

たその内容である、と主張する。

議会の構成員の数についての規定に関する問題には、多 くの他の事例におけるように、国

の、そしてまた基礎自治体の民主的な発展を護 り、促進すべき国会の最終責任に対する地方

自治に関する問題がある。

現行の規模 自由のシステムを維持 してい くことに対する広 く行われている弁護は、主に、

二つの方向がある。その一つは、基礎自治体および県の議会は有権者の意見を反映するもの

であるということである。すなわち、有権者の政党選択と議会の構成はできるかぎリー致す

べきであるということである。もう一つは、構成員の数の下限は、大規模基礎 自治体が最低

数を選択 した場合には、事実上の少数派制限を意味することになるということである。私た

ちの考えによれば、これら二つの主張とも引き続き非常に重要であり、規定の修正はなされ

るべきではないということである。

私たちはまた、この制度は、一部の基礎 自治体および県において機能 している以上に柔軟

な適用を可能とすると指摘 しておこう。地方自治法第 5章第 1条第 2項の規定は、よく知ら

れているように、例示的に、その基礎 自治体の有権者住民が 12,000人 以下であるならば、

議会の構成員の数は、奇数の数で31人以上に定められなければならないと明記されている。

有権者住民が 12,000人 から 24,000人までの間の基礎自治体については、同様に 41人以上

となつている。もしある基礎自治体の有権者住民が12,000人 をわずかに下回つているならば、

もし計算の基礎が12,000人 をわずかでも上回るならば、議会に 10人の議員を増員する必要

があるということが急激な増大として受け止められることになろう。 しかしながら、そのよ

うなことは、以前に、最低数に設定されていたならばという単なる事例であつた。そのよう

な事例については、最低数 31人 の議員数の代わ りに、例えば 39人の議員で議会を構成する

ことを考えるだろう。私たちは、この規定のより柔軟な適用が、基礎自治体または県がその

ような場合において経験すると考えられる問題の大きな部分を取 り除 くことになると考え

る。

今日においては、その能力のある警察執行委員会または警察委員会の委員に対 して説明請

求または質問をするための条件が欠けている。今日、地域社会の安全に関する審議会によっ

て遂行されている活動は、この審議会の諮間の中で述べられていることから判断すると、警

察分野に対する基礎自治体の役割のかなり広範な拡大ということになろう。私たちは、警察

執行委員会、または警察委員会の活動に対する議会による監督の正式な拡大は、この地域社

会の安全に関する審議会がその活動を果たしおわるまで、延期されるべきであると考える。
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今日の法作用の枠のなかで、基礎自治体の警察分野との連携を改善する方法、すなわち、

警察執行委員会の活動を基礎自治体における政治活動と結びつけることを可能 とする方法

は、地方自治法第 5章第21条に示されている機会を利用することである。それによると、議

会は、議員以外の者も、審議には参加する権利があるが、決定には参加できないと決めるこ

とができる。

私たちは、基礎 自治体の利害に関わる警察の問題が一般住民に明らかに知らされるように、

警察職員である委員であろうと議員である委員であろうと、警察執行委員会の委員に出席を

求めて、こうした可能性が議会によって活用されるべきだと考える。

この分野についての法律の改正は、この地域社会の安全に関する審議会がその活動を果た

しおわるまで、待つべきである。

5。 4。 3  会計監査

私たちは、前記において、基礎自治体の会計監査の改革の必要性について取 り上げてきた。

この関連において基本的なことは、議員である監査委員は素人であるということである。彼

らは、主に基礎 自治体事業に関する知識に基づいてその職に選ばれる。会計監査のより専門

的な側面に関しては、議員である監査委員は、信頼できる専門家を取 り込むことができるベ

きである。

会計監査機能の改革については、私たちは、今日みられる需要の増大と、別のところで私

たちが提言 している適法性の検査の仕事の増大に関 して高度な能力を保証することに向け

られるべきであると考える。基礎 自治体の会計監査の純粋な専門化については、こうした観

点で考慮されることになろう。私たちは、上記に述べた事情で、この代案はよくないと考え

る。私たちは、その代わ りに、政党が、十分に配慮 しながら、議会活動の経験や基礎自治体

または県の事業に十分な知識をもつた候補者を快 く補充するよう勧告する。この一般的な資

格は、それまでの個人的な委員会活動の指導的な立場での経験に基づかれるべきである。私

たちはまた、財源不足が監査委員の基礎自治体事業をより体系的にそしてより深 く洞察する

ための制約とはならないように、会計監査の経済的財源に優先権が与えられるよう勧める。

地方自治法第 9章第 4条によれば、例えば、基礎 自治体または県に対する決算報告義務が

ある者は、会計検査義務の及ぶ事業の検査のための監査委員となり得ない。

スウェーデン基礎自治体連合は、法慣行が会計検査義務の概念の解釈を公営企業の役員会

のメンバーにも関わるように拡大 したことを指摘 している。そこで、会社の役員会の免責に

関する問題は、株式会社法の規定により、基礎自治体の議会で審議されるのではな く、株主

総会においてであるということが指摘されている。

基礎自治体連合は、「基礎自治体の議員または職員」による会計検査義務という概念に置

き換えるか、またはその概念が法律上の定義に示されるよう提言してきた。

私たちは、この問題については、基礎自治体の会計監査委員の位置づけおよびその活動状

態についての適切な調査を待つべきであると考える。

さらに、スウェーデン基礎自治体連合は、監査委員は、以前は法律により議会における発

言権をもつていたが、この発言権は、今では、議会規則に定められていると指摘している。

そこで、以前の状態への復帰という要望が表明されている。

監査委員の発言権に関する規定の地方自治法への再導入は、監査委員が議論に参加する権
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利 (即ち、単なる発言権)を もつているかどうかを議会が決定する必要なしに、監査委員に

関して地方自治法第 5章第 21条への追加により行うことができる。 しかしながら、法律の

改正を待つという上記の立場は、この問題にも当てはまる。

会計監査調査委員会は、答申「監査委員とEG」 (SOU 1998:69)の なかで、例えば、 E

Gにおける会計監査指針の第 2条に言及 しつつ、会社およびその他の企業の年次貸借対照表

等々についての法で決められた会計監査は、認められた人によってのみなされうると主張 し

ている。このことの基礎自治体および県にとっての意味は、素人の監査委員は基礎 自治体の

企業の会計監査に関することには適切でないということである。上記において 基礎 自治体

事業の検査人としての地方民主主義 という観点での議員である監査委員の重要な役割に関

して私たちが述べたことに関連 して、私たちは、この観点での会計監査調査委員会の提言を

きつば りと拒否する。

105





第 6章 新 しい事業形態

コミユーン及び県における新 しい事業形態へ向けての発展は、おそらくここしば

らくの問、強化されてい くことだろう。一定の分野については、そのシステムがよ

りよく機能するように発展させ られる必要がある。

私たちは、コミユーン及び県一選ばれた生産組織から独立 している―は、質の測

定を含む追跡調査及び評価のシステム改善と同じく、予算及び会計報告の制度の改

善を進めてい く必要があると考える。継続的に質を改善 してい くための手段が発展

させられ、洗練される必要がある。

私たちは、コミユーン及び県が購入単位組織及び発注単位組織を通 した購入を道

づけることが効果的であると考える。 しかし、購入能力及び計算の質は改善される

必要がある。

私たちは、コミユーン及び県に、そのコミユーンの株式会社の管理運営を明確に

記録するよう勧める。

私たちは、真の競争が実現されるならば、利用者の選択可能性は、選ばれた生産

者に対する財源の移譲が伴わなければならないと考える。

私たちは、すべての部門における代替的システムが、与えられた財政的な枠組の

なかで、 自由に設立することが刺激されるように築かれるべきであると考える。私

たちはまた、コミユーン及び県による新規事業の許可という形態の、設立に対する

障害ができるかぎり取 り除かれるべきであると考える。

私たちは、コミユーン及び県は、さまざまな事業分野におけるさまざまな生産者

に関 して、それらの目的、成果、質、及び価格を示す情報を定期的にとりまとめる

べきであると考える。

さらに、コミユーンのサービスが価格及び質に関して異なっているならば、コミ

ューンは、同時に、実際にサービスを必要としているすべての人々にとってそれが

利用 しやすいものとなるようにシステムが築かれるように注意 しなければならない

と私たちは考えている。

私たちは、秘密保護法第 6章第 2条が、購入に際して、他の入本L者 との競争にお

いて出される請負単位組織の入札を秘密 とすることができるように補われるよう提

案する。このことは、請負単位組織が購入当局の一部門であろうと、そのコミユー

ンまたは県の一当局であろうと適用される。

6。 1   諮問

諮問 (1992:12)は 、私たちが、発注一請負機能、並びに代替的な生産形態および管理運

営形態に分ける新 しい組織上のモデルの発達について記述 し、分析すべきことを述べている。

その関連で、私たちは、法作用、主に地方自治法がコミユーン及び県の住民の改革への要求

に対 してどのような状況にあるかにとくに注意を払い、分析により導き出されてくる方法に

ついて提言することとなっている。提言は、コミユーン事業に代替的な生産一運営形態の導

入を容易にするような方法にねらい定められることになる。

私たちはまた、会社化の促進の範囲と効果についても詳細に示すべきである。

6.2  基礎資料

基礎資料及び統計の基本的な根拠 としては、主に、1992年 春のすべてのコミユーン及び県

に対する私たち自身のアンケー ト調査、並びに審議会が Ds(諮問)ま たは SOU(政府公式
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調査報告)のかたちで以前公表させたその他の報告書が利用された。それにもかかわらず、

さまざまな新 しい管理運営モデルまたは生産方法を導入 したコミューンの数に関する情報

は、アンケー ト調査の回答がなされた後に改革が生 じたこともあり得るので、若干の慎重さ

を持つて解釈されるべきである。アンケー ト調査の根拠もまた、例えば、新聞「今日のコミ

ューン」や社会福祉庁、スウェーデンコミユーン連合、県連合など情報により補完された。
.

私たちが活動 していた期間に、新 しい運営形態に関する資料が沢山公表されてきた。私た

ちの報告書およびその他の資料には、さまざまな代替的な形態およびそれに関連する問題に

ついてのより詳細な記述がある。これらの資料は、私たちの答申書の根拠として活用されて

いる (別冊、「著作 0基礎資料 リス ト」参照)。

6.3  定義

コミユーン事業の改革の形態を取 り扱つた著作においては、変化に富んだ代替的な事業形

態や代替的な運営形態、代替的な生産形態の概念が活用されている。

答申書の中で、私たちは、コミユーンまたは県が責任をもつ事業の改革についての集約的

な概念として、新 しい事業形態という表現を利用することを選んだ。新 しい事業形態のなか

には、直営の事業 と外部の請負者によって営まれる事業の両方が含まれる。新 しい事業形態

は、生産と生産の管理運営の両方の新 しい形態を含んでいる。

新 しい生産または運営の形態という表現は、コミユーンまたは県が責任を負う事業に関わ

るものである。そしてそこでは、サービスの生産は、伝統的な行政モデル以外の形で、コミ

ューン直営でまたはその他の請負者/生産者により行われる。

新 しい生産形態の導入により、 しばしば新 しい生産の管理運営形態が伴つて くる。

新 しい管理運営形態という概念は、政治家たちが伝統的な補助金と法令による管理以外の

方法でサービスの生産を管理することを意味 している。これらは、例えば、購入、契約、権

限付与、内部契約、出来高払い、発注―請負制度の導入、またはその他の新 しい形態を通 し

て行われる。

政治家もまた、小切手システムという形態の顧客選択モデルを通 して、サービスの購入に

よりさまざまな代替単位組織の生産の規模 と分配を統制する市民に管理を委ねることがで

きる。

コミユーンサービスの料金設定もまた、結果を管理することができる。

民有化は、コミユーンまたは県が、事業の売却またはその他の方法で、事業の責任や運営、

財政処置を民間の相手に完全に移譲することを意味 している。

したがつて、私たちの考えでは、請負契約による購入は民有化とはみなされない。請負契

約によるものについては、コミユーンは、事業が一定の需要を満たすよう責任を保持 してい

る。このことは、小切手払い制というかたちにおける顧客選択モデルの事業の取扱いに際し

ても当てはまる。

コミユーンから完全に自立している単位組織が、コミユーンが整備する責任があり、かつ

その事業に対 して一定の公的補助が交付される事業 (例 えば、両親協同組合の保育所、ある

いは私立学校)を営んでいる場合も、私たちの考えでは、民有化を意味するというよりは、

む しろ請負契約で支出される事業に相当する。
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6.4  コミューンおよび県における改革

近年、国のコミユーンに対する統制は、補助金と規則による統制からより概括的な目標に

よる統制へといつそうのこと移行 してきた。同時に、政府は、そのために新 しい財源を提供

することなく、いよいよ多 くの使命をコミユーンに義務として課するようになってきた。新

地方自治法 (1991:900)は、コミユーンに委員会や行政をその必要にしたがって組織化 し、

決定権を委任する大きな可能性を与えている。1993年 1月 1日 から、コミユーンは、その地

域の需要に応 じて国庫補助金の大部分をより自由な方法で分配することができるようにな

つた。

1998年 には、新競争法 (1998:20)が 導入された。EES協 定が適用されるという前提の

もとで、公的購入に関する法律 (prOp。 1992/93:88)も 導入されている。これらの法律は、

コミユーンの購入をする方法に影響を与え、事業を競争にさらしている。

新競争法についての提案である政府提出法案 (prOp.1992/98:56)に おいて、政府は、「規

制緩和、公的部門における競争の拡大、民間市場における登場者の明瞭かつ確固としたルー

ル、並びに効果的な競争の管理が、政府の競争政策の重要な要素となる」と述べている。

この改正は、1993年 1月 1日 以降、社会サービス法 (1980:620)、 保健医療法 (1982:763)、

歯科医療法 (1985:125)、 およびコミユーンー次ケアに関する実験事業法 (1991:1136)に

おいて導入された。これらの改正の理由は、コミユーン事業における競争の要素を強化する

ためであり、また請負契約が、公権力行使を含むような使命は例外 として、これらの分野で

認められることを明確にするためであった (prOp.1992/93:43)。

規制緩和 (avregleringen)は 、公的な分野については行われてこなかつたが、政府は、

その他の独占的および寡占的傾向のある社会領域についての広範な規制緩和の計画を主導

してきた。

コミユーンにおいては、部分的には結果的に国がコミユーンに示 した新たな条件で、また

その地方の経済状況に基づいて、今も広範な改革活動が行われている。コミユーンおよび県

の職員は、この 2年間、初めて職員数を削減 した。

生産性の向上、非義務的事業の縮小または打ち切 り、不動産や資産の売却、および手数料

収入の増大は、いよいよ多 くのコミユーンにおいて、コミユーンの義務を明確にするために

必要であると判断されている方法である。手数料収入の増大は、予期されたコミユーンの原

価原則 と平等原則 との不一致の問題を現実化させた。

事業の請負契約による運営の改善を広めることによって、コミユーンおよび県は、効率性

の向上と市民の選択の機会の拡大を達成することになろう。

改革された組織および新 しい管理形態により、最も必要とされる分野への投資が優先順位

を付けられ、そして統制されて、より少ない経費でより大きな結果を得 られることになろう。

改革活動は早いテンポで行われ、一部の人々はあまりにも早いと考えた。別のところで行

われた同じような改革活動の経験を取 り入れる時間がなかったために問題が生 じた。その他

の問題が、以前は表面化 していなかったが、改革と関連 して認められるようになってきてい

る。さまざまな事業の文化が公私間の境界で交じりあつている。ルールがしばしば不明瞭と

な り、コミユニケーションの問題が生 じている。「分離することとなる」公職にある職員は、

多 くの場合に、誰が請負契約による事業をやつてい くことに関 して取決め、または相手がど

のような権限をもつているか分かつていない。入札の手続きは、「ソフト」の分野では相当
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に新 しく、またかなり未経験である。入札の経過がどの程度公開され、民主制と事業上の秘

密との間のバランスがどのようにとられるべきであろうか。問題は多々ある。

本章では、私たちは、新 しい管理 0生産形態の発達について述べ、それを押 し進める力に

ついて分析する。私たちは、さらに改革に伴う問題をそれぞれに分配するか述べ、最後に新

しい運営形態の出現を促進する方法についていくつかの提言をする。

6.4。 1 組織および管理形態の改革

組織

前記に詳述 したように、この 2年間におよそ70%のコミユーンで委員会編成および事業分

野についての改革が実施されてきた。もつとも平均的な組織上の改革は、委員会が統合され、

それによつてより広範な事業責任をもつことである。1989年 -1991年の議員任期から 1992

年 -1994年 の議員任期にかけて、約400のコミユーン委員会が再組織化を通 して廃止された。

解決されなかつた一つの問題は、コミユーンがある事業分野、例えば環境分野における使

命または職員に関してどのように協力することができるかということである。もしあるコミ

ューンが他のコミユーンに自己の職員を通 して環境問題を扱わさせるならば、地域化の原則

に横たわる境界の問題および公権力の行使がどのように処理されるかという問題の二つの

問題が生ずる。後者の問題は、今日では、おそらく担当の職員が両方のコミユーンで兼務す

ることによってのみ解決されうるであろう。これらの問題は、本当は、あらゆる点でコミユ

ーンの境界協力を生ずる

これらの問題は、現在、行政省において調査されている。

契約による統制

コミユーンおよび県では、伝統的な補助金と規則による統制もまた、よリビジネスライク

な発注組織と請負組織の関係、いわゆる契約による統制によって取つて代わられつつある。

コミユーンのサービスを利用する人々は顧客あるいは消費者と定義される。

発注者と請負者との間の契約は、結果単位組織および内部請負者については内部的なもの

であり、請負業者については外部的なものである。内部的な契約は、法的には契約とはいえ

ないが、財政上の統制あるいは業務分担の文書としてみなされうる。内部合意の当事者間の

論争は、裁判所では解決されえない。それがどのように解決されるべきかについては、通常

は、特別な仲裁条項により、契約書の中で規定されており、仲裁委員会またはコミユーン執

行委員会がその論争を解決することとしている。

顧客選択モデルにおいては、コミユーンと、コミユーンの小切手というかたちの代償に対

して一定の事業を請け負うことを認められて引き受けた生産者との間の契約が結ばれる。と

きには、発注者および生産者としての顧客間の個々の契約も結ばれる。契約には、 しばしば

新 しいかたちの財政上の統制、例えば、出来高払い (prestationsersattningar)と か小切

手払い制などを伴う。

発注一請負モデル

発注―請負機能に分けることにより、議員はますます純粋に市民/消費者を代表し、その

一方で、職員は生産に責任をもつことが期待される。発注一請負モデルは、第4章および第

109



5章でより詳細に述べ られている。

顧客選択モデル

近年、市民は、保育とか、学校教育、ホームヘルプサービス、医療センター、病院、歯科

医療の選択に関して、ますます大きな選択の機会をもつようになってきた。

若干のコミユーンにおいては、コミユーンの資金が選ばれた生産者、それがコミユーンで

あるか民間であるかにかかわらず、に個々に支払われる制度が導入されている。顧客選択モ

デルにおいては、顧客は、金銭または小切手ないしクーボン参のいずれかでそのサービスの

支払いをする。ある例では、金銭が直接にある生産者から別の生産者にわたる (例えば、ス

トックホルムにおける学校教育)。 別の例では、個人が保育や教育、医療、高齢者介護を購

入するための共通小切手を手にする。これら両方の例において、消費者は、生産者を自ら選

ぶ自由を手にする。一般的に、そのとき、コミユーンはコミユーンまたは県によって承認さ

れた生産者と何 らかのかたちの契約を締結 していた。

新聞「今日のコミユーン」 (nr。 1/1993)に よれば、 7つのコミユーン (ス トックホルム、

スーレンテューナ、ナッカ、ヴァックスホルム、ヘルシンボリ、ヴネルスボリ、ヴステロー

ス)が何らかのかたちの顧客選択モデルを導入していた。他方、さらに 21の コミユーンが

1998年にその導入を計画し、1994年には4つのコミユーンが導入を計画しているということ

である。

保育に顧客選択モデルを導入するためのヴアックスホルム・コミューンの主張は、それぞ

れの幼児のために何がよいか最もよく判断できるのはその両親であるということである。保

育の質は、両親が一層大きな影響力を手に入れるならば、強化されるはずである。したがつ

て、以前は政治家や上級公務員にあった発注一取引機能が両親に引き渡されることになる。

顧客選択モデルを導入するための第二の主張は、保育がより効果的になるであろうというこ

とである。第二の主張は、コミユーンは両親の保育の需要に応 じて彼らに代わつていくべき

であるということである。このことは、以前のように両親が選んだ保育の形態の経費に応じ

て補助されていたことに代わつて時間を代替する形態で行われるだろう。同様な主張が学校

教育やホームヘルプ・サービスに導入された顧客選択モデルについても述べられている。

行政管理庁は、審議会に対する報告書 (SOU 1993:47)に おいて学校教育や保育、高齢者

介護、一次ケアにおける選択の機会の結果を調査 してきた。その結果の主なものについては、

次の通りである。

この調査研究は、選択の機会制度の導入されたコミユーンおよび県においては、利用者

にさまざまな生産者間で選ぶ権利 と機会があることについて情報を提供 しはじめたこと

を示 している。もし競争が生 じるならば、選択の機会の次には資金の移転が伴つて くる。

消費者は、選択の機会は価値があると考えていお り、広範に利用 している。全体的にみ

て、さらにかな り利用されている。それにもかかわらず、これは、選択の機会が個々の

生産者を厳 しく競争させる一つの例であることを示 している。マルメにおいては、その

患者の 20%近 くを失つた医療センターがある一方で、 20%にのぼる新 しい患者を迎え

た医療センターもある。

消費者/利用者に対する代替サービスの品質に関する情報提供がほとんどまったくない。
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そうした情報提供は、質の競争を呼び起こすことにな り、顧客が選ぶことができるため

に望ましい。

選択の機会の制度を優先させたコミユーンは、 しば しば、消費者参加の新 しい形態をほ

とんど発展させてきていないか、あるいは、これまでのところ、事後検討および評価に

対 して要求される質あるいはその基準を具体化 してきていない。

生産者に対する代償制度は、新 しい制度 (顧客選択モデル)を容易にするかさまたげる

かどちらかである。新 しい制度を容易にする例として私立学校教育についての代償制度

がいわれ、他方、保育および高齢者介護における代償制度は、公的な財政処置に相当す

る法律がなく、新 しい制度の条件も非常に厳 しい。これらの分野においては、コミユー

ンは、事実上、新 しい制度に関して決定する独占的な権限をもつている。

人種差別を拡大するような傾向はいまだに何もない。しかしながら、そのような傾向は、

国際的な調査の中においては認められている。

手数料収入の度合いは、福祉の日標を脅かすことなしに高められるだろう。

選択の機会の拡大に関 してみられる心配事は、主に、それが一様でなく不公平なサービス

の分配やサービスの提供について質の相違をもたらしうるということである。大多数の考え

方は、住民は、常に、国のどこに住んでいようと、そして収入にかかわらず、良い教育や保

育、医療、その他の介護を同じように利用できるべきだということであつた。公的なサービ

スの生産者がその手数料やサービスの質をあまりに大きく異なつたものとすることを認め

られるならば、サービスの提供はAレベルとBレ ベルに分かれ、選択の機会は資力の弱いも

のの集団にとっては制約されることになつてしまう。行政管理庁の調査によれば、スウェー

デンにおけるそのような差別の増大への発展の証拠は見いだされなかつた。それに反 して、

そのような傾向が学校活動についての新たな調査における同様な国際的調査では認められ

ている (6。 6.7も 参照)。

請負契約モデルと公権カモデル

事業を運営するもう一つのかたちは、民間企業、あるいは組合、個人との請負契約に基づ

いて事業を展開することである。同一のコミユーン内において、コミユーンの直営事業、あ

るいは請負契約に基づ く事業、顧客モデルにより組織化された事業が並行的に行われている。

公権力の行使は、常に、そのコミユーン自体によって行われなければならず、請負契約に委

ねることはできない。

公権力の行使は、利益または権利、義務、懲戒罰則、その他の比較条件について定める権

限を含んでお り、この権限は、個人との関係で執行されるべきである (旧行政法の準備作業、

prop.1971 nr 30 s 331) 。

ナッカ・コミユーンにおいては、継続的に補助金により財政処置されるべき顧客選択モデ

ルなどにとって何が適切であるか見出すために、高齢者や障害者のためのさまざまな事業が

分析されてきた。行政は、公権力行使、生産、および内部サービスの単位組織に組織化され

てきた。公権力行使の単位組織は、生産責任はないが、支援の調査などを行う。これはまた、

請負契約の取引に際して発注者として機能する。顧客選択モデルが適用される場合には、消

費者による発注機能の代わ りに取 り扱われる。
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6.4.2 新 しい事業形態

1992年春のアンケー ト調査によれば、ほぼコミユーンの三分の二、そ して県のほとんどす

べてが代替的生産形態を導入することに関 して政治上の決定をしていた。コミユーンは、将

来、そのような新 しい形態が拡大 してい くだろうと判断してお り、その展開を駆 り立ててい

くのは、ほとんどの場合、政治的指導性である。

新 しい生産形態に関する議論が行われたのは、なによりもまず、よく整備された郊外のコ

ミユーンおよび大規模、中規模のコミユーンにおいてであつた。ス トックホルム・ レーンに

おいては、代替的生産形態がもつとも多かつた。それに続 くのが、イエーテボリ、ブーフー

ス、マルメフュース、イエム トランド、ヨーンショッピング、エルヴウスボリの各レーンで

あつた。

新 しい生産形態はまた、 しばしば新 しい生産過程の統制の形態を含んでいた。そのような

ものでは、事業は、行政職員の代表および外部の専門家からなり、政治的代表者をまつたく

含まない専門家執行委員会、いわゆる専門職による運営委員会によって指導されている。

専門家執行委員会は、コミユーンにおいてよりも、県においてより普及 している。そのよ

うな執行委員会をもつているのが、県がほぼ半分であるのと比較 して、コミユーンは十分の

一以下である。

スカラボリ・ レーンの県における消費者参加による専門家執行委員会に関する興味ある事

例については、第10章でより詳細に述べられている。

6。 4。 3 USAに おける新 しい請負契約者志向の行政

スウェーデンにおけるコミユーンのサービス事業の新 しい運営方法への発展は、他の諸国

でも認められるように独特なものではない。

著作「 Reinventing government」 (オズボーン&ガエブラー 1992)の 中で、著者たち

は、アメリカ社会において発展の途中にある。新 しい請負契約志向の公的行政に関する10の

留意すべき特徴について述べている。

この新 しい行政は、次のように特徴づけられる。

競争を奨励する。

官僚以外に、社会の中に、監督権を与えることにより、市民の権限を強化する。

事業に注ぎ込んだもの (イ ンプット)に よってではなく、成果 (ア ウトプット)をみ

ることによって事業の達成を測定する。

規則によってではな く、その日標 と任務によって運営される。

対象者klientを顧客kundと再定義 し、彼 らに選択可能性を提供する。

問題が生 じた後でサービスを提供するのではなく、そうした問題を予防しようと試みる。

補助金を使い果たす替わ りに、収入を得ることに勢力を注 ぐ。

決定権を分権化 し、共同責任による事務方式を適用する。

官僚制のメカニズムよりもむ しろ市場メカニズムを選ぶ。

コミユーンの問題を解決するために、公的部門、私的部門、ボランティア部門のあらゆ
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る部門を活性化する触媒として機能することなしには公的サービスを提供 しないよう努

める。

著者たちは、社会が今直面している問題を解決する可能性があり、またより少ない経費で

よりよい事業ができるようなタイプの公的な組織はごくわずかであると考えている。私たち

は、どの程度この経験がスウエーデンの部分にとって有効であるかは、アメリカの制度とス

ウェーデンの制度との一層の基本的な比較ぬきには判断しえないと考える。

6.5   直営の新 しい生産形態

6。 5。 1  結果単位組織

結果単位組織は、183の コミユーンとすべての県で導入されている。結果単位組織の意味

するところは、収入と経費の両方に関して、事業、職員、そして財政に責任を有する地域的

に限定された単位組織である。結果単位組織は、コミユーンの管理者の内部合意に基づいて

活動する。

結果単位組織は、補助金によって財政処置される (仮定結果単位組織)か、料金表により

その成果に基づいて支払われる (実質的結果単位組織)かである。これらは、多かれ少なか

れ、内外の競争にさらされることになる。

結果単位組織は、主に保育の分野でみ られ (122の コミユーン)、 それに続いて技術的な

事業分野においてみられる (H6の コミユーン)。 しかし、結果単位組織は、学校教育部門

(89の コミユーン)お よび高齢者介護部門 (73のコミユーン)、 余暇・文化事業部門 (62の

コミユーン)、 社会事業部門 (46の コミユーン)においても発生 している。

県においては、結果単位組織は、調理とか清掃 といつた内部サービス、また今では医療事

業においても発生 している。

法的にみて、結果単位組織は法的に自立 してはおらず、コミユーンの組織に含まれること

を指摘 してお くことは重要である。

6.5。 2 財政的統制

議員は、コミユーン事業を、一方では規則や契約により、また一方では財政的な統制方法

で、日標に対 して統制 している。以前は、計画事業のための生産単位組織に対する資金の分

配 (補助金による統制)は、達成された成果に対する代償によってある程度償われていた。

利用者に対する手数料の設定もまた、生産の範囲に統制的に作用 しうる。高い手数料は、

需要の減少を導 くことになり、その逆も成 り立つ。例えば、保育の手数料は、コミユーンの

間で大いに異なつているが、同一のコミユーン内においても、同時に異なる手数料が生 じて

いる。

ナッカ市においては、両親は、保育形態や保育時間の選択によってそれぞれ異なる額の保

育小切手を受け取る。両親が、保育所を選ぶか保育キーパーを選ぶか、短い保育時間を選ぶ

か長い保育時間を選ぶかにかかわらず、コミユーンは、常に同一の割合の費用を支払う。コ

ミユーンは、補助金を正当化する基準がどのようなものか、課税収入により補助される割合

はどうかを決定する。コミユーンが提供する以上の保育の質に係わる費用は、両親自身が支

払う。幼児一人についての小切手の額は、保育所の経費の 95%をカバーする。両親手数料
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は、小切手の額 (小切手料金)の 15%に のぼる。残 りの 5%は、両親の協力、両親手数料、

あるいはその他の収入によリカバーされる。個々の結果単位組織は、互いに価格 と質を競争

する。保育室 (barnstugorna)は、それぞれの家族と時間、保育の形態、料金に関 して契約

を結ぶ。

ヴァックスホルム市においては、これとよく似たモデルが適用されている。保育組織内の

それぞれの生産者は、自らその手数料を決め、両親 と個々に契約を結ぶことが認められてい

る。 しかしながら、ここでは、コミユーンから同額の補助金が保育の形態とかかわ りな く適

用されている。コミユーンは、一定の割合の時間経費 (34ク ローネ)を支払い、残 りは両

親が支払う。コミユーンは、時間に対する両親手数料の最低額 (生産者がコミユーンから受

け取る額の四分の一以上)を決めてはいるが、最高額については決めてはいない。結果単位

組織は価格と質を競争する。家庭保育室は、現場経費が安 く上がることから、安い両親手数

料を申し受けることができる。

ヌールテリエ市のリムブー地域においては、供給する費用が安 く上がるサービスを受け取

る場合には、保育組織に対 してより少な く支払わせることが検討されてていた。この考えは、

多 くの両親が単に一日の一部だけ保育所を利用するならば、職員と施設を節約できるという

ことに基づいている。パー トタイムで保育機関を利用する両親は、コミユーンに費用をかけ

ることが非常に少ないことから、それ相当の安い手数料となる。

サンドヴィーケン市においては、基本的な介護需要は、最大、一ヵ月に100ク ローネ、他

方、掃除は、一時間に 200ク ローネまでの異なる高齢者介護手数料となっている。

医療においては、県の半分が、ケア単位組織に対 して何 らかの形態の出来高払いをしてい

た。ダーラールナ地方の県は、原則的に、出来高に対 してすべてのケア単位組織を補填 して

いる。ス トックホルム県においては、主に外科の活動が出来高払いされている。すべての県

が何 らかのサービス事業を出来高払いしている。

手数料についての規定

社会サービス法 (1980:620)第 35条によれば、コミユーンは、コミユーンが、旅行サービ

スやホームヘルプサービス、その他一定の社会サービスと同様に、保育や学童保育の場所を

決定するという根拠により、合理的な額の手数料を徴収することができる。それにもかかわ

らず、手数料は、コミユーン自体の経費を超過 して してはならない。

パー トタイムの保育に対 しては、15時間/週くまたは 525時間/年を超過 した度合いで徴

収される (第35条第 2条 a ただし書き)。

学校教育法 (1985:1100)に よれば、義務教育および高等学校における教育は、生徒の手

数料は無料であるべきである。それに反 して、私立学校は、その費用が事業に対 して合理的

であるとその学校が考える特別な費用、例えば教師の特技についての合理的な手数料を徴収

することができる (学校教育法/1985:1100/の 改正に関する法律/1993:370/の 改正に関

する法律/1998:800/)。

懸念される事柄について

上記に示した例が明白にしているように、コミユーンの生産単位組織は、価格でな く、質

で競争できるようにその手数料を異にしている。その他の基本点もまた手数料を異にするた
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めに利用されている。生産者に対するコミユーンの代償もまたいろいろである。

公正競争庁(konkurrensverket)は 、報告書「保育所事業一費用と競争の条件 1993」 にお

いて、コミユーンの保育所と民間の保育所の手数料設定について調査 している。この調査に

より、運営経費は民間におけるよりもコミユーンの保育所の方が高 くなつているが、両親手

数料はそれぞれの形態間で顕著に異なつてはいないことが示されている。公正競争庁は、例

えば、両親手数料が異なることにより、それぞれの保育室間の競争が拡大することを勧めて

いる。

コミユーン構成員が異なる質の異なる種類のサービスに異なる価格を支払うということ

は地方自治法の平等の原則に反するということはまずない。この原則は、もし他に何 らかの

客観的な理由がないならば、コミユーンがその構成員を同じように取 り扱うべきだという意

味である (第 2章第 2条 )。 しかしながら、差別化は、その手数料が客観的な根拠 とみなさ

れる収入対応 (inkOmstrelaterad)力 Sな いならば、コミユーン構成員が同じサービスに異な

る価格を支払うということが明らかとなり、非常に疑間なものとなる。ヴアックスホルムの

手数料システムに関しては、ス トックホルムの行政裁判所は、これが平等の原則に反 してい

ないと判定 した (訴訟事件 nO.2737-1993)。

危惧すべきことは、差別化が資力の弱いグループの人達が質のよくないもつとも安価な代

替サービスで何 とかやつていくようにさせて しまうのではないかということである。しかし

ながら、これは、その構成において、さまざまな収入証明を付けることによってある程度あ

らかじめ避けることができる。このようなことは、上記に記 した制度すべてに見られる。

地方自治法は議会が課税を決定することを要求 していることから、コミユーンの保育所が

自らの手数料を設定する権利については疑間もある (第 3章第 9条 )。

政府提出法案 1992/93:43,22ページ、コミユーン事業における競争の強化 (bet.1992/9

3:SoU9,rskr。 1992/98:105)に よれば、コミユーンの保育において手数料と入所の割 り振

りは公権力の行使としてみなされるべき決定である。そのような使命は請負者に譲 り渡すこ

とはできない。 しかしながら、い くつかのコミユーンにおいては、このような使命が民間の

保育室に委ねられている。

私たちの考えでは、手数料の差別化を合法的にできるようにすることに関する問題につい

て決定 しうるためには、直営の保育と請負契約によるものや請負契約者以外の者によるもの

であるがコミユーンの補助金のあるものとを区別することが重要である。

直営事業については、議会が手数料を決定すべきである。直営事業については原価原則も

適用され、サービスを創 り出すために必要な費用を超える手数料を徴収することはできない。

事業の運営が請負契約でなされる場合、手数料設定および入所の割 り振 りは、公権力の行

使であ り、コミユーンに残されている。この場合においても、手数料を決めるのはコミユー

ンである。

コミユーンから完全に自立的な単位組織がコミユーンの補助金を得て保育を運営 してい

る場合、請負契約は存在せず、その自立的な単位組織は、自ら入所を振 り分け、手数料を設

定することができる。原価原則は、自立的な単位組織には適用されない。それにもかかわら

ず、コミユーンは、自立的な単位組織があまりに大きくコミユーンの手数料を超過すること

ができないようにコミユーン補助金の補助条件を定めることができる。保育分野における法

規定の拡大に関する政府提出法案 1993/94:11においても、コミユーンは、私立保育所はコ
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ミユーンの手数料 と理由な く意見を異にすることがないように手数料を設定すべきである、

と規定するよう提言している。

同様な議論が高齢者介護やコミユーンのその他の介護に関しても起こされよう。

結局、大幅な自由をもつた生産単位組織が原価原則を変更 し、利益を増大させる意図をも

つて理由なく大幅に価格を高 くするようになるかどうかは疑間である。保育に関しては、実

際に、保育の入所は、おおよそ完全に事業を手数料でまかなうことは事実上まずない くらい

の費用がかかる。高齢者介護に関しては、近年、急激に手数料が高められ、原価の水準の手

数料が出てきている。競争の拡大は、合理的な水準で価格を維持すると思われるが、他の市

場と同様に、競争がカルテルの結成や商品の制約等々による行動で決められる危険が常にあ

る。

コミユーンのサービスが、さらに、価格や質に関 して差別化されることが認められるなら

ば、同時に、コミユーンは、制度が、そのサービスを必要としているすべての人々にとって

それが利用できるものであるように組み立てられるように注意 しなければならない。これが、

新 しい価格設定システムがどのような結果かになるか事後検討 し評価するための国とコ ミ

ューンの双方にとっての大きな理由である。

事後検討と指導原理の必要性

選択の機会の帰結に関する行政管理庁の調査 (SOU 1998:47)は 、生産者がどのように代

償を受けるべきかについての指導原理の必要性があることを指摘 している。スウェーデン・

コミユーン連合は、学校教育についてそのような根拠を細部にわたって検討 してつ くりあげ

てきた (コ ミユーン連合 1992)。 同様な指導原理の必要性が保育と高齢者介護についても

ある。

スウェーデン 0コ ミユーン連合はまた、保育における異なる手数料収入のモデルを紹介 し

(コ ミユーン連合 1991年 )、 その一年後、高齢者介護の新 しいモデルについて詳細に説明

している。これらのモデルは、現在よりも高範囲に手数料が費用と関係づけられてた内容の

ものである。これは、利用者に、利用者が十分に高 く評価 しない一部のサービスを選択 して

取 り除 くきつかけを与える。同時に、手数料は、低所得の家族および個人がサービスを利用

することができるという目標を確保するために必要な収入対応 とされている。高齢者介護の

手数料モデルにおいてもまた、ある個人が大きな需要をもつている場合に、手数料が費用と

同時に増大 しないように需要の規模に対する配慮が払われている。

行政省の作業グループは、1993年 の春に答申書「コミユーン事業における手数料」 (Ds l

998:16)を 提出した。その中で、修正された原価原則が地方自治法に記されるよう提言され

ている。コミューンおよび県が供給 したサービスの手数料を徴収することができるように、

地方自治法の新 しい条文が考え出され、提言されている。コミユーンが供給する責任のある

事業については、そのような権利が法の特別な規定に明らかである場合にのみ徴収されうる。

サービスの手数料は、手数料総額がサービスを生産するために必要な費用を超えないように

決められるよう提言されている。必要な費用についての答申書の根拠には、当然に事業に関

連 したすべての可変費用と固定費用が含まれている。

手数料は、手数料の設定が効率的な財源利用を促進するように決定さるだろう。手数料は、

それが時間を超えて平準化されるという前提で余剰および損失を示 し得る。発生した余剰は、
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その手数料が徴収された以外の別の事業で利用されることはできない。

手数料の作業グループは、主に技術的な事業を取 り扱つた。この作業グループは、公共上

下水道施設に関する法律の改正を提言するためにその作業を進めた。

政府提出追加法案 (kompletterings)(prop。 1992/93:150)においては、財務省内の作業

グループがコミユーンサービスの手数料収入がどのように増大させ られるかに関する問題

を調査すべきであると述べられている。

私たちは、新 しい手数料形態についての実験は、手数料収入の割合いを増大させることに

成功するか、また同時に、受け入れがたい分配の結果を生 じることになるかについて知るた

めに、継続的に追跡調査されるべきであると考える。

6。 5。 3 内部請負

内部請負とは、ある単位組織がその事業をコミユーン/県の中の別の単位組織に売る場合

のことである。これは、ほとんどの県で生 じている。私たちのアンケー ト調査によれば、内

部請負は、62の コミユーンと11の 県でみられる。

県連合の刊行物「県と改革」一例えば、1991年版―においては、内部請負に関する例が示

されている。刊行物「補助金から契約へ」一県連合 1992年 一においては、県における発注

管理と出来高払いの発展が取 り扱われている。

最近の刊行物によれば、県の財政管理は、今日、非常に迅速に発展 してきており、他の社

会の部門と比較 して、県が抜きんでているということである。市場的な管理形態は、1980年

代にサービス事業で導入され始め、今日では、介護そのものにも拡げられている。そこで、

発注機能が導入されることにより、つづいて組織改革が起こる。こうした展開は、おもに県

の組織自体の中で生じている。その目的は、費用の上限を設定 し、高生産性をもたらすとと

もに、政治家が住民をよりよく代表することができるようにな り、顧客の選択の自由の拡大

をもたらすことである。発注機能および出来高払いは、他県の請負者および当該県自体の介

護単位組織と競合する民間の介護提供者にとって助けとなる。

発注管理についてい くつかの県で議論されている問題は、選択の自由と生産性との間での

日標の不一致があるということである。もし顧客が、発注者が契約を結んだかあるいは権限

を付与 した以外の他の介護提供者を選んだならば、その結果としては、その介護は費用が高

いものとなるであろう。

そのような困難を克服する第一の方法は、その刊行物によれば、介護の部門内において、

成果を尺度とした責任ではなく、特定の住民の介護についての責任といつた責任の尺度につ

いての内部合意を築 くことである。第二の方法は、選択の自由を初期介護のみへの適用に制

限することである。

その第二の方法は、顧客手数料により発注者が価格と質によって、選んだ請負者を顧客が

統制することである。県もまた、介護単位組織を廃止することにより、また民間の介護提供

者について、なんらかの形態の承認を必要とするとすることにより、提供を制限することが

できる。すべてのこれらの方法については、総費用は制限されるが、一定の選択の自由が保

持される。

6.5.4 外部競争
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50の コミユーンと県の半数においては、結果単位組織が外部競争にさらされている。結果

単位組織を外部競争にさらすのは、主に、保守支配のコミユーンである。競争にさらされた

結果単位組織は、とりわけ、ス トックホルム 0レーンにおいてみられる。

大多数のコミユーンおよび県は、競争が欠けていると不満をこぼしている。その生産性を

高めるべ く自己の行政執行を激励することができる市場の教訓 といつたものはいまだにな

い。

ス トックホルム 0レーンにおいては、こうした問題を解決するために競争計画が設立され

た。その日標は、1994年の終わ りまでに、外部の請負者との競争を創 りだす入札またはその

他の方法が県の事業の少な くとも 20%に達するようにさせることである。情報提供や教育、

その他を通 して、多 くの請負業者の出現が刺激されることだろう。そして明白な条件 と魅力

的な移行形態を通 して、県の職員が直営企業を強化する希望を与えられるべきである。

公正競争庁の報告書「保育所事業一費用と競争の条件」 (1993)に おいては、コミユーン

は、たとえば、それぞれの保育室に振 り分けられた保育所事業のための現在の費用をはつき

りと示すような競争の自由化についての長期的計画を詳細に説明すべきである、と提言され

ている。このことは、潜在的な主役が市場に乗 り出すための条件が強化されることになると

思われる。

コミユーンと県の競争の増大はまた、事業の事務処理と関連 して、公開性 と秘密保護に関

する問題を顕在化させてきた。

コミユーンの請負単位組織は、民間の入札者とは違つて、これらの入札はそれが発注者に

受理された場合に公となるので、競争が不平等う条件で行われると主張 している。競争者の

日から事業や運営の状況が保護されるよう当局の側からとくに強調されている。秘密保護法

第 6章第 1条、第 2条の事業および事務処理に関する規定は、競争にさらされているコミユ

ーンおよび県の事業に適用されることができるべきであると考えられる。

主張された反論は、現在の事業費用は、実際の競争が費用を圧縮 し効果を増大させること

ができるように公開されるべきであるというものである。

もう一つの生 じた問題は、同じ条件で請負業者と競争することになる当局の一部門 (請負

単位組織等)が当局の発注部門が競争者とした者の事業の状況を目の届 くところに置 くべき

かどうかである。直営の部門はその入本Lをすることを最終日まで待つことを期待でき、その

間に受理された入本Lの 内容を盗み見ることができると言われてきた。

6。 5。 5 直営の新 しい生産形態の分析

報告書「コミユーン事業における代替的生産形態」 (Ds 1993:27)に よれば、直営の新

しい生産形態の導入は、単位組織が責任をとり、その生産性を高め、そしてコス ト意識を改

善するより大きな機会与えられることにつながつている。新 しい生産形態はまた、計算およ

び財務管理の方法の改善をもたらすことにもなろう。このことは創造性と新 しい考え方を刺

激する。

いくつかの報告書は、コス ト意識が高まり、新 しい結果単位組織が素早 く輪郭を描き市場

に参加することを示している。このことは、とくに、財政処置が顧客次第である顧客選択モ

デルにおいて明瞭となつている。また、少な くともはじめは、伝統的な補助金による事業と

比較 して結果単位組織において生産性が高まつていることも明白である。
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新 しい生産形態にも欠点がある。現実の出来高払いによる結果単位組織は、その収入とそ

の規模を拡大させるよう刺激される。一つの危険は、そのような結果単位組織は、ほとんど

もつばらそれ自身の生産部門のみをみて、全体をみな くなるということである。事業の規模

の拡大を刺激することは、コミユーンの全体的な事業計画と必ずしも一致するというわけで

はないし、縮小されるべき事業においては適切ではないだろう。また、費用の追求と短期的

な効果が質の重視 と長期的な投資よりも称賛される危険もある。

新 しい生産形態が競争の強化に導 くかは必ずしも自明のことではない。たとえ結果単位組

織が自らサービスを購入する権限を持つているとしても、多分、直営ですべてを運営するこ

とが選択されるだろう。

結果単位組織が長期的に良好な財政的結果を示すためには、当初の利益以外に、潜在的な

生産性、明瞭なルール、そして結果単位組織のなかで働 く人達にとって明瞭な「人参」があ

ることがあらかじめ予見されることである。例えば、利益は、直接、単位組織に戻されるベ

きで、絶えず費用を念頭に置 くよう刺激するならば、中央に取られて しまうことはない。

公営企業または請負契約としての外部管理の事業と比較 して、直営の結果単位組織にはい

くつかの長所がある。結果単位組織は、統制と調整が容易である。節約に関する政治的決定、

事業の境界を超えた優先順位、政策目標 レベルの変化、あるいは職員政策は、直営の組織に

おける方が、条件を変える時間がたつぶ りとあり、外部の組織におけるよりも実行が容易で

ある。

これらの報告書によれば、コミユーンの負担する費用もまた、伝統的な事業や単なる予算

責任をもつにすぎない結果単位組織における事業、および請負契約と比較 して、費用と収入

の両方に責任のある結果単位組織への分権化の場合にほとんどが減少 している。単なる予算

責任をもつにすぎない結果単位組織にとっては、その動向は、伝統的な事業の場合と大体同

じである。

要約すれば、これらの報告書は、実際の結果単位組織は、公営企業や請負事業者のような

外部運営形態に対 してと同様に、単なる予算責任をもつにすぎない結果単位組織または伝統

的な運営形態よりも、いくつかの長所をもつていることを示唆 している。

そこで、私たちは、 6.5。 4に記述されている外部競争に伴う事務および購入についての

秘密保護に関する問題に関 して問題分析をしてきた。資料 3「コミユーン、県、請負事業

者間の競争の強化―公開性 と秘密保護の問題についての分析一」においては、コミユーンの

請負単位組織が競争にさらされる場合の、いわゆる事業の秘密保護 と事務処理の秘密保護

(秘密保護法第 6章第 1条および第 2条)の適用について分析されている。

私たちは、概ねこの調査研究において提起された見解を共有 し、次のように述べることが

できる。問題は、コミユーンおよび県の事業の競争にさらされた部門が、秘密保護法第 6章

第 1条の秘密保護に含まれるような事業および運営状況とみなすべきであるかどうかとい

うことである。

意図されている競争状態は、直営の代替として民間の活動を購入することである。当局の

直営による事業は、確かに、もし他の入札者がより効果的に運営できるか、あるいはより低

い経費で同じ効果の運営ができるならば、競争にさらされるようになり、事業の廃止や縮小

に脅かされることになる。

しかしながら、当局の事務および運営の状況に関する情報公開が当局の負担で誰にでも都
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合が良いように、損害の要件は構成されている。損害は、当該当局の運営 している事業のど

のような活動が引き渡されたかということから判断されるべきである。言い換えれば、ある

当局の事務および運営の状況は競合する当局の監視に対 しても守られている。もし、当局の

直営事業の状況への監視が、別の請負業者が財政的により有利な入札を行うことができるよ

うにするならば、当局の負担でなされたと主張されることはほとんどないだろう。その結果

は、当局にとって利益となるだろう。そして、それが当然にその直営事業を競争の形態にさ

らすことの日標である。

このように、当局の事務および運営の状況を保護する規定 (第 1条)は、明らかに、ここ

で意味 したもの、すなわちある当局が生産物またはサービスを市場で売 りさば くことに関し

て他の生産者 と競争する場合とは全 く別の競争状態から出ている。

このことは、草案や慣例法ではつきりと述べられている。つまり、事務および運営の状況

にかかわるものは、主に、財産やサービスその他の取得、譲渡、利用の承認または活用であ

り、例えば、電気、ガス、水道、熱供給等々である。事業の基本方針、市場調査、市場計画、

価格決定の計算等々もまた、例として言及されている。

同種類の競争状態にある事業経営は、例えば、他の輸送路と競争におかれている公有の港

のように、誰かが当局の事業活動に対する代替を提供する事業活動を運営する場合がそうで

ある。

関連 して、発注委員会 と請負委員会とが、秘密保護の観点で、二つの別個の当局をかたち

づ くつていることが指摘されるべきである。草案によれば、第 1条は、そのような状況にお

いては決 して適用されないと思われる。第 6章第 1条の創設に際して、コミユーン事業がコ

ミユーン自身が民間の代替者と取引をするという方法を通 して競争にさらされる場合に生

ずる競争状態を想定されていなかつたと思われる。その結果として、そのような事業がこの

規定の秘密保護に含まれるかどうかが問題 とされうる。

もしそのような保護を与える秘密保護規定の導入が望ましいのであるならば、それが開か

れた統制にと|っ てどのような結果となるか考えなければならない。私たちは、競争にさらさ

れた事業に関する明細報告書の大部分をおそ らく秘密に含まれるべきものとして しまうこ

とになり、事務の秘密保護の適用範囲を著 しく拡大することを意味するであろうから、何 ら

そのような提言をしようとは考えない。

購入についての秘密に関する問題については、私たちは、次のように判断した。秘密保護

法第 6章第 2条および従前のそれに相当する規定、1937年秘密保護法第34条の理由の分析に

より、私たちは、当該当局のあるいは他の当局の職員によって行われた活動についての秘密

保護の例外は、他の入本L者 との競争において出される請負単位組織の「入本L」 を守 られるベ

き秘密とすることを手続き的に妨げてはならないということである。

しかしながら、例外規定の設置に関しては、その法律本文自体にはそのような解釈の余地

がごくわずかながらある。 したがつて、入札をしたのが民間の生産者であろうと内部請負単

位組織であろうと、その入札が秘密保護の観点から等 しく取 り扱われるならば、規定の改正

が必要であると思われる。

私たちが強調 したように、私たちは、秘密保護法第 6章第 1条の適用の拡大により、当局

の事務および運営の状況に対する開かれた統制を制限するつもりはない。しかしながら、私

たちは、問題 となっている形態の競争にさらされるコミユーンの請負単位組織が他の入札者
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に適用されるのと同じ条件でその入本Lを することができるのか懸念 している。 したがつて、

請負単位組織についての情報の秘密保護は、購入に関してのみ適用されるべきであ り、入本L

の取扱におけるのと同等の情報に及ぶべきである。請負単位組織の申し出が第 6章第 2条の

第 3項によれば、購入に関する案件の入札と同じ位置におかれていることが必然的な限界と

なつている。このことは、請負単位組織が当局の一部であろうと同じコミユーンまたは県の

一当局であろうと適用される。秘密保護は絶対であり、すべての公にされた入札、締結され

た契約、またあるいは完遂された案件に対 しても適用される。もし、すべての入本Lが拒絶さ

れて当局が請負単位組織の入本Lを採用すると決定することによりこの案件が遂行されるな

らば、秘密保護は停止される。もしそれによって秘密保護が適用されるべきであるならば、

第一センテンスの直接的な損害要件の適用によって決定される。

それ故、私たちは、第 6章第 2条第 1項が、一方で、このような例外は、他者との競争で

購入されるサービスには関係ないとする第2項により明白に補完され、また一方で、購入当

局 としてのコミユーンまたは県に属する当局からの同等の内容の申し出、または同一当局の

一部門からの申し出が、購入に関する案件についての入本Lと等 しく位置づけられることを意

味する規定によって補完されるよう提言する。

6.6  外部の運営による新 しい生産形態

多 くのコミユーンは、その事業を公的財政処置による外部の運営に委ねている。生産は、

民間企業、職員または利用者協同組合、組合、または公営企業といつたさまざまな種類の請

負事業者によって行われている。

6。 6.1 公営企業

1992年 1月 1日現在、1,034の コミユーン所有の株式会社があ り、事務処理高は 850億 ク

ローネ、職員数は 46,700人 となつている。これらの会社の 1990年の資産総額は、おおよそ

2,400億クローネに相当し、コミユーンの資産総額よりもい くらか多い。

131の コミユーンおよび 14の県においては、1992年の春にその事業をコミユーンが全所有

または部分所有する会社に移管する計画があつた (会社化 )。

行政管理庁は、審議会に対する報告書の中で、会社形態のコミユーンの事業と直営事業と

比較 している。報告書「行政における事業 とコミユーン株式会社における事業一比較調査」

(SOU 1998:48)に おいては、会社形態における事業が、主に技術的な分野 (廃棄物、不動

産管理、電力供給、および産業経済活動)について直営事業 と比較されている。

この調査は、コミユーン行政またはコミユーン株式会社といつた組織形態は、事業が効果

的に運営されているかどうかを決めるものではないということを示 している。行政の形態の

結果単位組織または均衡単位組織は、原則的に、会社形態におけるのと同一の条件を認めて

いる。組織改革はまた、それ自体の費用にも影響を及ぼす。それぞれの事業の特別な条件や

コミユーン全体の有用性が組織についての考察の基本にあるべきである。

その事業を会社形態に再組織化することを考慮 しているコミユーンは、再組織化に先立っ

て数量的な効率性の尺度を定め、測定 し、その後は、規則 に則つてそれらを事後検討をすべ

きであるとされている。

情報公開法 (insynsreglerna)一 コミユーン事業の公開に関する法律一 は、現在の事業
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の効率性を妨げるものとして述べられてはいない。 しかしながら、事業がよリー層競争にさ

らされるならば、それは障害とな りうる。この報告書によれば、公開性の原則 と同様に、平

等と原価に関する地方自治法上の原則は、現在の組織形態が維持されることになれば、電力

供給分野に関 して再検討される必要があるだろうとしている。

この報告書においては、コミユーンによる会社の統制を改善するために、政治家がコミユ

ーン株式会社の規約や方針を監視するよう提言されている。もう一つの提言は、コミユーン

行政 と同様に、公営企業は、法令に則つた事業監査の対象となるべきであると言うことであ

る。

6.6.2 請負契約

請負契約とは、一般的には、代価の支払に対 して、競争で、多 くの場合は業務を、ときに

は購入を行う文書による義務をいう。コミユーンの分野における請負契約は、競争審議会に

よれば、コミユーンおよび県は、次の点で特徴づけられる (SOU 1991:104)。

事業に関して完全に責任を持つ。

事業の量的、質的目標を設定する。

成果に優先順位をつけ、誰がどのサービスをどの範囲まで享受すべきかを決める。

その事業が手数料を伴うならば、コミユーンサービスの手数料を設定する。

法律またはコミユーンの購入に関わる規定により購入する。

事業を事後検討 し、監督する。

「公正競争庁」 (コ ミユーンサービス請負契約に関する報告書、1992:4)に よれば、1990

年のコミユーンの総費用の6%が請負契約に支払われている (建築および施設に関する請負

契約を除く)。 10%を超える請負契約の割合を示していたのは、ごく僅かのコミユーンにす

ぎなかつた。それらのうち、とくにオーレ 0コ ミユーンは、30%を超える請負契約の割合を

示していた。

1992年春の審議会のアンケー ト調査によれば、請負契約は、依然として、コミユーンにお

ける技術的な事業においてきわめて一般的であつた (169コ ミユーン)が、他の事業におい

ても、さらに一層検討され始めている。71の コミユーンが保育および高齢者介護、並びに社

会事業において事業を請負契約に出しており、46のコミユーンが余暇活動および観光事業を

請負契約に出していた。請負契約者は、まずもつて民間の企業であるが、組合や協同組合が

ますます出現してきている。

スウェーデンの保育のおよそ7%(幼児30,000人 )は、1998年に、民間の保育所および学

童保育所で行われている。若干のコミユーンにおいては、かなり高い割合にある。例えば、

マルメ 0コ ミユーン 13%、 ヘルシンボリ 16%,スーレンチューナ 25%となっている。

全国の1,507の民間の保育所および学童保育所のうち、 3分の2(977)は、両親協同組合

である。およそ一万人の幼児、全保育児の 5%が両親協同組合の保育所にいる。1991年には、

職員協同組合が保育所を設置することができるようになつた。すでに、その最初の年に、そ

のような保育所が13発足している。1992年には、手数料がコミユーンの保育に適用される額

を理由なく超過 していなければ、公的な財政処置による民間の保育所を開設することができ
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るようになった。1992年 の初めの半年に、19の保育会社が設立された。

民間のサービス・ハウスに高齢者の内の約5,000人 (高齢者人口の 8%)が滞在 している。

社会福祉庁によれば、コミユーンのうちの38%に高齢者および障害者介護についての民間の

代替サービスがある。それにもかかわらず、この民間の割合は、経済学の見地からは、総費

用の僅かおよそ 1%にすぎない (高 くてもせいぜいおよそ2-3%)。 それにもかかわらず、

個々のコミユーンにおいては、高い割合 となつている。ナッカ・コミユーンでは民間による

高齢者介護は17%であり、ヘルシンボリでは25%と なつている。

民間の薬中毒ケア (missbrukarvarden)は 急速に増大してきた。1982年には民間のケアハ

ウスに48床あつた。1990年 には629床 に増大 している。

学校教育の分野についても、政府提出法案1992/93:230「 学校教育における選択の自由」

の中で、高等学校教育レベルにおける請負契約の機会の拡大が提言されている。コミユーン

および県は、コミユーンおよび県の高等学校教育における美術、経済、技術、職業といつた

教科の教育の運営に関して、個々の私人および法人と契約を結ぶことができるとされている。

請負契約の長所と短所

競争審議会は、中間答申「コミユーン部門における競争」 (SOU 1991:104)に おいて、公

的なサービス生産についての一連の諸外国とスウエーデンの費用比較調査が、費用の節減と

効率性の獲得が可能となるのは、誰が生産するかよりも、むしろ競争の存在であることを示

していると結論づけている。審議会は、社会福祉庁やスウェーデン・コミユーン連合、SP
K、 調査研究所 (Utredarhuset)等 々からの多数の報告書によって、い くつかのコミユーン

事業における請負契約と代替的な運営形態の効率性について調査 した。結論は、技術的な事

業における入札による購入は明らかに費用の低減をもたらしたが、「ソフト部門の事業」に

ついては、何 ら大きな社会経済的節約は指摘されえないということになつた。しかしながら、

代替的な保育が選択の自由を増大すると判断され、民間の介護が新 しい考え方の手法の発展

を刺激する。

先に言及 した公正競争庁の報告書「保育事業と競争の条件」においては、民間の保育所と

コミユーンの保育所との間の費用の明確な差異が示されている。幼児一人当たりの運営費用

は、代替的な保育所においては低 くなつていた。公正競争庁の計算方法に問題があると留意

されるべきである。

伝統的な事業や結果単位組織における事業 と請負契約による解決 とを比較 したある報告

書 (フ ヨールステル等 1993)に よれば、請負契約による解決は、平均的にコミユーンに効

率性の獲得および費用の節約をもたしたとされる。自ら費用責任を負う結果単位組織につい

てもまた、費用の縮減がみられた。 〔報告書の〕筆者は、費用の差異は、時間の経過ととも

に減ずる傾向があると指摘 している。大多数の請負事業者は、最初は低い費用であるが、次

第にコミユーンに対する要求が高 くなる。

この筆者は、大多数のコミユーンの請負契約による解決および分権化は、以前の経験がこ

の分野でうまく利用されなかつたという理由で、費用的に失敗 したとしている。

オーレ市の調査「オーレ・モデル ー取 り込むべきかあるいは外部に出すべきか」 (セ ル

ス トローム、ブーマン 1993)においては、同様な結論が引き出されている。筆者らによれ

ば、オーレにとっての費用は、請負事業者と長期 (7年)の契約が締結され、指標によって
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自動的に価格が調整されるので、結局のところ、他の比較 しうるコミユーンと比べて高 くな

つているとされている。コミユーンは、購入をし、購入された業務を測定 し、発注 したもの

が入手されるよう管理することに関して、拙劣な発注能力と不十分な現実基盤 しかないと思

われている。サービスが変わらないか悪化 したかどうか評価することは困難である。

報告書「コミユーン事業における代替的生産形態について」 (Ds 1998:27)においては、

請負契約により、公的独占が民間の同様なもので置き換えられる危険があると指摘されてい

る。このことは、主に、購入の市場が限られている場合に問題 となる。

直営の生産者と請負事業者との間で条件が異なることもあるだろう。請負事業者は、 しば

しば、その申し出に関 して、すべての費用を考慮に入れるよう強制される。そしてその一方

で、内部の生産者は、多分、一切の総費用を出しはしない。その一方で、公営の生産者は、

その入札が公けとなることについて、競争者がより低い水準に変えて しまうと苦情を申し立

てている。発注者が十分な能力をもつていないならば、請負事業者が事務処理を支配する危

険がある。もし生産がい くつかの異なる生産者によってなされるならば、分裂傾向の恐れや

完全性を保つことの難 しさがある。政治家が生産から切 り離されることにも危険がある。

この代替的な生産形態に関する上記の報告書の結論は、請負契約の事後検討と評価の方法

を発展させる必要があるということである。質を判断するさまざまなものさしもまた、継続

的な事業の質改善の手段 と同様に発展させ られる必要がある。選択の自由と競争の結果につ

いては、分析される必要がある。購入についての能力は強化されなければならない。おそら

く、何 らかの形態のソフト分野のための一般的な規定もまた必要とされるだろう。

これと関連 して、社会福祉庁は、現在、高齢者および障害者事業における民間のサービス

の購入について一般的な助言を行なうため作業をしている。そしてその際には、公権力の行

使の概念も分析されるべきである。

6.6.3 民間企業

顧客モデルにおいては、コミユーンと民間企業 との間の契約は、範囲が非常に限られてい

る。コミユーンは、財政資源により顧客を補助するについては、量的に、とりわけ質的に一

定の要求がなされること以外には事業に責任を負わない。顧客の選択が最終的に量を決定す

る。コミユーンは、財政上の貢献を優先させ、誰がどの程度サービスの分配をうけるべきか

を決定する (援助の判断が公権力行使を形成する。)。 コミユーンはサービスの手数料を確

定 しないが、どれだけの割合の費用が小切手、金銭またはクーボンによって補助されるべき

かを定める。

保育における民間の代替サービスは、もしコミユーンと契約 していないならば、請負事業

者とみなすことは少な く、むしろ、部分的に公的資金により保育事業を運営する自立的な民

間企業 とみなすことの方が多い。それらが自立的な企業とみなされるならば、それらはまた、

自ら定数を振 り分け、両親手数料を設定する権利を有 している。しかしながら、コミユーン

は、その補助に関して一定の規定を定めることができる。

保育の分野における法規制の拡大に関する政府提出法案 (prOp.1993/94:11)に おいては、

民間によって組織された保育がコミユーンのそれと同等にみなされている。コミユーンは、

民間の組織 した事業の定数を指示することにより、保育の定数を提供する義務を十分に果た

すことができる。民間の保育所、学童保育所あるいは学童保育は、コミユーンのそれに相当
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する事業における児童一人当たりの費用から理由な く異なることのない児童一人当た りの

額 というかたちで、申請にしたがって事業資金が配分されるべきである。コミユーンは、補

助の条件として、民間事業における手数料は、コミユーンがそれに相当する事業から徴収す

る手数料を理由なく超過 してはならないと定めることができ、また事業の運営者は、コミユ

ーンの指示によって、定数に応 じて児童を受け入れることと定めることができる。

6。 6。 4 組合/非営利による事業

審議会の請負契約に関するアンケー ト調査においては、コミユーンのうちの約 20%が組

合を請負事業者として利用 しているとしている。組合が利用されているのは、とりわけ余暇

活動および一定程度の保育においてである。そうした組合の請負契約は、大規模市および平

均的なコミユーン (人口 45,000人 以下、人口桐密な地域の割合 65-70%)においてもつと

もよくみられる。スポーツ施設の運営がスポーツ組合に移管されるのが一般的である。

報告書「改革の時代における児童の状況」 (社会福祉庁 1998:2)に よれば、余暇活動の

ためのコミユーンの費用の60-70%がコミユーン所有の余暇施設にかかわっている。10-1

5%が組合活動を支援 してお り、そして同じ程度がコミユーンの運営する児童館 (fritidsga

rdar)を はじめとする事業にいっている。児童館への補助金は減つてきてお り、1992年から

1993年 にかけて12%減少 している。これは、組合運営による児童館が増大 したということ

である。

スポーツ施設の組合運営という実験は、近年においては比較的一般的であるが、種々雑多

な経験を示している。報告書によれば、肯定的な効果が達成された事例においても、財政的

な節減は比較的小さかつた。

公的に財政処置された社会サービス以外に、いわゆる非営利部門において非営利的に運営

される社会サービスがある。近年においては、これらのボランティア (frivil Hga)部門は、

公的サービスを補完するものとしてますます注目されている。

1992年秋、赤十字によって組織されたス トックホルムにおける非営利部門に関する会議に

際 して、さまざまな非営利事業が詳 しく紹介された。スウェーデンでは、赤十字だけで、一

年間に約792,000時 間の無報酬の援助をおよそ6,000人 のボランティア (fr市 il Hga persone

r)が一人暮らしの高齢者を訪問し、援助 している。ノアの方舟は、HIV感 染者を援助 し

ている。女性センターにおいては多数のボランティアが虐待された女性のために働いている。

同様に、BRIS(児 童の社会的権利全国連合)では児童青少年のための電話当番をしてい

る。伝道所や救世軍その他は、ホームレスや薬中毒者のために働いている。スウエーデンに

おいては、この部門の全部はいまだに分かつていないが、この分野の調査計画が最近始めら

れたところである。

デンマークにおいてもまた、この自発的な非営利の社会活動に注意が払われてきている。

どのコミユーンにおいても、自発的な活動の情報に関するシヨップが発足させられ、そこで

は人々は自ら利用 し、またサービスを提供 している。新聞「デンマークのコミユーン」1992

年第33号によれば、今日では、デンマークの男性および女性の四人に一人がボランティア活

動をしている。

アイスランドでは、ケアセンターは、自発的な協力を高度に活用 している。例えば、乳房

X線検査はがん組合によってなされてお り、アルコール中毒者の介護は、 ミネソタ・モデル
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により活動する「チエーン組合」に請負契約に出されている。

英国および米国においては、ボランティア部門は大きく (常 に市民が毎年何時間か非営利

活動を行う。)、 伝統により、 しつかりと確立している。米国で今日みられる新 しい傾向は、

コミユーンとボランテイア団体 との間の協働の増大である。コミユーンは、その業務に、直

営並びに民間の請負事業者とボランテイアの共演によって活用 しようと試みている。コミユ

ーンのうちの一部は、こうした協働を管理するために特別な人物を雇い、コミユーンに非営

利センターを設置 している。

政府は、最近、公的部門と非営利部門とのあいだの協働の形態をはつきりさせ、非営利部

門の発展を促進させるために準備委員会 (C1993:A)を設置 した。

6.6。 5

ほとんどのコミユーンおよび県においては、コミユーンの職員が直営の事業を引き継ぎ、

運営 している。この理由は、事業への参加を強化 し、詳細な規則を少な くさせ、一定の方法

で事業を発展させたいと望んでいることが多いからである。これは、 しばしば、収入と支出

に対する責任の増大を伴う結果単位組織への分権を通 して発展させられる。次の一歩で、結

果単位組織は内外の競争にさらされる。それによって、職員が直営の事業を株式会社あるい

は財政上の組合 として「分封独立 し」 (knoppa av)、 運営 しようと議論するのも当然であ

る。

近年においては、公的な財政処置のなされた民営の事業を始めることが容易になるように

法律が改正されてきている。コミユーンも県も、い くつかのところで、特別な教育計画や分

封独立 しまたは自ら始める職員のチェックリス トを有 している。教育基金もまた、自ら始め

ようとする公務員によって利用される。全国の多方面でみられる地方の協同組合による開発

センターは、個別に財政上の組合を始めようとする人々に対する援助をし続けている。労働

調停機関もまた、「自ら始める」補助金を提供 している。開発基金に関しては、近年、多分

不況のせいで、公的部門からの志願者数の減少が記録されている。今日では、ほとんどの者

は、あえてその職を去る危険を冒さない。同時に、その職員がコミユーンまたは県が競争に

さらされている事業に申し出るということが非常によくおこる。

いくつかの報告書によれば、民間の事業の起業または設立に対する障害は、法律それ自体

によってというよりも中間レベルの公務員の姿勢にある。自ら始めようとする職員との請負

契約に関する事務処理を行うのは、 しばしばこうした公務員である。過渡期においてコミユ

ーン/県が申し出る条件は、その設立が実現するかどうかに大きな役割を演 じるものと思わ

れる。もう一つの避けて通れない問題は、付加価値税問題や年金問題やその他労働の権利の

問題 と同様に、公権力の行使、秘密保護、および議事録がどのように扱われるかということ

である。

これらの問題については、報告書「ケアおよび介護における代替的事業形態」 (Ds 1992:

108)の なかでさらに詳細に記されている。この報告書においては、数多 くの改革への提案

がなされている。以下に、これらの提案のうちの五つについて、この報告書が出されて以降

の展開に関する論評とともに説明する。

1。 この報告書においては、民間の保育所が保育および学童保育事業に関するコミューンの
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計画に取り上げられなければならないとする必要性を取り除くよう提言されている。

このことは、報告書が書かれて以降、原則的に行われた。問題の規定、保育についてのコ

ミユーンに対する国庫補助金に関する政令 (1987:860)第 10条ただし書きは、新一般国庫補

助金規定が導入されたことにより、1993年 1月 1日 に適用が中止された。

さらに、保育分野等についての法規定の拡張に関する政府提出法案 (prOp.1993/94:11)

においては民間保育の自由な設立権が記され、コミユーンには保育および学童保育事業に関

する計画がなければならないとする社会サービス法第17条の規定は取 り除かれるべきだと

も提言されている。

2。 この報告書においてはまた、コミユーンは、民間の代替サービスの許可に関する決定を

すべきではなく、ただその質が監督や事後検討を通して維持されるよう統制すべきだとも提

百している。

社会サービス法第69条第 2項によれば、民間の保育所を設立するためには、レーン執行委

員会の承認が必要とされている。今日では、約50の コミユーンが実験的にレーン執行委員会

から許可の付与権を譲り受けている。これについては、コミユーンがそれでは独裁的になり、

場合によっては、需要が行き渡つているという理由で許可することを断わることができると

批判されている。

この問題の状況についても、上記に述べた保育に関する政府提出法案のなかで考慮が払わ

れている。このなかで、コミユーンが民間の保育を運営する許可に関する出願を検討する場

合に、事業を運営する出願者の適性および出願者が事業を運営しようと考えている地域の日

的適合性のみに注意が払われるよう提言されている (社会サービス法/1980:620/に よる介

護および住まいのためのホームについてのコミユーンの許可付与についての実験事業法/1
987:422/の 改正の提言)。

保育以外の分野についても、コミユーンまたは県の許可が必要とされるということによる

開設障害がありえる。医師および歯科医師にとっての開設障害である。最近、国会は、家庭

医の自由開設が導入されると決定 した (家庭医等に関する政府提出法案 prOp。 1992/98:160,

SOU 22,rdskr。 1992/98:160)。 民間の医師および歯科医師に関しては、社会省において、

どのように首尾よく自由開設が導入されるべきか検討されている。

3。 この報告書においてはまた、付加価値税規定が競争をねじ曲げないよう注意されるべき

であることも提言されている。

医療、歯科医療、社会介護といつた事業は、付加価値税の義務の例外である。コミユーン

がこの分野において民間のサービスを購入する傾向が小さくならないように、コミユーンは、

そのような購入に際して生じる費用の増大を補填する特別国庫補助金を手に入れる。しかし

ながら、購入されたサービスの価値の6%の こうした国庫補助金は、決まつた形となってお

り、過剰補填とも過少補填ともなろう。もし国庫補助金が、主にコミユーンまたは県のもの

となつてしまい、購入した単位組織に直接与えられないならば、外部サービスを購入をする

理由もまた少なくなつていくだろう。

若干の付加価値税問題に関する調査委員会は、最近、一つの答申書 (SOU 1993:75)を 出

した。そこでは、コミユーンの一般的な付加価値税の控除権は放棄されるよう提言されてい
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る。この主張は、控除権は競争を弱める効果を与え、その作用は民間の代替サービスの妨げ

とな り、現在の方式はEGに受け入れられない、ということである。

4。 この報告書においては、さらに、「分封起業者」というかたちの民間の請負事業者は、

コミユーンに以前雇用されていた職員に限られるべきではないと提言されている。

コミユーンに雇用されていた職員がその事業を始める場合には、労働者の概念に関しては

若干の不明瞭さがある。雇用保護法 (LAS)(1982:80)に よれば、仕事がないという理由で

解雇予告をされた労働者は、以前雇用されていた事業への再雇用の優先権をもつている。こ

の優先権はまた、事業または事業の一部が、その年のうちに、新 しい所有者のものとなつた

ならば、新 しい雇用者に対 しても適用される。提言では、自ら始めるコミユーンの職員また

はコミユーンのために事業を運営するその他の請負事業者は、コミユーンから職員を引き継

ぐことを強いられるべきではないとされている。

これ らの問題は、1992年の労働権審議会により、答申「新雇用保護法」 (SOU 1998:32)

において取 り扱われている。EGの通達 (77/187/EEG)に よれば、契約に基づ く事業の委託

に際 して、雇用契約が自動的に新 しい所有者に移るべきだということになる。それ故、この

通達は、スウェーデンの法律よりも進んでいる。労働権審議会は、EGの通達との関係で現

在の法律の改正については何も提言 していない。一方、労働権審議会は、この条項が公的事

業における移行にも適用されることをハ ッキリとさせるよう雇用保護法第29条 に追加する

ことを提言している。

さらに、分封起業された事業をコミユーンがどれだけの期間支援できるかも議論されてい

る。

5。 最後に、この報告書においては、価値保全されたコミユーン終身年金が導入されるべき

であると提言されている。

公的に雇用されていた者が民間の雇主に移ることに関連 して、契約を締結 した年金生活者

に若干の問題が生ずるだろう。年金制度の構成が異なっていることから、公的に雇用されて

いた者を引き継 ぐ民間の雇用者にとっては、追加費用が生ずる。コミユーンの職員は、その

職を止めるときに、価値保全のない払込制すなわち、インフレーションに対する保護のない

終身年金の約束をしている。それに反 して、民間に雇用されている者は、価値保全のある払

込制である。その後民間の雇用者のところで始めるコミユーンの職員の価値保全は、年金

保証制度によつて支払われる。このことは、民間の雇用者がコミユーンの職員を雇用する傾

向を小さくするだろう。同様な追加費用がコミユーンの事業が会社化される場合に生ずるだ

ろう。

コミユーン連合および県連合は、例えば、個別の公共の計画におけるこうした問題を調査

している。この計画においては、上記のような障害を解決するような基金による別の年金制

度の設立が議論されている。

6.6.6 利用者協同組合

審議会のアンケー ト調査によれば、コミユーンの約21%が協同組合を請負事業者として利

用 している。保育においては協同組合によるのがもつとも一般的であるが、これは、高齢者
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介護や障害者介護、および診療不足と関連して、過疎地や大都市地域の公的サービスにも生

じている。

保育においては、しばしば財政上の組合という形態で1,000の両親協同組合の保育所があ

る。両親が保育所を発足させ、管理委員会を通して管理している。また、両親は日々の事業

において、計画的に按配された労働の義務により協働するのが一般的である。組合は、先生

の役割を果たす専門職員を雇いあげる。およそ10,000人の幼児 (すべての保育所幼児の約

5%)が両親協働組合の保育所にいる。

この生産形態は、両親に大きな影響力と事業への大きなかかわりを与えている。両親の運

営する保育所はまた、伝統的な事業よりも、よリー層、費用効果があることを示している。

短所は、この形態は、両親の時間および労働という形での大きな義務付けを必要とするとい

うことであろう。

6。 6.7 選択の自由と私立学校

新しい補助金制度が義務教育レベルの私立学校に1992年 1月 1日から適用されている。現

在適用されている規定は、1993年 1月 1日 の若干の改正により、一般的な義務教育を認めら

れている私立学校には、生徒の居住コミユーンからその事業に資金が配分されることになっ

ている。学校は、それぞれの生徒について、居住コミユーンの義務教育の学校の当該歴年に

おける、その生徒の属する学年の生徒一人当たりの平均費用に相当する額を配分される。配

分に際しては、コミユーンは、算出された平均費用の最高15%迄の控除をすることができる

(学校教育法/1985:1100/の 法律改正/1993:370/の 改正に関する法律/1993:800/)。

改革は、学校教育における選択の自由を拡大するために生じた。選択の自由および私立学

校に関する政府提出法案 (prOp。 1991/92:95)に よれば、その目的は、学校を選択する児童

やその両親に最大限可能な自由をもたらすことである。

学校を選択し、その児童の教育を選択する権利および機会は、自由な社会において重要

である。 0・ ・学校を選択する権利および機会はまた、学校を活性化するためにも重要な

手段である。この選択は、学校の両親に対する義務の増大させ、生徒および両親の学校や

コミユーンに対する要望を非常に鋭いものとする。・ 00-層の教育の重みと教育の手段

に対する需要が増大している。均一的な制度は、教育制度の将来求められる多様性と柔軟

性に答えられない。したがつて、義務教育の学校は、いくつかのさまざまな側面の余地が

あるべきである。私立学校は、公的な教育制度に対する重要な補完となろう (prop.1991/

92:95 ) 。

私立学校の数は、改革が導入されて以降、急激に増えてきた。私立学校の生徒の割合は、

1992年の秋学期に、全生徒数の約 1%に相当していた。1993年 1月 1日 には、認可されてい

る私立学校が90あ る。10件の出願が却下されている。最大の割合である約40%が文化とか生

態学の側面をもつた一般の学校である。それらのうちの一部は両親協同組合の過疎地の学校

である。私立学校の三分の一は、モンテッソリの教育法を取り入れた私立学校 (モ ンテッソ

リ 1870-1952;イ タリアの女性教育者;子供の自主性を尊重する児童教育法を唱えた)であ

り、10が ウォール ドーフを指向しているWaldorf― inriktning。 さらに、五つのキリス ト教
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学校、一つのイスラム教学校、四つのバイリンガル学校、一つのインターナショナル学校、

二つの文化/人文学科専攻の学校、一つの失語症の学校がある。

コミユーンの義務教育の学校に関 して選択の機会の制度が導入され、構成員が生徒の選択

通 りにしているコミユーンにおいては、直近以外の学校を選択 し、入学 した者は 12%に昇

る  (SOU 1993:47) 。

私立学校の改革は、さまざまな基本的観点から批判されている。選択された法律の構成は

自治の観点から批判されている。コミユーンにとっては、いくつかの事例において、コミユ

ーンが廃止 したいと考えている学校について私立学校が創設されたことにより、計画上の困

難が生 じている。コミユーンは、コミユーンにとって費用の増大を意味する補助金を認可さ

れた学校に拒否する権利はない。このことは、同様に別の学校にも当てはまる。スウェーデ

ン 0コ ミユーン連合によれば、1992年の秋学期に私立学校はコミユーンに二千五百万クロー

ネ相当の費用の増大をもたらしたということである。コミユーンはまた、計画の期間が短い

とも述べている。認可された私立学校は、非常に短期間の予告で資金を要求することができ

る。

政府提出法案「学校選択の自由」 (prOp。 1992/98:230,bete1992/93:UbU17,rskr。 1992/9

3:406,SFS1993:800)に関する国会の決定により、これらの問題の一部が解決された。この

決定は、私立学校は、補助金の年度が始まる遅 くとも8月 1日 までに承認されるように出願

しなければならないことを意味 している。さらに、この補助金は、以前のように前年の費用

ではなくその年の費用で計算される。新 しい規定は、1993年 1月 1日 に効力を発揮する。

補助金配分割合である 85%は、例えば、初めから、すべての学年の平均的な生徒の費用

などに基づいていたから、高すぎるとも考えられていた。これは、低、中学年だけの私立学

校が保護されることを意味 している。しか しながら、この構成は、1993年の終わりには費用

がそれぞれの学年の平均費用により計算されるように改正された。

結局のところ、私立学校は良い成長環境で児童を支え、人種差別が生ずることになるとい

うことが述べられている。

選択の機会の結果に関する行政管理庁の調査研究 (SOU 1998:47)に おいては、例 として

義務教育の学校および私立学校についての選択の機会について調査研究されている。1998年

の初めに、新聞「今日のコミユーン」 (nr1/1993)に よれば、主に大都市地域において、七

つのコミユーンが前年中に学校に対する選択の機会を導入 していた (生徒費が生徒の選択に

よつて決まる顧客選択)。 この調査研究は、それらのうちの五つを含んでいる。

スウェーデンの学校における選択の機会の制度については、これまでのところ、非常に限

られた時間内においては、何らかの結論を出すことは困難である。このため、この調査につ

いては、国際的な経験によって補完されている。

この調査研究に含まれている選択の機会の制度を有 しているすべてのコミユーンは、両親

に学校を選択する権利に関して知らせていた。しかしながら、学業証明書の平均点や標準テ

ス トの結果という形で学校の質を報告さえしていたのは、唯一、ス トックホルム・コミユー

ンだけであつた。いくつかの地域で、学校がどのように理解されているか、両親と生徒にサ

ービスに関するアンケー ト調査がなされた。この調査に依れば、人種差別の傾向は認められ

なかった。報告者は、近隣地域に住んでいる生徒が登録に際 して優先するという原則は、人

種差別傾向に対する守 りとなると考えている。
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この調査研究は、私立学校を含む学校における選択の機会についての次のような効果を確

認 している :

選択の機会は、それが利用されないとしても、生徒および両親から評価されている。

多数の生徒を失うと予期される社会的に特典のない地域における学校が無視されるな

らば、誰もが別のより良いかそれと同様に良い学校をとる。

悪い学校を選択から落とすことができる生徒は、最大の利益を得る。

別の学校を選ぶことなしに、良い評判の学校、良い動機付けを与える学校案内を手に

入れる生徒がやは り得をする。

国際的な調査研究によれば、中産階級の両親は、労働者階級の両親よりも選択の機会を利

用する傾向がより大きいことを示 している。社会的地位が高いほどよく学校をえらぶ。この

ことは、低い位置づけの学校は生徒を失い、さらに下方へ滑 り落ちていつて しまうことを意

味する。 しかしながら、社会的に特典のない地域の学校がその輪郭を自ら描 くことによって

どのようにしてその傾向を中断することができるかについては米国に別の例がある。

こうした傾向は、「学校選択についての学校教育活動の調査」と一致 している (義務教育

の学校の枠内における選択の自由に関する報告書「学校の選択」、学校年度 1992/93)。 こ

の調査においてもまた、義務教育に関しては、両親 と生徒には影響力の強化と選択の機会に

ついての要望があると述べ られている。評価されるのは、直接的な輪郭よりも、む しろよい

学業の雰囲気というかたちの学校の質であると述べ られている。 (報告書の)筆者は、一層

多文化的あるいは不均質的社会への発展が調和ある解決をさらに困難にしていると考えて

いる。この調査においてもまた、人種差別増大の兆候というかたちで望まれない効果の傾向

がみられる。大都市コミユーンの一つにおいては、両親も先生もともに生徒およびスウェー

デン語の言語能力に関して高い志を持つスウェーデンの移民生徒は、移民の桐密な地域以外

で学校を求めるほうを選ぶと指摘 している。これらの学校においては、さらに移民生徒の割

合が次第に増大 している。

6.6。 8 民営化/売却

審議会のアンケー ト調査によれば、コミユーンのうちの約30%がコミユーン所有の施設ま

たは事業を売却 していた。これは、特に普通のコミユーンおよび大都市において一般的であ

った。これらは、売却され、民営化された住宅不動産 (コ ミユーンのうちの18%)、 産業不

動産 (7%)、 エネルギーおよび余暇施設 (5%)、 並びにごくわずかのホテル/レ ス トラ

ンおよび土地であると述べられている。

6。 6。 9 外部運営形態の分析

100の 国際的な調査における類似 した公的事業および民間事業 との比較によれば、民有の

会社は、しばしば公的所有のものよりもより効果的であると判断されることを示している。

しかしながら、公的な事業も民間の事業も両方とも競争にさらされるならば、公的な企業は

民間と同様に生産的であると判断される。これにより、大多数は、例えば競争審議会は、競

争の導入は所有に関する問題よりも一層重要であるという結論を引き出している。
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私たちの報告書の基本も同様な方向を指摘 している。コミユーン直営で運営される事業と

コミユーンの企業で運営される事業 との間の効率性のうえでの相違は何 らみられない。それ

に反 して、請負契約の事務処理は、特に当初には、一般的に効率化 と利用の節減に導 くこと

が示されている。「ソフト」事業に関しては、これまでのところ、何 ら大きな社会経済的節

約が証明されていないけれども、請負契約は、選択の機会を増大させ、質の競争を刺激 して

いる。

しかしながら、請負契約で事業を処理することは、必ずしも常に安上がりとは限 らない。

報告書によれば、コミユーン自身の事業の費用と十分に正確に比較されなかつたことから、

あるいは、性急であつたり、購入契約の能力が劣つていたり、長期にわたる契約期間であつ

たりしたことから、またあるいは、事業の分野における能力があると思い込んでしまうこと

から、多 くの購入契約が失敗に終わ り、コミユーンの費用の増大を招いた。

契約の締結により、コミユーンは、コミユーンが何をどのように外部的に購入するかに関

して、財政的に、一定の請負事業者と固く結び付けられるという危険もある。

不動産および施設の売却 というかたちでの民営化は、主に、資本を自由化する方法である。

いくつかの報告書においては、直営事業 と代替的な運営形態との費用の比較が困難である

ことについて詳細に説明されている。89の コミユーンのうち34がそのような比較をすること

が困難であると申し立てている。特に、全総費用を確認すること、質を費用計算すること、

よい出来ばえであるかみきわめることが問題であると述べられている。

私たちが調査 したこれらの報告書のい くつかにおいては、費用責任 と収益責任とをもつた

結果単位組織は、請負契約、会社、予算責任のみの結果単位組織、あるいは伝統的な運営形

態といつたその他の運営形態よりも、多 くの長所をもつていることが示されている。

6。 7  要約的分析

コミユーンおよび県における新 しい運営形態への発展は、全国において進行中であ り、こ

こしばらくの間は強化されるだろう。多分、これらの新 しい運営形態もまたここしばらくの

間、技術的な事業において非常に拡大 していくことだろうが、「ソフト」の分野においても

また、新 しい事業形態が定着するようになつてきている。新 しい事業形態への発展にもつと

も長らく関わつているコミユーンは、総合的執行計画を有 してお り、事業を競争にさらす努

力をしてきている。

これらの新 しい運営形態は、伝統的な事業と比較 して多 くの長所をもつている。事業は、

創造力と発明心を刺激する、新 しいさまざまな方法で運営される。効率性とコス ト意識が組

織において高まつている。これらの新 しい運営形態は、政治および経済の管理の新 しい形態

並びに市民にとっての新 しい選択の機会とともに進んでいる。

民間企業と直営の公的事業との間の競争は、単なる民間の請負事業者間の競争よりもより

大きい費用節減をもたらすと思われる。外部の生産を利用することはかならずしも最善でも

な く、安上が りでもない。競争にさらされている完全な費用責任と収益責任を有する結果単

位組織は、費用の観点からも、管理の観点からも請負契約あるいは会社化よりもよい代替策

であろう。

新 しい運営形態を備えた制度が、ここしばらくの間、よりよく機能するように、そして政

治家たちがその結果を十分に事後検討できるように発展させられなければならない一定の
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分野がある。

私たちは、コミユーンおよび県は、さまざまな生産単位組織とそれらの費用の差を認める

ことを可能とし、また内外の生産者の入札についてより正確な判断を可能とする予算および

会計監査に向けて、その制度をより良いものへ発展させる必要があると考える。質の測定お

よびその他の判断を含めて、事後検討と評価の制度の改善も必要である。継続的な質の改善

の手段が必要とされる。

外部競争を促進するために、政治家は、事業が外部に売 りに出されるだろうということを、

そしてどのような要求がなされるかを市場に明瞭に合図を示さなければならない。直営の場

合と外部管理の場合とで生産条件が同じであるべきかどうかも決定されなければならない。

競争の強化は、直営事業からの入札が、秘密保護法第 6章第 1条、第 2条の、事業および

事務処理に関する規定により秘密とされるべきかどうかという問題を顕在化 した。私たちの

判断は、第 1条の規定は、ある当局が他の生産者と市場においてサービスを売 りさば くこと

に関して競争 しているといつた、まつたく別の競争状態を前提としているということである。

第 6章第 1条の創設に際 しては、コミユーン自身が民間の代替サービスを購入する手続によ

リコミユーンの事業が競争にさらされる場合に出現する競争状態は前提 とされていなかっ

たと思われる。 したがつて、そのような事業がこの規定における秘密に含まれるかどうかは

疑間に付されよう。私たちは、第 6章第 1条の何 らの改正も提言していない。それは、その

コミユーンの競争にさらされている事業の会計監査の大部分が秘密に含まれることになる

であろうし、そしてそのことは、事業の秘密の適用について重要な拡大を意味することにな

るからである。

その一方で、私たちは、秘密保護法第 6章第 2条を分析 した結果により、当該当局のまた

は他の当局の職員によってなされる業務についての秘密保護の例外は、他の入札者との競争

においてなされる請負単位組織の「入本L」 を秘密とすることを手続的に妨げるべきではない

ということが分かつた。

外部競争にさらされているコミユーンの請負単位組織が他の入本L者に適用されるのと同

様な条件で入本Lす ることができることが重要である。

したがつて、私たちは、第 6章第 2条第 1項が次のような規定により補完されるよう提案

する。すなわち、一つには、この例外が他者との競争で購入されるサービスにかかわるもの

ではないということを明白にすること、また一つには、購入に関する案件についての入本Lと、

購入する当局 としての当該コミユーンまたは県に属するある当局からそれに相当する内容

の入札または当該当局の一部からの入本Lが 同等に位置づけをされるべきであることである。

コミユーンおよび県におけるいわゆる分封独立は、不況のため、大部分、中断している。

請負事業者が発展 してい くことができるように、有利な暫定条件により刺激される必要があ

る。この暫定条件は、地方自治法と矛盾があつてはならない。

私たちは、コミユーンおよび県がそれぞれの購入単位組織および発注単位組織を通 して購

入を進めることが効果的であると考える。 しかしながら、購入能力が開発され、計算の質が

改善される必要がある。

請負契約は、平均的に、当初の段階においては、効果の改善と費用節減をもたらす。請負

契約がうまくい くかどうかは、以前の経験を活用することが重要であり、長期間契約にしば

られることな く、完全に自己の権限でなされることが重要である。
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公営企業に関 しては、私たちは、コミユーンおよび県がその企業の管理を会社法や通達な

どを通 して明確に記録するよう勧める。

私たちはまた、公営企業がコミユーン行政 と同様に規則 に則つた事業会計監査の対象とな

るべきであり、また地方自治法がこの観点で明白にされるよう提言する。しか しながら、私

たちは、これに関連 した改正は何も提言 しない (第 5章、第 4章、第 3章参照)。

私たちは、利用者が新 しい選択の機会を評価 していること、そしてそれが広範に利用され

ていることが分かつた。

私たちは、実際に競争が生 じるならば、選択の機会には資金の移転が伴わなければならな

いと考える。

生産者に対する代償支払の制度は、新規設立を容易にするかまたは妨げるであろう。例と

して、それを組み込むことにより新規設立を強力に刺激する私立学校に対する代償支払の制

度があげられる。保育や高齢者介護の場合には、コミユーンが事実上新規設立に関 して決定

する唯一の権利をもつていて、 しかも財政的な支援が同じようには保証されておらず、この

制度は非常な障害とみなされる。医療においてもまた、同様な設立に対する障害がある。

私たちは、代償支払の制度は、それができるかぎり所与の財政上の枠のなかで自由な設立

を刺激するように創られるべきだと考える。

最近いよいよ大きくなつてきたもう一つの問題は、コミユーンのサービス情報提供がどの

ように運営されているかに関する問題である。価格や質、関係者 (aktOrer)に 関する情報

の不足は非効率な競争をもたらすだろう。そうした情報は、価格や質の競争をもたらし、市

民が最適な選択をすることを支援するために重要である。

したがつて、私たちは、コミユーンおよび県は、系統的に、さまざまな事業分野のさまざ

まな生産者の、その意図、成果、質および価格を示す情報を収集すべきであると考える。

コミユーンのサービスの手数料の設定は、内外の生産者に対 して、いよいよ頻繁に移管さ

れている。保育および高齢者介護において、数多 くの多様な手数料設定のモデルが出現 して

いる。ときには、平等原則 と原価原則とに合致 しているかどうかと同様に、そのモデルが議

会が賦課すべきであるという地方自治法の規定 と合致 しているかどうかという心配が生 じ

る。

コミユーンおよび県における手数料収入は、ここしばらくの問、1増大すると予想される。

1993年の春に、ある調査委員会 (Ds 1993:16)が修正原価原則を提案 している。ある政府提

出法案においては、コミユーンが、コミユーン補助金の条件 として、民間保育における手数

料は、コミユーンがそれに相当する事業について徴収する手数料を合理的な理由な く超過 し

ないものとすると規定するよう提言 している。

私たちは、もしコミユーンのサービスがさらに価格および質に関して異なっていることが

認められるならば、同時に、コミユーンは、その制度がそうしたサービスを必要とするすべ

ての人に実際に利用できるように築かれるように気をつけなければならないと考える。私た

ちは、コミユーンに、新 しい価格設定制度がどのような結果になるか事後検討 し、評価する

よう勧告する。

一定の付加価値税問題に関する調査委員会は、最近、コミユーンの一般的な付加価値税の

徴収権は廃止されるよう提言する答申書を出した。その主張は、この徴収権は、競争を抑制

する効果をもち、民間の代替サービスを妨げる作用をし、また現在の法令はEGに受け入れ
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られないということである。

「分封独立者」またはその他の請負事業者がコミユーン職員を引き継がなければならない

ことを意味するコミユーン被雇用者の再雇用についての労働権上の優先権は、新規設立の妨

げとなり得る。私たちは、この優先権は分封独立の妨げとなると結論づけたが、最近、この

ことが別の政府調査委員会で取 り扱われていることを考慮 してこの問題の調整のための提

言は止めた。

年金問題に関しては、私たちは、その障害は非常に技術的な性質のものであることを基本

としてお り、コミユーン連合が任命 した調査委員会において解決されるだろう。

民間企業が公的な事業を運営することについてのコミユーンおよび県の許可の付与に関

しては、私たちは、所与の財政的な枠組みのなかで、自由な新 しい企業が可能となるように、

できるかぎり設立障害が取 り除かれるべきであると考える。最近整えられた保育の分野等で

の法規定の拡大に関する政府提出法案などは、コミユーンが民間の保育に関する出願をどの

ように審査すべきかについて、明確な指導原理を示 している。出願者の適正およびその地域

の合目的性に注意が払われるべきである。同様な指導原理が他の分野で必要とされている。

医師および歯科医師のより自由な設立に関する問題は社会省において調査中であるので、

そうしたことがここしばらくの間政府に預けられるという前提で、私たちは、この分野につ

いては何も提言 しない。
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第 7章 議員とその代表性

1989年 から1992年 までの間のコミユーン及び県における信託任務の数に関

する削減総数は、およそ 9,550に 上る。一議員当たりの任務の数は、 1980年
以降、 1。 4か ら約 1。 5に増えた。議会や委員会に長 らく代表されていなかった労

働者や女性を初めとする集団は、この 10年、その地位を改善 してきた。一方、若者

は、代表の度合いがさがつてきた。

私たちは、地方の民主主義が多数の議員によってもたらされ、決定機関の構成がで

きるかぎり住民を反映すべきであることがそれ自体重要な価値であると主張する。私

たちは、政党が議員のなかに、女性、若者、移民、労働者、そして高齢者の代表性を

改善するためにその努力を強めるよう勧める。

新 しい組織形態への移行に際 しては、民主主義の問題は、信託任務の数を含むべき

であり、代表性は、中心的な位置づけを持つている。私たちは、コミユーン及び県が

コミユーン民主主義の観点からこれ らを評価するためにも大規模な組織改革を行うよ

う勧める。

7.1  通達

通達により、私たちは、議員の数及び性別、年齢、職業等々に関するその代表性について

のコミユーン及び県の改革の結果をはつきりと示 し、評価する。

7.2  信託任務の数

1960年 代以降今日にいたるまで、信託任務の数は、コミユーンにおいても県において

も減少 してきた。コミユーンの数の劇的な減少、そしてそれによる地方レベルにおける政治

上の機関 〔議会、委員会等〕の数の劇的な減少という改革の結果として、この特定の期間に

その減少は飛躍的であつた。政治上の機関の数の減少と歩調を合わせて、当然に、信託任務

の数が減少してきた。 しかしながら、信託任務の数は、人口 1,000人 当たりの信託任務

の数が減つたのと比例 して減少してきた。県の一部のとつてはどこか不明瞭な絵柄 となって

いる。県等における信託任務の数及び議員の数に関する体系的な情報の収集は、近年、まつ

たく何も行われてこなかった。 したがつて、県は、継年的な表示では、一層概括的に取 り扱

われている。

7.2.1 コミューン

現在の議員任期においてコミユーンの議会が設置 している委員会の数は、約 3,500に
上る。先の議員任期でのこれに相当する数字は、 3,900で あった。400の減少の一部

は新コミユーン法の効果である。コミユーンにおける委員会組織の自由化の権限は、若干の

委員会を別の委員会に集約 して廃止することとなつた。比較的多数のコミユーンが新コミユ

ーン法が示した委員会組織の自由化の機会を活用 してきている。

1991年 の選挙の後、コミユーンにおいては、 41,548の 常勤の任務 と、およそ 3

4, 100の代理としての任務があ り、合計でおよそ 75,600の 任務がある。 1989
年における全任務に関するそれに相当する数字は、およそ83,400で あった。したがつ
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て、この期間における削減は、約 7,800(約 9%)である。

それぞれの議員が平均 1。 5の任務をもつていると想定されるならば、このことは、今日

では、コミユーンの任務におよそ 50,000人 いることを意味する。

表 7:1は、コミユーンにおける常勤の任務の数の変化の経過及びコミユーンの数の減少を

示 している。

表 7:1 コミユーンにおける常勤の任務の数

年

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

信託任務数      コミユーン数

464

278

277

279

284

284

284

286

60,520

41,962

45,088

45,853

45,918

46,116

45,486

41,548

この表に示すように、コミユーンにおける信託任務の数は、着実に減少している。その任

務の数がおよそ 60,000に 上つた 70年代の初めから、今日の数字は、約 40,000
に減少 している。同時に、コミユーンの数は、数的に減少してきた。 しかしながら、信託任

務の数は、より急激に減少 してきた。このことは、人口 1,000人 当たりの信託任務の数

が 1,965年 の人口 1,000人 当たり25か ら、 1974年 の 5。 2へ、そして今日の

人口 1,000人 当たり4.8に なつたことを示 している。

表 7:2 直近 10選挙期間における議会の議員数

選挙期間      議員数     補充/代理議員     コミユーン数

1,006

900

464

278

277

279

284

284

284

286

1963 … 1966           32,282

1967 - 1970           29,546

1971 … 1973           18,327

1974 - 1976           13,236

1977 - 1979          13,247

1980 - 1982           13,369

1983 - 1985           13,500

1986 … 1988           13,520

1989 - 1991           13,562

1992 - 1994           13,531

*)不 明

*

*

14,699

6,974

7,082

6,494

7,299

7,223

7,327

7,335
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表 7:2に より、この国のコミユーン議会の議員の数が 1,974年 以降、比較的一定にお

よそ 13,000人 に維持されていることが分かる。 1991年 の選挙によれば、議員とし

て 13,531人 がいる。代理の総数は、 7,335人 である。全部で 20,866人 がこ

の国の議会の信託任務に携わつている。常勤の議員の数は、上記の選挙期間以降、 31任務

減つている。二つの新 しいコミユーン、グネスタとツローサが全部で 70の新たな任務を追

加 したにもかかわらず、この減少が生 じた。ヴェステルヴイック、ヴァンスブルー、マルカ

ルイド、ソレフテオ、及びロベルツフォルスのコミユーンは、 10か ら20の任務を減 らし

ている。レルムス 0コ ミユーンは 10増や している。補充の任務は控えめに 3増や している。

7。 2。 2 県

県に関する資料は非常に不十分である。県連合は、 1980年 代の初め以降、信託任務の

数やら、議員の数等に関して何 ら体系的な情報の収集を行つていない。審議会が 1992年

の春にアンケー ト調査により集めた情報によれば、現在のところ、県全体で 9,719の 任

務があ り、その内、議員の任務として4,598、 代理の任務 として 5,121と なつてい

る。議員任期 1989-91に おいては、 11,528で あ り、 1,809の 任務の減少で

ある (15。 7%)。 議員一人当たり1.5の任務 と仮定すれば、任務についている人員数

は約 6,500人 である。

すべての県において、常勤の議員と代理の数は、 1988年 と1991年 の二つの選挙の

間で数の上では減少している。県に関してもまた、大部分の説明は 1991年 に導入された

新コミユーン法にあると思われる。第 4章で示しているように、県もまた、例えば、委員会

の廃止及び残つた委員会の統合を意味するような新 らしいモデルによって政治的に組織さ

れることを選んだ。直近の二つの選挙の間の議員の減少数は、全体として、およそ 1,00

0人である。代理の関しても、同じくらい規模の減少をしている。パーセント表示では、常

勤の議員の減少は 16。 4%であ り、代理にっいては 15%である。

比較として、私たちは、 1,980年 の県の任務の数 (SOU 1982:5)を みることができる。

県におけるそれは、常勤の任務が、全部で 4,651で ある。これらは、県議会の 1,70
5任務、中枢の委員会の 1,789任 務、さまざまな形の地域機関の 1,157任 務に分け

られる。代理任務の数は、全部で 5,085で あ り、その最大のものは、県議会の 2,23
2任務である。中枢の委員会は、 1,719で あ り、地域機関は、 1, 134で ある。これ

らの数字は、 1971年 に3,673の 常勤の任務があつたことにより判断されるだろう。

7.3  議員の入れ替わ り

7.3日 1 補充及び任務に対する態度

政治的な任務への補充、つまり議員の入れ替わ りにとって重要な要素のなかで、通常は、

政党内外の間引き 〔選考〕の経過を明確にする個人の資質、たとえば、社会的地位、自由に

できる時間、理由又は動機、及び意見が述べられている (SOU 1989:108)。 これらの要素は、

周囲のそれぞれの状況によって影響される。それらは、支持又は要望であろう。支持の状況

に対 しては、政党、非政治的組織、民間人、及びマスメディアが考えられる。これらの実験

は、政治的な任務の処分を委ねられた市民に影響を及ぼす。

処分を任された人々にとっては、さまざまな要望が待つている。補充の経過及び指名の経
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過は要望を意味する。これが、何がさらに競争に入るか規定するフイルターである。性別、

年齢、児童数、収入、教育、雇用の状況、及びコミユーン内居住が、指名の判断において決

定的なかたちで演ずる要素である。

信託任務につ く市民の任務に対する態度及び傾向もまた、議員の入れ替わ りに関 して重要

性である。 1988年 の終わり及び 1989年 の初めに、SCBが 市民の任務に対する態度

に関する調査を行つた (SOU 1989:108)。 なされた質問は、「もし、あなたが、あなたが共

感するどこかの政党によって議会、又はコミユーンの委員会/執行委員会の構成員となる機

会を提供されるならば、そのとき、あなたは、あなた自身、受け入れようと考えますか ?」 。

質問された人々のうち、 1。 3%が何らかのかたちの任務を持つていた。 2.8%が 議会及

び委員会の双方における任務を受け入れることを考えることができるとしている。 11%が

議会における任務を受け入れることができると考え、 2.6%が 委員会に於ける任務を受け

入れることができると考えている。 82。 3%は、任務を受け入れることはできない、又は

躊躇 していると述べていた。

同様な調査が 1979年 に実施された。回答者の 10%が議会又は委員会の双方の任務を

受け入れる意思があつたが、議会だけの任務を受け入れるというはたつた 1%であつた。男

と女に分けると、双方の機会に際 して、女性が、任務を受け入れる意思を大いに示 している。

高収入と高学歴は、積極的な任務に対する傾向と肯定的な関連をもつていた。

これら二つの調査においては、これらの回答は、任務を受け入れないことの原因を示すよ

う求められた。その理由は :コ ミユーン政治について十分な関心がない、十分な能力がない、

高齢のため、仕事に従事 しているためにできないという理由が 1979年 の調査と1988

/89年 の調査に際して トップであつた。 したがつて、次の理由である :特定の政党にしば

られたくない、家庭の事情によってできない、信託任務は有 り難 くない、信託任務は無意味

である、組合に従事 しているためにできない。

7。 3。 2 コミューンにおける入れ替わり

何 らかの機会におけるコミユーンの議員の入れ替わ りについてみてみよう (SOU 1989:10

8)。 1973年 と1976年 の期間から1988年 までに若干のコミユーンにおいてかな

りのこれらのコミユーンは、まず第一に、いくつかの小コミユーンが統合されたコミユーン

であった。 25のコミユーン間の比較で、表 7:3に より入れ替わ りが分類される。この表

は、 1973年 の議員のうち 1976年 に引退 した議員のパーセント割合、 1976年 の議

員のうちの 1979年 に引退 した議員のパーセント割合、及び 1985年 の議員のうちの 1

988年 に引退 した議員のパーセント割合を示している。

表 7:3 1976年 、 1979年 、及び 1988年 の選挙の後引退 した議員の割合

平 均

最 大

最 低

議員任期間における評価の相対的な安定性が著 しい。コ

1976年     1979年
36.5     33。 9

55。 0     50。 0

19。 0     21。 0

1988年

37。 7

48。 0

27。 0

ミユーン間のば らつ きにはそれぞ
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れの理由がある。小コミユーン (人 口11,000人 以下)は、大コミユーン (人 口27,

000人以上)よ りもかなり低い入れ替わりをしていた。安定 した多数状況のあるコミユー

ンにおいては、不安定な多数状況のコミユーンよりもより少ない入れ替わりであつた。全体

で一期のみで 15'%が引退 しており、ここで女性が明らかに過大に代表されていた。三期目

のものが 10%お り、五期以上が30%いた。コミユーン政治における女性の入れ替わりは、

1970年 代にはかなり大きかつた。多くの女性が入つてきたが、また多くの者が消えてい

った。 1976年 の選挙ののち、引退した女性の割合は36%であった。ばらつきは20%
から50%の間であつた。

信託任務調査委員会は、 1988年 の選挙の後のコミユーンの信託任務からの離脱者につ

いての調査を実施 した。 1988年 の離脱者によれば、 1988年 の選挙以前に何らの任務

もまつたくもつていなかった議員と考えられる。およそ三分の一が 1982年 及び 1985
年の選挙でその任務を得ていた。三分の二が二又はそれ以上の任期その任務をもつていた。

およそ40%がその任務を五期以上もつていた。

1988年 の離脱者は、彼らが去つた理由を述べてよう求められた。回答のうちの 13。

9%が去る理由として生計をたてるための仕事の状況を述べていた。 11。 1%は、去るべ

きときであつたと述べていた。その他の理由は、例として、政党が影響力をなくした (4。

5%)及び人的影響力に欠けていた (3.5%)で あった8

7。 3。 3 県における入れ替わり

県の部分に関しては、 1985年 の議員31。 5%が 1988年 の選挙ののち戻つてこな

かつたことが示されている。県の議員の入れ替わりは、 1982年 に28%であり、 198
5年には29%であった。 1988年 に実施されたこの調査においては、アンケー トは、 1
988年の選挙ののち県に戻つてこなかった546人全員に向けて行われた (SOU 1989:10

8)。 回答のうちの25%は、新 しい任務を受けるべく用意 していたが、内部的な政党競争

で破れてしまつたか、又は自分の政党が選挙で十分勝利しなかったということであつた。こ

れは、何らかの競争に破れたというのが十番目であつた1979年 と比較してかなり大きな

割合であつた。残 りの317人は、自発的に引退していた。

1982年 と1985年 の選挙の関連では、大体一期毎に離脱者がその任務を得ていた。

残 りの半分は三期又はそれ以上その任務についていた。全体的に、二人に一人が五期又はそ

れ以上の任期の者であつた。

その任務を去つた者は、それぞれの任務と他の職業との何らかの矛盾を経験 したかどうか

述べるよう求められた。離脱者の26%が何らの矛盾も経験しなかつたと述べている。生計

をたてるための仕事と県の任務との間の矛盾は、回答の41。 4%を 占め、最大を示してい

た。21.5%は 、家庭と余暇と県の任務との間で矛盾を経験していた。家庭と余暇と政党

活動との間の矛盾については 12%であり、生計をたてるための仕事と政党活動間の矛盾に

ついては 7。 3%であった。5.2%は 、県の任務と政党活動との間の矛盾を経験 したと述

べていた。その任務を去つた者に対しては、離脱した理由を述べるよう求められた。この調

査における回答で示された離脱の理由は、なによりもまず、長 くなったこと、したがって誰

か他のものに譲るべきときが来たということであつた。年齢上の理由もまた、生計をたてる

ための仕事における事情と同様に離脱のありふれた理由であつた。これらの理由のそれぞれ
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が回答数の約 15%であった。

7.4  コミューンにおけるフルタイムとパートタイム

7.4。 1 フルタイム

1954年 には、わずか 15%のコミユーンがフルタイムの議員を有していた。 1992
年には、276のコミユーンが少なくとも一人のフルタイムを有していた。つまり、 10の
コミユーンにはまつたくフルタイムの議員がいなかった。これら10のコミユーンはただパ

ー トタイムの政治家がいるだけだつた。これらのコミユーンのうちの 9は、フルタイムの議

員がいないことの説明する絶対的少数に属していた。 1992年 の初めには、全国286の
コミユーンのうち276のコミユーンが全部で550人のフルタイムの議員を有していた。

1989年 には、 274の コミユーンで573の フルタイムであった。 1989年 と199
2年 との間の減少は4%であった (こ の部分はコミユーン連合の選挙後の調査に基づいてい

る。)。 表 7:4で は、コミユーンのタイプ及び性別によるフルタイムの割合の平均的な数字

を詳細に示している。

表 7:4 1992年におけるコミユーンのフルタイム議員

男性コミユーンの

タイプ

大都市

郊外コミユーン

大規模都市

中規模都市

通常の地域

平均的コミユーン

過疎地コミユーン

地方コミユーン

全国

1コ ミユーン当たりの

フルタイムの政治家数

15。 6

2。  3

4。 7

2. 1

1。  1

1。  3

1. 2

1。  0

1. 9

０

　

６

　

３

　

６

　

９

　

２

　

０

　

９

　

６

女性

4。 6

0。  8

1。  3

0。  5

0. 2

0。  2

0。  2

0。  0

0。  4

女性の割合

(%)

29

32

29

25

17

12

17

3

22

フルタイムの平均年齢は、約 50歳である。男性も女性も45歳から59歳の間が最大で

ある。 24歳から29歳の年齢集団には、わずか 1。 3%がみられるだけである。 2.4%

は 30歳から34歳の間である。 9.5%は 60歳から64歳の間である。 550人のフル

タイムのうち 121人が女性であり、 22%に相当する。 1989年 と比較すると5%増加

している。

7.4。 2 バートタイム

1992年 には、 141の コミユーンに318人のパー トタイムの政治家がいた。 198
9年には 125のコミユーンに286人のパー トタイムの政治家がいた。つまり、パー トタ

イムの政治家の数は約 10%増大した。318人のパートタイムのうち87人が女性であつ

た (27%)。 1989年 以降、その割合は4%増大した。
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表 7。 5 1992年 におけるコミユーンのパー トタイム政治家

コミユーンの  1コ ミユーン当たりの

タイプ    パー トタイムの政治家数

男性 女性

2。  0

1。 4

2。  5

1。  3

0。 4

0。  9

1。  1

0。  6

1。  1

2。  0

0。  9

1。  7

1. 1

0。  3

0。  7

0. 8

0。 4

0。  8

2。  0

0。  5

0。  9

0. 3

0. 1

0。  2

0。  3

0。  2

0。  3

女性の割合

(%)

50
35
35
20
29
19
28
29
27

大都市

郊外コミユーン

大規模都市

中規模都市

通常の地域

平均的コミユーン

過疎地コミユーン

地方コミユーン

全国

パー トタイムの平均年齢もまた約 50歳である。パー トタイムの年齢構成は、大体におい

てフルタイムのそれと同様である。パー トタイムの女性の割合は、フルタイムと同様に低い。

7。 5  集団及び意見の代表性

7.5。 1 代表性の問題についての論理的、原則的側面

議員の任務の数や代表性にどのような民主主義の側面があるだろうか ?私たちは、第 2章

で私たちの信託任務に対する見解について詳細に説明した。私たちは、そこで、地方の民主

主義が議員数が多いことによって支えられてお り、及び 1991年 の選挙の後の任務の数の

減少は、地方の民主主義に対 して何 ら脅威 となつていないと結論づけた。次のように仮説的

に明確に述べ られているように、任務の数と代表性 との間には論理的に関連がある :任務が

多ければ多いほどより良 く代表される。また逆に :任務が少なければ少ないほど代表性が一

層そこなわれる。こうした概念は、人口の一定の性質を見出す確率は人口規模 とともに増大

するというよく知 られた関係を前提としている。 したがつて、 1991年 の選挙の後の実際

の関係に置き換えると、集団の代表性は、コミユーン及び県の信託任務の数の減少の結果と

して悪化させ られてきたということになろう。

議員の代表性には二つの種類がある。一つは、例えば、議会の会議の構成がどのようにう

まく、年齢、性別、教育、収入等々にかかわる住民構成を反映 しているかに関わる集団的、

社会経済的代表性 と称されるものである。また一つは、どの程度議員とその選挙民の価値や

選択に関する意見が一致 しているかという、いわゆる意見の代表性である。

集団代表性で表現され、あるいはその行間に埋もれている要望は、変わ りやすい類の評価

や願望に基づいている。集団代表性の改善は、市民との接触の改善、意見の一致の改善、及

び平等の促進をもたらすと考えられる (SOU 1989:108)。

7。 5.2 以前の調査

意見の一致
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コミユーン民主主義の研究グループは、 1980年 における選挙民と議員との間の意見の

一致について調査を行つた (SOU 1981:12)。 意見の一致は、二つの次元で満たされている :

コミユーン事業の範囲、及びコミユーン事業のねらいである。「範囲」は、二通 りのかたち

で満たされている。一つは、サービスの増大に対する課税の引下げについての見解 (課税/
サービス)であ り、また一つは、多 くのサービス分野における投資の増大についての要望 (要

望の広がり)である。「ねらい」は、上記のサービス分野の優先順位の問題によって満たさ

れている。課税対サービスに関する見解は、政党の選挙民の間においてよりも議会における

政党間においてのほうがより厳 しく分かれている。

事業のねらいに対する見解に関しては、社会主義と保守のそれぞれのブロックの選挙民グ

ループ間で見解の一致が大きかつた。議会におけるこれら二つの選挙民グループの政党ブロ

ック間の一致は低かつた。意見の一致は、ほとんど例外なく、それぞれの政党ブロック内に

おいてよりも、選挙民全体、議会全体のほうがよい。調査はまた、一定のサービス需要を満

たすため選ばれるべき行為の代替案に関する、選挙民と議員との間の意見の一致にも及んで

いる。保育に関して、この調査は、保守と社会主義の選挙民と議会は、最善の管理の形態は

どのようなものかについて、大体において同様な意見を持つていたことを明らかにした。誰

もが補助金の流れを説明した。

代表されていないグループ

ー般的に、青年、女性、民間の被雇用者、及び移民は、コミユーンにおいても県において

も弱い代表性 しかなかつたし、また依然として弱いと言うことができる。

1991年 の選挙によれば、 30歳以下の構成員は、コミユーン議会で 6%であ り、県議

会では 2%であった。

政府の青年委員会が 1980年 代の終わ りに実施 した調査 (詳細は、SOU 1989:108)に よ

れば、 16歳から24歳までの青年のうちの 8%が政党のメンバーであつた。同じ時期に、

住民の政党活動は、全体 として、およそ 15%に上つていた。同じ調査によれば、青年の 7

0%が何 らかの団体のメンバーであつた。野外活動及びスポーツ団体が 38%を 占め、 3

2%が専門的な団体のメンバーであ り、実際の政治団体は 7%の青年を誘い込んでいた。

研究者たちは、青年の社会問題に対する関心が 1960年 代以降減少してきたとする見解

に対 して支持すべきものは何もないとしている。社会問題に関しての活動性は、減少という

よりもむしろ増大 してきている。政党団体の、そして政党団体による活動性は、 1968年

から1987年 までの間、 6～ 8%程度の水準に保たれていた。政府の青年委員会の調査に

よれば、 16歳から24歳までの青年の47%が信 じている人に影響を及ぼすために参加す

ることが重要であると考えていることを示 していた。

女性は、 1900年 代を通 して、その政治的な位置づけを強めてきた。 1921年 の選挙

権の改革により、女性が政治的な任務に選ばれることができるように改められた。 1940

年代には、女性の割合は、依然として 10%以下であつた。 1991年 の選挙により、女性

は、コミユーン議会で 34%、 県議会で 43%と なつた。国会の政党の大多数は、今では任

務の分配に際 して何らかの形の割当をあらかじめ述べている (被選挙人リス ト、いずれの性

も任務の40%以下であつてはならない)。 国際的な観点において、スウエーデンは、他の

北欧諸国とともに、女性の代表性に関しては、最高位を占めている。
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民間の被雇用者、特に労働者もまた、政治的な会議にあまりよく代表されていない。 19

70年代の終わ りにおいては、民間の被雇用者は、コミユーン議員のおよそ 20%で あ り、

明らかに代表性に劣つていた。この傾向は、 1980年 代においても保たれていた。このこ

とに対する説明は、概 して、民間の被雇用者が信託任務に関わる会議に出席するためにひま

をとると賃金の大部分を失うということであつた。

3年以上この国に住んでいる外国人の市民は、 1976年 以降選挙権を有 してお り、また

コミユーン及び県の任務に対 して被選挙権もある。すべての有権者のうちのこの割合は、 1

991年 の選挙に際 しては、4.2%に 上った。 しかしながら、移民は、コミユーンの会議

で非常に代表されずにいた。 1991年 の選挙においては、 87人の外国人の市民が選ばれ

てお り、これは、全議員の O.6%に 相当する。県議会に対 しては、全議員の 0。 5%に相

当する 9人の外国人市民が選ばれた。選ばれた者の最大の者は、北欧諸国の市民であつた。

7.6  1993年 の調査

7。 6.1 全般的な進行、方法、選別

審議会に対するある報告書 (ベ ック、1993)のなかで、 28のコミユーンと4つの県にお

ける議員の代表性について詳細に説明されている。これら28のコミユーンのうち、 20が

1979年 の同様な調査においてもみられる。その結果として、これら20のコミユーンに

とつて、この調査はパネル調査である。その他のコミユーン及び県にとっては、これは、む

しろ改革状況の概括的な絵柄や民主主義の効率性に関する問題である。

信託任務は、議会、執行委員会、及び委員会の常勤の議員や代理のような任務と定義され

ている。委員会の範疇には、何 らかの行政機関をもつているようなものが考えられる。 2
31の地方の政党集団のうちの84%が 回答 してきた。若干のコミユーンにおいては、回答

数は、これらのコミユーンがあらゆる変数を押 し通すことができるために低かつた。 したが

って、 75%以下のコミユーンは、それぞれの変数に関して除かれた。

政治家団体の規模及び構成に関する 1979年 の状況につらいての情報は、コミユーン民

主主義研究計画 (KDFP)の 政治家アンケー ト調査からもつてこられている。KDFPの

政治家アンケー ト調査はコミユーンに対する選択調査であつた。この新 しい現在の調査にお

いては、政治家アンケー ト調査はコミユーンに対する全体調査であつた。

議員団体の規模及びこれや住民の構成に関する情報は、この調査における次のような記述

的な質問に関して非常に重要である :1979年 から1992年 までの間に政治家団体の規

模、任務の集中、及び代表性がどのように変わつたか ?こ の質問についての分析的な側面は、

組織の改革としてどのような重要性があるかということである。

コミユーンの形態は、三つのグループに分類された。「伝統的組織」のコミユーンには、

16のコミユーンが含まれている。伝統的組織は、ここでは、コミユーンが何 ら根本的な組

織改革を導入 しなかつたことを意味するか、さもなければ、行政機構又は委員会機構を僅か

しか組み替えをしなかつたことを意味する。これらのコミユーンは、

Eksjo,Enkoping,Gallivare,Grastorp,Harjedalen,Kalix,Kalmar,Kil,Lidkoping,Lulea,

Lysekil,Sjobo,Sorsele,Toreboda,Tranemo,及 びTrelleborgで ある。

「コミユーン地区委員会組織」のコミユーン・グループには、三つのコミユーンが含まれ

ている。これらのコミユーンにおいては、全面的なコミユーン地区委員会組織がみられる。
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これらのコミユーンは、Uppsara,Nacka,及び Aleである。Goteborgも またコミユーン地区委

員会を有 している。しかしながら、Goteborgは 、それ自身のグループを形成 している。

「市場適応組織」のコミユーン・グループには、 8つのコミユーンが含まれる。このコミ

ューンについての分類は、発注一請負モデルや、結果単位組織、民間の請負事業者、生活協

働組合、組合の請負事業者、新たに設立された会社、あるいは熟練者執行委員会

(expertstyrelser)と いったようなものが存在に起因する。この分類の引用は、コミユー

ン連合の選挙後の調査、 1992年 の地方民主主義審議会のコミユーン 0ア ンケー ト調査で

採用されてお り、また新国庫補助金制度の評価のための調査においても採用されている。Ka

trineholm,Kavlinge,Munkedal,Staffanstorp,Surahnmmar,Tierp,Uppland Vasby,,甦てバ Vast

errasが こうしたコミユーンである。

それ自身大都市であるGoteborgと 県によって、その他二つの分類がなされる。つまり、Up

psala,Malmahus,Skaぬborgs,及 び Norrbottensレ ーン県といつたような県は、ただ県とだけ

分類される。同様な原則がGoteborgに 適用される。

7。 6。 2 政治家の数

以前から、政治家の数は人口により変化することが知られている。調査されたコミユーン

においては、その人口は、大いに状況が変化 しているこの調査において、最も大きいコミユ

ーンは、人口およそ430,000人 を有するGoteborgで ある。県は、四つで人口の平均が

約 340,000人 である。コミユーン地区委員会を有 している三つのコミユーンについて

は、平均でかろうじて人口90,000人 である。 8つの「市場適応コミユーン」は、平均

で 34,000人 である。伝統的組織をもつた 16のコミユーンについては、平均規模 24,

000人 である。

県は、当然に人口数に関連するものよりもより少ない議員数となつている。コミユーン地

区委員会を有するコミユーンは、コミユーンの規模によりあらかじめ予定されているよりも

数多 くの議員を抱えている。市場適応コミユーンのグループにおいては、議員は、人口から

当然に出てくるものよりも少なくなっている。

この調査により、政治家の数は、コミユーンの規模に比例 しては増えないことが示されて

いる。すなわち、人口と政治家との関係は比例的ではない。別の言葉でいえば、人口当たり

の議員数は、コミユーン人口の数とともに減少すると言えよう。伝統的組織のコミユーンは、

人口 1,000人 に対 して 9人の政治家がいる。市場適応組織のコミユーンにおいては、そ

の関係は人口 1,000人 当たり6人であり、コミユーン地区委員会組織を有するコミユー

ンは人口 1,000人 に対 して 5人 という関係となつている。Goteborgの 部分については、

人口 1,000人 に対 して 2人の議員、県については、人口 1,000人 に対 して 1人 とな

つている。

議員の数のこうした相違は、一方では組織形態により、他方ではコミユーンの規模により

説明される。コミユーン規模による結果のねじれと、議員の数がコミユーンの規模 に比例 し

て増えないという事実を取 り除 くために、比較の尺度として退化のラインからのそれ具合が

この調査においては利用された。表 7:6に おいては、それぞれのグループ毎の議員数の平均

値 とこの値の下での平均的なずれ具合、すなわち、期待された値からのずれ具合が一日瞭然

に示されている。
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表 7:6 各グループ毎の政治家の数

グループ

伝統的組織コミユーン

地区委員会コミユーン

市場適応コミユーン

Goteborg

県

政治家の数 (平均値 )

162
323
148
705
231

期待値からの平均的ずれ

-1

+123

-21

+297

-123

1977年 から1991年 までの 14年間においては、Goteborgを 含むコミユーン地区委

員会のすべてのコミユーンにおいて、この調査では、議員の数が増大 しているが、その一方

で伝統的組織のコミユーンにおいても、市場適応組織のコミユーンにおいても減少が記録さ

れている。後者のグループにおいては、その減少は大きかつた。 1988年 から1991年
まではすべてのコミユーンで議員の数が減少 した。市場適応コミユーンにおける減少がもつ

とも著 しい。コミユーン連合の調査によれば、 1977年 から1991年 までの期間におけ

るコミユーンにおける信託任務の数の改革の割合は、伝統的組織のコミユーンでマイナス 1

0%であつた。コミユーン地区委員会のコミユーンにおいては 16%の増であつた。市場適

応コミユーンにおいては、この期間におけるその減少は 14%であった。Goteborgに ついて

は、 41%の増であつた。コミユーン地区のコミユーンのなかでのGoteborgの 特別な規模が

そのような増大をもたらしている。

1988年 から91年の期間においては、すべてのコミユーングループで任務が減少 した。

市場適応コミユーンにおいては 13%でその減少が最大であつた。伝統的組織コミユーンで

は、 1979年 から1992年 まで間で 12%減少 した。市場適応コミユーンにおいてはそ

の減少は 31%で ある。

議会においては、何 らの改革も行われなかった。このことは、伝統的組織コミユーンにつ

いても、市場適応コミューンについても当てはまる。コミユーン執行委員会の部分について

は、市場適応コミユーンに関して、 7%の増が認められている。その他のコミューングルー

プに関しては何 らの改革もみられない。委員会については、伝統的組織コミューンで 33%
減少してお り、市場適応コミユーンで 52%減少 している。

7.6.3 任務の型、及び任務の集中

調査されたコミユーンは、もつともあ りふれた任務に関して異なっている。Goteborgを 含

むコミユーン地区委員会を有するコミユーンにおいては、委員であることと代理としての任

務は、まず第一にコミユーン地区委員会について問題 となる。市場適応コミューンにおいて

は、委員であることは、コミユーン執行委員会及び技術委員会におけるのがもつとも一般的

である。伝統的組織のコミユーンに関しては、委員であるということは、技術委員会、学校

管理委員会及び文化 0余暇委員会にいてもつとも一般的に当てはまる。県においては、介護

及び保育に関する委員会にみられる任務が一般的である。県について特別なことは、議会に

おける代理としての任務が一般的であることである。
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統合される傾向のある任務に関しては、コミユーン議会及びコミユーン執行委員会の委員

がもつとも一般的である。委員会の任務 と議会の任務の重複もまた大きい。コミユーン執行

委員会 と委員会 との間の重複は少ない。委員会間の任務の統合はまつたく稀である。 詳細

に説明したすべてのグループにおいて、コミユーン執行委員会及び議会における任務は、調

査された議員の 88～ 90%で統合されていた。議会の任務と委員会の任務を統合 している

割合は、 30%か ら38%の間である。コミユーン執行委員会と委員会の任務 とを統合 して

いる割合は、 8～ 9%である。委員会間における統合は、事例のなかで最高 5%である。

任務の集中は、それぞれの委員が平均 してどれだけの任務をもつているかを表す尺度であ

る。Goteborgに おいては、任務の集中は 1。 28である。コミユーン執行委員会を有するコ

ミユーンにおいては、その数字は 1.34で ある。伝統的組織のコミユーンにおける議員は、

1。 51の任務の集中である。市場適応コミユーンにおける議員は、 1。 56の任務の集中

である。県については、一議員当たりの任務は、 1。 75である。 1979年 と1992年
の間、任務の集中は増大 した。取 り上げられたコミユーンにおいては、その増大は、 1。 3

8-1.39か ら1.43及 び 1。 51に上つた。全グループを平均 して、その値は 1.5
3である。

7。 6.4 代表性

青年、移民、女性、及び労働者は、概 して、それぞれの機関への代表性は明らかに不十分

である。女性は、介護や保育における責任分野を取 り扱う機関においてはよく代表されてい

る。技術的な委員会においては、ごくわずかであるために、教育、文化・余暇委員会に関す

る委員会における代表はあまりよくない。男性は、街路 0不動産行政、清掃、港湾、及びエ

ネルギーに関する機関において過剰に代表されている。表 7:7は、常勤の委員としての任務

に関して、それぞれの機関にそれぞれのグループの代表を分かりやす く示している。

表 7:7 それぞれの機関におけるそれぞれのグループの代表

機 関

議 会

執行委員会

技術委員会

教育委員会

文化・余暇委員会

介護委員会

コミユーン地区

委員会

その他の委員会

女性

35。 7

28。 0

23。 0

44。 3

37。 8

50。 4

42。 4

38。 6

労働者

18.2

14.7

21。 9

21。 8

23.2

19。 4

13。 0

15。 3

青年

2。 9

1.1

3。 8

5.8

4.9

1.0

2.2

2。 3

高齢者

17.1

17.0

21.5

7。 3

16.3

18。 3

18。 6

13。 3

中心地

の住民

53.6

49.5

52。 6

50。 0

50。 2

55.8

59。 9

75。 0

過疎地

の住民  移民

19。 5    3.1

22。 2     1.5

19.1    3.3

21。 3    1.6

19.7   1。 7

21.9    3。 2

15。 3    5。 5

9。 8 8。 0

代理としての任務については、若干のグループに関して代表の改善の傾向がみられる。女

性は、執行委員会を除いて、例外なく代理としての代表が改善されている。労働者及び青年

のグループについては、すべてのタイプの機関において代表の改善がみられる。

147



グループ        女性

伝統的組織        -0.26
コミユーン地区委員会組織  -0。 20

市場適応コミユーン    ー0.25

Goteborg                 …0。 22

嬌譲                      -0。 09

全コミユーン        ー0。 23

それぞれのグループ問、及びそれぞれのコミユーン間の比較をするために、グループのさ

まざまな住民規模を配慮 した代表の尺度が必要とされる。これに配慮された場合、労働者が

コミユーン地区委員会を有するコミユーンにおいて非常に不十分にしか代表されていない

ことが注目される。さらに、青年がコミユーン及び県のすべての分野で非常に不十分にしか

代表されていない。移民も同様に非常に不十分にしか代表されていない。簡潔に言えば、中

心部の住民は、「もつともよく」代表されている。表 7:8は、調査されたコミユーン及び県

のグループのそれぞれの範疇のそれぞれのグループの代表性の指標を示 している。否定的な

指標値が大きければ大きいほど、それぞれの範疇の実際のグループの代表性がよくない。

表 7:8 グループのさまざまな住民規模に配慮 した代表の尺度

中心部

高齢者  移民  の住民

-0.49   -0。 66     -0。 15

-0.21   …0.67     -0。 04

-0。 42   0̈。 50     -0:09

-0。 35       -         ―

-0。 44   -0.65         -

-0。 43   -0.65     -0。 12

女性の代表は、他の範疇についてよりも県の範疇で本質的に改善されていることが興味深

い。よく代表されているのはただコミユーン地区委員会を有するコミユーンの中心部の住民

グループだけである。

1979年 と1992年 の調査時点間の対象コミユーンにおける改革は次の通 りである。

伝統的組織のコミユーンにおいては、女性、労働者、高齢者、及び移民グループの代表性は

改善されてきた。労働者グループの改善は著 しい。その原因は、一つには市民のなかの労働

者グループの減少であ り、また一つにはグループとしての労働者が 1979年 には今日とは

別のかたちで定義されていたことである。 しかしながら、政治的な機関における労働者の割

合は、概 して同様である。高齢者及び移民のグループについては、改善は控えめであった。

女性の代表の改善は、政治的な機関に多数の女性政治家がいることによる効果である。青年

のグループは代表性が悪化 している。労働者以外のすべてのグループについて、依然として

不十分にしか代表されていないと言える。女性、労働者、高齢者、及び移民のグループにつ

いては、 1992年 には 1979年 よりも代表の不十分さは少なくなつたと言える。

市場適応のコミユーンにおいては、 1979年 以降、女性、高齢者、労働者グループ、及

び中心部の住民の代表性に関して改善されてきている。この範疇のコミユーンにおいても、

労働者の改善は、著 しくというほどでないにしても、非常に改善 している。ここでも、青年

のグループは、代表性の悪化を喫 している。伝統的組織のコミユーンについても、同様に、

すべてのグループで多かれ少なかれ代表の不十分さが問題 となっている。

7.7  要約及び結論

任務の数に注意を払うならば、コミユーン及び県は二通 りの発展モデルを示 している。

労働者  青年

-0。 41   -0。 79

-0。 71   -0。 71

-0。 49   -0.80

-   -0。 83

-0。 67   -0。 83

-0.50   -0。 80
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コミユーンの部分については、コミユーンの統合 と関連 して、著 しく任務の数が減少 した。

1965年 -74年 の期間には、任務の数は、およそ 190,000か ら115,000ヘ

と、およそ60%減少 した。 1974年 と1977年 の間には、任務の数が増大し、その後、

1988-91の 議員任期に至るまで、概 して一定を保つた。 1991年 の選挙により、任

務の数は、約 7,750、 およそ 9%減つた。

県の部分については、任務の数は、 1970年 代の間中増大 した。任務の総数は、 198
0年に、 9,736に 上った。 1988年 までに、その数はほぼ 1,800増 大した (お よ

そ 18%)。 直前の議員任期と現在の議員任期との間の減少は、依然の増大とまさに同規模

であり、今日の任務の数は、実際に 1980年 と同じく、 9,719で ある。

1989年 から1992年 迄のコミユーン及び県における任務の数の減少に関わる、問題

の総削減数は、およそ 9,550に 上る。

「任務の集中」つまり議員一人当たりの平均的な任務の数は、 1980年 の 1。 4か ら約

1。 5へ と増えた。

「代表性」に関しては、現在の社会的な部分に関して言えるのみである。意見の代表性の

測定については、最近においてはなにもなされてこなかった。

上記の私たちの記述の元となつているこの調査においては、 1979年 と1992年 の状

況が比較されている。要約的に、釣 り合いを欠 くことなく、以前の測定時に代表が不十分で

あつたグループ、すなわち、労働者、高齢者、女性、青年、及び移民は、今日においてもま

たそうであると言いうる。 しかしながらく (人口統計学的に特別な説明のなされている)労

働者、女性、及び中心部に居住 している人々は、どのグループも一層明白なかたちでその位

置づけを改善 してきた。一方、高齢者は、その位置づけを控えめに改善 してきた。青年の位

置づけは悪化 してきた。移民は、伝統的組織のコミユーンでそのいちづけを改善してきたが、

市場適応コミユーンでは悪化 してきた。

こうした比較は三度の別の機会における代表性の測定に関わるので、この期間、つまり任

務の数の減少がもつとも劇的であつた直近の二つの議員任期間の部分において生 じたこと

については、述べることはできない。

ひとつの可能な仮説は、 1991年 の選挙までの代表性は今日よりもよかつたということ

であろう。この仮説は、この規模での信託任務の全般的な減少が、自動的に代表性の悪化を

もたらすべきかどうか

しかしながら、この全般的な傾向は、 1991年 の選挙の直前に委員会に対する候補者の使

命に際 して、政党が、一般的には不十分にしか代表されていないグループを広範に引き立て

るように意識的に始めたことにより、逆行させられてきた。

このようなありさまの不安定性のため、 1979年 -92年 の期間の間中、代表性の発展

に関して何ら確たる結論も引き出されることなく、直近の二つの議員任期の間の発展にかん

しても何もなかつた。こうした見通 しにおいては、それぞれの組織モデル間の代表性の効果

についての比較もまた意味のないものとなる。

この報告においては、伝統的、分権的、市場適応的組織のコミユーンといつた三つのグル

ープが議員の数、任務の集中、及び代表性に関してその効果について比較された。この報告

書の結論は、市場適応組織の導入は、大体のところ、政治家団体の縮小を連想させるという

ことであり、その縮小は、任務の高度な集中をもたらすとともに、社会のなかの「従属的な
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グループ」の代表性の悪化をももたらすということである。私たちは、この報告書の結論の

記述においては、いわゆる市場適応コミユーンの選択が完全には満足すべきものではないと

考えているので、こうしたタイプの比較を再現するについては控えめであった。

私たちの全般的な結論は次の通 りである。コミユーン議会の会議及び委員会において不十

分にしか代表されていないことでよく知 られたどのグループも、長期的にみれば、その位置

づけを幾ばくか改善 してきた。このことは、政党が、政治上の機関における代表者のそれぞ

れのグループ間のバランスの改善をもたらす努力で 1980年 代に若千の成功を収めたこ

とを意味する。 しかしながら、先の選挙による信託任務の数の急激な減少の効果は、なんら

かの合理的な確実性をもつて評価することはできない。

民主主義の観点で、そのとき代表性がどのような役割を演ずるであろうか ?

まず第一に、私たちは、私たちの知るかぎり、「代表性の側面」をもつた政治的な会議が

異なる構成の会議以上に、優先順位、内容、利点等々に関して、何 ら合理的な根拠がないと

結論 した。ここで、私たちは、当然、政治的な見地での相違にはとらわれない6こ のことは、

政治過程の結果が代表性に関しては相対的に中立的であることを意味する。同じようなかた

ちで、決定及びサービスの供給における効果に関して、最終結果が熟視されると思われる。

十分な代表性はそれ自体価値があ り、それが市民との接触の改善、選挙民と議員等との間

の意見の一致の改善といつたような別の中心的な価値を促進するという見解が残つている。

この見地は、住民及び議員自身の大部分によって奉ぜられている。

私たちは、この見方に同意 し、地方の民主主義は議員の数が多いことによって支えられる

ということ及び決定機関の構成ができるかぎりよく住民を反映すべきであることがそれ 自

体重要な価値であると主張する。私たちが見出した、この見地において欠けているものは、

私たちの考えでは、民主主義の観点からは残念なことであるが、驚 くべきことではない。

こうした背景により、私たちは、政党が議員の代表性を改善するためにその努力を強化す

るよう勧める。

新 しい組織形態への移行に際 して、民主主義の問題は、信託任務の数を含むべきであ り、

また代表性は、一層中心的な位置づけをもつべきである。私たちは、大きな組織改革を行つ

たコミユーン及び県がこれらをコミユーン民主主義の見地から評価するよう勧める。
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第 8章 変化する世界における政治家の役割

コミユーン及び県の議員は、基本的に二つの役割を持つている。すなわち、市民の

代弁者であること、そ して決定権者であることである。例えば、信託任務の減少、

個人選挙の要素の拡大、報道媒体の政治的影響力の増大、国民経済の発達、新 しい

組織及び管理形態の導入、並びに委任の拡大の結果として、その役割が大きくなっ

てきている。このことは、議員に対 して、新たな、そ してより大きな期待を負わせ

るものでもある。

私たちは、次のように言うことができる。

*議員に対する期待は、事業の条件、及び必要性に関する関連の知識を増大する。

*政治上の管理システムは、新たな需要に適応させ られる必要がある。

*事後検討及び評価のシステムが発展させられる必要がある。

*議員は、彼 ら自身の一般大衆との意志疎通を改善 しなければならない。

議員は、起草、意思決定、及び執行に重要な責任を負つている。私たちは、原則

的に、政治と行政の境 日は常に明確であ り、発注―請負モデルは、その境目どのあ

たりか一層明確にすることに役立つと考えている。

一般的に認められている政党の欠陥は、私たちの考えるところでは、結局、一般

的には政治に関わる組織の、そ してとりわけ、地方の民主主義の重大な正当性の危

機をもたらすということである。私たちは、諸政党の今後の役割及びその活動のた

めの条件は、現在の支持形態を含め、議会における起草のためという枠内で一般的

な政治的決定の対象であると提案する。

8。 1 はじめに

8。 1。 1 通達

この通達の原点は、新コミユーン法の提案についての 1991年 の春の国会審議に関連する

議論である。この議論は、例えば、組織構成の自由の結果として、地方の民主主義等の衰

退に関わる動機から示された危惧であつた。

私たちは、この通達により、選挙、行政及びその指導力、並びにコミユーン又は県の職

員対する関わ りにおける議員としての役割の変化について調査研究する。一般的な任務の

枠内で、組織構成の自由の拡大に基づきコミユーン及び県において行われた変革の結果に

光を当て、評価することとする。

8.1。 2 政治家の役害Jに ついての概説

基本点

コミユーン及び県の議員は、基本的に次の二つの役割を持つている。すなわち、行政に

おける市民の代弁者であること、及び決定者であることである。伝統的には、決定者 とし

ての役割が強 く強調されてきた。普通の市民による行政から普通の市民による統制への変

遷、並びに 1960年代及び 1970年代における行政のプロフェッショナル化がさまざまな点

で議員としてのいろいろな前提条件を変えてきた。例えば、発注―請負機能への分離 とい
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つた新 しい組織についての発想が影響を及ぼした近年におけるこうした発展は、市民の代

弁者としての役割をより強 く強調するようにしてきた。

議員としての役割に関しては、代弁者又は決定者であるということ以上にかなり多 くの

側面がある。信託任務調査委員会がその答申書「90年代における議員」(SOU 1989:108)の

中で指摘 しているように、議員は、例えば、市民、家庭及び職場、マスメディア、政党、

行政、及び政治上の意思決定機関との関係 といつた、政治の周辺にあり、それを取 り囲み、

相互に作用 し合う存在のさまざまな部分の産物である。

今述べ られていることに関しては、私たちは、確信を持つて、コミユーン及び県の議員

は、 レイマン、すなわち、政治上の機関において市民を代弁するために選ばれた普通の人

であるということができる。彼 らが演 じる役割と彼 らに求められることは、その基本的な

条件 との関連で決められなければならない。私たちは、議員が政治活動と平行 して、その

他の関心事や仕事を開拓 し、そうすることにより、できるかぎり広 く社会と接するように

なることこともまた重要であると考えている。

社会科学の研究においては、 しばしば、それらの間に明瞭なはっきりとした境界で、い

くつかの異なる役割に政治家の役割を分割する傾向がみられる。以下に、私たちは、こう

した試みによる調査研究について言及する。私たちは、そのような形で着手することは、

調査の観点からは意味のあると十分理解 しているが、同時に、実際の評価においては、政

治家の役割が、い くつかの役割が一人の人に帰すること、そして議員としての個人が常に

これらの間を行き来することによって特徴づけられることを指摘 してお く。

もう一つ当然に最初に指摘 してお くべきことは、国内のすべてのコミユーン及び県で組

織開発が進行 していること、そしてそうした組織開発の狙いや内容に関わる問題が一では

ないということである。この結果、コミユーンごとに基本的な条件が異なるようにな り、

政治家の役害Jも それに応 じて多様なものとなつていることが特徴的である。

私たちはまた、新 しい組織形態などの開発は、それらの形態が用いられ始めてからあま

り時間が経つていないことから、必然的に信頼性に若干欠けるのではないかという結論を

引き出したことを指摘 しておきたい。

コミユーン法は、政治家の役割についてどのように述べているか ?

新コミユーン法は、ある程度、普通の人の行政から公務員の行政への現在進行中の発展

を反映 している。その準備作業においては、コミユーンにおける発展が、例えば、失なっ

た労働の対価に対する公正な代償についての権利 とか、政治家が日標管理によってこの発

展を統制 し導いていくことのできる可能性 とかいつたさまざまな点で、法律にどのような

恒常的な影響を及ぼすかについて取 り上げられている (政府提出法案 1990/91:117)。

しか しながら、議員と職員との間、並びにその責任及び職務の境界については、新コミ

ューン法によって変わることはなかった。決定に関連するあらゆること、並びにすでに起

草され、決定され、施行されたさまざまなことに集約的な責任を負うのはいまだなお議員

である。委任の手段をその手に持つているのも議員である。こうしたことから、コミユー

ンの行政は、政治家の統制下にあるということができる。

コミユーン法の中におけるコミユーンの議員の性格は、コミユーンの機関に選ばれたし
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かるべき人であるということである。コミユーン法第 4章第 1条によれば、議員の関わる

ものは、議会、委員会、議会の起草委員会の構成員及び代理委員、並びに会計検査官及び

会計検査官代理である。 したがつて、コミユーン企業の執行委員会の構成員 としての任務

は、コミユーンの信託任務 とは考えられていない。コミユーン及び県が選挙団体である一

定の国の信託任務についても同じことが問題 となる。そのような任務の一つの例は、法律

裁判所の陪席判事である。法的な観点からは、議員としての第一番目の義務は、コミユー

ンの機関の会議に出席 し、そこでの決定に関わることである。個々の議員は、委員会の委

任により、決定権を持つことがある。議員は、その任務を遂行できるようにその労働を免

除される権利を持つてお り、また失われた労働収入についての妥当な代償に対する権利も

持つている。発議権、質問権、保留権、及び委員会において案件を喚起する委員会の構成

員としての権利もこれらの権利に属する。委員会の構成員が解職を認められないか、その

議員本人が 2年以上の禁固刑の罪を宣告されるならば、委員会における議員としての任務

が議会によって解かれることがある。

8。 1。 3 基本的資料

本章で述べることがらの資料は、一部は調査報告書及び審議会の答申書などに詳 しく説

明されている旧来の資料であ り、また一部は外部の専門家から整えた新 しい資料である。

外部の資料に言及する場合は、私たちは、多 くの場合に、私たち自身の立場にとらわれず

に行う。このことは、実際の記述かあるいは引き出される結論を背景に置いているという

ことを意味 しない。若干の例においては、私たちが異なる認識を持つている場合には、私

たちは、外部の資料に注釈を付けることとする。

8。 2政治家の役害Jに ついてのコミューン及び県における重要な変化

第 2章において、私たちは、コミユーン及び県の議員の重要性及び彼 らのさまざまな役

割について、近年における展開に関する私たちの基本的な観点について詳 しく説明したと

ころである。私たちは、公共経済の膨張、任務の数、新 しい組織形態や管理形態の進展、

そして委任の機会の活用の増大について取 りあげた。

公共経済の膨張 に関 しては、経済の悪化それ自体は、コミユーンや県にとって何 ら特

別なものでもな く、新 しいものでもないが、歴史的な観点での大幅な節減や削減は、地方

の政治における新 しい要素であると考える。ある事業を他のものよりも優先させる必要は、

議員に対 して、新 しい知識や新たな需要に対する管理運営手段の適応、及び事後検討や評

価の制度を発展させることといつた、新たなより困難な要求を課することになる。私たち

はまた、議員が、例えば、財政の状況やその緊縮による影響について正確かつ公平に詳細

に説明することなどによリー般市民との交流を深めることが重要であることを強調 してお

く。

信託任務の数は、以前の議員の任期 と現在のそれとでは、政治上の決定機関の広汎な機

構改革により、コミユーンで約 9%、 県で約 16%減少 した。こうした変化の背景には、一

つには、事業を管理する人々に対する要求の増大があ り、また一つには、組織や管理シス

テムに対する要求の増大がある。
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私たちの基本的な視点は、地方の民主主義は議員の数が多いことにより高められるとい

うことそれ自体が重要な価値があるというものである。新たに生 じたこの変化は、私たち

の考えでは、地方の民主主義にとって何 らかの脅威 となるような規模のものではない。 し

かしながら、将来の展開について監視するべきであろう。

新 しい組織及び管理の形態に関 しては、発注 0請負機能に分離 したいわゆる機能別組織

の導入がこの新 しい現在進行中の展開において重要な新機軸である。

発注・請負モデルは、議員にとって、い くつかの点で重要な新機軸である。すなわち、

日常的な事業の執行と仕分けること、さまざまなサービス生産単位組織からの入札を取 り

扱うこと、実施に際 して契約を締結すること、並びに市民と契約の観点から事業を評価す

ることである。こうした新機軸は、議員にビジネスライクな能力、その事業の成果を評価

する新たな手法、及びときには特定の単位組織や事業の位置づけを落とすような優先順位

の見直しについて第一義的な責任をとる能力と意思に対する必要を新たにし、また増大さ

せたと考える。

1991年のコミユーン法において新たに設けられた規則の成果である議会から委員会、委

員会から職員への 委任の増大 は、例えば、国全体でみて議会の会議の数を減らした り

した。職員への委任の増大は、公開性が減 じたと考える若干のコミユーンの構成員からの

批判にさらされている。一部の議員のまたこの委任の増大に批判的であ り、より効果的な

目標管理によるものとか機能に分割された組織の導入は政治家の事業に対する統制や影響

力を削ぎ落としたと考えている。

私たちは、委員会が事業の統制に対する要求に応 じて行動することができるように、決

定されたことに関 しての委任者の当該委員会に対する報告義務が組み込まれていることが

重要である点を強調 してお く。ここに議員のコミユーン会計に対する事後検討の責任があ

る。もし彼らが委任の増大により事業に対する統制力を失つたと考えるのであるならば、

私たちは、これが議員が委任の順序とか決定手続きを監視する理由であると考える。

さらに、私たちは、委任の増大は、例えば、決定案件の数が減つた場合に、議会が「誤

つた」任務に専念するといつたことを意味 しないということを強調 しておく。決定的であ

るのは、議会が取 り扱う案件の量よりも質である。私たちは、本章であとでこのことに再

び触れることとする。

8。 3 政治家の役割についての展望

信託任務調査委員会が指摘 しているように、政治家の役割が一つもないということはな

く、沢山あるということである(SOU 1989:108s.49ff)。

こうした多 くの役害Jについて述べるについて考えられる出発点は、コミユーン及び県の

政治上の決定機関における議員の機能と位置づけに留意することである。こうした展望に

より、次のような類型をみいだすことができる。

*多数派及び野党の政治家

*フ ルタイム、パー トタイム、及び有職の政治家

*議会及び委員会の政治家

*議長、議員、及び代理議員
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もう一つの出発点は、議員たちが選挙民とか彼 らが代表する政党とかの関係で彼 ら自身

の役割をどのように定義 しているかということである。規範的な民主主義の理論では、 し

ば しば、議員は次の 3つの類型に分けられる。

*代議員としての役害J

*選挙民の代表者としての役割

*政党の代理人としての役害J

代議員としての役害J とは、選出された者が直近の選挙の結果に基づ く一般的な枠組み

の範囲内で信念を持つて決定することを意味する。

選挙民の代表 としての役割 とは、選出された者が選挙民の従順で素直な道具「一般大

衆の代表」であることを意味する。

政党の代理人 は、その属する政党のいろいろな機関において形成される見方を代表 し

ている。

1970年代の終わ りに、スウェーデンの 50のコミユーンの議会の議員によって、これらの

3つの役割が典型的な選択に際 してどのように分かれているか調査された(ウ ォリン等、

1981)。 最も多い(38%)のは選挙民の意見が選挙に際して議員自身の意見と政党の意見、

そ して選挙民の見解との間で決定されるべきだという考えであつた。次に多かった(34%)
のは、議員自身の見解が最も大切だという意見であつた。最も少なかつた (28%)のは、

政党の見解が決定的であるべきであるという意見であつた。

選挙民の順位表に関する意見は、委員会の調査においては、住民が議員自身の見解を何

らかの形で取 り込んでいたという点では、議会のとは異なっていた。コミユーン規模が大

きくなるほど、そ して議員の年齢が高 くその重要な地位にあるほど、議員自身と政党の代

理人の割合が高 くなつていた。非社会主義政党の代表者 らは、議員自身であることをむ し

ろ選んでいたが、他方、社会主義政党の議員達は、政党の代理人がより大きな割合であ り、

また一方で選挙民の委任を受けているとするのも大きな割合であつた。調査対象のグルー

プの中で、女性は、男性 と比べて、議員自身とするものが少なかった。

誰がコミユーン及び県の政治上の決定機関を組織するかという形態の近年における変化

という展望のうえで、政治家の役割が区分けされると考えられる。

議員の大部分は、いまだなお 伝統的な行政的な役割 を演 じている。この役割につい

ては先に(2。 3.4)で述べ られている。それは、包括的であるということで特徴付けられ

る。つまり、議員がすべての意思決定の連鎖、及びそれぞれの段階の起草、意思決定、執

行についての責任を持つているということを意味する。この 10年間、コミユーン事業の専

門化 とともに、議員達は、ますますもつぱら決定者となつてきた。伝統的な政治家の役割

もまた、当然に、発注と請負の機能が同一者の手中にあることにより、事業に対する直接

的な重要な影響力の行使の余地のあることによって特徴付けられる。

近年になされたこの根本的な組織上の変革は、 4つの新 しい政治家の類型を生み出した。

すなわち、「 ビジネス 0リ ーダー」、「ブローカー」又は「仲介者」、「依頼人の代理人」、

及び「細かく詮索 し批判的な素人」と呼ばれるものである (モ ンティン,1993)。

「 ビジネス 0リ ーダー」 は、特に、一方では、発注一請負組織を有 しているコミュー

ン及び県で始められた生産責任を負う行政庁に、また一方では、よリー般的にコミユーン
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執行委員会及び県執行委員会にみられる。この政治家のタイプは、事業に対 して政治指向

よりも事実指向的である。生産行政庁に属 している政治家たちは、 しば しば先頭に立ち、

さもなければ民間企業で働 く経験を持つている。彼 らは、自身の任務を伝統的な委員会の

仕事を特徴づけているある種の政治的妥協としてよりも、「生産」を楽観視することを目

的とする誠実な協力であるとみなしている。

「仲介者」 としての役割は、さまざまな強力な利害関係者間の調和を図るということ

である。この役割は、まず第一に、コミューンの指導的な政治家により演 じられる。

「依頼人の代理人」 とは、まず第一に、発注委員会に属する者にみられる。これは、

関係者一般としての市民というよりも,む しろ、依頼人の代理人としての役割である。こ

の役割は、「依頼人の代理人」が市民が、コミユーン職員のサービス提供に影響を及ぼす

ことができるように、依頼人として行動 し易 くするということである。

「批判的な素人」 は、コミユーン及び県の双方で発注―請負モデルの一部として導入

された議会の小委員会でみられる、より自由で探索的な役割である。議会の小委員会の構

成員を想起 させ るシユー ラハムマール・ コ ミユー ンの新 しい機能である「諮問会議

(bemaktige)」 もまた、「批判的な素人」の類型に属する。

小委員会制度を導入 したコミユーンの例 として、 6つの課題別の小委員会 と 11の議会に

関連 した小委員会を有するリンショッピングが挙げられる。 リンショッピングにおける小

委員会の目的は、住民による選挙は、基本的な政治上の意思決定を発議 し、それに参画 し、

そしてそれに影響を及ぼ しうる可能性を増大させることになるということである。この日

的はまた、市民にとって重要な問題に対する開かれた議論を刺激するということでもある。

議会の小委員会についてのもう一つのモデルは、オクセ リョスンドやテービーなどにみ

られる監査小委員会である。

議会小委員会は、ブレッキング県とかソルムランド・レーン県のように、県の段階にお

いてもみられる。

スラハムマールにおけるコミユーン議会 (bemaktig)は、それぞれ 9人の議員からなる

6つの常設グループで構成されている。この議会 (bemaktig)は、執行委員会での起草な

しに議会 (fullmよtig)に 問題 を提起することがで きる発議機 関である。この議会

(bemaktig)は、各部門や課題別委員会の領域にとらわれることな く、自律的に評価 と統

制を行うことができる。こうしたことは、コミユーン事業について社会福祉を包括的に評

価することであ り、市民による地方政治についての討議の場であるということである。活

動領域についての例は、知識とか健康、コミユニケーション、侵害、援助、安全である。

8.4場面展開における政治家の役割

政治についての説明や分析においては、提案を明確にするために場面概念が利用される

ことが珍 しくない。一般的に現れる場面は、こうした文脈においては、政党という場面、

選挙民という場面、そして議会 という場面である (Sjoblem,1968)。

政党という場面は、組織形態や活動などの地方の政党組織に関わるすべての事柄に関わ

る。選挙民という場面については、議員と一般住民、すなわち選挙民の会する場である。

議会 という場面については、コミユーンの意思決定機関及び検討の余地のある事業からな
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る。

8。 4。 1政党という場面での政治家の役害J

政党の役割及び機能

歴史的に見て、政党は、1950年代の初期に始まつたスウェーデンのコミユーンの大規模

な再編成に対 しては、今日に至まで比較的従属的な役割を演 じてきた。コミユーン分区改

革は、例えば、政党の地方組織をますますお互いに似通つたものにさせることとなった。

地方の政治は、政党化の進展と議会における政党間を隔てる違いの一層の明瞭化によって、

ますます国政に似通つたものともなつてきた。

1980年代を通 して、政党が危機的な状況に至つていることがこうした明らかとなってき

た。こうした兆候は、まず第一に、市民の政党政治活動に従事する者がますます少な くな

つてきていることである。ほとんどの国会の政党は、ゆつくりとしか し着実に構成員を獲

得 している。近年においては、社会民主党では、労働組合連合の構成組合員による単独支

持を取 り消 しの決定によって、構成員数が非常に急激に減少 した。従来のや り方では当然

に政党の構成員数を非常に多 くすることとなつた。それに対 して、個々の構成員の選択に

よるとする新 しいやり方ではスウェーデンにとってより「正常な」数になった。

とりわけ政党の現在の組織構造を構成員の活動が落ち込んでいるにもかかわらず生き残

るようにさせているものは、その活動の枢要な部分が政党助成 という形の公的資金により

財政処置されているということである。政党助成を支給することができるということは

1960年代に導入された。この政党助成は、本質的には、政党の議会における勢力に応 じて

分配される。

ますます多 くの国で公的な資金により政党活動の財政処置をするようになったことの重

要な理由の一つは、政党助成を受けることにより腐敗や、大きな経済力のあるさまざまな

利害関係者からの不当な影響力に対抗することができるということである。

政党の物質的な基礎の強化は、政党助成の導入以前の時代 と比較 して、今ではずつと強

められた。例えば、これ らの基礎団体は非常に強化され、コミユーンの信託任務をうけた

人々を教育する可能性が増大 した。政党がその重要な課題について計画とか政見について

一般住民に知 らせる機会もまた改善されてきた

コミユーンの政党助成に関する立法作業の過程で (stencil K 1969:7,prope 1969:126)、

この助成の目的は、政党がそれまでよりはよりよい方法でコ ミユーンの課題や政党の政見

に関する情報を選挙民に提供することができるようにするということであった。このコミ

ューンの政党助成は、近年における解釈では、世論形成における政党を立場を強化するた

めの社会全体の支援であるとみなされる。この助成は、これにより、さらに地方における

民主主義を強化する目的をもつている (SOU 1988:47;prop.1991/92:66)。

立法作業の過程におけるこの目的に関する一般的な表現に余地があると考えられること

のほかに、その他の住民運動や一般的な社会活動に支出する社会的な助成と比較して、政

党助成は成果との関連性がないということがある。

公共経済の研究に関する専門家集団であるESO(B1981:03)は 、政党活動の公的な

財政処置についての詳細な絵柄を示すよう、政党助成について研究することを政府事務所
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に委ねた (政府事務所調査分科会 3 Statskontoret,utredningsavdelni昭 3,PM 1998-

03-12 )。

研究課題は次のとお りである。

…政党活動に対する財政処置として意味のある助成であること。

―公的な財政処置に対する代替的なものであること。

―政党助成の規模 と投票率、構成員数、及び活動の状況などとの連携の可能性。

この研究の成果は、年報 1993/94に入れられるものとされている。

政党内の全体的な状況については、信託任務調査委員会により、答申「90年代における

議員」 (SOU 1989:108)の 中で次のように示されている。

構成員と組織化された政党の活動との間には明らかに重大な溝がある。構成員は、かれ

らの期待 と希望に合わないので、ほとんど地方の政党活動に戻つて しまう。そのため、地

方の政党協会の活動は、これがない小さな執行委員会であるとか地域であるとかの問題が

ある。それによって、この協会の権能として、構成員を動員すること、構成員の政治的視

点や希望、要求について方向づけすること、政治的な論争のための広場であること、そ し

て地方政治と国政 とを結びつける道具であることといつた基本的な機能を満たすことがで

きなくなつている。

スウェーデンの民主主義は、高度に政党を通 して実現される民主的である。憲法及びコ

ミユーン法は、国内に優れた機能を有した政党の存在を前提としている。通常は、公的な

意思決定機関やそれらの権限を行使する政府事務所の職員候補者の補充がその重要な機能

であると考えられている。さらに、政党のその他の重要な機能は、構成員及び公的な任務

の候補者を政治的にすること、政党により策定された政治上の計画を採用すること、そ し

て以上のような理由で、社会において一般的な世論となるよう積極的に働きかけることな

どである。地方及び広域の政党組織は、政治広報や選挙活動を指導し調整すること、並び

に政党助成金を管理するといつた特別な任務を持つている。

政党がスウエーデン社会において有 している包括的・基本的な任務 という点では、当然

に、政党がこの任務を十分な形で満たすことがもはやできないならば非常に問題である。

私たちは、政党が自分達 自身に対する期待と要望に従つて行動 しようとあらゆる方法で努

力することが重要であると考える。

政党の将来

スウェーデンの政党が現在そして特に将来において直面する、全国的かつヨーロッパや

EG/ECと の協調の増進といつた特徴をもつ問題をどのように明らかにするかについて、

今日、何らかの明確な考えを示すことは困難である。政党研究者グラン・ギドルンドは、

新しく出版された本「ヨーロッパの政党」 (ギ ドルンド,1993))の中でスウエーデンの

政党の将来について分析 している。

ギドルンド自身としては、全国的な民主主義においては、すべての政治的意思決定は、

158



遠 く離れたところにあるものではないと考えている。福祉政策の重要な部分は、現在 と同

様に国会及び基礎、そ して広域自治体で扱われることになろう。先進的な基礎 自治体及び

広域自治体は、中央集権に対抗するものとして、またまず第一に政党の存続 という点で機

能することになろう。 しか し、基礎 自治体や広域自治体の政党及び幾分か偶然的な政治集

団の発展の基盤が、それらがますます全国的になってきたことにより、厚 くなつてきてい

る。政党内部の効率性を増大させ、内部における民主主義を脅かすものに対抗するための

重要な条件は、ギ ドルンドによれば、ネットワーク思考と先端情報技術の利用である。

ギ ドルンドは、政党組織の近代化 と改革が着手されたが、将来の行政組織がどうなるか

不確かである 一まず第一に広域レベルの自治体で―ために、そして基礎 自治体の政党支援

金に関する規定が、一定の団体のレベル、すなわち、中央政府、広域自治体、基礎 自治体

のレベルと結びついているため困難となり、遅れることとなつたとしている。

政党構成員に関する問題については、ギ ドルンドから引用すれば、例えば、少な くとも、

現代の情報技術が提供する効率的な情報伝達の大きな可能性によって、活動的な構成員と

受動的な構成員との間の黒自の違いは過去のものとなって しまうだろう。ギ ドルンドは、

これに関連 して、すべての政党、いわゆる大衆政党も、次第に「仲介政党」になってきて

いると述べている ドイツの政党研究者に言及 している。

全国的政党は、数多 く枝分かれ した組織構成員による負担に基づいて政党選挙や選挙運

動に臨むことができる。「モデルとして考えられる政党選挙 (こ こが強調されている)は、

私たちがすでに承知 している情報化社会と全国化の一層の進展やヨーロッパ同盟の進展 と

いつたこれからのシナ リオにますます歩調を合わせていくことになる。」

さらに政党選挙が発展すると構成員を抜きにした職業化 した政党選挙となる。しか しな

がら、そのような形の発展は、政党の存続と民主主義の両方に全体 として危険である。そ

のような政党形成のあ り方は、当然に非常に不安定なものにな り、契約者に委ねられるこ

とになるだろう。このことはその活動が企業と同様の方法で運営されるようになることを

意味する。そうしたことにより、政治システム全体の正当性が損なわれることになる。

ここに描かれたような政党の発展の姿は、政治家の役害Jの結果として受け取ると考えら

れるものだろうか。

一つの明らかな結果は、政治の全般的な「仲介機能化」が、結局のところ、政党の内部

活動と一般市民と意志疎通をする方法の両方に影響を及ぼすことになるということである。

起こりうる影響は、これまでよりもよリー層広範な仲介機能化が国についても、地方につ

いても政治の議事日程を決めることになるということである。政党組織内における長期

的 0体系的な企画事務が、ほとんどが仲介機能化 という状況でなされて しまう今日風の選

挙運動政治と呼ばれるもののために退けられることになるという明白な危険性がある。誠

実かつ勤勉な政党活動家、すなわち学習会の指導者、組織活動家、個別訪間活動家などの

必要性は、中庸な、関心があり、有能で適切な職員により、そのような状況では減ること

になるだろう。

仲介機能化についてのもう一つの結論については、8.4.2及び8。 4.3で詳細に述べ られ

ている。
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8。 4。 2 選挙の場面における政治家の役割

制度改正とその政治家の役害Jに対する影響

第 2章で、個人選挙審議会がその答申書「個人選挙の拡大」 (SOU 1993:21)の 中で打

ち出した提案において原則的な視点を述べたところである。その提案については、第H章

でさらに詳細に述べられている。

個人選挙審議会は、国会及び県議会、コミユーン議会の選挙全般に個人選挙の要素を拡

大することが重要であるということ、そしてそのような改革が実施されることに同意 して

いる。同審議会は、毅然として全 く経験 したことのない制度を提案 し、また外国の選挙制

度に由来する要素に基づ くそれぞれ異なるいくつかの形態について詳 しく説明している。

そうした代替案の一つとして ドイツモデルの変形があ り、より詳細な規定が定められてい

る。

個人選挙審議会は、個人に自己の意思で投票することができることになる制度を推奨 し、

コミユーンの選挙への実際の適用が50%か ら70%の間になるだろうと推定 している。

個人選挙審議会の考えているところによれば、個人選挙の要素の拡大は、適切である個々

の政治家が現在の制度よりも大いに人物を売 り込むようになる。このことはすなわち、候

補者個人に対する財政援助の活用の拡大を刺激することになろう。審議会は、この形態の

選挙運動についての財政処置にはさまざまな危険性があると指摘 しているが、個々の候補

者の選挙資金の手当てに関して何 らかの規則を提案 しているものではない。 この提言に

よれば、この改革は、全体的には、将来的に1997年の選挙に際 して適用され実施されるベ

きであるとされている。

同時に達成された国会の政党間の合意によれば、個人選挙野要素の拡大の導入は、議員

任期の 3年から4年への変更に伴うことになろう。同一選挙日が変更されることはない。

上記に示 したように、個人選挙の要素の拡大は、地方の民主主義を活性化 し、有権者と議

員との意思疎通を刺激することに貢献することになろう。こうした想定は個人選挙審議会

の判断により支えられている。個人選挙審議会自体は、外国での選挙の経験から、個人の

要因は、国政選挙に際 してよりも地方の選挙に際 しての方がよリー層関心が寄せられると

みている。個人選挙審議会の見解によれば、地方レベルの政治上の問題の多 くが、より直

接的な形で個人に関わることにより、よリー層活発な関わ りを呼び起こすことができると

いつた種類のものである。個人としての政治家に対する関心を高めるべきであると審議会

は考えている。

私たちの考えるところでは、個人選挙の要素は、現在のような純粋な被選挙人リス トに

よる制度と比較 して有権者に個人を一層さらすといつたような形で個々の議員により多 く

求めることになろう。政党の内部事務もまた、候補者間の競争の増大により影響を受ける

ことになろう。一つの想定される展開は、個々の候補者が、現在以上により明白に、個々

の問題「切実な問題」に、又は一部の基礎 自治体又は県の住民にとっての特別な関心事で

ある問題に自分自身の考えを表 していくようになるだろう。そのように展開していけば、

政党内部の反対意見を増大させ、連携 し合つた行動計画でやつていく傾向の減少をきたす

だろう。

全般的な政治の「仲介機能化」とともに個人選挙の要素の拡大は、政党が、今日よりも
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よリー層、基礎及び広域自治体の選挙の候補者の指名に際 して、媒介ニーズに適応 してい

くようになると考えられる。このことから、将来的には、私たちスウェーデン人がこれま

で慣れてきたのとは別のタイプの政治家の出現が容易に想像される。そうした政治家は、

その基本的な特徴が、全般的に積極的なイメージ、ジャーナ リス トや有権者の心を"捉え

る"能力、宣伝の能力、政治上の課題において個人的に特徴付けられた立場など、媒介ニ

ーズとして示されるタイプの政治家である。地方及び広域における選挙において候補者に

不適切な影響わ及ぼす恐れがあることを意味 しよう。 したがつて、私たちは、個々の候補

者の選挙費用に関する問題については、その手続きが受け入れられないということが明ら

かになるならば、新 しい試みがなされるべきであるという個人選挙審議会の見解と同意見

である。それにもかかわらず、私たちは、個々の候補者が自発的かつオープンに彼 自身の

選挙運動の費用について詳細に説明することが重要であると考えている。

選挙民の評価及び態度の変化、そして政治家の役割に対する影響

第一章で、市民/選挙民の評価や態度が近年どのように変化 してきたか明瞭詳細に説明

したところである。

評価の変化は、生活への満足とか自己実現の追求とか量的増大、多様化、そして個人主

義化の進展と表現されるだろう。

態度に関しては、一面では、政治と政治家に対する信頼がずつと低いということである。

他面で、市民の基礎自治体のサービスに対する態度は非常に肯定的である。基礎自治体の

サービス生産の影響力を及ぼす可能性については、不満足感がかなり広まつている。

市民の政治に関わる行動についての問題には、政党政治活動がいよいよ人をひきつけな

くなつていることにある。その一方で、その他の投書とか示威行動への参加 とか行政への

直接的な働きかけといつた活動が増大 している。

これらのことから引き出されるであろう重要な一般的な結論は、一つには、ニーズと権

利 とサービスの個別の調整が、地方政治や基礎自治体のサービスに対する市民の態度の際

立った特徴であるということ、また一つには、市民が議員との直接のや りとりを一層 した

がるようにな り、行政及びサービス生産の統制力や影響力が大きくなってい くだろうとい

うことである。

基礎自治体の構成員と彼 らにより選ばれた代議員との間のコミニユケーションの改善の

必要性は、審議会が1993年 1月 に組織 したセミナーの主要なテーマであった。出席者の多

数の者が市民と基礎自治体のサービスに政治責任を負う人達との間の基盤として参加によ

るコミニユケーションのための新たな場が築かれなければならないということを指摘 して

いた。このような場は、特定の関心事に基づいて主張すべきことのある人々と全体に責任

を有する人々との間の協力を許容するという意味で魅力的なものでなければならない。

議員と基礎 自治体の構成員との間のコミユニケーションの改善は、影響力という観点か

らばか りでな く、改革と正当化の観点からも重要である。上記に指摘されているように、

厳 しい社会経済の状況では、議員が、節減と優先度見直しの必要性 とともに、妥当で公正

な形で基礎自治体の構成員に財政状況やこの結論、並びに代替的な行動の方向について詳

細に説明することが非常に重要である。
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この委員会のセ ミナーに際しては、基礎自治体の財政危機が自治体の政治に対する関心

を実際に全般的に増大させるといつたことも生 じた。実際にあまり人気のない決定の受入

れは、なされた決定が正当なものとして受け止められるための条件である。この受入れそ

れ自体は、決定する人々とその結論によって影響を受ける人々との間の、魅力があ り開放

的なコミニユケーションを前提としている。こうした開放性は、アクション・グループの

ような基礎自治体構成員間の一時的なグループに対 しても適用されるべきである。

8。 4。 3 議会における政治家の役割

財源不足と優先順位付け

基礎自治体部門の財政は、1980年代以降、急激に変化 してきた。基礎自治体及び県の事

業にとっての財政状況の変化は、1990年代の後半にむけて続いていくことになろう。この

ことは、基礎自治体部門の財源が、全体的に見て、ともか く実際には増大 しないことを意

味する。むしろ、不変の、あるいはより起こりうることだが、ゆつくりとした財源枠の減

少に対峙することとなろう。国家予算の赤字の増大と予期される永続的な高度の失業につ

いての予測は、基礎自治体の財政に対する一層の圧力を示 している。

第 2次世界対戦後の長期にわたる経済成長の期間における議員の役割は、実質的に次の

ように示され′る。

*さ まざまな住民団体の要求を検証すること。

*それらの要求を実現する方途について提案すること。

*提案された方途のための財源を見つけ出すこと。

*そ うした方途の実施に関して決定すること。

経済成長が持続 しているかぎり、議員は、歳入基盤の拡大により自動的に年々新たな財

源を得ることができた。さらに、明らかに増税の機会は限 りなくある。政治上の競争が、

市民の大きな期待を生み出している基礎自治体のサービスや事業の大部分を供給する主要

なものである。経済成長は、財政投入の実際の結果によってよりも、財政投入の大きさへ

の関心によって、一層特徴づけられるので、サービス生産の事後検討や評価に対する明白

な誘因となるものは何もない。

この何年かのあいだ、大多数の基礎自治体及び県の議員は、緊縮財政の枠の中で事業の

量と質を維持 しようと努めることが役割とされてきた。これは、「選挙政治から、選挙離

れの政治へ」という表現からすれば、政治家の役割のなかで苦痛を伴う再考すべきことの

うちの一つである。

合理化の可能性は大多数の事業分野において明らかに重要であつた。特に、例えば、医

療における従来の出来高に替わる新 しい実績に基づいた制度などによって行列が解消 した

ことが如実に物語つている。しかし、これまでの経験の示唆するところによれば、全般的

な合理化や新たな管理運営システム、新 らしい組織などが満たすところを超えて、すぐに

限界に達するだろう。質の低下は、遅かれ早かれ、量に影響を及ぼす。この新 しい状況は

以前とはまつたく異なる、そしてより根本的なかたちの優先順位付けを必要としている。
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同時に、縮小経済の下では、量の問題はいよいよ重要なものとなる。

現在の経済状況においては、よリー層、既存の事業に全般的に継続するよりも先に、そ

の事業まるごとまたはその一部を選別除外することになろう。

この議論の中で、近年、一部から、基礎 自治体の仕事は、介護や保育、教育についての

法律に基づ く義務 としての仕事、及び許認可の審査 とか管理などの特定のタイプの権限執

行に関わる仕事に縮小されるべきであると主張されてきた。このような形での事業の縮小

は、 しばし|ま「原点への回帰」と呼ばれているところであるが、高度に政治的な評価に関

わる問題である。

私たちは、第 2章で基礎自治体の財政改革の影響に対する私たちの原則的な見解につい

て示 した。要約すれば次のとお りである。

* 事業の諸条件や必要性についての知識に関して、議員たちに対する要望が拡大する

ということ。

*政治上の統制システムは新たな必要性への適応を迫 られているということ。

*事後検討及び評価の手法の開発が望まれていること。

*議員たちは、政治や議員に対する尊敬や信頼を増大 し、優先順位の必然性についてよ

り良 く理解 してもらえるような形の一般大衆とのコミユニケーションについて学ばな

ければならない。

最初の三つの要請は相互に関連 している。進行 しつつある発注一請負いモデルの進展が

管理運営制度の改善をもたらし、事後検討や評価のシステムの改善を促進するということ

が大いにありうる。うまく組み立てられ、適切に活用されるならば、そうした制度は、か

な り詳細なレベルについてまでも、事業に関する基本的な知識を生み出すことになるだろ

う。

一般大衆とのコミニユケーションの改善に関わる要請に関しては、個人選挙の要素の拡

大と関連する政治の仲介機能化が戦略や戦術の選択に一定の役割を果たしている。政治上

な信託任務に選ばれる人々は、自分の属 している政党組織とよりも、政治上の行動につい

てどこまでも追いかけ回されその結果として晒らけ出されるマスメディアとの関係がよい

かどうかに依存 していると考えられている。議員にとって特に重要性の増大 している資質

は、例えば市場に通 じてそについての知識があるなどということになろう。

要約すれば、技術的にではな く、現実的に正確にという意味で、コミニュケーションの

改善に関する要請とここに述べた傾向は、議員たちを、ジレンマと開放的で率直な戦略に

代えて一般大衆に対する巧妙なコミニユケーション戦略を選択する誘惑に導 くことになろ

う。

議員の数とその代表性

議員の数とその代表性に関しては前章で詳細に説明したところである。以前の議員任期

と現在の議員任期 との間では、基礎 自治体でも県でも、明らかに定数の数は著 しく減少 し

ている。

定数の集約化は1970年代の終わ り頃に増大 した。1979年 と1992年の間の代表性を比較す
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ると労働者高齢者、女性、若者、及び移民が以前として十分に代表されていないこと、 し

か し労働者と女性については、1980年代にその状態が改善されていること、その一方で、

若者についてはより状況が悪 くなつていることなどが示されている。

1988年 と1991年の間のあの急激な定数の減少がどれだけ正確に代表性に影響を及ぼ した

かについて何か確定的なことを述べることは難 しい。

一般的な観点で、議員への代表性があまり良くないことについての政治家の役割の重要

性についても、評価することは困難である。私たちが承知 しているかぎりでは、先に述べ

たように、「いろいろなタイプの政治家」―信託代表とか有権者の代表とか政党の代表と

か―についての体系的な研究はない。しかし、これに関しては、"ソ フト"部門の委員会

の委員構成については、女性が非常によく代表されており、また技術や財政に関わる委員

会では男性が優勢であるものが非常に著 しく、興味深いものがある。こうした形態は例え

ば教育とか職業の選択といつた社会の他の分野においても共通 している。

政治の世界に関しては、男性向きと女性向きとの間の違いがあること、そしてこの違い

は政治家の役割についての見方とその政治家の役割がそれぞれの事業分野で形成される形

態の両方にとって重要になるだろうということは定説となつている。 しかし、私たちはこ

の仮説を発展させるためにはその基盤を欠いている。

新 しい組織及び管理運営形態の経験

第 2章で私たちは、新 しい組織及び管理運営形態、主に発注一請け負いモデルに対する

私たちの見解について明確かつ原理的に詳細に説明した。1992年の初めに導入されて以降

のこの機能分割モデル及びその他何 らかの"根本的な組織改革"の経験については、エー

レブルーの高等学校の調査研究プロジェクトにおいて審議会のために調査研究され、報告

書「基礎自治体及び県における根本的な組織改革」(Montin,1993)の中で詳細に説明され

ている。

調査研究された 9つの基礎自治体 と3つの県において実際に実施された改革は、本答申

書の第 4章に最小限度述べ られている。

この報告書により、発注一請け負いモデルは、理念的には、次の三つの基本的な柱にな

ることが示されている。

* 政治と生産の分離

* コス ト意識と競争を生み出すこと

* 新たな政治家の役割の創造

政治と生産との分離に関する理念については、生産することができるという従来の経験

と「コミユーン法の精神」の双方に対 して矛盾するものであると、この報告書では主張さ

れている。上記の判断の根拠として、「政治」と「行政」の定義については、きつばりと

つけられるものではないということが示されている。それがどのような政治上の組織、あ

るいは執行組織においてなされようと、なされた決定は、多かれ少なかれ政治的なものと

なる。というわけで、その線引きは常に気儘なものとなる。
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私たちとしては、政治と行政の間の線引きの問題について区分けする概念を持つている

ことを強調 してお く。私たちは、原則的に、その境界は常に正確であ り、発注―請け負い

モデルはさらにその境界を明瞭にすることになるものと考えている。

コミユーン法の精神についての問題に関 しては、コミユーン法についての政府提出法案

(prop。 1990/91:117)で言及されている。それによれば、議員と職員が主に専念すべき独

自の規貝Jを導入することは間違つていること、議員と職員との間の機能的な協働により異

なる役割に対する相互の信頼を築 くべきであることなどが述べられている。

ここで、請け負い側の委員会が職員と必要に応 じた外部の専門家からなるということも

思い起こす。そのような機関の名称は専門実行委員会又は活動委員会などである (Roos,

1992)。 そうした構成が維持できるための条件は、その構成員の選定が比例選挙の原則が

適用されることなしになされる、ということである。専門実行委員会などは、発注者 (政

治側)又は請負者 (専門側)と しての役割の純化 という理念を打ち立て、そしてこの理念

はコミユーン法の意図するところに反することはないと思われる。

こうした新 しい政治家の役割は、この報告書によれば、議員はより明瞭な形で市民の代

表であると定義づけられている。このことは、議員及び政党の地方組織の伝統的な役割以

外に何も新 しい役害Jと いつたものはないということである。しかし、この報告書によれば、

留意すべき問題は大多数の議員は、まず第一に、基礎 自治体の組織や事業の擁護者とされ

ていることである。「大多数の市民にとって、議員は、市民の代理人というよりは、『 制

度上の』代議員である。」。

私たちは、ここでまた、異なる考え方に注目している。市民の代表としての役害Jは、モ

ンティンが主張 しているように、伝統的な役割とともに、ここで重要な役害Jが付加され、

発注―請負いモデルが、一面で市民の代表「であると同時に」生産部門の代表であるとい

うことと、他方で生産に対する責任 とは区別 して市民の代表であることとの違いを明確に

する方向に機能 しているということである。私たちの理解するところでは、このことは、

質的に重要な違いである。

この報告書によれば、市民の代表という言葉の概念に関しての合理的な解釈は、議員が

さまざまな市民の集団の需要とそれらの間の優先順位とに注意を払うことであるというこ

とであろう。 しかし、この報告書の中で述べられているように、政党の使命は、全体の利

益と個別の利益とをともに代表することである。こうした背景により、現場の議員と政党

にとって二つの問題が重要となる。すなわち、「誰のためにサービスが生産されるのか」

そして「これらの集団の需要はどのようにして満たされるのか」ということである。この

ことは、「需要の認識」と「評価」とが重要な使命であることを意味 している。

1992年春及び1993年 春、この新たな政治家の役割などに関して、調査された基礎自治体

の議員に、この二つの問題についてどちらか選ぶように質問が出された。

発注―請負いモデルの背景にある理念は、決定が効果的になされること、及び議員に開

放される時間は、議会外の他の政治活動に向けられることだろうということである。

1992年の春、回答者の81%が「純粋な発注行政庁は、議員が当該地方の政党の政治活動

に一層専念できるようにし、消費者又は顧客としての役割において自治体の住民とよリー

層接触できるようにする」という意見に同意 していた。1993年 のアンケー トでは、発注行
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政庁は、実質的に、議員が政治活動に専念できるようになり、より多く住民と接触できる

ようになるとするものは、全回答者の49%であった。こうした考え方は、議会の構成員

(29%)においてよりも、行政庁(59%)や委員会(55%)の構成員の中において一層強

い 。

議員の市民との関係に関する問題については、次の三つの役割に整理される。

(1)全体の利益に対して個別の利益に重みをかける役割

(2)市民の「先頭に立つ」社会改革者としての役割

(3)市民というよりはむ しろ顧客の代表としての役割

この問題については、85～90%が同意 していた。

もう一つ、政治家の役割に関するこの報告書からくみ取れることは、実際に行われた改

革が、改革自治体の政党の多 くが実際にはその過程に参加 していないということから、正

当性をほとんどもつていないということである。この報告書によれば、ごくわずかの政治

家のみがこの改革の過程に参加 していただけであつた。

発注委員会のすべての構成員は、発注へと導く過程には加わらない。案件を用意 し、決

裁のための提案を示す公務員の伝統的な業務分担が大いに残されていると考えられる。

1992年のアンケー トにおいては、合意が形成される先に述べた過程に直接的に参加すべき

であるというのが72%を 示 していた。この 1年後にはこれよりも少ない58%が実際にこの

過程への直接参加 したということであつた。

発注委員会は発注契約の締結された実施中の事業に影響を及ぼすべきではないという考

え方に関するもう一つの興味ある問題が記されいる。1992年 には、回答者の77%が、議員

は契約又は協定により定められた事業に影響わ及ぼすようなことがあつてはならないとい

う意見に同意 していた。おおよそ半数が、今ここで言及 した意見、及び消費者又は顧客が

納得 していないならば、議員は事業に直接影響を及ぼすことができるべであるということ

に同意 していた。1998年 には、議員の72%が契約で定められた事業に実際に影響を及ぼす

べきではないとしていた。最後に、関係議員の過半数の約60%が、概括的な評価において

は、新たな組織ににつて肯定的な効果があつたとする意見が優勢であつたことを示 してい

たことについて言及されなければならない。

私たちは、こうした私たちの考えについて第 8章の5で詳細に説明する。

決定権移譲の拡大

第 2章では、1991年 の地方自治法ができるとした決定権移譲の結果に対する若干の批判

がなされたことについて示されている。これらの批判は、主に議会の会議日数の減少及び

なされた決定についてコミユーンの構成員が監視することの困難性等ということであつた。

議員の大多数は実施されている事業を統制 しそれに影響を及ぼす権限が失われてきたと考

えている。

地方自治法上、一方で、伝統的な微細にわたる統制ではな く包括的な目標により事業を

統制 した り、また一方で、決定権を議会から委員会に委任、また委員会から公務員に委任

することを大幅に可能としたこの改革は、以前のや り方に対する議員からの長年の批判に

基づいていた。予算書による議会からの、そして執行権による委員会からの微細にわたる

統制は、何ら実質的に関わ りのある理由のないような議会や委員会等の政治機関が課する
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一般的な対応であると考えられる。こうした批判によくあることは、例えば予算の決定に

関連 して多 くの事柄について決定するよう強いられることにより、議員が全体を見失い、

効果的な方法で事業を統制する余力を失つてしまうということであつた。

同様な批判は、事業がどのように管理運営されるべきかについての必要性のない微細な

指示、すなわち、財源に関する問題 とか行政に委ねられるべき問題などに関 して委員会が

決定することにも当てはまつた。

基礎 自治体が小さく、その事業の規模が慎ましやかであつた時代にその源を発する従来

のルールは時代後れで、時間の浪費であ り、非効率であることが明らかとなった。こうし

た批判は、 しば しば、議会は、事業の全般的な目標を示すとか必要とされている事業又は

サービスを提供することができるような相応の財源 (a bag of mOmey)を 割 り振るとか

などにより、より包括的なレベルで決定することができるべきだという期待を伴つた。

1991年の地方自治法により組み入れられた制度や権限移譲に関する改革は、基礎 自治体

の事業の諸条件は、議員自身の選択に任されていることを意味する。

第 2章で示 したように、これまである程度各方面から批判されている効果は、予測 しう

るものであつた。このようにして、 目標による管理の拡大及び委任の拡大によって付加さ

れた効果として決定案件の減少をもたらしたことが自明のこととなつた。このことから民

主主義が弱められるなどといつた結論を引き出すことは間違つていると私たちは考える。

そうではなく、新たな、今後長 く議会に求められる役割を創 りだす可能 とするものと考え

る。すなわち、本当の意味で、こうした組織が狭域及び広域 レベルにおける政治上の議論

の中心となるものと考える。この点における成功への道筋は、決定案件を純化するという

よりも、むしろ想像力にとんだや り方で内容で議題を作 り上げることなどにある。例えば、

課題討論、一般的な質問の機会、小委員会 (utskotten)が 提起する問題である。同様に、

委員会の事業の内容も変わつていくだろう。

決定の効率性の増大はまた、議会及び委員会レベルのいずれににおいても、議員がコミ

ューンの組織の外で政治活動に従事する時間を増大させることとなろう。先に詳細に説明

された政党内部の問題について考慮すれば、議員たちにとって、これまで以上に市民に対

するより表立つた、直接的な働きかけに時間をかけるために自由になる時間が増大するこ

との理由となろう。そのような優先順位の再検討は、政党活動や選挙、そして議会の場に

集約された関わ り貢献といつた全体 としての政治家の役割に関する概念の線に沿つている。

私たちのみるところでは、議会の場へのさらに一層の集中が政治家の役割に対する見方を

特徴づけてきている。今こそ政治家の役害Jに 関する見方を拡げるべきときであ り、政党活

動及び選挙の場の重要性を高めてい くべきときである。もう一つの考えられる優先順位の

再検討は、いつ評価に取 りかかるべきかということである。ここに示 したように、これ ら

の分野への関わ りを拡大することが重要である。

最後に、私たちは、第 2章で原理的に示された事柄についてここで言及する。すなわち、

委任の定め及び決定の道筋に関して決定するのは議員自身であるということである。委任

が一層拡がり、広範囲になると考えれば、地方自治法の施行に伴い導入される定めを見直

し、正当化する理由がある。この法律は、できることを示 しているものであ り、決 してこ

の考え方を強制するものではない。
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不確定な状況における政治的 リーダーシップ

基礎 自治体における管理運営 とリーダーシップに関 して熱心に引用された本 (Stewart

1988)の 中では、今では基礎自治体を特徴づけている不確定性と不安定性に特に留意され

ている。

緊縮の時代は経済成長が生み出した自信を挫き、新たな不確定性を創 り出した。緊縮

の時代においては、行政機関の間に、そして政党問、基礎自治体とその住民との間に存 在

する対立が先鋭化する。経済成長は安定 した状況を生み出し、緊縮財政は不安定をも た

らすといえる。

シュテウアル トはまた、問題及び可能性、そしてそうした事業の効果の両方について教

えるだけの力があ り、またそこで獲得 した知識を活用 し、望まれてきた改革を実施するこ

とのできる政治に関する学校が激動する社会の切 り盛 りをしていくについて リー ドしてい

く立場に立つことになろうとも述べている。

シュテウアル トの本の中心となる考え方は「学習する基礎 自治体」ということである。

これは、例えば、人は管理運営 し、 リー ドしてい く活動的な方法を持つてお り、また、サ

ービス提供の変更や事業の形態や組織の変革、あるいは業務の仕方の変更に関する需要を

常に見いだすことで特徴的であるということである。このことはまた、自身の行動の変更、

あるいは社会の中の他の主体に影響を及ぼす方法でもある。人は、継続的な学習により、

どのような行為を代替行為の中から選択すべきかについての選択の条件である社会状況に

ついての、そ して業務が組織の中でどのように運営されているかについての能力及び知識

を獲得する。

「学習する組織」という考え方に対する関心は、近年、増大 してきている。例えば、「公

的部門における改革と学習」 (Kronvall mofl.,1991)に ついての著書の中では、政治上

の統制又は政治上のリーダーシップと学習との関連などが示されている。

政治により統制された事業における学習の重要な前提条件は、この本によれば、保育 と

かのような若干の社会的使命が執行組織の仕事にどのように実現されるかと言うことであ

る。そうした仕事が具体的な事業において実行に移されうるためには、表明されている事

業の日標を達成するために何がなされなければならないかについて、議員には、明確に指

針を示すことが求められる。政治的統制の重要な機能は、そうした事業が基礎自治体の住

民とその事業を深 く結びつけることにある。またそれは、多 くの接点と効果的な論議が必

要とされる。このような方向性は、第 8章の 4の 2で取 り上げられたコミユニケーション

の新たな場面についての考え方にもみられる。

戦略的なリーダーシップは、著者の意味するところによれば、事業の実際の状況を決め

る十分な能力を前提としている。限 られた数の精選された割合の利用は、ここでは大いに

有益なものとなろう。

学習する組織においては、そのような直接的かつ具体的な観察が政治的な リーダーシッ

プにとって基本的に重要である。もう一つ重要なことは、住民や執行組織の職員との対話

を通 して得 られる情報である。学習の出発点を求めるに際 して、ある事業の状況に関する

不愉快な事実、あるいは不確実性についての共通の経験に対 してしり込みすべきではない
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と、この本の中では主張されている。

私たちは、学習する組織叉は基礎 自治体 という考え方に強 く共感 してお り、議員たちが

基礎 自治体の住民や執行単位組織の職員たちと十分な対話を持つていることの重要性を特

に強調する。また、私たちは、生産方法の具体的な成果を観察するための道具が政治的統

制にとって非常に重要であると考えている。

結論 として、私たちは、政治的な統制の効率性に対する要請が、近年、基礎 自治体の事

業のための財政状況が悪化 している中において、顕著に増大 していると断言できる。ます

ます増大 しつつある、全体的に又は部分的に新 しい組織や管理運営の形態が、この点にお

いて重要な役割を演ずることになるだろうと考える。

同時に、私たちは、管理運営と意思決定の効率性にあまりに重点を置 くことに伴い、若

干の危険性があることを指摘 したい (Larsen&Offerdal,1990,s。 88f)。 その危険性

とは、例えば、憲法上の価値とか評価とか目標設定 とかに関する議論はあまり重要ではな

いとか、そのためにおなざりにされるとかといつたことである。もし自治体が指針 として

ますます強 く効率性のある企業 としてみなされるならば、進行中の改革の過程などへの賛

意を、同意を取 り付けてい くために時間がかかるが不可欠な作業もまた全 く忘れられて し

まうだろう。

8。 5 要約及び結論

私たちは、本章で、政治家の役割が将来 どのように発展 していくと考えられるかについ

てい くつかの重要な変化のタイプを出発点 として詳細に説明 してきた。このような変化 と

は、社会経済の悪化であ り、議員及び信託任務の数の減少であ り、新 しい組織や管理運営、

そして委任の拡大である。これらの説明に際 して、私たちは、先に述べた変化及びその他

の関連する状況などによる政治家の役害Jに対する影響について吟味 したところである。

*地方の政党組織の問題及び発展の可能性

*個人選挙の要素の拡大や議員の任期の延長といつたいくつかの来るべき法律改正

*評価及び有権者の態度の変化

*新 しい形態の組織及び管理運営によるこれまでの経験

*不確実な世界における政治的リーダーシップに関する視点

新 しい形態の組織及び管理運営の導入、 とりわけ発注―請負いモデルの導入は、基礎 自

治体の事業とその基盤を観察 し、効率的なや り方で事業を運営するための手段を用意する

ことの両方について根本的に新 しい方法を意味 している(私たちは、これらの新機軸に対

してどのように考えているかについては、第 4章で詳細に述べているところである。)。  こ

うした新 しい枠組みの中では、明らかに、私たちがこれまで慣れ親 しんできたものとは大

きく異なる政治家の役割が大きくなってい くといえる。伝統的な役割の他に、「包括的な」

政治家の役割が、基礎自治体や県の執行委員会及び生産執行委員会において、企業経営者

として、衝突 している利害の仲介者 として、発注委員会における利用者の代理人として、

そして議会の小委員会における批判的に吟味する普通の市民としての政治家の役割への新
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たな芽である。

上記に述べられてきたような根本的な組織改革についてのこれまでに得 られてきた経験

は、それが活用されている時間が短いことから、決 してはつきりとしたものではない。

政治家の役割に関わる肯定的な経験としては次のとおりである。

*議員の大多数のものが新 しい組織についてのおおよその評価 として肯定的な効果が優勢

であると考えていること。

*執行委員会及び各種委員会の構成員のおよそ半数が、基礎 自治体の組織以外での政治活

動により多くの時間を割 くことができ、また、事業の発注管理のおかげで市民との交流を

増やすことができると考えていること。

*発注委員会の議員の約 4分の 3が、完全に発注管理の考え方に沿つた執行契約で取 り決

められている執行方法に影響を及ぼすことを事実上放棄すると考えていること。

否定的な経験 としては次のとお りである。

*政党が改革の過程にそれほど積極的に加わらなかつたこと。

*構成員のうちの重みのある少数者が発注に次第に向けてい く過程に直接関わつていると

考えていないこと。

要するに、私たちは、基礎自治体の事業についての組織や管理運営の新 しい形態は興味

深 く、発展性のある要素を含んでいると考えている。そのような要素の一つは、政治家の

役割が、「利用者の代弁人」とか批判的な一般市民としての役割に止まらず、いろいろと

発展 したことである。もう一つの肯定的な要素は、政党活動の拡大と一般大衆との接触の

増大の可含旨性があること、並びに、発注 と請負いの役割の区別を維持 していこうとする考

え方である。何 らかの明らかに改善される必要があることは、発注委員会の多 くの政治家

はこの基本的な過程に止めおかれるべきであるということである。

私たちは、政党及び政治制度の中で政党がその基本的な役割を果たす能力に関して重要

な問題があると考える。特に、一般大衆、すなわち有権者と公的な意思決定機関との間の

効果的な連携を築 くという政党の重要な機能が欠けているということである。

この欠落は一般的に確認されてお り、私たちの考えるところでは、結局のところ、この

ことは、全体 としては政治制度の、そして個別的には地方の民主主義の重大な正当性に対

する危機をもたらすことになるだろうということである。

政治の仲介機能の増大に伴う、スウエーデンの特徴的な党員政党の「選挙政党」、ある

いは、私たちが判断できるかぎりでは、実際には「職業的選挙政党」の方向への発展及び

個人選挙の要素の拡大について予想は、まず第一に、政党と政治家の根本的な変化を指 し

ている。これは、政党組織内部の活動、候補者の募集と指名、選挙運動の費用の調達、一

般大衆/有権者に対する候補者や政党の態度、メッセージの政治的特徴 (一体であること

対分裂)か ら、議員に求められる資質や議員が政治上の会議におけるその活動を行つてい

く方法に至までの全体的な変化である。
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私たちは、上記に詳細に説明 した状況や予想から、必要な発展がまさに述べ られている

方法又は想定された方法で進んでい くだろうとは言えない。私たちは、この点に関 しても、

こうした発展が影響を及ぼすことができると考える。 しかしながら、私たちは、想定 しう

る発展の絵柄を示 し、ね らいとしたその肯定的な発展の可能性 と地方の民主主義及び政治

家の役割についての望ましくない発展の危険性に対 して注意を払いたい。

私たちが理解 しているかぎりでは、政治家の役割の発展のための日標 と手段に関 して、

従来よりも一層明瞭な新たな道の選択を迫 られる状況にある。

一つの道は、一方で修辞的なレベルで政党に割 り当てられる評価 と役割と、他方でその

評価に応え、その役割を果たす政党の実際の力とのギヤップの拡大を認めることを意味す

るものである。これは、政党の内部の空虚な状況 と対応する政治制度についての正当性の

薄弱さの継続 と、政治的使命の目的及び内容に関する不確実性の増大をもたらすことにな

ろう。結局のところ、こうした方向は、地方自治や地方民主主義に対する信頼を傷つける

ことになる。

もう一つの道は、同時に望ましい方向へ持つていこうとする現在進んでいる発展に応え

ていこうとすることを意味する。

この後の方の方向の一つの結果は、私たちが、政党の今後の役割と活動に関して、現在

の支援形態を含め、開放的で前提を置かない議論をすることである。その結論が政党支援

に関する現在の研究であるなら、この問題は、議会の起草という枠の範囲内で、全般的な

政治的判断の対象となると私たちは提言する。

もう一つの結果は、直接民主主義の要素の拡大、個人選挙の要素の拡大、サービスの生

産に直接影響を及ぼす機会の拡大などによりそれが可能である場合、あらゆる分野におけ

る地方政治に影響力を行使 し、影響を及ぼす市民の可能性を増大するということである。

政治的な側面に関 しては、このことは、必然的に、部分的には市民による直接民主主義の

放棄が拡大するような意思決定の効率化に向かい、また別にそうしたコミユニケーション

を容易にする新たな場面を創 りだす。

すべてこうした変化は、議員と比べて政党による大きな貢献を必要 とする。採 られるベ

き方法は、問題をよりよく理解 し、どうしたら市民とのコミユニケーションを効果的に行

えるかといつたことについてのよリー層の知識を持つて、議員が政治活動のための新 しい

状況に合わせることができるような新たな態度を形成 し、新 しい知識や技術を得ることを

目的とすべきである。こうした努力は、議員が一般市民であ り、伝統的な意味での職業集

団ではないことやその方法は状況に適合させ られなければならないといった事実を覆い隠

すものではない。

こうした観点における政党の重要な役割は、それらが新 しい一般大衆や議員及び支持者

間の個人や集団とのコミユニケーションのシステムに関する知識を用意することである。

政治の仲介機能の望ましくない結果を補うためには、政党によって指導されるのではなく、

積極的にその発展に影響を及ぼすことができるようなコミユニケーションの戦略を政党が

用意する必要がある。
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第 9章 議員に対する経済的補償

これまでの経験では、失われた年金や休暇の権利 とか労働による収入についての議

員に対する補償に関して導入された規定は施行することが非常に難 しく、厄介なこと

であることが知 られている。さらに、ほとんどでその補償の総額が急激に減少 してき

た。

私たちの理解するところでは、この重要な補償規定が明らかに不適切なものであ り、

そのうえさらに、地方自治の観点から新 しい地方自治法の精神 と矛盾するということ

である。基礎 自治体内部の労働条件や組織の観点からは、常に義務的な規定は原則的

に避けられなければならない。

私たちは、地方自治法第 4章第 12-14条の改正によって、1983年に導入された議員

に対する補償に関する任意規定の復活を提案する。

9亀

L響:こ量」≧第 12条第 1項により、地方自治体の議員は、その任務を果たすに際 して

失つた労働による収入や年金、休暇の権利に対する合理的な補償に関する権利を持つている。

しかしながら、同条第 2項によれば、常勤または常勤に準ずる形で任務を果たす議員はあて

はまらない。基礎 自治体の議会は、同章の第13条により、どのような理由で第12条による補

償が支払われるべきか決定する。

議会は、上記の章の第 14条により、議員が合理的な範囲で、 1.そ の職務により生 じる旅

費及びその他の出費に対する補償、 2。 職務に関連する業務に対する対価、 3。 年金、 4。

その他の経済的利益を受け取ることができると決定 した。対価が支払われる場合は、類似の

職務に対する額 と同等な額になるだろう。

権利を、雪 [士Ital「 f響藤暑翼層ξll義定f』言暑菫募二[貫:I倉「 i曇111

自治法(1977:179)に おいては、1983年に(SFS 1983:563)、 議会が補償の形態について決定す

る権利が導入されたが、そうする義務は何もなかつた。

基礎 自治体のおよそ半数、そ して県のおよそ 3分の 1が 1988年 までの間に、失われた労働

収入に対する補償についての決定権を導入 している。といつても、多 くの基礎 自治体及び県

は、信託任務調査委員会がその中間答申「金銭はすべてではないが・ 00」 (Ds 1988:46)の

なかで示しているような補償をする義務に関する提案に反対 していた。スウェーデン基礎自

治体連合は、その提案に関わる回付に対する意見のなかで、地方自治への干渉を意味するも

のであ り、1983年以降の展開は基礎自治体が任意の選択で補償問題を決着させていることを

示しているということを強調 している。

しかしながら、政府は、新地方自治法の提案(prOp。 1990/91:117)の 中で、信託任務調査

委員会が提案した解決策を勧め、それが国会の決定にもなつた。

1992年 6月 のスウェーデン基礎自治体連合の会議において、以前の、議会が失われた労働
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収入に対する補償をすることができるが、義務ではないという任意規定の復活を働きかける

提案が承認された。決定理由に関する基礎自治体連合の文書は、政府により審議会に手渡さ

れた。

9。 2 小 史

9.2。 11977年地方自治法まで及びその時代

国会で補償問題が審議されたその第一回は、1909年の第二院における議員からの提議に関

連するものであつた。このときから1977年 の地方自治法の時代における補償問題に関する審

議は、信託任務調査委員会の上記の中間報告書につまびらかにされているところで、ここで

は詳細には触れない。 しかしながら、その期間においては、地方自治体が議員に対 してその

任務が故に失つた労働収入を補償すべき法的な可能性は何もなかったことに留意されるべき

である。

9。 2。 21983年の法律

1982年に、基礎 自治体における民主主義審議会の答申書「基礎自治体及び県の議員」 (SOU

1982:5)の なかで、議員に対する補償問題がふたたび提起された。失つた労働収入に対する補

償及び年金・休暇問題の両方についてこの答申書のなかで取 り扱われている。

失つた労働収入に対する補償の関しては、審議会は、基礎 自治体がそうした補償をする権

利を付与されるべきであると主張 している。さらに、審議会は、そうした補償をする基礎自

治体の権利は、議員が被雇用者であるか、企業経営者であるか、あるいは自由な専門職であ

るかに依存するべきであるという見解であつた。その任務が単に何かの個々の会議であるか、

パー トタイムであるか常勤であるかで違いがあるべきではない。

審議会は、その提言に対する説明として、経済的な補償は、経済的な犠牲無 くして基礎自

治体の政治上の任務を引き受ける合理的な機会を与えるに違いないと述べている。経済的な

補償を整えることは、議員がどのようにして信託任務にある専門職をまとめることができる

か、または、場合によっては、どのようにして常勤の任務を引き受けることができるかとい

うことで、さまざまな市民グループから議員を選出してい くために非常に重要であると考え

られている。さらに、審議会は、そうした補償制度は、実際の任務の必要性 と今日において

人が生活 していくための経済的な条件とに合うものでなければならないと述べている。審議

会はまた、 1980年 のアンケー ト調査から、議員の四分の一は、彼らの信託任務が収入減とい

う結果になると述べていることに言及 している。

基礎 自治体 における民主主義 に関する審議会 の提言に基 づ く政府提 出法案 (prOp.

1982/83:97)で は、大臣は、基礎自治体が収入の減少を補償することができるようになるべき

であるということについて、主に、二つの理由を述べていた。一つは、失つた労働収入に対

する補償は、その基礎 自治体の信託任務を受ける機会に関しての問題について、経済的な観
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点で、さまざまなグループ間における公平性の改善に貢献すべきであるということであ り、

また一つは、新たな議員を、主として民間の労働市場から調達 して くる可能性が増大するで

あろうということであつた。大臣は、それまで有効であつた規定が民間部門の被雇用者をお

おむね不当に扱つてきていたこと、そしてこの補償に関する規定が、公務員が議員の中で過

剰代表されていることの理由の一つである、ということについては調査委員会の資料で当然

に明らかにされていると考えていた。彼は、こうした理由から、基礎 自治体及び県は、収入

の減少に対する補償に関して決定する権利を付与されるべきであると考えていた。その際に、

失われた休暇の補償は、補償の計算に際 して算入されるべきであるということであつた。

その一方で、彼は、一面でフルタイムの労働及び4割以上労働時間のパー トタイムの労働と、

別の一面で、単にその都度開かれる会議 としての任務 とを区別すべきであると考えていた。

彼 自身は、地方に配慮 した適切な補償制度を創設することは基礎自治体 自身によるべきであ

り、そうでなければ補償の形態 (健康保険制度に類似 した)に関する審議会の提言を推奨す

る考えはなかつた。

国会は、この提言と決定 (SFS 1983:563)を 1983年 7月 1日 に採択 した。

9。 2.3民主主義起草委員会の本答申及び民主主義の活性化に関する政府提出法案

民主主義起草委員会は、とりわけ、基礎 自治体の議員に対する補償規定の改正に関する法

律を事後調査する役割を持つていた。起草委員会は、その本答申「基礎 自治体及び県におけ

る民主主義の活性化」(SOU 1985:28)のなかで、この分野で達成された改善に基づいて、さ

らに一層の修正を提案する理由がないと述べている。

上記の答申に基づく政府提出法案「基礎 自治体及び県における民主主義の活性化について」

(prop.1986/87:91)に おいて、大臣は、再び議員に対する経済的補償に関する問題を取 り上

げた。大臣は、起草委員会と同様に、補償制度についてそのような機会があつたとしても何

ら改正されるべきではなく、 1983年 の法律によりもたらされた可能性を活用すべきであると

考えていた。このことは、基礎 自治体が補償規定に関 して十分なところまで定めていないと

彼が考えていたことによる。しかしながら、彼は、基礎自治体の大部分が近年中にそうした

規定を定めるだろうと考えていた。そうでなかったならば、彼は、新地方自治法の提案に際

して任意性について再考慮する用意を明確にしていた。

9。 3  現行の規定

9。 3。 1 準備作業

Ds 1988:46「 金銭がすべてではないが

政府は、1988年2月 に、とりわけ、基礎 自治体の議員に対 して失われた労働収入についてど

のように補償されるべきか提案するために、調査官を置くこととした。この理由として、1983
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年に定めれた任意規定の結果は十分なものではなかつたということが言われている。

信託任務調査委員会 と称するこの調査委員会は、同じ年の 9月 に、その中間答申「金銭が

すべてではないが 000」 (Ds 1988:46)を 出した。この答申書は、補償問題に関する従来の

審議、及び北欧諸国がこうした分野の問題をどのように解決 してきたかについて詳細に説明

するものである。この調査委員会は、そこで、ノルウェー、デンマーク、そしてフィンラン

ドの諸国がすべて基礎 自治体の議員の失われた労働収入に対する補償に関する義務的規定を

導入 していること、そしてその規定については、細部規定の度合いという点でこれら諸国問

で異なつていることについて記 している。さらに、この調査会は、ノルウェーとフィンラン

ドの基礎自治体の側からは、そのような義務的補償規定が導入されても信託任務に人物を調

達することは決 して容易にはならないだろうということ述べ られていることについても記 し

ている。

これらを通 して、調査委員会は、次のような問題があるとしている。

1。 議員が失われた労働収入の補償を受けることができない基礎自治体においては、議  員

がその任務につ く場合に若干の経済的損失を被る。

2。 もし、ある基礎自治体が失われた労働収入に対する補償が会議の出席手当てに含ま れ

るとする制度を適用 しているならば、給料の切下げを受けた者とそれ以外の者 との間

の違いは、公正でないとしてとられるだろう。

任務を遂行するために通常の労働から離れなければならない基礎 自治体の議員に対 して生

ずるであろう経済的損失は、主に次の三つの要因によると考えられる。 a)失われた労働収入、

b)失われた年金の権利、 c)失われた休暇の権利。失われた労働収入に関しては、調査委員会

は、雇い主や雇用の形態などによって、さまざまな給料の切下げに関する規定が適用される

と述べている。失われた年金の権利に対する補償の改善については、失われた年金の点数の

大きさがどれだけであつたか計算することは厄介なものになるだろうと考えられる。その計

算は、概 して、議員又は議員の遺族が被雇用者ということで年金を貰いはじめるより前にな

されることはないだろう。 しか しながら、調査委員会は、この点についての困難さが基礎 自

治体が収入の損失に対 してその議員に経済的な補償を止めてきたわけではないと考えている。

任意性を尊重する方法はゆつくりとしてみえることから、また実現 しなかつた経済的補償

が意味する問題に言及 しつつ、調査委員会は、対 して基礎自治体が、その議員に、信託任務

が理由で失うことになつた労働収入について補償することを強制的な義務とする規定が導入

されなければならないとする考え方にたっていた。

したがつて、調査委員会は、その任務のために失つた労働収入について議員に補償する義

務 としての基礎 自治体の役割を定める規定を地方自治法の中に導入すべきであると提案 した。

さらに、基礎 自治体は、その地方の事情に即 した補償制度を形づ くることができる大幅な自

由を付与されるべきであ り、こうした提案については1992年 1月 1日 に施行されるべきであ
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ると考えられていた。その後、適切な補償制度について調査 し、準備するのに十分な時間が

基礎自治体に与えられることになるだろう。

政府提出法案 1990/91:117 新地方自治法

信託任務調査委員会の提案は、ただちに、新地方自治法の提案に関わる政府提出法案

(prop.1990/91:117)に 十分に汲″むイLれた提案となった。
この提案は、信託任務調査委員会の提案 とほとんど一致 してお り、政府はその提案に関し

て次のような説明を引用 している。基礎 自治体及び県の信託任務に人物を調達 し、確保する

ことの難 しさが懸念される。基礎 自治体の信託任務 としてしばしば重要な役割を引き受ける

ために、唯一の要因が市民の意思と能力にとって決定的なものではないとしても、原則的に、

市民が経済的な理由で基礎 自治体の信託任務をあきらめてしまう必要があつてはならない。

政府によれば、被雇用者と経営者の両方の団体及び産業代表から、まさに主として民間の被

雇用者及び自営業者にふ りかかる失われた労働収入による経済的な損失が、民間の被雇用者

及び自営業者が基礎自治体の政治に関与する非常に重要な理由であると指摘されてきた。

政府は、信託任務によって労働から離れることによる収入の減少という問題については、

議員それぞれで大きな違いがあるとしている。大多数の公務従事者は、その収入の全部また

は殆どをそのまま維持するが、他方、民間の従事者や しばしば自営業者でも、離れているこ

とによって収入を失うこととなる。給料の大部分について収入の減少を補うよう計算され、

公務従事者はその収入とそれに加えてさらに給料を維持することができる。他方、民間の従

事者や企業経営者は、せいぜい良 くて手当てとして収入の減少を補うことができる程度であ

る。 したがつて、収入の減少を補う唯一の補償形態 としてこの手当てを得る方法は公平な理

由があると言えよう。

さらに、たとえ市民が基礎自治体の仕事に従事することの難 しさにいろいろと理由がある

としても、当然に、個々の障害物が取 り払われることを邪魔することはないと考えられてい

る。被選挙権のあるすべての市民が基礎 自治体の信託任務を受けるために同じような条件が

与えられるかどうかについては大いに不安があると考えられている。こうした理由により、

また任意性の方向は自ずと難 しいものとな り、失われた労働収入及びその他の権利を補償す

る義務的規定が導入されるべきである。 しかしながら、この規定は、北欧の近隣諸国におけ

るこれに相当する決定と同様に、基礎自治体及び県に提案された義務の枠の中で自ら補償制

度をつ くることができる大幅な自由を付与するものである。同時に、この規定は、議員がそ

の任務を十分に果たした場合に失うと承知 しているものについて、その議員に合理的な補償

を保証すべきである。

この制度が行政にとって負担 とならないためには、この補償は、合意により、例えば、議

員の時間賃金や医療給付に基づ く収入、又はその他何 らかの簡潔で分か りやすい基準などに

ならつて創 られるべきである。
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1991年の地方自治法の施行以降は、基礎 自治体及び県が支払つた手当てには、自身の任務

についての補償以外に失われた労働収入に対する補償をも含んでいた。そうした補償が継続

的に特別な形ででるならば、その手当ては任務と一体の労働に対する補償に関わるものに純

化されるべきだということが提案された。

9。 3。 21991年地方自治法

憲法小委員会(1990/91:KU38)は 、よリー層広範に信託任務に人物を調達 し確保することが

できるという理由及び利点から、この分野に義務的な規定 を導入するための理由があるとす

る政府の判断と同じであつた。この小委員会は、政府が提案 した解決策に対 して何の反対も

なかったし、国会はその提案を受け入れるべきであると進言 している。

現行の新地方自治法(1991:900)は 、第 4章第12-15条で補償問題について規定 している。

第12条第一項によれば、議員は、その任務を十分に果たすに際 して、失われた労働収入や年

金 とか休暇の権利に対する合理的な補償についての権利を持つている。 しかしながら、第二

項によれば、この規定は、常勤で任務を、あるいは常勤の重要な部分の任務を十分に果たす

議員には当てはまらない。第13条 によれば、第12条 による基本的な補償が支払われるべきか

は、議会が決めるべきであるとなつている。第13条 に対 しては、議会の役割を規定 している

第 3章第 9条で、 5点について答えている。

第14条 によれば、議会は、議員が、合理的な範囲で、 1。 任務により生じた旅費その他の

支出に対する補償、 2。任務に関連する労働に対する対価、 3。 年金、及び 4。 その他の経済的

な権利を得ることができると決定 した。第15条第下項によれば、もし議会が手当てが支払わ

れるべきであると決定するならば、類似の任務に対するのと同等の額に定められることにな

つている。この規定は、常勤で任務を果たす、または常勤の重要な部分の任務を果たす議員

には必ずしも当てはまらない。

この規定化に対する特別説明によって、議会が適用されるべき補償制度がどのようなもの

であるか判断する大幅な自由を持つていること、また議会は補償制度を整備する仕事を委任

することができないこと、失われた労働収入に対する補償は個別に決定されなければならな

いこと、そして議会は議員がそのような補償を求めようと求めまいとにかかわらずそうした

規定を整備 しておかなければならないということが示されている。

さらに、政府は、第 12条第一項の「合理的な補償」という概念は、この補償は過度に低い

額に決定され得ないこと、また支払われうる額に限度が置かれることを意味すると指摘 して

いた。

9。 4  地方自,台

地方自治は、1800年代の中頃以降、国家と基礎自治体の関係についての基本的な原則であ

る。このことは、基礎 自治体自身が、その地域内において、その事業、その組織、その決裁
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規定、そしてその歳入・歳出について決定すべきであるということを示 している。

そのようなものとしての地方自治は、これまでく政治的にはどこからも本気で提起されな

かつた。例えば、1977年の地方自治法についての国会審議 と関連 して憲法小委員会は全会一

致で「地方自治は、わが国においては長い伝統をもつてお り、スウエーデンの民主的統制の

基礎の一つとなつている。これにより、重要な社会的使命を基礎自治体及び県に分権化する

ことができるようになつた。市民は、共通の関心事に関して自分たちで決定する権利を確か

なものとしてきた。」と表明 している(bet.KU 1976/77:25)。 現行の新地方自治法の登場 と関

連 して、憲法小委員会は、政府提出法案に見られる改革への提案が憲法に深 く根ざした地方

自治の原則をつ くりあげたこと、及びこうした原則に関する広範な一致がこの国の中にある

ということをも指摘 している。また、もしこうした地方自治に関する一致があるならば、そ

うした広範な一致は、社会が変わ り、また公的部門が拡大するのと同時に、その内容に関し

ては、時代 とともに変わつてい くということができるだろう。主に、こうした変化は、国及

び基礎自治体自身の決定により、そしてまたそうした使命や機能が国から基礎 自治体に移管

されたことにより、基礎 自治体がその使命を拡大 してきたということを意味 していた。

しかしながら、国と基礎 自治体 との関係は、ここ10年ほどの間、相反するものによって特

徴付けられている。一面では、基礎 自治体の事業に対する国の統制の大部分が、地方自治と

関連 してな くなつた。つまり、それらの事業はその地方の状況に適合させられてこそ効果的

に運営されうるということである。別の一面では、国の側から基礎自治体がどのようにその

義務を果たしてい くかについての厳格な統制について多くの分野で議論されている。例 とし

て、社会扶助、在宅介護事業並びに保育が挙げられよう。基礎自治体における課税中止もま

た、地方自治への干渉である。とはいえ、それは、 とりわけ種類と範囲に関して、法律委員

会によって憲法の観点から受け入れられうると考えられた干渉である。

9。 5 現行法に対する批判

9。 5.1行政上の困難及び不公正

すでに、信託任務調査委員会は、その答申(s.48)の 中で、何が失われた年金の権利などに

対する補償かということがどれだけの年金の点数の損失になるか計算することはやつかいな

ことであると結論付けている。これは、主に、一般的には議員又はその遺族が被雇用者とい

う理由で年金の対象とな り始めないうちにはこの計算ができないことによる。

基礎 自治体の経験では、1992年に導入された補償規定は適用するのが非常に難 しく、面倒

であることが示されている。このことは、失われた年金の権利に対する補償は失われた休暇

及び失われた労働収入に対する補償なくしては判断できないということである。後者に対す

る説明は、当然に、たとえ多 くの議員がかなり正規のしつか りとした職業を持つているとし

ても、この形には合わない議員がかなり多 くのいるので、簡略行政で、安上が りで、個々の

議員にとっても分かりやすいシステムがあるならば、利用されなければならない。
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さらに、議員のうちの大多数は、この新 しい規定により、彼 らが得た補償の総額が急激に

減少 した状態に行き着 く。こうしたことから、従来、収入の損失に対する補償を手当てとし

ていた多 くの基礎 自治体は、もはやそうする権利を有 していない。この結果、失われた労働

収入に対する一部の特別な補償を受け取ることができることを除いては、この手当てがその

際に急激に減少することとなった。まず最初にこうなった人々は、一方では、その収入がそ

の前後の年で急激に変化 した人達、例えば、自己の会社の経営者や芸術家であ り、また一方

では、家庭のなかで働いている女性や失業者であつた。

私たちは、信託任務調査委員会も、政府も、国会も、この提案が基礎 自治体全体にもたら

した困難を軽視 していたと考えている。さらに失われた年金の権利に関 して私たちが非常に

小さいと考えた困難は、この規定が有効である期間を一層長引かせることとなった。その議

員が任務にあった時期 と年金生活に入る時点との間には当然に非常に長い期間がある。この

ことは、ヨーロッパにおける年金の統合 との関連で将来起こると思われる変化 と共に、議員

がその任務の故に年金の権利を失うということを規定する困難はほとんど見当がつかな くさ

せた。それゆえ、これらのような主要な理由により、1983年 の規定に復帰させるべきである。

そうであれば、議員に生 じうる労働収入や休暇や年金の権利を失うことに対する補償を絶え

ず望んできた基礎自治体は、当然に、そうすることは自由である。

9。 5。 2地方自治の実践

1977年の地方自治法の改正により、基礎 自治体は、1983年 に、議員が、その任務が故に失

つた労働収入を補償する機会を、ただし義務ということではなく、持つことができた。この

法律が基づいているところの調査委員会の提案、すなわち自治体民主主義審議会の答申「基

礎 自治体及び県自治体における議員」(SOU 1982:5)は、自治体は提案された補償制度を任意

に導入することになるとしている。もし議員がその任務が故に経済的な損失をしたならば、

候補発掘の観点から生ずるであろう危険性を減らすということが自治体 自身の利益になると

考えられる。

この提案及び法律は、自治体 自身が失われた労働収入に対する補償が導入されるべきかど

うか、そしてまた、どのような形態の補償であるべきかについて決定するということに基づ

いているので、自治体自治の観点からはなんら躊躇することはない。む しろ、以前は自治体

が失われた労働収入に対 して補償するについての障害であつたものが取 り去られたので、自

治体の議員に対する補償に関しては選択の自由が増大 した。

選ばれた解決策の根拠 となつている現在の法律及びこの提案に関しては、状況が逆となっ

ている。すでに、信託任務調査委員会は、提案された義務的な法律は自治体の自己決定権が

狭められるということを意味している、としていた(s.59)。 しかしながら、こうした自己決

定権の縮小は受け入れられると考えられるだろう。とはいえ、この問題は、新地方自治法の

提案 (prOp。 1990/91:117)、 あるいは大臣が強制的な法律に関するこの問題を初めて取 り挙
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げた「基礎自治体及び県における民主主義の活性化についての提言 (prOp。 1986/87:91)」 の

中ではほとんど触れられていなかつた。

私達自身の理解 しているところは、1991年の地方自治法に導入された強制的な補償規定は、

地方自治の観点に関しては、明らかに新地方自治法の精神 と一致 しないばか りでな く矛盾す

る。地方自治体内部の労働条件や組織に関しては、義務的な規定は、まず原則的に避けられ

るべきである。

したがつて、私たちが理解 しているところでは、 自治体の議員自身の労働条件に関わる分

野に強制的な法律を導入することは、地方自治に関する原則からも、明らかに不適切である。

さらに、1983年 と1991年 との間の展開が、失われた労働収入に対する補償に関する規定を自

治体が自由に導入することができることを示 している。それゆえ、1983年に導入された規定

の復活は、こうした出発点からも望ましい。特にこうした規定は、実際に、地方自治体が適

切な方法で地方の状況に即 した議員に対する補償を規定することができることを意味する。

9.6 私たちの提案

1991年の地方自治法の制定と関連 して、失われた労働収入、失われた年金や休暇の権利に

対する議員へのに関する強制規定を法律に導入することに、私たちが上記のように反対 した

ように、地方自治法はこれらの点で改正されるべきである。私たちが提案するこうした解決

策は、1983年 にどうに有された任意規定の復活である。そうした改正こそが現行の地方自治

の精神によリー層合致すると考える。

前記のことはまた、地方自治体が、1983年の規定により、失われた労働収入に対する補償

が手当てとして再導入されることを意味する。全員に対する基本的な手当てを備えた、比較

的に簡略行政的な補償制度を適用することができるようにしてある。そのような補償制度で

あれば、例えば今日の補償制度によれば、そのすべてが低額な補償 しか受け取れない、失業

者や企業の経営者、学生がさまざまな自治体の信託任務をうける可能性を増大させることに

なろう。
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第 10章 市民と基礎自治体の事業 一 監視、情報開示、及び影響力

現状においては、自治体の事業は、契約により、あるいは購入 (チ ェックシステム)に
より、ますます民間企業により実施されている。私たちは、第 3章第 16条が、 自治体が

請け負い契約者を利用する権利を有 していることを示すように改正されるよう提案する。

私たちはまた、地方自治法第 6章第 7条の決定権が委員会の責任は委員会の下で個人によ

り実施される事業をも含むことを明確に示すように改正されるよう提案する。

自治体は、 自治体が責任を有するすべての事業について、また個人によって実施 される

事業についてさえも民主的な監視 と統制を保証する義務がある。私たちは、地方自治法第

3章第 18条 aについて、こうしたことに関 して一般的に明確に記された新たな規定 とす

ることを提案する。監視 と統制に関する詳細な規定は基礎 自治体 と請け負い契約者 との間

の契約で明確にされるべきである。

自治体の政治上の活動に対する一般住民による監視は、委員会の会議が公開されること

により強められることになろう。私たちは、委員会会議を公開する自治体がその可能性を

もてるように、地方自治法第 6章第 19条を新 しく規定することを提案する。

私たちは、利用者 との相談に関する地方自治法の規定が、民間の統制のもとにある事業

に関 しては非常に限 られた範囲で しか、また請負契約の形態の事業に関 してさえも少 しし

か しか利用されないことに気がついていた。利用者の直接的な影響力を増大させる動機付

けは、主に民主主義であることであるが、効率性の基礎に立っていることである。私たち

は、基礎自治体が一部の行政や事業執行、起草を基礎 自治体の施設などの利用者管理の自

律的行政組織に委ねることができる機会を開 くような基礎 自治体の自律的な行政組織に

関する特別法を提案する。

私たちはまた、基礎 自治体が委託業者 との契約のなかで相談手続きについて記載する機

会を利用するよう提案する。基礎 自治体および県が市民の情報開示、監視、及び影響力に

ついての権利に対する方法は、地方の民主主義がどのように発展 してい くかについて戦略

的に重要である。私たちは、有権者 と議員の間の対話の新たな会議室及び手段を必要 とし

ていると考えている。このことはまた、市民と行政 との間で新たなコミユニケーションの

機会が望まれていることでもある。

10。 1 諮問

諮間には、私たちが基礎自治体の事業が基礎 自治体の全部又は一部所有の企業、あるい

は民間なり協働組合な りの支配にある企業により運営される場合に基礎 自治体の住民のた

めに監視や統制を保証する規定についての提案をするとある。

私たちはまた、個々の基礎 自治体の構成員の基礎 自治体の事業への影響力を増大させる

方法についても考察 し、提案する。

それから、私たちは、議会や委員会における監視 と統制を強化する可能な方法について

詳細に記載 し説明 し、基礎自治体の構成員と行政 との間のコンタク トを改善する機会につ

いて使用債に記載 し説明 し、さらに基礎 自治体の事業に関係する人々がそれに影響力を及

ぼ し、参画することができるための方法について考察 し提案する。

10。 2 権利と義務

一般的に、基礎 自治体の住民は、基礎 自治体の事業に関 して情報開示を受け、監視 し、

影響力を及ぼす権利を持つていると理解されている。こうした理解が代表民主主義の原理

を築いている。基礎 自治体の構成員は、共通の使命がもつとも良い方法で果たされるよう
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に責任を負う代表を選出する。他方で、市民は、税収入がどのように利用されているか、

選ばれた代表がどのようにその使命を果たしているか、そのときまでに何がなされたか、

そ して将来何が計画されているかについて情報開示を受けることを期待する。さらに、市

民は、サービスが十分に良 く提供されるかどうか、あるいはなんらかの基礎 自治体の決定

が彼にとって不利益であると申し立てる機会を有することになる。

地方民主主義と呼ばれるものの本質

基礎 自治体は、その事業が構成員のためになることを目的とする義務的な共同ぬきに任

意ではない。人はその住んでいる基礎 自治体の構成員であることを選択することはできな

い し、またその納税義務を完全に逃れることはできない。

構成員であることにより権利 と義務が生ずる。基礎 自治体の選挙及び住民投票に参加す

る権利、他の基礎 自治体構成員と同じように扱われる権利、基礎 自治体の決定に対 して苦

情を申し立てる権利が、構成員であること、すなわち税金を支払う義務から生 じる。そこ

で、基礎自治体の構成員が基礎 自治体の事業を監視する権利を持つているとも言うことが

できる。

基礎 自治体の統制の下で運営される事業については、公開の原則が適用される。公開の

原則により、主に公的な行為についての公開についての報道の自由に関する法律において

確立 している原則が関係する。そこでは、自由な意見交換 と全般的な啓発の推進のために、

すべてのスウェーデン市民が公的な行為に参加する権利を持つているということが言われ

ている。

公開の原則は、さまざまな点で公的行政を統制 してい くために重要である。公開の原則

は、法治主義 と行政の効率性、そして民主主義の効率性を保証するものである。

公開と秘密保護に関する基本的な規定は、政府の形態及び報道の自由に関する法律、並

びに秘密保護法(1981:100の 中にみられる。公開が基本的な原則であ り、秘密保護は例外

である。

公開の原則は、すべての基礎 自治体の事業に当てはまる。一般大衆は、基礎 自治体当局

の公的行為に参加する権利を有 している。地方自治法によれば、基礎 自治体の議会の会議

もまた公開されている。基礎 自治体の事業に従事する者は、マスメディアなどの局外者に

事業の状況について語る権利を有 している。もし基礎 自治体当局が行為を委ねることを断

ったならば、行為に参加 したいと要求する人は、行政裁判所に当局の決定について苦情を

申し立てることができ、行政裁判所及び最高行政裁判所で審査される問題 となろう。

基礎 自治体が全額出資の企業または基金で運営される事業にもまた、公開の原則が適用

される。

一方で、公開の原則は、基礎 自治体 との委託契約により事業を実施する民間企業には適

用されない。

基礎 自治体は、基礎 自治体の住民が選択することができる品物提供する商店 と類似 して

いる。この例えは、必ず しも完全には正 しくはない。基礎 自治体の共同体はまた、その市

民にとっては、主に、納税の義務、さらに基礎 自治体企業または水道とか電気、熱供給、

清掃、煙突掃除などの分野についての基礎 自治体指定委託契約者を利用する義務といつた

若干の義務を含んでいる。
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基礎 自治体は、法律によリー部のサービス及び機能を提供することとなっているが、そ

の他の使命については基礎 自治体は任意である。伝統的には、さまざまな事業の運営は、

基礎 自治体 自体により統制行われてきた。今や、ますます頻繁にサービスの運営が民間企

業や組合、協働組合 との委託契約に基づいて行われるようになってきている。 しか し、た

とえ、その運営が民間の統制で行われても、基礎自治体の発注により行われるかぎりは、

基礎 自治体が責任を有 し、また契約または清算システムを通 して基礎 自治体により財政処

置される。その一方で、基礎 自治体は、法律により提供する義務のないようなサービスに

は何 らの責任も負わない。基礎 自治体は、そのような事業については縮小することになろ

う。

基礎 自治体住民の情報公開や監視、影響力を及ぼすことについての権利が基礎 自治体の

事業が民間企業 との委託契約に基づいて行われる場合にも適用されるべきであるというこ

とが合理性があると主張されている。同様に、その運営が民間企業の統制下で実施される

場合に、平等な取扱いを求める権利 とか不満についての権利 とか原価原則によリサービス

を受ける権利、すなわち、そのサービスが、それが民間の会社により提供される場合に、

従来の市民自身がや りくりしていたものと比較 して成果の割 りにはかな り高いものとなる

べきではないということであるが、そのようなその他の権利の一部についても引用される

べきであろう。こうした観点によれば、基礎自治体は、たとえその運営が民間の統制下で

実施されるとしても、公的に財政処置された事業に対 しては必ず最終的な責任を負うとい

うことである。

この問題を見るもう一つの方法は、基礎 自治体のサービスが民間企業により行われる場

合には、市民は、何 ら基本的な監視の権利を持つていないということ、そ してそのような

監視が決 して必要でもないことである。純粋な顧客選択モデルという観点から見れば、よ

り市場的な機能を通 して、選択の自由と競争とが顧客の不満への適応をもたらすことにな

り、その他の監視や影響力といつた形態が不必要となる。

現状においては、基礎 自治体の事業は、ますます契約によりまたは清算システムに基づ

いて事業を実施する民間企業に置き換えられている。重要な問題は、そのような場合に、

そうした事業に対 して住民が監視 し影響力を及ぼせるかどうか、そしてそのような場合に

人々がどのようにそれ らを受けるかである。

10。 3 基礎自治体の事業の監視

この答申書の付録 2「委員会行政から委託契約への事業の移管」においては、一般大衆

による基礎 自治体の事業に対する監視、統制、そして影響力の行使、並びに委託契約 とい

う形態で運営される事業に対する基礎 自治体の責任に関する現行の規定についての網羅的

な説明がなされている。

本節においては、付録 2の環点、並びにそれに基づ く私たちの考えと提案について触れ

る。

一定の実質的な概念は次のように定義される。

「監視」とは、人々が望んでいることに関して説明を受け、その事業に関わる一部の文

書を受け取ることにより事業を追跡調査することである。監視の権利は、網羅的か制約的

か、全般的か特定または一定の機関の保留付きか、個々の集団か個々の個人か、そ して行
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政の決定従 うものか契約かである。監視は事業に干渉する力はないけれども、影響を及ぼ

すための手段 となるイニシアティブの基礎 となる。

「管理」は、 しば しば同意を伴う監視 とは異な り、統制に近い。管理は、管理組織 自体

による検査を通 して実施されるか、あるいはこれらについての報告 (cf オンブズマン、

社会福祉庁、県執行委員会)に より実施される。管理は、結果的に、相談とか意見、勧告、

命令ということになる。 したがつて、管理組織は法令により事業に関与する権限を有 して

いる。

「統制」は管理に近いけれども、よリー層、制度に組み込まれてお り、手続きに則つて、

または法令や契約により実施される。例えば、委託契約においては、事業の品質とか目的

達成度の統制システムである。

「影響力」とは、実際にその事業に参加 した り、その責任を負うこと無 く事業に影響を

及ぼす (改善する)こ とである。この影響力は、影響力を持つている人々が直接事業に関

わ り、または事業に依存することにより価値のある経験がもたらされるということにより

正当化される。影響力とは、単に、視点 (要望)を示 し、会議の席で議論をする権利であ

る。影響力とは、保健医療法により自身の看護や介護に影響力を及ぼす権利のように、一

般的に、集団及び個人の利害の表現である。

「参加」とは、影響力をよリー層高めたもので、意見表明や住民投票、拒否権により決

定に参加する権利をともなう。

決定への参加はなされた決定に責任を負うことにもなる。

決定または運営への完全参加を含む、積極的な「事業の生産への参加」は、事業に対 し

て最大の影響を及ぼすと言われている。

10。 3。 1。 行政事務の委任に関する法的な条件

「政府の形態」の第 11章第 6条第 3項によれば、行政事務は会社や組合、協同組合、

基金、あるいは個々の個人に委任されうることとなっている。その事務が権力の行使を含

む場合には、委任は法律に基づいて行われなければならない。

地方自治法第 3章第 16条では、基礎 自治体は、個別の法律がその処理の仕方について

あらか じめ定められていない事柄について、議会の決定により、その抱えている問題の処

理を株式会社や商事会社、営利 目的の組合、非営利の組合、または基金に委任することが

できると記されている。基礎 自治体の企業に事業を委任するための基礎 自治体や県にとっ

ての条件を正常化するためにいろいろな規定が出現 して くる。民間法人を活用する条件を

完全に一般的に規定することに関する憲法小委員会の声明 (bet.1990ノ 91:KU 38 s.44)

により、それ らが個人により所有されている場合にも当てはまることとなつている。

社会サービス法の改正 (1980:620)、 保健医療法の改正 (1982:763)、 歯科医療法の改正

(1985:125)、 及び基礎 自治体 における初期医療の実験 的実施 に関す る法律の改正

(1991:1136)に より、基礎 自治体及び県がこれらの分野において、基礎自治体及び県が

誰かと法律により責任を有する事務を実施する契約を締結 しうることが一層明瞭にされた。

しか しながら、これらの新 しい規定により、権限の行使を含む事務については、会社や組

合、協同組合、基金、あるいは個々の個人には委任され得ないこととなつている。こうし

たことが行われるためには、法律に基づ くことが求められている。権力の行使は定権を意
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味するとみなされる。

重要な公文書の公開原則、すなわち、国及び基礎 自治体当局に保持されている文書が一

般的に閲覧できることは、長 らくスウェーデンの公的な行政における一つの特徴的な要素

であつた。当局に保持されている文書を自由に閲覧することにより、一般大衆は、公的な

組織の事業を監視することができる。

基礎 自治体の行政事務の自治体企業への委任に際 して、議会が公開法の要点を適用する

ための企業にとっての条件を示すとされている地方自治法の示すところによリー般大衆に

よる監視が行われる。私たちは、以前の中間答申 (SOU 1992:134)で この監視の権利は、

基礎 自治体企業が文書の閲覧を拒否すれば裁判所へ訴え出られることになるということに

より強化されるよう提案 したところである。

その一方で、そうした事務が民間の受託者に委任されたならば、公開原則がその事務に

含まれる事業に関 して無効にされることになる。民間の受託者の文書の閲覧についての拒

否は裁判所に訴えることはできず、また審理もされない。

委託契約者への事業の委任はまた、以前委員会または行政によりなされた決定の法的な

審査の可能性が失われることをも意味する。

事業が民間の受託者に委任さる場合には、例えば行政法上、情報公開や支援についての

法律に記された市民の権利はな くなって しまう。これはまた、いずれかの私人が権限の行

使に道を開 くことになる事務を遂行する場合に、個々人に法的な利益を提供する手続 き規

定でもある。

10。 3.2基礎 自治体の責任

行政事務を委任するという表現は、委任はそれ自身の一種であるという特徴を有 してい

るので公的な行政であるが、公的な機関以外の者により実施されるということである。こ

れは、基礎 自治体または県が「政府の形態」第 1章第 9条で事務が委任される場合に、平

等と客観性の原則を保証 しなければならないことを意味する。

地方自治法では、事業に対する委員会の責任は第 6章第 7条の規定にしっか りと記され

ている。委員会は、その分野のあらゆることについて、事業が議会が定めた日標及び方針、

並びにその事業に当てはまる規定により運営されることに注意を払うべきである。

委員会はまた、事業がその他に関 してもの満足のい く方法で運営されるよう注意を払う

べきである。「政府の形態」第 11章第 6条から出て くる行政事務 という言葉の概念につい

ての定義により、また地方自治法第 3章第 16条にもより、委任された事業は地方自治法

第 6章第 7条により委員会の責任に含まれると考えられるべきである。 したがつて、苦心

して受託契約者を選ぶことな しに、委員会 自身が行政サ∵ビスにより実施する同一の事後

調査や統制も上記の責任の中に入つているべきである。 しか しながら、これらの規定は、

それが定められたときには、受託契約者に適用されることを意図されていなかつたとされ

ている。

損害賠償法 (1972:207)第 3章第 2条により基礎 自治体が負う最終的な損害賠償責任は、

受託契約者を選定やその事務がどのように行われるべきかという契約上の指針に関する正

確性、事業の管理について大変な注意を要求 している。

このことは、受託契約者がもの及び人体の損害に関 して利用者または第二者に対する直
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接的な損害賠償責任を有することを免ずるものではない。

基礎 自治体が統制 し、公的な監視 と基礎 自治体の条例原則を保証 してい くべき重要性が

あると考えられる「任意の事業」を正確に示すことは難 しい。ここで、全体の利益が手引

きとなる。基礎 自治体の住民の多数がその事業に依存 していればいるほど、より大きな責

任があるとみなされ、そのため、よリー層強い統制 と監視が求められる。

基礎 自治体所有の旅行者用ホテルまたはキャンプ場の運営は、借 り上げあるいは借款に

際 しての慣例的な契約を除いて、そんなに強い統制や監視を必要としないで委託されるベ

きであろう。その一方で、ナーシング 0ホームのサービス機能の運営の委託は、ナーシン

グ・ホームのサービスに関わ りのある人々から監視に対する強い要望が出て くるだろう。

このとこは、事業を統制 し事後調査 し、平等原則や原価原則などといった基礎 自治体の条

例原則を保証するために、大きな責任が基礎自治体に置かれていることを意味する。

特別法で定められた義務的事業に関 しては、基礎 自治体の責任は、法律で明確にされて

いる。個々の義務的な決定 重要な権限行使を含む事務は、何 らかの種類の強制を行う。

または権限に依存する 事務は委託されえない。その他の事務は、委託されうるが、基礎

自治体は、結局のところ、その利用 しやすさやそれがどのように実施されるかについて最

終的な責任を負う。小切手制度等々の形態の利用者選択モデルもまた、事業を実施する人々

との間に何 らかの形の契約が必要である。 したがつて、委託契約が特別法上の義務的な事

業のためになされた場合には、基礎 自治体及び県に求められるところは大きくなければな

らない。基礎 自治体は、事業が基礎 自治体以外の者によってなされる場合には、事業の法

律に記された目的及びその他の方針が満たされるよう注意 しなければならない。事業の日

的、方針、範囲、及び質に関わる問題は、受託契約者とは交渉の余地はない。

10.3.3基礎自治体の責任に関する考察

契約により、受託契約者が公行政に関わる一般的な規定、つまり「政府の形態」第 1章

第 9条や報道の自由に関する法律、行政法、秘密保護法、そ して地方自治法にみられる規

定、特に平等原則に注意を払うための保証がなされなければならない。

委託契約には、明確に定義され評価可能な目的と事後調査 と質の確保のためのシステム

が含まれなければならない。さらに、その事業が失敗 した場合には、基礎 自治体が契約を

破棄 しその事業を取 り戻すことができることを含んでいなければならない。基礎 自治体が

事業について事後調査 し検査する権利を有するということは、自明のこととして契約にな

ければならない。質の確保 とは、 目的達成度と基礎 自治体が受託契約者に支払う金額の両

方についてみ られることを意味する。同様な要請は、基礎 自治体 自らが管理する事業 とし

ての購入 した事業についても当てはまる。

それぞれの事業がその委託契約の詳細に関してはさまざまなことがらを必要としている。

高齢者介護及び心身障害者介護についての事業並びに介護事業における民間により運営さ

れる事業については、社会福祉庁は、委託契約の内容に関 して詳細な必要項 目を含む一般

的な注意事項を苦心 して作 り上げたところである。そうした一般的な注意事項はまた、そ

の他の看護や介護に関 しても想定されるであろう。

自明のように、地方自治法第 6章第 7条は、直接、委員会の責任が個人によって実施さ

れる委員会の管轄下の事業をも含むとは言つていない。その規定の狙いとするところは、
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決 してそれが委託契約に適用されることではなかつた。

こうしたことから、私たちは、地方自治法第 6章第 7条の規定が委員会の責任もまた個

人によつて実施される委員会管轄下の事業をも含むことを明確に示すよう補完されること

を提案する。

私たちはまた、第 3章第 16条が基礎 自治体の委託契約、すなわち契約により委員会が

人々に責任を負い誰か他の者に実施させる事務についても当てはまることが明確に示され

るよう補完されることを提案する。抗 した補完についての理由は、付録 2及び特記説明に

示されている。

民主的な監視 と統制を保証すべき基礎 自治体の義務に関 しては、基礎 自治体企業に関わ

る規定について、これに関する地方自治法上の新たな一般的明文規定が提案されている。

この規定は、事業の性質に応 じた監視 と統制、事務的な事柄に対する要求といつたような

全体の利害 と個別の利害 との間の調整、その他の事情の必要性を判断する余地を示す一般

的な条項という特徴を持つている。

特別法におけるさらなる規定は、必要であるとは考えられないだろう。その代わ り、そ

の説明のなかでは、審議会が述べているように契約の内容に対する当然の要求であるべき

であると考えられている。

10.3.4。 一般住民による監視と統制に関する考察

民主主義の観点からは、公的な事業の大部分が民間企業によって運営されることにより、

憲法に保証された監視する権利が奪われて しまう危険がある。このことから、私たちには、

一般住民が何 らかの形の監視権を保証されるように、そ してこれが法律で担保されるよう

に主張すべきしつか りとした理由がある。

私たちは、監視権が直接企業の事業に与えられるのが適切であるとは考えていない。この

ため、「基礎 自治体及び県は地方自治法の規定により、正当であると見なされる監視を一般

住民に保証することとされる」べきである。これは、当局または基礎 自治体が基礎 自治体

の検査権により得 られた情報を活用することにより行うことができる。もう一つの方法は、

一般住民の監視する権利は基礎 自治体 と受託契約者 との間の契約に規定されるということ

である。一般住民の監視に関する規定は、民主的な監視 と統制を保証する基礎 自治体の義

務に関する規定の中に、法技術的に調整されるべきである。

もし、監視を基礎 自治体の組織を通 して直接行うならば、一定の情報については秘密保護

法、例えば、秘密保護法第 10章第 8条 に含まれることに注意を払わなければならない。

当局 との事業関係の争いのような個人の事業や経営の状況に関する情報に関 して当局に秘

密保護が当てはまる。受託契約者 との契約においては、基礎 自治体がその一部を入手する

こととなる受託契約者の情報により適切な調整が図られよう。基礎 自治体に示される文書

は一般的な文書であ り、提出に際 しての通常の秘密保護の対象であるということに注意が

払われなければならない。基礎 自治体は、その効果がね じれた競争 という結果となる情報

公開の要求をすべきではない。

したがつて、要約すれば、一般住民の監視 し統制する権利は、一般住民と企業の利害をと

もに満たす合理的な範囲で、受託契約者 と基礎 自治体 との間の契約において定められるベ

きである。監視の可能性は、主に契約の一方の当事者である基礎 自治体を通 して提供され
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る。秘密保護法第 8章第 10条により明記されている秘密保護の必要性については注意が

払われるべきである。

10。 4  基礎 自治体の情報

基礎 自治体及び県が市民の監視 し、統制 し、影響力を及ぼす権利を取 り扱う方法は、地

方における民主主義がどのように発展させ られるかということについて戦略的な重要性を

持つている。民主主義の観点から、最も重要な情報は、次の選挙で市民が継続 して新任を

示すか、あるいは新たな代表を選ぶかすることができるように、市民が、選ばれた代表が

その役害Jを 果たしているか、さまざまな決定に責任を負つているのは誰か知ることができ

るようにするものである。

世論調査会社 SIFOが スウェーデン自治体連合の検討のために 1992年 に行つた調査

によれば、市民は、自分の基礎 自治体に関する情報を、主に、地方紙から (80%)得 て

お り、次いで基礎 自治体 自身の情報紙 (17%)、 そ して第三に地方ラジオ放送 (12%)
から得ている。

すべての基礎 自治体に何 らかの情報担当官がお り、半数以上に情報提供のための専門的

機能が置かれている。また、多 くの基礎 自治体において、基礎 自治体の指導者達に助言す

る戦略的な機能を備えた情報長官が置かれている。今日では、一部の基礎 自治体において

は、一つには経費がかか りすぎるとして、また一つにはマスメディアの監視が十分あると

して、基礎 自治体 自身の情報活動を縮小している。

10.4。 1 基礎 自治体における情報開示に関する事務

基礎 自治体における情報開示は大きな事務である。これは、市民に、自分たちの基礎 自

治体がどのように統治されているか、そして自分たちの基礎 自治体の意志決定過程にどの

ように自ら積極的に参加することができるかに関して良い情報を提供するものである。市

民は、決定がなされる前に、それが実行に移されたならば、役に立つ提案はどれか、日々

の生活にどのように影響を及ぼすか見通すことができる。

基礎 自治体における情報はまた、基礎 自治体の構成員の権利 と義務を明確にする。さら

に、基礎自治体における情報は、人々がどこにさまざまな問題や不満、苦情をもつていけ

ばよいか示 し、その問題に誰が責任を有 しているか明確にするものでもある。

基礎 自治体の情報は、最善の事例では、基礎 自治体の構成員との対話に導 くことが期待

される。そ して、双方向のコミユニケーションを一層発展させるものである。

これらの目的の調整 とどこに要点があるかということが広報担当官の中での論争の事実

上の目的である。

市民に対する基礎 自治体の情報開示は、その内容、ねらい、範囲に関 して、時と場所に

より異なる。1970年代から 1980年代にかけては、教育的な説明内容の社会情報が一般的

であつた。今日では、より多 くの情報が少なからず市場適応的な特徴を備えている。

10。 4.2 基本的情報

地方自治法においては、議会の会議の時間と場所の告知および審議される案件について

は、少なくとも会議の一週間前には、基礎 自治体または県の公示表に公表されるべきであ
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るということが記されている。会議は一般住民に公開されている。会議の終了後 16日 以

内に調整済みの報告が告示表に公表されるものとされてお り、県の一部では新間にも掲載

される。公示は、意見申し立ての期間の期 日まで取 り去 られることはない。

同様な規定はすべての北欧諸国にみ られる。デンマークでは、基礎 自治体は、それぞれ

の会計年度の最初に地方紙に定例会がどこでいつ開かれるか公表される。この公表の中で

は、審議されることとなつている案件の リス トが基礎 自治体のどこにあるか、そしてどこ

で議事に参加することができるか示されることとなっている。アイスランドのい くつかの

基礎 自治体においては、基礎 自治体の全世帯に対 して大量の手紙が出されている。

基礎 自治体における市民に対する情報開示は、多かれ少なかれ広範なものである。デン

マークでは、基礎 自治体の予算の内容の簡略な説明書が住民に対 して出されるか、あるい

は次期会計年度の前に地方紙に公表される。スウエーデンにおいては、基礎 自治体の構成

員に対 して年次報告書が出されることはないが、有料または無料で関心のある者に提供さ

れる。例えば、ス トックホルムおよびランズクローナの基礎 自治体においては、すべての

世帯に対 して年次報告書の一般向けに集約されたものが毎年出される。

リンショッピングでは、地方紙で予算書が公表される。

フィンランドにおいては、基礎 自治体審議会が地方自治法で基礎 自治体における情報公

開の精神 とは何かということを示すより詳細な基本規定が取 り入れられるよう提案 してい

る。基礎自治体は、現在のそ して準備中の案件に関 して以前よりもよリー層オープンに情

報開示すべきである。基礎 自治体はまた、住民が関心を持つ重要な案件に関わる通常の情

報開示が完全なものとなるように要約を作成すべきである。ある基礎 自治体においては、

ビデオに基礎 自治体議会の案件 リス トが入れられている。

1993年 1月 に効力を発するようになうた新北欧地方自治法においては、基礎 自治体およ

び県は、その事業に関する実際的な外部に向けた情報開示をしてい くこと、そ してもつと

も適切な方法で行政の公的な監視を可能 とすることを課せ られている。ノルウェーおよび

デンマークの両国では、コンビニやクイックスクランカー (市民事務所)が正当な情報開

示を受けられるように援助 して くれる。

10。 4口 3 市場情報の開示

市民が学校や歯科医院、家庭医を新たに選択することができるようになることにともな

い、市場情報の開示が増大 してきた。例えば、ス トックホルムでは、国民歯科医療サービ

スは、地下鉄で公表 していた。また、多 くの学校が魅力的な形で表 した自分達の学校のパ

ンフレットを作成 した。県もまた、医療に関する大々的な広告をしてきている。同様な形

で、民間企業は、例えば妊産婦福祉 とか ドクターカーなどといった事業に関 して公表 して

いる。これは、市場取引の増大の原因である消費者を巡る競争の増大であると考えられて

いる。

10。 4。4 サービスに関わる情報開示

基礎 自治体の情報開示の量はさまざまである。多 くの基礎 自治体においては、電話交換

または受付が基礎 自治体の案件を仲介 し、あるいは単純な問題に回答する当局 として機能

している。電話帳には、基礎 自治体のさまざまな委員会や事業分野について大いに示され
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ている。

1992年の春からのアンケー ト調査によれば、69の基礎 自治体が 一般住民が基礎 自治

体の事業についてより深 く調査や実際の情報を求め、翻訳するための積極的な援助を得る

ことができるような特別な情報センターを設けている。1983年 には、38の基礎 自治体の

みがその基礎 自治体についての情報について集約的に提供する情報開示部門を持つている

と述べていた (SOU198468)。 とりわけ、図書館は情報センターとして機能 している。県

の場合には、情報が一つの場所に集約されているのがよリー般的であ り、 10の県がその

ような情報センターがあると述べていた。

1992年 の春には、 11の基礎 自治体 と2つ の県が、さらに進めて、国の当局 と県、基礎

自治体が共同で活動する「市民事務所」を導入 した。この市民事務所に対 して、市民は情

報開示を得ること以外に、さまざまな種類のサービスについての単純な用件も済ますこと

ができる。この市民事務所の目的は、一つの場所 ,一つ屋根の下で、市民が容易に訪れる

ことができるような形で社会についての情報やさまざまなタイプのサービスについて知る

ことができることである。第二の目的は、単なる情報提供やサービス提供活動やごく単純

な用件の処理の煩わ しさを取 り除 くことにより、行政の中核的な事業をより効率的にする

ことである。第二の目的は広域的な政治ということである。共同で行うことにより、さも

なければ実施するための基盤がない一定の憲法上の社会サービスが過疎地域においても維

持される得る。

市民事務所がどのようなものか、あるいはどんなことをしているのかについての一般的

なモデルはない。このことについては、高度にその地方の状況に関わつている。ある市民

事務所は、例えばシヨルベスベ リにおけるように、市役所の拡大窓口として基礎 自治体の

中心となつている。ブツトキユルカやシユラハムマールなどにおけるように、中心部の都

市ではない郊外の、あるいは小工業都市における図書館 と一体になつているものもある。

フレンスタやア リェプログなどのような過疎地においては、それは、公的なサービスを維

持 し、発展させてい く一つの方法である。

これは、市民のためのよリー層合理的なサービスおよび連携 という観点を形成 してい く

ために自治体内部におけるさまざまなそれぞれの行政間の一体的な協働を意味する。そ し

て、これはまた、市民に対する一定のサービスに関 して自治体が保険事務所 と職業紹介所、

警察署と協働するといつたような自治体の事業 と国の地方事業 との間の協働をも意味する。

これは、どのような事業が市民事務所に提起されるべ く選ばれようとも、またどのよう

に市民事務所で事業が組織されようとも、職員の問題や事業についての問題の部門を超え

た協働を築いている。職員は、自治体の事務、国の事務の両方を処理することができるジ

ェネラリス トとなる。

い くつかのヨーロツパの諸国においても、これと同様な展開を示 している。 ドイツのビ

ユルグラムやイギリスの近隣地区事務所がそうである。デンマークでは、今 日、 50の 自

治体でのクイック・スクランカー がある。ノルウエーとフィンランドでは、さまざまな形

態のサービス事務所による保険事業が進んでいる。

スウェーデンでは、政府が、最近、市民事務所を発展させるための実験計画に自治体を

募 り、 50の 自治体がこの計画に関心を示 した。

ブーフュス県においては、医療地区の代表者が、その組織 と事業を変更するとともに、
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伝統的なものとは異なる新たな市民に情報を提供する方法を選択 した。ある地区では、市

場の中の広場で一般住民に新 しい医療に関するパンフレットや口頭での情報が提供された。

また別の地区では、そうした情報が日曜日の礼拝の後に教会でのコーヒーの際に提供され

ている。代表者意図 していたのは、人々がいる場所を求めということであつた。

スウェーデン自治体連合は、基礎 自治体が、よリー層のサービス精神に富み、またより

一層の費用対効果に心がけ、そして基礎 自治体の住民からの影響力の行使に対 してより開

放的であるようになることに関わる、広 く繰 り広げられたキャンペーン「開放的なコミユ

ニケーション」について、88の基礎 自治体 との協働に期待をかけている。1992年 から3

年間ということで行われているこのキヤンペーンは、市民の基礎 自治体のサービスや基礎

自治体の公務員および政治家に対する態度に関する世論調査 となっている。

基礎 自治体の住民は、基礎 自治体のサービスを運営 し、財政処置をするためのさまざま

な方法、そ してもし考えることができるならば、自由意志でその業務に自ら参加する方法

に関する問題に答えることができる。基礎 自治体の職員は、影響力を増大させ、費用対効

果費を改善 し、サービスの質を向上させることができるような方法を提案することができ

る。価格は最善の提案に落ち着 くことになる。基礎 自治体のすべての管理者は、人がどの

ようにしてよリー人ひとりに即 して、またより利用 しやす くサービスを提供することがで

きるか、そ してどのようにして選択の自由を増大させ、利用者の影響力をサービスの提供

や内容に組み入れてい くか、情報や教育を受ける。このキヤンペーンは、基礎 自治体の住

民が事業が改善されたと考えているかどうか知るための新たな世論調査により事後調査さ

れることとなつている。

さまざまな公的な生産者により運営されている事業の質および目的に関する「相当程度

の情報開示」は、いまだスウ手―デンでは一般的ではない。報告書「選択の可能性」(SOU
1993:47)に よれば、行政は市民に、他の代替的サービスを選択することができることに

ついて情報提供は しているが、代替サービスの特徴に関する情報について不十分であると

している。せいぜい学校の場所やその概要についての リス トがある程度である。「幼児を抱

えた両親の保育の選択に関するス トックホルム市における調査」においては、インタビュ

ーに応 じた両親の 73%が基礎 自治体による代替保育に関する情報に不満足であつた。

それぞれの代替サービスの目的と質に関する情報の改善は、市民が保育や教育、医療、

ホームヘルプサービスなどについて上手に構成された選択をすることを容易にする。情報

開示は、生産者間の質の競争にも貢献する。

10.4。 5 当局による情報提供

市民の権利に関する情報開示もまた改善されるべきである。社会福祉庁によれば、社会

的な援助についての権利に関する一般住民に対する基礎 自治体の情報開示は、おうおうに

して不完全であるということである。文書にされた情報はさまざまな言語に訳された情報

と同様にあまりない。基礎自治体のうちの 67%がその基礎 自治体が高齢者や障害者に提供

する社会サービスに関する何 らかの形態の文書化された一般的な情報を有 しているにすぎ

ない。また基礎 自治体の 5%のみが苦情を申し立てる権利に関する明示が文書化された情

報で示されているにすぎない。個々の案件の却下に関する決定について、その決定に苦情

を申し立てる方法に関する明示もない。
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10。 4。 6 新 しいコミュニケーションの形能

市民と基礎 自治体 との間の新 しいコミユニケーションの可能性の例 として、一般住民が

質問をし、考え方を表明することができるようなテレビによる議会の会議について述べ ら

れている。

その他の形態の新 しいコミユニケーション

ー ー般住民の郵便ポス ト、あるいは政治家への接点としての市民事務所

― ビデオでの基礎 自治体議会の議案 リス ト (フ ィンランド)

一 政治家のもとヘー般住民を受け入れるための市役所の公開

一 毎週一定の時間一般住民のために政治家またはコミッシヨナーの時間をあけてお く

(リ ンショッピング)

一 一般住民からの苦情を処理する基礎 自治体の信託委員会の設置 (医療 と比較 )

一 さまざまな消費者のための相談機関または自立的行政機関による事業に対する直接的

な影響力の行使

地区委員会や地理的に置かれた小委員会もまた、コミユニケーションの改善に効果があ

るだろう。

私たちは、有権者と議員との間の対話が選挙の間の期間も活発に維持されるように新た

な会合の場所や方法が望まれると考える。このことはまた、市民と行政 との間に新たなコ

ミユニケーションの機会が望まれるということでもある。さらに、近年、これにより基礎

自治体の事業 と新たな基礎 自治体の組織の発展が押 し進められてきた。

英国では、介護部門において、発注者と潜在的な利用者 との間の対話を活性化すること

により、介護に対する市民の影響力を創 り出す実験をスター トさせている。サウス・ ウエ

ス ト・テームズ広域保健局からの「保健対話」の中では、医療の購入者、提供者、および

計画者がどのようにして必要に応えるようなサービスを申請することができるために、介

護についての利用者と地方の住民の考え方を系統だつて捉えようと試みているか記されて

いる。コミユニケーション戦略により、またこの実施に責任のある人物を通 して、発注者

に対する考え方とか要望を知ろうと試みがなされている。人々は、そのような方法で個別

の要望や介護の生産者 との契約の正当な目的を知ることができるだろう。介護の水準や内

容を決定する過程で地方の住民を活性化することにより、人々はまた、さまざまな要求間

の必要な優先順位や調整についてより知 りやす くなると考えている。

こうした利用者 との対話やこのような考え方をすることは、自己の管理のもとにある事

業 と委託事業 とのいずれにとってもわが国ではよリー層重要となつている。

10。 5  政治組織における監視

3年毎に、市民は、総選挙でその基礎 自治体および県の政治的代表を選ぶ。選挙の間の

期間については、市民は、マスメディアを通 して、あるいは公開の会議である基礎 自治体

の議会や県の議会を通 して政治を検討することができる。市民は、さらに、政党の構成員

になつたり、政党あるいは議員に接触することにより、情報を得ることができる。
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10。 5.1 政党政治への関心の減退

しか しながら、今日の社会における一般的な傾向としては、政党政治に関わることや時

間のかかる政治活動への関心が減退 している。政治家に対する態度は、さまざまな世論調

査によつて示されているように、決 して特別に信頼が厚いわけではない。スウェーデン自

治体連合の「態度プロジエク ト1992」 においては、速やかに回答する政治家の能力に積極

的な信任を置いているのは市民の十分の一にすぎないとしている。住民の関心事に世話を

や く政治家の能力に信頼を置いているのは市民の五分の一にすぎない。一般住民の信頼は、

政治家に対するよりも基礎 自治体の公務員に対する方がい くらかは大きい。

10。 5.2 その他の一般的な活動

多 くの人々は、彼 らの政治における代表やなされた決定について乏 しい知識を持つてい

るにすぎないと考えている。政治上の問題や議論は、理解するには技術的に複雑で困難で

あると受け止められている。基礎 自治体の議会の会議では、傍聴席には、通常、ほとんど

人がいない。 しか しながら、政治家が学校教育や病院医療の水準低下に関する決定をする

場合には、 しば しば多 くの人々がその決定に活発に反対する。同様に、多 くの人々が議会

またはいずれかの委員会にかけられる実際の問題に関わる特定のテーマについての会議に

やつて来る。また、コミユニテイ・ラジオの議会討論の聴取者もた くさんいる。

市民が選挙 と選挙の間の期間に影響力を行使する方法には、さまざまな表現が取 られる。

行政の公務員との接触、一般的な会議での意見表明、マスメディアヘの投書、示威行動、

署名簿への協力、さまざまな相談機関への参加、あるいは苦情処理手続 きを通 してなどに

より行われる。こうしたことは、政治家に接触 した り、政党で活動することよりもはるか

に一般的である。投書や発言、そ して示威行動への参加はまた、権限調査委員会によれば

(SOU 1990:44)、 1960年代の終わ りから 1980年代の間に広範に著 しく増大 した。

10。 5。 3 特定の議題のかかつた会議

私たちのアンケー ト調査においては、 133の 基礎 自治体 と 10の県が個別の情報に関

わる会議や前年度の事業に関する問題の審議に一般住民を招いていると述べていた。いず

れかの委員会または小委員会が会議や次の議会、あるいはまた執行委員会を調整するのが

一般的であつた。もつとも一般的な議題は、計画および建設に関する議題であ り、その次

が経済あるいは産業問題であつた。その他言及された問題は環境問題であつた。県の場合

には、会議は一般的に一度限 りであるが、基礎 自治体の場合には、 しば しば何度かもたれ

るものであつた。

10.5。 4 年次報告書に関する問題

地方自治法第 8章第 23条によれば、議会は、一般住民が議会の審議にかけられた年次

報告書に関 して疑間を呈することができると定めることができる。 66の基礎 自治体 と4

つの県において 1992年までにこの規定が適用されている。

議会の会議がどれだけ一般に開かれているかについての一つの事例は リンショッピング

である。ここでは、地方テレビ、番組中の電話回線のつながった予算に関する議論を放送

している。これは、一般住民の関心が電話回線が不通になるほど非常に強いことを示 した。
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取つつきやす くわか りやすい議論 とするために、その番組には政治に関するコメンテイタ

ーがおかれてお り、プロデユーサーとテーマが明確であつた。一般住民は、電話回線を通

して、その議論に関 して質問をすることができる。こうした方式は、一般住民にとってと

りつきやすい方法での監視 と情報提供の良い方法であるように見える。

10。 5。 5 委員会審議の公開

一般住民の監視を強化するもう一つのこれまで議論されてきた方法は、執行委員会や委

員会の審議を公開すること、すなわち、一般住民に公開することである。

今日のところは、議員および代理人以外には、その他の議員およびその自治体の職員、

または説明のために委員会に呼ばれた特別な専門家のみが出席する権利をもつているとい

う見解になっている (地方自治法第 6章 19条 )。

その他の無関係者が基礎 自治体および県の委員会の審議に出席する権利を得るためには

現在のところ委員会の確 とした決定が必要とされている。

自治体民主主義調査委員会の本答申 SOU 1975:41「 自治体民主主義」に対する留保につ

いて、ニルス 0ホルベ リは、調査委員会は、彼が「審議が完全にまたは部分的に公開され

るべきであると委員会が決定することを可能とするような地方自治法の改正に資するため

に」留保 した、当時の地方自治法における委員会審議の公開禁上の維持を正当化する議論

をしなかつたことに言及 している。答申書 (SOU 1975:45,sid 34)の 概要の中で、自治体

民主主義に関する調査委員会は、公開の委員会審議に関わる問題について次のように述べ

ている。

私たちが承知 しているようにいるように、自治体の計画には、公開の委員会審議の必要

を強調 したものはなにもないことが知 られている。ほとんどの自治体および県においては、

審議の公開を整えるは実際には困難でもある。私たちは、一般住民の質問をし監視をする

という正当な要望は、別の方法で満たされると考える。委員会がその審議に際 して一般住

民に対する情報開示の会議を調整することを妨げるものはなにもないと考える。

一般住民が委員会審議に出席する権利に関する問題は、その後いずれの調査委員会によ

つても検討されたことはなかつた。

新地方自治法をめ ぐる国会での議論において、再びこの問題が議論された。非社会主義

政党からの 5つの提議 (bet。 1990ノ91:KU38 sid 86‐ 88)においては、委員会審議の全部ま

たは一部が一般住民に公開されるべきであると提案されていた。この提議は、主に、多 く

の決定がなされる委員会についての自治体住民の情報開示および監視の可能性を増大させ

ることであつた。小委員会は、委員会 としては、多 くの場合に、そのような審議を非公開

の採決の審議に優先させるべきであると考えているところから、重要な追加作業を含むこ

れ らの提議を否決 した。小委員会はまた、個人に対する権限行使に関わる案件については、

公開に適さない性質のものであると指摘 していた。小委員会は、委員会またはその他の自

治体の機関が必要に応 じて一般住民のための情報開示にかかわる会議を立ち上げることを

妨げるものではないとしていた。

ノルウエーでは、1993年 1月 1日 に発効された新地方自治法により、委員会審議の公開
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が導入されている。この法律の中では、原則 として、選挙で選ばれた機関の会議は、正当

化される特別な理由がない限 り、公開されるべきであると記されている。そのような理由

としては、内密を要するとか個人の利害 とか、非常に重要な個人のまたは公の利害 とかで

ある。従来においても、委員会審議の公開は一般的であつたが、自治体議会がこのために

特別な決定が必要であつた。公開の会議の審議は、会議の運営を困難にしない限 り、テー

プやビデオ、ラジオ、あるいはTVで採 られることになる。この法律は、評価されるには

未だ十分時間が経過 していない。

私たちは、委員会審議の公開に関する問題について検討 してきた。私たちは、これまで

のように委員会審議は基本的に非公開であるべきであると考えている。法律では、委員会

審議は公開であるべきであると記されているとしても、実際の決定が別の場でなされるよ

うになる危険性がある。私たちは、その代わ りに委員会がよリー層積極的に委員会の活動

に関 して市民に対 して情報を提供 し、適切な機会に一般住民のために特別な情報提供の会

議を設定することができると考えている。

しか しながら、委員会審議の公開を維持 し続けたいと考えている自治体はそのようにで

きるべきである。こうした解決は、ノルウェーにおいて良い経験 として試み られてきたと

ころである。またそのような柔軟な解決のために、 自治体議会から委員会への委任の範囲

の拡大が自治体構成員にとっての監視の縮小を意味するという議論もある。委員会審議の

公開によって、民主的な統制が強化され、市民と議員との接触が改善されることになるだ

ろう。

したがつて、私たちは、地方自治法第 6章第 19条が、希望する自治体は自治体議会の

特別な決定の後に委員会審議の公開をすることができることを意味する追加修正を提案す

る。委員会は、委員会の審議の一部または全部が公開であると決定することができる。委

員会は、単純多数決により、審議の一部を ドアを閉鎖 して開 くことができる。

しか しながら、個人への権限行使に関わる案件の審議については、常に ドアを閉鎖 して

開かれるべきである。

10。 5.6 公開の審議の減少

多 くの自治体において、議会の審議はより少な くな り、審議すべき案件の数が減少 して

きている。その理由は、主に、委員会への委任の増大である (5.4。 2参照 )。 これに関連す

る問題は、議会が唯一の一般住民に開かれた議論の場であるということである。もし議会

が情報の源泉 としての重要性において失敗すれば、それはまた市民の監視機会にとっての

失敗でもある。 したがつて、自治体は、そのような場合には、別の方法でその情報開示の

事業を拡大 し、市民がその事業への影響力を及ぼすことができるような別の機会を示すべ

きである。そのような監視 と影響力の行使の機会は、地方における民主主義が衰退 しない

ために重要である。こうした自治体においては、委員会審議の公開が一般住民の監視の強

化の一つの方法 となろう。

10。 6  決定の影響力

「 自治体の決定前の」市民の参加は、市民の意見が決定の前に汲み入れ られるべきであ

るということを意味する法律に基づいている。フインランドにおけるのと同様に、スウェ
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―デンにおいても、そうした法律はめずらしく、都市計画や建築の分野だけにみられる。

先に述べられているように、フィンランドの地方自治法審議会は、これ らの分野での経験

をたの分野に情報を提供するためのモデルとして活用 しようと考えている。

基礎 自治体における「住民投票」はまた市民の決定前における参加を意味する。私たち

の住民投票制度の発展に関する提案は第 11章で述べる。

10。 6.1 利用者への相談

地方自治法第 6章第 8条によれば、委員会はそのサービスを利用する人々との相談が行

われるように活動することになる。1992年 の春に行われた私たちのアンケー ト調査によれ

ば、 131の 基礎 自治体が、委員会がそのサービスを利用する人々との相談が行われるよ

うに活動するように、地方自治法第 6章 8条による方法を採つたと回答 している。もつと

も一般的な方法は、利用者または消費者の誰か、つまり年金生活者委員会 とか障害者委員

会 と相談することである。

全国障害者委員会は、政府の求めにより、1992年 に、報告書「障害者委員会に何が起 き

たか ?」 S H R1993、 の中にある、基礎 自治体およびレーンの選ばれた障害者委員会の調

査をした。この報告書によれば、すべての基礎 自治体の 92%が障害者委員会を有 してお り、

それらはおもに情報交換 と議論の場 として機能することを示 している。この報告書はまた、

障害者委員会が実際に政治に影響を及ぼす可能性は少な くなつてお り、地区委員会を採用

する基礎自治体および発注・請負モデルを採用する基礎 自治体においては障害者委員会が

減少 していることも示 している。発注機能を有 している基礎 自治体においては、障害者委

員会は購入のプロセスの外に置かれてお り、購入と契約書作成を何 ら監視することがない。

障害者委員会は発注の側に位置するので、生産からよリー層関与 してきた。発注者として

の政治家は、その使命 として、障害者団体が考えている基礎 自治体の一定の集団を代表す

ることを考えてはいない。

10.6。 2 条件付き委任

地方自治法第 6章 38条では、第 33条により委員会が職員に委員会が決定すべきこと

を委ねる場合には、委員会は、決定がなされる前に、委員会のサービスを利用 している人々

が提案 し、または意見を述べる機会が与えられるべきであるという内容の条件を付けるこ

とができる。委員会はまた、委員会のサービスを利用する人々の代表がその決定を支持 し

ている限 り、職員が決定することができるとしている。この手続きは、通常、拒否権のあ

るなしの条件付 き委任 と呼ばれている。この規定が意図 しているところは、決定がなされ

る場合におけるいわゆる利用者の影響力を強化することである。この規定は、1988年 の立

法 (prOp。 1986ノ87:91,bet.KU 1987ノ88:23)に より地方自治法に導入され、この条項につ

いて何 らの変更な しに現行の地方自治法に移行 した。

「利用者の影響力および利用者の協力」に関する議論は、1980年代全体を通 して抜けて

いた。利用者についての概念の定義は、「利用者 とは、基礎 自治体の事業に密接かつ個人的

に関わ りを持つている人で、相当の長期間にわたって継続的にそれを正規に利用する人を

いう」 と基礎 自治体および県における民主主義の活性化に関する政府提出法案 (prOp.

1986ノ87:91s.13)に 記されている。
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省覚書「利用者の影響力に拡大について」 (Ds。 1991:18)においては、利用者の影響力

は、「事業の実施に関わる決定や執行の過程への何 らかの形態の参加により生ずる基礎 自

治体および県におけるサービスの形成に対する影響」と定義されている。これ らの事業の

ために日標や手段に関する政治的決定がなされることになる。

この答申書の中で、私たちは、基礎 自治体のサービスの利用者「brukareノ anvandeare」

の概念を同じような概念として利用 している。

こうした形態のサービスに対する直接的な影響力は、政党を通 して、あるいは自身の選

挙での投票の際の個人の政治的な影響力の当然の優越 と見なされる。民主主義起草委員会

は、その本答申「基礎 自治体および県における民主主義の活性化」(SOU 1985:28)の 中

で、利用者の影響力は、これまで行われてきたように、さまざまな相談の形態が代議制度

と一体であることを通 して発展させ られるべきであるといつたことを提案 している。

利用者の影響力の拡大はまた、上記の委員会報告書「利用者の影響力の拡大」 (Ds

1991:18)を 出した国一 自治体起草委員会のワーキング 0グループなどでも検討されてき

た。ワーキング・グループは、地方自治法の規定は、その徹底的な見直 しとともに、さま

ざまな特別法の多かれ少なかれ長期的な利用者の影響力の拡大に関する日標についての記

述が優先されることになるだろう。

条件付 きの委任に関する規定は、審議会のアンケー ト調査によれば、決 して広範には利

用されてこなかつた。条件付 き委任は、主に学校教育の分野で利用されている。利用者が

拒否権を持つていることは大変めずらしい。以下に、私たちの承知 している学校教育の分

野や地域開発における条件付き委任の事例の一部を記す。

多 くの学校においては、生徒、両親、教師、そ して校長を代表する管理委員会が置かれ

ている。この管理委員会は、常に諮問的であ り、最終的な決定責任を有するのは学校の代

表である。生徒は、生徒会の会議で選ばれ、両親の代表はクラス会または家庭一学校会に

より選ばれる。

学校の諮問的な管理委員会を通 しての利用者の影響力は、1992年以降は、ス トックホル

ム市では義務づけられている。管理委員会は学校教育および学童保育での活動を取 り扱つ

ている。1993年 1月 1日 からは、フッディンゲ市のステユーブスタ・スネットリング地区

委員会においては、学校教育、学童保育、保育を取 り扱う管理委員会が試み られている。

この管理委員会は、職員の代表 と同様に、多 くの両親や生徒の代表からなっている。

ネッシヨー市においては、保育所や学校教育、学童保育について拒否権のある利用者委

員会を長 らく導入 している。幼児・少年委員会は、幼児と生徒に関する重要な意味のある

すべての問題について提案する権利 と意見を述べる権利の両方を利用者委員会の代表に付

与 していた。委員会はまた、その部門の長は委員会からの委任に関 して彼が行つた決定に

関 して利用者委員会の支持を取 り付けなければならないともしている。すなわち、利用者

は地方自治法第 6章第 38条第 6項により拒否権を有する。利用者委員会は部門の長のそ

れぞれの活動分野に設立されるべきで、保育と義務教育については共通である。

協議会は、父兄 6名以内、生徒 5名以内で構成されている。 2名の職員代表と 1名の児

童青少年委員会の代表は発言権のみを有 している。利用者協議会は、予算、財源の活用、

執行権限による上限額、購入、修繕、事業の評価及び展開、父兄の影響力の行使及び父兄

の協力の得やすい開放性や運営時間、手続 きなどについて協議する。
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マルメ市の学校教育計画1993では、秋に一人の校長の管理範囲のもとにある小学校は、

父兄 と生徒の多数によりそれぞれの学校教育協議会を調査することができるべきであると

書かれている。結局のところ、意思決定をする学校教育協議会がそれぞれの一人の校長の

管理範囲のもとにある小学校ごとに設置されることになろう。地方自治法の条件付 き委任

の規定をうまく利用するものであると考えられる。決定権は校長に委任されているが、そ

の校長は学校教育協議会の多数の支持がある場合にのみ決定できる。

基礎 自治体の大学教育については、学生は、大学法 (1993:100)第 12章第 3条により、

執行委員会 (委員会)の もとにある教育問題を扱うすべての意思決定機関において代表す

る権利を持つている。学生代表は学生たちのなかでの選挙により選出される。

高等学校教育については、同数の生徒の代表と校長及びその他の学校職員で構成され

る学校会で協議が行われる。高等学校法 (1992:394)第 8条によれば、一定の決定権が学

校会に委譲されうることとなつている。

条件付き委任に関するもう一つの事例は、ヒユーディクスヴァル市のスヴォーガ峡谷

にみ られる。そこでは、自主管理協議会がスヴォーガ峡谷における学校教育や保育、老人

介護、余暇及び文化活動の自主管理に関 してデレンブーグデン地区委員会 と契約を締結 し

ている。条件付き委任に関する地方自治法の規定によれば、手続 き上は、決定権はそれぞ

れの管理者に委任されている。彼 らは、自主管理協議会の意見を聞 くことにより物事を決

定する。それぞれの管理者は地区委員会に予算責任を負つている。自主管理協議会およそ

千万クローネの予算を自由にできる。この協議会は、現在は、住区協議会や利害団体、そ

の他の団体の代表により構成されている。1994年以降は、これらの代表は、これまでとは

異な り、個人選挙により選出される。このプロジェク トは、保証基金により評価されてい

る(7/92)と ころであ り、その経験は主に肯定的である。

同様なプロジェク トはベクシヨー市のデッデシヨー地区においてもみられる。ここに

は、家庭・学校協会、年金生活者協会、教区協議会、および経済団体の代表者による利用

者協議会がある。この利用者協議会は、シティーホール「スタッファンスゴーデン」をサ

ービスハウスやデイホーム、学童としての、また学校食堂のレス トランとしての現場での

自主管理を求めている。

スカラブルグ県議会は、近年、そのレーンにおける児童青少年に対する統合 リハビリ

テーション活動に際 して介護を受けているものに対する影響力を増大させるモデルを実証

している。この活動は、専門知識と統合 リハビリテーションに関する重要な知識を持つて

いる職員と利用者の代表 (父兄)か らなる執行委員会により指導されている。いわゆる専

門的事業執行委員会であるこの執行委員会は 5名の委員と5名の代理委員からなる。その

内、委員と代理委員の各 2名は利用者代表である。この事業執行委員会は、上記の県議会

の委員会および執行委員会の同意 した規定を持つている。その構成員は、完全な行政責任

を負つてお り、会計責任などのような伝統的な委員会の構成員と同様な権限を持つている。

この形態は政治上の指導的団体 との関係をなしにしたが、利用者の影響力の増大は非常に

改善 した。利用者の代表は、執行委員会に多 くの価値ある経験をもたらした。また、こう

した執行委員会の構成は、なされた決定に対 して広範な支持をもたらした。

10Ⅲ 6。 3サービス生産への参加
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地域住民または利用者はまた、緑地の共同管理やごみの分別などを通 して、基礎 自治

体のサービスの提供に参加することができる。このような形態の活動は、多 くの過疎地の

基礎 自治体で生 じているところであるが、公的なサービスが低下 した場合に増大する傾向

がある。

大都市の地域においても、基礎 自治体の住民は公的なサービスが不十分である場合 に

代替サービスを組織 している。例えば、ス トックホルム市のレイメルスホルムの郵便がそ

の支部を任意に基づいて組織化された年金生活者協会の郵便配達に置いている。同様に、

彼 らは、相互に、散歩とか薬の購入 とか遠出などのような善意のサービスを組織化 してい

る。

スウェーデンにおいて最も良 く知 られた基礎 自治体のサービスヘの参加の形態は、両

親協同組合の保育の伸長である。これは、1992年の終わ りには、約25,000名の幼児、全保

育の約 6%を をその対象としている。この形態の介護は、一つには保育が不足 しているこ

とから、また一つには介護の形態に影響を及ぼ したいとする親たちのに基づいて発展 して

きたものである。

近年においては、私立学校が増えてきてお り、多 くの親たちがこうした形態の学校教

育に関心を持つようになつてきている。

今 日、多 くの基礎 自治体において、主に高齢者介護や障害者介護において同様な利用

者協同組合が発達 している。その一つの事例は、高齢者がそこに住み、郊外での生活をつ

づけることができるように、地域住民の援助が受けられるス トリョームスンド市のイング

ルズゴーデン高齢者介護協同組合である。

利用者協同組合の狙いは、自分たちの希望に沿つて事業を組み立てることができ、一

人ひとりの選択の自由を拡大することができ易いことである。利用者が自ら完全に参画 し

て従来は基礎 自治体事態により実施 された事業を運営するということは、利用者に大きな

権限と事業に対する影響力を与えるサービスヘの市民参加の形態であると言われよう。

基礎 自治体のサービスヘのもう一つの市民参加の形態は、失業の増大と基礎 自治体財

政の縮小によって発展 してきた。

労働生活の発展に関する法律 (1992:1331)に より、本年の 1月 以降、基礎 自治体部門

などでの一定のボランティア活動は、更新された補償基金に対 して失業者に失業手当ての

資格を付与することができるようになった。

政府は、1993年の春、ボランティア部門の発展を促進するために、一つの起草委員会

を設置 した。この起草委員会は、公 自身で運営される事業を作 り上げることに関して、ボ

ランティア部門がどれだけ大きな責任を与えられることになるかに関 して分析 し提案 し続

けることになろう。こうした提案はまた、公的に運営される事業に対する代替策を用意す

ると考えられている。この起草委員会の活動の結論は、遅 くとも1996年 の 6月 30日 までに

詳細に説明されることになろう。

10.6.4 利用者統制による自主管理団体

世論調査は、市民が学校の知識 と技能を与える能力に大きな信頼を持つていることを

示 している。その一方で、父兄の大多数は (65%)、 学校教育 と教育環境に影響を及ぼす

機会を少ししか持つていないと考えている。学校教育の分野は、いまだなお、長々と制度
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化された協議の手続きに関わらせ られる分野である。おそらく、こうした協議機関が単に

協議だけで決定できないために能力を欠いていることによる。

スウェーデンにおいては、基礎 自治体の議会が決定権を基礎 自治体の施設の利用者団

体に委任するための法律はなにもない。

デンマークにおいては、保育所 とか学校などの一定の種類の公的施設には利用者参加

が広範に存在する。利用者参加は1970年代から特別法に定められている。1980年代の終わ

りには、利用者参加は、初等学校教育法などの改正により、さらに強化された。基礎 自治

体のすべての学校には、学校執行委員会があ り、それは父兄の代表が多数を占め、自動的

に投票権をもつ唯一のものである。学校執行委員会の 9～ H名 の委員のうち、 5～ 7の委

員はその学校の父兄の中からの公選の委員である。その他の 4名の委員は、学校職員 (2

名)及び生徒 (2名 )の中から選ばれる。基礎 自治体議会は、学校執行委員会の要請によ

り、その構成員員のうちの一人が投票権の無い委員として学校執行委員会に参加すること

ができると決定することができる。学校執行委員会の議長は、父兄の代表の中から選ばれ

る。1989年 の法律改正の目的は、学校教育における財政的・教育的な自主管理の可能性を

促進すること、および父兄と学校職員の参加を増進することであつた。教師と生徒は、投

票権な しで参加するが、学校執行委員会がそのように希望 しているならば、基礎自治体議

会で投票権を割 り当て られる。学校執行委員会は、一方では協議機能を持ち、また一方で

は学校予算の配分や教材の承認、規則、事業方針、教師間の事務分担の取 り決めなどの自

律的な意思決定権を持つている。学校職員は、学校執行委員会の決定の執行に責任を負う。

上記の役割は、最小限のものとして法律により学校執行委員会に置かれているもので

ある。これに加えて、基礎 自治体の議会は、学校執行委員会に一層の権能 と決定権を委任

することができる。この 3年間の経験によればうまくいつてお り、その評価がこの秋には

教育省に提出されることになっている。

高齢者の分野に関 しては、病院および老人ホームに、援護法に強調されている入所者

協議会を設置する可能性がある。入所者協議会は、老人ホームの入所者とそのホームの指

導員との間の協力のための正式な場である。基礎自治体の議会が入所者協議会がどのよう

な権能、どのような役害Jを持つか定めることとなつている。そのような協議会についての

規定は、構成員の数や選出手続き、任期、会議の構成、役割分担、権能に関する規定を含

んでいるべきである。入所者協議会は、ホームにおける事務や予算、経費計画日常的な運

営、職員の採用についての方針に関 して決定することができる。同様な入所者協議会は、

障害者の施設にもみられる。ビヨルコープやコルデイングなどの基礎 自治体においては一

層進んでお り、高齢者協議会またはセンター協議会 といつた自主管理組織がデイセンター

その他の基礎 自治体の高齢者施設の予算や運営に関する完全な決定権を持つている。施設

を利用する人々は、総会での公開の個人選挙でその代表を選出する。センター協議会は、

財政上の自主管理に関 して基礎 自治体 と契約を結んでいる。その他の基礎 自治体の施設と

同様な要望が出されている。ビヨルコープにおいては、センター協議会は雇用者の責任を

も負つてお り、その点でコルデイングにおける事例とは異なつている。

基礎 自治体の議会の案件 リス トは、基礎 自治体における年金生活者団体による包括的

な協議機関である年金生活者協議会の会議の度に送付される。それらの団体は、そうした
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機会に彼 らにとって特別に利害の関わる案件について審議を求めた り取引を求めた りする

ことができる。

基礎 自治体の議会は、特別な法的な根拠な くして、利用者団体に対 してサービス業務

の実施に関わる事務を委任することができる。これには、内容に関わる事務 と財政的なも

のとの両方が含まれる。 したがつて、権力執行に関わる事柄に関 しては、決定権は委任さ

れない。

10。 6。 5 分析

実際には、利用者参加を基礎 自治体事業の中に組み込むについては若干の難 しさがあ

る。これについての説明は、市民の側からのこのようなタイプの参加への特に強い要望が

み られないということである。もう一つの説明は、良い協力の形態をみつけることが難 し

いということである。スウエーデンの保育などについてのさまざまな調査により、通常の

関係では親たちは参加は しても保育に直接協力はしないということが示されている。さら

に、職員の影響力の縮小するという対価をもつて利用者の事業への参加が強化されること

になるため、大多数の職員および彼 らの部門代表にとって脅威 となる。利用者参加は政党

サイ ドからの運営がされることは決 してない。つまり、多数の議員が代議制民主主義 と単

純な直接参加 との間の調和に関 して承知 しているように不確実性を伴 うからである。

1980年代の終わ りから1990年代の初めにかけて、利用者または消費者参加に関する別

の観点が言われるようになつてきた。いわゆる公的な学校選択について意味するところは、

利用者が主にその選択により消費者 としての権利を行使することである。もし消費者がサ

ービスに満足 していないならば、そ してもし苦情が善処されなければ、彼はその提供を断

り、別のものを選択するだろう。そのための条件は、競争のある真の市場が存在すること

であると考えられている。消費者は、事務的 0合理的な理由から、最善のサービスを提供

する市場の生産物を選択すると考えられている。そのような純粋な利用者選択モデルによ

れば、本来、選択権が十分な権限を含んでいることから、どのようなの協議の手続 きも参

加の手続きも要求されない。

世論調査によれば、一般大衆は、保育や学校教育に関 して影響を及ぼす機会が非常に

限 られていると考えている。1980年代における父兄の運営するデイセンターの発展は、今

日では、自分 自身で人的な支援を選択する機能障害についての STIL― プロジェク ト (Stoc

kholm lndependent Living)な どのようなボランティア労働におおよそ 2万人の成人を含

むようになつてきてお り、社会の多 くの集団のなかでも基礎 自治体のサービスに対する影

響力を増大させるおおきな力を持つていることを示 している。高齢者介護においてもまた、

今では、高齢者 自身が自分たちの期待 と需要を基に企画する基礎 自治体サービスの計画が

ある。これは、特に、その期待が住みつづけることが出来ることにある過疎地域において

一般的である。若者についても、国の青少年協議会が若者たちをよリー層基礎 自治体の事

業に参加させることをねらいとしたい くつかの計画を運営 してお り、重要な分野に対する

影響力を増大 している。さまざまな調査の結果が若者たちのあいだの無力感が外に向けら

れ、社会における暴力的な傾向を増大させることを示 している。

したがつて、私たちは、基礎 自治体のサービスの利用者がそのサービスに対する影響

力を増大させ、なされた決定に対 して影響を及ぼすことに関心を持つていると信 じている。
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利用者が影響力を増大させようとする理由はた くさんある。その最も重要なものは、密接

な関わ りを持つているものに対する影響力の増大はそれ自体民主主義の価値があるとする

民主主義についての議論である。さらに、利用者優先は、より良い日標達成、すなわち、

公的な資金がそれが最も必要とされ問題 とされているところに投資されるのために、効果

的である。結果的に、利用者はなされた決定に一層参加 し、それによって、別の形で、そ

の側に立つことになる。

参加の形態に関 しては、私たちは、一つには事業の種類によって、また一つにはサー

ビスが基礎 自治体の運営によるか委託契約によるかによってさまざまであると考えている。

利用者選択モデルは、現在のところ十分に発達 してはいない。選択権は未だ十分にある

とは言えない。完全な選択権が満足のい く参加をもたらすかどうかもまた問題である。利

用者は、自分に提供する必要のないサービスの生産者に自分の考え方を反映 したいと考え

る。公的なサービスの生産者は、なぜ利用者が自分に意見を述べようとするのか知る必要

がある。結果的に、利用者は、あまりにも「利用者としての経歴」が長いので、生産者を

変えることは出来ない。幼児や老人の場合にはますます変えることはできない。医療およ

び介護の分野においては、継続的で長期的な信頼のできる契約は特別な価値がある。

私たちは、学校を選択することなどについてもまた参加を要求することができるべき

だとされていると考える。

多 くのスウェーデンの基礎 自治体においては、今や、委員会組織が発注一請け負い委

員会に変えられてお り、その管理の一部は民間に委譲されている。このことは特に新たな

協議会形式や参加を求めることとなる。

委員会のサービスを利用する人々による協議会がどのようになるか、そ して主要な責

任が発注委員会や請け負い委員会置かれるべきかについては、さまざまな形態が考えられ

ている。発注委員会が利用者参加の要望についてサービス生産者 との契約のなかに記す可

能性について考えてみると、発注委員会に対する協議会を置 くことが適切であるように見

える。このことは必ず しも当然には協議が、基礎自治体に付設される小委員会や起草委員

会あるいはサービス生産者との直接の協議手続きといつた、別のレベルで行われることを

妨げるものではない。

しか しながら、先に言及 した全国障害者協議会の報告書は、発注委員会に付設される

障害者協議会はその実際の参加が弱まつて しまうことになるとしている。関係団体が発注

委員会 との接触を通 して実際に参加 し、購入や契約書作成に際 して除外されないことが重

要である。これは、サービス生産者の選択または利用者による協議会が契約書においてど

のように規定されているかということについての非常に重要な視点である。

結局のところ、利用者による協議会は、年金生活者協議会や障害者協議会 といつた共

通利害でまとまつている団体であることを必ず しも求められない。多 くの手段は、利用者

としてのそ して基礎 自治体の構成員としての視点を持てるように利用されるべきである。

意見を聞かれることが難 しく、社会的組織や利害団体において代表されていない、例

えば、失業者 とか青少年、幼児、親族などのような団体の視点を捉えることもまた重要で

ある。

ス トックホルム市においては、高齢者および障害者団体のためのオムブズマンの設置

似関する提案が提出された。同様な考え方は、精神病の患者は自分達 自身を代弁する代弁
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者についての権利を持つことができるべきだとする精神病調査委員会の最終答申(SOU 199

2:73)においても出されている。障害者調査委員会の最終答申(SOU 1992:52)に おいても、

法律を遵守 し、機能障害が不公平に取 り扱われないように注意の払われた全国障害者オム

ブズマンが設置されるべきであると提案されている。

一定の機能障害者に対する支援およびサービスに関する法律(1993:387)に より、機能

障害者に対する個人的介助者による支援についての権利などが導入された。自分自身で個

個別の貢献を望むことができない機能障害者は、後見人または信託人、保護者、管理人に

よつて代理されることができない。法律では、基礎 自治体が機能障害者のある人を代理す

る団体 と協力することも提案されている。

基礎 自治体の構成員または利用者が意思決定に参加する協議機関においては、自治体

の構成員が (そ うした視点が意思決定の基盤に組み込まれている)案件の起草に参加する

ことができる場合に、そ して結果的にその自治体の構成員が意思決定に参加 し代理するこ

とができ場合に、協議の形態がどのようなものか、どのような問題に基礎 自治体の構成員

が完全に共通の考え方を示すか、そ してそのような場合にはどのような責任があるか明ら

かにすることが重要である。

青少年審議会の答申「青少年 と権限」(SOU 1991:12)に おいては、学校における協議

機関は意思決定権のある自律的な機関であるべきであるという提案をしている。さらに、

学校のそのような管理機関においては生徒 と父兄は多数であつてはならないとも提案され

ている。なぜ年長の児童はあまり大人の代理人に代理されていないのか明らかにされるベ

きである。このことは民主主義の視点からは適切であるように見えるが、現実には同時に

は難 しい。未成年者は経済的な責任を含む信託任務に就 くことはできない。しかしながら、

生徒は、別の形で学校の環境や放課後に関 して参加すべきである。政府は、これらの問題

について戦略的に処理する任務を持つた全国青少年協議会を用意 してお り、多 くの民主的

な計画が政府への提出文書 1992-12-30で 詳細に説明されている。

10.6。 6 私たちの考察

私たちは、利用者による協議会に関する地方自治法の規定が自治体 自身が実施する事業

に関 してはかな り限定されてお り、委託契約の形態の事業においてもいまだに少ないとい

うことが分かつた。私たちは、基礎 自治体のサービスヘの参加を強化させ、なされた決定

に影響を及ぼすことができるようになることは利用者の側からの関心であると考える。利

用者の直接的な参加を強化することの理由は、まず第一は民主主義であるが、効率性につ

いての議論もある。参加の形態は、一つにはその事業の種類によって、また一つにはその

サービスが基礎 自治体の運営で実施されるかあるいは委託契約で実施されるかによって異

なるであろう。

私たちは、「条件付 き委任」に関する規定は、今日の学校教育や保育の分野および障

害者や高齢者の分野における例以上に非常に広範に活用されるべきであると考える。法律

によるこの可能性は、過疎地域における同等に調整されたサービスと同様に、基礎 自治体

のさまざまな施設でも利用されるべきである。

しか しながら、条件付 き委任に関する規定は、委託により実施される事業に適用され

るようには記されてはいない。私たちは、この規定に相当する何 らかのものが、委託で実
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施される基礎 自治体の事業において利用されるようになるとは考えていない。そうではな

く、私たちは、協議会形式による利用者参加が、例えば、デイホームや幼稚園、学童保育

所、年金生活者のデイセンター、サービスハウス、病院またはその他の施設などの運営に

関する委託契約の条件 となることを提案する。

したがつて、私たちは、基礎 自治体が「受託者との契約に協議会条項を入れる」こと

ができる機会を利用すべきであると提案する。

委員会はそのサービスを利用する人々と協議 しなければならないとする地方自治法第

6章第 8条の規定は、決 して委託により実施される事業に適用されるために記されている

のではない。私たちは、決 してこのような方向での地方自治法の改正を提案 しているわけ

ではない。そうではな く、私たちは、委託契約に協議会や参加の適切な形を規定すること

ができることを指摘する。「協議を無視 したことに対する罰則もまたその契約書に記され

るべきである。」

「サービスの利用者が契約締結の議論に参加できることもまた重要である」。発注委

員会は、さまざまな利用者集団またはその代表が秘密保護規定に関連 して彼 らが排除され

ないように、サービスの購入や契約の締結に際 して話 し合うべきである。

「基礎自治体 自身が運営 している事業」については、そうしたいと考えている基礎 自

治体が「利用者管理の地域の自主管理組織」に一定の企画、管理、実施を委ねることがで

きる可能性は残 しておきたい。

このため、私たちは、基礎 自治体により運営される事業についてはそのような手続 き

を可能 とする特別な法規定を提案する。委員会は、自主管理組織の設立に関 して、議会の

承認により決定する。この組織の役割および活動形態並びに構成員の数は議会によって定

められる。自主管理組織は利用者および委員会の基金や施設のサービスを利用する人々の

代表によって構成される。利用者の代表は決定権を有する構成員のうちで必ず多数 となる

べきである。

10。 7  提訴およびその他の苦情

もし基礎 自治体の構成員が決定 自体に参加できずに基礎 自治体の決定に影響を及ぼす

ことができない場合には、彼または彼女は、なお、その決定に提訴することにより影響力

を行使することができる。

世論調査によれば、ほとんどのスウェーデン人は、基礎 自治体のサービス、特に余暇

活動および道路水準に満足 している。いまだなお基礎 自治体の決定に対する提訴は増えて

いる。それが不満の表明であるのか、または住民の知識や明確な期待の表現であるのかは

判断 しがたい。今日の傾向は、個人は、当局の条件に従 うものとしてよりも、む しろ基礎

自治体の行政に対する明確な要望を持つた顧客としてみなされる方向にある。

決定に対する提訴は、む しろ、例えば、地方自治法第 10章による基礎 自治体の決定

についての行政上の異議、あるいは法律上の調査といったような正規の手続きレベルに相

当する。

その他の苦情は、む しろ正規の手続きといつたものではな く、サービスの質に関する

ものなどである。そうした場合に、人は、主に、直接、正 して くれるようにサービスを提

供する生産者に相対する。
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10。 7.1 正規の レベル ー 提訴

先に述べた正規のレベルに関 しては、公的決定に対する提訴に関するスウェーデンの

法律に明確な規定がある。

地方自治法第 10章により、すべての基礎 自治体構成員は、行政裁判所に提訴するこ

とにより基礎 自治体または県の決定を調査させる権利がある。従来、「基礎 自治体に対す

る異議」と呼ばれていた法律上の調査 としての提訴する機会は、すでに 1862年 に出現

していた。この制度は、基礎 自治体または県が法律手錠の決定をすることに対する民主的

な市民統制 とみなされる。基礎 自治体に対する異議により、行政裁判所によって基礎 自治

体の権限の範囲もまた決定されるι国が基礎自治体の権限を詳細に規定する代わ りに、慣

例法の発達によりその範囲が決定される。

市民はまた、直接 自分に関わる基礎 自治体の委員会の決定を提訴することができる(い

わゆる行政上の異議 )。 この提訴は、再検討に向けた最初の機会が与えられるように、決

定を通知 した当局に対 して出される。さらにこの決定は、新たな決定によりその決定を補

うことができる自立的な行政裁判所 (lansratt,knmmarratt)に よって法律および妥当性の

双方について調査される。一定の決定は、国の上級行政当局により再調査される。最終的

には、政府の行政裁判所が調査を認めるならばそこに提訴される。

一定の案件は、直接あるいは最終的に、政府に提訴される。提訴により「最高裁判所

まで」というのが古 くからのスウェーデンの伝統であるといわれている。

近年、市民がますます広範に基礎 自治体の決定を提訴する機会が利用されてきている

ようにみえる。基礎 自治体の決定に対する行政上の異議の数は明らかに増大 している。

社会サービス法により特別に提起された訴訟事件は、行政裁判所 (lmsratterna)に お

いては、1988年 の約 8,000件から 1992年 にはおおよそ 21,000件 に増大 してお り、また行

政裁判所(knmmarratterna)で は、同じ期間に1,500件 から3,000件 に増大 している。これ ら

の提訴の大部分は、経済的な援助に対する権利に関するものであ り、特に社会扶助のレベ

ルに関するものであつた。

10。 7.2 正規でない手続きレベル ー 苦情

サービスの提供それ自体に対する苦情に関しては、基礎 自治体においても県において

も、正規の手続 き化の方向があまり発達 していない。県の事業に関 しては、利用からの苦

情を受け止めるための機関がた くさんある。例えば、信託任務委員会 とか、疾病保険、医

薬保険、保健医療責任委員会などである。これ らの機関の役割、所在地、電話番号に関す

る情報については、市民は電話帳で容易に知ることができる。

それに対 して、基礎 自治体の事業の場合には、苦情申し立ての機関がない。 しか しな

がら、基礎 自治体の中の弱者グループのための信託任務委員会およびオムブズマンがそれ

ぞれの場合に紹介されている。またここで、一部の利用者団体が集団としてのあるいは個

人としての利用者の代弁者として機能 していることが指摘され得る。

10.8  要約

基礎 自治体の構成員であることによる権利および義務は、公開の原則 とともに、地方
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における民主主義の要点を構成するものであるといえよう。公開の原則のおかげで、市民

は基礎 自治体がどのように運営されているか統制することができる。 しか しながら、基礎

自治体の事業が委託契約または外部の運営出される場合には、公開の原則はもはや適切で

はな くなり、若干の市民の苦情の機会がな くなる

私たちは、基礎 自治体には、その運営が誰か他の者によってなされる場合においても、

常にその事業に対する責任があると考える。基礎自治体は、その事業を統制すべきであ り、

公共性を保証 し、基礎 自治体の法律上の原則が守 られるように留意 しなければならない。

事業の日標、狙い、範囲、そ して資に関する問題は、委託契約者 との交渉ごとではない。

このため、私たちは、地方自治法第 6章第 7条が、委員会の責任は、基礎 自治体また

は県がその役割を果たすことに関 して他の者と契約を締結する委員会の事業をも含むとい

うことを明確に示すように作 られるように、主張 しているところである。

私たちはまた、第 3章第16条が、その規定が基礎 自治体の委託契約、すなわち、委員

会が責任を有するが他の誰かに契約により実施させるといつたものにも当てはまることを

明確に示すように作 られるよう提案する。

私たちは、なおまた、基礎 自治体または県が、基礎 自治体または県が責任を有する役

割を実施することに関 して他の誰かと契約を締結する場合には、人々には、その役割が実

行されるに際 して事業を統制する機会が与えられるべきであるとする新 しい章、18a が

取 り入れられるよう提案する。基礎 自治体および県の統制並びに一般住民の監視は、個別

の関心に応 じて、事業の種類、基礎 自治体または県および一般住民のその事業がどのよう

に実施されるか、またはその他の事情により合理的な範囲があるべきである。

基礎 自治体の情報は、地方における民主主義がどのように発展 してい くかに関して、

戦略的に重要である。 基礎 自治体の情報の形態には、基礎的情報、市場に提供された情

報、サービスについての情報、比較情報、および公権力行使に関わる情報など、さまざま

なものがある。基礎 自治体の情報には若干の欠陥がある。議員と有権者 との間の議論が行

われ続けるように、新 しい意志疎通の形態が現れ、ますます必要とされている。

市民と政治家との接触は、改善される必要がある。世論調査の結果は、市民が政治家

と大きな距離を感 じていることを示 している。基礎 自治体の公務員と接触する方が一般的

である。今日では、一般住民に開かれているのは議会の会議だけである。ほとんどの地方

で、案件が委員会に委任されることにより議会の会議の数が減少 してきている。私たちは、

委員会の会議を公開にしたいと考えている基礎 自治体がそのようにできるようにすべきで

あると考えている。このため、私たちは、地方自治法第 6章第 19条 に、基礎 自治体の議会

の特別な決定によりそのようにしたいとする基礎 自治体は、委員会の会議を公開とするこ

とができるということを意味することを付け加えるよう提案する。

委員会は、そのサービスを利用する人々との協議会 として機能すべきである。多 くの

基礎 自治体においては、学校やデイ・ホームにおける管理委員会、障害者協議会、そして

年金生活者協議会で利用者との協議が行われている。そうしたいと望んでいる基礎 自治体

は、利用者が統制する現場の基礎 自治体の施設の自主管理組織に一定の企画、管理、執行

を委ねることができるべきである。このため、私たちは、基礎 自治体における自主管理組

織に関する特別法を提案する。この自主管理組織は、施設などの職員と委員会のサービス

を利用する人々の代表から構成されるべきである。利用者は決定権を有する構成員の内の

206



多数をとされるべきである。

委託される事業に関 しては、私たちは、基礎 自治体が受託者との契約書に利用者 との

協議手続きについて書き込む機会を利用すべきであると提案する。協議会の省略に関する

承認についてもまた契約書に書き込まれるべきである。
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11 基礎自治体における住民投票、個人選挙の拡大

私たちは、代表民主制が、国会においても地方議会においても意志決定手続きに

関して、今後もスウェーデンにおける国家形態の基礎 となるべきであると考える。

基礎 自治体の事業への市民参加は、まずもつて総選挙の結果を通 してなされるべき

である。と同時に、私たちは、 1980年 代の初めには、政党が危機に陥り、その

兆候 として、市民が政党活動に従事することがますます少な くなつたことが一層明

かとなってきたと考える。

こうしたことから、私たちは、基礎自治体における住民投票の活用の拡大が求め

られていると考える。私たちは、基礎自治体における住民投票に関する法律につい

て提案する。この提案は、投票権のある 10%以上の基礎 自治体住民が一定の案件

関して、地域における住民投票に関る提案をしたならば、当該基礎自治体の議会は、

その問題について審議する義務があるという内容となつている。住民投票を行うか

どうかについて決定する権利は、常に、議会の構成員の多数を占める側にある。住

民投票は、今後 とも、諮問的なものであるべきである。

私たちは、完壁な住民投票制度の整備については、世論調査およびその他類似の

手続きについて何 らの法規定も必要とされないと考える。この点については、私た

ちは、地方自治法第 5章第 34条の改正を提案する。

私たちは、個人選挙の要素の拡大が、選挙民と議員との関係を改善することにな

り、地方における民主主義を強化することになると考える。

11.1. 私たちの使命

通達により、私たちは、主要な使命 として、地方の民主主義を強化する様々な方法につ

いて考察 しなければならない。私たちは、例えば、基礎自治体の個々の構成員が基礎 自治

体の事業に対 して影響力を増大させる方法について考察 し、提案することになっている。

そこで、私たちは、基礎 自治体における住民投票に関する規定などについて調査 し、さら

に、この外、基礎 自治体における住民投票制度の活用の拡大について考察することとなっ

ている。

本章では、第 3節で、個人選挙審議会の答申書「個人選挙の拡大」および審議会が出 し

た代替案について概略的に説明することになろう。

11。 2。  基礎自治体における住民投票

11。 2。1 現行規定の拡大

1991年 地方自治法

地方自治法 (1991:900)第 5章第 34条第一項によれば、議会は、議会が審議すべき案

件の起草の一つの方法として、基礎 自治体または県の構成員の見解を取 り入れることとし

た。同じ条文の他の節によれば、これは、住民投票や世論調査、あるいは何 らかの類似の

手続 きにより行われる。この際に、委員会のその他の事業が妨害されないならば、選挙管

理委員会に依頼することができる。そうした場合に、県が選挙管理委員会に依頼する事例
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については、基礎 自治体は、第 35条により、これによって生ずる費用の補償を受ける権

利がある。

現在の規定は、 1977年 の地方自治法 (第 2章第 18条 )全体として子細な文言上の

調整だけで引き継がれたものである。唯一の実質的な改正は、県は、もはや、選挙管理委

員会に頼るために基礎自治体議会の承認を必要としないということである。

1988年 の地方自治法審議会が答申書「新地方自治法」(SOU 199024)で出した新地

方自治法についての提案の中で、彼 らは、まず第一に代表制民主主義の空洞化の危険に関

わるとして、あらゆる形態の住民投票制度の拡大を拒否 している。また、基礎 自治体にお

ける住民投票に関する手続き規定の導入にも反対 していた。この審議会の説明は、一つに

は、そのような規定は、一定の状況においては、実際には住民投票の目的に逆行する、不

必要な制度化を意味することになるということであ り、また一つには、国会が 1989年
の 11月 という遅い時期になつて手続き規定についての要望を拒否 したということである。

政府の国会への提案「新地方自治法」(prOp.1990ノ91:117)に おいては、なぜ彼らが、従

来の規定が拡大されたり手続き規定が導入された りせずに維持されるべきであると提案 し

たかということについて同様な説明が繰 り返されている。政府は、市民参加がどのように

発展させられるべきかとする詳細な説明 し 1つをするとともに、代表制民主主義が基本で

あり、基礎自治体の活動への市民参加は総選挙の結果によって初めて適用されるべきであ

ると彼 らは考えていた。彼 らは、例えば、次のように述べている :

市民の見解からすれば、総選挙と総選挙の間においても、様々な問題について意見を表

明することができることが重要である。 したがつて、議会の決定の事前準備の一環 として

住民投票を設定する機会が求められるべきである。 しかしながら、私たちは、議論されて

いる何 らかの形態の確定的な住民投票、あるいは少数者発議ないし市民発議を導入する考

えはない。こうしたことは、代表制民主主義のあつてはならない空洞化を意味するもので

あると私たちは考える。

憲法小委員会における政府提出法案(1990ノ91:KU3めの審議に際 して、基礎自治体におけ

る住民投票制度の拡大とか手続き規定の導入などに関する多 くの議題が取 り上げられた。

これまでの多 くの事例で、この小委員会が同様な種類の議題を否決 してきたこと、そうし

た場合に国会が小委員会に追随 してきたこと、そ して小委員会が以前の立場を放棄する理

由を何も示さなかつたことから、この議題も否決するよう提案された。国会は、小委員会

のこの提案に従つた(rskr。 1990ノ91:360)。

私たちは、そのように整える機会が 1977年 の地方自治法により導入されて以来、す

でに基礎 自治体における住民投票に対 して何 らかの反対の態度をとることが国会の多数が

理解 しているところに沿つたものであるということができるだろう。

209



1 977年地方自,台法

基礎 自治体における住民投票に関する条文についての当初の提案は、基礎 自治体におけ

る民主主義調査委員会の答申「基礎自治体にぉける民主主義」(SOU 1975:41)に ある。ここ

では、答申書「基礎自治体における住民投票」(SOU 1952:4り が何 らかの政府提出法案とは

ならなかつた 1950年 の住民投票・選挙方法調査委員会は無視された。

基礎 自治体における民主主義に関する調査委員会に対す乏

｀

通達のなかでは、まず第一に

審議会が住民投票よりもより効果的で代表制民主主義によリー層一致する方法として、市

民に支持された地方自治の強化に対する関心を満足させる別の方式について考えるべきで

あると述べられている。

審議会は、同様な結論に達 し、例えば次のように述べている。

調査会の調査では、多 くの問題 と調整の困難さを指摘 している。このため、基礎自治体

における住民投票あるいはその他同様な種類の世論調査についてのどのような特別の法的

制度を導入 しないと提案 している。そのような制度を導入するためには、 しっか りとした

基盤がかけている。問題は、あまりにも難 しく、特別法の必要性が強いとはいえないこと

である。

しかしながら、審議会は、基礎自治体の議会および県議会が、議案の起草の方法として、

基礎 自治体または県の住民の見解を取 り込むことを決定することができるように、地方自

治法に重要な付加条項を提案 した。この理由は、最高行政裁判所が選挙管理委員会 自身に

よる諮問的な住民投票や総選挙に相当する大がか りな企ては違法であるが、全体としては

同様な性格の世論調査であるが外観上はそうでなければ何 ら支障はないとしていることか

ら、法的な立場が幾分か曖味であることにあったcA 1967 re■ 5つ。

審議会は、この規定により、異常な例外的な事例に適用されることとなつていた起草手

続きに関 して問題があることについての洞察を示すような配置や構成が示されるべきであ

ると考えていた。審議会はまた、選挙管理委員会が、委員会の法的に定められたその他の

役害Jがそれによって妨げられないならば、関わることができるべきであるということも提

案 している。

基礎 自治体 にお け る民主主義 に関す る政府 提 出法案、新地方 自治法等 々 orOp。

1975/76:187s.306)に おいて、大臣は、かなり多数の関係機関が住民投票に対する審議会の

否定的な態度に同調 していた、としていた。彼自身としては、強い反対が制度化に対 して

出されるだろうと考えてお り、審議会の提案に同意見であつた。

この政府提出法案は、まさに国会構成の変化を意味する 1976年 の選挙後の新 しい国

会が召集されるまでは、国会の審議に取 り上げられなかった。 しかし、この新 しい国会の

多数派は、従前の国会の提案α[U1976ノ 77:25s341 0ch 581 samtrskr 1976ノ 77:148)で とら

れてきた見解に賛成であつた。 しか しながら、この提案は、見解を取 り込みは「住民投票
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や世論調査、あるいは同様な手続き」を通 してなされうるであろうということがしつか り

と明示された表題に変えられた。

11.2.2 基礎自治体の分割に際 しての住民投票

さらに、先に言及 した地方自治法上の規定は、基礎 自治体および県における境界区分の

変更に関する法律 (継続的境界法)の規定により、基礎 自治体の住民の意見を採 り入れる

ことができるようになっている。この点で、住民投票に関する法律および規定は第 13章

においても触れられる。

境界に関する法第 1章第 24条第 1項では、もしそれに理由があるならば、境界変更に

対する住民投票の手法について特別な調査がなされるであろうと明記されている。基礎 自

治体が住民投票を提起する権限について規定 している地方自治法と違つて、境界に関する

法は、政府および一定の国の当局が境界変更に関する請願の取 り扱いに関して決定するこ

とができるという手続きを定めている。同様に、地方自治法第 5章第 34条により、住民

投票、世論調査、あるいは同様な手続きにより調査が行われることになろう。こうした調

査を行うこととなるレーン執行委員会は、選挙管理委員会のその他の活動を妨げない限 り、

基礎自治体の選挙管理委員会を活用する権限を持つている。

基礎 自治体が地方自治法における境界変更に関する問題について住民投票を組織する権

限は上記のように定められている。大臣は、境界に関する法律orOp。 1978ノ79:157s.117)

の準備作業においても、住民投票が分割案件において提起されたならば、「基礎自治体の議

会は、まず第一に、第 2章第 18条 (現行では、第 2章第 18条)に より、地域住民の見解を

取 り入れる機会を与えられるべきである。」と述べている。

しか しながら、これに続 く説明は、全体 として、境界変更以外の問題に関する住民投票

に向けられるようになるだろう。一つには、境界変更に関する住民投票が第 13章におい

ても触れられることにな り、また一つには、境界に関する法律に基づき、政府および一定

の国当局により提起され得るという特別な性格についてである。

11。 )2。3 スウェーデンの基礎自治体における住民投票の活用

私たちは、ス トックホルム大学助教授グンナー・ウォリンに、 1977年 地方自治法の

施行以降におけるスウエーデン市民の意見に関する調査の活用ついて、調査研究させた。

報告書「市民の見解を取 り入れるために」(SOU 1993:72)(以後、ウォリン)の 中では、議

会の指導者達が住民投票などを制度化することに賛成する発議が多数意見であろうとする

説明と分析があるが、議会の多数はその説明に反対であつた。以下に示されるその説明お

よび分析は、全体 としてウォリンの報告書に基づ くものである。

住民投票の実施例 ― ほとんどの発議が挫折 した

住民投票制度ができてから1993年 までのおよそ 15年間に、 25回利用された。ほ
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とんどの、すなわち 14の住民投票は、境界変更に関するものであつた。これらの内、 9

例については基礎自治体の議会が正式に決定 したものであり、残 りの 5例については政府

または行政裁判所が決定 したものであつた。その他の 11の住民投票については表 11。

1に示すとおりである。

表 11.1 境界問題以外の住民投票

基礎 自治体    実施年    議 題

フアルケンベ リ  1980   橋の建設

オヴァニョケル   1980  自治体の名称

テビィ      1980    公共交通

ヴァレンテューナ  1980    公共交通

ウプサラ     1985   道路の拡幅

サンドヴイーケン 1985   地域の分割

ノルシヨー    1987    公営酒店

シェーボ     1988   難民受入れ

リンシヨッピング  1989   道路の拡幅

ヘビィ      1991 サーヒ
゛
スリヽウスの計画

エケリョー    1991   道路の拡幅

引用 :ウ オリン

住民投票の実施

住民投票の否決

手続きの内容

住民投票

住民投票

住民投票

住民投票

住民投票

住民投票

住民投票

住民投票

住民投票

世論調査

住民投票

範 囲  投票率

全域  63%
全域  61%
全域  74%
全域  75%

一部地域  58%
一部地域  63%

全域  57%
全域  83%
全域  50%

一部地域

全域  82%

ウォリンは、その調査の中で、議会が提案を否決 した住民投票に関する80件の発議

についても確認 している。どれだけの規模であるか分からないけれども、たとえかな りの

程度、その数字は実際の発議の件数を過小評価 しているとしても、実際に行われた発議の

頻度とそれぞれの住民投票の課題について適切な関係を示 していると思われる。

これ ら80件の発議は、 58の基礎 自治体にわたつている。ス トツクホルム市議会の議

員達は、特に多 くの発議 (8件)に答えてきた。かけられた住民投票の総数については、

その期間に78の基礎自治体で 105件の住民投票が住民発議されたことを示 している。

結果的に、およそ四分の一の基礎 自治体が具体的な住民投票の議題を表決にかけたことに

なる。

住民投票が実施された場合、および住民投票が否決された場合について、表 11.2に

示す。

表 11。 2 時期別住民投票の実施および提案された住民投票の否決

1/71977‐82   1983‐ 87   1988‐ 92   年 次不 明

13

13

3

18

9         ‐

46        3
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26 21 55

ウォリンは、最初の 5年間の比較的多 くの発議は、主に、 70年代の前半に生 じ、一部

には失望を持つて受け入れられた多 くの基礎 自治体の統合について説明するものであると

している。この統合の過程では、多方面でさまざまな種類の住民投票が出現 した。そのた

め、分割案件についての意見の表明の場合には、何 らかの直接民主主義の伝統がみられる。

ウォリンの資料においてもまた、基礎自治体における住民投票が、 1979年 と1980
年において直接民主主義的な要素が原子力に関する住民投票について国レベルで注がれた

ように、熱心な議論を主導 していく事例が数多 くある。

中間の 1983年 から1987年 までの期間については、大幅な減少が示されてお り、

地方レベルでの住民投票を鼓舞する源泉 といつた何 らかの特別な要因を示すようなものは

何もない。

最後の期間については顕著に増加 している。ここにみられた増加は、この 5年間の頻度

分布についての詳細な検討によりなお一層興味深いものとなつた。この 55件の発議の内、

少な くとも24件が、 1992年 中 (そ して 1993年 の最初の 2ヶ 月)の、選択を迫る

ものであつた。ウォリンは、この最後の期間全体については、住民投票の発議の数は別 と

して、実際に実施された住民投票に関しては住民投票制度はむ しろ低調であつたと述べる

べき理由があるとしている。関心の増大には二つの非常に顕著な事由がある。その一つは、

1988年 のシェーベにおける国家的な関心事ともなつた難民の受け入れに関する住民投

票である。第二の事情は、 1991年 および、特に、 1992年 におけるEGへの参加に

関する住民投票についてなされた議論である。

さらに、最近における発議の数の増大を明らかにすることに関 して一定の役割を果たし

てきたと考えられる事情は、議会の会派構成に生 じた変化である (表  11。 4参照 )。

表  11。 3に、それぞれの議案の発議者により住民投票にふさわ しいと判断された題

材の多彩な一覧を示す (統合も境界変更に関する議案も含まれる。)。 地方自治法には住民

投票に関する議案の内容に関する制限はないが、憲法小委員会は、その設置規定 (beto KU

1976ノ 7725s。 34)と 関連 して、住民投票は非常に重要な議案に関わるべきであるとしてい

る。

表  11.3 提案された住民投票の議題

議題の種類

1.公共交通機関の整備

2.交通網、橋梁の整備

3.空港の施設建設

4。不動産/施設の建設、販売、投資

計

引用 :ウ ォリン

承認

2

4

1

否決 ⇒

1

14

3

19 2´ ノ

|『
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5.地域開発、住宅建設

6.熱源の整備

7。境界変更、境界調整

8。 難民受け入れ

.9。公認酒類販売会社の設立

10.基礎自治体の組織

11。税率、予算方針

12。 その他

合計

14

1

1

1

25

13     1

5

4

8

2

4  t

3

4

80

1)こ こにはまだ最終的な取 り扱いが出されてはいないけれども、結果が予測される議

案も含まれている

引用 :ウ ォリン

境界変更に関する議案は別として、住民投票の対象としてしばしば出された題材の分野

は、 2番、4番、 5番である。一般的に、これら三つの分野は、一または二種類の計画に

関する問題を含んでいる。 1977年 の地方 自治法についての政府提出法案 orOp.

1975/76:187s。 306)において、関係の大臣は、まさにこれらの議案に言及 し、「もし個別

の一般的な住民投票が物的な計画に関わる問題などについて組織されることが規則 とな
ノ         ｀

るならば、その基礎自治体の長期的な計画はかなり困難になる́だろう・]|と述べてぃぅ安、議

会の多嫌 よつ奏 認され蔵 れらの 比 滋 醜 駆 薇 品 濃 義 l建ニ
の発言が背景にあるとみられること は事実であろう。ウオリンは、この発言の引用は議会

の議事録に沢山みられるとしているも

誰が発議するか ― そしてどのように政党は議論するか

発議者

多 くの例においては、発議者の政党政治における所属が確定されている。しばしば、直

接、問接に、その提案が政党の身代わ りとして提起されることがある。しかしながら、議

会における審議に際 してなされた審議に関する多 くの提議についての判断に関して会派

の明白な承認のない提出についての問題であると思われるのもまれではない。これに対す

る説明は、提起された住民投票の議案は典型的に地域的な特徴を持つてお り、したがつて

当該基礎自治体の他の地域においては解決されるような魅力的なものではないというこ

とであろう。そのような場合においては、政党への帰属は、表 11.4よ うな形で分類

されるだろう。

表 11。 4 住民投票に関する発議者についての政党帰属

発議の件数発議者の所属政党
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中央党

左翼党

保守連合党

地方小政党

自由党 リベラル

緑と環境党

新民主党

SAP
KdS

政党連合

合計

引用 :ウ ォリン

16

11

10

9

7

6

4

4

3

4

74

ウォリンは、この表およびこの背後にある資料からある重要な結論が引き出されうると

している。住民投票制度は、多 くの場合、左右両翼に位置する小政党が基礎 自治体の意思

決定機関を支配する人々、この提議の中で浮かび上がって くる用語集を用いるならば、い

わゆる「既成政党」、に挑戦するために求める道具であることが顕著である。こうした主

張は、左翼党や緑と環境党、新民主党、KdSを 合わせたものがこれらの発議のほぼ半分

にのぼることを示す結果により確認される。他の半分に関しては、多 くの事例で、証拠資

料がその解釈について詳細に説明しているような詳細な事情が、世論調査を提案すること

により、反対派に属する政党が多数派ブロックの優位性を「維持する」方法を求めたこと

を認めている。基礎自治体の執行委員会が実際には決 して発議者として表立たないという

事実は、少数者、特に、いわゆる「中道」政党の特別な道具としての住民投票制度のテー

ゼを確かなものとしている。

議論の内容

ウォ リンはまた、議会の委員会や政府の委員会、国会で展開された議論や見解に対 して

現場で住民投票についての賛成・反対についてどのような議論がなされたかについても調

査研究 している。

住民投票についての提案を含む提議が中央政府 レベルと明確な関係があることはめ

ったにない。それとは逆に、それは当該基礎自治体自体の抱えている特別な事情について

の説明で占められてお り、提案された住民投票について全体的に維持されたその理由によ

つて確かなものとされている。

当該基礎 自治体において、そうした住民投票を支持 して述べられている理由は、概略的

には、三つの異なるテーマについてそれぞれ異なっていると言えよう。
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2)

もつとも一般的なものは、企図された住民投票に関する問題が大いに重要であることを

強調することであつた。議論の方向は、その案件が基礎自治体の住民の現在および将来

における生活に深 く関わるということを強調 している点にあった。もう一つのしば しば

いわれる理由は、その案件の財政上の重要性 と、特に近年においては、基礎 自治体の危

機的な財政についての配慮である。

第二のテーマは、世論に関わるものであつた。一つは、その問題が平均的な人々によっ

て長 らく議論されることが強調されていることであつた。それを明確に証明するものは、

単にその題材が関心を呼び起こすようにということばかりでな く、市民がその問題につ

いてよく理解するようにすることであつたことである。もう一つは、たとえ非常にまれ

であるにしても、提案者は、人々が実際の問題においてどのように考えるかがよく分か

り、人々の後退は基礎自治体の機関におけるのとは別であると考えていることである。

第三のテーマは、議会における状況に関わるものであつた。議会の政党間の対立が厳 し

く、克服することが不可能であると指摘されているか、あるいはまた、問題認識が、政

党の鞭がうならされることに起因する政党の枠組み、政党内における合意が外観として

あるであろうが、に従わないとされるかである。

基礎 自治体の事務局が対応 し、基礎 自治体執行委員会および議会の意思決定の基礎 とな

つているこの調査委員会に関しては、 1977年 の地方自治法において導入された住民投

票制度に関する国会の議決に関する準備作業についてのよく釣 り合いのとれた詳細な説明

がみ られる。大多数の発議は、基礎 自治体の意思決定機関によって否決されていた。それ

は、職員レベルでなされるその提案が法令上どのような位置づけにあるかに拠つたもので

あった。地方自治法の準備作業についてなされた説明は実際には正確であつたと思われる

が、住民投票への傾斜に対 して懐疑的ないし否定的な発言がまれではなかった。つまり、

この準備作業は、住民投票に関する提案をやめさせるために利用される議論の役割を果た

したといえるだろう。

記録された 61の事例、すなわち 75%に おいて、分類化が試みられた提案された住民

投票に対 して基礎 自治体から述べ られた説明の背景となる理由は、だいたい詳細または明

確である。ときには、ある案件または類似の案件の審議に際 して、相互の優先順位の別な

く、多 くの理由が述べ られた。表  11。 5で示すように、 61の事例に対 して 82の理

由が挙げられる。これらの理由は、手続 き上の理由、妥当性に関わる理由、そして正当性

を欠いている、つまり全 くの却下ということになっている。

表  11。 5 提案された住民投票に対 して基礎自治体から述べられた理由

手続き上の理由                     、

1。 不適法な住民投票                   9
2.時期はずれまたは時期尚早である住民投票提案      8

3)
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3。 非現実的な案件

4.最近否決されたばか りの案件

5。 難 しい質問形式

計

妥当性に関わる理由

6。 経費

7.行政上の困難性

8.住民投票にかけるほどの重要性がないまたは不適切

9.議論のない案件または明確な世論が存在 しない

10.世論に関する知識の増大の必要性がある場合、住民投票

による以外に長所のある方法がある

11。 選挙で取 り上げられるべき案件または最近の選挙で留意

された案件

12.代議制が住民投票の抑制を予定 しているまたは代議制に

拠るべきである

計

正当性を欠いている

6

4

4

31

３

５

４

５

４

35

16

表  11。 5の調査は、手続き上の根拠で挙げられた理由が妥当性に関する理由とほと

んど同じくらいであつたことを示 している。ウォリンは、決定権者が形式に関わるものを

安易に否決 して しまつた結果、ほとんどの案は、それぞれ全体的に、または十分でもなか

つたと容易に言い得るとしている。このことはまた、ここに挙げられた 2お よび 3のい く

つかの事例に関して、提起された案件に対する明らかに長期にわたる審議にもみられる。

違法である提案を取 り上げている 1には特別に関心を意かれる。何 ら統一的な判断は全

体を通 して存在 しない。すなわち、ある基礎 自治体において法的な支えを欠いていると明

らかにされたことは、他の基礎 自治体においても異議なく受け入れられた。このことは、

住民投票は「起草の一部」を形成すべきであるという地方自治法上の筋道についての解釈

の例である。住民投票に関する提案が提起される場合には、その案件がすでに付議されて

いるとするかどうかの問題は、イエスとノーで答えられてきた。当面の問題に関しても、

その案件が決定された直後に提起された住民投票による発議が法的な支えを有 していると

みなされるべきかどうか、さまざまな考え方が主張されている。その他の無効の理由は、

意思決定にかかる住民投票について、並びにその住民投票案件が基礎 自治体議会の意思決

定の領域にあるという要件を満たしているかどうかについての提案の場合である。

妥当性に関わる理由に関 しては、提案された住民投票案件について世論に耳を傾けるこ
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との重要性と一般的な妥当性に関 して意思決定者がほとんど発言 していないことが注 目さ

れる。その代わ りに、住民投票が現実化する一層具体的な問題に議論が集中されてきた。

明らかに大きな理由である分類 12に 関しては、他の分類以上に、地方自治法の準備作業

と明確な関係がある多 くの事例において、基本的な立場に関わる問題である。

ウォリンは、基礎自治体の議事録およびその他の書類についての調査の結果は住民投票

制度を推進する姿勢に厳 しい態度の印象を示 している、としている。彼の判断は、どのよ

うにして否決され説明されたかに、そして しばしば議事録上の議論の不存在にも基づいて

いた。彼のこうした態度についての説明の主たるものは、住民投票の提案は、概 して、政

治的な使命を抱いている人々に対する挑戦であるということであつた。このことは、その

提案が出されたときから、議案審議が控えめでバランスのとれたものであって欲 しいとす

る「体制」に対する重大な不信を日外するということであ り、また通常の意思決定過程を

乱すものとしても受け止められるということでもある。 しかながら、さらに、次の事実が

考慮されなければならない。すなわち、受付に際 しては、どこからその提案が提起された

かに関連 しているということである。

11。 2.4 その他のヨーロッパ諸国における地方的な住民投票

ヨーロッパ評議会の地方自治体 0広域自治体委員会は、 1992年 に、基礎自治体にお

ける住民投票制度に関する問題について、加盟国に対 してアンケー ト調査を行つた。回答

は 16の国から得 られ、 1992年 の秋に、委員会事務局がアンケー ト調査の概要をとり

まとめた。

この報告書「 ローカル レファレンダム」の調査研究によれば、現行の法制度は、例え

ば、旧東側諸国において民主化の過程によっているように、きわめて最近のものであると

いうことを示 している。このことから、一つには地方における住民投票制度は明らかな進

歩であるという、そしてまた一つにはいまだなお多 くの地方において機能するための制度

的な手段を欠いているという結論を引き出すことができる。

私たちは、ここで初めて、アンケー ト調査の最終結果の全体的に目を通 し、それにより、

いずれかの国についてより詳細に目を通すことができる。スイスにおける制度の特徴ある

形成およびその活用に関 しては触れない条件である。以下に述べる中では、代表的な基礎

自治体の機関は、議会および指導的な企画・実施機関である基礎自治体の執行委員会 と呼

ばれている。

ヨーロッパ全般

多 くの加盟国は、それぞれの事例ごとに基礎自治体において住民投票を組織することを

認める法律を有 している。 しかしながら、それにも関わらず、そのような法律を欠いてい

る国でも、とりわけデンマークは、住民投票を組織することは自由であるとしている。唯

一ギリシャのみは、基礎 自治体における住民投票を組織するための条件を欠いている。
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①

住民発議の権利に関しては、四つの分類の国々に分かれる。

発議は基礎 自治体の機関のみによる。このグループにおいては、何 らの方の基づい

た住民投票制度を持つていない国々およびその法令がさまざまな規定の組み合わせか

らなつている国々となつている。このグループは、法制度が、基礎自治体における多

数決といつた単純な構成 となつていることによる、かなり独特なスウェーデンのみと

なっている。

発議は基礎 自治体の機関並びに一定の規定された割合の投票権を有する市民による。

ただし、いずれの場合にも住民投票を決定するのは議会である。

住民投票が基礎自治体の機関並びに一定の規定された割合の投票権を有する市民に

よつて開始される。

住民投票の対象となる特定の議題が法律にあらか じめ書かれている。このような形態

の規定を持つている国々において共通の特徴は、そのような住民投票には、とりわけ、

基礎自治体の境界変更が当てはまるということである。

住民投票の対象となりうる議題/問題は、概 して、議会の権限に属する分野と一致する。

それぞれの国で、予算および税金に関わる問題や行政的性質の問題および人事案件の問題

に関する住民投票について明確な例外がある。ある国々においては、上位の当局により基

礎自治体に負託された議題は決定に関して住民を関与させることはできない、ということ

が強化されている。

多 くの地方で、住民投票が提起されうる「場合」に関わる自由を制約する規定が導入さ

れてきている。一般的な制約は、ある問題、またはそれに類似 した問題に関 して新たな住

民投票が実施 されるまでには一定の時間が経過 していなければならないということである。

その他 ということでは、例えば、チエッコ共和国では、基礎 自治体議会の任期の最初の 6

ケ月間は住民投票が禁止されている

加盟国は、結局のところ、住民投票の位置づけ、すなわち、協議か意思決定かで分かれ

るといえる。多 くの国においては、住民投票は協議的な位置づけにある。しかしながら、

意思決定 としての住民投票は、い くつかの国々において規定されてお り、住民発議に関す

る規定と同様に義務的な住民投票に関するこれらの形態と規定には一つの共通 したものが

ある。

住民投票への参加率に関 しては、統計がやや不足 している。参加割合は、全体的に、包

括的な判断として、その規定が重要であるにしては状況は不満足なものである、と報告書

に記されている。いくつかの国々は、その権利を有 している有権者の半分以下であること

がよくあると述べている。参加率は、住民投票の問題の実際の内容によっても大いに左右

される。

ここに述べた状況を改善するために、参加 しやすいようにする情報提供や方法の改善が

②

③

④
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提案されてお り、特別な法規定が検討されている。ある事例では、投票義務の導入を行つ

た国があるように、そのようになつてきている。 しか しながら、まずもつて議論されたこ

とは、住民投票の結果が意思決定の機能を与えられるためには、有権者の一定の割合以上

が参加 しなければならないことが必要である、ということである。

この報告書は、また、市民発議を認めている国々の多 くは、近年、これらの経験がかな

り制限されるような機会を導入 してきているともしている。それにもかかわらず、彼 らは、

この制度に関 して何 らかの結論を引き出すことができるように十分多 くの住民投票を実施

した国々においては、法律を超えたこれらの経験は肯定的なものである、としている。

フィンランド

住民投票に関する規定は、 1990年 フィンランド地方自治法で定められている。同時

に、住民投票の際の手続 きに関する特別法も定められている。これまでに、 11回の基礎

自治体における住民投票がなされている。そのうちの 9回は基礎 自治体の合併にかんする

もので、残 りの 2回は道路計画に関するものであつた。

基礎自治体の議会 と一定割合の有権者が発議権を持つている。この両方の場合において、

住民投票を決定するのは議会である。もし議会が住民投票を実施すると決定 したならば、

この決定は覆されることはない。住民発議に関しては、有権者の 2%以上、ただし絶対数

では 100人以上 (人 口4000人 以下の基礎自治体においては 50人 )で住民投票を提

起することができる。基礎自治体の執行委員会は議案を起草 し、速やかに議会にあらか じ

め提出し、単純多数で決定する。個々の市民も、こうした提案を提起することができるが、

そのような場合には、その議題がさらに議会に委ねられるべきかどうか基礎 自治体の執行

委員会が決める。

住民投票は、議会の権限の範囲内にある問題について実施される。とはいえ、住民投票

は、法律または規則によって、基礎 自治体のいずれかの機関によって決定されるべき議題

については提起され得ない。基礎 自治体が参考意見を述べ、あるいは発議する議題で、基

礎自治体の合併 とかのように決定すべき機関がその基礎自治体に存在 しない場合にも、世

論が聴かれることになる。

住民投票は、基礎 自治体の選挙あるいは国の選挙と同時には実施されない。住民投票は、

常に諮問的なものである。現行法の制定に際 しては、実質的には住民投票の結果が決定的

なものとして機能すべきことが期待されていた。 しか しながら、少な くとも二つの事例に

おいて、住民投票の結果と逆の決定があつた。住民投票への参加率はかなり高 く、住民投

票の結果に反映されたような意見は、伝統的な政党の方針に従うものでないということが

示されている。

新フインランド地方自治法を制定するため、現在、作業中の審議会、地方自治体審議会

は、その作業を 1993年 中に終えることとなつている。私たちが手に入れたところによ

れば、基礎自治体の住民投票制度に関わる重要な拡大が提案されることになろう。
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原点はなお諮問的な住民投票であろうが、議会は、住民投票の結果に「即 した」決定を

すべきである。議会は、その場合に、ある提案が全有権者の十分な大多数によって承認さ

れることを予想すべきである。その基礎 自治体の住民は、なお、住民投票を提起する権利

を有するべきである。 しかしながら、住民投票は、「常に」、発議者数が基礎 自治体の投票

権を有する住民のうちの一定割合で提起されなければならないということが提案されてい

る。こうして、住民投票が提起されるべきか否かが議会の審議権が奪われることになる。

それにもかかわらず、議会は、なお、住民投票の条件や住民投票の代替案に関して決定す

ることができる。

示されることが予測されるこの改正についての説明は、基礎自治体の住民の代議制度に

対する関心が減少するとされるということである。 したがつて、こうした参加および影響

力の行使の直接的な機会の強化が必要である。

ノルウェー

住民投票を組織する機会はかな り制限されてお り、主に、一定の学校教育分野に関する

問題に関わるものとされている (例えば、二またはそれ以上の学校区/校長区の統合など)。

住民投票は、議会の過半数または学校委員会の過半数により決定されることになる。 しか

しながら、その住民投票は、基礎 自治体行政の地域への密着化や基礎 自治体における酒販

売に関する問題にも関わるものであつた。

しか しながら、ある分野に関しては住民発議が可能である。小学校教育においては登録

された対象者から新ノルウェー人まで及ぶ住民投票は、逆に学校委員会の過半数ばか りで

なく、学校区/校長区の投票権のある住民の 25%で もつて提案される得る。基礎 自治体

は、その場合に、現実に問題となつている地域で、ただし基礎自治体全体でなく、住民投

票を組織する義務がある。

ノルウェーの法律は、諮問的な住民投票のみを認めている。

住民投票への参加の割合は、 しばしば有権者の 50%を下回つている。

デンマーク

法に基づいた住民投票制度は何もない。 しかしながら、上記のように、このことは、議

会が多数の決定により住民投票を組織することを決 して妨げるものではない。デンマーク

では、 1977年 9月 から1993年 5月 までの期間に七件の地域的な住民投票が認めら

れている。

ドイツ

ドイツにおいては、基礎 自治体 レベルに関 して法律を定める権限が、国ばか りでな く、

州にもある。このことが法制度上大きな違いとなつている。例えば、特定の州は、この分

野に関して法の定めを欠いている。
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ドイツにおいては、住民投票は基礎 自治体の機関および一定数の住民によって提案され

うるという意味で、いわゆる二重制 となつている。違いは大きいが、住民投票を提案でき

るのは、法律上は、議会および有権者のおおよそ 10%である。議会での決定のためには、

単純多数が必要とされているが、二つの州においては、 2/3の 多数が必要とされている。

住民投票は、その基礎 自治体にとってのいわゆる重要問題についてのみ実施されうるこ

ととなつている。 しかしながら、ほとんどの州においては、その基礎 自治体の内部の行政

組織、予算問題、そしてその基礎 自治体の手数料などは、住民投票の対象とな り得ない問

題となつている。

ほとんどの州においては、住民投票の結果は議会を拘束する。住民投票の結果が民意を

反映するものであるためには、住民投票において、勝者である側は、有権者の少な くとも

25%以上の得票がなければならない。

一部の州においては、住民投票によって決定された事柄は、新たな住民投票の結果によ

る住民の承認なしには 2年以内には変更され得ないとなっている。つまり、最初の住民投

票が行われた後 2年が経過 しない内に、住民発議により同一の問題について新たな住民投

票を提起することは禁止されているということである。なお、ここに述べたことは、最初

の住民投票が議会によって発議されたかどうかにはよらない。

フランス

住民投票の発議は、市長、または人口3,500人 以上の基礎 自治体においては、議会

議員数の 3分の 1に よって提起されうる。また、ごく一部の基礎自治体においては、議会

の多数決によることになつている。すべての場合に、住民投票についての基本的な事柄お

よび住民投票に関わる規則の決定は議会の多数決による。

地方自治体における住民投票は諮問的なものである。すなわち、その唯一の役割は、議

会に、議会の意思決定に際 して、その基礎 自治体の世論の状況について情報提供するとい

うことである (ス ウエーデンの条文上では「住民の見解」に相当する。)。

住民投票は、基礎自治体の議会の選挙前のかなりの期間、認められない。さらに、全 く

異なる問題に関わる住民投票であつても、二つの住民投票の間には、 1年は経過 していな

ければならない。

11.2。5 スウェーデンにおける基礎自治体の住民投票制度の導入および改善の促進に

関する提案

私たちは、地方の民主主義を拡充するために、そして導入の拡大が望ましいか否かを決

定するためにも、一つの方法として、以下に、住民投票制度に関する私たちの見解を示す。

私たちはまた、この制度が発展させ られ得るような別の方法についても調べることとする。

私たちがこのことについて考察する場合に、私たちは、一方では、私たちの主たる任務は

自治権を強化する別の方法について考察するということであることに、また一方では、政
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治家の役割および政党に関する第 7章および第 8章で私たちが述べた結論に特に注意を払

つた。当然に、ヨーロッパにおける発展および地方自治体における住民投票によって彼 ら

が得た経験に注意が払われた。

住民投票制度の活用の増大

従前の問題はどのようなものであつたか

「 1950年 代の住民投票・選挙制度調査委員会」の答申「基礎自治体における住民投

票」(SOU 1952:47)の 中で、基礎 自治体における住民投票に関する法律が提案されている。

議案審議 と関連 して、その議案またはそれに付随することがらについての有権者の考え方

を知るための住民投票に関して条例で規定することは基礎 自治体の議会の権限である (地

方自治法第 5章第 34条の現行の表現による)。 しかしながら、そのような住民投票からは

選挙および基礎 自治体の課税根拠一般に関する問題は明確に除かれるということが提案さ

れている。

この調査委員会はまた、一定数の有権者により要求される住民投票の必要性についてば

か りでな く、議会内の少数派からの請求に基づく住民投票の必要性についても考察 してい

る。 しか しながら、そのような住民投票の実質的な必要性は生 じないと考えられていた。

代議制制度に何 らかの不満が生 じているということでは決 してないと考えられていた。 し

かしながら、これら二とお りの少数派は、意思決定的な住民投票および諮問的な住民投票

に関する規定 を導入を望んでいる。それらのいずれの場合においても、そのような住民投

票を要求することが基礎 自治体の議員の少数者 (四分の一)の権利 となつている。 しか し

ながら、この調査委員会の提案は政府提出法案とはならなかつた。

「地方自治調査会」が出した最終答申「地方自治」(SOU 1975:41)に は、代議制民主

主義 と住民投票との間の状況をどのように見るか詳細に説明されている。その基本点は、

例えば、次の通 りである。

1)強固に市民に根ざした基礎 自治体の統治形態の基礎は、今後 とも、代議制民主主義の

改善でなければならない。

2)全住民投票またはその他の同様な起草の形態が、基礎 自治体および県にとっての機能

的な代議制民主主義の必要性と結びつくことは難 しいと思われる。

3)基礎 自治体レベルでのそのような代議制度に対する不満が広まつていることは、入手

しやすい資料によっては、決 して簡単には理解できない。その他の改革の必要性は、

代議制度を活性化 し、よリー層機能的にするといつた狙いのものである。

4)これらの資料は、必ずしも基礎 自治体における住民投票の必要性が世論全般に広まつ

ていくだろうとはしていない。

上記の 11。 2.1で 述べ られているように、審議会は、何らかの特別な法令で規定された

基礎 自治体における住民投票制度あるいはその他の類似 した世論調査制度の導入を提案す
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ることを取 りやめた。 しかしながら、このことは、何 らかの形で議会が代替的な起草形態

の機会を有することを地方自治法上に明らかにする根拠となると考えられた。

この「政府提出法案」 (prOp。 1975ノ 76:187)は 、次のように、調査委員会の提案を採 り入

れていたが、国会は、その基礎 自治体構成員の見解の取 り込みが「住民投票、世論調査、

あるいはその他類似の手続き」により行うことができるように子細に記すとする「憲法小

委員会」の提案 (KU 1976ノ 77:25)に 従つた。小委員会は、満場一致で代議制民主主義の防

衛の側につき、同時に、「市民の側からの協力の強化 と選挙と選挙の間での地方自治への参

加の増大が地方自治の浸透および一層の発展のために非常に重要であるということは明ら

かである」ことを強調 している。 しかしながら、そのような住民投票は、基礎 自治体の事

業においてよくあることとは考えられていない。

1977年 の地方自治法が施行されていた全期間において、この制度の発展を主唱する

人たちがいた。この問題は、保守系の政党から国会における「提議」などにより表面化さ

れた。この提議の基本的な見解は、住民投票の頻度が増大されるべきだということである。

したがつて、 1977年 地方自治法についての政府提出法案が示 している態度と同じでは

ない。

本章のは じめのところで詳細に示されているように、 1991年 地方自治法に直接本文

に関 して何 らの直接的な変更なしにその条項は出された。その準備作業では、次のように

記されている。

「 1988年 の地方自治法審議会」の提案「新地方自治法」(SOU 199024)においては、

基礎 自治体における住民投票および類似の手続きに関する条項の実質的な改正は提案され

ていなかつた。この審議会は、意思決定の内容に完全に責任を持つのは、最終的には、議

会の構成員である議員でなければならないと考えていた。このことは、代議制民主主義に

おいては、基本的な自明な原理である、 とされていた。 しか しながら、基礎 自治体の構成

員にとっては、選挙において基礎 自治体の政治の全般的な方向性に大体のところ影響を及

ぼすことができるので、諮問的な住民投票において重要なことがらについて自分の意見を

表明することができるということは非常に重要なことであると考えられていた。 しか しな

がら、審議会は、住民投票の回数に関して、より明快な考えを示してはいなかつた。

審議会の構成員の多 くは、基礎 自治体における住民投票制度の拡大に対する過半数によ

る否決に反対 していた。それぞれの反対についての文書から、すべての者が住民投票の活

用の拡大を肯定的にみることになるだろうとも考えられるとしても、彼 らの内の一部は、

住民投票のより柔軟な活用についての期待を明確に表明している。

答申書から成案化された新地法自治法に関する「政府提出法案」(prOp.1990/91:117)に

おいては、市民の見解からは、総選挙と総選挙との間においてもさまざまな問題に意見を

表明することができるということ、 したがつて、議会の否決に対する用意の一つとして住

民投票を準備することができる必要性があるべきであるということが非常に重要であるよ

うに思われるということが述べ られている (s。 17)。 憲法小委員会の答申 (1990/91:KU38)
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の中では、憲法小委員会は、数多 くの従前の同様な提議と関連 して、国会もまた、今回は、

基礎 自治体における住民投票に関する多 くの提議を否決すべきであると提案 していた。そ

のようになった。

憲法小委員会の提案が否決されるべきであるとする提議の中には、住民投票とその回数に

関する表現が一部あつた。保守連合党の政党説明 (1990ノ91:K49)に おいては、基礎自治体

における住民投票を提起する機会が広げられるべきであるとする見解が述べ られている。

代議制民主主義は、それをとお して活性化されるべきである。自由党の リベラル派の政党

説明 (1990ノ91:K51)においては、住民投票の活用の拡大への期待が示されている。例えば、

「基礎自治体の住民がその基礎自治体の発展に影響力を及ぼす機会を強めるためにさまざ

まな具体的な問題についての住民投票の必要性に長 らく批判的であつた。その基礎 自治体

にとって非常に重要な問題については、住民投票は、住民にとって、その意見を述べる非

常 によい機会 であ る。」 とい うことが述べ られている。中央党は、 その政 党説 明

(1990ノ91:K55)に おいて、大規模な基礎自治体にとっては、議員が非常に重要な問題につ

いての住民の考え方を知るための条件が欠けている、としていた。したがつて、個々の基

礎 自治体の将来の発展および構造にとって基本的に重要な問題に関しては、住民が直接意

思決定過程に参加できるようにすることが重要であると考えられている。

これまでの住民投票の活用

先に指摘 したように (11.2。 3)、 基礎自治体における住民投票制度は非常に狭い範囲で

活用されてきた。境界変更に関わる住民投票は別 として、 1977年 地方自治法によりこ

の制度が法制化されて以降、 11回の住民投票が実施されただけであつた。

この法律の準備においては、その当時の大臣は、基礎自治体における住民投票が民主主

義の過程において重要な要素となるかどうか、そ してそのような審判を実施 しうる機会は

まれな例外的事例に利用されるべきであると考えていた。 したがつて、大臣の望んでいた

ところは、この点に関しては、満たされたことになる。この数少ない住民投票を注意深 く

みてみると、この制度が「例外的な制度」であると言えよう。

他方、議会が否決 した住民投票の提案をも含めるならば、その構図は別のものとなる。

先に詳細に説明した調査研究によれば、少な くとも76回 (境界変更は除いて)そのよう

なことがあつた。さらに興味深いことは、議会における発議の頻度が近年増大 しているこ

とである。

つまり、ウォリンの調査研究によれば、議会における住民投票の発議の数に関 しては、

それぞれの事例ごとに住民投票制度のささやかな躍進を物語るよりどころということにな

る。多 くの国内政治上の説明のほとんどが関心の増大を説明するためのものであるとして

も、それがヨーロッパ中での地方自治体における住民投票に対する関心の増大と一致する

ことは注目される。
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代議制民主主義と住民投票 一 主要な議論

「政府の形態」第 1章第 1条第 2項においては、スウエーデンにおける自治は、代議制

と議会制という政府の形態などにより実現されると表現されている。このことは、国、広

域、そして地方自治体 レベルでもそうである。後の二つのレベルについては、「政府の形態」

第 1章第 7条第 1項により、直接、基礎 自治体の意思決定権は議員の会議によって実践さ

れるということなどが述べ られている。

大多数は、今日では、純粋な直接民主主義は政治の世界においては機能 しないだろうと

いうことに同意するだろう。社会構造の一層の複雑化 と日々政治上の会議でなされる意思

決定の数が膨大であることにより、そのような意思決定システムは非常に運営 しにくく、

まとめにくいものとなつている。この数十年の情報技術の分野における急速な発展さえも、

このようなケースにおける問題を補完することはできないだろう。

したがつて、私たちは、今後も選出された代議員による制度を維持せざるを得ず、代議

制民主主義が将来においてもスウエーデンの政府および国会双方の意思決定形態としての

国家体制の根幹 となるという合意が得られるであろう。

しか しながら、代議制のシステムの側においてもよリー層の直接的な参加形態に対する

機会があるべきであるということについては、大いにもつともな理由が述べ られている。

基礎 自治体における住民投票は直接参加の一つの形態であ り、それが単に補完物であると

しても、民主主義の観点からそのようなもの (直接参加の一つの形態)と して評価に値す

る。住民投票は、一人ひとりが影響を及ぼし責任を負う機会を増やすことにより、一般の

人々の社会問題に対する関心を喚起 し、民主主義を活性化することにつながるだろう。住

民投票は、基礎自治体の構成員が政党に関わ りない一定の問題に対 して態度を決めるため

の機会 となり、また、政党には住民に対 し直接的に彼 らを相互に分裂させ、それによって

政党活動を困難にあるいは麻痺させる問題を除 くの機会を与えることにもなるだろう。上

記の 11。 2.4において取 り扱われたヨーロッパ協議会の報告書から導き出される結論は、

住民投票制度が、次のように、適切に活用されるという条件の下でのことである。

・・ レフアレンダムは、市民全員にその責任を直接思い起こさせ、ひどい論争状態を

決着させることになると考えられることから、正当化されうる直接民主主義の制度

であるとみなされるであろう。

私たちの結論 下 有用な補完物

私たちの議会制度は、有権者の投票を競う政党によって支えられている。このことは、政

府の形態 (政府組織法とするか )、 選挙法、そして地方自治法のいずれにおいても、明らか

にされ予期されている。憲法小委員会がその答申「新政府組織法についての提案」(KU
1973:26s.17)の 中で示 しているように、政治上の活動は、今後も、「 まず政党によって提

起されるべきである」となっている。
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第 8章第 4.1節で述べたように、 1980年 代において、政党が危機的な状態に陥つてい

ること、そしてその兆候がさらに市民が政党活動に従事することから遠のかせて しまつい

るということがますます明らかとなってきた。そのような状態のもとで明らかとなった危

険性の一つは、地方自治体における政党団体が、政治に対するその構成員/市民の観点や

要望、期待を集約すること、そして地方における政治論争のフォーラムであることといつ

たような憲法上の機能を明らかにしていないということである。

選挙についての調査研究が示しているもう一つの傾向は、ますます投票が分散 してきてい

るということである。このことは、有権者がますます政党が用意する「政治パックを購入

する」ようになりがちであるということである。地方の個別問題政党の進出の増大は、こ

のことを表すものでもあろう。この傾向は、一つの政党がある特定の専門的な問題の背後

には有権者がいると確信を持つて主張することを困難にしている。

もし政党がその構成員の幹部の減少により、地方の意見を聴 くことや有権者の意見を把握

することが非常に難 しくなるならば、地方における住民投票は、間接的な代議制民主主義

に対する大変良い補完物 とな り、 とりわけ地方における民主主義を強化する一つの方法 と

なる、と私たちは考える。

住民投票の活用の拡大が代議制民主主義を弱体化する危険性は、当然にそれが実施される

程度による。 しか しながら、これまでスウェーデンにおいて展開されてきたところでは、

何 らそのような危険性はみられない。基礎 自治体における住民投票を提起することができ

た期間に、約 80件の住民発議 と 11件の住民投票が実施されただけであつた (こ れにつ

いては、境界変更とそのための住民投票についての住民発議を除 く。)。

住民投票のさらなる利点は、世論の状況が明確でない重要な問題を正規の選挙とは別にす

ることができるということである。このため、その地方における世論の状況に関して、有

権者が政党の計画その他に取 り上げられることを望んでいない場合に、より正確な情報を

得ることができる。住民投票制度は、よりす ぐれた民主的な影響力の直接的な行使の一つ

の表現方法である。これは、頻度がそれほど高 くはないという条件の下では、一般の人々

の社会問題に対する関心を刺激することにもなるとも思われる。

したがつて、私たちは、基礎自治体における住民投票の活用の増大は望ましいことと考え

る。 しか しながら、ウォリンの調査研究は、大多数の住民投票についての住民発議が議会

の多数によって中止されたことを示 している。このため、望ましい活用の増大をもたらす

ために、これ以上によリー層多 くの住民発議が中止されることに対抗する何 らかの形の規

則が導入されると思われる。こうした問題については次の節で取 り上げている。

議会における少数者の発議権

少数者の発議権に関する従前の説明

基礎 自治体における住民投票の頻度を増大させることができる方法として考えられるの

は、いわゆる少数者発議権に関する規定 を導入することである。このことは、住民投票が
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議会の議員の少数によって実施されうるということを意味 している。結果的に、議会は、

単純多数では住民投票が実現されることを阻止できないということである。

そうした住民投票に関する規定についての考え方は、以前から出されてきている。上記に

指摘されているように、二つの少数派が 1950年 の住民投票・選挙制度調査委員会の基

礎自治体における住民投票に関する報告書において、すでにそのような解決策を提案 して

いた。地方自治法調査委員会の提案「普遍的地方自治法」(SOU 1974:99)に ついての協議

手続きと関連 して、一部の協議機関は、少数者の発議権が導入されるべきであると考えて

いた。

1977年 地方自治法が有効性を保つていた時代のある折 りに、住民投票制度の制度的な

拡大に関する政府説明の要求が出されたことがある。あの人物 (m)の説明 (1987ノ88:K610)

の中で、住民投票は議会の少数者によって提議されることができるべきであるなどと提案

されていた。自由党 リベラルは、その 2年後に、その政党説明の中で住民投票に関する決

定は、議会の絶対的な少数、例えば三分の一によってなし得るべきであると提案 している。

1991年 地方自治法の制定に関連 しても、答申書に対する協議意見の中でも、自由党 リ

ベラルの政党説明 (1990ノ91:K619)の 中でも、この問題が再び取 り上げられていた。

奇妙なことでもあるが、ヘルシンボリ市は、フリーコミユーン実験の期間の 1987年 に

議会の構成員の三分の一に住民投票に関 して決定する権利が付与されるとする規定を実施

に移すことを提案 していた。 しか しながら、政府は、ヘルシンポリ市の主張を認めなかっ

た。

∃一ロッパにおいてはあまリー般的ではない

先に言及 したヨーロッパ評議会の報告書に目を通すと、少数者発議権の受け入れは、住民

発議ほど一般的ではないといえる (下記参照 )。 この報告書がその見解を含んでいる 16カ

国のうち、ハ ンガリーのみが議会の少数者に住民投票を提起することを認めている。この

ことについての説明は、一つには、住民投票制度は、未だに、ヨーロッパにおいては発展

の途上にあること、そしてまた一つには、代議制をそれほど強 く主張 していないというこ

とである。

少数者発議による住民投票について

上記に何個所かで指摘されているように、境界変更以外の問題についての基礎 自治体にお

ける住民投票で取 り止めにされたものの数は非常に少ない (11件 )。 しかしながら、議会

の発議の件数は、非常に多かつた (約 85件 )。 少数者発議権に関する規定が何 らかのその

他の結果をもたらしたかどうか調査研究することは大変興味深い。

ウォリンは、投票の際の少数者が投票数の三分の一以下の事例をそのように位置づけてい

る。この割合、三分の一は、この議論において、 しば しば取 り上げられる数字である。 9

件の事例では、この数字を超えていた。一つの事例においては状況が必ずしも十分には明
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確にされていないという前提で、この少数者には、中央党、自由党、保守党、あるいは社

会民主党の代表が提案者として立った事例がぴつたりと当てはまる。これらの 9件の事例

は、疑いもな く、少数者の権利の導入がどれだけ効果的であるかについての一つのものさ

しであるが、当然にその権利は実際のほんの一部であるに過ぎない。そのような権限が法

令に基づいている状況においては、実際に、このような事実から提起されている。成功の

見通 しが大きくなつてきていることは、ますます住民投票の提案をよリー層多 く出させる

ことになるだろう。さらに、一部の事例においては、投票が求められることな く決定され

ていた。住民投票の際に、三分の一を得たが、多数を獲得することができないことがあら

かじめ明らかとなって投票が求められなかつたというものは除外されないだろう。

もしそれが議会の構成員の単純多数によって阻止されないならば、住民発議の数はさらに

多 くなることも必ずしも考えられないことではない。私たちには、関係の議員または政党

があらか じめ予想される住民投票の結果が意に反 したものとなるおそれがあるという理由

で提案されなかつた住民発議がどれだけあつたか、分かつていない。

ウォリンの調査は、どのようにして住民投票がそれぞれの議会によって否決された多 くの

住民発議に関わる結果となったか示 していない。 しか しながら、彼は、多 くの事例におい

て、住民発議がなされた政党政治上の属性を指摘することができた (表  11◆ 4)。 住民発

議のほぼ半分は、左党、地方小政党、環境党、新民主党、または KdSか ら出されていた。

これについての彼の結論は、これらの事例における住民投票制度は、い くつかの事例にお

いては魅力的な飛躍台として、その基礎 自治体を支配 しているあるいは「与党」である政

党に挑戦 しようとする小政党の道具であるということが際立っているということであつた。

これらの事例に関 しては、それが少数者発議の導入が住民投票の頻度を著 しく増大させる

ことになるかどうかは非常に不確実である。境界に関する事例については三分の一程度で

あつた。ごく当然に、すべてが孤立に陥らないようにうまくいつた場合には、それぞれの

政党は必要投票数に達することができるけれども、これらの政党間の協力が通常は大体は

うまく機能 しない。

住民発議の残 りの半分に関しては、大政党、「与党」から出されたもので、当然に異なる

状況にある。社会民主党にとっても、保守政党連合にとっても、全体 として、すべての基

礎 自治体において、例示された必要少数である三分の一を達成する可能性がある。

このため、ウォリンの調査を除いて、例えば、議会の構成員の三分の一が住民投票を提起

することができるならば、実施された住民投票の割合が非常に大きかつたかどうか示 して

いるということにはならない。 しかしながら、私たちが理解 しているところでは、例えば、

「大政党で与党」といわれるところから出されているという理由から、否決された住民発

議の一部は、案件が構成員の三分の一だけでもその提案に賛成の投票をすれば、住民投票

の実施に導くことになる。

私たちの理解 しているところ 一 少数者発議は導入されるべきではない
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私たちは、前節において、基礎 自治体における住民投票の活用の増大に関する要請につい

て述べた。ウォリンの調査は、そのような住民投票に対するかな り多数の住民発議が議会

の多数により否決されたことを示 している。住民投票の頻度を増大させる方法は、一定数

の議会構成員からなる少数者が、住民投票に関して提出された要求についての案件に対す

る議会における投票と関連 して、なにか要求を出すか、またはその提案に投票するかする

ならば、住民投票が実施されるべきであるとする規定を導入することである。

継続審議の憲法案に関する住民投票を提起するために、国会の構成員の三分の一がその要

求に対 して賛成票を投 じることもつてするとされていることから、少数者発議は、スウェ

ーデンの権利に関わる伝統にとっては必ず しもな じみがないことではないとは言いうる

(国会組織法第 8章第 15条第第 3節 )。

そうした改正に向けてまず主に述べ られていることは、市民の基礎自治体の事業への参加

を強化することであるということは、審議会がその使命として進むべき方向へ最初に踏み

出すべき第一歩ではないということである。少数者発議の導入は、議員それぞれの政党ヘ

の参加を強めるけれども、市民の参加を弱めてしまう。

さらに、少数者が住民投票を提起できるとするレベル、すなわち、どの程度の少数である

かを決定することが非常に困難である。もし住民投票を提起するために必要 とされる議員

の割合が低 く設定されるならば、地方における民主主義を強化する提案 と矛盾すると考え

るような方法で利用される (悪用される)可能性が増大するおそれがある。かなり高い割

合 `例えば三分の一'の場合には、全体 として、全国の基礎 自治体において単独で別個に

それぞれの問題で住民投票を提起することができるのは、どの事例においても一つの政党

(社会民主党)で ある。境界については別として、住民投票を予定 している住民発議の数

が現状よりも増えないおそれが大いにある。

最後に、ヨーロッパ以外の状況についても指摘できるだろう。たとえ、それぞれの国がそ

れぞれの憲法にかかる伝統やその発展の経過を持つているとしても、少数者発議を導入 し

ている唯一の国としてはハンガリーがよく知られている。

要約すれば、私たちは、少数者発議の導入に対 して反対 し、上記に詳細に説明したような

反論が、この種の改革が現在は実施されるべきではないという全体的な勢力であると考え

る。私たちは、それぞれの事例について、まず、住民投票の頻度を増大させることに関 し

て別の方途を試みるべきであると考える。

住民発議

さまざまな形態の住民発議

住民投票が住民発議によって実現されるということは、一定割合の投票権のある市民がそ

の提案を提起することができるが、住民投票を提起する権利は、なお議会の多数者に保持

されているか、一定割合の投票権のある市民が直接に住民投票を提起できることを意味 し

ている。 したがつて、その違いは、先に述べた事例では、議会が、拒否権として性格づけ
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られるべきものを有しているということである。

住民発議に関する従前の説明

住民発議に関してもまた、地方自治法調査会の提案「普遍的地方自治法」60U1974:99)

についての表現の中で、ある関係機関による一定の提案が説明されている。国会動議

(1987ノ8&K610&1989ノ90K625)に 言及されている少数者発議に関する節においては、

住民発議に関する問題が取 り上げられている。1987ノ88年の国会への個人動議(m)において

は、有権者の一定割合として十分の一が提案されている。

住民発議を含め、住民投票を提起するためのさまざまな手続きに関する調査の必要性につ

いては、新地方自治法についての提案に関する国会審議と関連 して、自由党の政党説明に

おいても述べ られてお り、 また、 1992ノ93年の国会会期 中においても「新民主主義」

(1992ノ93:K610の 政党説明の中で述べ られている。

ヨーロッパにおける概況

少数者発議に関してとは対照的に、先に言及 したヨーロッパ協議会の調査研究に含まれて

いる諸国の内の大多数において、住民発議に関する規定がみ られる。これらの内の 9例が

上記に関わる二つの形態の住民発議のいずれかを認める規定を有 していた。これら二つ形

態の間の割合は、ほぼ同等である。

従来いわれているように、フィンランドにおいては、 1990年 以降、議会が住民投票の

提起に関する最終的な意思決定することを委ねられている場合に住民発議が認められてい

るように、予定されている地方自治法は、そうした場合に議会の投票権の効果を減 じると

議論されている。この理由は、市民が起こした非常に多 くの住民発議 と比較 して、制度が

導入されて以降実施された基礎自治体における住民投票の数が抑制されていると思われる

ことである。

私たちの理解 していること 一 住民発議の機会が導入されるべきである。

基礎 自治体において住民投票を実施することができるとする規定は、1977年 以降みら

れるようになつてきた。今や、基礎 自治体における住民投票制度の一層頻繁な利用を伸ば

し、かつ利用 しやすくすべき時期が熟 している。どの程度の範囲まで含まれるべきかにつ

いては、私たちは、私たちの任務が、とりわけ一人ひとりの基礎自治体構成員の基礎 自治

体事業への参加を強めてい くことにより、地方における民主主義を強化することであると

いうことに留意 しなければならない。

この答申書の何力所かで指摘されているように、私たちの政治システムは政党の上に築か

れている。したがつて、地方における民主主義の徹底を押 し進めてい くことは、市民一人

ひとりが基礎 自治体の事業および基礎自治体の意思決定過程によリー層直接的に参加 しや

す くなることを通 して実現されることだけを必要 としているのではない。そのような展開
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と平行 して、政党を通 して進められてい く展開もなければならない。

議会が住民投票を告示する権利を引き続き保持することと結びついた住民発議の導入は、

単に市民参加を強化するばか りでな く、議会 とともに住民投票制度が憲法に立脚 している

ものとされることでもある。すなわち、そうした提案は、住民投票を提起するために有権

者の一定割合のための絶対的な権利 として私たちの伝統的な代議制制度に対する劇的に打

ち壊すものを意味するものではない。

このような形の住民発議を導入することは、議会における少数者発議 といつたものとは違

つて、非常に明確な形で、人々を政治上の過程における市民とする。

例えば、投票権のある基礎 自治体住民の 10%が、地方における住民投票が一定の問題に

ついて行われるべきことに関する提案を提起することができ、そして基礎自治体の議会が

その際に住民投票に関する問題を審議せざるを得な くなること内容とする規定の導入につ

いて大いに述べ られるべきであると考える。 しか しながら、そうした住民投票を告示する

権利は、議会の構成員の多数に保持されるべきである。

私たちの提案のさらなる長所は、私たちが判断する限 りでは、市民にとって今日そうであ

る以上に明確に、議会の構成員および政党が実質的な問題に対 してその立場を詳細に説明

する必要があるだろうということである。これは、住民発議が政治上の議論において大い

に注 目されると思われることから出てきたことであると思われる。実際の問題点が基礎 自

治体の構成員のかな り多数の部分によって重要であると理解されていることをよく示 して

いると思われる。

フィンランドの経験では、議会がその問題について最終的に決定することを委ねられてい

る場合、住民発議の導入は、決 して住民投票の数の大幅な増加 とはならないということを

示 している。 しか しながら、現在のフインランドと同様な法律の導入は、スウェーデンに

おいて第二のそ して「良き」後続者を得ることになろう。さらに、私たちは、住民投票を

採 り入れるかな り広範な機会が段階ごとにあるべきであ り、そしてそのような場で、直接

民主主義と問接民主主義との間の関係を正確に検証されると考える。このような理由から、

私たちは、自動的に住民投票を提起することになるような住民発議に関する提案を提出す

る用意はしてない。

要約すれば、私たちは、投票権のある基礎 自治体構成員の一定割合の者がある特定の問題

について住民投票に関する提案を提起することができるようになるべきであ り、その場合

に、議会はその問題を審議することが義務づけられるべきであると考える。住民投票が通

常は基礎 自治体またはその構成員のみに関わるものであるべきであることを明確にするた

めに、より重要な問題は、基礎自治体構成員のかな り大部分の割合の者が発議の背景にい

る必要があるべきである。私たちは、投票権のある構成員の十分の一がそうした発議の背

景にある必要性がそのことを担保するものであると考える。

意思決定にかかる住民投票
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基本点

住民投票は、制度がどのように活用されるかということは別として、様々な形で示される

直接民主主義の一つの形態である。その代替的な形に関しては、住民投票の結果がどのよ

うに判断されるべきかということから、ウォリンは、その報告書の中で、諮問的、教示的、

結論的、および意思決定的住民投票に分けている。彼が結論づけているように、住民投票

といつてもそれがどのようなことを意味するかは不明瞭である。諮問的、教示的、結論的、

および意思決定的住民投票に関 しては、その意味合いは明らかであると思われる。

現在の法律が全国レベル、基礎自治体レベルの双方に用意 している住民投票は、諮問的な

ものである。これは、住民投票の結果が、法律によることな く、意思決定をする議会に結

びつ くことを意味する。 しかしながら、住民投票制度それ自体の性格は、住民投票に際 し

て明らかに多数となつた事例においては、その問題についての最終的な意思決定が住民意

思と即一致することを推定 しているということである。住民投票で表明された明白な多数

者と反対の方向にい くことは政治的に難 しいと思われる。 しかしながら、そのようなこと

が生 じることは、例えば、 1955年 の右側通行とするか否かに関する住民投票が示 して

いる。

結論的住民投票が意味するところは、形式的にでな く実質的に、結果に従つた意思決定を

求められる住民投票である。ウォリンの調査研究によれば、地方レベルでは、議会におい

て個人または政党が、住民投票が行われた場合に、住民投票の結果に従う用意のあること

をあらか じめ宣言する要になってきていることが示されている (ス ウェーデンにおけるE

G住民投票に関する議論との比較 )。 そうした態度は、何 ら法的な義務でない。 しかしなが

ら、単に有権者が不適切な立場に立っているという理由で約束を放棄することは、当然に、

倫理的そして民主主義の基本から問題とされることになろう。現行法は、こうした問題に

ついて規定 していない。規定を導入すべき理由は全 くないと思われる。

しかしながら、結論的住民投票は、法律に規定された形でも現れて くるだろう。フインラ

ンドにおいては、議会が多数決により住民投票の結果が結論であると判断することができ

るとする法的な可能性の導入について議論されている。その場合に、議会は、例えば、結

論的な結果としての条件は、当該勝利を収めた提案が全有権者のうちの十分に大きな割合

で承認されたということであると決めることもできるだろう。

ある住民投票が意思決定的であるということは、その住民投票が法的に結論的であるとい

うことである。すなわち、その提案が否定的な結果によって否定された、または肯定的な

結果によってその決定が法的な有効性を得たということである。意思決定的な住民投票は、

一定の問題について、法律による住民の意見聴取が義務づけられていることと関連 して し

ばしば出てくる。

ある住民投票が部分的に意思決定的 (ま たは否決的)であることもある。このことは、し

ばしば肯定的ではなく否定的な結果となったごとを意味する (未発動の憲法上の提案につ

いての住民投票の関する政府組織法の規定第8章第 15条第4項参照)。
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私たちの結論 ― 条件付き諮問的住民投票

これまで私たちが指摘 してきたように、代表民主制であるべきであるということについて

のおおかたの合意が行き渡つていると思われる。私たちは、それにもかかわ らず、住民投

票およびいわゆる住民発議の活用の増大 といつたような直接民主主義のいくつかの要素は

望ましいものであるということについての私たちの立場についての上記の節で説明 したと

ころである。

住民投票が諮問的なものであるという条件の下においては、その決定が選任された議会を

否定するものではないので、代議制を侵害するものは何もないということを意味する。

しかしながら、意思決定的住民投票および結論的住民投票に関 しては、議会がその結果が

議会を縛ることになると決定 した場合には、状況は異なる。そうした決定のたびに、意思

決定的な住民投票は、代議制民主主義の原理とは対立すると言えよう。結論的な住民投票

についてもそのように考えられる。そのような住民投票は、基礎 自治体における意思決定

は議会によってなされるとする政府組織法第 1章第 7条の規定 との関連で、今日では決 し

て実施できないと思われる。

私たちが理解 しているところでは、地方自治体における意思決定的な住民投票の導入は、

今日の民主主義の制度における伝統からは、著 しく異なつたものとなろう。議会が住民投

票の結果が結論的であると決めることができる制度は、意思決定権をそれぞれの事例で間

接的に市民に取 り戻すことにより、意思決定的な住民投票としての同様な機能を満たして

いる。この変形もまた、 したがつて、代議制民主主義 とは対立するものであると考えられ

る。

私たちは、私たちがこの答申書の中で機能すべき民主主義的な制度の形態およびその制度

の中でその役割を十分に果たす政党の形態に向けて意図した批判は、意思決定的な住民投

票の導入以外の解決策を必要とする、と考える。そのようなものの導入は、代表民主制に

おいてはあまりにも広範な制限であることを意味する。 したがつて、私たちの提案は、基

礎 自治体における住民投票は、引き続き諮問的なものであるべきであるということである。

基礎自治体における住民投票のための手続規定

従前の手続規定について

同様の見解がこの答申書と政府提出法案に表現されてお り、基礎自治体における住民投票

のための手続規定に関する問題について長々と述べている小委員会の答申は、そのような

規定は不必要な手続化を意味するということであつた。こうした背景からは、 1977年
の法制化以来の基礎自治体における住民投票に反対する抑制的な態度は、おそらく、自然

な見解である。まれな例外的事例に活用されるようなものは、詳細に規定されることを必

要としないだろう。特に、住民投票制度か何 らかの特別な位置づけのあるということは、

一定の案件についての議会における起草の一部として世論調査の制度や同様な手続 と結び
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つけられることはないということである。

しかしながら、近年、そしてとりわけ国会における新地方自治法の提案についての審議 と

関連 して、手続規定を導入するための様々な説明の中で、その必要性がいつそう頻繁に述

べられてきている。環境党、穏健党、自由党、および中央党は、いずれも、上記の政府提

出法案の理由説明に、それぞれの政党説明の中でこうした必要性を述べている。 しば しば

生ずる議論は、こうした規定は、住民投票が実施 された場合に、曖味さと矛盾を避けるた

めに明確かくにされなければならないこと、そしてまたこれらの規定は、住民投票を提起

することをいつそう明瞭にすることになるということである。

躊躇された問題は、住民投票を始めるために必要とされるものであり、住民投票の対象と

なつている代替案に関して基礎 自治体の住民に知らしめる基礎 自治体としての義務であ り、

住民投票を提起する際の意思決定の仕方であり、住民投票問題を明確に述べる権利であ り、

住民投票の実施の時点であ り、そしてまた不在者投票についての権利である。

今日における必要性の増大

私たちは、本章において、先に、基礎自治体における住民投票の活用の増大は望ましくな

いと述べた。詳細な統計資料は、議会の構成員の関心が、よリー層重要な問題は市民の意

見を聞 くことであるということに、急激に向かつていることを示 している。基礎自治体に

おける住民投票が将来よリー層活用されるようになれば、以前の、手続規定導入の反対に

関わつた議論の一部は消失することになろう。さらに、住民投票制度の活用の増大は、そ

の結果として、いずれかの基礎 自治体が住民投票を実施 したときに、ますます問題および

課題を生 じさせる機会を増やすことになろう。

ここに述べたことの例として、一層の検討のために政府から私たちに提出されたナッカ市

からの文書を挙げることができる。ナッカ市は、 1992年 の春、ある住民投票を提起 し

てお り、その際に、選挙管理委員会に住民投票を実施するように依頼 していた。住民投票

には、総選挙に適用するのと基本的に同じ原則が適用された。その目的は、選挙登録やそ

れについての情報全般が資格審査や投票券の確認のために活用され得るべきであるという

ことなどである。税務部門は、磁気テープの形で選挙登録の写 しを引き出した。そのよう

にして、選挙管理委員会は、住民投票の時間や場所、不在者投票に関するお知らせについ

ての役害Jを補完することになろう。

しかしながら、磁気テープは、個人番号情報を含んでおり、選挙管理委員会がそのテープ

を手に入れるためには、その手続 として情報監視官の承認が必要とされるべきである。適

切な法律の条項が欠けていることから、情報監視官はそのテープを引き渡すことを承認す

ることを断つていた。総選挙や全国レベルの住民投票の場合における完全に通常な手続が

基礎 自治体の住民投票においては実施不可能であることを示 していた。

私たちの見解 一 手続規定が導入されるべきである。
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私たちは、基礎 自治体における住民投票の活用の増大に肯定的な立場にあるが、通常の場

合には、それは非常に重要な問題に限定されるべきであるとも考える。私たちは、基礎 自

治体における住民投票に関する手続規定の導入の方向への展開は支持されていると考えて

いる。私たちは、地方自治方が細 目規定 という負担をおわされることを避けるために、こ

こでは、基礎 自治体および県が住民投票を実施するに関して、投票権のある基礎 自治体構

成員の一定割合の者が住民発議を提起することができること、そして住民投票に際 して県

が選挙管理委員会を利用することにより生 じた費用の補償を基礎 自治体が得る権利を持つ

ていることについての憲法上の規定を導入されることだけを提案する。後者については現

行のものと一致する。残されたものについては新法、すなわち基礎自治体における住民投

票に関する法律、で取 り上げられるべきである。

基礎 自治体における住民投票に関する法律に対 しての提案の準備に際 しては、私たちは、

政府が政府提出法案 1993/94:21で提案 した選挙法の改正案を考慮に入れた。

住民投票を実施するかどうかについての決定は、現行法により、基礎 自治体苦情処理委員

会を通 して訴えでることができる。私たちは、そのような場合に、そのような権利が将来

においても必要であることが重要である考え、何 らかの変更を提案するものではない。

私たちは、総選挙に適用される手続で実施される住民投票は、世論調査以上に個々の事例

について住民意思の表明をよリー層権威づけると考える。 したがつて、私たちは、一方で

は住民投票と、他方では世論調査およびその他類似の手続 とは今後とも異なるべきである

と考える。基礎 自治体における充実 した住民投票制度が築き上げられるということは、私

たちが先に本節で提案 したところのいわゆる住民発議の権利をあわせ含むものである。こ

の従来からの議会の補完的な起草方式についての機能がそれによリー定の範囲で変更され

ることになる。この機能は、私たちが住民投票のよい補完であると見なせる世論調査等々

の手続を議会が今後とも保留されることが望ましいとする場合には、あまり重要ではない。

私たちの意見は、反対にこれがな くなつて しまうことは決 してな く、その頻度はこれから

も増えていくだろうと言うことでもある。 しかしながら、私たちは、世論調査を提起する

ことについての基礎自治体の権利に関する行政裁判所の見解 RA 1967re■ 57(11.2.
1参照)がなお有効であるので、地方自治法上の規定を維持すべき理由はもはや何もない

と考える。

私たちは、基礎自治体又は県において住民投票の対象となるであろう問題について法律で

詳細に規定することは適切ではないと考える。地方自治の結果として、また基礎自治体 レ

ベルおよび広域レベルにおける将来の発展に向けて‐定の柔軟性を認めるためにもこのよ

うに考えられる。私たちが提案する唯一の制約は、その問題について決定するために議会

に依存することになるだろうと言うことである。そこで、住民投票の対象となる範囲外 と

される公権力の執行または個人にかかる問題が出て くる。

しかしながら、住民投票を提起することが不適切であると考えられる一部の問題が、法的

には、そうしたことの対象とな りうることがある。そのようなことの例 としては、監査報
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告書とか議会が行う選挙とか基礎 自治体の行政組織がある。そのような住民投票を実施す

る法的な可能性があるということは、住民投票がそうした問題について提起されることに

なるということではなく、市民に問いかけることが適切である問題についての正確な範囲

を決めることの困難性によっている。しかしながら、私たちの提案によって、議会構成員

の多数が住民投票の提案の側につ くことを引き続 き求められるので、私たちは、それによ

つて、意図されている住民投票が実施され、住民投票にすることが重要であ りまた適切で

あると考えられる問題に関わるようになると考えている。議会がこのような権利を委任す

ることができる法的な可能性は全 くない。さらに、 1977年 の住民投票の実施の可能性

の導入に際して、私たちがここに提案 した以上に法律上には制限を設けるようにしていな

いことに注意が払われることになろう。

いわゆる住民発議に関しては、それは投票権のある基礎自治体構成員の十分の一によって

提起されるべきであることを本節において先に提案 したところである。そのような発議が

記されていることは全 く当然のことである。さらに、住民発議は、住民発議に賛成する人々

の署名に加えて、彼 らの氏名を明らかとするものおよび住所に関する情報をも含むもので

なければならない。疑わ しいケースの場合には(基礎 自治体が、その名前が住民発議に見

られる特定の人々が、実際に署名 したことを確認することができるべきである。 しか しな

がら、通常の場合には、自署であることが前提であると思われる。

先に述べたように、住民投票が実施されるべきかどうか判断するのは議会の多数者である。

私たちは、そうした決定 と関連 して、議会もまた、いつ住民投票が実施されるべきか、投

票権のある基礎 自治体の構成員に対 して示されるべき問題、そして人々に示される代替案

に関 して決定すべきであると考える。 したがつて、私たちは、これらの問題に関してもま

た、そうした決定は、住民投票を実施することについての基本的な決定をまさに議会が自

らしなければならないということの結果 として、議会の多数者に依存 していると考える。

しか しながら、議会の決定がいわゆる住民発議に従うような場合には、その問題および代

替案は、通常は、住民発議の具体化により決められることになる。しか し、議会は、いず

れの場合にも、課題および代替案の最終的な具体化について決定する手続上の権限を有 し

ていなければならない。投票用紙の数、内容、様式に関する決定もまた議会による。

全国レベルの住民投票に関してそうであるのと同様に、私たちは、それぞれの代替案にそ

れぞれの投票用紙であるべきこと、そしてさらに、自票を投ずることができるべきである

と提案する。個々人がどの代替案に投票 したか明らかにしない権利に関 しては、投票用紙

のサイズ、色、材質が同じものであるべきであるということは全 く自明のことである。

基礎自治体の構成員が住民投票にかかっている問題をよく理解することができるように、

私たちは、住民投票を実施することに関する議会の決定は、住民投票が実施 される日の、

少な くとも三ヶ月前には、なされなければならないことを提案する。私たちはまた、基礎

自治体および県は、適切な方法で、住民投票の時期およびその方法、住民投票にかかって

いる問題、提案されている代替案、そしてその他住民投票に関わる規則について、その構
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成員に情報提供 しなければならないということも提案する。情報提供の義務をよリー層明

確にするために、私たちは、基礎 自治体および県において一般的である変化する状況に対

応 して、立法的な方法は不可能であると考える。通常は、住民投票を実施することについ

ての議会決定は、地方紙などで公告される。

住民投票の手続自体に関 しては、私たちは、何 らかの非常に重要な問題については、現在

のところは、議会の選挙または全国的な住民投票に適用される規則とは異なるべき理由は

ないと考える。 したがつて、基礎 自治体の議会および県議会の選挙に際 しての投票権に関

する地方自治法第 4章第 2-4条 の規定は、基礎 自治体における住民投票に際 しても当て

はまるべきである。全国的な住民投票に際 して適用されるのと同様な一般的な選挙登録、

および投票権の記載に関する規定を導入することにより、ナッカ市が喚起 した問題も一掃

されるだろう。政府は、政府提出法案 1993/9421において、選挙登録の打ち出しは選挙

年にのみなされるべきであると提案 している。もつとも、それは、引き続き、毎年作成さ

れるべきである。基礎自治体における住民投票が選挙年以外の年に実施される場合には、

私たちは、基礎 自治体または県が選挙登録の打ち出しをすることができるのが当然である

と考える。そのような場合には、税務当局は、私たちが投票権に関して後に取 り上げるの

と同じような方法で、これにより生ずる費用について、基礎 自治体または県からその経費

を受け取る権利を有 している。さらに、私たちは、郵便局で投票するといつた形態の不在

者投票が認められるべきであるが、住民投票が選挙法による選挙または全国レベルの住民

投票と同じ時期に実施される場合には、実質的かつ経済的理由からこの権利は制限される

べきである。基礎 自治体における住民投票が別の時期に実施されるならば、議会は、その

度ごとに、郵便投票が認められるべきか否か定めることができる。そのような住民投票の

場合には、郵便投票の権利は、基礎 自治体または県内の郵便局を当てるよう制限される。

このことから、このような投票手続の形態としてかな りの経費が生 じる。その一方で、私

たちは、基礎 自治体における住民投票は、総選挙などで適用されるような方法で苦情を申

し立てができるべきではないと考える。この理由は、一つには、基礎 自治体における住民

投票に関する諸規定は広範なものであるべきではなく、また一つには、基礎 自治体におけ

る住民投票の結果が何 らの法的な効果をもたらすものでないと考えているからである。こ

の立場の結論も、一般有権者 リス トに対する苦情に関するレーン執行委員会の決定に対す

る異議、および一般有権者 リス トの修正の出願を却下する決定に対する異議に関する選挙

法第 4章の規定は適用されるべきではないということである。委員会における通常の案件

と同様に、基礎自治体の公報に掲示された議事録を修正することにより行われるので、票

計算の機能がどのように果たされるかに関する規定もまた必要ではない。

選挙法による選挙および全国的な住民投票の場合には、政府税務委員会 (RSV)が 中央

選挙管理当局 となっている。 しか しながら、私たちは、基礎 自治体における住民投票の場

合にはこの役割をRSVに 負わせるべき理由はないと考える。そのかわ りに、住民投票の

実施に応える役割は、この分野についての知識と能力を有 している基礎 自治体の機関、す
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なわち選挙管理委員会にあるべきである。そのようなものが、選挙法第 3章第 1条により、

それぞれの基礎自治体にある。 しかしながら、県に関しては、選挙管理委員会がないので、

異なる形態がとられている。このため、私たちの提案は、県の公示板 (主公示板)がある

基礎 自治体の選挙管理委員会が「 中央選挙管理委員会」の機能を果たすべきであるという

ことである。県における住民投票の場合には、選挙管理委員会に委ねられることになる役

割は、投票用紙の発行、投票の最終的な集計、および票計算終了後の投票用紙の保管であ

る。私たちは、こうした提案は、選挙管理委員会に何 らの大きな負担をもたらすものでは

ないと考える。この理由は、これまでのところ、県においては、全 く住民投票が行われて

こなかつたこと、そして私たちは、今後も住民投票の数は選挙管理委員会にそんなに大き

な負担をかけるものを含んだようなものとはならないとみているからである。こうした選

挙管理委員会はしばしば規模の大きな基礎自治体にみ られ、さらに基礎 自治体は、県が選

挙管理委員会を利用することにより生 じた費用に対する代償の請求権を引き続き有すると

いうことでもある。その県内にあるその他の基礎 自治体の選挙管理委員会は、それぞれの

基礎 自治体における住民投票の実施に自ら対応することになる。

私たちの提案するところは、税務当局が投票券を発行すべきであるということである。こ

の判断は、選挙法が適用されるような選挙および政府組織法第 8章第 4条による住民投票

にあてはまる。 しかしながら、私たちは、税務当局が、選挙法による選挙または全国的な

住民投票と同時に実施されない基礎 自治体における住民投票に関する費用について、基礎

自治体または県に対 して代償請求権を有するべきであると提案する。この理由は、基礎 自

治体または県は、住民投票が生 じさせたすべての費用に対応すべきであるからである。

11.3  1997年 からの個人選挙の要素の拡大

個人選挙審議会 (参照 1992:02)は 、その通達 (d静 1991:121)に より、国会および基

礎 自治体の意思決定機関である会議体に対する個人選挙の要素の増大をもたらす提案をす

る役割を担つた。これと関連 して、自由な任命権が検討されるべきである。

この審議会は、 1993年 2月 にその答申書「個人選挙の拡大」(SOU 1993:21)を 出し

た。この審議会は、総選挙に際 して個人選挙の要素の拡大が重要であること、そしてその

ような改革が行われるべきであることで一致 していた。この基本は、よリー層個人に適応

した選挙制度は、ただ、有権者が利用 しやす く簡単であること、そして集計手続ができる

限 り柔軟であるべきであることである。さらに、その基本は、投票は、個人に投票するこ

とと政党を支持することとの問から選ぶことができるべきであるということ、そして少数

の有権者が個人選挙を支配できないようにすることである。審議会は、その答申書の中で、

様々なレベルで個人選挙の要素を含んだいろいろなヨーロッパの選挙制度について詳細に

説明 している。デンマークおよびベルギーにおいて採用されている選挙制度は、スウェー

デンの状況に適応 した個人選挙制度のための基礎 として貢献 しうる要素を含んでいると判

断される。この答申書の中では、外国の諸制度の要素に基づいて四つの形態が示されてい
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る。

自由な任命権に関しては、審議会は、届け出候補者に対する要望が投票用紙に第一と第

二の両方の名前を書 くようにすることの増大により、先の選挙に際 して現われた不適正な

手続をある程度防 ぐことができると考えている。

個人選挙審議会の活動と関連 して、国会の諸政党は、原則的に、議員任期の 4年への延長

に関 して同意するようになつた。 しかしながら、この問題については、引き続き議論され

ることになるだろう。さらなる説明は、個人選挙審議会の答申書で包括的になされている。

11。 3.1 個人選挙審議会の提案要旨

審議会の全般的な考え方

個人選挙審議会は、その一節の中で、現行の選挙制度の枠の中に個人選挙の要素の拡大

の基礎をお くべきであるとする原則について詳細に説明している。こうした立場に立つ指

針は、通達の指針の他には、個人の要素が他の国々の選挙制度において示してきた結果に

関する情報であつた。

選挙に参加する諸政党の代議員は、政党によって指名され、その指名の手続は、通例、政

党内部の事柄である。有権者が議会における人員構成に影響を及ぼすことができる可能性

は、政党が指名に際 して行う候補者選定の枠内で個人の選択を行うということにある。こ

の点に関 しては、それぞれの選挙制度は、有権者にそれぞれ大きな選択の自由を提供 して

いる。

候補者名簿制度においては、極端な代替的な制度は、いわゆる究極的な自由名簿とされて

いる。従来の事例においては、政党は、有権者が影響力を行使できないような候補者の序

列を作成 してきた。今後の事例においては、名簿の序列は決 して手続上の重要性を有する

ものではなく、政党によって指名された候補者の選定は完全に有権者に委ね られる。これ

らの代替案の間に、さまざまな度合いで、候補者の選定を政党から有権者に委ねる多 くの

制度がある。

有権者の影響力の増大は、それと対応 して政党の影響力の減少をもたらす。選挙制度が認

める有権者の影響力の度合いは、その選挙制度における個人選挙の要素の程度を示 してい

るといわれている。個人選挙審議会は、候補者選定に際 して、ただ個人投票のみを重要で

あるとする名簿制度と、名簿順位がいろいろな度合いで受け入れられることによる政党の

序列を優先する制度とを区別 している。従来の形態の制度は、少数者である有権者が、人

物の選定を政党にほとんど完全に委ねる多数集団の犠牲の上に個人選挙を統制することを

意味 している。

個人選挙の要素の拡大について述べた説明の後で、審議会は、候補者指名に対する現在の

政党の影響力は維持されるべきであるが、一方で政党が名前を挙げた候補者の中からの選

定に関しては有権者に代えられるべきであると述べている。 しかしながら、非常に少数の

有権者集団が政党の指名に関する立場を崩すことができるようになるということは合理的
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なことではないと考えられている。

審議会はまた、外国の選挙制度についての情報やスウェーデンにおけるこの分野について

の調査研究でなされた推定などから、スウェーデンにおける個人選挙の要素の拡大の結果

を予測 しようとも試みている。長期的にみて、選挙民全体の 30～ 50%が 国会への選挙

の際にそのような機会を利用するようになると考えることは合理性がある。また、個人選

挙の要素の拡大の結果として、政治家の全般的な人格化が有権者と議員との間の関係の改

善という形で肯定的な効果を示すことにもなろうと考えることも理由がある。

個人選挙制度における選挙費用に関しては、通達によれば、その基本点の一つは、個人が

大きな財政的な負担によって委任を獲得することを防 ぐことであつた。この点に関しての

審議会の判断は、個々の候補者の選挙費用に関する問題について認められると考えられる

か否かについての規定は、提案された選挙制度が望ましくない選挙費用 という形で非常に

否定的な結果で受け止められる場合にのみ、導入されるべきであるということである。

四つのモデル

1/ 多数決選挙と名簿選挙 ドイツ 0モデル

このモデルの基本的な考え方は、国会の構成員の一定の割合は小選挙区制で多数決選挙に

より選ばれるが、残 りは広域的に名簿選挙により選出されるということである。これは、

それぞれの有権者が二つの投票をすることができるということを意味 している。小選挙区

制による多数決選挙と広域的な名簿選挙を組み合わせた制度は、他の制度よりも今日の制

度に本質的により深 く浸透 しようとしている。多数決選挙の導入は、大政党が小政党の犠

牲の上に優勢になるように導 くだろう。さらに、このモデルは、当然に、自由な指名権の

制約になるだろう。 したがつて、要約すれば、審議会は、このモデルが厳密な個人選挙の

観点から、多 くの魅力的な特徴を示 しているとしているとしても、このモデルは、政党や

有権者にとって、基本的な条件の変化を必要としていると考えている。

2/ ベルギーにおける割当制選挙制度

このモデルの基本的な考え方は、今日のように正確に、政党が投票用紙上に候補者を順位

づけるべきであるということ、そしてその投票用紙に有権者が、彼又は彼女が確実に選ば

れるべきだと思う候補者にマーキングすることができるということである。そのようなマ

ーキングだけをすることができ、優先投票は自由意思である。

投票用紙にマーキングされた候補者は、個人投票を得たといわれる。一定の割合の個人投

票を得た候補者、いわゆる割 り当て選挙は、名簿上の各候補者とは別に、位置づけられ、

直接選ばれた者となる。 したがつて、この場合には、名簿順位は何の役割も果たさない。

一方、個人投票を充分に得なかった候補者は、名簿順位による。マーキングされなかった

全ての氏名の記入された投票用紙、いわゆる政党投票は、当然、割当数に達するまである

だけ候補者に割 り当てられ、議員であると確認されることになる。この割 り当ては、高い
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順位に位置づけられた候補者を優先する名簿の順位でなされる。どれだけ強 く個人選挙の

要素があるかということに関しては、まず第一に、どの程度、有権者が優先投票の可能性

を活用するかということである。

ベルギーの選挙制度を組み立てている方法は、有権者に、候補者の優先順位について別の

考え方を示すことを可能としている。この選挙制度の第一の効果は、政党の指名が有権者

の考え方と一致するかどうか政党に示すことを有権者に可能 とすることである。それによ

つて、将来の指名の際に政党に考慮させ、有権者の政治代表 との個人的な接触を一層強化

することができる。 しか しながら、この選挙制度は、有権者が選択の機会に際 して、大幅

に彼 らを代表すべき人物の選挙に影響を及ぼすことができるということを意味するものも

のではない。政党がある選挙区で信任を独占的に勝ち取つた場合には、その場合にのみ、

例外的に名簿順位が放棄されるようになると判断される

要約すれば、個人選挙審議会は、ベルギーの厳密な個人選挙の観点からの選挙割 り当てモ

デルに基づ く選挙制度は、私たちの現在の制度と比べて明白な利点を持つているが、有権

者の影響力の効果はたい したものとはならず、集計手続は困難となり、選挙結果遅 らせる

おそれがある。

3/ 代替的名簿

このモデルは、複数名簿によるデンマークの制度に由来 して形づ くられている。このモデ

ルは、とりわけ、政党が努力する価値があるとみなされている選挙区でいくつかの名簿か

ら選択することができることである。

この制度は、個々の政党が、進出しているそれぞれの選挙区ごとに、政党の有権者がその

政党の候補者の選出に関 して、どれだけ強力な影響力を行使することができるかを決める

ことができるという基本的な考え方に基づいている。ある選挙区において、人物構成を強

力に統制 したいと望んでいる政党は、実質的に今日のと同様な名簿形式を活用することが

できる。候補者選出を強 く有権者に委ねたいとする政党は、有権者がむ しろ選びたいとす

る候補者にしるしをする名簿によって進めることができる。その場合には、それぞれの候

補者に対する個人投票の数がどの候補者が選出されるべきかに関して決定的となる。同一

の選挙区においては、同じ政党が同時にいろいろな名簿形式によって進めることはできな

い。投票用紙上の氏名に線を引いたり、その他の変更を加えることは可能であろう。

政党が用意する名簿に関しては、現在の制度を残すことになろう。人物構成による名簿の

作成に関 しては、審議会は、い くつかの代替的な考え方について詳細に説明 している。そ

の一つは、投票用紙上の候補者はアルフアベット順に並べ られるべきであるとか、名前の

ところに、有権者が、たとえば、いずれかの候補者に×の印を付けることがてきると決め

ることである。別の代替案は、審議会はむ しろこちらを薦めているのだが、政党が序列を

つけることが望まれるのであるが、その名簿順は、得票数といつたような例外的な場合に

は、その重要度は別であるとするものである。       ノ

242



代替的名簿形式によるモデルは、人物本位の選挙制度による順序が徐々に導入されること

を認めるものである。どれだけ個人選挙の要素が強 くなるかとを決定づけるものは、一つ

は、どのような設定方式を政党が選ぶかということであり、また一つには、どの程度、有

権者が人物設定が認めるような個人選挙の機会を利用するかということである。

4/ 修正デンマーク 0モデル

このモデルは、デンマークの選挙制度と同等な構成によるものである。政党は候補者を指

名 し、現在の制度と同じように、彼 らを投票用紙上に序列をつけて提示する。有権者もま

た、引き続き現在の投票用紙を利用 し、線を引いたり、その外是とする変更をすることが

できる。新 しいことは、有権者もまた名前の前のチェックをする欄にX印をつけることが

できるということである。有権者は、その場合に、個人投票権を有 しているとみなされる。

単純な基本原則は、最も多 くの個人投票を獲得 した候補者が第一番目の当選を認められ、

次に多 くの得票を得た者が第二番目、などと認められることである。もし、当選を勝ち得

た候補者で個人投票を満たしていないならば、残 りの当選者は、そのような場合には、名

簿順位が決定 となることを実質的に意味する現在と同じような方法で指名される。

しかしながら、審議会は、この制度は、政党の設定 した序列が無視されるべきであるとい

うことになる個人投票の数が、どれだけ多いか少ないかという制約の上に築かれるべきで

あると考えている。選挙区においてその政党に投 じられた全投票数の一定の定められた割

合の投票数が最も適切であると考えられてお り、程よいレベルは 5%と 10%の問いずれ

かであるべきであるということで一致 している。法律の条文および特別説明の起草に際 し

て、 8%の固定割合が当然であると考えられている。

候補者の個人投票の数の計算に関しては、候補者が個人投票を得た選挙区において政党の

どのような名簿に基づいたかに関 しては何の制約もない。同一の政党の主たる名簿および

一又は複数の名簿にあげられた候補者は、それらの名簿の個人投票の数の総合計の投票数

を得ることになる。しか しながら、同一の政党名のもとで獲得された個人投票のみについ

てである。

個人選挙審議会は、この修正デンマーク 0モデルは、重要な個人選挙の要素の余地を残

していると同時に、 選挙が政党間の選挙という特徴を保持 していると考えている。どれだ

け個人選挙の要因が強 くなるかということは、まず第一に、個人投票の機会を利用する人

がどれだけ多いかによる。またこれ自体は、有権者の選挙制度についての知識とこれに関

して提供される情報次第である。

このモデルは、適用するのが単純でありわかりやすい。また、このモデルは、基礎 自治

体の選挙の際にも実施 しうる (下記のとお り)。 個人選挙審議会は、集計手続きが手間取る

こともほとんどないだろうと考えている。

基礎自治体の選挙に関する個人選挙審議会の考察
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個人選挙審議会は、個人の要因が全国におけるよりも地方において一層大きな関心がもた

れている外国の選挙での経験を提示 している。デンマークと同様にベルギーにおいても、

全国におけるよりも地方の選挙において、非常に高い割合で個人に投票する機会が利用さ

れている。スウエーデンの選挙における個人の要素の関する調査研究活動もまた、同様な

傾向を指摘 している。個人の観点の活動は、有権者と議員との間の距離をいかに身近 くす

るかという点で非常に重要である。基礎 自治体の議会の選挙は、明らかに、個人選挙の観

点から非常に大きな関心を払われている選挙である。

個人選挙審議会は、スウェーデンにおいては同日選挙となつているので、国会の選挙と基

礎自治体の選挙とで異なる選挙制度を有 していることは適切なことであるとしている。 し

たがつて、総選挙については、統一的な方式が主張されている。

1/ ドイツ 0モデルの小選挙区・名簿選挙

個人選挙審議会は、議会の会議や選挙区割 りに関する規定などに大幅に関わることなしに

基礎 自治体にこのモデルを移すことはできないと考えている。もし国会選挙における広域

的な名簿選挙 と結合 した小選挙区選挙が導入されるならば、基礎 自治体の選挙とは異なる

方式を受け入れることができるだろう。

基礎自治体における制限規定

基礎 自治体の状況に上記の 1-4の適用に際 して特別に注意 しなければならない条件は、

選挙区において選ばれるべき代表の数は比較的に多数であるということである。このこと

は、少数集団が個人投票を残された議席に関わる個人投票を支配することができる恐れが

あることから、個人投票が少数者支配の基礎 自治体政治に焦点が当てられることになるだ

ろうということである。

個人選挙審議会の判断は、上記のモデルが基礎自治体における選挙の際の状況に適用され

る場合には、何 らかの障害があるに違いないということであった。政党得票の 5%と いう

障害も2.5%と いう制限も、一部の選挙区割 りされていない基礎自治体においては、よ

り少数の集団またはまつたくの個人が個人選挙を支配することができるようにして しまう

だろう。こうしたことは望ましくな く、それゆえ、名簿順位が無視される最低のレベルと

されるべきであると考えられている。

一定の計算により、最低 レベル 50票 ということで政党の得票の 5%を適切な調整値 とし

て推薦されている。県の選挙に関 しては、 100票 とより低い制限値 とで判断されるべき

であると考えられる。

2/ ベルギー・モデルの割当て制選挙制度

個人選挙審議会は、割当て制選挙制度が基礎 自治体の選挙については何 らの大幅な変更な

しに取 り入れ られうるべきであるとしている。しかしながら、この制度の構造は、少な く
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とも、政党が多数の名簿で進めることを選択 した場合には、かなり複雑であると考えられ

ている。制限規定の導入は、よリー層複雑な制度 としてしまう。 したがつて、基礎 自治体

の選挙に関する限 り、このモデルが通達の求めるところと一致するかどうか疑わ しいと考

えられる。

3/ 代替的名簿方式

審議会は、この制度もまた、何 らの大幅な変更なしに基礎 自治体のレベルに移すことがで

きると考えている。この制度もまた、非常に少数の有権者集団が個人投票に決定的な影響

力を持つことを避けるために制限規定によって複雑化されるべきであると考えている。

4/ 修正デンマーク・モデル

このモデルも基礎自治体の選挙に適用されうる。個人選挙審議会の判断は、制限規定の設

定は除いて、審議会が国会の選挙を想定 して準備 したモデルという条件の上に最低限の修

正を求める主に代償的な制度であるということである。

11。 3.2 この提案により想定される基礎自治体民主主義への影響

上記に指摘されているように、外国の選挙の経験は、個人要因が地方の選挙においては国

の場合よりも大きな関心事であること、そして個人に投票する機会が地方の選挙の際には

国の選挙の場合よりもはるかに高度に活用されているということである。個人選挙の要素

の拡大がスウェーデンにおいて導入されるならば、同様な展開が予想される。

個人選挙審議会は、基礎 自治体の選挙の際に、有権者の大多数、おそらく投票数の過半数

が、候補者の彼または彼女のいずれが主に議会に選ばれることが望ましいか印をする機会

を活用するようになるだろうと考えている。こうした考えから、それぞれの場合に、想定

される影響の一部は、基礎 自治体 レベルにおいては国レベルにおけるよりもより高度に見

られるようになると考えられている。

個人選挙審議会が提案 したような種類の改革は、私たちの考えるところでは、政治家と有

権者に報告 し、報告されることを強 く求めるようにすることだろう。この影響は、当然の

ことながら、個人選挙の機会の拡大が実際のところどの程度活用されるかということによ

る。知 らせることの必要性をまず知るべき集団は、投票用紙上に最終的に適切な位置を見

出す候補者である。こうしたことから、先に指摘 したように、有権者の大多数は、政党に

より投票用紙上の トップに位置づけられた候補者にその個人投票をする傾向がある。

個人投票の要素の拡大による否定的な影響と危惧されることは、候補者の経済的な資力が

まず影響する、あるいは政党が大幅によく知 られた人物と結託 しようとするアメリカ的あ

るいはフインランド的なタイプの個人政治への発展である。 しかしながら、個人選挙審議

会は、スウェーデンにおいては、そのような発展の可能性はそんなには大きくはないと考

えている。私たちもそのような発展はおそらくないと考える。
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これらの提案のような改革は、選挙の過程の民主化であるとみなされ得る。まず第一に、

どの活動的で熱心な政党員が最もよくその政党を代表すると考えられるかという問題であ

ったことから、個人選挙の要素の拡大は、選挙の結果が相当程度広範に、誰が最もよく有

権者を代表 し、また彼 らの意見を代表するかといつた有権者の考えを反映させるようにな

るだろう。個人選挙の要素の拡大はまた、たとえば、女性議員の増大が望ましいと考えら

れるならば、女性候補に投票することにより、有権者にまつたくの政党政治以外の要因を

取 り込む機会を提供もする。

私たちは、有権者と議員との間の情報の行き来の増大が双方の集団間の密接で個人的な接

触を確立 し、維持する必要へと導 くことになると考える。このことはまた、議員は、有権

者の気持ちや意見をよりよく把握するようにもなるということである。私たちは、これ ら

両方とも、地方の民主主義の強化として効果的であると考える。
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12 品質の管理

体系的な継続的品質測定は、いまだに基礎自治体の過程の中に組み入れられてはいな

いが、その作業は始められてきている。

私たちは、品質測定および品質管理は、基礎 自治体および県のすべての活動に、こ

こしばらくの問、ますます求められようになるとみている。

私たちは、品質測定が全体の品質を測定することができるように発展させられ、そ

の測定が組織の中のすべての職員を引き込む継続的な過程に位置づけられるように

なることが望ましいと考える。人としての尊厳、職員としての自立的な責任感 といつ

た職業倫理は、組織の文化に引き上げられるべきである。基礎 自治体のサービスの活

用もまた、人々がどのような品質を求める権利があるかわかるものでなければならな

い。

「市民契約」モデル、たとえば保育の保証とか医療における看護の保証は、どのよ

うなレベルが維持されるべきかという議員から有権者への公約として、基礎 自治体に

おいて地域で試みられうると私たちは考えている。

私たちは、品質の事後検討の際に出て くる情報が、生産者間の比較という形で、利

用者に示されるべきであると考える。こうした情報はまた、職員にも示され、品質向

上の達成が報われるなければならない。

私たちは、それは政治の役割であるから、議員が、実際に、それらの活動の評価に

従事すべきであると考える。結局のところ、私たちは、基礎 自治体の会計監査はます

ます体系的な品質測定を活用すべきであると考える。

私たちの通達においては、品質管理の方式について考察すべきであるといわれている。

12。 1  基礎自治体の事業の目標

包括的な国家目標を設定することによる国家の側からみた一般的なねらいは、基礎 自治

体の事業に対する望ましい配慮を示 しているということである。現行法に示されている日

標は、主として達成されるべきものを示 している。

第 11章 社会サービス法 (1980620)は 、社会サービスが経済と社会の安全と人々の

活発な社会生活への参加を推 し進めるものであるべきであるとされている。

第 12章 保健医療法 (1982:763)は 、保健医療の日標はすべての住民の健康 とケアの

充実にあるといわれている。

第 12章 学校教育法 (1985:1100)に は、すべての幼児および青少年は国中どこにあっ

ても同じような教育を受けられるべきであると規定 している。

さらに、これらの特別法は、直接なされた事業への需要を重要な目標 としている。そのよ

うな需要は、まず第一に、たとえば、保育法による権利、またはグレた幼児および青少年

に対する基礎 自治体の義務 といつたような、一個人と基礎 自治体または県との間の関係に

関わるものである。ある事例においては、法律により保証される権利についての裁判所の

解釈が基礎自治体の事業の重要性を高めてきた。
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さらに、基礎自治体自体の目標設定が、しばしば、学校教育計画などの個別の計画書にお

いてなされてきた。それぞれの生産単位 (学校、デイ・ホーム、ケア・センター)も また、

その事業について明確に表示された日標設定を掲げることができる。

目標管理の過程においては、通常は、調整の日標、資金の日標、効果の日標、そして生産

の日標に分けられる。政治家は、多 くの場合、財源枠をも示す一般的な目標設定となる調

整の目標を示す。その後、調整の日標は、測定可能な効果の目標へと明確化される。これは、

量と質の両方を含み、政治家と行政 との間の対話で形づ くられることが多い。その後、行

政の事業責任は、効果の目標を詳細な生産の目標に分解される。

事業に関わる計画、事後検討、そして評価は、しばしば利用者の協力の下に地方ごとに形

づ くられる細分化された事業目標を形作る。

伝統的な目標管理モデルは、一部の基礎 自治体および県においては、契約もしくは合意モ

デルに取つて代わられてきている。このことは、事業が発注一請け負い機能分けられた場

合においては特に重要である。その場合に、請け負い契約者と結果単位組織 とにされる発

注者の特別な需要についての効果の日標および生産の目標が形成される。発達 した顧客選

択システムにおいては、事業に対する需要は、サービスのチェックシステムが機能すべき

前提である「同意」により形成される。

12.2  課題

基礎 自治体の事業が増大するとともに、質の問題がいよいよ現実のものとなってきた。

公的な財源の減少により事業の質の悪化の恐れがある。新 しい政治および経済の管理形態

は、事後検討や評価の手段の改善を必要 としている。事業の管理運営が契約に委ねられた

場合には、それぞれの生産単位組織は、相互に比較される必要がある。伝統的な基礎 自治

体の事業において利用されてきた質を判断する方法は、民間で実施されている事業に必ず

しも直接には移すことはできない。質の基準はしばしばかけていた。

多 くの基礎自治体および県における財政の逼迫は、財政上の日標が質的なものよりも重要

であるとみられるように導 く恐れがある。

したがつて、次の問題が重要となる。

契約に委ねられた事業を基礎自治体および県は、民間の事業と同様に比較され得る質を

維持することができるように、どのように統制することができるか?発注者は、契約

における適切な質の要求および生産された事業を事後検討 し評価する適切な方法をど

のように開発 したらよいか ?

利用者は、彼 らが選び、支払つたサービスの質を受けることをどのようにして知ること

ができるのか?彼 らは、正 しい質のレベルを選ぶことができるために、いろいろな大

体サービスについての適切な情報を受けることができるだろうか?質 に不満があると

したら、どのような苦情あるいは不平の可能性があるだろうか ?
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基礎自治体/県が新しい管理運営形態や新しい政治 0経済制度に移行した場合、少数

集団がより質の悪いサービスを受けることになる恐れがあるのではないか?

12.3

12。 3。 1

定義

一般的な定義

質および質の管理とは何か ?

スウェーデン学術会議の用語 リス ト (1986)に は、質という言葉は、価値 (無価値 )、 品

質、種類、性質、良いあるいは第一級の性質と定義されている。標準化委員会によれば、

質は、「表示されあるいは示唆された要求に見合う能力を示すところの生産物 (ま たはサー

ビス)のすべての品質」である。

サービスの特徴は重要ではな く、「顧客の参加」を必要とするということである。 しば し

ばその線から大きく外れて職員により実施される。サービスは、 しば しばそれが生産され

ると同時に消費され、貯えられることがない。公的サービスは、政治的な考慮によって管

理され、純粋なサービスの生産と公権力の行使に分けられる。

では、サービス生産の質はどのように計られるか

DeA.ガルヴインは、引用記事 (「生産品質」 とは実際には何か ?Sloan Management

re宙eL vo126 nr l 1984)の 中で質を定義する手順を五つに分類 している。

(→ 超越的手順は、定義 しがたいす ぐれた品質とみなされることを意味する。

⑭)製品適応的手順においては、質は正確かつ測定可能な変数としてみなされる。生産物ま

たはサービスは、その外観により、質に関して単純に順に並べ られうる。

(c)利用者適応適手順においては、質が利用者にあわせて生 じてい くことを前提としている。

(d)生産適応的手順は、製品適応的と類似 しているが、主に、組織の中に焦点が向けられて

いる。適切に機能 している生産組織は、基準を維持 していない製品は非常に少ない。

o評 価基準的手順は、利用者基準を思い起こさせるが、ここでは価格も考慮される。この

ことは、質を満足 している顧客と利潤、市場シェアの割合に合わせることが可能となる

ので、企業の場合に非常に頻繁に生ずる。

フィンランドの研究者であるクリスチャン・グリョーンルースは、あるサービスの全体的

な質に含まれるもの、すなわち技術的な質、機能的な質、そ して組織形態について、別の

モデルを展開していた。技術的な質とは、 (ケア労働など)提供されるものに関わるもので

あ りt機能的な質とは、 (容易に利用できるか、扱い勝手など)どのように提供されるかに

関わるものである。あるサービスの技術的、機能的な質は、最終的には、企業の組織形態、

それは顧客の消費する質に影響を及ぼすものであるが、それにによってろ過されることに

なる。
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介護部門においては、その構造、過程および結果に焦点を当てた総合的な質に向けたモデ

ルが適用されることが多い。構造 とは、その事業を運営するための外部条件に関わるもの

であ り、過程についての質とは、手段や行為の内部条件または品質に関わるものであ り、

結果とは、事業の結果についての判断に関わるものである。以前は、もつぱら質の保証が

言われていたところであるが、今では、質についての検討が生産過程において統合され、

全組織に行き渡る、質の継続的な発展についてますます議論されている。

質の測定は事後検討と評価の両方の基礎 となる。評価とは、事後検討よりもより広範な努

力に関わる。

12。 3.2 私たちの定義

私たちは次のような要素が特別に重要であると考える。

― 基礎自治体および県の直営または委託の事業の質を判断するために、考慮の行き届いた

戦略が必要とされる。

― 質から事業を詳細に説明できるべきである。

― 私たちが基礎自治体または県のそれぞれの内部組織の製品を判断する場合、比較するこ

とができるものさしを利用する必要があり、他の基礎自治体および県の事業 と相互に比

較することができることが望ましい。

― 直営で生産される事業の質と外部で生産される事業の質とを比較すことができるべき

でもある。

― 議員が時とともに質が改善されているかあるいは悪化 しているか判断することができ

るべきであり、む しろ前もつて疎のことについて合図をすることができるべきである。

― サービスが価格の価値があるかいなか判断することができるように、価格との関連で質

を設定することができるべきである。

さまざまな沢山の選択すべき質についてのモデルがあり、問題となつている事業、および

基礎 自治体または県の求めているものに最も適切におもえるものが選ばれるべきである。

上記の基本的な必要性は、一つの指針である。

ここで、私たちは、公的に合意された基準をどれだけ良く満たすことができるかにしたがって、生

産者を‖贋位付けることができるようにする生産されたサービスの測定可能な品質として、質につい

て定義する。

政治的、経済的制度の変化とともに、新 しい管理運営形態および顧客選択適応は、いよい

よ、その関心を事業の実施およびその実施 と結果がどのようになるかということに向けら

れている。事業の質を測定することができるためには、質の日標がそれぞれの計画文書の

中で、そして発注や契約での要求という形で特定化される必要がある。
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質の目標または必要性は、生産単位組織が達成 し、あるいは超えるよう努めるべき公的に

合意された測定可能な基準を含んでいるべきである。

事業の質が、その事業がどのように実施され、どのような結果が生 じるかに関 して継続的

に追求されうるためには、適切な質の指標または質のものさしが選択されなければな らな

い。それは、 どれだけ適切にそれぞれの単位組織が定められた日標を達成するか示すべき

である。そのような指標は、一般的に、上記の手続きおよび主観的な観察から構成され、

成 り立ったものとなろう。

すべての質の測定に伴う危険性は、測定 しやすいものが測定され、事後検討がよリー層困

難な形態の事業 目標が無視されることである。こうした測定は、事業に対 して統制的な効

果も有 している。もし、成績や試験に焦点を絞ることの結果が、生徒たちが知識の詰まつ

た暴力犯として学校を出てい くことを意味するならば、学校は、その使命を果たしてはい

ない。同様に、介護は利用 しやすさが高 く、職員が親切ではあるが、その取 り扱いが良 く

ないならば、その日標は達成されたとはいえない。 したがつて、その質がどのように測定

されるかを決めることは、重要な使命である。

質の統制とは、ブラ・ビョッケルスの辞典 (3:e1983年版)では、生産物またはサービス

が望ましい品質を有することを見届けるための手段として定義されている。

そこで、私たちは、質の統制を、質がどのように測定されるべきか、そして誰または何がそれを

測定すべきかについての調整であると定義する。

統制の手段 (規則、基準、合意協定、対外的契約、承認、条件など)は、チエック機関 (政

治上の決定に関わる小委員会、基礎 自治体の発注および請け負い機能、市民、利用者、監

査委員など)と 同様にさまざまである。

質の統制は、事後検討および評価を通 して行うことができる。事後検討とは、通常は、計

画、予算、そ して明示された日標に対する、多 くは財政的な側面からの継続的な統制を意

味する。事後検討もまた、何 らかの原因等が示されることの無い実施行為や結果の測定 と

して述べ られている。評価は、目標や需要、課題に対 しての事業の結果についてのよリー

層の内容的な判断に立っている。評価においては、なぜそれがなされたかについての分析

な くして、質が向上 しあるいは低下 したか結論づけられることはない。評価は、通常、事

後検討よりも範囲が広 く、同じように継続的には行われない。質の測定は、評価 と事後検

討の両方に基づいて行われる。

12.4  質の測定に際 しての一般的に求められる事柄

審議会に対する報告書「基礎自治体における事業における質の測定」(SOU 1993:74)に

おいては、調査研究されている事業の分野がどのようなものであれ、質の測定に置かれる

べき必要性について次のように述べられている。
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質の測定は、基礎自治体または県の統治形態に即 したものであるべきである。

質の測定の手段は、選択された統治形態または組織形態にかかわらず完全に機能すべき

である。

質の測定は、質の保証の過程をなすようになされるべきである。

できる限 り、構造の質や過程の質、結果の質を合わせた全体的な質が含まれるべきであ

る。構造とは、法律や財源能力開発の可能性 と等々、一連の「外的」条件によって示さ

れる諸条件である。過程 とは、その内容とか仕事の仕方、態度、関連する「雰囲気」な

どといつた「内的」諸条件である。構造の質が適切に維持されているかどうかは、その

過程と結果の質が良いものであるように協力する、十分な教育のある有能な職員の問題

である。結果の質は中核的なものであり、可変的なものではなく、全体的な目標が形成

されるべきである。構造および過程は、よリー層行為に関わる情報を示す明らかに可変

的なものである。

測定は行為に関わるものであるべきである。

質の測定は、統治形態または組織形態の選択に関わらず、明白な目標または需要にその

必要性を置いている。

質の日標は、何を測定するのか、それが有効であるか測ることになる。質の日標のうち

の一部は、む しろ質の指標である。

質についての情報は、優先順位を付けられるべきである。

さまざまな事業の質に関する情報は、利用者に提供されるべきである。

12。 5  質の基準

基礎 自治体および県の事業においては、従来は、まず量的な情報が集められてきた。近

年においては、とりわけ学校教育の分野においては、よリー層質的な情報が収集されるよ

うになつてきている。 しかしながら、学校教育委員会は、1992年の報告書の中では、学校

教育事業の評価は、国中の基礎 自治体の三分の二において、ほとんどあるいはまつた く予

定 していないとしている。学校教育委員会は、学校教育についての評価に関する理念や形

態、知識に対する不確実性や欠落があるとしている。

その一方で、近年においては、アンケー ト調査を通 して一般大衆が基礎自治体のサービス

の質に関 してどのようにみているかそしてどのような分野に優先順位を置いているか見つ

け出すことがますます一般的になつてきている。

スウェーデン基礎 自治体連合が発注 した SIFO―調査 1992に より、参加 した 88の基礎自治

体がさまざまな形態の基礎 自治体のサービスの質に関する市民と政治家のそれぞれの考え

方を把握 していた。この調査は、一般大衆と政治家の考え方の溝が大きいことを示 してい

る。

政治家は、概 して、一般大衆がそうである以上に、サービスの肯定的な面に重きを置いて
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いた。このことは、なによりもまず、保育および老人介護がどのように機能 しているかに

ついての判断に当てはまる。このアンケー トは、1993年 に同じもので追跡調査されること

となつている。

学校教育および社会サービス、保健医療における質の測定について調査研究 した、行政改

革庁の先に言及 した報告書 (SOU1993:74)に よれば、アンケー トという手法は、質に関す

る情報収集についての最も一般的な方法であるということである。市民調査は、上記に言

及 したように、それに関係する人自身がどのサービスの事業を利用するか判断する問いの

可能性を示している。市民調査は、包括的にあるいは選択的に行われる。

他方、利用者調査は、直接サービスを利用する人々に対 してのみ活用される。

どの基礎自治体 (ハルムスタッド、カールスクローナ、ナッカなど)も、いわゆる質の指

標 といつた、市民調査 とは別の形を利用 してきている。質の指標 とは、全般的な質および

それぞれの事業の質についての集約的な基準を示す。その手法は、それぞれの事業の市民

にとっての相対的な重要性に関しての情報と基礎 自治体がその使命を果たしていくという

ことを市民がどのように考えているかについての情報 とを結び合わせるものである。この

質に対する考え方についての情報 とそれぞれの分野がどのように優先順位付けられるかと

いうことについての情報の結びつけは、処理に向けた手続きの基本である。そこで、基礎

自治体は、市民にとって重要であると判断されるような事業の質を高めることを目指すこ

ととなる。

一部の基礎自治体は、自前の利用者調査を活用 してお り、多 くの事例が地方民主主義審議

会に送 られてきている。

個々の生産単位組織は、その利用者および関係者に対 してその質について判断するために

アンケー ト調査を行つている (た とえば、ダルショーフォルスにおけるケアセンターやエ

スキルステユーナ、ヌーシヨツピング、カ トリーンホルムにおける病院、ウプサラにおけ

るすべての保育、カールマールにおけるホームヘルプなど)。

利用者調査の有利なところは、質問に答える人々が実際に問題のサービスにっいて経験を

有 しているということである。難 しいところは、変化する業務の基本を示すように、正確

質問を作成することであろう。利用者が何に不満足であるか知ることな くして、彼 らが満

足 しているか不満足であるか十分にはわからない。方法論である利用者調査は、 しば しば

非常に肯定的な解答を示す。利用者は、みずからの批判を呈するためには、問題となって

いるサービスに依存 じすぎている。そのような事例においては、利用者の親類はよリー層

明快である。 したがつて、社会サービスの分野における利用者調査は、 しば しば観察 とか

インタビューとか利用者の親類などといつた別の調査手法で補完される必要がある。

基礎 自治体の会計監査委員もまた、特定の事業の検査 と関連 してアンケー トを出すことが

できる。たとえば、グルスーエズの会計監査委員は、余暇委員会の活動の検査と関連 して、

大人および幼児に対 してアンケー トを出している。同じく、ベングツフォルスの会計監査

委員はベングツフォルス市の保育の検査に際 して利用者アンケー トを利用 している。

253



多 くの分野において知られている一般的な手法は、行政開発庁の報告書に寄れば、利用者

調査を、仕事の雰囲気や仕事の管理などに対する職員の態度 と結び付けることである。こ

のことは、質の欠落が組織内部の問題に関わるかどうかの判断の基礎を示すことになろう

(構造の質)。

12.6  質の測定のモデル

上記の質のものさしは、利用者がその事業に満足 しているか否かについて、質の概念の

単なる一つの側面を測定するものである。よリー層複合的な質のものさしのモデルが「 よ

リー層お金のかけがいのあるものとするために」というプロジェクトの中で、スウエーデ

ン基礎自治体連合から出されている。

このプロジエク トにおいては、質の指標を使用することにより事後検討および評価のモデ

ルを作 り出すことと考えられている。これがどのように行われるかについての一つの事例

は、文書、学校選択「生徒の教育と評価」 (ス ウェーデン基礎 自治体連合 1992)に示され

ている。そこでは、学校教育事業において考えられるだけの質について調査研究されてい

る。五つに分かれた事後検討と評価のためのモデルが利用されている。このモデルには、

証拠や証人といつた、いわゆる「硬い」ものさしが含まれている。「軟らかい」ものさしと

しては、たとえば、生徒や校長、職員に対するアンケー トである。その他のものさしは、

政治家の学校訪間による観察と最近における生徒の通学の効果に関する調査研究報告書で

ある。これらすべてのものさしが集まつて、学校教育の質についてよリー層完全な構図を

示すこととなる。アルブーガ、 リンショッピング、ウメオ、ヴェネルスブルグの各市がこ

のプロジエク トに参画していた。

もう一つの形の評価は、うまくいつた学校教育について検討することである。ここでは、

成果から出発 して、他方で、うまくいつた学校教育を特徴づけているものは何かについて

調査するものである。うまくいつた学校教育とは、生徒の成果が、概 して、類似の社会的

集合体 とは、学校教育の割には著 しく肯定的に異なるような場合と考えられる。報告書「八

つの中学校における学校教育の雰囲気、実践、および行動様式」(報告書 53ス ィルムス大

学教育研究所 )においては、学校教育の雰囲気に関するものさしは生徒の社会的背景や成

績とか生徒の行動様式とかの形での学校教育の成果についてのものさしとどのように比べ

られる詳細に説明している。

先に延べた質の指標もまた、質の測定のために同様に重要なモデルの例である。その目的

は、伝統的な量的割合を補完するものとして、基礎自治体の全事業について集約的に測る

質のものさしを一般化することである。

公的財政の調査研究のための専門家集団、ESOは、その報告書 Ds 1988:1の 中で保育につ

いて、そして報告書 Ds 1987:6の 中で高齢者の介護について、質の測定のモデルに関して

詳細に説明している。これらのモデルは、結果の多様性によりも、構造や過程の多様性に

焦点を置いている。
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社会福祉庁の報告書 1990:29「ホームサービスの継続性およびその質」においては、高

齢者介護における一つの質の測定方法が提示されている。

県連合の文書「公示から合意まで」1992に は、 公示から発注管理への移行は質の事後検

討の改善を必要とするとされている。県の新たな財務管理においては、発注者は介護の質

を明確にする場合に主要な役割をになつている。発注者は、一定の質の水準の一定の量の

介護に価格を設定する。発注者は、実施者が介護の質の状況を維持促進 し、事後検討 し、

詳細に説明することを求めなければならない。このような説明は、その後、発注者を、そ

れが医療であるならばプライマリ・ケアについて、外部の判断によって補完することにな

る。多 くの県においては、発注機能は医学診療の熟練者にある。その他に、発注者自身は、

患者アンケー トやその他の住民アンケー トについてイニシヤチブを取 らなければならない。

ウプサラのプライマリ・ケアでは、ガイ ド0メ ディシンによって活動する質諮問委員会 と

結びついていた。すべてのプライマ リ・ケア単位組織は、医療経験のある職員と管理運営

能力を有する職員の訪間を受けることとなっている。既定のチェックリス トにより診療受

付の間診がされる。その結果は、一般大衆にとって利用 しやすくなるように案内書に集約

される。診療受付の会計監査が実施されることにもなる。

産業においては、たとえば、品質に関する国際基準など、多 くの一般的な質の測定方法が

利用されている。IS0 9000は 、さまざまな事業における質の管理のために必要なものを明

らかにし、その実現を目指 した一つのそのような基準である。この基準は、質に関わる制

度の導入と維持をねらいとし、継続的な質の向上を目的としている。IS0 9000は 、それぞ

れの機関がそれ自身の質を保証する制度を築いていかない限 りは、完全な解決策を提示す

るものではない。ある機関は、提供者が ISOの基準に従う場合には、提供者の保証を申し

出るだろう。それは、その機関自身が必要性を満たしていると判断しているということを

意味 している。ある顧客がその保証を得たいならば、その顧客は、自らある判断をするか、

質の監査を利用することができる。

最もしつかりと制度に結びついた形は、証明により達せられる。現行の国際基準が求めて

いる必要性が満たされていると無関係の第三者が判断することが必要である。この証明は、

認証機関、あるいは企業、たとえば、基準コミッシヨナーとか特定の保険会社などにより

行われる。

1991年 には、質開発研究所 SIQがその活動を開始 した。SIQの構成者数は、現在、約 40

の企業 といくつかの当局 (主に、事業活動)に までなっている。SIQの最も顕著な活動は、

判定審議会の質活動についての判断によれば最大の長所である企業に対 して授与される表

彰スウエーデンの質である。SIQは、企業および公的部門の中の生産単位組織の双方で利

用することができる質の測定および継続的な質開発のためのモデルを考案 してきた。この

モデルにおいて判断される基準および同様な方法は次の通 りである。

リーダーシップ

255



情報提供および分析戦略的質の計画

スタッフの開発、雇用、参加

事業の過程の質

事業の成果

顧客満足

このモデルは、質の管理ができるだけ生産過程に組み込まれているべきであること、そし

て質の測定が継続的な質の開発を目的としたものであるべきことから始まる。

スウェーデン基礎 自治体連合は、学校教育における質の開発を刺激するために質の表彰を

始めるべきである。多 くの学校 と質開発研究所 (SIQ)の協働により、開発され、試みられ

るべきさまざまなモデルおよび質の基準が現れている。

保健医療においては、SIQと の協働において、同様な開発活動が進行 している。そこでは、

個々の質の価格に関する計画が議論されている。

報告書「基礎自治体の事業における質の測定」(SOU 1993:47)では、学校教育、保育、高

齢者介護、そして保健医療におけるさまざまな質の測定のモデルが詳細に説明されている。

調査研究された事例によれば、質の測定の活動がさまざまな事業分野に深 く関わつている

ことを示 している。この報告書は、社会サービスにおけるよりも、その日標がより明確に

形成されている学校教育および保健看護の分野においては、全体の質を判断するためによ

り多 くの条件があるとしている。社会サービスにおいては、過程がその事業の中核である

ので、成果は過程の変化に良く対応する。

この報告書によれば、現在の質の測定は、概 して、過程の質についてよりも成果の質によ

り低 く焦点を当てている。質の測定による情報の職員への打ち返 しは、必ず しも良 くは機

能 していない。この調査研究は、質の保証もまた、基礎 自治体の過程の一部分ではないこ

とを示 している。

さらにこの報告書は、発注者のため、そして消費者のために、事業のさまざまな生産者に

おける質を比較することができることの必要性があるとしている。多 くの基礎 自治体およ

び県は、そのような商品情報告示に着手 し始めてお り、主要な基礎自治体がこのようなタ

イプの比較情報に対応 していくのは当然のこととおもわれる。

報告書「基礎自治体および県の根本的な組織改革」(SOU 1998:73)に おいては、新 しい組

織も出るを導入 した 9つの基礎 自治体と3つの県が調査研究されている。1992年の議員に

対するアンケー トによれば、その新 しい組織において質の評価に責任を負うべきであるの

は、とりわけ、発注委員会 と事業責任者であるということであつた。 しかしながら、これ

らの委員会の約半数は、何 らかの評価手段を実行するにはいまだに間に合つてはいない。

この同じ報告書においては、これまでに発注委員会と請け負い単位組織との間で形成され

てきた契約や協定について事後検討および評価に関してしば しば不明瞭さが生 じるとも述

べている。これは、主に、質の日標が事後検討できるように非常に不正確に形成されてい
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ることによる。このことは保育および保健医療における協定に当てはまる。利用者に対す

るアンケー トにおいては、彼 らがその事業に満足 しているかいないかについての質問を欠

いていた。

同様な結論は、保育および高齢者介護における請け負い契約者との契約の検査において、

社会福祉庁の職員によって引き出されている。質の目標は、 しばしば、適切な事後検討を

可能とするためになおさら悪 く設定されることがある。

社会福祉庁も、幼児環境諮問委員会および全国文化諮問委員会、全国青少年諮問委員会、

学校教育庁の合同諮問委員会において、報告書 1993:2「変化の時代における幼児の置かれ

た状況」の中で詳細に説明されている社会の中における幼児の置かれた状況の発展の経過

について、基礎 自治体および県において継続 している更新および改正作業という理由で追

跡調査 している。この報告書によれば、1992年の幼児および青少年に対する事業における

節減は、ほとんどの場合、質の深刻な悪化なしに実施にいたっている。一つの例外は、大

都市地域である。1993年 には、よリー層深刻になっている。多 くのの基礎 自治体において

は、質が影響を受けることな く節約が行われたかどうか不確実であると考えられる。最終

報告書は、1994年 の初めまでに政府に提出される。

12。 7  質の管理

12。 7.1 基礎自治体の事業における質の管理

伝統的な基礎 自治体の事業においては、質の管理は、しばしば、一定の規則の体系が資金

の分配の構成に適用されることにより行われる。基本単位組織が結果単位組織に発展 し、

中間レベルの公務員が減少させられると同時に、質の保証はますます個々の生産単位およ

びその長に移されていく。

多 くの基礎自治体の直営の事業にとっては、現在の顧客との開かれた対話がサービスの質

がどのように理解されているかについての基本的な認識を生産者に提供 している。対話は、

一部では、利用者アンケー トあるいは市民アンケー トにより補完される。とりわけ、学校

教育、保育、高齢者介護などのように、利用者が諮問的行政機関に参加 している分野につ

いては、人々に質の事後検討への協力の機会が与えられる。

社会サービスの分野においては、アンケー トは外部の専門家による検査により補完される

ことになる。

質の測定は、通常、計画、内部の同意、あるいは外部の生産者との契約で定義された定め

られた日標との関連でなされる。

予算制度の構成具体化は、質にとって非常に重要なものと,な ろう。オズボーン、ゲブラー

の著作「再発明政府」1992に よれば、イリノイ州の予算制度などは、病院がベッドから離

れた患者についてよりも寝たきり患者について高い代価を受け取ることと関連 して、寝た

きり老人を、多数、劇的に増加させることとなったということである。今日では、制度も
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変革されて、さまざまな質のものさしから判断される順位がどれだけ高 くおかれるかとい

うことから病院に対 して財政的代価が提供されている。同様に、USAにおいては、労働の

仲介に対する代価は、顧客の数に基づいていたことから仲介がその労働に占めている割合

に変わつた。

基礎自治体が発注一請負モデルで組織化されているならば、発注機能は、当然に、質の管

理、事後検討、および評価について責任を負う。請負者は、とりわけ、その事業が質の日

標を達成すること、そしてすべての職員がその作業に専念することに責任を負う。

事業におかれる質的要請、あるいは制約は、それが請負契約者によって運営される事業で

あるか直営の生産であるかに関わらず、事務処理や契約締結と合わせて明確に述べ られる

べきである。

請負契約者および基礎 自治体の生産者は、競争の中立性という理由から、同じ種類の事業

に就いては同じ目標 と質的要請を満たすべきである。

基礎自治体が事業を請負契約に出す場合には、契約に既定されるものの当然の一部として、

初期の段階で質の問題が生 じる。サービスの事務処理に際 しては、契約上の測定可能な質

的要請に対 して、包括的な質の日標が明確にされる。

発注者は、契約による生産が法律その他により定められた質に留意 していることに責任を

負う。契約はまた、その質がどのように事後検討されるか明確にされるべきでもある。質

の保証は、日標達成と基礎自治体が請負契約者に支払うべき代価とが一致すべきであると

いうことを意味する。質の保証は、一定の明確に定義された方向性の日標及び効果の目標

が、たとえば顧客に対する一定様式のアンケー トなどを通 して事後検討されうるようにな

される。その日標が達成されたとみなされるためには、顧客の一定割合が、さまざまな契

約対象の尺度に関 して一定のレベルであると応えるものでなければならない。もし、すべ

ての要請が満たされるならば、満額の代価が支払われる。もしそうでないならば、その代

価は、所定の要請のそれぞれについての日標からの成果のかい離を示す特別なものさしに

よって、それぞれに一定の割合で減額される。

自由な生産者による顧客選択モデルにおいては、事業の事後検討は、顧客の優先順位付け

により高度に行われる。市民は、自由に学校、保育所、ホームヘルプサービス、ケアセン

ター、医者、病院等々を選び、その事業が基礎自治体の運営であろうと民間の運営であろ

うとかかわらず、公的な財政処置が顧客の選択にしたがって行われる。基礎 自治体は、一

定の生産者と彼 らが提供するサービスに対 して支払う顧客の小切手を受け取るといつた契

約を締結する。さらに、基礎 自治体は、市民にどの企業が利用できるか情報提供をすべき

である。ある一定の分野においては、生産者は、 レーン執行委員会または基礎 自治体から

許可を受けていなければならない。別の分野については、基礎 自治体のごく簡単な承認で

十分であることもある。

基礎 自治体または県が公費で民間で生産されたサービスを購入する場合には、直接または

市民を通 しての検査などによリー定の質の要請がなされる。顧客が安全であると感 じ、サ
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―ビスが一定の水準に維持されるためには、少な くともその企業が税金を支払い、認可を

受けた労働環境にあ り、一定のサービス・レベルを維持 し、表示された事業のための拠点

を持つていることなどが求められる。顧客集団が高齢者、病人、障害者、あるいはその他

特別な需要を持つたグループで構成される場合には、さらに正確な要件が定められる必要

がある。こうした要件は下請けをもカバーするものであるべきであろう。

これらの要件の多 くは、すでに新競争法(SFS 1998:20)お よび公的事務処理に関する法律

(1992:1528)に 明確化されている。

それぞれの事務処理においては、発注者は、質の面に関して要件の明確化を常に考える必

要がある。

それに対 し、市民は、当然に、両親が隣人を保育のために利用するために選ぶことができ

るのと同じように、援護者として親戚または個人的な知 り合いを利用することを選択でき

る。そのような場合には、基礎自治体は、個々の市民が自ら監督 し、不都合なところがあ

ればそれに注意を払うのが当然としているから、簡単な承認でできる。

先の報告書に述べられているように、基礎自治体の事業の運営に関する事務処理および契

約において質の日標および事後検討を明確にすることに関して、若干不完全なところがあ

る。直営事業においても、質の測定や質の管理は、いまだに事業の当然の一部とはなつて

いない。 したがつて、この点において、基礎 自治体の事業の質の管理について記述するこ

とは、組織的な概要の最大のものである。この報告書「基礎 自治体事業における質の測定」

(SOU 1993:74)に は、質の管理がそれぞれの基礎自治体において実際にはどのように行われ

ているか、より詳細な事例が載つている。

12.8  保健医療における質の管理

医療の管理者および大集団の介護職員は、ずつとその事業の内部の質の管理に当たつてき

た。近年においては、この業務はますます集中化されてきている。質の保証および質の向

上についての業務は、それぞれの専門と機能、そ して保健医療のそれぞれのレベルにおい

て続いている。質を事後検討 し証明することに保健医療の生産者の関心が増大 している。

そうした業務を刺激 し容易にすることができる方法や制度が求められている。

効率化 し生産性を高めるために出現 した市場適応性 と競争の要素を備えた新 しい財政上

の統制システムは、中央において質を問題化するよう支援 してきた。コス トの追求に熱心

になれば、医療の質が悪影響を受ける恐れが大きい。責任ある当局、財政担当官、発注者

から合意や契約の基本としてのケアについての説明が要請される。

日本およびUSAに おいては、「全体的な質」および「継続的な質の向上」という言葉の

概念が、全体に対する個々の単位組織の活動を支え集約する、広い意味での高品質製品に

ついての集約的な言葉 として立てられている。これらのモデルは、品位のある言葉として

の質を備えた組織開発のための長期的な計画を作成 しているといえよう。これらのモデル

は急速に取 り入れられつつある。顧客の需要や望ましい日標を採用することが業務 目標を
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作 り上げることになる。この日標は継続的な質の改善に備えるものとな り、質についての

考えが組織全体に浸透することになる

スウェーデンおよびスウェーデンの保健医療においては、そのようなモデルが認められ始

められつつある。保健医療においては、今や、さまざまな手法や取組み方法が試みられて

いる。医療計画 0医療改革研究所 (SPRI)は手法開発に参画 している。SPRIは、医療にお

ける外部質監査、基準認定、質保証のための国際的な制度についての知識や経験を収集 し

てお り、それらについては、SPRI報告書 328,1992に 詳細に記されている。1993年 5月

には、医療機関が質開発活動をどのように運営 してい くことができるかについて述べるこ

とをねらいとした新 しい報告書が出されている。その著述は、五つの病院の事例により補

完されている。

特別プロジエク トグループは、先に延べた質開発研究所 (SIQ)の内部の質活動を支える

保健医療の言語および特有の文化に対する評価基準を、県連合や社会福祉庁、SPRIの考え

方と合致させることを任務 としていた。。比較は、サービスの生産組織のための国際的な質

システムの標準 IS0 9004:2,に よってなされることになろう。 この活動は、保健医療の

代表者達と協力 しておこなわれる。既に始めている病院での経験が活用されることになろ

う。このグループはまた、特別な質についての顕彰が保健医療における広範な質活動のた

めの刺激剤として導入されるべきかどうか考察することになる。

多 くの質についての地方における事後検討活動が全国において進んでいる。質改善サーク

ル、内部監査、それぞれの専門における事業改善、質の指標、そして多 くの事業のために

SPRIが開発 した患者アンケー トによって活動が行われている。内部における質の事後検討

を支援する目的で質に関する審議会が設置された。県連合が 1993年 に集計 したアンケー ト

調査によれば、スウェーデンの病院の 90%がさまざまな形態の質保証および質管理活動を

行つている。最も一般的なことは、患者アンケー ト、質改善サークル、そして全国登録ヘ

の参加である。

医療の成果についての事後検討および評価は、質活動の重要な部分である。医師連合/医

師会は、質についての事後検討を刺激する目的で、10のそれぞれの専門分野において事業

についての質の指標を地方ごとに作 り上げた。スウェーデン保健医療サービス従事者連合

(SHSTF)お よびスウエーデン看護婦組合 (SSF)も また、看護についての質の指標を開発 して

いる。

質および生産管理についての 14の全国登録が、国庫補助金、いわゆるダッグマル資金に

よつて医療局により設立されている。この登録は、その成果について民間医院の事後検討

および評価の根拠 として活用されてお り、保健医療において質保証活動の確立の重要な一

部分であると考えられている。この登録には、さまざまな医療の手法 (現在は、主に手術

手法 )、 指示、診断、合併症、およびケアの成果に関する個々人のデータがある。この登録

は、民間の単位組織の成果の評価を可能とし、民間の事業を包含することにもなるだろう。

基礎単位組織は、登録に参加するかどうか自ら選択する。この登録に参加することをすで
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にケア提供者の決定 とし、それによって自分達の取 り扱いに関する記録を移動 し、直接的

な質の向上をもたらす。

研究室医療における質の事後検討をその使命 とする国立の機関が 1992年に開設 した。ス

ウェーデン研究室医療に関する外部質保証機関 (SEQLA)は 、 2年間の実験期間について、

いわゆるダッグマル資金によって財政処置されている。研究室 リーダーをそれぞれの分析

成果の比較に参加させることにより、成果が等質に保たれるように管理されることになる。

スコーネ (マ ルメフスおよびクリスチャンスタッド レーンの県)の医療においては、そ

れぞれのケアの提供者の待ち時間、医療の成果、および全般的なサービスの質に光を当て

るという使命を大いに発展させるようになっている。その目的は、情報提供が顧客にその

選択のより良い根拠を示すべきであるということである。

著作「ケアにおける患者の権利」SNS 1992に おいては、著者 リチャー ド B。 サル トマン

教授は、ヨーロッパ諸国における患者の選択の可能性について比較 している。サル トマン

は、「医療利用者研究所」の設置を提案 している。そのような研究所は、たとえば、待ち時

間、診療時間、医師の教育、処置成果の事後検討などに関する情報を収集することができ、

またケア努力に関する決定で患者を支援する比較要素を供給するすることができるべきで

ある。この研究所は、たとえば、自らの努力を障害者連合の努力と協調させるべきである。

また、この研究所は、行動的な患者オムブズマン事業を実施することができるべきでもあ

る。

1992年 11月 に県連合により組織された医療の質に関する会議に際 して、成果と関連する

代価に関 して一定の危険性の恐れが出された。例 としては、財政状況の悪い病院は財政を

改善するために無駄に患者を手術 し始めるといわれている。困難な医療よりも安易な医療

を処置することが結局のところ病院の利益となる危険性、および患者の選択の自由が医療

の総費用を増大させる危険性も指摘されている。そうした効果は、すでにス トックホルム、

ダラーナ、および西部スウェーデンの諸県で印されている。その次は、特に、アルコール

中毒者とか多 くのものが虚弱となる高齢者といつた特定の患者集団に打撃となる救急医療

の縮小となるだろう。その次には、選択の自由がプライマリ 0ケアに限 られるとかその他

の形でになるだろう。さらに、代価が提供される適正な成果であるか、そして代価がケア

の成果、たとえば感染が生 じないとか再手術が必要とされないとかの成功 した手術の数な

どによく関連 していないのではないかが議論されている。

1992年の 11月 に東ゴットランドのプライマリ0ケアで組織された家庭医制度に関する検

討会において、医師についての何 らかの種類の説明、彼または彼女がどのような専門を持

つているかといつた説明、に関する要望が出された。不満のある医師を替えることができ

るようにもなるだろう。さもなければ、その医師自身に対 して苦1青を出すこともできる。

人々はまた直接替えることもでき、年間契約の縛 りはない。

12。 9  英国における市民契約
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英国においては、国のサービスについても基礎自治体のサービスについても、一種の市民

契約である市民憲章により、基準を高めるモデルが導入されている。

市民憲章は次の四つの目的を持つている。

― すべての公的なサービスにおける高い質

― 市民の選択の自由の拡大

― サービスに関する情報提供の改善

― サービスに対する苦情を容易にすること

1992年 4月 1日 以降、特定の手術について最長 2年間の最大待ち時間保証や救急車待ち

最大 14分などが導入されている。学校は、試験の成績を公表 し互いに比較されうるもので

なければならない。鉄道の旅客は、もしそのサービスが最低水準以下であつたならば、そ

の代償を受け取ることができるべきである。会計監査委員は、基礎自治体の事業を検査 し、

その結果についてどの基礎 自治体がその財源を最も良 く活用 しているか相互に比較 しうる

ように公表すべきである。

政府は、九つの主要な分野について、全国および地方に質の日標 (国および地方の憲章基

準)を導入した。これは、法にしっかりと定められた権利としてみなすものではな く、状

況や財源が許す限 り、基礎 自治体が達成することを期待する政府の全般的、特別な目標で

ある。

「患者の憲章上の権利」の例

それぞれの市民は、次のような権利を有 している。

一 支払うことができるかどうかに関わらず、診療需要から医療を受けること。

― 一般医に登録されること。

- 24時間どんな時間でも一般医または救急病院により速やかな医療ケアを受けること

一 一般医がその必要性があるとした場合には、その人が受け入れる専門家に意見を求め

ること。

― ケアの質についての判断や最大待ち時間を含めて、地方の保健医療に関する詳細な情

報提供を受けること。

― 専門医がその患者を待機 リス トに載せてから、遅 くとも 2年後には処置を受けること

ができることについて保証得ること。

医療や基礎自治体、学校がどのような役割を果たすのか、その事業はどのような機能を持

つているのか、そ して決定をするのは誰かということについての情報提供が改善されなけ

ればならない。市民は、どのようなサービスを受ける権利があるのか、どのような水準が

達せ られていなければならないか知 らされるべきである。重要かつ比較された情報は、病

院、待合室、タウン・ホール、鉄道の駅、列車、バス、そして地下鉄で公表されることにな
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る。公務員は、一般の人々と接する際にはその名前を提示すべきであ り、名札を付けてい

るべきである。

公的サービスにおける質の個別の表示が導入されている。要求されている高い水準を保持

していることを示すことができる唯一の研究所がその表示を利用する権利を持つている。

このことは、一般の人々が、その事業においてどのサービス生産者が良い品質を有 してい

るか速やかに知ることができるということを意味 している。

さまざまな分野での多 くの市民との接触は次のようなものであろう。患者との接触につい

ては既に述べた。さらに、両親、借家人、列車の乗客、納税者、求職者、補助金受領者 と

の接触が想定される。

特別検査当局「会計検査院」が質の向上を目的として公的部門の事業の事後検討を行つて

いる。

比較に際 しては、スウェーデンと英国の状況は非常に異なっているといえよう。英国にお

いては、スウェーデンにあるような権利法といつた形のものがない。英国のプライマ リケ

アは、ほとんどが民間の家庭医の上に築かれている。議会 と政府が一定の予算枠をしっか

りとお くことにより、英国の医療地区を統制 している。それでもなお、スウェーデンにと

つて興味深い理念 として、市民憲章を持つている。スウエーデン医療においても、一定の

手術に関 して質の保証が導入されていることや全国的な質と生産の管理登録が構築されつ

つあることなど、患者憲章の一部と類似 したものが、今日、試みられている。

1992年の秋国会に対する 2件の動議が市民との接触に関する問題を取 り上げている。ベ

ング ト・ハーディング・オルソン(fp)の 動議 1991/92:K232お よびヤン 0バ ックマン(m)の

動議 1991/92:K513に おいて英国の「市民憲章」が言及されている。

これらの動議によれば、市民との接触は、特に税金で財政処置されるサービスに対する納

税者の権利の場合など、市民の権利を明確にすることになるということである。そうした

市民との接触は、六つの憲法上の原則の上に築かれるべきである。すなわち、当局の公開

性、市民への情報提供、公務員の接 しやすさ、市民の選択の自由、サービスの質、および

市民に対 して差別がないことである。

憲法小委員会は、そのコメント(1992/93:KU2)の 中で、たとえば、次のように述べている :

基礎自治体に対する新国庫補助金の一つの重要な目的は、基礎自治体にとってよリー

層同等な条件を形作つてい くことである。この補助金は、基礎 自治体の税収の補完とな

るものである。税収の差違は、結局のところ、サービスや手数料、効果の差違を反映す

べきである。したがつて、基礎自治体のサービスの水準は、税収や優先順位に関する間

題ついての基礎自治体の政治上の判断に高度に依存する。そして、こうしたことから、

基礎 自治体が市民憲章に詳細に説明されているような考え方をとるのは当然のことで

ある。
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憲法小委員会は、この問題について、政府に対する告知が要求されているとは考えていな

いことから、これらの動議は否決された。

12.10  要約的分析

質の測定は、基礎自治体および県自治体の事業において、い くつかの異なる理由から、

いよいよ必要 とされている。公的な財源の縮小により、事業の実施や成果の優先順位によ

り高い要求がなされている。新 しい政治的 0財政的統制の形態もまた、事後検討や評価の手

段の改善を要求 している。その管理運営が請負契約に出される場合には、それぞれの生産

単位は相互に比較される必要がある。けつきよくのところ、基礎自治体のサービスの利用

者は、それぞれの生産者の質、およびどのような質のレベルが一定の手数料を求める権利

を持つているのかに関する情報を手に入れる権利を持つている。

基礎自治体あるいは県の財政の逼迫は、財政上の日標が質よりもより重要であるとさせて

しまうであろう。事業に対する補助金の削減は、質の悪化という形で影響を及ぼすであろ

う。コス ト意識の強化および競争の強化を伴つた結果単位組織や請負契約による管理運営

への展開もまた、質の要因が財政的な要因よりも低 く評価されるように導 くだろう。この

ため、事業の質の事後検討がますます重要となる。

質の測定の業務は、それぞれの事業分野にさまざまな程度で関わる。たとえば、包括的な

目標が明確に定められている学校教育とか医療の分野などの一定の分野においては、質の

測定条件の改善が見られる。たとえば、保育とか社会サービスなど、その他の分野におい

ては、日標がそれほど明確ではな く、その成果を測定するのは困難である。

基礎 自治体および県における今日の質の測定は、成果の質よりも過程の質により焦点を当

てる傾向にある。このことは、とりわけ市民および利用者調査が質の測定において重要な

位置を占めていることから明らかである。私たちは、このようなアンケー ト調査は、先に

記されたようなより体系的な質の測定モデルによる他のデータにより補完されると考える。

い くつかの事業においては、後で質を測定することが困難となる契約および発注について

の質に対する要請を明確にすることは困難である。継続的な質の測定は、いまだに基礎 自

治体の一連の過程の一部に統合されていない。

今日の予算および会計検査制度は、必ずしも個々の生産単位が別々に詳細に説明され得る

ようにはできていない。基礎 自治体の予算および会計検査制度は、それぞれのレベルで比

較することができるように発展させ られる必要がある。実施行為の質を高める誘因を与え

るように作られるべきでもある。

質に対する要請を定めることに関しての利用者の役割は、非常に重要である。利用者は、

要求する権利を持つている質がどのようなものであるか知ることができ、苦情を申し立て

ることができなければならない。そのような苦1青は、質についての指標 としてみなされう

るし、生産単位についての判断のために体系的に取 り上げられるべきである。おそらく、

基礎自治体にはどのような形の信託任務委員会も必要とされないだろう。
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高齢者や障害者、病人、麻薬中毒者などの介護に関しては、これらのサービスの利用者は、

強 く自分達の意見を述べたり、選挙の機会を活用することが期待されない。決定された質

の日標が維持されるように見守るという社会の責任はこのような場合には大きい。

議員は、これらの集団と相談が行われるように、消費者相談の視点に大きな重みが与えら

れるように、そ してこうした視点が事業に貫かれるように責任を取 らなければならない。

こうした相談は、成果ができる限 り最善のものとなるようにかぎられた資金に優先順位を

つけることに関 しては、ほとんど重要ではない。一定の財源の不明確な集団については、

たとえば個人的な支援者 とか親戚その他など、彼 らの利害を見守る誰かが優先される必要

がある。

利用者を優先する組織はまた、公的部門における質の発展を積極的に見守 り、その構成員

に情報提供を行うという重要な使命も持つている。第 10章で議論されているように、利用

者には、決定への参画の拡大を通 して公的なサービスの構築 と質に影響を及ぼす大きな機

会が与えられるべきである。

公的サービスの表示説明および質の測定や、それぞれの生産者の質的な成果に関わる広報

の充実、市民の県利に関する情報提供の充実、最低限の需要および苦情を申し立てること

ができることについての「市民契約」は、主に英国で利用されている一つのモデルである。

このモデルは、スウェーデンにおいても、たとえば、保育の保証や保健医療におけるケア

の保証などの公的なサービスに一定の影響を持つている。このモデルは、留意する価値が

あり、市民契約は基礎 自治体や県において、議員から有権者に対するどのようなサービス

レベルの提供を目標 としているかについての公約として地域的に利用されうる。

職員は、質の向上に関する業務において最も重要な絆であ り、質の測定により示される情

報を利用することができなければならない。ケアや介護においては、それ自体の過程、人

への対応が事業の質の大部分を占めている。倫理、人の尊厳の尊重、理解、そして自立的

な責任感がそのような事業においては望ましい態度であり、業務のリーダーシップによっ

て体系的に喚起されなければならない。職員が積極的に継続的な質の向上の業務を運営 し

てい くためには、教育活動も適切である。

生産者は、事業が合意 した質を維持すべき異に責任を有 し、他方、質の管理の責任は発注

者にある。同等の質の要請が外部の管理運営の事業にと同様に直営の事業になされなけれ

ばならない。その一方で、質の管理の形態はさまざまである。質の保証は、その代価 と関

連すべきである。定められた質の要請を満たさない生産物は、それに相当する代価の引き

下げをすべきである。その質を高めている事業にとっては、それが日に見えることが重要

であり、むしろ、収益の増大またはその他の形の報酬を受け取れることが重要である。

発注機能および生産者は、質や質の日標に関する情報、質の測定のモデル、および質の管

理の方法に対する要請がどのようになされるかについて教育を必要としている。発注機能

はまた、事後検討および評価の際には外部の機関を利用することができるべきである。

議員の重要な使命は、現場に行き、事業を直接日で見ることにより事実の状況を補完する
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ことでなければならない。事業を評価することは、政治目的が実施されることを見守ると

いうことに関わる高度に政治的な使命である。私たちは、議員が事後検討および評価に積

極的に関わり、このことを公務員のみに委ねたりしないことが重要であると考えている。

権限の行使もまた、体系的な質の管理にさらされるべきである。案件の取 り扱いもまた、

質を改善 し、あるいは悪化させる一つの事業でもある。

請負事業に関しては、現在の事後検討の内容は請負契約の購入との関連で定義され、発注

の一部である。外部の生産者との契約においては、生産者が発注者に引き渡す事業に関す

る使命は何か、質がどのように測定されるべきか、そ して事後検討および評価がどのよう

になされるべきかが規定されるべきである。また、もしその事業が合意 した質のレベルを

維持 しないならば、たとえば、その場合には、契約を廃棄することができる権利、あるい

はサービスの埋め合わせ として割引が行われるべき権利など、何がなされるべきかについ

ても既定されるべきである。

契約においては、利用者の視点、要望、そして苦情がどのようにして受け付けられるか規

定することもある。定期的な顧客アンケー ト調査は、質の日標 として適切に利用されるだ

ろう。

特に、新 しい請負契約者が利用される場合、または事業が本来どお り機能するかどうか不

確かである場合には、現在の事後検討に加え、さらに評価がなされるべきである。

基礎自治体の会計検査は、さらに、より体系的な質の測定を伴いつつ拡大される必要があ

る。

レーン執行委員会および学校庁や社会福祉庁のような政府当局は、質の側面をも含めて、

一定の事業について事後検討および評価の責任を負つている。それらの機能は、少な くと

も基礎自治体および県の質の管理の制度がどのように機能するか検証することであるべき

である。

保健医療における質の事後検討は、ケアそれ自体 とサービスの両方における質が測定され

る、広い範囲を含んでいる。医療は、たとえば、保育などとは、消費者自身が同じように

は提供されるケアの質を判断することが期待され得ないという理由から、異なつている。

今日では、一般的に、患者がそれぞれの単位組織間で合理的な選択を行うことができるた

めには、ケアの質に関する彼らの知識が不完全なことが知られている。

ケアセンターによってなされたいくつかのアンケー ト調査においては、患者がサービスの

程度にどれだけ満足 したかだけが測定されてお り、内容、あるいは受けたケアの効果を彼

らがどのように見ているかについては測定されていない。自身の顧客選択に基づ く情報に

患者が満足 しているかどうかについての調査は決 して多 くはない。

医療は先に詳細に説明 した医師の標榜科に関 して望ましいような「適切な」患者を受け入

れるべきだとする危惧は、県が既に始められている質の開発業務を継続することの重要性

を強調 している。この業務は、民間の運営形態をも含まなければならない。医療の成果が

よリー層プライマリケアに集中されることが望ましい。
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結局のところ、それぞれの生産者の質に関する比較情報が容易に入手できるような方法で

市民にもたらされることが望ましい。

基礎 自治体および県は、今後の事業においてより体系的に高い質を維持するために、公的

であろうと民間、ボランティアであろうと、あらゆる利用できる資源を調整 しなければな

らない。

12。 11  私たちの判断

私たちは、質の測定および質の管理は、基礎 自治体および県の事業においてますます必要

になると考える。新 しい政治的財政的統制形態は、事後検討および評価の手段の改善を必

要としている。公的な資金の縮小により、事業の執行 と成果の優先順位付けの必要性をよ

リー層求められている。請負事業者 と始めた基礎 自治体の事業の多 くは、変化する質のレ

ベルに速やかに対応する継続的な質の管理の必要性をも増 している。

私たちは、質の測定および質の管理というこの業務がさまざまな事業分野にそれぞれ深 く

関わると考える。いくつかの事業においては、その後に質の事後検討することを困難 とす

る発注および契約において、明確な質の必要性を正確に明らかにするは困難であつた。体

系的で継続的な質の測定は、いまだに基礎 自治体の過程の一部に統合されてはいないが、

この業務は既に始められている。

私たちはまた、基礎自治体および県における今日の質の測定は、成果の質よりもよリー層

過程の質に焦点が当てられる傾向にあることも承知 している。私たちは、質の測定が全体

的な質の測定の方向に向けて開発されることが望ましいと考えている。すなわち、サービ

スが提供される過程および構造に、そしてそれが可能な場合には、サービスの成果につい

ても。

私たちはまた、質の測定が、その組織のすべての職員がたずさわる継続的な質の開発過程

において、事業の統合を引き起こすことが望ましいと考えている。このために、測定に関

わる情報が職員にもたらされ、質の向上の努力が報われる体系的な戦略的が必要とされる。

倫理、すなわち職員の人としての尊厳および自立的な責任感は、組織構造において強調さ

れるべきである。

さらに、私たちは、質の事後検討の際に生ずる情報は、生産単位間の比較という形で利用

者に対 して戻されるべきであると考える。私たちは、当然に、責任者は、そのような商品

説明の特徴についての比較情報を提示する責任があると考える。

私たちはまた、基礎自治体のサービスの利用者は、どのような質を彼 らが要求する権利が

あるか、そしてどこに苦1青を申し立てることができるか知ることができなければならない

と考える。

私たちは、「市民契約」によるモデルは、基礎 自治体において、提供 しようとしているのが

どのようなサービス水準であるかについての議員から有権者への説明として、地域的に試
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みられるものと考える。私たちは、基礎 自治体における予算および会計検査制度は、個々

の生産単位が別々に説明され得るように、そしてその比較がそれぞれのレベルでできるよ

うに開発される必要がある。

私たちは、質の管理がどのように実施され、あるいは質の測定がどのように行われるかに

ついての確立 したモデルがあるとは考えていない。しかしながら、そのようなモデルにつ

いての一定の一般的な必要性がある。モデル開発が継続 し、中央の組織がそれぞれの地方

で選択できるようなさまざまな代替的モデルを創 り出すように努めることが重要である。

私たちは、発注機能は、また生産者も、どれだけ質に対する要請があるか、それぞれの質

の日標、質の測定のモデル、そして質の管理の方法について教育の必要があると考えてい

る。質の管理は、サービス生産の他に、公権力の行使、すなわち案件の処理をも含むべき

である。

私たちは、それは政治的使命であるから、議員は、積極的に事業の評価に従事すべきであ

ると考える。議員の重要な使命は、事業の現場を訪れ、日で見ることにより事実の集積を

補完することでなければならないと考える。

私たちは、同じような質の要請が、外部運営による事業と同様に、直営の事業についても

求められねばならないと考える。外部の生産者との請負契約においては、生産者が発注者

に引き渡すべき事業に関する使命はどのようなものか、質がどのように測定されるべきか、

そして事後検討および評価がどのように行われるべきかが規定されるべきである。契約に

おいては、もしその事業が合意された質のレベルを維持 しないならば何がなされるのか、

たとえば、そのような場合には契約を廃棄することができる権利、あるいは割引がサービ

スに対する保証として行われるべき権利について規定されるべきでもある。

結局のところ、私たちは、基礎自治体の会計検査は、さらに広範囲に、体系的な質の測定

を活用すべきであると考える。
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第 13章 コミューン分割

1979年 から1992年の期間に、 8つ のコミユーン分割が決定され、実施された。コ

ミユーン分害Jは、主に1970年代の多 くのあまりうまくいかなかつた統合を是正する

ための適正化策であつた。引き出されるべき結論は、多数のコミユーン分割に関連

して生 じたこの新 しい小コミユーンは、い くつかのその他のそれと比較 しうるコミ

ューンよりも脆弱な経済的条件にあるとはいえないということである。

私たちは、現在の法律を改正する何 らかの現実的な必要性があるとは考えない。

私たちが今日指摘することができる唯一の改正の必要性は、 4年間の議員任期が導

入されたならば、新 しく形成されたコミユーンでの新 しい選挙に関して、それぞれ

のコミユーン分割の実施に関する決定からあまりに長い期間が過ぎて しまわないよ

うに政令で規定できるべきであるということである。

13.1 通達

私たちの通達においては、地方の民主主義を強化する方法は、分割に関して住民の強い願

望があ り、そのための条件 ―経済的ではなく―がある場合には、コミユーンを分割すること

であると指摘されている。 したがつて、審議会の任務は、これまでに実施されたコミユーン

分割の全般的な経験について調査することである。私たちはまた、これと関連 して、適用さ

れる規定やコミユーン分割の型について分析 し、そしてもし私たちがその理由があると認め

るならば、今後のコミユーン分割を容易にすることができるような改革を提言する。

本章は、私たちの通達がただコミユーン分割だけを取 り扱うと明確にしていると考えられ

るところにしたがっている。すなわち、境界の変則性 という理由で必要とされる境界の変更

ではな く、不動産関連でも、またあるいはその他スウェーデンにおけるコミユーン及び県の

境界変更に関する法律 (1979:411)第 1章第 2条及び第 3条に関わるようなものでもない。

私たちは、県の関係についても、一つには何 ら直接の必要がないので、また一つにはその間

題は、おそらく広域起草委員会 (C1992:06,dir。 1992:86)の調査任務になると考えられ

るので取 り扱わない。

13.2序
1952年から 1974年の間に、スウェーデンにおける行政上の境界に関 して、現代において

最も広範な改革が行われた。この間に、スウェーデンのコミユーンは、まず最初に 1952年

の、そしてもう一つは 1962年から 1974年の間の、二つの大きなコミユーン境界の改革を通

して集約された。これら二つの改革を通 して、コミユーンの数は約 2,500あ ったものが278

に減少 した。これらの改革の目的は、スウェーデン王国全体において容認できるコミユーン

の行政水準のために適切な財源をもつた単位コミユーンを形成すること、及び合理的なコミ

ューン行政の基礎を形づ くることであつた。1952年の改革に際 しては、その当時支配的な自

治思想の考え方で、あまりにも大きいコミユーンの創設を避けようとしていた。その一方、

この観点は、1962年から 1974年の間の改革作業にしみ込んでいた考え方においては二次的

な重要性となった。このことは、例えば、それぞれの改革において最小と想定されたコミュ

ーンの規模が 1952年の改革に際 しては 2,000人 から 3,500人、1962年 から 1974年の改革に
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おいては 8,000人 とされたことに反映されている。

コミユーンの境界に関する大きな改革及び改革作業の規模 とそのテンポは、非常に多 くの

コミユーン及びコミユーンの地区において、改革作業がずつと進んだと考えられ、また近接

性及び民主主義にかかわる否定的な効果がコ ミユーン行政の長所である効率性 という利益

との比較において考慮されるという考えをかなり自然に受け入れさせた。改革作業が 1974

年に終えられて以来、また 8つのコミユーンが新 しく分害Jさ せ られ、また 1995年 1月 1日

には、エーレブルー 0コ ミユーンの分割に関する決定もまたなされ、レーケベ リが自分達自

身のコミユーンとなる。さらに、多数の分割案件が、最近、政府の事務局及び上院議会の起

草委員会又は調査委員会にかかっているか、あるいはそれぞれのコミユーンにおける議論の

対象となつている。

1990年のヌーシヨッピングを除 くすべてのコミユーン分割に関する決定は、保守政府によ

ってなされてきた。現在の政府は、 1991年 10月 の政府声明において、地方の民主主義を強

化する方法、例えばコミユーン分割によるや り方が積極的に検討されるべきだと言つている。

1991/92年 の予算案に対する内務省の補足においては、例えば次のようなことが言われてい

る (prop.1991/92:100 bH。 14s。 100):「地方の民主主義が強化される方法は、そのための

条件があり、コミユーン分割に関して住民の強い願望のあるコミユーンを分割することであ

る。私はコミユーン分割に対する地方の発議を結構なことだと考えている。分割の実施によ

つて得られた経験は調査されるべきだ。」

コミユーン分割に関する問題はまた、例えば 1991年の新コミユーン法に対する国会の取

扱いに関連して、国会におけるいくつかの提議のなかで取り上げられてている。自由党の政

党提議 (1990/91:K51)に おいては、国として決定されたコミユーン統合に対する反対にお

いては、対抗する方向への歩みは地方の発議でなされなければならないということが述べら

れていた。住民自身がコミユーンの分割を望んでいるところでは、提議者たちは、これが国

家権力の側からの何らかの妨害に遇うべきではないし、また政府がそのような場合にはコミ

ューンの分害Jを承認すべきであることは自明のことであると考えた。

中央党自身は、1962年 のコミユーン・ブロックの改革は強制集約によりやりとげられるベ

きだとする 1969年の決議は留保された不幸な決議であつたと中央党としては考えた (1990/

91:K55)。 この集約は、以前議員と選挙民との間にみられた当然のネットワークの付随的

な終焉を伴う議員数の減少に関して、またコミユーン構成員の影響力を及ぼす機会が困難に

なるという、多くの否定的な結果があつた。小さなコミユーンにおける住民の影響力は、大

きなコミユーンにおけるよりもより重要であることも明らかにされ、コミユーン民主主義の

研究は人口およそ 8,000人のコミユーンが民主主義の観点から最もよく機能することを示

していることも引用されていた。例えば、これにより、政府及び国会は、それが地方の要望

である場合に、いくつかのコミユーン分割が実施されるように協力すべきであると考えられ

ている。

保守連合もまた、その政党提議 (1990/91:K623)に おいて、原則は政府がコミユーン住民

自身が求めるコミユーン分割を承認するということであるべきであると考え、当時の社会民

主党政府がこの問題にあまりにも制約的な態度をとつていた主張していた。以前実施された

スケールの大きいコミユーン統合が発展のためにならないという例がたくさんあるとも考

えられた。
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13。 3  1979年の分割法 ―概略的分析

13.3.1 背景及び準備作業

境界法審議会

1978年 5月 1日 、境界法審議会は、その答申「コミユーン、県コミユーン、及び教区に関

する新境界法」 (SOU 1978:32)を 提出した。審議会の任務は、1919年のコミユーン及び教

会の境界の変更に関する法 (KIL)の 実質的、法技術的審査をすることであつた。この審

査は、例えば、コミユーン境界の改革で得 られた経験が境界法の審査及び判断の出発点と捉

えられるべきだとしていた当時の内務小委員会 (Civilutskottet)に よって要求されていた。

これは、おそらく、主にこの法律の概要が旧びていたことによる。

以前の法律、1919年のKILに おいては、境界の変更の一般的な条件は、第 3条に述べら

れていた。この条文によれば、変更は、コミユーン行政の長所、あるいはコミユーン税の軽

減又は平等化、又あるいはこの変更がその土地における経済的な発展を促進させるか、さも

なければ利益をもたらすことを意味するべきである。これらの条件のどれかが、常に、境界

の変更が決定されるために存在 しなければならない。もしあるコミユーンが境界の変更に反

対 し、そしてさらにこれと関連する変更または条件がコミユーンに相当の不都合をもたらす

ならば、一定の必要な資格を示す条件が満たされた場合にのみ、境界の変更が決定された。

この条文は、1919年のこの法律の制定以来変更されていない。 しかしながら、この規定の全

体的な構成は、だんだんと条件が変えられてきたことにより、境界の変更の慣行に適合 して

い くことを可能としてきた。

境界法審議会の任務は、 6つに分けられ、その審査は、通達により、次の通 りである ;①

境界の変更に関する政令の前提についての規定、②関係するコミユーン相互の経済的条件の

調整に関する規定、③境界の変更にかかわるコミユーン議会の新たな選挙に関する問題、④

境界の変更に関する案件の手続き、⑤一定の形態の境界の変更についての決定権がどの程度

上院議会又はレーン執行委員会に権限移譲されるべきかという問題、⑥その他、境界法によ

る審査が完全になるように何が必要とされるか。さらに、審議会は、コミユーン法調査委員

会 (C1970:30)か らKILに ついての法技術的な審査をする仕事を引き継いでいた。

境界法審議会は、その答申の中で、王国におけるコミユーン、県コミユーン、及び教区の

境界の変更に関するまつたく新 しい法律を提案 した。これは、主にコミユーンの境界の変更

に関する規則 を、第二に、県コミユーンの境界の変更に関する規則 を、そして第二に (こ れ

は、その後 SFS 1988:198に より適用を中止 した。)、 教区の境界の変更に関する規則を含

んでいた。

境界法審議会は、将来考えられるさまざまな形態の境界の変更に適用される条件に関して

詳細な規則を設けることはできないと考えた。境界の変更に関する問題の調査は、一般的に、

さまざまな利害間の合理性の吟味を意味 しているので、これら規則の主な目標は、これらの

利害が十分広 く考慮されることを保証することであるべきであつた。境界の変更の条件に関

して提案された規定は、あらゆる形態の境界の変更に際してできるかぎり同じようにうまく

機能するように意図されていた。

コミユーン境界の変更のための一般的な条件として、そのような変更はそれがコミユーン

又はコミユーンの一部に永続的な利点をもたらすとされる場合にかぎり決定されるという
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ことが適用されるだろう。それぞれの理由による境界の変更の展開と必要性を予想すること

の困難性、並びにそれぞれの変更の形態でのそれぞれの理由の重要性の変化に関する全般的

な規定に定められた。コミユーンの一部にとっての利点としては、まず第一に、別のコミユ

ーンに移される、あるいは自分達自身のコミユーンを創るために抜け出すと考えられた地域

に住む人々の利点と考えられた。

境界法審議会によれば、実際には、必要な資格を示す条件がKIL第 3条により必要とさ

れる関係がないような場合にも、コミユーンが境界の変更に反対 しているかどうかに大きな

配慮が払われていた。 しかしながら、コミユーンには何らの絶対的な拒否権はなく、審議会

は、そのような拒否権が導入されるべきだとも提案 しなかった。しかし、コミユーンが境界

の変更に反対 している場合に、ある事例では、い くぶん古めかしい三分の二の多数による制

度の放棄が提案された。そのかわ りに、条件規定においては、境界の問題の調査に際 しては、

直接境界の変更にかかわっているコミユーンの願望や考え方に大きな配慮が払われるべ き

であることが示されるべきである。 したがつて、コミユーンの拒否に対 しては、特に強い理

由が提議されないならば、境界の変更は実施されるべきではない。そのような理由の必要は、

スケールの大きい境界の変更であればあるほど、高 くおかれなければならない。

さらに、審議会は、境界の変更に関する問題の決定に際 して住民がどのような影響力をも

つているか、法律本文において明確化されるべきであると考えた。コミユーン全体に及ぶ変

更に関しては、自明の出発点は、コミユーン議会はコミユーンの住民を代表するということ

であると考えられた。もし、投票、世論の評価、等々によるコミユーン議会が、このような

立場がコミユーン住民の強い支援を受けるということを示すことができれば、これは、当然

に、議会の決定に対 して特別な重みとなろう。この関係は、直接コミユーンの一部にかかわ

る境界の変更に際 しては、どこか異なっている。そのような場合には、コミユーン議会の立

場と住民の考え方との間に必ずしも常に類似性が じるされるとはかぎらない。審議会は、も

ちろん住民の意思が明確なかたちで表現され、新 しい法律においてこれについて規定を提案

しているという条件の下で、そのような住民のグループの立場に対 して特別な配慮もまた払

われるのも合理的であると考えた。住民の意見は、主に、次の三通 りになると考えられる :

この問題についてのコ ミユーンの一つの取扱の方向としてのコミユーン住民投票又は世論

調査を通 して、例えばコミユーンに圧力を行使するための民間の発議により組織された世論

調査又は署名活動を通 して、及びこの案件についての政府調査の一部としてである。提案さ

れた境界の変更に対する地方住民の見解についての個々の調査は、審議会の提案によれば、

その理由がある場合になされるべきである。

調査の主な責任に関しては、審議会は、あらゆる形態の境界の変更において、上院議会が

これを負うべきであると結論づけた。その一方で、以前よりもよリー層大きな範囲でその地

方をよく知つているレーン執行委員会は、調査作業において頼 られるべきであると考えられ

た。

審議会の見解によれば、発効のどれだけ前に政令が通知されるべきかの判断に際 して、古

い境界と新 しい境界のコミユーンの代表者間の権限争いの危険があるので、計画等々のため

の時間についてのコミユーンの要望と時間を制限することの利益との間の調整が行われる。

今後におけるスケールの大きいコミユーンの境界の変更によってこうしたことが稀になる

と判断されるとしても、より大きな境界の変更に関する政令が少なくとも効力発効の一年前
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に伝えられることが、例えばコミユーンの計画事務 とか予算事務への配慮のために、理があ

ると考えられた。特に急な場合には、政府がそれより遅い時点で政令を伝えることができる

ということも規定された。ただし、その場合でも、効力発効の 8か月前である。しか しなが

ら、このために特別な理由がある場合に限られる。

KIL第 14条第 2項により、政府は、境界の変更と関連 して、コミユーン議会の仕事は改

革が効力を発揮するときに終わること、そして議会の新 しい選挙が執 り行われることを規定

している。この法律においては、どのような事情の下で新 しい選挙の政令が行われるか詳細

には述べられていない。慣例では、これは、境界の変更が人口の現状を上方又は下方へ15-

25%、 大きく変えた場合にはじめて行われた。しかしながら、1970年代には、臨時の選挙は、

政府が通常の議会選挙にしたがって効力の発効の時点を年度代わ りに規定 していたことに

より、避けられていた。審議会の見解によれば、今後は、非常に大きな境界の変更は特にち

ょっちゅう生 じたりはしないだろうというものであつた。さらに、コミューン議会の臨時の

選挙を執 り行うことは、金がかか り、面倒であるので、審議会は、新 しい選挙に関する規定

の必要に言及 した。これはまた、コミユーン議会の通常の選挙が今では 3年ごとに行われて

いること、そして新 しい選挙を動機づけるほど非常にスケールが大きい境界の変更に関する

案件にかかわる起草は常に時間がかかることによる。さらに、その変更が不都合な く通常の

選挙後の年度代わ りに効力を発効することができるように大きな境界の変更の草案を計画

し、起案する一定の可能性がおそらくあると考えられた。 したがつて、審議会の見解によれ

ば、新 しい法律において新 しい選挙の規則に関してなんらの規定も必要ないということであ

つた。

審議会はまた、コミユーンの境界の委任に関する法律及び他の法令における多数の一連の

改正に関する新 しい法律についても提案 した。

政府提出法案及び国会での取扱い

当時の自由党政府は、境界法審議会の答申の回付手続きが行われたのち、1979年 5月 1日、

国会にこの課題についての政府提出法案 (prOp。 1978/79:157)を提出した。大臣 (departem

entschefen)は 、審議会 と同様に、新境界法は適切に形成されたコミユーンがどのように形

成されるべきか直接述べる規定を含むべきであると考えていないと緒言で述べたのち、彼は、

例えば、その一般的な説明で次のように述べた。境界法は、境界の変更の実施を無駄に詳細

に規定すべきではない。これはとくにコミユーンに該当する規定であつた。彼の見解によれ

ば、1977年のコミユーン法創設の概要は、新境界法の立法においてもまた最大限貫徹すべき

であるということであつた。彼はまた、境界の変更は、個々のコミユーンの今後の展望から

みて、特別の珍 しい現象となるだろうと思われることを強調 した。

政府提出法案―境界の変更の条件

境界の変更の条件に関しては、大臣は、一般的な説明のなかで、例えば、次のように述べ

ている (41ページ)。

境界の変更が行われ得るための条件を示しているものは、コミユーン境界の変更に関

する法律における中心的な規定に属 している。コミユーンが集約され、分割されるために何
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が必要とされるか、そしてひとつの地域があるコミユーンから別のコミューンに移動させら

れるために何が必要とされるか、できるかぎり明瞭に法律で示されることが一般的な利益と

なる。境界の変更は、変更の主要な説明を全般的な観点から客観的に示すことなしには、実

施されるべきではない。 しかしながら、生ずると考えられる境界の変更は、その規模 と性質

について非常に多様であるので、若干の事例において境界の変更の方向を大方示唆 している

その理由は、別の事例では当てはまらない。状況は事例毎に替わるので、変更の実施につい

ての決まつた条件が当てはまる、うまく定義された範疇に境界の変更を分類することはでき

ない。コミユーンの境界の変更に関する問題の検討は、一般的に、それぞれの利害の重みが

測られる合理的な判断を意味する。審議会 と同様に、私は、諸規定の主な目的は、これらの

利害が十分広 く関心を持たれることを保証すべきことであると考える。なければならない境

界の変更のどの理由が、そして考えられる変更の理由に応 じてどれだけ重みがあるかは、主

に慣例にまかされなければならない。

さらに、大臣は、KIL第 3条に示されている事例によって得られた経験は、そのような

事例が道を示すものとして何ら大きな評価を得なかつたことを示していたので、境界の変更

のための条件に関する規定は、境界の変更の理由とな りうる事情について何 らの例示を含む

べきではないという点で審議会と見解を同じくしていた。 したがつて、彼は、コミユーンの

境界の変更のための一般的な条件 として、その変更がコミユーン又はコミユーンの一部に永

続的な利点を、あるいは全般的な観点からのその他の利点をもたらすと想定されるというこ

とに関する規定を定めた。境界の変更は、非常に根本的な方法であるので、あまりにも先見

性がないような理由で実施されるべきでないが、以前の境界が含んでいた問題について、現

在知るかぎりの将来において解決をもたらすと判断される場合にのみ、訴えられるべきであ

る。大臣によれば、境界の変更は、ただ、それが永続的な利点をもたらすとみなされるなら

ば決定されると提案された規定は、この要望を満たしていた。

大臣はまた、変更に密接にかかわるコミユーンの願望及び見解に対 して特別な配慮が払わ

れるべきであり、境界変更についての三分の二の多数条件の制度が取 り除かれるべきだとす

る審議会の意見と同じくしていた。彼によれば、基本的な考え方は、境界の変更の問題に関

する検討に際 しては、これに反対する利害に対 してこれを支持する利害の力に重みがかけら

れる場合に、コミユーンの見解が特に大きな重要性をもつということであるべきだというこ

とであつた。 しかしながら、彼は、コミユーンを別の利益の背後に引つ込ませることは理が

あるので、事例を生 じさせることはなくならないだろうと考えた。 したがつて、境界の変更

に対するコミユーンの何 らかの絶対的な拒否権の導入は適切ではない。

彼は、審議会 と同様に、コミユーンの意思に反 して境界の変更を実施するために、とくに

強力な理由が必要とされるという原則が維持されなければならないと考えた。これは重要な

原則であつた。彼はまた、審議会の法案はこれについて明確な規定により補完されるべきで

あるとも勧めた。 しかし、審議会は何も提案 しなかった。それに反 して、彼は、コミユーン

の拒絶に反 してコミユーンの境界の変更を誘うべき重みをもつているような理由のより具

体的な事例を法律で示すことはできないことを見出した。 しかしながら、原則的に、そのよ

うな理由への要求が強ければ強いほど、コミユーンにとって一層根本的な境界の変更となる

ということである。大臣は、最終的に、住民が境界の問題に関する決定についてどのような
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影響力をもつか、法律で明確にされるべきであるということに関して、審議会 と一致 した。

大臣は、提案された法律の第 1章第 1条に対する特別な理由づけの説明において、境界の

変更の条件にもどり、そこでさらに次にように述べた。境界の問題の検討は、一般的に、境

界の変更による利点が短所に対 して重さが測られることを意味する。この重要性の考慮に際

しては、そんなに面倒ではないのだが、境界の変更に賛成、又は反対を示唆するあらゆる事

情に注意が払われるべきで,あ る。提案された境界の変更の利点についての調査は包括的であ

るべきである。境界の変更によって達成され、変更が実施されることが導 く種類の利点は、

例えば、その変更の規模によって、事例ごとに異なる。

大臣によれば、より大きな境界の変更、例えば分割は、たつた一つの理由で説明されるこ

とはほとんどな く、多 くの要素が判断に影響を及ぼす。彼の考えるところによれば、そうし

た要素は、住民の発展 (住民の増加 ?befolkningsutveklingen)、 人口欄密な地域の構造

といつた近隣の地理的諸問題、距離の関係、労働市場、職業、住宅、そして大衆交通機関で

あつた。境界の変更のコミユーンサービスに対する影響もまた考慮されなければならず、コ

ミユーン財政の問題もまた除 くことはできない。この判断に際 してのもう一つの重要な要素

は、議員数の変更及び現場の組織を通 しての市民の影響力のための代替的形態に関するコミ

ューン民主主義の問題であつた。 しかしながら、彼は、一つのコミユーンの分割にとって、

それは、十分なコミユーン民主主義の特質の内の除外された利点というわけでは決 してなく、

その新設されたコミユーンもまた住民構造に関する問題や近隣の地理的配慮などについて

の合理的な要求を満たすべきであると考えた。

さらに彼は、他のコミユーンに移ると考えられる、又は自分たちのコミユーンを創設する

ために抜け出る地域の住民にとっての利点は、まず第一にコミユーンの一部の利点によって

考慮されると考えた。このように、住民の関係が境界の問題の判断に際 して中心的な場所を

与えられることの重要性が強調された。

境界の変更のための理由をつ くりあげるために、この利点は永続的なものであるとされな

ければならない。彼によれば、現実の問題について、現在知るかぎりの将来における解決を

もたらすと判断されるかぎり、境界の変更に訴えられることを意味するということであつた。

答申の回付審査機関は、全般的に、審議会の提案を承認 していた。そして、上院議会は、

その回付に際 しての意見において、条件に関する規定に対する審議会の提案は、その当時適

用された法規定が有効 となるような、長期間慣例で発展させ られてきた境界の変更について

の要約的な基準となっていると強調 していた。

政府提出法案―住民の見解に関する調査

全コミユーンの集約に関しては、大臣
・
はく議会がコミユーン住民を代表するということを

自明のことと考えた。もし境界の変更がコミユーンが分害Jさ れること、あるいはコミユーン

の一部が他のコミユーンに引き継がれることを意味するならば、コミユーン議会と地域住民

の見解は一致するということを前提とすることが当然にできた。しかしながら、例えばコミ

ューン 0サービス又はその他のサービスに対する地域住民の近隣の利益がコミユーンがその

領域を保持 していくことの利益に反することを排除 しきれない。彼の見解によれば、こうし

た状況は、あまり隔離されていないので、全般的に、こうした状況における地域住民の見解

に対 して特別な配慮が払われなければ、地域住民の利益がコミユーンの利益のために譲らさ
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せられるということであつた。そうした配慮が払われることを保証するために、これに関す

る規定が法律に組み込まれるべきであつた。その一方、その地域の意見が住民構造、期待に

沿つたサービス、財政力、及びその他そのコミユーンが優先する利益に関する要求に反 して

重要性を評価されることなしには、地域住民の願望がコミユーンのそれよりも優先すべきだ

とは言われなかった。

大臣は、彼 自身としては、その当時適用されていたコミユーン法の、投票とか世論調査そ

の他同様な方法でコミユーン構成員の立場を把握することができるようにすることに関す

る規定は、住民の特殊な意見を確かめるもつとも自然なや り方であることを示 していると考

えていた。このや り方は、かならずしも常には通用 しないので、政府の調査当局は、境界案

件の調査という枠の中で、特別な配慮がこれに対 して払われるべき場合の事例においては、

地域住民の願望や見解を直接知ることができるべきである。彼の見解によれば、そのような

規定は、代表民主主義の矛盾を意味することもな く、コミユーン自らがコミユーン構成員の

見解を把握できることに影響を及ぼすこともないことを必要とした。

調査当局は、それぞれの個別の事例において、そのような調査を実施する理由があるかど

うか決定することができるべきであつた。概 して行われないそのような調査は、その取扱の

方向としてコミユーンが住民の意見を聞いたか、あるいは別の方法で住民の見解が明らかに

されたかを当然に必要とした。

調査は、問題の他のコミユーンに引き継がれるあるいは自分たちのコミユーンヘと離脱す

る地域の住民を含むべきであつた。大臣によれば、縮小したコミユーンの住民の利益はコミ

ューンの利益と合致し、それにより、コミユーン議会によって守られると思われた。したが

つて、その見解が住民のこの一部にも知られるべきかどうか決めるのは、主に議会の問題で

あるべきであつた。しかしながら、彼は、それが理があると考えられるならば、そうした住

民集団の意見を聞くことが調査当局にとって何 らかの妨げになるとは考えなかつた。コミユ

ーンの分割に際 しては、調査には、それぞれのコミユーンの分割地域の住民を含ませるのが

適当であるとしばしば思われていた。かれもまた、調査を遂行 し、その形態を決定するのは

レーン執行委員会のやるべきことであり、そこでレーン執行委員会が調査の形態の選択に関

して問題のそれぞれのコミユーンと協議することを前提とするとする審議会 と同意見であ

つた。

回付審査機関のいずれかが、その責任において、特別な配慮が地域住民に対 して払われる

とする規定は代表民主主義を危うくすると主張 していた。 しかしながら、大臣は、当然の理

由でコミユーンの境界の変更は国によって決定されなければならないし、また国のその調査

に際 しての決定当局も、コミユーンの領域の外部の事情や利益に考慮 しなければならないと

考えた。そこで、この国の当局もまた、当該地域の意見に特別な配慮を払うべきであつた。

政府提出法案―境界の変更の効力の発効

大臣は、平均的規模及びそれより大きい境界の変更に際 しての審議会の移行期間の提案は

うまくつ くられていると考え、審議会の、主として一年に延長することは理があるとする見

解に同じくしていた。彼はまた、その問題に関して発言したすべての回付審査機関と同様に、

新たな境界によるコミユーンが旧議会により代表されるべきではないほど大きい境界の変

更は、通常の議会選挙のあとの 1月 1日 に効力を発効することになるという審議会の見解に
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同意 した。そのような段取 りで、このことが国にとってもコミユーンにとっても実際的なコ

ミユーンの境界の変更の実施を容易にした。

国会における取扱い

憲法小委員会 (KU 1978/79:40)は、国会が二つの提議により政府提出法案の若干の改正

案を受け取るように要求 した。これは、一方では、関係するコミユーンが同意 している小規

模な境界の変更の事例についてはレーン執行委員会に決定権の委任を意味 し (第 1章第 3

条 )、 他方では、住民の願望に特別な配慮が払われるべきであるとする規定 (第 1章第 1条 )、

及び、理由がある場合には、住民の見解に関して特別な調査がなされるとする規定 (第 1章

第 24条)が起こりうるコミユーン統合に際 しても適用されるべきであることを意味する。

小委員会は、例えば、次のように言つている。上記の例外を伴う提出された提案は、この

分野についての近代法に立脚する要求を満たしていると考えられる。しばしば慣例で行われ

ているように、明確な表現で出された住民の意見に対 して大きな配慮が払われるのが当然の

こととみなされ、コミユーンの分割に際 して、投票がそれぞれのコミユーン分割地域の住民

を含むことが当然適当であると、とくに強調 していた。小委員会は、政府提出法案の住民の

定義を、境界の変更により別のコミユーンに移されるか又は自分たちのコミユーンヘと離脱

することになる地域の人々とし、これらの事例において、縮小したコミユーンの住民に対 し

ても配慮が払われるべきであると考えた。小委員会は、境界の変更に伴う臨時選挙の短所は

非常に重要であるので、スケールが大きくて新 しい議会が選ばれるべきであるような変更は、

ただ通常の選挙の後の年度代わ りに有効 とされるべきである、という審議会及び大臣の見解

と同じくしていた。そこで、小委員会は、例えば、議員任期がわずか 3年であること、そし

て非常に大きな境界の変更の調査及び準備は時間を要する過程であるとか、審議会のこの間

題についての立場は、この問題に関して発言 したすべての回付審査機関によって支持されて

いたということを引き合いに出していた。

国会は、1979年 5月 22日 に小委員会の要求に同意 し、新境界法は、同年 7月 1日 に効力を

発するようになった。関わ りのある条文は次の通 りである (下記に引用されたすべての条文

は法の第一章にあるものである。);

第 1条 もし、その変更があるコミユーン又はコミユーンの一部に永続的な利点を、あるい

は一般的な観点からその他の利点をもたらすとみなされるならば、国会は、王国のコミユー

ン境界の変更について決定する。そこで、政府は、変更の実施のために必要とされる命令を

通知する。

境界の変更に関する問題の検討に際しては、その変更に密接に係わる一又は複数のコミユ

ーンの願望及び立場に特別な配慮が払われるべきである。もし、そのようなコミユーンが境

界の変更に反対 しているならば、その変更に関する決定は、ただ特別な理由がある場合にの

み通知される。住民の願望及び立場に対 しても特別な配慮が払われなければならない。

第 12条 境界の変更は、その変更に関する決定が定められる年の 1月 1日 に効力を発する。

もし、その変更が非常にスケールが大きくて、新たな分害Jに よるコミユーンが旧コミューン

議会によって代表されるべきでないならば、その変更は、全王国における議会の選挙が行わ

れた翌年の 1月 1日 に効力を発する。
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第 1条による境界の変更に関する決定は、その変更が効力を発する遅 くとも 1年前に通知

される。もし、特別な理由があるならば、その決定の通知はそれよりも遅い時点に伝えられ

るが、効力発生の 8か月前よりも遅 くてはいけない。第 3条による境界の変更に関する決定

は、その変更が効力を発する遅 くとも3か月前に通知される。

第20条 コミユーン分割についての変更に関する疑間が、その変更に関わるコミユーン又は

コミユーンの構成員によって起こされる得る。そのような変更に関する出願は、上院議会に

示され′ることになる。

国会、上院議会、及びレーン執行委員会は、自己の発議で境界の変更に関する問題を取 り

上げることができる。もし、レーン執行委員会が発議する境界の変更が、第 3条第 2項によ

リレーン執行委員会がその変更に関する決定をする性質のものでないならば、レーン執行委

員会は、その案件を上院議会に提出する。

上院議会は、第 3条第 2項によリレーン執行委員会によって決定される境界の変更に関す

るような案件は、レーン執行委員会に提出する。

第21条 第 1条及び第 3条第 1項にかかわるような境界の変更に関する案件については、上

院議会が、必要とされる調査を行うか、あるいは、それが適当と判断される場合には、調査

を行うレーン執行委員会に提出する。もし、案件の規模及び性質に対する配慮が必要とされ

るならば、上院議会は、特別な調査官に調査を行う任務を課する。

第 3条第 2項にかかわるような境界の変更に関する案件については、その調査は、レーン

執行委員会によりなされる。

第22条 コミユーンの境界の変更に関する調査は、この問題に影響をおよぼすすべての事情

を含む。調査に際 しては、この問題に関心をもつているコミユーンによって会議がもたれる。

もし、その調査がかかわるコミユーンの境界の変更が、他の何らかの境界の変更をも生ず

るならば、その調査は、そのような変更もまた含む。

第24条 その理由がある場合には、境界の変更に対する住民の見解に関して特別な調査が行

われる。もし、特別調査官がそのような調査の理由があるとするならば、彼は、この問題に

ついて決定する上院議会にこのことについて報告する。レーン執行委員会は、レーン執行委

員会が調査する案件の調査検討に関して決定する。

この調査検討は、レーン執行委員会によってなされる。これは、投票、世論調査、又は類

似 した手続きによってなされる。そのときに、レーン執行委員会は、もし、選挙委員会の事

業がそれによって他に妨げられることがないならば、コミユーン選挙委員会を利用すること

ができる。

記録すべきことは、一つには、第 20条及び第 21条は、上記の表現を SFS 1982:1252に

より得たということであ り、また一つには、この法律は、その創設に際 して、 1988年 に

廃止された (SFS 1988:198)教区に関する第 3章をも含んでいたということである。
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13。 3.2要約

条件

まずはじめに、法律本文は、境界の変更が行われるために達成されなければならない意識

的にあいまいに形成された条件を伴つた非常に一般的な方向であると結論づけられるだろ

う。法律の準備作業によれば、条件に関するこのあいまいさは、法律の側面から意識的であ

ることを示 している。そのうえ、この理由は、一つには、その慣習を社会の発展に適合させ

ることができるように政府にかな り広い枠を示すことであ り、また一つには、境界の変更の

調査は、一般的に、多 くのさまざまな利害の合理的な調整を意味するということである。

そこで、非常に大きな境界の変更が決定され得るために満たされるなければならない基準

が第 1章第 1条にもある。変更は、「コミユーン又はコミユーンの一部に永続的な利点を、

あるいは一般的な観点からのその他の利点をもたらすとみなされる。」こうした利点が継続

できる事例は、準備作業からもつてこられる。判断に際して重みをおかれるべき要因は住民

の成長 (増加 ?)、 人口欄密な地方の構造といつたような近隣地域の地理的な問題、距離の

関係、労働市場、職業、住居清掃 (bostader)及び大衆交通機関、コミユーンサービス及び

コミユーン財政問題である。その他の重要視されなければならない要因は、議員の数、又は

地域の機関を通 しての市民の影響力の代替的な形態 といつたようなコミユーン民主主義の

側面である。 しかしながら、大臣は、これが憲法小委員会の側からの何 らかの特別な発言を

生 じさせるということでな く、これが、コミユーンの分害Jに とってかろうじて十分な唯一の

コミユーン民主主義的特性の利点であるということを指摘 した。新設されたコミユーンはま

た、住民構成 (bef01kningsunderl電 )や近隣地域の地勢などに関する問題 となつている合

理的な要求を満たさなければならない。

境界の変更の利点が永続的であるとされなければならないということに関する要求につ

いては、もし、それが、現実の問題について、現在知 りうるかぎりの将来における解決をも

たらすならば、境界の変更に訴えられることになると考えられる。

上院議会がその回付発言において指摘 していたように、1979年の法律は、これらの問題に

関して何 ら直接的な新たな秩序 を意味せず、概 して、長期間発展させ られるような慣習の要

点をかたちづ くつていた。

次章でも詳細に慣習について示すが、政府にはコミユーンの分割に関する願望を決定する

ことについて、大いに裁量の余地が残されていると要約的に結論付けられる。

手続き

第 1章第20条には、境界の変更に関する疑間は、変更にかかわるそれぞれのもの、すなわ

ちコミユーン又はコミユーンの構成員によって、また調査及び決定機関、つまり政府、上院

議会、そしてレーン執行委員会によっても起こされることが示されている。民間人の発議が、

実際には、コミユーン自身が支持 している場合には、分害Jの出願が自明のことと思われるよ

うな調査の財源を費やすこと関しては、同じような積極的な反応にならない。一般的には、

調査の当初の段階ですでに最終的な結論がどのようにつ くり出されるか良い印象をもつて

いると思われていた。

上院議会は、調査当局であるが (第21条 )、 それ自身の調査業務は、レーン執行委員会又

は特別調査官によって正規になされる。スウエーデン 0コ ミユーン連合もまた調査及び結果
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分析のためにしばしば利用される。必要ならば、補完的な調査の後で、上院議会は、それに

したがつて、非常にスケールの大きい境界の変更において決定をする政府に対 して自己の意

見を示す。

法律は、この問題についての住民の意見を知るために、決定当局に大きな余地を与えてい

る。そして、このことは、境界の変更に関する決定のためにかなりの条件がある案件のそれ

ぞれのケースにおいて、通常、行われていると十分言われうる。住民の意見は、コミューン

や活動集団 (田ktionsgrupps,よ tionsgruppsの誤 りか?)の提案を通 して、非常によく把

握されてきていた。

効力発効

法律第 1章第12条第 2項によれば、境界の変更に関する決定は、変更が効力を発する遅 く

とも一年前に通知される。 しかしながら、特別な理由がある場合には、それよりも後の時点

で伝えられ得る。とはいつても、効力発生の 8か月より遅 くなってはならない。同じ条文の

第 1項によれば、新たな境界によるコミユーンが旧議会によって代表されるべきでないほど

大きな境界の変更は、王国全体の議会の選挙が行われた翌年の 1月 1日 に効力を発する。境

界法の支援によリコミューンにおける選挙はもはや行われることはない。

13.4 実施されたコミユーン分割

コミユーンの大集約が実現されて以来、政府は、 9回、コミユーンの分害Jに 関する決定を

してきた。これら分割されたコミユァンについては、表 13elに示す。

表 13.1 決定されたコミューン分割

1日 コミユーン

オーセレ

モターラ

ヌルシヨー

ヴェンネス

ヴアックスホルム

ヴァラ

ブットキユールカ

ヌーシヨッピング

エーレブルー

新境界             決定

オーセレ/ドロテア         790208
モターラ/ヴァズテナ         790420
ヌルショー/マロー          811222
ヴェンネス/ビュールホルム      811222
ヴアックスホルム/エステローケル   811222

ヴァラ/エシュンガ         811222
ブットキユールカ/サーレム      811222
ヌーシヨツピング/グネスタ/ツ ローサ 90H08
エーレブルー/レ ケベリ        92H12

実施

800101

800101

830101

830101

830101

830101

830101

920101

950101

上記の表から明らかなように、1979年 7月 1日 に初めて行われた 1979年 の境界法が効

力を発 しないうちに、その当時のオーレセ・コミユーン及びモターラ 0コ ミユーンの分割に

関する決定が出ている。 しかしながら、この法律は、上院議会もまたその回付審査意見のな

かで強調 していたように、以前の法律と比較 して、分割の条件に関して何らの大きな改正も

含んでいない。さらに、新法に関する政府提出法案についての作業がその時点において内閣



官房 (regeringskansliet)に おいて継続 し、モターラのケースに関しては、すでに国会に

引き継がれていた。次の 13。 4.1… 13。 4。 3の部分は、これらの分割に際 しての案件処理によ

ってなされた簡潔な内容の逐次説明である。「旧来の」分割に関する説明は、次節に引用さ

れた調査に基づいている。

審議会は、初期のコミユーン分割 (すなわち、ヌニシヨツピングとエーレブルーを含まな

い。)について、ケルステイン 0コ ラム博士とクリステイーナ・エクマン博士補 (fil.kan

d)(と もにウメオ大学国立科学研究所)に調査を実施させていた。報告書「コミユーン分

割―その経験 と最終結果」は、日標 として、これらの分割についての一般的な経験を図表化

することとしてお り、その経験に関 して、コミユーンの トップの地位にある多数の職員 (コ

ミッシヨナー、oppositionsrad、 事務局長、kommunchefer、 及び若干の行政部門の長)に質

問がなされた。この選別は、分割の時点において上記のいずれかの職を占め、依然としてそ

れらの職の必要とする職員に向けられた。。 13.6。 2節で、コラム博士とエクマン博士補の結

論について詳細に説明する。

13。 4.1初期の分割 (1979年/1984年 )

オーセレ・コミューン

ドロテア、フレドリカ、及びオーセレのコミユーンは、1974年の 1月 1日 に、オーセレと

称する新たなコミユァンに統合された。すでに1976年 9月 に、 ドロテアが自己のコミユーン

を創設 したいとコミユーンに要求 していた。コミユーンの意見を確かめるために、1977年に

世論調査が行われた。これによると、 ドロテア地区の投票の84%が分割にイエスと言つてお

り、一方、オーセレ地区のその割合は51%であり、フレドリカではわずか28%であった。全

オーセレ・コミユーンにおける賛成総数の割合は63%であった。どの三つの地区においても

反対票は50%を超えてはいなかつた。

分割の決定の前になされたある調査においては、現行のコミユーン間で将来の費用に差異

をもたらすと予想される住民構成に関して、問題の ドロテアとオーセレとの違いが指摘され

ていた。調査にしたがつて、上院議会は、政府に対 して、以前の ドロテア・コミユーンに相

当する地域としてのオーセレ・コミユーンの一部を分離し、それ自体を1980年 1月 1日 をも

つてコミユーンとすることを提案 した。政府は、上院議会の提案について、1979年 2月 1日

に決定 した。政府の決定は理由付けの説明をまつたく欠いていた。

モターラ・コミューン

アスカ、モターラ、テャルモ、及びヴアズテナのコミユーンは、1974年 1月 1日 に新たな

モターラ・コミユーンに統合された。コミユーン分割の運動団体 (劉ktionsgrupp)力Sす ぐ

さまヴァズテナに設立された。とりわけ、その投票の68%余の分害J賛成を示すヴアズテナ地

区の住民投票が実施された。上院議会は、その意見のなかで、境界の変更の出願をしないよ

うに忠告 した。例えば、モターラ 0コ ミユーンが提案された境界の変更に反対 していること、

そして集会の見解によれば、そのような変更は、縮小したモターラ・コミユーンにとってか

な りの不都合を意味するということが強調された。上院議会によれば、コミユーン民主主義

の問題は、既存のコミユーンの境界の枠内で解決され得るというものであつた。ヴァズテナ

の特性は、その文化的・歴史的 0社会環境によって、モターラ・コミユーンのなかで満たさ
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れうると考えられていた。

政府は、1979年 4月 1日 の決定において、運動団体 (aktionsgrupps)の 出願によるモタ

ーラ・コミユーンの分割が二つのコミユーンの創設を意味するものであ り、そしてそのそれ

ぞれが十分な住民構成もつことになると結論づけた。政府によれば、これらのコミユーンは、

期待に添つたかたちでコミユーン 0サービスに対するコミユーン構成員の需要を満たすこと

について良い条件をもつていた。政府はまた、たとえモターラ 0コ ミユーンが境界の変更に

反対 したとしても、その見解は、コミユーン議会のなかで厳 しく分かれていることにも気づ

いていた。総合的な判断に際して、政府は、変更の利点は、分割がコミューン民主主義に意

味 している利点について明白に考慮 し、特別に注意を払うことであることを承知 していた。

この案件に関しては、一方では、分割がコミユーンの意思に反 して行われたこと、また一方

では、決定と実際の分割との間の期間の 8か月余という短さが特に注意される。

ヌールショー・コミューン

1974年 1月 1日 に、ヌールシヨー・コミユーン及びマロー 0コ ミユーンからヌールショー・

コミユーンが創設された。1978年 8月 1日、ヌールショー 0コ ミユーンは、上院議会に、マ

ロー及びヌールショーが再度自分たちのコミユーンを創設するための条件に関 して調査が

行われるべきだと文書で提出した。提出の理由としては、主に、その当時のコミユーンの一

つの大きな欠点は、ますます期待できないマロー地区の将来性、つまり転出、サービス基盤、

労働の機会、及びいきいきとした近隣民主主義といつた問題に関してのその二元性にあると

いわれていた。レーン執行委員会の調査は、次のような結論を出した。分割は、これらふた

つの地区のいずれにとつても永続的な利点とはならない。議員数の増大や決定への身近さの

増大により得 られる利点は、地区組織の整備により、広報活動の拡大、その他類似の方法に

より高度に到達されうる。実施された住民投票に際 しては、コミユーンにおける投票の56%

が分割が行われるべきことをのぞんでお り、他方、42%が これに否定的であつた。しかしな

がら、その意見は、それぞれの地区では著 しくなればなれになっていた。マローにおける投

票の割合は84%であるのに対 して、ヌールシヨーにおけるそれは28%であった。上院議会は、

その意見として、まず第一に基礎となる住民構成が小規模であること及び財政的結果が否定

的であることにより、何 らの分害Jも 勧めなかった。コミユーン自身の分害Jに対 してとるべき

立場は、住民が非常に明白に分割に賛意を示 していることにより説明された。

政府は、コミユーン自身が分割を押 し進めていると結論付けたのち、ヌールショウー・コ

ミユーンの分割は行われるべきであると決定 し、その決定について、なによりもまず、双方

の地区にとってコミユーン民主主義の観点から、そのような分割が永続的な利点をもたらす

とされようと説明した。

ヴェンネス・コミューン

1974年 1月 1日、ビユールホルムとヴェンネスのコミユーンが新ヴェンネス・コミユーン

に統合された。新コミユーンは、1977年 5月 1日、ビユールホルムスが再度一つのコミユー

ン創設する条件に関する調査について申請 した。レーン執行委員会により非常にゆっくりと

実施されたこの調査においては、調査官は、分割はこの二つのどちらの地区にとっても永続

的な利点とはならないと考えた。議員数の増大及び決定権への近接性の増大によって得 られ
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る利点は、すでに新コミユーン自由になる可能性を利用することによりより良 くもたらされ

る。

上院議会は、この申請を却下 した。しかし、ヴェンネス 0コ ミユーンのその決定に対する

抗議などののち、政府は、分割が行われるべきだと決定 した。その決定においては、その変

更にもつとも密接にかかわる一又は複数のコ ミユーンの願望及び立場に特別な配慮が払わ

れるべきであると法律がのべていること、及びヴエンネス・コミユーン自身がコミユーンの

分割を求めていることなどが引き合いに出された。この事例においても、なによりもまず、

コミューン民主主義の観点から双方の地区にとって永続的な利点をもたらすと考えられた。

この案件においては、住民の意思が真先に署名で表現されたことを除いては、どのような住

民投票も行われなかつた。

ヴァクスホルム・コミューン

ヴァクスホルムとエステローケルのコミユーンは、1974年 1月 1日 に、ヴァックスホルム

と称する新たなコミユーンに統合された。1978年 の 2月 と3月 に、コミユーン分割問題につ

いての調査に関 して、一方ではヴァックスホルム分割を求める利害集団が、また一方ではヴ

アックスホルム・コミユーンが申請 した。上院議会の調査の仕事を担つていたレーン執行委

員会は、さらに、その仕事を特別調査官に委ねた。 しかしながら、実施された調査は、あと

で行われたのとは別の分割に基づいていた。この調査が完了したのち、ヴアックスホルム 0

コミユーンは住民投票を組織 した。投票によれば、64。 1%が分割に賛成 し、31。 5%が反対 し

ていた。しかしながら、投票率がわずか37.7%にすぎなかったことに注意されなければなら

ない (エステローケル26。 7%、 ヴァックスホルム62。 9%)。 政府が分割には十分な理由がな

いことを見出したのち、この調査の提案により、上院議会が新たに分割問題を調査する役割

を担うこととなつた。レーン執行委員会 と上院議会により新たな調査が行われた後、ヴァッ

クスホルム・コミユーンは、分割に否定的な結論が非常に大きいので、分割は行われるべき

ではないことを示 していると言つていた。

しかしながら、政府は、その決定のなかで、分割は双方の地区に永続的な利点をもたらす

だろうということ、そして創設されるであろうこれら二つのコミユーンは、期待に添つたか

たちで、コミユーン構成員のサービス需要を満たすためによい条件をもつていることを見出

していた。総合的な判断に際しては明らかに分割の利点が考慮された。さらに、まずなによ

りもコミユーン民主主義の観点から、利点が非常に強力なので、分割の合理的な理由があり、

そのとるべき立場として、住民投票に表わされたような住民の見解をも考慮に入れていると

考えられた。

これらが直後の二つの分割案件に特別に行つたことは、分割がコミユーンの意思に反 して

行われたということであ り、またそれ故に、第 1章第 1条第 2項により、合理的な理由があ

ると結論付けられなければならなかった。このことは、「コミユーン民主主義の観点からの

利点」という表現が今ではほとんど常に分割のもつとも重みのある理由となっているので、

それが何であるか、この決定では述べられてはいない。その結果として、これはこれら三つ

の事例に独特のものではない。法律用語「合理的な理由」とは、おそらく、それぞれの分割

案件において引用され得ないような理由を意味すると考えられる。さらに、ヴァックスホル

ム及びボツキユールカの事例においては、少なくともスウェーデンとしては、コミユーン全
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体 としてその投票率が著 しく低いとみなされなければならない住民投票が引き合いに出さ

れている。

ヴァラ・コミューン

1974年 1月 1日、以前のエシユンガ、クヴェヌムス、ラルヴス、及びヴアラのコミユーン

からなるヴアラ・コミユーンが創設された。このコミユーンのエシュンガ地区に住んでいる

多数の議員が、以前のエシユンガ 0コ ミユーンの地域がヴァラから分離され、再び自己のコ

ミユーンを創設することに関して出願 した。この出願は、のちにエシュンガの利益団体によ

つて引き継がれた。起こりうる境界の変更に関する調査が、レーン執行委員会によって特別

調査官により遂行された。その後、ヴァラ・コミユーンがこの問題についての住民投票を組

織 した。投票率は67%で、コミユーン全体としては、投票の大多数 (60%)が分割に反対で

あつた。 しかしながら、エシュンガ地区においては、大多数 (63%)が分割に賛成であつた。

ヴァラ・コミユーンは分割を妨げ、上院議会も申請を拒否 した。

しかしながら、この決定は、エシュンガの利益団体によって抗議され、政府は、1981年 1

2月 1日 に異議申立に同意 した。政府の説明は、この事例においては、ヴァックスホルム 0

コミユーンに関しての同じ日の決定 と同じであつた。 したがつて、このケースについても、

分割がコミユーンの意思 (ま たその他、住民投票におけるコミユーンの投票の大多数の反対 )

に反 して行われたので、合理的な理由があると考えられた。

ボツキュールカ・コミューン

このケースにおいても、ボツキユールカとサーレムのコミユーンが統合され、1974年 1月

1日 に創設されたコミユーンの分割が問題であつた。それ以来、サーレム中央党の党員が、

一つには1978年 5月 1日 のこの案件の発議を通して、また一つにはその後の上院議会の拒否

に対する抗議を通 してこの問題をか りたてた。上院議会がこの問題についての調査を準備 し

た後で、ボツキュールカ・コミユーンはこの問題についての住民投票を組織 した。住民投票

は、ヴァックスホルムにおけるのと同様な結果を示した。全体 としては低い投票率と離脱を

望んでいる地域の高い投票率、サーレムに置いて優勢な賛成 (74.6%)と その一方でボツキ

ュールカ地区において投票された票の85%が分割に反対であつた。コミユーン議会は、この

結果を大多数が分割に反対 していると解釈 し、そのように忠告 した。レーン執行委員会も同

様であつた。このケースにおいても、政府は、ヴァックスホルム案件 と同様であると説明し

た。

13。 4。 2 ヌーシヨッピング・コミューン

その後、政府が新たにコミユーンの分割を決定するのはほぼ 9年後のことであり、それは、

初めての、また唯一の三つに分割する決定であつた。ヌーシヨツピングは、上記のコミユー

ンと同様に、1974年 1月 1日 に、ダーガ、グネスタ、ヌーシヨツピング、ツローサ、及びヴ

ァグヘラッドのコミユーンを取 りまとめて創設された。ヌーシヨツピング・コミユーンは、

1986年 8月 1日、上院議会に、議会がツローサ 0コ ミユーンの運動団体及びダーガーグネス

タ・コミユーン会議からの申請に関 してコミユーン分割の提案について調査 し、提案するよ

う文書で要求 した。上院議会は、コミユーン分割の条件についての調査をスウェーデン・コ
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ミユーン連合に委任 した。この調査の概括的判断は、グネスタ/ダーガとツローサ/ヴァグ

ヘラッドが自分たちのコミユーンを創設するといつたようなコミユーンの分割は、境界の変

更の条件に関する法律の求めるところを満たすというものであつた。それによって、問題と

なつている住民の申請に関する世論調査が実施された。ヌーシヨツピング・コミユーン全体

で回答者の58%が賛成であ り、わずか18%が反対であるにすぎないことが明らかになった。

それぞれの地区 (未来の新コミユーン)をみるとその数字は次の通 りであつた ;グネスタ/
ダーガ 賛成54%―反対24%、 ツローサ/ヴアグヘラッド 賛成55%一反対26%、 ヌーシヨ

ッピング 賛成60%一 反対10%のみ。その結果として、それぞれ三つのコミューンにおいて

ばか りでなく、コミユーン全体としても分割に賛成が多数であつた。さらなる調査の後、そ

れにしたがって上院議会は、この調査に基づいて政府が分割について決定すべきであると提

案する表現で政府に提出した。

政府は、1990年H月 1日 にヌーシヨツピング・コミユーンが解散させ られ、新たに三つの

コミユーンが創設されることを決定 した。その説明のなかでは、当該コミユーン自身が分害J

を押 し進めていること、住民の立場が明らかに分割賛成を意味 していること、そして、分割

は、とりわけコミユーン民主主義の観点から、その当時のコミユーン全体及び三つの地区そ

れぞれにとって永続的な利点をもたらすとみなされるとされている。こうした背景によって、

また実際の案件の個別の事情に対する考慮によって、分割が行われるべきだと考えられた。

どのような個別の事情があつたかは示されていないが、社会民主党の政府が非常に制限的な

態度をもつていたこと、そして依然としてそうであることを強調 したがつていた可能性があ

る。

13。 4。 3 エーレブルー・コミューン

1971年 1月 1日、エーレブルー市は、レケベリ県コミユーン等と統合され、エーレブルー 0

コミユーンが創設された。エーレブルー・コミユーンは、1990年 1月 10日、上院議会に、レ

ケベ リ地区が分離 し、自分達のコミユーンとなるコミユーン分割の条件に関して調査が実施

されるよう文書で申請 した。上院議会は、エーレブルー・ レーンのレーン執行委員会のレケ

ベ リが自分たちのコミユーンを創設する条件に関 しては何 らの調査も必要ないと考えてい

るという意見を知つた。それによって、エーレブルー・コミユーンは、1990年 9月 にレケベ

リ地区において住民投票を実施することを決定 した。この投票の結果は、66。 8%が レケベリ

が自分たちのコミユーンとなることを望んでお り、その一方で引き続きエーレブルー・コミ

ューンに帰属すべきと望んでいるのが32.5%であった。これにより、上院議会は、スウェー

デン 0コ ミユーン連合にエーレブルー・コミューンの分割に際 しての財政的な規則 の制定を

委任 した。上院議会は、1991年 3月 1日 にその意見を付 してこの案件を政府に提出した。レ

ケベ リの得ることになる非常に脆弱な財政基盤のコミユーンを新たに創設することに対 し

て躊躇が表明された。 しかしながら、上院議会は、住民投票の結果、コミユーン自身の願望、

そしてその他回付審査機関の賛成があつたので、分割についての決定に反対 しようとはしな

かつた。

しかしながら、社会民主党の政府は、この課題について何 らの決定もせず、1992年 11月 12

日に、1995年 1月 1日 をもつてエーレブルー 0コ ミユーンが解散させられ、レケベ リ 0コ ミ
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ューンとエーレブルー 0コ ミユーンに分割されると決定 したのは、1991年の選挙の後に新た

に引き継いだ保守党の政府であつた。この決定に関しての政府の説明は、エーレブルー・コ

ミユーン自身が分割を押 し進めていたこと、及び実施された調査に表されていたように住民

の見解が明らかに分割に賛成を意味 しているということであつた。政府は、そのような分割

は、なによりもまずコミユーン民主主義の観点から、永続的な利点をもたらすとみなされう

ると考えた。

レケベ リに関 しては、自分たちのコミユーンになることに対する最大の障害は、脆弱な財

政であると結論づけることができる。それぞれの計算によれば、1992年 の税査定によれば、

平均的な税負担力におけるその税負担力は、分割されないコミユーンの約98%と 比較 して、

約81%と低い。脆弱なその財政力は、社会民主党の政府も保守党の政府もコミユーンの分割

に関する申請に賛成することに躊躇 した第一の理由であつたと思われる。しかしながら、社

会民主党の政府は、1991年 4月 1日 に、効力発生まえ 1年以上区分の変更がないならば、決

定すべき何 ら合理的な理由がないということで、この課題について決定 しないことに決めた。

13.5  却下された出願

通達により、私たちはまた、遂行されたコミユーン分割の全般的な経験の調査等の外に、

私たちが理があるとする条件のもとで将来のコミユーン分割を容易にすることができるよ

うな変更の提案をした。この一つの条件 とは、主張されていないとしても、当然に、法律が

何 らかのかたちでコミユーン分割の邪魔になるということである。正規に国会に提出された

提議は、どのケースにおいても、それは、このように、小さくない規模で行われるという見

解があることを示 している。もしそのような展開が予期されるならば、法律は当然に改正さ

れるべきである。そこでまた、法律が、主に現在の政府の政治的評価の起点にもつていると

るべき立場に、非常に大きな余地を残 しているということも考慮されなければならない。し

たがつて、この原因については、同意された案件についてよりも、分割に関する申請が却下

されたケースについて、おそらく、大いに調べる理由がある。

1979年の分割法が発効 して以来、政府は、1993年 2月 11日 までに、14件の申請又はコミユ

ーン分割に関する異議申立、そうした分割の条件についての調査、又は分割問題についての

住民投票に実施を却下 していた。ある一つのコミユーンは二つの政府決定の対象であること、

及び以前の却下決定が今では調査が上院議会で継続するように改正されたことを考慮 して、

その結果として、 12の コミユーンに関する問題がある。すなわち、次の通 りである ;

表 13。 2却下された分割に関する出願

コミユーン名

ギュルスポング

ウップヴィディング

ルンド

シグチュナ

イェテボリ

決定

1982。 4

1982.9

1982。 12

1983。 6

1983。 12

内容

分割に関する出願の却下

分割に関する出願の却下

調査及び住民投票に関する出願の却下

分割に関する出願の却下

分割に関する出願の却下
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シェレフテオ

ウメオ

ヴェステルヴイック

エルヴダレン

ヘリェダレン

ゴットランド

ス トルーマン

1984.9

1984。 9

1984.9

1984e12

1990。 5,

1992。 11

1993.2

住民投票又は分割に関する出願の却下

調査に関する出願の却下

分割に関する出願の却下

分割又は住民投票に関する出願の却下

1992。 11 二つのケースについての分割に関する出願

の却下

分割に関する出願の却下

調査に関する出願の却下

これら13の 数え上げられた政府決定のうち、 5つは保守党政府によってなされ、 8つが社

会民主党の政府によってなされた。すべてのケースでコミユーンは、あるいはそれぞれのケ

ースで議員の大多数は、分割に対 して否定的であつた。政府が出願に同意 した分割案件 と却

下されたそれとの比較は、次の通 りである。分割に関する出願が許可されるためには、次の

条件の大多数が満たされなければならない ;1)元々の (分割前の)コ ミユーンが分割に対 し

て積極的であること、2)分離する地区においてかなり幅の広い政治的な同意があるべきであ

り、出願ができるかぎり幅の広い基礎の上にあるべきであること、3)財政的条件があること

(多分、重要であつたし、またいよいよ重要となる要素)、 4)そ の他の条件 (住民の条件、

近隣の地理的条件、非多核的新コミユーン等々)が悪 くはないこと、5)そ の出願が出される

前にすでに何 らかのかたちの住民投票/世論調査がとくになされるべきこと、6)住民投票は

高い投票率であるべきであ り、分離する地区においては高い賛成の割合を示 し、同時にその

他の地区に置いて予期される反対が強力なものでないことである。一方、新 しいコミユーン

における住民の数は何 ら決定的な役割を演 じていないように思われる。

政府は、その案件について総合的な判断をしなければならないので、すべての条件が満た

されることを必要としないが、当然、満たされることが多ければ多いほど、ますます、分割

の決定が支持される可能性が高 くなる。 しかしながら、政府の決定は常に非常にまず く説明

されるので、これらの結論は非常に不安定なものとして考慮されなければならないことは強

調されすぎることはない。これは、同意の決定にも却下の決定にも当てはまるが、おそらく

主に後者について当てはまるだろう。最終的には、それぞれのケースにおいて調査を支持す

る条件は、おそらく分割の決定についても、社会民主党の政府によってよりも保守党の政府

によって一層大きくなつている。多分、ある程度、こうした事実は常に政府の決定によって

述べ られるとは限らず、それぞれ政府及び議会の多数の意見によって明確に示されている。

13。 6 分割により得 られた経験

13.6.1評価の困難性

政府がコミユーンの分割に関 して決定できるために満たされなければならない基本的な

条件は、分割 (変更)は、「コミユーン又はコミユーンの一部地区に永続的な利点、あるい

は全般的な観点からその他の利点をもたらすとみなされ得る」 (第 1章第 1条)こ とである。

大臣も政府提出法案 (prOp。 1978/79:157s100)で 表明したように、永続的な利点を必要

とするということは、区分の変更が現在の問題についての「現在知 りうるかぎりの将来にお

ける」解決をもたらすと判断される場合にのみ訴えられるべきであることを意味する。
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上記に引用 した条文及び政府提出法案についての調査は、一つには、「永続的な」という

言葉及び「現在知 りうるかぎりの」という言葉の概念が一年というなかで何を意味するのか

という問題を、また一つには、それらのコミユーンにかかわる多くの地域で騒々しい発展を

言わないように、これらの二つの概念が相互に何 らかの種類の相反する関係を生 じないかど

うかという問題を引き起こす。しかしながら、私たちの考えでは、条文は、それぞれのケー

スについて、 5年から10年の期間と考えられると解釈されるべきである。

それ故、遂行された分割が何か永続的な利点をもたらしたかどうか確実に言えるように、

分割されたコミユーンは長期間調査されるべきである。そのような調査は、当然、分割の前

年に始めるべきである。分割後何年も発展がみられることを除いて、何 らかのそのような調

査がなされないならば、このことについて何 らかの決定的な結論を引き出されるかどうか躊

躇される。すなわち、分割されたコミユーンで財政がどのように発展させられたかについて

後で評価することに関しては、注意が払われなければならないいくつかの陥 りやすい誤 りの

源となるものがある。例えば、コミユーンは、年金への供託、経費の期限化、及び減価償却

に関して、分割以後一又は数回、その明細報告のしきたりを変更して しまうことができた。

年度を超えた費用の増大の直接的な比較が不可能にさせられているような組織の改革が遂

行されていただろう。結局、1980年 以降の国庫補助金制度も、分割の結果を解明する可能性

を困難にする抜本的な改革を広 くゆきわたらせてきた。こうした理由あるいはその他の理由

が、最後には長い年月がたつて、分割がコミユーンの財政的な発展にどのような影響を与え

たか調査することを極めて困難にしている。

コミユーン民主主義の発展がどうであつたかについての評価に関しても、人々が多年にわ

たつて分割されたコミユーンに継続的に従うことが要求される。すなわち、経験的には、「新

しいコミユーン」においては、分割後のその年に、市民のそしてその地方の政党の熱情や関

心が最高であるが、何年かの後に、それらはしばしば以前のレベルにもどつて しまうことが

知られている。このことは、その期間に、自分たちのコミユーンを創設ことに関する問題が

駆 り立てられ、そして最初の教化の年に地方の政治的関心を高めようとする団体や運動がし

ばしばよく知られていることにより単純に説明される。「勝利が勝ち取 られ」て、おそらく

しばしば脆弱な財政での日常的なコミユーン業務にはいっていつたときには、この分か りや

すい理由は、当初の段階と同じような熱情を奮い起こすには分かりやすくはない。

このことは、政治家及び市民がコミユーン民主主義が分割後に発展させられたことをどの

ように理解 しているかについての調査は、分割後年数がたたないうちに遂行 しとげられるベ

きだということである。分割されたコミユーンに関する民主主義の発展に関してもまた、そ

れ自身の分害Jの前に初めから調査が行われるべきである。

理論的な観点からは、本当は、分割がうまくいつたかそれともそうでなかつたかどうかに

ついて確実に意見を述べることができるかどうか疑間にも思われるだろう。この最終結果、

すなわち、今日の状態は、当然、そのコミユーンが分割されていなかった場合に支配的とな

つていたであろう状態と比較されるべきである。 したがつて、もはや存在 しない元のコミユ

ーンが今日どのようにみえるかについての像を描 く試みがなされなければならない。たとえ、

かなり単純に新たに創設されたコミユーンが集められ、例として国庫補助金制度の最終結果

をその実際の最終結果と比較 したみたとしても、このことについて非常に際立った結論以外

のものを引き出せ得ないと言われている。これについては、その理由は、例えば、先に述べ
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られたような誤 りの源である。実際には、その代わ りに、財政的な発展についての評価は、

一方では他の比較となるコミユーンについての調査により、また一方では分割されたコミユ

ーンにおける発展を継続的に追跡することにより行われなければならない。

通達による私たちの任務のうちの一つは、今までに遂行されたコミユーン分割によって得

られた全般的な経験について調査することである。そこで、当初には、一般的には、 198
0年以降行われたコミユーン分割が期待された永続的な利点をもたらしたかどうか、決定的

な意見を述べることは、不可能であるとは言わず、困難であると結論付けられるだろう。こ

のことは、コミユーンの財政的結果、及びコミユーン民主主義の結果の両方に当てはまる。

このうえ、この主な理由は、分割されたコミユーンについてのより深 く継続的な追跡調査

が何 ら行われなかつたことである。中央の方からなされた唯一のより深い調査は、一つには、

「コミユーン分割の評価、モターラ及びオーセレ・コミユーンの分割」 (Ds Kn 1981:21)

であ り、また一つには、ともに1984年からのスウェーデン・コミユーン連合の二つの報告書

「コミユーン分割の評価」及び「わが道を行 くとき」である。まず、最初に述べたものに関

しては、自身の分割に対 して非常に早 く行われたので、やや長期的な視点での発展について

の何 らかの広範な結果をほとんど引き出せない。あとの二つは、ともにその当時大きな関心

をもたれていたが、それらが実施されてからほとんど 10年になることが留意されるべきで

ある。最後に、先に言及 したケルスティン・コラムとクリスティーナ・エクマンの報告書が

ある。 しかしながら、この報告書は、コミユーンの「上層部」のすべての人々というかなり

少数の人々との面接て構成されてお り、またその面接は分割後かなりの年数がたつて行われ

ていた。コミユーンにおける財政上の発展についてのさらに深い分析はなにもなされていな

い。

しかしながら、私たちは、本節で継続的に、一方ではここに述べた二つがその報告書にお

いて詳細に説明している結果と結論を紹介 し、また一方では単純な財政上の鍵となる数字か

ら、これらの分割されたコミユーンが他の比較となるコミユーンよりもまずい財政的発展を

してきたかどうかについて調査する。ここでは、現在の (分割された)コ ミユーンに相当す

るコミユーンと以前の (元の)コ ミユーンに相当するコミユーンの両方が関わる。

13。 6。2 報告書「コミユーン分割一その経験と最終結果」

ケルステイン・コラムとクリスティーナ・エクマンの報告書「コミユーン分割一その経験

と最終結果」の基礎にある調査は、日標 として、これまで実施されたコミユーン分割によっ

て得 られた全般的な経験について図表化することであつた。すべての分割されたコミユーン

の数多 くのコミユーン・コミッシヨナー、oppOsitionsrad、 事務局長、kommunchefer、 及び

若千の行政部門の長がコミユーン分割によって得 られたその経験に関する質問に回答を寄

せた。この選別は、分割の時点において上記のそうした地位を占めていた人々、そして依然

としてそうした地位を要求 している人々をねらいとしていた。全部で 49人の政治家と8人

の公務員がこれらの質問に答えた。

質問は、コミユーンの現実についての三つの側面、すなわち、民主主義、財政、及びサー

ビスを取 り上げていた。政治家も公務員も、ともにこれらの側面がコミューン分割の後に満

たされたかどうか見解を明らかにした。民主主義の側面がコミユーン分割によって満たされ

たかどうかに関する質問については、65%がイエス、 4分の 1余 りがノーと回答していた。

この回答を評価するためには、その概念が面接された人にとってどのような意味をもつてい
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るか知ることが重要であると考えられた。 したがつて、彼 らは、これらの概念のどれにとっ

ても、二つのもつとも重要な議論 (二者択一が予め与えられていた)が交差 していると勧告

された。かれらが質問に対 して、コミユーン分割に賛成の議論においてもつとも重要とみな

した民主主義についての側面は、 1)政治上の代表者達と市民とのより密接な接触 (78%)、

2)全体的な住民意思を実現すること (39%)、 及び、 3)政治家の市民の需要や願望に対

する鋭敏さの増大 (37%)で あった。

財政の側面に関しては、政治家の半分がそれが満たされていると考え、 3分の 1がその質

問にノーと答え、16%がある程度はと答えていた。これについても、回答 した人々にとって

その概念がどのような意味を持つているか調査された。コミユーン分割の議論においてもつ

とも重要であると考えられた財政の側面は、 1)コ ミユーン財源の活用の改善 (57%)、 2)

コミユーン行政の効率化 (51%)、 3)財政の管理及び統制の強化 (35%)、 であつた。ど

の政治家も財政の側面は従属的な役割を演 じているとその回答に付加的に注釈 していた。

サービスの議論が満たされたかどうかという質問については、回答者の半分あまりがその

とお りであると主張 してお り、三分の一が否定的に考えていて、10%が質問に答えていなか

つた。コミユーン分害Jの議論に関して重要である公的サービスの側面については、 1)公的

サービスヘの近接性の拡大 (80%)、 2)市民の需要及び願望に対する公的サービスの適合

性の改善 (78%)で あった。その他の選択肢は僅かな投票を得ただけであつた。

一定のサービスを営んでい くための財政的な条件が分割の後に変化 したかどうかについ

ての質問もなされた。その回答によって、コミユーン分割は、学校事業については、それが

国によって相対的にしっかりと統制されているので、言及に値するほど影響を及ぼしていな

いと結論づけられた。より大きな重要性をもつていたのは、む しろその他の関係であつた。

つまり、学校が結果単位組織となつたこと、今日における財政的な位置づけが優先順位を条

件づけていることである。

社会サービスに関しては、弱みのあるコミユーンはわずかなものだつた。コミユーンにお

ける高齢者のほとんどは、高齢者介護を扱うことが困難となっている。文化予算がしばしば

少数のコミユーンで量的に減少した一方で、どの面接者も他の側面の質が改善されたと結論

づけていた。非常に多 くのものを申し出ることができない場合には、その代わ りに最善のも

のとなつた。コミユーンが小さければ、一般的には、学童保育事業において組合に自ら施設

を管理するよう求めた。

アンケー トにおいては、ある人が一定の改革に賛成であるか反対であるかに関わ りな く、

その利点及び欠点の双方についてみることができるべきであるという結論に関連 して二つ

の質問がなされた。これら二つの質問 :「あなたは、コミユーン分割には何 らかの利点があ

ると考えますか ?」 及び「あなたは、大きなコミユーンを維持 し、コミユーン分割を実施 し

ないことに何 らかの利点があると考えますか ?」 については、大多数によって肯定的に回答

されている (それぞれ65%、 63%)。 分割による利点のなかでは、例えば、人口桐密な地域

間のあつれきの少ないこと、政治家を募ることの容易さ、土地活用と、団結力、進取性と将

来性の明るい見通 し、すなわち、主に民主主義の側面に関わる議論が言及されている。

大きなコミユーンによる利点としては、例えば、大規模投資に対する財源の大きさ、低い

行政経費、政治家の高い資質、及び高い産業経済の集中の可能性が述べ られている。したが

って、これらは、主に効率性と財政の側面に関わる。
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新 しいコミユーンにおける政治活動の発展に関 しては、その絵柄は明瞭とは言えない。殆

ど同じ位の数が変わらない (35%)、 増大 した (41%)と考えている。かなり大きな割合 (2

0%)の者が、コミユーン分割以前の主要な地域間の競争が無 くなってしまつたために政治

的な活動が少な くなって しまつたと考えている。回答者の多数の者がまた、分割の直前直後

に増大 したが、それらの活動は減少したとしている。市民の政治活動に関しては、半数が少

なくなつたとし、 3分の 1が増えたとしている。ここでも、多数がその回答に、その増大は

分割の当初の時期に当てはまり、その後は元に戻つたと補完的に付け加えた。

およそ同数が、影響力への市民の機会が増えた (41%)と し、その状況が減少した (45%)

としている。市民との接触は、一定程度増えた (33%)かあるいはまた以前と同レベル (47%)

であつた。

政治家の役割がコミユーン分割によって変化 したかどうかという質問については、半数あ

まりが、そうしたことが顕著に起きた、又はある程度起きたとしていたが、その一方で、 3

分の 1がそうしたケースはほとんどないとしていた。変化に関 しては、二つの状況が指摘さ

れていた。一つは、業務負担が増大 したことであ り、また一つは、コミユーン事業の大要が

改善されたことである。公務員との協働及び接触は、言及の価値のある変化がなされなかつ

たとされていた (ノ ー 43%、 イエス 27%)。 議会における諸政党が分割後に合意すること

が容易になつたかという質問については、49%が ノーと答え、23%程度がイエスと答えてい

た。

結論的に政治家たちには仮定的な質問がなされた :「あなたは、あなたが今日コミユーン

分割により得た経験をもつてもう一度それを遂行することに協力しますか ?」 。示された回

答選択は次の通 りであつた :私はそれに協力する (67%が この選択肢を選んでいる)、 私は

それに反対である (23%)、 わからない (8%)。 被面接者は、どのような主張が役割を演

じるか示すようにも勧告された。今日においても分割に協力するとしている人々は、主に、

その理由として民主主義とサービスの改善を挙げてお り、他方、現在は分割に反対だとする

人々は、主に、分割が実施されれば財政が悪化させ られることを引用 していた。

ケルステイン・コラムとクリスティーナ・エクマンがこの調査から引き出すことができる

と考えている結論は次の通 りである。すべてのこれまでに遂行されたコミユーン分割におい

ては、民主主義及び市民の意見はもつとも重要な役割を演 じてきた。コミユーン財政に対 し

て起こり得る否定的な要素は、少な くとも部分的には、これまでさまざまなかたちで和 らげ

られてきた。今日の状況は、まつたく別のものである。財政的な質問はいつそう押 しつけが

ましいものとして理解されている。今日の福祉コミューンの問題を解決することに関しては、

従来の点検済の処方箋はもはや期待通 りには機能 しない。国とコミユーンがともに取 り組ん

でいる困難なことは、より複雑でしばしば以前とは別の種類のものである。

報告者達は、コミユーン分割がうまくいったか否かという質問は単純にイエスかノーで答

えられないと考えている。短期で特徴づけられる期間においては、それらのケースにおいて

問題を長期的にみるように試みることが重要である。民主主義と効率性は、できるかぎり同

時に満たされるべきである。報告者達は、調査に基づいて次のように結論付けることができ

ると考えている。コミユーン分割が提案される場合には、まず第一の、そしてもつとも重要

なその役割は、本来の問題がどこにあるか綿密に調査することであるべきである。彼 らが困

難であると理解 している背景にあるのが民主主義である場合には、おそらくまず最初に検討
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される価値のあるものは、コミユーン分割以外の可能性がある。コミユーン地区委員会の導

入は、議論の余地のある選択肢である。 しかしながら、報告者らによれば、この 10年検討

されている地区機関による事業は、主にそれらの背景にある思考方法が辿られてこなかった

ために、望ましい結果をもたらしてこなかった。地区機関の設立もコミユーン分割も自動的

に何 らかの形で民主主義が改善されることにはなっていない。このことは、一部のその他の

改革もまた実現されることが求められ、そのときにもつとも重要なもののうちの一つは政党

の状況と政治的に活動する方法である。

もし結局のところ、コミユーン分割が最善の選択肢であると評価されるならば、なにより

もまず、財政的な側面についての本格的な調査が実施されるべきであるとコラム氏とエクマ

ン氏は考えている。財政上の問題は何 らかの単純な形では解決されないということはかなり

明らかなことであると思われる。近隣原則は、特にコミユーンが小さい場合には、それぞれ

のサービス形態に関する問題において、今後主張されることはないだろう。コミユーンの境

界を超えたさまざまな形態の協働は、ここしばらくの間必要となると思われる。しかしなが

ら、コミユーン分害Jに 関してここしばらくの間適用されるようになる原則がどのようなもの

であるかは別として、情報が十分で正確であること、及び市民が起こり得る分割に関する決

定がなされないうちに発言する機会を与えられることが重要である。

13.6。 3 財政上の鍵となる数字一試みとしての比較

区分法によれば、コミユーンの分割は、例えばその分割がそのコミユーンに永続的な利点

をもたらすとみなされるならば行われる。例えば、先に13。 3。 2節で詳細に説明したように、

政府は、コミユーン分割に関する出願について検討される場合に、将来のコミユーン財政を

ふ くめて、大きな数字の要素について吟味 しなければならない。新たに創設されたコミユー

ンは、大体、市民と国とがともにコミユーンに求めるところのことを満たすことを期待され

る程度の、良好な財政をもたなければならない。ここで、コミユーン及び県はその事業にお

いて良好な財政運営を行わなければならないと述べているコミユーン法第 8章第 1条を指

摘することができる。

しかしながら、分害Jに 関する財政上の条件について生じる検討に際 しては、通常の事例に

おいては、そのねらいは、大多数のその他の要素とは逆に、いずれかの将来のコミユーンの

財政を困難にするかどうかに調査が向けられるということである。すなわち、一般的に、通

常はコミユーン財政にとっての永続的な利点に関する期待は引用されないし、通常の事例に

おいては期待されることもないだろう。 しかしながら、高い財政力を備えたコミユーンー部

地域が脆弱な財政条件の地域から自由になることを望んでいる場合においては例外 とされ

なければならない。

したがつて、分割されたコミユーンの財政的な発展についての調査に際しては、通常は、

財政が、それぞれの場合に分割の結果としてでな く、取 り上げるに値する程度に改善される

ことを期待されることはないだろう。そのねらいは、どの新 しいコミユーンの財政も予期さ

れる以上にひどく悪化させ られることはおそらくないということをむ しろ知ることになる

だろう。

遂行されたコミユーン分割の大多数は、今や、相対的に昔のことである。この例外のヌー

ショッピングは、最後の分割以降、10年以上たつていた。本節の初めで、私たちは、分割さ
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れたコミユーン財政の発展に関 して何 らかの決定的な結論を引き出す可能性は小さいと結

論づけた。コミューン内部の誤 りの源が多数あると同時に、こんなに長い時間がすぎ、非常

に多 くのことが社会一般においてもコミユーンにおいても起きたので、一連の公正な分割を

見分ける仕事は解決不能であると思われる。私たちは、こうした留保条件にもかかわらず、

それ以来10年あまりに分割されたコミユーンの一部に関する何 らかの財政的なデータにつ

いて詳細に説明することにする。

その分割が時期的に近いヌーシヨツピングとエーレブルーは別として、1980年以降のコミ

ューン分割を通 して生 じた14の コミユーンの選別がいまだに見出されていない。それらの財

政的な発展の調査に関して、最初の選別が行われた。つまり、やや大きなコミユーンについ

てである。まずモターラ、エステローケル、及びボツキユールカ、そして多分ヴァーラに関

しては、十分、分割されたコミユーンとして存在できるかどうか何 ら大きなとまどいはなか

った。 しかしながら、この分割に先立って、先に言及 したすべてのコミユーンは別の種類の

ものである。ヴアズテナ、ヴァックスホルム、サーレム、及びエシユンガは、住民が6,000

人から13,000人の間の小さいコミユーンである。 しかしながら、サーレムもヴァックスホル

ムもス トックホルムに隣接 してお り、郊外コミユーンとみなされている。大都市のサービス

提供への隣接 と北部スウェーデンのコミユーンと比較 して相対的にみて良好な財政基盤 と

で、私たちはこれら二つについては除外することとした。

その他の 6コ ミユーンは均質な集団を形成 している。すべてヴェステルブッテンにあ り、

もつとも小さいコミユーンに属 し、過疎地のコミユーンとみなされている。これら二つの基

準の唯一の例外はヴェンネスである。私たちは、これら分割されたコミユーンの財政の発展

に関する調査は、まず第一に、これらのコミユーンとヴァズテナ及びエシユンガに集中され

るべきであると考える。次の表は、1992年 1月 1日現在の人口、1991年 のコミユァン課税、

及び若干の1991年 12月 31日 現在の財政上の鍵となる数字を示 している。ビユールホルムの財

政上の鍵となる数字は1990年 12月 31日現在のものである。

表 13。 3 若干の分割されたコミユーンの比較

コミユーン名

ヴァズテナ

エシュンガ

ビユールホルム

ドロテア

マ ロー

ヌール シ ヨー

ヴェンネス

オーセレ

人口   課税

7,5551ノ k   16:60

6,028      16:00

2,924      17:50

3,737      18:00

4,158      17:75

5,333      17:75

8,611      17:50

4,143      18:00

純事業 純財政 収益

費用1) 2)  3)

93       3       4

87      2     12

91       1       8

78       8      14

95       2       3

91       0       9

82       4      14

82       4      14

支払い 支払い

含ヒカ4)台ヒカ5)

37     65

48      72

49      73

43      68

37     65

59      78

43      70

37      66

出典 :中央統計局・スウエーデンコミューン連合「コミユーンにおける事業経費 1991」 1)

純事業費用とは、課税収入及び一般国庫補助金のその割合を意味する。すなわち、純 運

営費用に利用された税収入がどのくらいの割合であるかを示す。
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2)純財政とは、課税収入と一般国庫補助金の割合を意味する。その結果は、費用の比率

が収入の比率よりも高い場合に良好となる。

3)結果とは、財政投資又は支払いの増大に対 して活用される利益の一部を意味する。結

局のところ、結果が低ければ、それはコミユーンが「運営経費に借 りがある」ことを意 味

する。

4)年金負担を配慮した支払い能力。

5)イ ンフレ調整後の支払い能力 (こ こでも年金負担が考慮されている。)。

直ちに気づかれることは、ヴァズテナやエシュンガと比較 して、ヴエステルブッテン地方

のコミユーンにおけるほうが明らかに高課税であることである。しか しながら、このことは、

ヴェステルブッテン地方の分割された小コミユーンにとって何 ら意味があるものではない。

こうした課税は、概 してその県のその他のコミユーンとも及び北部スウェーデンの比較とな

る他のコミユーンとも異なつている。ヴアズテナもエシユンガも決 してこの点に関して他の

比較となるコミユーンとは異なっていない。

財政上の鍵となる数字に関しては、その状況は同様である。それらは、他の比較となるコ

ミユーンとは何 ら著しく異なってはいない。その結果として、これらの情報から、これらの

発展に関して、他の比較となるコミユーンと何らかの決定的なかたちで異なつてはいないと

いうこと以上の結論を引き出されることはない。 しかしながら、これらの数字の背後にある

事実は異なっていることが銘記されるべきである。 しかしながら、分割がコミユーン財政に

どのような影響を及ぼしたか、確実に示すために非常に広範な調査作業が必要とされるだろ

う。

来るべきの国庫補助金制度の改革を明らかにするためのそれらの粘 り強い財政の力と能

力のもう一つの尺度は、財政力の割合としての坦税力である。中央統計局の「年報―スウェ

ーデンのコミユーン1992」 によれば、詳細に調査されたすべてのコミユーンは、ヴェズ

テナは例外として (95.4%)、 低いか、あるいは非常に低い割合 となつている。ビユー

ルホルムは81.3%で あり、 ドロテアは 81.7%、 マローは 85。 7%、 ヌールシヨー

は 86.5%、 ヴェンネスは84.4%、 オーセレは 84。 7%、 そしてエシユンガは 80。

2%である。 しかしながら、その他の比較となるコミユーンとの比較により、それらと異な

らないことが分かる。ヴエステルブッテン・ レーン及びスカーブルグ 0レーンの小さなコミ

ューンの大多数は、対応 して低い割合の財政力を示 している。 したがつて、この点について

は、これまでの財政上の発展に関して何か明確に述べるべきことは何もない。

一方、上に述べたように、低い坦税力は、来るべき国庫補助金制度の再編成に際 しての間

題を意味 している。費用構造調査委員会がその答申「コミユーン間の費用の比較」 (SOU 19

93:53)に おいて示した提案から、ヴェステルブッテンの非常に小さいコミユーンの多 くが、

答申にみられる (そ して表 17に要約されている)提案が、例えばオーセレ、ヌールショー、

マロー、ヴェンネス、ビユールホルムにとって、補助金の大きな削減を意味するので、問題

を抱えることになると予想される。 しかしながら、このことは、国庫補助金制度の最終的な

形成に関しての若干の不確実な部分を左右すると考えられる。

13.6。 4 要約
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私たちは、遂行されたコミユーン分割がうまくいつたか否か、そして分割に対 してもつて

いた日標を達成 したかどうか何か大きな確実をもつて言うことはできないと結論づけるこ

とができる考える。遂行されたコミユーン分割は、とりわけコミユーン民主主義の観点から

説明された。私たちが実施させた調査の結果は、コミユーン民主主義の側面が満たされてい

ることを暗示 している (参照 13。 6。 2)。 それぞれのコミユーンの市民はこの問題について

の最善の決定を得た。民主主義、財政、そして公的サービスがこれらの要求を満足 している

かどうかに関して、こうした見解こそが分割の効果についての評価の物差 しである。

13。 7  必要な改革

通達により、私たちは、これまでに実施されたコミユーン分割についての全般的な経験に

ついて調査 し、もしそれが理があると認めれば、将来のコミユーン分割を容易にするような

改革を提案するであろう。

私たちが示すことができると考えるこれまでに実施されたコミユーン分割によって得 ら

れた経験は、主にこれらは1970年代初めの数多 くのあまりうまく行かなかったコミユーン統

合を整理するための修正方法であつたということである。ここで、あまりうまく行かなかっ

たということは、市民によって受け入れられなかったということを意味する。コミユーン分

割に関するそれぞれの地域の願望は、その他の点で私たちがみるところでは、一方では政党

と議員間、他方では政党と市民間のよくない接触による問題によっては、未だに決 して広範

囲には特徴づけられていない。

さらに、私たちは、限られた時間で遂行された分割を評価することには非常に大きな困難

があると結論づけた6こ のことは、主にこれらについて何 らかのよリスケールの大きい、又

は継続的な追跡調査が行われなかったこと、及びそれらは、結局、かなり少なかったという

ことによる。さらに、以後に生 じたその他の多 くの要素がコミユーンの発展を特徴づけてい

たので、一連の起こりうる分害Jそ れ自体が今では分からな くなったのはかな り以前のことで

あつた。

しかしながら、引き出されるべき結論は、多 くの分割により生 じた新 しい小コミユーンは、

他の多 くの比較となるコミユーンよりも悪い財政的条件をもつているとは考えられない。し

かしながら、ここで、今後の新 しい国庫補助金制度の効果に関して、若干の留保がなされな

ければならない。

国庫補助金制度に関 しては、次のようなことにも今後のために考慮が払われなければなら

ない。いくつかのケースにおいては、遂行されたコミユーン分割は、分割されなかったコミ

ューンよりは財政的な条件の悪いより小さなコミユーンにおいて生 じていた。他方において、

これはまた、他の「新 しい」コミユーンがより良い条件をもつていたことも意味していた。

このことは、以前の国庫補助金制度の形態では、その他のコミユーンに対 して何ら直接的な

結果をもたらさなかつた。 しかしながら、今では、そ して多分将来においても、国庫補助金

の大部分は、特別に方向づけられておらず、その結果としてコミユーン起業が「金の入つた

袋」を受け取るので、結果は将来においては別のものになるだろう。すなわち、計算によれ

ば、一定の条件の下で、分割後の二つの「新 しい」コミユーンは、ともに以前の分割されな

いコミユーンが受け取つたであろうものよりもより大きな割合の補助金を受け取ることが

示されている。この増大は、それに相応 してその他のコミユーンが補助金を少なく受け取る
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ということを意味する。 しかしながら、コミユーンがこのことにどれだけ注意を払つている

か、あるいはこれによってどの程度影響を受けるかははつきりしていない。

私たちは、現在の法律の改正についての実際の必要性を理解することができないと考えて

いる。私たちの行つた内容についての逐次説明は、法律がうまく機能 してお り、成功する条

件を備えたコミユーン分割も遂行されてきたことを示 している。一方で正規に求められる条

件 と他方で政治的裁量の判断との間で、分割に関する出願の検討に際 してなされなければな

らない吟味なしでは済まされない。法律は、その原則的な形態をすでに 1919年 に備えて

お り、それ以来、想定されたように機能 してきた。私たちは、このことは、そのねらいが適

切であつたことを示していると考えている。

この法律は、新たに創設されたコミユーンが地方の民主主義の側面で機能するばか りでな

く、市民に対 してその財政的な義務を果たし、地域レベルで国に対する重要な役害Jを 遂行す

るように、政府が最終的な責任を負つていることを意味している。私たちは、このことは、

分割に関するコミユーンからの出願について、一定の検討がなされなければならないことを

意味 していると考える。私たちは、そのための条件があり、そして同時に分割に関して住民

の間に強い願望がある場合には、コミユーンの民主主義がコミユーン分割により強化される

と考えている。そのようなケースにおいては、政府は、積極的にコミユーン分割に協力すべ

きである。たとえそうした出願に同意する傾向が政府の間で異なっているとしても、常に、

そしておそらく将来においてはさらに一層、新 しいコミユーンが立脚する安定 した基礎がな

ければならない。政府の自由際量的な検討において起こりうる制限及び一定の条件の下での

義務的な分害Jの導入はネガテイブな効果をもたらすと考える。さらに、そのようなケースに

おいては、これらの案件がそうした場合に政府によって決定される必要がないので、政府の

検討はなくなって しまうだろう。

私たちが指摘することができる唯一の必要な改革は、再び、政府がコミユーンの分割と関

連 して議会の新 しい選挙に関して規定を設けることができるようにすることである。区分法

は、第 1章第12条で、大規模な区分の変更は、全王国の議会の選挙が行われた翌年の 1月 1

日に効力を発することを規定 している。この規定は、 3年間の議員任期の導入と明確に関連

して導入された。国会の諸政党は、今では議員任期を 4年に延長することに同意している。

私たちが以前に結論づけたように、コミユーン分割及び自分達自身の分割の決定のために

活動がなされることに関連 して、地方の政治家及び市民の双方は、 しばしば、大きな熱情と

強固なかかわ りをもつている。 4年の議員任期により、分割に関する決定と選挙との間の期

間並びに分割は、そのように時間が長 くなってしまうので、当初の段階では非常にうまく必

要とされた熱情とかかわ りあいの一部がたやすく失われて しまう危険を冒すことになる。し

たがつて、私たちは、もし4年の議員任期が導入されたならば、新 しい選挙に関して規定で

きるようにもすべきであると考える。そうした場合に、コミユーン分割に関する決定もまた、

今日そうであるのとは別の時点に効力を発することになろう。 しかしながら、新 しい選挙に

関 して規定できるかどうかは、そうした規定は、分割に関する政府の決定が次の通常の選挙

の少な くとも 3年前に通知されるならば、僅かになされうる、というかたちで制限されるベ

きである。
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第14章 基礎自治体および県における多数支配

私たちは、多数支配および随時の選挙に関する問題について検討 し、地方自治法の

改正の提案をも意味する随時の選挙を導入することについて、必要であ り適切である

と判断する。

私たちは、基礎自治体および県の委員会を随時に選ぶことができるようにし、一定

の期間に関する規定が廃棄されるよう提案する。

私たちは、委員会の委員の罷免の発議権は、新たな多数者への提案がそれぞれの政

党の十分な支持があることが保証され得るように、執行委員会にあるべきであると考

える。委員会の委員の罷免は、委員会のすべての委員および代理委員に及ぶべきであ

る。いずれの任期も継続するものではない。

私たちは、選挙の後に先に述べた起草なしに委員会の委員数を変更する現在の権限

は全任期期間中に当てはまるべきであると提案する。

私たちは、多数派の交代 という事件において生 じる議論は、選挙と同列に置かれ

るべきである。したがつて、議会のテーブルに載せるためには単純多数が必要とされ

る。

地方自治法第 6章第 12条および第 13条の現行の規定によれば、執行委員会およびその

他の委員会の委員および代理委員は、一定の期間に選ばれることになっている。執行委員

会 については、 その任期 は 3年 に定 め られてい るが、議会 は、保護監視 委員会

overformyndarnamndを 除 くその他の委員会に関 しては、自由にその任期を定めることが

できる。 しかしながら、通常は 1年 または 3年で選ばれていると思われる。

ス トックホルム市は、政府への公文書の中で、基礎 自治体の行政の中に多数の要素を拡大

させるよう地方自治法の改正を提案 している。これは、たとえば、基礎 自治体の議会が委

員会 と執行委員会の委員および代理委員を一実験的にまたは恒久的に一随時に、 しか し長

くても任期の終わ りまでに選ぶ権限が与えられること、また、議会があらか じめの起草な

しに彼 らの罷免に関して決定することができるべきであるということなどによっている。

政府は、更に検討するよう、私たちに文書をよこした。

ス トックホルム市から出された公文書は、委員会および執行委員会の委員および代理委員

を随時に選ぶことができるようにする問題だけに関するものである。 したがつて、これは、

多数の要素に関 して実施することが期待されているその強化に直接関わるものではない。

しか しながら、この随時の選挙に関する問題は、多数支配に関する問題 と密接な結びつき

があ り、実際に、よリー層典型的な多数支配の制度に対する一つの条件を示 している。こ

うしたことから、私たちは、本章において、基礎 自治体および県における多数支配に関す

る問題にも留意 してお くこととする。よリニ層包括的には、私たちは、このことに対する

引き合いに、基本的な例示を付録として「基礎自治体における多数支配 一 一つの改革案」

に関するヤン・ヨハンセンのメモを紹介する。

14。 1  現行の地方自治法の規定

地方自治法第 6章第 12条第 1項においては、執行委員会の委員および代理委員は、議
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会の選挙が全国で行われた年の翌年の 1月 1日以降 3年間ということで選ばれるとされて

いる。任期を計算する代替的基準日が上記の条文の第 2項に示されている。議会は、執行

委員会の任期がその選挙が行われる会議の日から起算され、執行委員会の選挙が次回行わ

れる会議の日までるべきであると決定することができる。 しかしながら、そのような場合

には、新 しく選ばれた議会は、議会の最初の会議において執行委員会を選出するべきだろ

う。

執行委員会の 3年の任期を計算するための基準日に関する原則は、上記のように、議会の

選挙が全国で行われた年の翌年の 1月 1日 である。もし議会がより速やかな選出の実施を

望むならば、選挙後直近の議会の会議で執行委員会の任期を変更する決定をすることがで

きる。そのような案件は、議会が実施する選挙についてと同様に、起草を必要としない。

もし議会が執行委員会の任期を期 日以前に発足すると決定するならば、退任する執行委員

会の委員および代理委員の任期が短縮され、それにより法で定められた 3年を短縮するこ

とになる。しかしながら、最高行政裁半JttGRK R 762:82)が いわゆる地方自治法に定めら

れた委員会の現行の任期を短縮する議会の決定を認めたことと関連 して、このようなこと

を法律に特別に規定することは、必要であるとは考えられていなかった。もし議会が、一

度、執行委員会の選挙の速やかな実施について決定 し、その後、執行委員会の任期を 1月 1

日から始まるとするようにもどすならば(執務中の執行委員会の任期を選挙が行われる年

まで延長するよう決定されなければならない。

執行委員会以外の委員会に関しては、地方自治法第 6章第 13条に、議会がそれらの任期

を定めると記されている。その他の委員会に関しての詳細な規定が欠けていることの理由

は、議会は、委員会を設置する自由ばか りでなく、委員会が廃止されるべきであるとの決

定する自由も持つているということである。議会の選挙が全国的に行われた年には、新 し

く選ばれた議会は、起草なしに委員会の任期を変更する決定をすることができる(地方自治

法第 5章第 30条)。 しかしながら、児童両親憲章第 19章第 7条により、保護監視委員会

overformyndarnamndに関しては、その委員および代理委員は、基礎自治体の議会の全国

的な選挙が行われた年の直後の 1月 1日 以降の 3年間ということで選ばれることとなって

いる。

地方自治法第 6章第 15条には、委員長を定める特別規定がある。そこでは、議会は、議

会が定める任期で、委員会の委員の中から委員長一名と一ないし二名の副委員長を選ぶこ

とと記されている。

14。 2  ス トックホルム市の提案

ス トックホルム市執行委員会は、1991年 8月、市の組織および政治上の統制システムの

総点検の実施を決定 した。連立支配対多数支配についての問題およびそれに関連する問題

を調査する使命を持つた特別調査官も選任された。

この調査活動の結果、主に委員会および企業の委員長ポス トの分配、ならびに常勤の議員

としての任務を通 して、市の統制制度における多数の要素を強化することに関して市に提

案することとなつた。その際に、たとえば、議会の議長、および選挙管理委員会、保護監

視委員会 overformyndarnamnd、 選挙起草委員会 といつた一定の機関については例外 とさ

れた。多数の要素の範囲に関しては、二通 りの案が出されている。第一案によれば、多数
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は、すべての理事ポス ト、議長ポス ト、副議長ポス トを占めるべきであるとするものであ

る。野党は、基礎 自治体の執行委員会および重要な委員会の委員に自分の政党から指名さ

れるフルタイムの議員 T反対意見一 を受ける。第二案は、多数派がすべての議長ポス ト、

およびそのようなものがある場合には第一副議長のポス トを占めるものである。野党は、

そうしたものがある場合には、第二副議長を、さもなければ副議長のポス トを占める。こ

の第二案においては、多数派の代表により報告書の提出義務のある理事起草委員会が構成

される。そして野党の理事には特別明確な活動の役割はない。

私たちの答申書の本節に基づいて、基礎 自治体の議会は、政府から、恒久的にあるいは実

験として、「現在の多数に対する不信任投票となることを実際に可能とする」ような方法を

求めるべきであるということも提案された。現在の委員会および執行委員会を長 くても任

期の終わ りまで選ぶことができるように、そ してあらかじめの起草な しに議会が委員会の

委員および代理委員の罷免に関する決定をすることができるべきであるということになる

と考えられた。議会がその背景にあるこの提案の最終的な成案は、その罷免の発議をする

ためには少な くとも議会の構成員の 10%を必要とされると考えられた。分裂 した政党構造

と関連 して、ある一定の委員会において多数の状況が、同様な変化が基礎自治体執行委員

会またはその他の委員会に関 して生 じることなしに、変化 しうる。 したがつて、そのよう

な状況においては、議会は、実際の委員会が多数の状況が基礎 自治体の議会のそれと一致

するように構成を替えることができるべきであると考えられた。罷免に関する決定は委員

会全体を含むべきもので、個々の委員および代理委員ではないということも強調された。

14。 3  基礎自治体における多数支配 (基礎自治体における議会主義 )

私たちは、本節において、は じめに、本答申の付録 として紹介されている一つの改革提

案であるヤン・ヨハンセンのメモ「基礎自治体における多数支配」に触れる。このメモは、

「基礎自治体における民主主義」の非常に典型的な形態を導入するための条件に関する非

常に基本的な説明を含んでいる。

議会主義という言葉は、政府が議会に信任を得ている、またはそれぞれの場合に議会に許

容される政治上の制度を表現するものとして利用されている。もし政府が議会の信認を失

い主要な問題において失敗を期 したならば、政府は退陣するかあるいは新たな選挙を実施

しなければならない。 したがつて、議会主義は、基本的に、議会が最高の機関であ り、政

府の責任を追及することができることを前提 としているので、基礎 自治体の分野において

新たに適用される法律の制定をよりどころとして、基礎 自治体における議会主義という言

葉の概念を利用することはやは り不適切である。基礎 自治体の議会は、今日、国会が持つ

ている最高機関としての権威を失つている。このため、基礎 自治体民主主義調査会は、よ

り適切な概念として、その答申書「連立か多数支配か ?」 60U1972:32)に おいて、基礎 自

治体における多数支配といつたものを提案 している。

基礎自治体民主主義調査会が今ここに触れた答申書において述べているように、基礎自治

体における多数支配は、我が国においては、決 して新 しい事柄ではない。しかしながら、

1900年代のはじめに、意思決定を行う会議の民主的な過程が完成 して以降、すべての基礎

自治体の機関の選挙に、比例方式による選挙の原則が発展させ られてきた。 しかしながら、

基礎 自治体における多数支配に関する問題は、基礎 自治体民主主義に関する議論と関連 し

299



て、1960年代の中頃に再び顕在化 してきた。この答申書においては、多数の要素の違いの

程度によって、 5つの案の概略が示されている。

1ノ 完全な多数支配。すなわち、議会の多数派が、法律により、起草および行政機関のすべ

てのポス トを占めることを認められるべきであるとするもの。少数派の情報公開の権利を

保障 し、反対派の政策を実施するための現実的な可能性を保証するするために、この制度

は、うまい具合に築かれた小委員会制度 と結び付けられなければならないと考えられてい

る。この小委員会は、原則的に、国会における小委員会と同じような形で活動できるもの

であるべきである。

2ノ 制限的多数支配。多数派が執行委員会のすべてのポス トを占めているが、少数派がその

他の委員会において代表されているもの。この制度においても、執行委員会 と議会の間の

何 らかの種類の小委員会制度を造ることが現実的であろう。

3ノ 多数の要素による連立支配。これは、一定の多数の強調で築かれているが、その他は比

例代表の原則によって特徴づけられる制度であることを意味する。たとえば、多数派は、

すべての常勤の信託ポス トあるいは基礎 自治体の委員会のすべての議長ポス トを要求する

ことができる。

4ノ 慣例による多数の要素なしの連立。この案に寄れば、基礎自治体の組織のすべての信託

ポス トは、現行規定により比例的に割 り振 られる。さらに、基礎自治体理事および県理事、

ならびに議長としてのポス トは比例法により政党間で自由に分けられる。

5ノ 法律による多数の要素なしの連立は、案 4が意味するような手続が法律に規定されてい

ることを意味する。

調査委員会がその本答申「基礎自治体民主主義」(SOU 1975:41)で 示 した案は、一定の多

数の要素による連立として特徴づけられる案 3の変形であつた。ある行政分野について責

任を伴うすべての常勤ポス トおよびすべての議長ポス トを占めるが、一方で、少数派の代

表が副議長として存在することを意味する。いくつかの常勤ポス トがあるならば、反対派

の理事がその活動のボスとして副議長ポス トをとる。この案においては、少数派の代表に

適切な活動条件を保証 し、同時に、一定の強調が政治上の責任の低い市民になされると考

えられている。これら二つの案に関 しては、いずれの多数支配の形も、主に、たとえば、

少数派の代表にとって容認 しがたい困難性を含んでいると考えられ特徴づけられた。そし

て、この代替案が基礎自治体に小委員会制度を導入するために重視された場合には、 とり

わけ基礎 自治体の行政上の財源のかなりの拡大が必要であると考えられた。

議長ポス トに関 して調査委員会が言及 している特別な問題は、議長である議員がその任期

中に辞任させ られることがあるべきかどうかということである。この理由は、たとえば、

選挙 と選挙との間で政党の配置が変化 し得るということであつた。不信任投票の機会を導

入する必要がないと考えられていたが、その代わ りに、一年の議長ポス トの任期を提案 し

ていた。

基礎 自治体民主主義調査委員会がその最終答申を出した後、後に続 く議論は干いてしまい、

議長についての多数の強調以外には、基礎自治体に多数支配を導入することに関する議論

は止まつて しまつた。 しか しながら、信託任務調査委員会がその答申書「90年代の議員」
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(SOU 1989:100を 出したことと関連 して、再びこの問題が現実化 してきた。この答申書の

付録 として、ヤネリック 0ギ ドルンドのメモ「 1990年代に基礎自治体に多数支配を導入す

べきか ?」 力S付されている。

このメモにおいて、ギ ドルンドは、基礎 自治体民主主義調査委員会の案 2制約的多数支

配の展開を意味するモデルの概略を描いていた。このモデルは次のような構成要素からな

る。

1ノ 基礎自治体議会は、小委員会の数および分割の原理が地域性に基づ く小委員会制度を採

る。小委員会は、比例により選ばれる。議会で決定されるすべての案件は、小委員会で起

草される。

2ノ 基礎自治体執行委員会および中央の専門委員会は多数原則により選ばれ、議会に責任を

負う。代表の数は今日の状況に対応 した条件で削減されることになると思われる。任期中

においては、基礎 自治体の執行委員会および専門委員会が退き、新 しい代表が選ばれるこ

とがありうる。 しかし、新 しい選挙が始められることはない。政治家は自分の選択で些細

な問題を取 り扱うことから逃れ、政治上の意思決定はよリー層長期的・原理的になって く

る。

3ノ 基礎自治体地区委員会/市地区委員会は、議長選挙において、多数の強調の可能性を持

つた現在の慣行により、比例で選ばれる。

4ノ 反対派の代表は議会に席を占め、現在の案件の負担が減少するので、市民への概要説明

が期待される。

ギ ドルンドは、このモデルの適用される対象範囲は、一定規模の、たとえば人口 20,000

人以上の、地域委員会を有する発展 した制度を有 している基礎自治体に限られると思われ

ると考えていた。

ギ ドルンドは、基礎自治体民主主義調査委員会がその活動を終えた後に、多数支配に関す

る問題が再び現実化される事を説明する四つの決定的な変化が生 じたと考えている。国か

ら基礎 自治体および県への責任 と自由の移譲を意味する地方自治の拡大は、自治体民主主

義の発展により達成されなければならない。さもなければ、分権化は、活気があ り開放的

な全国的な民主主義の枠内で従来取 り扱われてきた民主主義に関わる問題がよリー層閉鎖

的で不明瞭な自治体民主主義に移行 して しまう場合に、民主主義を問う問題 となる恐れが

ある。重要な変革が基礎 自治体の組織に関する問題に生 じてきている。この点に関して特

に重要なことは、その地理的な範囲において、意味のある自立性を備えた地区委員会の発

展である。基礎 自治体における多数の状況が以前よりも安定性を欠 くようになつてきたこ

となどにより、政治上の競争が激 しくなってきている。結局のところ、地方ラジオ局やコ

ミユニテイーラジオ局の誕生などにより、地方におけるメディアの状況が変化 してきてい

る。

ギ ドルンドは、要約的に、スウェーデンの基礎自治体における多数支配の導入は、住民に

選ばれた政治家としての役割を強化 し、政治の過程における公開性 と競争性を増大 し、基

礎自治体の行政における日標による管理を強化することになると主張 している。

多数支配あるいは連立支配に関してこの 30年間眠つていた議論の基本的な概要について
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のこの簡潔な説明によって示されているように、この議論は、主に、委員会における多数

を強調や小委員会の必要性 といつたさまざまな方法に関する問題を遅らせてきた。私たち

が最初に結論的に述べたように、随時の選挙および不信任の表明に関する問題は、これと

密接な関係があるが、切 り離 して取 り扱うこともできる。ス トックホルム市の文書は、基

礎 自治体において議論されている多数の要素の増大についての提案とも結び付けて考えら

れるであろうが、多数派が、近年、三度にわたり、その任期中に変わつた。私たちが理解

しているところでは、私たちの通達もス トックホルム市の文書もいずれも、基礎自治体お

よび県における多数支配の増大に関する問題において、私たちの側からの立場を援護する

ものではない。このため、私たちは、本章においては、ただ、随時の選挙を導入すること

が原則的に必要であり、適切であると引き続き確信することを示す。

14。 4  私たちの考え ― 委員会は随時に選ばれるべきである。

基礎 自治体または県の選挙の後、通常は、その任期中に政治活動を指導していく、一ま

たは複数の政党からなる多数派が確立される。ス トックホルム市においては、多数派の基

盤を構成する政党の一つが離れて反対派と行動を共にすることにより、近年二度にわたり、

その任期中に多数派が変わつた。そのような多数派の変化が、現在のところ、まれである

としても、たとえば、地方における小政党の数の増大は、その頻度の増大をもたらすであ

ろう。ここで、一つの理由は、これらの政党は、 しば しばいずれかの政治ブロックにおい

て永続的な位置を占めることが困難な特定課題政党グループに分類されることがあるとい

うことである。現在の議会も、おそらくは将来の議会も、基礎 自治体の財政に関しては、

一定の政党が多数派の基盤を去る傾向が増大すると考えられる。どのような純粋な多数支

配も今 日においては存在 しないとしても、どの場合においても、選挙の結果による執行委

員会および委員会の議長が特徴 となつている。 したがつて、議会における多数の状況を反

映 していない執行委員会および委員会が、最悪の場合には、 2、 3年という長期間が経過

するということは、非常に困難なことになると思われる。国会の諸政党は、現在では、。任

期を 4年に延ばすことに同意もしている。私たちは、このことはその任期中に多数派の状

況が変化する恐れがさらに増大することを意味する、と考える。

私たちは、私たちが上記において詳細に説明 したところから、基礎 自治体および県の委

員会を随時に選ぶという可能性が導入されるべきであると考える。ここで、一つの結論は、

その可能性は、委員および代理委員を罷免する議会にもなければならないということであ

る。私たちは、多数派の状況の変化の問題はス トックホルム市だけに降りかかつた問題で

あるとはを考えていない。そのような可能性はすべての基礎 自治体にとっても同様である

べきであると考える。これは、地方自治法の改正によりなされるべきである。

任期中における多数派の状況の変化がはらむ問題に関 して提案された解決策に対 してな

されるであろう反対意見は、今日における以上に議会においていわゆるバランスを保つ立

場にある政党が選挙の結果を反映 しないような影響を及ぼすことになるであろうというこ

とである。私たちは、この点に関 して、すべての政党が基礎 自治体の長期的な発展のため

に責任を負つていることを指摘 し、政党は先ずもつて払うべき全体的な観点をおろそかに

してはならないことを強調 してお く。それにもかかわらず、私たちは、私たちが提案 して

いるように委員会の構成を変えることができるとすることは、政党側の責任の縮小をもた

302



らすことにはならないと考えている。このような展開が違つたものとなるならば、この間

題の解決すべき別の方法が当然に考えられることになろう。

14。 5  不信任投票かそれとも執行委員会の発議権か

ス トックホルム市がその文書で出 した提案は、審議に取 り上げられるためには議会の議

員の 10%の支持を必要とするとする純粋な不信任投票となっている。この提案は、議会は、

前もつての起草なしに、この問題について決定することができるということも意味 してい

る。 しかしながら、私たちは、小規模の少数派が不信任投票を提案することができるとす

る一般的な可能性が導入されるかについては極めて疑わしいと考える。委員会における多

数派の強調を変えることが望まれている状況において利用される目的でそのような可能性

が導入されるべきであるとしても、別の目的にも利用されるようになる明白な危険性があ

ると私たちは考える。このため、私たちは、他の方法が試みられるべきだと考える。

地方自治法第 6章第 1条によれば、執行委員会は、基礎 自治体または県の事務の運営を

指示 し、調整を行い、他の委員会の事業を監督するものとなっている。執行委員会は、実

際に、議会とは別の基礎 自治体における重要な政治上の機関でもある。現在のところ、こ

の表現が理事による起草委員会までもあるス トックホルム市の現状に完全には一致 しない

かもしれないとしても、これは、将来、一連の改革活動をス トックホルム市が実施 し、ス

トックホルム市にも当てはまることになるだろう。執行委員会に委員会の廃止に関する間

題を発議する権限があることにより、確実であ り、現在の多数派に対するこの提案がそれ

ぞれの政党の十分な支持があると考える。新たな多数派が形成される用意がない限 りは、

不信任宣言が発議される恐れはない。私たちは、議会が今後 とも基礎自治体および県の最

高の意思決定機関となるとすれば、執行委員会にこのような重要な使命を付与することに

は、何 らの心配もないと考える。執行委員会が反映 しているのとは別の多数派が議会にお

いて生ずる場合に、執行委員会は、委員および代理委員の罷免の提案をすることをするベ

きではないということは問題外であると私たちは考える。

14。 6  随時の選挙についての私たちの提案

随時の選挙に関する規定が地方自治法に導入されるべきであると提案すると同時に、私

たちは、必然的かつ論理的な結論は、この法律の二定の時期の選挙に関する現行の規定は

廃棄されることになると考える。この理由は、随時の選挙は、一般的に、地方自治法に規

定されているすべての選挙、すなわち、議長選挙にも、またすべての基礎 自治体において

当てはまるべきであると考えているからである。私たちは、一定の時期の選挙に関する規

定の必要性は決 して継続性のあるものであるとは思わない。多数派の交代は、地方の基礎

自治体や県のごく一部に実際には生ずるだけであろう。ということで、その他の基礎自治

体においては、委員および代理委員の随時の選挙に関する規定は、実際には、議員が現行

の規定に従つて 3年の任期で選ばれるということを意味することになる。個々の委員にと

つては、議会は、今日では既に一定の条件の下で任期を短縮する権利を持つているので、

随時に選ばれるのかそれとも一定の時期に選ばれるのかに関 しては決定的な重要性がない

と思われる。 しかしながら、保護 0監視委員会に関しては、私たちは、現行規定について

何 らの改正も提案 しない。
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委員および代理委員の罷免についての発議は、ス トックホルム市がその文書において主

張 しているように、ある委員会のすべての委員および代理委員をその対象としている。こ

のことは、地方自治法の第 5章第 23条の提案された文言に明確に示されている。この規定

は、地方自治法第 4章第 7‐ 10条における任務の中止に関して新たに適用される規定を拡大

するために利用されるべきではない。基礎自治体の議会の選挙が全国的に実施された年に

は、新 しく選ばれた基礎自治体の議会は任期の変更に関して決定することができるという

ことに関する現行の地方自治法第 5章第 30条の規定は、将来的には何 らかの任期といつた

ものが存在 しなくなる場合には廃止されることになる。基礎自治体の議会は、今日すでに、

慣行として (第 14.1参照 )、 既存の委員会の任期を短縮することができる権限があると

みなされていると思われる。わたくしたちは、さらに選挙の後に委員会の委員または代理

委員の数をあらかじめ起草すること無 しに変更する今日の権限は、全任期中に当てはまる

べきである。私たちは、この法規定の拡大は、基礎 自治体の資源のより効率的な活用を可

能とすると考える。

現行の地方自治法第 5章第 36条の文言に寄れば、出席議員の三分の一以上がそれを望ん

でいる限 り、議会における案件の無期延期が必要とされている。しかしながら、選挙の無

期延期のためには単純多数が必要とされている。委員会委員の罷免による多数派の交代 と

いう事件において現実に生ずるこれら二つの手続を同じレベルのお くために、委員会にお

けるすべての議員の任務の剥奪に関する案件もまた、無期延期のためには単純多数が必要

とされるべきである。

選挙が随時に行われることについて一般的に必要とされることは、現行の地方自治法第 6

章第 12条が改正されることにより法に取 り入れられている。任期の計算の基点は、原則と

しては、議会の選挙が全国的に実施された年の翌年の 1月 1日 であ り、長 くとも3年後の

12月 31日 までである。 しかしながら、議会は、その任期が選挙が行われる会議から計算

されるべきであると決定する一般的な権限を与えられている。従来の任期が議会がある委

員会の新 しい委員を選んだときに終了するとなつていたことは、慣例に従つていたものと

考えられる (最高行政裁判所の決定に関する第 14章第 1節参照 )。 新たに適用されるもの

との違いは、「通常の選挙への復帰」に際 して、議会が任期にある執行委員会の任期を年末

までに延長することについての決定をすることは必要ではないと思われることである。
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第 15章 地方自治法の修正

私たちは次の事項について検討する。

● 地方自治の法的概念としての指定市の活用 :私たちは現行規定は決 して変更す

べきではないと考える。基礎自治体は、そうしたいと望むならば、地方自治の

法的な文脈においてこれまでなかつた指定市を活用する十分な権限を有 して

いる。
● 議会の会議を招集する手続―用語の選択一 :私たちは、地方自治法第 5章第 9

条第 2項の「送付される tillstallas」 、および第 5章第 11条第 2項の「送達さ

れる sandas till」 という用語は、共に「渡される lamnas」 に変更するよう

に提案する。
● いわゆる兼務に際 しての欠格 :私たちは、公権力の行使に関わるか否かによっ

てそれぞれの案件 とで区別されるべきであると考える。私たちは、地方自治法

第 6章第 27条は、基礎自治体または県がその株式の半分以上を所有する株式

会社および基礎 自治体または県が役員の半分以上を任命する財団に適用され

る代理の欠格および密接な関係にあるものの欠格は、委員会が私人に対する公

権力の行使を含む案件を審議する場合に当てはめるべきではない。
● 欠格問題の取扱いについての手続規定 :私たちは、欠格についての手続規定が

述べられている行政管理法第 12条の中核部分を地方自治法第 6章第 24条に

移すよう提案する。

1曇

畠[よれ1令翌たちは、地方自治の法的概念としての藉達ミた活用 したいと望んでいる

基礎 自治体のためにその可能性について考察すべきこととなつている。さらに、解釈の間

題や適用の問題を提起 している 1991年地方自治法に関する問題を私たちが取 り上げるにつ

いて何の支障もな く、私たちが正 しいと考える法技術的またはその他の修正を提案する。

基礎 自治体が地方自治法上の概念 としての指定市議会または指定市執行委員会を活用す

ることができるかということに関 してヘルシンボ リ市から政府に対 して出された文書は、

私たちに委ねられている。

結局のところ、スウエーデン基礎自治体連合の法務部門も地方自治法の改正に関する何 ら

かの問題を抱えている。

15.2   基礎自治体が地方自治の法的概念としての指定市を活用する可能性

この部分における私たちの任務は、一つは、諮問からくるものであ り、また一つは、ヘ

ルシンボリ市から私たちに出された文書からくるものである。さらに、この問題は、国会

において、さまざまな提起を通 して、再々、生 じている。

15.2.1  1969年 の統一的基礎自治体指定の導入
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法律 (政府提出法案 1969:63)か ら市という概念を排除する法律の事前準備において、

大臣は、たとえば次のように述べている。

元々、主に市にその独自性を付与 しているところのものは、1200年代の終わ りに市

に付与され始めたと考えられる特権であつた。これらの特権は、主に商業およびその他

の一定の産業に関する独占的な地位を意味 していたが、その他の特別な権限もまた重要

であつた。市の権限には一定の義務が伴つた。部分的に、市の特別の地位の結果として、

この点に関して、その部分に対 して特別な国の統制の形態が発展させられることとなっ

た。

市の産業法上の特別な地位の段階的廃止は、1700年代の後半に始まり、1864年には

大体のところ終了していた。その他の特権もまた、次第におおよそ廃止されてきた。国

との関係で市の一定の特別な権限および義務の廃止に関する政府の 1964年の決定によ

りこのように整理されてきたことにより、市は、ごく一部分についてのみ、特別な地位、

すなわち、競売の独占および一定の市の先駆的市の資格に関わるだけとなつた。

この数十年間に、以前にはあった都市部の基礎自治体と田園部の基礎 自治体との間の

構造上のかな り大きな違いは、縮まりあるいは解消 した。多 くの人口桐密な地域は、市

民憲章が制定されること無 しに、人目的には、たとえば小さな主要都市と同じくらいの

規模に達 していた。大多数の市は、大規模な田園部の基礎自治体の主要市と比べて、大

きな人口を抱えていないかまたは豊かな産業を有 してはいない。

重要な法律の分野においては、都市部と田園部の規定は、相互に近づいてきている。

あるいは、新 しい法律において今後も違いが必要である場合には、通常は、都市部ある

いは田園部の基礎自治体としての位置づけに基づ くのではなく、基礎自治体または基礎

自治体分区の実際の人口桐密の程度または類似の状況に基づ く。

このような理由から、大臣は、統一的な指定市に関する問題を取 り上げることは当然のこ

とと考えた。もう一つの理由は、異なる基礎 自治体のタイプに分類することを強調するこ

とは、一定の場合には、望まれる基礎自治体の統合にとって障害になると考えられたこと

であつた。基礎自治体の分類の変更により、すでに、多 くの基礎自治体は、旧来の都市ま

たは小都市および郊外の広大な田園とされている。コミユーン分類の変更が実施された場

合には、そのような基礎 自治体の数は、もつと多 くなつていたであろう。以前の分類案件

についての慣習では、これらの基礎自治体は都市(stader)ぉ ょび小都市αopinDと なるはず

であつた。しかしながら、そうした構造を備えた基礎 自治体を都市とか小都市とか呼ぶと

いうことは、都市および小都市という言葉の概念についての一般的な用法や伝統的な考え

方に対 して対峙することになろう。基礎 自治体の公的な呼称 とそうした考え方とがよりよ

く一致するためには、今後は、こうした慣習がな くな り、それに代わつて、当てはめるベ

き概念は何か、事例ごとに検討することが望ましい。
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このため、大臣は、さまざまな基礎 自治体の概念を続けて使用 してい くことが、一般的な

言い回しや、都市および小都市の概念についての伝統的な考え方と関連性を欠 くことにな

ることは不可避であると考えた。そのうえ、当時の都市および小都市の概念は、実質的に

従前の法律的な意味が失われていた。

大臣はまた、別のところで、都市および小都市という表現の使用は、もちろんそれまでと

同様に、自由な言語の使用の拡が りに関わるもので、たとえば市庁舎、市立公園、市立劇

場などのように接頭辞 としてそのような言葉を含む表現に関する問題にも当然に当てはま

ると指摘 していた。

憲法小委員会も、こうした言い回しの拡がりは、地方自治法上においてさまざまな指定市

を維持 してい くことは今後は適切ではな くなるものであると考えていた⑭eto KU 196)44)。

したがつて、田園部の基礎自治体、都市、小都市という言葉の概念は、行政上の指定 とし

ては残すべきではない。

しか しながら、憲法小委員会は、とりわけ都市の概念の場合に行政上の意味を超えた重

要性があつた、という程度で、上記の概念が失 くなつてしまうことを意味するものではな

いということを強調 している。このようにして、この改革は、スウエーデンの都市が市の

概念についてのこれまでの定義から抜け出ることなしに廃止されることを意味 しない。す

なわち、一定程度重要な人口桐密な地域についての概念の元々の意味内容をますますばや

けさせてしまうということである。小委員会は、指定市は、今後とも、以前の市基礎 自治

体の人口桐密な地域の核 として利用されるべきであ り、さらにより規模の大きな人口桐密

な地域に関しても適用すべきであると思われる。指定市の活用に関 して、その点では自由

な言葉の言い回しが決定的であるということ以外は、どのような特別な指示も求められな

かつた。

さらに、小委員会は、次のように指摘 していた。この改革は、基礎 自治体が接頭辞 とし

て都市という言葉を意味する公式名称などを用いることを禁止することを意味するもので

はない。このことは、基礎 自治体が、さらにその公式指定を都市とするか、あるいはその

基礎 自治体の中の一つの都市という存在 とするかについて、決 して妨げるものではない。

国際的な観点では、力のある基礎 自治体は、外国の状況、さもなければ一般的に使われて

いる言葉と結び付いた呼称を称することができると思われる。

15。 2。2  従前の説明

この問題は、たとえば、1969年の指定市 (田園部基礎自治体、小都市、主要都市)につ

いての地方自治法上における廃止と同時に適用されることとなった統一的な基礎自治体指

定の導入などを指導する法律(1969:780)以来、何度か提起されてきた。後者の法律は、そ

の他の法律や規則において予想している範囲で指定について規定していた。

例として、二つの提議、1985/86:K608と K609が取り上げられる。前者においては、国

会は、都市が基礎自治体議会を市議会と呼び、基礎自治体執行委員会を市執行委員会と呼
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ぶことができるように、地方自治法を改正すべきであると主張されていた(m)。 この提議は、

1985年 1月 21日 の基礎 自治体議会における決定によリス トックホルムが今では基礎 自治

体ではなく市という呼称を持つようになつたこと、そ して市庁舎と市事務局が常にそうし

た呼称を有 していることを想起させた。この提議により、論理的に、市の主要な機関は市

議会および市執行委員会 と呼ばれることとなった。

二つ日の提議に609)においては、国会は、慣習的にかつポピュラーな呼び方で市と呼ば

れているそれぞれの地域は基礎自治体議会がそのように決定するならばその地域の名称を

市と称する権利があると言うべきであると主張されていたo)。

後者の提議と関連 して、憲法小委員会は、基礎自治体がそのように望むならば、何 ら地

方自治法上の意味がないような場合には、指定「市」を活用することについては何 らの障

害もないということを指摘 していた⑭ete KU 1985ノ 86:15s。 12)。

これらの妥当性のあるな提議に関しては、小委員会は、統一的な基礎自治体についての

概念という観点などからこれに反対 していた。3人の少数者達(m)は、その際に、小委員会

の意見とは異なつていた。

15。 2.3  私たちの考え方 ― 何らの法改正も必要ではない。

市という言葉は、それぞれの場合に、二つの明確に異なる意味がある。一つは、受け入

れられている一般的な言い方での人口桐密な地域、大規模に住宅の集中している地域など

の意味、そしてまた一つは、地方自治法上の意味である。以前の 1952-1974年 の大規模

な基礎 自治体の統合の場合においては、これらの二つの意味が大幅に重複 していた。ヘル

シンポ リ市などの指定市は、その人口桐密差において際立っていたが、また市憲章により

地方自治法上の相当に大きな意味をも持つていた (しかしながら、結局のところ、地方市

と市との間の違いはそれほど大きくはなかつた。)。

上記に述べた提議 1985/86:K609は 、それ自体の中で、市という概念が再び現在よりも

更に広範囲に許容されるべきであるということに関して生ずる問題点を指摘 していた。こ

れらの提議における「地域 ort」 という言葉の使い方は、ちようど昔の市を指 している。す

なわち、非常に限られた場所である。これに対 して、今日の基礎自治体 (た とえば、ヘル

シンポ リなど)は、必ずしも以前のヘルシンポリ市とは同じではない。基礎 自治体境界変

更の改革を通 して、従前よりも大きくな り、周辺の田園地域や小地域の大部分を包含 して

いる。別の言葉で言えば、人口桐密の度合いは急激に低下 している。周辺の田園地域をも

市と指定することは、日常的な用語からは著 しくかけ離れて見える。市という概念が最も

ふさわ しい基礎 自治体はス トックホルム市 (郊外の基礎自治体にもありうるけれども)で

あると思われる。

憲法小委員会が幾度か指摘 しているように、基礎 自治体は、もし望むならば、指定市を

地方自治法上の関係を生 じない限 り、活用する十分な権利を有 している。その他、市と称

する権利に対する支援として、国際的な関係がいわれている。そのようにすることはまつ
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たく自由であるので、議論も生 じないと考える。

市議会/市執行委員会に関 しては、憲法小委員会は、基礎 自治体議会および基礎 自治体

執行委員会と共通の概念であることを指摘 している。ここに述べたこれら二つの言葉の概

念は、私たちの理解 しているところでは、基礎自治体 という言葉が為 し得た以上に明らか

により良い形で市民としての自覚を発達させた (市 という言葉も今日使われているように

別の意味を持つていたと思われる。)。 このような事例においては、国際的な関係について

の議論はそんなに重要なものではない。

要約すれば、私たちの基本は、どのような改正もなされるべきではないということであ

る。上記に指摘 したように、従前の市を含む基礎 自治体は、地方自治法上問題のない限 り

自ら市と称する完全な権利を有 している。上記の説明にも指摘 しているように、市という

言葉の概念は、全体として、今日では、共通の基礎 自治体指定の導入により、すべての法

的な意味合いを失つて しまつている。今日では、これ らの基礎自治体とその他のものとの

間で何 らの法的な差違も求められてはいない。地方自治法上の観点で市という概念を再導

入することは、私たちにとっては奇異に見える。指定市に関してのこの視点からの結論は、

市議会および市執行委員会に関する問題についての視点である。私たちは、旧来の指定を

再導入すべき理由は決 してないと考える。上記に指摘されているように、一般的な用語に

おけるこれらの立場は、完全に市という言葉との差違を排除 している。

結論として、私たちは、地方自治法第 10章第 9条に導入された基礎自治体の異議により

苦情を申し立てられた決定は、過失がその案件の結果にとって重要を持たない場合は、廃

棄される必要はない、ということに関する規定に留意する。私たちは、このことについて

の合理的な解釈は、「市議会」によってなされた決定は単にこの理由により廃棄されないと

いうことである。その外、地方指定市並びに自治法上の意味で市議会と市執行委員会を導

入する基礎自治体に対 して干渉することができるという法的な可能性が欠けていると思わ

れる。

15.3   議会の会議を招集する方法

議会の会議の招集に関する規定は、地方自治法第 5章第 9条第 2項および第 11条第 2項

である。前者の条文は、通常の場合において招集がどのようになされるかについて規定 し、

後者は、緊急の場合の招集に関するものである。

第 5章第 9条第 2項によれば、適切な方法による告示 (一定の期間内に)が代表及び代

理に送付されるOilstallas)こ ととなっており、また第 5章第 11条第 2項は、その適切な方

法による告示は、それが彼 らに (一定の期間内に)届 くよう、送達されなければならない

としている。

スウェーデン基礎 自治体連合法務部は、地方自治法第 5章第 11条における表現、送達

(Sandas)は、同法第 5章第 9条と同じく送付される(ullstallaoと いう言葉に変えられるべ

きであると指摘 している。
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15。 3。 1  従前の規定の仕方

1977年地方自治法のこれに相当する規定においては、第 2章第 10条第 2項および第 4

項は、告示は郵送により送達されなければならないということが極めて明確に規定されて

いた。このことは、地方自治法調査委員会の提案「普遍的地方自治法」60U1974:99)や 、

地方民主主義調査委員会の提案「基礎自治体民主主義」(SOU 1975:41)お よび政府提出法案

OrOp。 1975ノ 76:18つ 、ならびにその当時に適用された規定述べられている。憲法小委員会

⑭ete KU 1976ノ 77:25)は このことについては何も述べていない。

しかしながら、議会の会議の招集に関する規定は、1986年 に新 しい用語を採用すること

となった6FS 1986:96)。 この新 しい用語によれば、通常の告示は、郵送で送達される・̈ か

またはその他確実な方法で送付されることとなつている。緊急な審議に際 しての告示に関

しては、郵送により送達されるという表現はなく、告示は確実な方法で送達されなければ

ならないということだけが規定 されている。これら二つの法律の条文が異なった表現を取

つていることに対する説明は、法律改正の準備作業orOpe 1985ノ 86:7のにおいては、何もな

されていない。

新地方自治法の提案orOp.1990ノ 91:11つ の中では、第 5章第 9条および第 11条の両方に

おいて送達されるという概念が用いられている。政府提出法案の基礎にある答申書、地方

自治法班の基礎自治体及び県に関する新法os 198&52)、 および地方自治法審議会の新地

方自治法60U1990:2のは、それらの招集手続にこの概念を利用 している。この改正の提案

についての説明は何も述べ られていないが、政府提出法案では、現行規定を改正する理由

が実質的に欠けている。いずれにしても、それらは簡潔にされるべきであると考えられる。

しかしながら、憲法小委員会(1990ノ91:KU3の は、送付するという言葉の概念は、第 5章

第 9条第 2項に提案されている送達するという言葉よりも広いと考えてお り、またこれを

変えることにより、いろいろな点で、議会が自由にできる「連絡箱」の中に入れられること

を告示の丁寧な伝達形態にもなるみていた。

1992年の教区法(SFS1992:300の 会議において、これら二つの手続に相当する教区議会

の規定が、送達されるという概念を用いていることは、さらに注目される (第 13章第 10

条および第 12条 )。

15。 3。2  私たちの提案 一 告示は伝達されるべきである。

1991年地方自治法の登場に際 してあるいはそれ以前の機会にも、通常の告示の手続 と緊

急のそれの手続 とに何 らかの違いを生 じさせることが意図されていたかどうかは不明確で

ある。それにもかかわらず、さまざまな言葉づかいが幾度か規定に採 り上げられてきた。

地方自治法第 5章第 9条および第 11条の規定は、二つの異なる機能を果たしていると考

えられる。その日が既に年の初めと決められている通常の会議に関する告示は議会の構成

員に会議を知 らせることによりその主要な機能を果たすが、その一方、何 らかの緊急な問
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題についての案件に関する臨時の会議に関わる告示は純粋な招集機能を果たす。

しか しながら、私たちは、議会の会議の告示に際 して、それぞれの場合に適切であると

考えられる伝達方法を選ぶことが議長の義務であると考える。告示が満たすことのできる

さまざまな機能に関して私たちが上記に述べたことは、それぞれの形でこれら二つの手続

を規定する十分な理由をな しているとは決 してないと私たちは考える。 したがつて、私た

ちは、議員たちが告示をどのように受け取るべきかについて規定するために、第 9条およ

び第 11条の両方に同様な概念が適用されるべきであると考える。

憲法小委員会は、新地方自治法についての政府提案orOp。 1990/91:11つ に関連 して提案さ

れたは委員の連絡箱などに告示を入れてお くという手続を含んではいないと述べている。

このような理由から、小委員会は、その代わ りとして、送付されるという概念を提案 した

(1990/91:KU38 s.56)。

私たちは、送達されるという言葉の限界に関 して、小委員会と同じ考え方をしてお り、

その場合に、第 9条および第 11条 に導入されるべきより適切な概念として送付されるとい

う言葉を提案する。

15。 4   いわゆる兼務に関わる欠格条項

地方自治法第 6章第 27条は、ある案件が基礎 自治体または県がその株式の少なくとも半

分以上を所有する株式会社あるいは基礎 自治体または県がその理事の半数以上を任命する

基金に関わるものである場合には、第 25条の第 2項または第 4項による欠格条項は、その

案件を処理する者が会社または基金の代理人である、あるいは何 らかの形で関係するとい

う理由だけでは該当しない。

上記の第 6章第 25条の第 2項および第 4項に関する条文においては、代理人についての

欠格条項及び密接な関係についての欠格条項に関わる条件が示されている。第 25条第 2項

においては、基礎自治体または県の議員または職員は、彼または何 らかの密接な関係のあ

る者が、その問題に関わるか、または特別な利益を期待することができるか、もしくは案

件の結果により損害を被るかいずれかの者の代理人であるならば、資格を欠 くことになる。

第 25条第 4項においては、同じような形で、その外、その案件についての公平性に対す

る信頼を揺るがすと思われる何 らかの特別な事情がある場合には欠格条項が該当する。

スウェーデン基礎 自治体連合法務部は、この規定は、たとえば、ある人が、彼が役員で

ある会社に建築許可を与えるといつたような形であると指摘 している。その他の例におい

ても、基礎自治体企業の役員会の構成員が企業に対する公権力の行使を含む案件に関わる

場合にもそうした状況となる。

15。 4。 1  現行の欠格条項の出現

兼務の場合の欠格に関する規定は、1991年地方自治法の出現と関連 して、最も議論され

た事柄の一つであつた。それまで、基礎 自治体行政において二つの異なる欠格規定が適用
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されていた。社会委員会や建築委員会など特別規定のあるところに対 しては、行政法のよ

リー層厳格な欠格規定が適用されていたが、通常は、地方自治法におけるより制約的な欠

格規定が基礎 自治体執行委員会および任意の委員会に適用されていた。

1986年の行政法の準備作業において、提案されたその法律の欠格規定が基礎 自治体の公

権力の行使に関わる議案審議に一般的に適用されるようにされるべきであるということが

当然こととされていた。しかしながら、憲法小委員会にU1986ノ87:11)お よび国会は、行政

法の欠格条項の導入による基礎自治体政治への影響が予測できないので、この問題はさら

によく検討されるべきであると考えていた。小委員会が特別に留意 したこの問題は、たと

えば、議員が同時に基礎自治体執行委員会やその他の委員会においてと基礎自治体の企業

および基金において役割を持つているさまざまな状況において新欠格規定を適用すること

に関する危険性であつた。

地方自治法グループは、彼 らの基礎 自治体および県に関する新法についての提案os
198&52)において、より厳格な欠格規定を通 して委員会審議の客観性と中立性を保証する

目的を強 く主張 したいとする関心に対 して、たとえば、基礎 自治体企業と基礎自治体との

間の人的な関係を維持 していく必要性を成 り立たせていると考えていた。法律においてこ

の部分的に矛盾 した関心を満たしてやることが困難であることは分かつていることであつ

たし、この欠格問題が議会のグループによってさらに準備されるべきであるということが

理解されたときに何 らかの新 しい提案を出すことは放棄された。しかしながら、今後の欠

格規定がどのように形作 られるべきかについての彼 らの一般的な見解については詳細に説

明されている。一定の相違については、基礎自治体の欠格規定が国の行政に適用されるの

とは違つて部分的に異なつて形づ くられることを説明 し得ると考えられていた。この相違

は、主に、基礎自治体における欠格規定が、選挙で選ばれた一般人によって、国の行政に

携わる公務員に適用される適用されること、そして基礎自治体の欠格問題は、法的に基礎

自治体の問題を通 して検証されるということであつた。基礎 自治体行政が整合的に形成さ

れるよう意図されなければならないとも考えられた。兼務に関しては、執行委員会で、あ

る案件が、基礎 自治体または県が身の株式の過半数を所有 している株式会社、または基礎

自治体または県が理事の過半数を任命 している基金に関わるものであるならば、その案件

を審議する人がその会社または基金の代表者であるとか、あるいはその他何 らかの関係を

持つているという理由だけで欠格条項が該当すると考えられるべきではない。

地方自治法審議会は、その最終答申「新地方自治法」60U1990:24)に おいて、地方自治

法の非常に制約的な欠格規定に該当する場合には、それは、その主要な意図として、モデル

として行政法にあるような新 しい規定によって代替されるべきである、としていた。でき

る限 り欠格の範囲内で調整するためであつた。その一方で、密接な関係に関わる行政法上

の欠格条項については適用されるとは考えられていなかつた。兼務に関わる欠格条墳つい

ての審議会の提案は、基本的に地方自治法グループと対応 して作られていた。その提案の

説明として、審議会は、基礎自治体および県が取 り扱うそれ自体の民法上の課題は、 しば
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しば、基礎自治体行政の一部であるとみなされている、と述べている。さまざまな案件 と

いう形での企業の問題 との委員会の関係は、 しばしば、会社 と基礎 自治体 との関係を維持

してい く目的となつている。それらの案件は、厳密な意味で一方の利害であるとはみなさ

れておらず、また委員会 と企業の理事会 との間に何 らかの利害の衝突があるとは必ず しも

みなされていない。委員会のもとで、委員会の構成員と指導的な立場の公務員とは、委員

会の事業分野の活動 している会社および基金において任務を持つているのは通常のことで

あるので、行政法にある代理の欠格条項を維持することに合理性はないと考えられている。

新地方自治法についての政府提出法案(1990ノ 91:11つ においては、政府は、たとえば公権

力行使の法律上の説明によれば、密接な関係に関する欠格についての規定が存在 しなけれ

ばならないと考えられているので、審議会よりも政府の方が大きく一歩先ん じている。基

礎自治体行政全体に適用されるために、できる限 り共通の規定になるべきであると提案さ

れた。 しかしながら、委員会と基礎自治体企業および基金 との兼務に関しては、代理欠格

および密接な関係に関する欠格の例外とされるべきである。この理由として、以前の答申

が、問題となる案件は本当の意味で部分的な案件ではないこと、そ して委員会 と企業の理

事会との間には法土の利害の対立は何もないと述べていたことが引用されている。

15。 4.2  私たちの提案 ― 公権力行使にかかる欠格

基礎 自治体がその株式の過半数を所有している株式会社が提起 した建築許可の出願の検

査に際 して、建築委員会の委員がその株式会社の理事でもあるとしても、資格を欠いてい

るとは手続的にはみなされない。これは、地方自治法第 6章第 27条第 1項において第 25

条第 2項および第 4項に言及 していることによる。委員会において担当している公務員が

その会社でポス トを持つているかどうかは必ずしも資格を欠いているということにはなら

ない。

欠格に関する規定は、単に、自分自身またはいずれかの親族の都合を計ることを防ぎ、

またはそうしたことが起こりにくくすることだけを狙いとしているのではない。欠格に関

する規定は、無関係であるかないか何 らかの疑念を生ずべきでさえないとするモットーに

おいて、その意思決定における公権力に対 して一般的な信任を付与することを目的として

いる。このことは、通常の事例における意思決定が公務員によってなされる国の行政にお

いてばかりでな く、より重要な事例について意思決定がしば しば議員によってなされる基

礎自治体の行政においても当てはまる。代議制に基づ く民主的な制度は、市民がその制度

を信任することに依存する。

私たちはまた、委員会 と企業および基金 との間の委員会の事業分野における一定の人的

連携を維持できることが重要であると考える。そして、問題が完全に所有 している企業の

場合には、企業の事業が委員会自体の事業を代替 しまたは補完するとみなされうるという

ことが重要であると考える。私たちはまた、通常の事例において支配的な影響力を有する

委員会の企業に関わる重要なポス トが本当の意味で一部の政党の案件であるとみなすべき
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ものではないということに同意する。政治的な任務に対する人材の発掘がよリー層広範な

欠格規定によって困難とならないことも重要である。

しか しながら、私たちは、それぞれの案件が公権力の執行を含むか否かによって、案件

ごとに区別されなければならないと考える。本節の初めのところで述べた案件は、基礎 自

治体の完全所有の企業あるいは部分所有の企業に関わる問題であるかに関わらず、本当の

意味では個別的な案件であると判断されるべきである。この事例については、欠格に関す

る規定 としての利害がが委員会の委員それぞれが案件の審議に参加できるべきであるとい

うことよりももつと重要な道を守るためであると私たちは考える。委員会の案件が公権力

の行使を含む場合の兼務に関する問題に代理欠格および何 らかの関係がある場合の欠格を

導入することは、必ずしも企業 と基礎自治体の関係を保つ必要性が何 らかの形で決定的に

難 しくされることを意味するものではないと私たちは考える。

したがつて、私たちの提案は、地方自治法第 6章第 27条が、基礎 自治体または県が株式

の過半数を所有する株式会社および基礎 自治体または県が理事の過半数を任命 している基

金に当てはまる代理欠格および何 らかの関係がある場合の欠格の例外は委員会が個人に対

する公権力の行使を含む案件を審議する場合に当てはめるべきではないとする規定により

補完されることである。私たちは、そのような規定の導入は、できる限 り普遍的な欠格条

項 とすべきであるという考え方に対 して何 ら決定的な打撃にはならないと考える。欠格条

項は、選挙で選ばれた一般人にとって、適用することは決 して難しいことではないと考え

る。

15。 5   欠格問題の検討に関する地方自治法上の規定の導入

欠格問題の検討に関する規定は、行政法第 12条にある。そこでは、資格を欠 くものは案

件を審議できないが、別の案件に時機を失 して しまわないように出席することはできると

されている。さらに、自分に欠格を構成する事情を承知している者は自発的にこれを告げ

るべきであるということ、そして誰かに欠格に関する問題が生 じ、別の誰かがその立場に

争つていない場合には、当局は欠格問題について速やかに決定すべきであることとされて

いる。そこで、欠格に該当する者は、当局が当人を抜きにしては定足数に達 しない場合、

そして他の誰かが時機を失することなく招集され得ない場合には、欠格問題の検討に加わ

ることができる。結論的には、欠格問題についての決定については、当局が案件を決定 し

たその決定に対する苦情と関連 して申し立てられる。

スウェーデン基礎自治体連合法務部は、地方自治法には欠格問題の検討に関する規定は

何も取 り入れられていないことを指摘 している。

15.5.1 1991年地方自治法の準備事務

欠格問題の検討に関する規定は、1977年地方自治法においてさえ欠けていた。しかし、

特別法で規定 された委員会の委員およびそのような委員会で案件を検討する基礎自治体の
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職員には行政法の欠格規定が適用されていた。手続規定は 1971年の行政法第 5条にあ り、

1986年 の行政法第 12条に実質的に変更されずに引き継がれた。しかしながら、この規定は、

1991年地方自治法の登場により、基礎自治体の委員会にはもはや適用されることはない。

欠格問題は、従前 と同様に、新地方自治法を生み出す作業において最も際立ったものの

一つであつたと言われている。 しかしながら、手続規定に関する問題は、内務省のメモラ

ンダム「基礎 自治体における欠格」(Ds C 1987:12)に も、地方自治法グループの最終答申「基

礎自治体および県に関する新法」(Ds 1988:52)に も、1988年 の地方自治法審議会答申「新地

方自治法」(SOU 1990:24)に も、そして政府提出法案「新地方自治法」(prOp～ 1990/91:H7)

にも触れられていなかつた。憲法小委員会が欠格の条件についての手続規定の必要性に関

する問題をまつたく取 り上げなかつたことも大いに留意されるべきであろう。

15.5。 2 私たちの提案 ― 手続規定が導入されるべきである。

前節で指摘 したように、欠格に関する規定は、代議制と公権力の行使に対する市民の信

頼を保証するための最終的なものである。法律起草者達が関わる形で欠格に関する規定が

適用されることを保証 し、すべての基礎 自治体および県において同じような欠格規定の審

議がなされるために、欠格に関する手続規定を導入することが望ましいと私たちは考える。

これは当然に欠格規定を補足するものであり、ほとんどが専門家でない議員からなる基礎

自治体の事業に対する支援方法とも考えられる。

行政法の中核的な部分である第 12条を地方自治法第 6章第 24条に移すことは、手続規

定の必要性を満たすものとなると私たちは考える。 したがつて、そのような提案は、基礎

自治体行政の大部分が、それまでそれらの事業に行政法が適用されていたので、すでにそ

のような規定 になじんでいるという利点もある。このことにより、通常の場合には、適用

に関し大きな問題を何も生 じないものと思われる。

おおよそこうしたことからの結論 として、私たちは、欠格問題についての決定は、委員

会が案件を決定することによるその意思決定についての苦情 と関連 してのみ苦情が申し立

てられ得る、ということに関する規定が導入されるべきであると考える。さもなければ、

その結果は、裁判所の調査を伴う欠格に関する恒常的な異議申立てにより委員会による実

質的な審議が遅延させられる恐れがあるので、基礎自治体行政の各部署は、その使命を果

たすに当たつて問題を抱えることになるだろう。
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第16章  特別説明

16。 1

第 2章

地方自治法の改正に関する法律

この章においては、二つの新 しい条文が導入される。それらは、新 しいサブタイ トル「基

礎 自治体における住民投票」のもとに導入される。

第 H条
この提案については、第 11章第 2項第 5節の総括説明の中で検討されている。

第 1項において、諮問的な住民投票の実施に関する決定権は議会に付与されている。基

礎 自治体または県が意思決定的な住民投票を活用する権限は一切導入さていない。この節

においてもまた、住民投票は議会の関与する「一定の問題」のみに活用されうるであること

が述べられている。単に特別法により委員会の責任分野に属するだけの問題、とりわけ公

権力行使に関わる案件は基礎 自治体における住民投票の対象 とはな り得ない、ということ

が第一のねらいなっている。第二には、住民投票は、特定の限定された問題に関わるもの

であるべきであるということが求められている。通常、住民投票の対象 となる問題は、基

礎自治体または県の構成員にとって大きな一般的な関心事であることが期待されている。

第 2章第 11章 により、住民投票は、地理的に基礎自治体または県の一部のみに限定され

ないこととなっている。基礎 自治体における住民投票は、全当該基礎 自治体または県に関

わる問題にのみ活用されるべきものである。基礎 自治体または県が一定の構成員のみから

見解を得たいとするならば、世論調査または類似の手続が活用されるべきである。

第 2項においては、基礎 自治体における住民投票の住民発議についての権利に関する第 5

章第 23条第 3項に言及 している。この部分においては、本条についての特別説明に言及さ

れている。

第 3項においては、基礎 自治体における住民投票に関わる手続規定自体が特別法に取 り

入れられていることを想起させる。こうしたことから、地方自治法は、詳細な規定などに

よつて重 くさせ られる必要はない。

第 12条

この提案は、第 11章第 2節第 5項の総括説明において検討されている。県も、県の住民

投票に際 しては、前提条件 として、基礎 自治体の選挙管理委員会を利用することができる

べきである。この場合には、基礎 自治体は、その経費を徴する権利を有 している。条文の

内容は、現在廃棄されることが提案されている、現在の第 5章第 35条の住民投票に関連
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して記されていることに対応 している。

第 3章

第 4条

この提案は、第 5章第 1節第 5項の総括説明において検討されている。

新 しい項 目が、基礎自治体の事業を発注一請負いモデルにより組織化することが認められ

ていることを強調するために登場 した。 したがつて、これは、法的位置づけを変えるかど

うかの問題ではな く、すでに適用されている法的位置づけの明確化についての問題である。

この規定は、組織モデルの基本的な機能をカバーするように包括的な形態で示されていた。

法律においてさまざまなモデル形態について取扱うことは、事実上不可能であると思われ

る。さらに、その他の法律 と調和 しないと思われる。憲法の考え方は、発注一請け負いモ

デルは、基礎 自治体の事業を組織化するい くつかの考えられる方法のうちの一つとしてみ

なされるべきであるということである。 したがつて、地方自治法および判例法に基づ く基

礎自治体の法的な原則は、すべての基礎 自治体の事業の枠組みとなっている。

第 9条

この提案については、第 11章第 2節第 5項の総括説明において検討されている。

この条文の第一項には、新 しい項 目の 8が追加されている。その目的は、基礎 自治体にお

ける住民投票の実施に関 しては、議会のみが決定する問題であることを明確にすることで

ある。これは、この問題が議員によりあるいは地方自治法第 5章第 23条第 1項、第 2項に

より議会にそうした案件を提起する権限のある基礎 自治体の機関によって議会で提起され

るか、または地方自治法第 5章第 23条第 3項に基づ く住民発議により提起されるかには関

係ない。

この提案の影響は、第 3章第 10条の委任の禁止が適用されることである。

第 16条

この提案については、本答申の付録 3において検討されている。

基礎 自治体または県が基礎自治体企業に事業を委ねるための唯一の条件を規定する目的

で法律顧間により作成され、提案されたものである。新地方自治法に関する政府提出法案

⑭ete 1990ノ 91:KU38s。 44)についての本答申における憲法小委員会の、この規定は基礎自治

体および県が基礎 自治体事業に民法上の主体を活用するための条件について完全に包括的

に規定する、 というコメントにより、法的な主体が個々人である場合にも当てはまると考

えられる。しかしながら、法律顧間の提案は、小委員会がそうしたコメントによりこの規

定の法律上の意味を、国会によって不変のものとして受け取 られた。この新 しい提案の言
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い回しはにより、この規定の解釈に関して生 じるであろう疑間は無視された。

「 自治体の問題の経営を委ねる」という表現の中には、基礎 自治体および県が事業につい

ての直接の財政上の責任または責務を手放すということである。 したがつて、こうした問

題の取 り扱いは、基礎 自治体や県以外の権利主体によって完全に対処される。一方、使命

の移譲とともに、委員会が責任を負うのは、純粋な請け負い契約の条件に関わるものとな

る。 したがつて、そのような場合において、委員会は、議会に対 して任務が実施されるこ

とについて責任を負う。 したがつて、基礎自治体は、誰によってそれがなされようとも、

なおその任務に含まれる事業の責任者である。

この条文においては、委任は、個々の個人にもなされうるとされている。これにより、政

府組織法第 11章第 6条および社会サービス法、保健医療法などに基礎 自治体事業に競争の

要素を増大させる意図でなされた追加条文と完全に一致 している。

第 18条 a

この提案については、本答申の第 10章第 3節および付録 3の総括説明において検討され

ている。

地方自治法第 3章第 17条および第 18条では、基礎自治体または県が自治体の事業の経

営を基礎 自治体または県自体があるいはいずれかの第三者と設立 した民法上の主体に委任

することができる条件を規定 している。これらの事例においては、その意味で、基礎 自治

体も県も、委任された事業の財政上の責任を何も負つていない。

ここに提案された規定においては、基礎 自治体および県に対する必要性が検討されている。

契約により責任を負わされたものが、基礎自治体が負つている使命を実施することをいず

れかの個々の法人または実際の人物に委任する場合には、基礎 自治体も県もどのような責

任も負つていない。この規定は、学校とかサービスハウスなどでの地域ケアとか介護、調

理などの基礎 自治体事業に対する支援機能の制限に関わ りのある請負契約者の任務を含む

ものとなろう。 しかしながら、まず、この規定は、委任するためには地方自治法第 3章第

16条により議会の決定が必要であるような事業または事業の重要な一部分に当てはまる。

この規定は、民間の請負事業者によって実施される基礎自治体事業における民主的な統制

および公開性を強化することを目的としている。 したがつて、そのような事例は、基礎 自

治体がその事業を解体 し、従来は責任を負つていたサービスを民間の企業、団体、または

個人に移譲する場合に、政府外で生ずる。あるいは、基礎 自治体が直営の事業をその事業

がどのように管理運営されるべき力について契約すること無 しに「売却」した場合の事例

(民営化)である。

この規定は、契約締結をする基礎自治体が契約条件に関する将来の請け負い事業者との交

渉に際 して求められるものは何かということを目的としている。事業の種類、基礎自治体、

一般住民および利用者の利害等々に関して、さまざまな形態の事業に示されるべき条件に

ついては、総括説明に述べ られている。請負事業者の事業の全体的な情報公開の可能性に
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ついては、基礎自治体の統制権により、あるいは基礎 自治体が入手 した情報を利用するこ

とにより、またあるいは情報公開の権利について契約に規定することにより、設定されて

いる。請負事業者の事情や管理運営状況に帰する基礎自治体および県のもとにある情報は、

秘密保護法第 8章第 10条により、秘密に含まれる。このことは、基礎自治体が知 りうる請

負事業者の情報について、契約書作成の際に、調整されなければならないことを意味 して

いる。基礎自治体に示される行為は一般的な行為であ り、移譲された状況における通常の

秘密保護の判断の対象であるということは留意されるべきである。

基礎 自治体の統制の範囲および一般住民への情報公開の範囲については、請け負い事業者

は、基礎 自治体企業とは異なって、一般に、利潤目的で、市場では他の相手 と競争 して、

その会社を運営 しているという事実によって影響を受ける。 したがつて、この規定におい

ては、個々の利害はいつ統制権と知る権利が調整されるか考慮されるべきであるとされて

いる。

契約を締結する基礎自治体の側は、法令上は、委任により当の委員会の任務を受け取つた

委員会などである。もしそれが単なる補助的機能 とはみなされない事業の全部、またはそ

の事業の重要な部分に関わるものであるならば、地方自治法第 3章第 16条により、事業あ

るいはその使命が移譲されるべきかどうかに関しての議会の決定が必要とされる。議会の

決定は、それ自体に、関わ りのあることがら全般を含み得る。そしてそれが委員会が請け

負い事業者と契約を締結することができるべきであるための条件となつている。 しか しな

がら、明確な契約条件は、その設定は購入契約手続きに属するので、委員会の任務に含ま

れない。

公的購入契約に関する法律(1992:152の によれば、法律上の検証を求めることにより、購

入契約決定を地方自治法の見地から検証することは放棄されている。 したがつて、購入契

約をする委員会が、ここに提案された規定、または議会によって出されるであろう条件に

基づ くことは、基礎自治体構成員の発議に基づくものではな く、法的な統制の対象となる

であろう。

それゆえ、この規定は、日標設定の性格を有する一般的な購入契約規定 として創られてい

る。議会は、それが必要 と考えられるならば、事業の請負についての購入契約に際 して、

委員会に対 して概略的な指示または方針を出すことができるか、あるいは、記されている

ように、個々の事例において条件を指示することができる。議会の指示なしにも、この規

定は、委員会に対 して基礎 自治体の統制と一般住民への公開性とを確保することが必要で

あるとしている。もしこの必要性が適切に満たされないならば、議会は、いずれにしても、

請負事業者と契約を締結すること、あるいはそれについて会計監査責任を有 しているもの

に対 して会計監査責任を要求することができる。

ここには、効力発行規定および暫定規定の第 3項に対する特別説明についても言及されて

いる。
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第 4章

第 12条および第 13条

この提案については、 9.5および 9。 6の総括説明において検討されている。

これらの条文は廃棄される。

第 12条および第 13条においては、現在、議員の失う給与、年金、および休暇に対 して

相応の補償を受ける権利が規定されている。議員はもはやそのような補償を受け取るとい

うことがどのような法的な権利も持つべきではないことから、これらの条文は廃棄される

べきである。

第 14条

この条文については、 3点の改正が行われる。

第一に、第 ゴ項の 1において、議会に、議員が失う給与、年金、および休暇に対 して相応

の補償を受ける事ができるべきかどうかに関 して、自ら決定する権利が付与される。 した

がつて、議員は、もはやそのような相応の補償を受ける権利を有 しない。

第二に、その任務に伴う仕事に対する報酬を受け取る権利に関する第 1項の 2についての

改正である。この改正は、「任務のために失つた仕事」に対する制約が廃止されるという内

容である。この意味するところは、議会は、新 しい 1に示されているよう、失われたもの

に対 して個別の相応の補償を提供するのではなく、その任務に伴う仕事に対する報酬につ

いての一定の相応の補償に含むべきであるということである。現行の規定によれば、これ

は認められていない。現行の 2は、新 しい 1が追加されることにより、新 しい番号 3と な

る。この変更により、その他の番号も影響を受ける。

第三は、この条文に第二項が追加されることである。この追加は、実質的な改正を意味す

るものではな く、現在第 4章第 12条第 2項に規定されているその内容と一致 している。そ

の意味するところは、基礎 自治体の機関に密接に携わ り、常勤またはパー トで任務を果た

しているとみ られる議員は、その限 りで、その仕事に対する報酬を受ける権利を有すべき

であるということである。 したがつて、議会が、この新 しい提案、新 しい 1に示されてい

るような相応の補償を今後も提供することはありえない。

第 5章

第 9条

この提案については、 15.3.2の総括説明において検討されている。

この条文の第ワ 項においては、表現の訂正がなされている。「送付される ullstallas」 と

いう用語が「伝達される lamnas」 に変更された。この改正は、何 ら実質的な改正を意味す

るものではない。これは、今後とも、議会は、それぞれの場合にもつとも適切 と考えられ

る伝達方法を自由に選択することができるということである。
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第 11条

この提案については、 15。 3。 2の総括説明において検討されている。

この条文の第「2項においては、用語「送達される sandas」 が「伝達される lamnas」 に

変更されている。この意図は、第 5章第 9条におけるのと同様に、それぞれの場合にもつ

とも適切 と考えられる伝達方法を利用することが議会次第であるということを明確にする

ためである。

第 23条

この提案については、 11.2。 5お よび 14.5の総括説明において検討されている。

第 ゴ項に新 しい 1が追加される。この 1においては、議会における多数派の交代もまたそ

の基礎自治体の政治的に構成されている機関の変化が望まれているということであるかど

うかである場合は、議員の任期期間中に基礎 自治体の委員会に新 しい議員を選ぶことにつ

いての政治上の発議権が執行委員会にあるべきことが明確にされている。

この第 1項においては、追加の結果として、その他の点は、新 しい番号となる。

この条文においては、新 しい第 θ石も取 り入れられている。この中では、基礎自治体にお

ける住民発議ができることが規定されている。一定数の投票権のある基礎自治体の構成員

が議会に住民投票に関する問題を提起する権利を有 している。この条文によれば、その要

求は一定の問題に関するものであるべきであることも示されている。それによれば、その

ような要求は、一定の、特別かつ限定された問題に関するものであるべきであるとされて

いる。

発議は、地方自治法第 4章においては、投票権の条件を満たす人々により、文書化され、

署名されるべきである。 したがつて、発議を提起する権利は、その基礎 自治体に住民登録

をしていて、住民投票の日に 18歳以上である人々にある。スウエーデン市民でない人々は、

彼らがその住民投票の 3年前の 11月 1日以前にスウェーデンに住民登録 している場合のみ

に発議を提起する権利を有 している。

明快な署名と住所の必要性は、基礎 自治体または県が、何 らかの特別な理由により必要で

あると考えられるならば、発議に署名する人々の資格について管理することができるべき

であるために置かれている。 しか しながら、通常の事例においては、基礎自治体または県

は、純粋に実務的な理由から、発議に加わつた人々の氏名を十分に知ることができると思

われる。 したがつて、このことは、基礎 自治体または県が署名を詳細に調査 しなければな

らないことの必要性を示 している。

このことは、効力発生規定および改正規定の第 2についての特別説明でも言及されている。

第 30条

この提案については、 14.6の 総括説明において検討されている。
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委員会である議員についての随時の選挙にかかる追加いに伴い、この条文は変更されるこ

ととなつた。議会が委員会の任期を変更することができることに関する規定はもはや必要

とされない。

第二の影響は、ともか く任期中に、事前の準備な く、議会が委員および代理委員の数を変

更することができることである。

このことは、効力発生規定および改正規定の第 2についての特別説明でも言及されている。

第 34条および第 35条

この提案については、 11。 2.5の総括説明において検討されている。

この条文は、廃棄される。

基礎自治体における住民投票は、地方自治法第 2章第 11条および第 12条、ならびに第 5

章第 23条をそれ自身の規定とすることになる。

選挙管理委員会は、今後は、世論調査および類似の手続きに際 して利用されるべきではな

い。その理由は、ここの総括説明で検討されている。

慣例法GA 196757参照)で は、基礎 自治体は、世論調査および類似の手続きに利用する

権利を有 していた。議事案件の準備の一方法として利用する権利を有 していると考えられ

ていた。

要約すれば、住民投票および類似の手続きに関する第 34条の規定は、必要とされないと

いうことを意味する。これに伴つて、第 35条の規定はまつたく必要とされな くなる。県議

会によって決定された住民投票に関しては、35条 に相当する規定は、第 2章第 12条に取

り上げられている。

第 36条

この提案については、 14。 6の総括説明において検討されている。

第 2項においては、第 5章第 23条第 1項の 1に より、執行委員会または他の委員会のす

べての議員の任務の剥奪に関して執行委員会により提起された案件を棚上げするためには

議会において過半数が必要とされるということが追加されている。 したがつて、少数者に

よる棚上げに関する第 1項の規定は、適切ではない。これにより、第 5章第 23条第 1項の

1に よる任務の剥奪に関する問題、および執行委員会または他の委員会の議員についての新

たな選挙について、同様に棚上げすることができる。

このことは、効力発生規定および改正規定の第 2についての特別説明でも言及されている。

第 6章

第 7条

この提案については、 10.3の総括説明、および本答申の付録 3において検討されてい

る。
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新地方自治法第 6章第 7条により、事業が議会が定めた包括的な目的と一致 した形で運営

され、法律とか手続きとか規則などのその事業のためにある規定にしたがって運営される

るよう監督する委員会の責任が強調されている。 しか しながら、この規定は、委員会の責

任が委員会の下で民間により実施される事業にも及ぶとは直接は述べてはいない。この規

定の意図は、委員会がその事業を請負契約に委ねる場合に、このことが適用されないとい

うことでは決 してない。

新 しい第 3項により、この規定は、今後、基礎自治体が実施することに関していずれかの

者と契約を締結 した使命に及ぶべきでもあることを示すよう、補強されることとなった。

したがつて、これは、現状と比較 して委員会の責任を拡大することに関する問題である。

基礎 自治体または県が運営は移譲するが、一定の事業についての全体的な責任はいずれの

者にも移譲 しない場合があるという問題がある。そのような請負契約を特徴づけているも

のは、基礎自治体が、たとえば、事業の量的、質的目標を設定 し、誰がサービスを受け、

その範囲はどうあるべきか優先順位をつけ、そしてその事業が手数料を課されているなら

ば手数料を設定することにより、その事業の究極的な責任を留保 していることであるこの

責任には、委員会が事後検討すべきことや請負契約で運営される事業を監督すべきことも

ある。

このことは、効力発生規定および改正規定の第 3についての特別説明でも言及されている。

第 12条

この提案については、 14.6の 総括説明において検討されている。

この第 1項は、基礎自治体のすべての委員会の議員は随時選ばれるものであるべきである

というように改正される。その意味するところは、委員会は自動的に 3年 ごとに選ばれる

ようになるということである。

第 2項においては、委員会の任期は、基礎自治体の議会の選挙が全国で実施された翌年の

1月 1日 から議会の選挙が全国で行われた年の 12月 31日 までとなつている。したがつて、

これらの時点が、その枠内で議員が委員会に選ばれる原則としての枠を形成する。委員ま

たは代理委員を交代させることが議会の多数派である場合に関しては、一またはそれ以上

の機会に行われうる。この条項においては、その任期は、まさに、それぞれの委員会につ

いての選挙が行われる会議の日から計算されるべきであると定めることにより、議会が任

期の始まりの予定を早めることができるということも示されている。

このことは、効力発生規定および改正規定の第 2についての特別説明でも言及されている。

第 13条

この提案については、 14。 6の総括説明において検討されている。

この条文は廃棄される。

委員会の議員についての随時の選挙が導入されることに伴い、もはやこの条文は必要とさ
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れない。

このことは、効力発生規定および改正規定の第 2についての特別説明でも言及されている。

第 15条

この提案については、 14.6の 総括説明において検討されている。

議会は、正副議長が任命される時期をもはや示すべきではない。正副議長の任命は、自動

的に、その他の委員会の議員についてとともに行われる。すなわち、すべて随時選ばれる。

このことは、効力発生規定および改正規定の第 2についての特別説明でも言及されている。

第 19条

この提案については、 10。 5.5の総括説明において検討されている。

委員会会議の公開は、部外者が出席できるためには委員会の全会一致の決定が必要である

とする確立している地方自治法上の慣例からの脱却である。ここで部外者とは、法律に基

づ くか、または地方自治法第 4章第 23条、第 6章第 19条および第 7章により出席権の付

与されている者以外を意味する。

議会から委員会へのよリー層の決定権の移譲は、基礎 自治体構成員にとっての緊急の課題

についての議論と決定が一層充実 し、一般住民の情報公開を弱めることになる。 したがつ

て、委員会活動の情報公開に対する権利は、実際には、出版の自由に関する法律 (TF)
第 2章の、審議の公開によってのみ果たせられうるということを意味する原則を修正すべ

き理由がここにある。

一般住民に委員会会議を公開することに伴う一つの問題は、審議が公的かつ一貫 して原則

的に公開である場合についての出版の自由に関する法律 (TF)の規定である。

公的かつ原則的な公開は、当局に保管されている文書、および当局に寄せられた文書また

は当局で作成された文書である。実行されなかつた文書は、主に、関わ りのある案件が当

局により決着させ られたときに、作成されたとみなされる

基礎自治体の委員会により会議で決定された案件は、主に、その決定に関する実施要領が

修正された直後に決着されたとみなされる。この修正は、通例は、会議のしばらく後にな

されるが、一定の場合には直後になされる。

意思決定の根拠 となる会議における審議のほとんどは、概 して、委員会自体の管理の範囲

内で、調査、意見表明、および公務報告書によりなされる。内部における審議または作業

材料 として日通 しするためである。すなわち、それらの文書が属する案件が前記の段取 り

で最終決着させ られないうちは、公的でもなく公開でもない。

「当局が、当該文書を一般住民が自由に閲覧できることへの考慮を反映 した文書としなけ

ればならなくなる前に、自ら理解 し、立場を決める合理的な余裕があつてしかるべきであ

る。」Orop。 1975/76:160s。 72)ために、ある案件に関わる文書が作成されたとみなされる場

合についての規定がある。 したがつて、当局は、ある案件が最終的に決着されないうちに、
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自らそれらの文書が公開されるべきか否かについて決定することになる。

同様の説明が委員会の会議が公開とされないこと、そして全会一致の決定が部外者に出席

権を付与するために求められるべきであるということのためになされてきた。

委員会における考察は、基本的に会議文書の説明の後に、会議での議論に基づいてなされ

る。委員会が内部文書を規定することに関しては、また委員会活動がTFが予想 している

ような形で行われ得るためには、委員会には、どのような場合に部外者が出席できるべき

か自ら決定するために、規則を定めるに際 して一定の余裕が与えられなければならない。

TFを改正すること以外は、地方自治法上においては、一般住民が現行の規定によっては

公文書ではない会議文書を入手する問題について規定することは決 してできない。このた

め、 TFの規定に従つて、この問題に関 して自ら決定するのは、今後 とも委員会でなけれ

ばならない。

委員会の会議が公開であるべきであるかどうかに関する決定は、当該問題が基本的な性質

のものであるとみなされる場合には、議会によってなされる。その一方で、それに重要な

理由が有るならば、委員会は ドアを閉めるかどうかについて決定することについて留保す

べきである。会議の一部が ドアを閉めて持たれるべきかどうかに関しては、投票で過半数

により決定される。それぞれの委員が、会議においては、そうした問題を提起する権利を

有 している。 ドアを閉めるかどうかの決定についての理由は、いつその文書が作成された

とみなされるかに関するTF(出 版の自由に関する法律)に示された規定の説明となるで

あろう。たとえ一般住民がそれらの文書を利用 しないとしても、一定の場合についての議

論については、会議が公開であるならば困難である。こうしたことは、 とりわけ、ある案

件が、最終的に会議で決定されないうちに、起草委員会において詳細に説明される場合に

生ずる。議会の決定のために委員会が単に準備をしているだけの案件は、 ドアを閉めて審

議するための理由が一定の場合には有るだろう。そうしたものには、委員会の予算案に関

する議論が当てはまるだろう。議会が委任 した案件も、日標 と予算の枠内での議会決定に

よる事業執行も、案件の最終的な決定に際 しては、通常は、 ドアを開いたま間にしてお く

ことを妨げないと思われる。審議あるいはその他の個人との仕事上のや りとりに際 しての

ような、案件についての情報が秘密保護に含まれるならば、開けたままにはしておかない。

したがつて、法律上は、議会の決定は、委員会の会議はすべてまたは部分的に公開である

ことを意味するものとなされるべきである。このことは、もし議会が委員会の会議を公開

と決定すれば、一定の案件については ドアを閉めたまま審議されるべきであると決定する

ことになるということを意味する。

しかしながら、いずれかの個人に対する公権力の行使に関わる案件についての議論は、明

らかに常にドアを閉めたまま行われる。

第 24条

この提案については、 15.5。 2の総括説明において検討されている。
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この条文は、たとえば、行政法において除斥問題の取 り扱いについて規定 しているような

若干の除斥規定によって補完されている。これは、この条文への追加によって処理される。

この追加は、行政法の規定はすでに現在除斥問題が決定されるべき場合の凡例 として利用

されているので、実質的な問題が決定されないうちに除斥問題の法律上の検証の可能性が

取 り除かれる以外は、実質的に改正を意味 しない。さらに、1991年地方自治法の発効以前

は、特別法上の委員会は、行政法の除斥規定を適用 していた。これらの規定の一定のもの

は、その意図を明確にして、新たに地方自治法に取 りいれられた。

除斥の作用は、排除される人物がその案件について何 らかの対抗手段をとるために、まつ

たく必要がないということである。原則 として、その人物は、何 らの予備的な手続きも取

れないか、あるいは案件の決定に参加することもできないということである。 しかしなが

ら、行政法においては、この新 しい原則からの一定の逸脱が認められている。これについ

ては、基礎自治体および県についても適用されるべきでもある。

したがつて、第一項においては、ある案件の除斥に本来的に該当する人物は、時機を失す

ることな く、その人物のみに与えられる対抗手段をとることができる、 という追加がなさ

れている。その結果として、こうした配慮が事案の状況および手続きの性質に対 して、並

びに行政の迅速性および効率性の必要性に対 して取 られるべきであろう。予備的な手続 き

が直ちに取られるべきであるか、あるいは事例によっては、進めてい くことがかな りの面

倒であろう。除斥に該当する人物以外の者が同時期に出席できないならば、除斥の存在は

その対抗手段をとることを妨げない。「対抗手段をとる」と表明することは、すなわち、そ

の案件を終結するために必要とされることの中に含まれるOrOp.1971:30 se35つ。「時機を

失 した遅滞」 としてみなされることは、個別の場合における事情により判断されることな

しには、ほとんど正確に示され得ない。この規定は例外的な特徴を持つてお り、この規定

の制約的な適用を示唆 している。

新 しい第 2項においては、自発的に除斥を宣言するという有罪制に関する規定が取 り入れ

られている。

新 しい第 3項においては、除斥問題の検証について規定されている。通常は、除斥という

結論は、除斥に該当する人物は、もはや当該案件に関わることはないということになる。

ほとんどの場合において、当局は、除斥問題について正式に決定する必要がまつたくない。

除斥に該当する人物は自発的に退出し、別の人が代理する。除斥に該当すると指摘された

人物が除斥に該当しないということが生 じることもある。そのような場合においては、基

礎自治体の委員会は、よリー層手続き的に除斥問題について決定 しなければならない。

このため、第 3項においては、まさに除斥に該当する人物は、他に誰かか割に出席できる

者がいない場合には、その決定に加わることもできるということも示されている。このこ

とは、当局がその人物抜きには決定できず、時機を失せず遅滞することなく誰もその人物

の代わ りに出席できない場合に限 り、除斥に該当する人物が除斥問題の検証に加わること

ができるということを意味する。
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基礎 自治体の委員会においては、通常は、常に招集に応 じる代理委員が存在する。しか し

ながら、委員会が当該除斥される人物抜きには決定できず、十分速やかに代理委員を得る

ことができず、そのために、除斥に該当する人物を出席させるという事態が生 じことにな

る。第 6章第 23条によれば、委員会は、委員の半数以上が出席 していれば、決定すること

ができる。除斥が代表者に該当する場合には、状況は異なる。時機を失 して遅延すること

無 しに、他の決定権者に代理される状況が生 じることになろう。

新 しい第 4項においては、除斥問題についての決定に対する異議申立ては、当局がその案

件について下 した決定に関連する場合に限られるとする規定が導入されている。このこと

は、当然に、公的な行政手続きにおいては除斥の対象 となる人物に反対する決定は、当局

の最終的な主要点の検証よりも前にすでに検証されていると考えられる。Orop.1971:30

s.357 参照)

このような制約なしに、除斥問題についての決定が、決定された論点の法的な検証により

確認される技術的な可能性が有る。これは、抗弁権がこの部分について制約されるという

理由で望ましい規貝Jで はない。「委員会が案件を採択することによる決定」という表現は、

委員会の最終的な決定を指 している。

第 27条

この提案については、 15.4。 2の総括説明において検討されている。

第 1項に追加がなされている。その内容は、ある人物が委員会の委員であつて、かつ同時

に当局の請負的性格の委員会における案件の対象である企業または基金の代表であつては

ならないということである。 したがつて、通常の事例においては、そのような人物は除籍

される。

第 7章

第 8条

この提案については、 5。 1。 7の総括説明において検討されている。

ある委員会が発注 し、別の委員会がその発注により請け負うというように事業が組織化さ

れている基礎 自治体または県においては、発注委員会への職員の参加は、発注または購入

案件の検討に際の除斥対象としてみなされることになることを意味する。基礎 自治体行政

の客観性や公平性への信頼は、職員代表が発注委員会および請負委員会での案件の検討に

参加できるならば、ひつくり返されてしまうだろう。特に、後者については、発注に関 し

て民間の応札者と競争をしているのである。

したがつて、どの委員会への出席権もないことを示 しているこの条項の第 2項は、所属す

る職員のいない発注委員会によって補完されている。

その職員のいる発注委員会においては、出席権は保持されるが、第 7章第 10条への追加

に示されるように、さらに制約されることとなる。第 7章第 10条の 5項 目の出席権が当て
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はまらない案件例の他に、発注委員会においては職員代表はそのような発注に関わる案件

の検討に際しては出席することができないという、新たな一項 目が示されている。

その職員のいる発注委員会において職員代表の出席権がこのように制約されることは、現

在の条文と第 7章第 10条の新 しい項 目とで対照的であることを示 している。

第 10条

この提案については、 5.1。 7の総括説明において検討されている。

その職員のいる発注委員会においては、発注に関わる案件を除いて、職員代表の出席権を

保持することが説明されている。その他に関しては、第 7章第 8条の特別説明で言及され

ている。

発効および暫定規定

第一

この法律は、1994年 1月 1日 に発効する。

第二

この規定により、1994年 9月 1日 の基礎 自治体選挙の後に、初めて、すべての委員会の

議員についての随時に選出することができるということに関連する新 しい規定が適用され

ることになる。これにより、旧規定は、現在の任期期間中のみに適用されることとなる。

第三

第 3章第 18条 aお ょび第 6章第 7条の規定は、ともに事業が請負事業者に委ねられた場

合における基礎 自治体の委員会の責任を規定 しているということにより、相互に関連 して

いる。暫定規定は、基礎 自治体および県は第 3章第 18条 aと の関連で、すでに締結された

協定のなかに情報公開に関する規定の中に取 り入れられることを求めることができないの

で、必要とされる。したがつて、暫定規定においては、これらの規定は、1994年 6月末以

後に締結され、あるいは延長される協定に則つて適用されるべきであるということが示さ

れている。これは、暫定問題や、すでに終了した協定が保持されるという法律上の原則 と

の矛盾を避けるためである。暫定規定は、当然に、基礎自治体または県がすでになされた

協定の情報公開を確かなものとするため何 らかの行動をとることを妨げるものではない。

暫定規定は、会計監査の観点で、監査委員が、情報公開を確かなものとするために、そし

て請負契約事業を監督するために委員会が求められていることをなしたかどうか判断 しな

ければならない場合に、非常に重要であると思われる。

16.2

第 6章

秘密保護法の改正に関する法律
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第 2条

この提案については、 6.5の総括説明において検討されている。

別途意見によれば、この条文の第 1項には、当局の必要性のために当該当局または他の当

局の職員よつてなされる事務に関する案件にかかる情報は、審議の秘密に含まれない。

当局のある単位組織が外部のものとの競争で入本Lに参加する場合に、例外規定が適用され

るべきでないことを明確にするために、このような内容の追加規定が別途意見としてなさ

れた。

そのような競争にさらされた基礎 自治体の請負単位組織自体が他の入札者に適用される

のと同様な条件で入本Lしなければならないということは重要なことである。 したがつて、

秘密保護は請負単位組織の入本Lの購入に関して適用されるべきであ り、入本L文書における

のと同等の情報を含むべきである。

ある基礎自治体または県の請負委員会の下の請負単位組織により、同一の基礎 自治体また

は県の発注委員会に対 して示される入本Lは、拘束力のある契約とはな り得ないので、契約

法上の意味での入札ではない。発注する当局の一部を形成する請負単位組織からの入本Lは、

決 して契約法上の入本Lと はみなされない。このため、この条文においては、購入に関する

案件の入札について、購入する当局 と同一の基礎 自治体または県に属する当局からのそれ

に対応する内容の入本Lま たは同一当局の一部から出される入札と、または同一当局の一部

から出される入札 とが同等にみなされるべきである、という内容の追加がなされた。

16。 3   基礎自治体における自主管理組織に関する法律

第 1条

自主管理組織は地方自治法上の意味での委員会ではないが、委員会の責任の下で、委員会

事業について一定の限られた範囲で管理運営に責任を負う基礎自治体における組織の特別

な機関である。これは、研究所 とか、あるいは、学校、デイホーム、サービスハウス、余

暇施設等々といつたような施設に見 られる。 したがつて、自主管理組織は、その基礎 自治

体全体またはその一部における一又は二以上の事業分野に責任を負うことはありえない。

第 2条

政治上の日標および当該事業の意図は、議会が定めた枠および方針の内で委員会により決

定される。自主管理組織が委員会に従属 していることにより、この組織は、他の委員会の

ようには議会に対 して発議権を有 していない。その代わ り、この組織には、特別な規定な

しに、保留中の事業について、委員会に案件を提起する権限を付与されている。これは、

この機関の設置に関する委員会決定にも適用される。

いずれかの個人に対する公権力の行使にについての案件は、委員会または委任によりその

事業にかかる職員によって決定される。公権力の行使にかかる案件は、 しば しば人権に関
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わる性質を有 してお り、このため、決定権が委員会又はその委任 した者に委ねられるとし

ても、必ずしも自主管理組織における管理にはそ ぐわない。 したがつて、この規定は、そ

のような案件についての委任された決定権と委員会のサービスを利用する人々の意見を述

べる権利などに関する地方自治法第 6章第 38条による条件 との結び付けることについて、

障害となっている。

第 3条

基礎自治体又は県の議会が、自主管理組織が委員会の事業分野の中において設置されうる

ことについて決定する。このことは、概 して、基礎自治体、または全基礎自治体または基

礎 自治体の一部における一定の事業部門において当てはまる。

自主管理組織を設置するということについての決定は委員会がすることである。したがつ

て、この法律は、委員会に、委員会のサービスを利用する人々の自主管理組織の活動が努

力と責任 という形で意味するような協力を引き出すような条件があるかどうか判断する自

由を付与 している。議会の決定がないならば、委員会は、発議権により問題提起すること

ができる。

自主管理組織は、その委員会の事業分野においては、一定の役割についての責任を委員会

に負つていた。現行法によれば、ある委員会は、他の委員会に、それが従属 していようと

いまいと、決定権を委任することはできない。したがつて、当事者により構成されている

組織 と同様に、自主管理組織の役割 と事業の形態を決定するのは議会である。地方自治法

第 3章第 6条によれば、委員会およびその他の機関の組織と事業形態に関して決定するの

は議会であるという原則についての表現もある。

この自主管理組織の会議についてもまた、決定が議会に留保されている。その委員会の職

員ではない構成員は、基礎自治体の議員と同様に、経済的に優位な立場にある。 したがつ

て、 自主管理組織の構成員の数は、基礎 自治体財政にとって、その決定が議会に保留され

ているほどの重要な問題であると考えられるべきである。

自主管理組織の職員もまた、決定権を有 している。施設または基金が職員支配とはならな

いように、利用者の代表が構成員の多数を占めるべきであると考えられる。いまだ成年に

達 していない生徒も、小学校を除いて、 自主管理組織の構成員としてはいることができる

が、第 6条により決定権はない。このため、もし、一定数の生徒がそのような組織にいる

ならば、実質的に両親代表も多数になることにな り、利用者の多数が決定権を有すること

になるとする条文により、利用者の過半数が保証される。

第 4条

わたくしたちは、すべての委員会の議員は随時に選ばれるべきであるという内容の地方自

治法の改正を提案 している。

行政組織に委任されている事業に対する委員会の会計監査責任に関して、委員会および機
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関の任期が一致 していることが極めて実際的であると考えられる。

ある事業が自主管理組織により管理運営されるべきかどうか決定するのは委員会である

から、議会の選挙の後、できる限 り就任直後に、新 しく選ばれた委員会が事業がその形で

継続するかどうか決定するべきであ り、当該機関の構成員の新たな選挙が実施されるべき

である。

利用者の範囲についての定義は、委員会により決定されなければならない。それが委員会

が選挙の実施を提起する理由である。これに相当する規定は、職員に関 してはまつた く必

要がない。後者についての選挙がどのように組織されるべきかどうかは、専門的組織 との

交渉において解決される問題であり、結果的には労働協約に規定される。

第 5条

学校などの管理運営に関わる決定をすることに関連する責任に関しては、未成年である

生徒代表に決定権が与えられることはない。

第 6条

この条文は、地方自治法における案件の決定方法に関する第 6章第 28条および第 29条

の規定、必要文書の提供に関する第 31条、議事規則に関する第 32条、第 10章の合法性の

検証に関する規定が適用されるとする追加による当事者からなる機関についての地方自治

法第 7章第 6条の規定 と基本的に一致する。

第 7条

利用者代表は、任務の遂行のために時間的経済的な処遇に関る権利に関 して基礎自治体お

よび県の議員と同等とみなされる。職員代表に相当する処遇が団体協約に規定されている。

第 8条

自主管理組織は、議会によって指名された議員のみが会計監査責任を負うとする地方自治

法の原則に従い、議会に対 して会計監査責任を負わない。こうしたことから、議会に対 し

て自主管理組織の活動に責任を負うのは委員会である。このため、委員会は、その活動が

議会に従い、かつ委員会が定めた日標と指針に従うものであることを監督するよう委ね ら

れている。委員会の監督責任には、自主管理組織が委員会に対 してその活動について詳細

に説明するよう配慮する義務もある。自主管理組織の活動は委員会活動の一部であるとい

うことから、地方自治法第 6章第 7条の規定も適用される。

委員会が自主管理組織の責任を追求する方法は、その組織に委ねられている任務を取 り上

げるということである。

この規定においては、委員会が自主管理組織に対 してその任務を取 り上げることができる

特別な理由が示されている。これは、たとえば、示された日標および指針からの、一時的
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なあるいは意図的な性質のものではない重大な逸脱を生 じたといった内容である。新 しい

任期に際 しての事業の再検討または任期中である議会による実質的な組織の再編成の決定

は、この規定に含まれない。

この法律は、1994年 1月 1日 から効力を発するものと提案されている。

16。 4   基礎自治体における住民投票に関する法律

この提案については、 11。 2。 5の総括説明において検討されている。

第 1条

この条文においては、この法律の適用分野について示されている。

第 2条

住民投票を実施するための議会の決定においては、投票日を決定することもその一部であ

るべきである。選挙管理委員会が住民投票の準備のためにそれな りの時間を与えられるた

めに、この条文において、住民投票を実施するための議会の決定 とその当日との間に少な

くとも 3ケ 月あるべきであるということが示されている。この 3ケ月という期間が、より

正確には、どのように計算されるべきかについては、法定期間の計算に関する法律(1930:

173)に 示されている。この第 1条においては、法律または個別の規則により、週、月、年

毎に期間が計算されるべき場合、期間計算が始められる日から、週のその曜日または月数

により、最終 日である日とされている。最終月に対応する日がない場合には、その月の最

後の日を最終日とするとされている。

第 3条

第 1項において、投票日に関する情報を含むことの他に、住民投票を実施することについ

ての議会の決定は、住民投票の対象 となる問題、および投票者 らが選ぶそれぞれの代替案

を明確にするともいわれている。

第 2項は、住民投票用紙の数、内容、および様式に関する規定 となっている。それぞれの

代替案が自紙ではないそれぞれの投票用紙となることによって、抑制された意見表明とな

る。投票用紙の様式の必要性は、投票の秘密が保証されなければならないことによって説

明される。

第 4条

この条文においては、基礎自治体および県の住民に対する基礎自治体および県の情報提供

の義務が規定されている。どのように情報提供されるべきかについては述べ られていない。

それは日標に対 して適切な方法で行われるべきである。投票用紙が送 られるとともに、投

票資格のある人々に対 して情報が個々に提供されるものと考えられている。この他の代替

的方法または補足の方法は、全国各地の基礎 自治体または県内のすべての家庭に配られる

基礎 自治体の広報紙あるいは新聞である。
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第 5条

この条文においては、国会の選挙の際の選挙区と基礎自治体における住民投票の際の住民

投票区との間には地理的な関連があるということが示されている。住民投票に関する法律

(1979:369)も また、これに相当する指示を含んでいる。こうした関連性は、一般選挙登録が

基礎 自治体における住民投票の際にも利用され得る場合に、行政全般 として事実上重要性

を持つている。このことはまた、基礎自治体における住民投票が全国的な国会の選挙また

は住民投票と同時に実施される場合には、選挙および住民投票技術上、明らかに有利であ

る。投票人は、その両方の場合に同一の選挙区に向かえばよいということである。

第 6条

第 1項において、住民投票を管理するのは基礎自治体の選挙管理委員会であるということ

が示されている。

第 2項においては、県が住民投票を実施する場合の投票用紙、投票の最終的な集計、およ

び集計の後の保管に責任を負うのは選挙管理委員会であることが示されている。

第 3項においては、まさに国会の選挙に関して指名される選挙管理者が住民投票の実施者

としても利用されうることが示されている。その人物が住民投票の管理者として招かれる。

もし、基礎自治体における住民投票が国会や基礎 自治体および県の議会、または全国的な

住民投票と併せて実施されないならば、別個に住民投票の管理者が指名されることになろ

う。選挙管理者に関する選挙法第 3章の規定は、別個に住民投票管理者が指名される場合

にも適用される。

第 7条

第 1項においては、基礎自治体における住民投票に際して投票資格がある者は誰かについ

てが示されている。このことは、地方自治法第 4章の投票権の条件により規定されている。

基礎 自治体または県における住民投票に際 しての投票資格は、基礎自治体に住民登録があ

り、住民投票日において満 18歳以上である者である。スウエーデンの市民でない者は、当

該住民投票の直近の 3年前の 11月 1日 にスウェーデンに住民登録があつたならば、投票資

格がある。

第 2項においては、確定有権者 リス トが投票資格があるかどうかについての判断の基本で

あるということが示されている。

第 8条

この条文においては、投票カー ドに関することが規定されている。

第 1項においては、すべての有権者が投票カー ドを作られるべきであるということが示さ

れている。
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第 2項においては、税務当局が投票カー ドを作成するということが示されている。選挙法

第 7章第 2条により、今日では、一般有権者 リス トに搭載されている人々については、国

会の選挙に際 してそのように行われている。基礎 自治体は、国会の選挙または全国的な住

民投票と同時に実施されない基礎 自治体における住民投票についての有権者 リス トの打ち

出しおよび投票カー ドの作成に関わる経費について税務当局に代価を支払う義務がある。

投票カー ドによって、いつどこでそれぞれが投票すべきかなどが明示される。投票カー ド

は、遅 くとも、投票の 16日前に送付される。これは、もしそれが全国に及ばないならば、

政府組織法第 8章第 4条において考えられているような住民投票に適用されるものと一致

している。

第 3項においては、選挙法における一定の規定は、基礎自治体における住民投票の際に利

用される投票カー ドに適用されるべきであることが示されている。住所不定の有権者に対

する投票カー ドに関しては第 7章第 3条第 2項の規定が適用され、投票カー ドの二重取得

に関しては第 7章第 3条第 1項および第 2項が適用される。選挙法のこれらの規定が適用

されるということの目的は、さまざまな選挙および住民投票に際 してできるだけ統一的な

規定 となるようにということである。投票カー ドを事前に受け取ることができる権利一不

在者投票一に関する選挙法第 7章第 3条第 3項は、何 らそのような規定の切実な必要性が

予見され得ない場合には、適用されることはない。

第 9条

この条文においては、選挙管理委員会が承認 した投票用紙のみが投票に際して利用される

ということが示されている。したがつて、その他の投票用紙は無効である。

第 10条

第 1項においては、投票に関連 して、投票の現場で投票用紙がどのようなものであるべき

かということを示 している。この場合に、提案が印刷されている投票用紙と白紙の投票用

紙と両方がある。

第 2項においては、選挙法の規定第 8章第 8条第 2項および第 9条第 2項 1,2が適用さ

れることが示されている。ここでは、投票封書は投票の際にのみ渡されること、投票用紙

の包みの内封および外封が選挙管理委員会および投票用紙の包みを受け入れた郵便局でい

つでも利用 しやすいものであるべきであることといつた郵便投票の特徴などが規定されて

いる。

第 11条

この条文は、「一人一票」の原則を表明している。議会が決定 した代替案のいずれにも投

票を望まない者は、白紙で投票することもできる。
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第 12条

この条文においては、投票がどのように行われるか規定されている。

第 1項においては、投票は、投票事務所と指定される投票場において行われるということ

が示されている。

第 2項においては、住民投票を実施する基礎自治体または県における郵便局での郵便投票

は、一方では、基礎 自治体における住民投票が国会の選挙または全国的な住民投票と同時

に実施される場合に、また一方では、議会がそのように決定するならば、それらが別々に

行われる際に認められる。郵便局で投票する権利の根拠となる理由は何も示されていない。

外国のスウェーデン公館、または領海外を航行中のスウェーデン船籍の船上における投票

に関する選挙法第 8章第 1条のこれらの規定は、そのような規定の必要性があるとは考え

られない場合には適用されない。

第 3項においては、住民投票が国会の選挙または全国的な住民投票と同時に実施される場

合に関しての事柄が規定されている。そのような場合には、郵便投票に際して、投票は、

国会選挙または全国的住民投票と同時に行われるべきである。その理由は、郵便投票に使

用される投票カー ドは、投票用紙の包みとともに選挙管理委員会に送付されることになる

ということである。住民投票または選挙において郵便で投票をした後、投票カー ドはな く

なる。

第 13条

第 1項においては、選挙法第 8-12章は郵便投票に適用されることおよび郵便局でなさ

れる投票の取扱いが示されている。第 8章は、投票に関する全般的な規定である。第 9章

は、選挙会場における投票関する特別規定となつている。第 10章においては、郵便局など

における投票について規定されている。第 11章は、投票用紙の包みによる投票に関する特

別規定であり、第 12章は、郵便局でなされる投票についてのさらなる取扱いに関する特別

規定である。これ らの規定を基礎 自治体における住民投票に適用する理由は、基礎 自治体

における住民投票が、これまでのところ、広範に基礎 自治体議会の選挙または全国的な住

民投票とあわせて行われてきたということである。将来においてもそのように行われるも

のと考えられる。同時に行われる選挙と住民投票の統一的な取扱いは、その権利を活用 し

て投票する人々にとって負担が軽 く、そのうえ選挙管理委員会にとって好都合である。

当該基礎自治体内または県内の郵便局への第 1項の限定は、主として、他の基礎自治体の

郵便局で投票できるとする必要性についての説明は、当該基礎 自治体および県に生 じじめ

る費用からすれば、成 り立たないという理由である。

第 2項の規定は、選挙法および住民投票法の対応性である。

第 14条

この条文においては、有権者登録自体がどのようになされるかということが規定されてい
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る。ここでは、予備選挙登録に関する選挙法の一連の規定が適用される。これらの規定が

適用される目的は、総選挙の際に行われるのと同様な選挙登録手続きを持ち込むことであ

り、基本的に、基礎 自治体における住民投票が簡便な選挙登録であつてはならないという

ことである。国会の選挙または全国的な住民投票と併せて実施されない住民投票の際の選

挙管理委員会の活動は、選挙管理委員会が選挙法の規定を活用することに慣れていること

から、難 しいものではない。

第 2項においては、投票された票がどのように取 り扱われるべきかが明らかにされている。

第 15条

この条文においては、投票された投票用紙が無効 とみなされるべき場合について述べ られ

ている。この規定は、全国的に実施される住民投票に際 しても適用される規定 と対応する

ものである。

第 16条

この条文においては、選挙登録を終えた後、選挙管理委員会はどのように投票用紙につい

ての手続きを進めるかについて示 している。投票用紙が 1年間保存される必要性があると

いうことは、投票の終わつた選挙は、選挙登録の改善の要求によっては裁判所の検証の対

象となるということに基づ く。

地方自治法の規定により、追加の実施は、選挙管理委員会の委員長が実施の終了を宣言す

ることにより、終了させ られることになる。実施についてのプロトコルは、通常の方法で

修正され、修正に関する公示は基礎 自治体の公示板に掲げられる。

この法律は、1994年 1月 1日 に発効すると提案されている。
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反対意見および特別意見

カタリーナ ロンヌによる反対意見

私は、政府に基礎 自治体に対する憲法上の保護の拡大に関する議会の調査を要求する決定

に反対する。コミユーン連合が政府あての文書において求めた自治と国家利益との間の合

理的な均衡点は、すでに、現在の構造で実現できていると私は考える。

わが国の基礎 自治体は、憲法において保証され、長年にわたって国家と政府に対 して、世

界にもまれな、慣行としての自律的な位置づけを発展させてきた。他のスカンジナビア諸

国のみが同様な自立性を示 している。すでに、政府組織法第 1章第 1節において、スウェ

ーデンにおける住民自治は代議制と議会主義、および地方自治により実現されるというこ

とが しつかりと打ち出されている。政府組織法の制定に際 しては、国会は、地方自治がス

ウェーデン民主主義の礎石の一つであるということを強調 している。政府組織法の草案に

おいては、地方自治部門について憲法上にゆるぎない明確な境界をきつばりと引 くことは

適切でもない し可能でもないとしている。む しろ、国家と地方政府 との間の事務 と権限の

役割分担は、その範囲は、社会の発展とともにそれな りに変化 してい くものでなければな

らない。

基本法として定められている課税法は、基礎自治体はその使命のために税を徴収すること

ができるということをその内容としている。これは、基礎 自治体の高度な自立性 と自由に

行動する能力を示 している。最近国会によって決定された詳細な使途を定めない包括的補

助制度は、もちろんのこと、地方の自己決定を促進 してきた。

政府は、フリーコミユーンの実験事業を発議することにより、意識的に基礎自治体部門の

調整の努力をしてきた。この新地方自治法は、こうした政府の調整の意思の最初の事例で

ある。

どうにか等 しい水準がこの国の住民に基礎 自治体の財産と住んでいる場所とに関わ らず

提供されるように国会 と政府が保証することも価値がある。政府はまた、特定の集団の福

祉を増進させることもできる。近年になって、さまざまな形態の機能障害のある人々のた

めの権利法出現 したが、これは、基礎自治体 と密接な関係がある。この場合、国会の統制

手段は法律と国庫補助金である。権利保障の観点からは、地方における行政上の決定が最

高行政裁判所に対 して提訴されうるということは重要である。

最近、EGとわが国の憲法に関する答申が提出されたところである。その中では、わが国

の基礎 自治体の自律的な位置づけは他の EG諸国が提示している以上にはるかに自由であ

るということが示されている。その答申の中でなされているように、現在のところは、基

礎 自治体の権限の領域について改正 した り憲法上に明確にした りすべき正当な理由はない

とする判断に、私は賛成である。さらに、スウェーデンは、EG加盟交渉の最中にあるので

ある。

私は、基礎自治体および県自治体がこのような自律的な位置づけを与えられることにより、
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この少ない人口のスウエーデンがよリー層連邦的な国家の方向に発展させられてい くとい

うことは考えたくない。

私は、地方政府がその権限を行使することができるよう保障する法的手続を利用する権利

を有するべきであると提案するヨーロッパ憲章の一部がスウェーデン法に編入されること

に対 しても反対である。

委員カタリーナ・リョンヌの反対意見

国会は、1980年以来 7回にわたり住民投票制度の拡大に関する動議について審議 し、そ

れに反対 してきた。新地方自治法に関する政府提出法案 (1990091:117)に おいても、次の

ように述べられている。

市民の視点から見ると、総選挙 と次の総選挙との間にもさまざまな問題に自分達の意

見を表明することができることは重要である。したがつて、議会の決定に際 して、議案作

成の一部として住民投票を組織することができるということが求められるべきである。そ

れに反 して、政府は、なんらかの形態の意思決定的な住民投票または少数者発議あるいは

市民発議を導入することによりよリー層時間がかかるため用意をしていない。これは代議

制民主主義の望ましくない欠陥を意味する。

KU:の考え方 (1990091:KU38)は、「意思決定的住民投票も住民発議の機会も代議制民

主主義の欠陥という重大な危険性を含んでいる」というものであつた。私は、この考え方

に現在でも賛成である。スウエーデンの政治制度に本質的に備わつている価値 としての政

党の役割が強調されているとはいない。政党制度を通 してこそ民主主義は最も良 く実現さ

れるのである。

調査委員会の多数派の提案は、実際のところ、諮問的な住民投票が告知されるべきかどう

か議会が決定する限 りにおいては、生気のないものである。 しかしながら、議会が少数派

がそのように望んでいるならば、その問題を審議せざるを得ない。私は、制度化すること

は望ましくないと考える。議会における政党はさまざまな住民意思の表明について伝えら

れるべきであるので、政党がそれらに同意すれば、政党は通常の活動の中でそれらの住民

意思の表明を道付けてい くことになる。調査委員会のためになされた調査においては、住

民投票制度は、完全にその目的にしたがって、非常に小さな範囲で、主に境界問題につい

て利用されるようになるであろうとしている。したがつて、代議制民主主義に対 して決 し

てどのような脅威も形成するものではない。

上記に述べた調査においては、地方政府における多数派をできる限 りうまく説得するため

に住民投票制度を利用 しようと試みる小政党が相当程度にあるということも指摘されてい
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る。境界問題においては、その発議は、自立性を求めている地区からなされている。住民

投票の発議権が一定数の住民を意味するにまで拡大されるべきであるならば、その結果は、

その地方政府における連帯と全体的な解決が困難になることになる。私 としては、地方政

府における住民投票制度の拡大により生ずるであろうどのような利益も、私が上記に述べ

た欠陥を補うことができるとは考えられない。

委員アクセル・ギスレン、グンープリット・モルテンソン、マグヌス・ペルソン、および

カタリーナ・リョンヌの特別意見

より多 くのものが責任と影響力を分け持つことができるべきである。

署名者らは、地方民主主義審議会の提示 した具体的な提案の主要点に同意する。私たちは、

意見を異にするいかなる点についても詳細に説明する。とはいえ、私たちのもつとも重要

な異議申立ては、審議会活動の全体的な方針である。

政府の諮問は、地方民主主義審議会の活動をそれ自体調査する価値のある問題についてと

指示 していたところである。民主主義の基本的な問題は関わ りのないことである。

では何が民主主義の基本的問題化 ?

この問題については、民主主義の価値について述べることによって答えられうるであろう。

その価値 とは、主要な 2点に要約される。

*民主主義の本質的価値

この価値には、次の事柄が含まれる。

社会におけるその人自身の生命の重要性を知る人に影響を及ぼす他人との共同社会であ

ることを理解すること。

他人と同じ条件で考慮され、影響を及ぼすことができること。および、

現在および将来において、他人に対 して何 らかの意味を持ちうること。

民主主義の本質的価値は、物質的なあるいはその他実際的な成果の類いに見合うものでは

な く、理念的な価値である。

*道具としての民主主義

民主主義はまた次のような道具でもある。

実際的な問題を解決すること。

共通の要求を充足すること。および、

長期的に維持できる社会発展のための条件を築いてい くこと。
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道具としての民主主義は、地方政府において、非常に重要な実際的な適用性を持つている。

成人教育に関しては、近隣社会、国、地方政府、そして住民団体の熟練 した協力者を必要

とするとする新 しい考え方が急激に高まり、常に変化 しやすい教育財源についての要求と

なつている。国は大枠を引 くが、学校教育を実施 し、より直接的に具体化 し内容を備えさ

せるために、地方政府における民主主義の過程に委ねている。

住宅への需要が増大し、建造物の桐密な地域が形成された場合、およびコミユーニケイシ

ョンの必要性が急激に増大 した場合には、地方政府は、住宅、街路、および道路、主要シ

ステムなどの秩序を形成する社会計画について責任を負う。しかし、それらは、それぞれ、

地方における民主主義の過程において、いつそう実際的に具体化されることになる。

多 くの別の分野においても、同様な方法で及んでいる。広い意味での産業の発展が家庭外

雇用の労働力の必要性を増大させ、以前は家庭の中でなされていた看護や、介護、養育に

対する需要が別の形で扱われなければならな くなつている。このような発展は、女性の精

神的・経済的自立への要求と相い携えて進んできた。これらの需要を満たすことは、広範

に、地方政府の仕事となつた。このようにして、保育の拡大、高齢者介護のさまざまな選

択肢その他が社会サービスを多様化させた。青少年事業、文化事業、余暇活動も同様であ

る。

衛生上、財政上の理由から、上下水道問題および清掃については集約的な形態で解決する

ことが望ましいこれも、地方政府の仕事である。

これらの理由により、民主主義の問題であることが確認される。

すべての人が等 しく尊重されることが受け入れられるならば、すべての人の民主主義の価

値に関与する権利もまた認められなければならない。その場合に、すべての人が実際に関

与する機会を持つことができるように社会を組織することは重要な政治的使命である。キ

ーワー ドはすべての人がである。財政的な強さだけではない。伝統、教育、文字どお りの

才能等々のある人々だけでなく、民主主義の価値を自らのものとすることができる。すべ

ての人が等 しく関与するということにはならないだろう。 しかし、社会の志すところは、

できる限 り適切で実際的な条件を形作つていくことでなければならない。

ここに地方における民主主義の非常に重要な問題について示す。

関与の機会は不平等に分配されている。多 くの者が責任を分かち合い、かつ参画すべきで

ある。

これは、全般的な民主主義の問題でもある。力強い民主主義は、地方自治からその力を汲

み上げるものである。私たちが民主主義の中で育まれ鍛えられるのは、まさにそこである。

かなりの割合の市民がその属する地方自治体の投票権を利用することを放棄 している。い

まだに大きな割合の者が、その他の政党活動とか、社会問題に影響力を行使するその他の

団体への参加とか、議員との個人的な接触とか、何 らかの種類の消費者団体への協力とか、
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あるいは何 らかの形の社会論争や世論形成への協力とかいつたような民主主義の過程に関

与することないままでいる。

権限調査委員会は、その調査研究の中で、関与の割合について、明確な類型があると指摘

している。高収入、高学歴、職業活動における積極的な役割が民主主義の価値への高度な

関わ りとともに変化 している。その逆も明らかに等 しく当てはまる。

これに対 しては、何 らかの次のような外面上の徴が見 られる。

一 投票率の低下 (前回の選挙においてたしかに低調であつた。しかし、この傾向は、多 く

の選挙においてみられる。)

一 選出代表の数の減少。特に、1991年の選挙以降、一定のコミユーンにおいて。

― 道具としての民主主義による重要な社会問題の解決の可能性に対する信頼の低下。

― 個々の消費者選択により、公共決定に代わる市場における問題解決への移行。

このような地方における民主主義の発展の基本は、このような理由から、責任を負う意思

と能力のある積極的で創造的な人物 としての人という見方がなければならない。実際の地

方の政治は、ある市民の求めるものと利害が別の市民の求めるものと利害に対 して比較考

量される全体の調和により形成されている。そしてそれにより市民の権限が明らかとなる。

市民が市場における顧客 となった場合、その顧客は一人ひとりの顧客選択により影響力を

行使 し、あらゆる合理的な民主主義の定義によっても民主主義は弱体化することになる。

このことは、他の市民にとっての選択の自由をよリー層小さなものとしない限 り、一人ひ

とりの顧客が肯定的であるということを除外 しない。 しか しながら、社会サービスに対す

る個々の顧客選択の自由の事例は次のとお りである。

分離 (購入能力、教育、倫理上または宗教上の限界などによる)

全体的観点からのサービスの低下という価格の上昇 (能力活用の低下などによる)

選択のない人々に対する低下 (幼児、高度に介護に依存する高齢者など)

用語の使い方が基本的視点を反映する。

地方民主主義審議会が使用する用語は、上記の民主主義に対する詳細な見解に相対する

基本的見解を反映 している。

その概念及び表現の大部分は、財及びサービスの実務的な販売と関連 して用いられる実務

経済上の世界から借 りてこられている。この主唱者達はまた、共通の部門に対 して用語を

移 し替えようと試みている。例えば、「顧客」という概念は、異論のあるところである。

公的事業の基礎は、すべての市民に対 して平等で公平に分配された保健、介護、教育およ

びサービスを提供することである。民主主義は、対話 と参加 と協働の上に築かれている。

一
　

一
　

一

′
仕

０
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このことは、市場でサービスを購入 し、価格付けをすることと矛盾するものではない。保

健や介護、教育を提供することは、財物を生産することとは比較されるものではない。

ある財は身に着けられるだろう。ある財はその質をあらかじめ検査 し、試 し、判断するこ

とができるだろう。財物の生産は市場で行われ、売買することの上に築かれている。その

関係は、生産者一消費者、バイヤーー顧客 である。財物を売ることは重要なことである。

保健 と介護は、ほとんどすべてのサービス生産と同様に、人と人の関係の上に成 り立って

いる。これは、信頼 と思いや りと人間同士という意識の上に成 り立っている。そして、参

加の上に成 り立っている。サービスは、常に人間に関係 している。あるサービスの質は、

主に、そのサービスが提供されることにより判断される。む しろ、サービスの生産は、誰

かが何 らかの必要な労力を申し出るという問題である。提供される労力が重要である。

英語の場合には、言葉の概念が「 (車 を)生産する prOduce」 と「 (介護を)提供する provide」

と異なつている。配慮や介護、あるいは質の程度は、 自動車やマイクロチップの製造につ

いての効率性の測定と同じような方法では測ることはできない。

人々および市民を、彼 らが社会サービスを利用 し、あるいは影響力を及ぼす場合に「顧客」

と呼ぶことはできないし、呼ぶべきではないということにはそれなりの理由がある。救急

病棟に入つた患者は治療に対する権利があり、価格表から手術の購入を選択する権利与え

られるべきものではない。国中のすべての幼児は、教育制度のなかのある位置を購入する

「顧客」としてではなく、適切で平等な教育を受ける権利を与えられるべきである。

地方民主主義審議会は、諮間の具体化の結果として、法的な問題ならびに組織上の性格の

ものは別としてイデオロギー的なものではない政治および行政の運営制度を取 り上げてき

た。それゆえ、民主主義の問題は、基本的には取 り扱われてはきてこなかつた。またそれ

ゆえに、これらの問題に関する解決策を決 して提案 してはいない。

私たちは次のことがらが基本的に重要であると考える。

*国会の選挙と地方政府の選挙の両方の同一選挙日は、国および地方レベルの間のしつか

りとした連携の現われとして維持されること。

*私 たちは、地方政府における住民投票に関する提案に同意する。しかしながら、同時に、

住民投票を提起することが明らかに不適切な一部の問題があると強 く主張する。それら

は、例えば、一つには、監査報告のような手続的な問題、議会が行う選挙および地方政

府の行政上の組織であ り、また一つには、明確に専門的なあるいは地方自治体の一部地

域の税率またはサービスレベル、難民の受け入れなどのように明確に言い切れる国政に

関わる問題などのような、より大きな問題から切 り離すことができない専門的な問題な

どである。

*全 国レベルで定められることが重要な目標の枠内で、地方自治は尊重されるべきであり、

包括的な国の規定によって空洞化されてはならない。

*民 主主義の価値を浸透させるための学校教育および成人教育の成果は発展させられる。
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とりわけ、学校教育自体の活動の中での民主主義の実際的な適用や成人教育は社会問題

への積極的な参加に対 して消極的なグループの動員となる。

共通の問題を解決 し共通の需要を満たすという政治家の重要性は、少な くとも、情報提

供、世論の形成、市民と選出代表との間の対話の仲介のための政党の手段が強化される

ことを通 して強められなければならない。

共通の仕事は、原則的に、連帯 して税金で財政処置されるべきである。

さらに、私たちの基本的な視点によれば、政治の内容、その管理運営および組織の形態は、

明確に示されている国家目標に反 しない限 り、地方政府自体によって決定されるというこ

とである。

したがつて、次に掲げる原理は、国の役割は実現することではなく、地方政府が実現する

ことを容易にすることである。

地方政府の事業の管理運営は、発展させ られる必要がある。選出代表と職員との間の役

割を明確にするために、よリー層目標管理が適用されるべきである。 しかし、日標管理

は、目標 と成果がつ りあつていない場合には、純粋な財政管理にはならない。この場合、

事業の目標を設定する実際上の役割が職員にある。

地方自治体の共通の利益という枠内で、できる限 り事業の責任は分権化されるべきであ

る。これは、特に大規模な地方自治体の場合に重要である。これは、地区委員会とか利

用者管理委員会 といつた地域組織ということになる。広範で明確に定義された運営責任

を与えられた自主管理的な職員協同組合もそうである。地区委員会が多 くの市民を関わ

らせるためには、委員会への候補者を公開指名とすること、彼 らの位置付けを市民の代

表者として明確にすること、そして決定に際 して一般住民との意見交換の余地のある決

定手続が求められる。利用者管理委員会は、明確に定められた日標 と財源の枠の実質的

な決定権を与えられる。

財政的、倫理的、あるいは宗教的な理由による差別のない共同体方式が奨励されるべき

である。

一般住民と接触のある地方政府職員が、一つには、一般住民の見解に積極的に耳を傾け、

ここに異なる需要にできる限りあわせることであ り、また一つには、利用者団体への参

加やその他の形態での参加や影響力の行使に関して、動的で力の弱い市民を刺激するこ

とである。

委員マグヌス 0ペーソンの特別意見

ECと地方自治

343



地方政府は、EGとその発展に次の理由から関わ りがある。

*加 盟国はその発展に関与 していること。

*EGの 執行機関と地方政府 とは、ともに部分的に同じ問題を共有している。

*地 方政府は、ますます広範に、特にEGの共同市場にそしてさらに市場内の特別なシス

テムに結びついたシステムである、国際的な市場経済システムに引きずり込まれてきて

いる。

これらの分野については、本審議会が本答申書において詳細に説明する以上に一層深い分

析が求められるい くつかの部分がある。

EGは、スウェーデンとは本質的に異なつた政治制度である。スウエーデンにおいては、

法令および実例は民主主義と議会制を前提としているが、他方、組織としてのEGは非常

に特殊な権限分割により構成されており、住民による選挙の段階がな く、委員会および行

政裁判所が非常に大きな政治的権限を有 している。

スウェーデンのEG/EUへ の加盟は、長期的には、憲法上の政治制度の変更を意味する。

民主主義は弱体化されることになろう。公開の原則、情報提供の保護、検閲の禁止、司法

の独立、および地方自治といつたような多くの分野が何らかの超国家的機関の権限に服従

させられることになろう。

憲法調査委員会60U1993:10の政府組織法第 1章の新第 10条の形態の法案は、EG
への加入により課される義務は、「憲法またはその他の法律に定められていることに妨げ

られることなく」適用されるということを内容としている。憲法は、EGによる調整と決

定の前には憲法であることを停止することになるだろう。協議のための回付にまわされた

憲法調査委員会の取り込んだ代替案は、EG法が憲法を含むスウェーデン法に優先すると

いう状況を実質的に変えていない。スウェーデン憲法は、EGの法典や起こりうるEG/
EUへの加盟にかかわるすべての問題についての決定よりも低い序列にある法律であると

いうことになろう。したがつて、その他のスウェーデンの法律は、さらに価値が低いとい

うことになろう。

このことは、憲法の性質、国家と地方政府の関係についての前提についてのスウェーデン

法の決定的な改正を意味し、地方自治に影響を及ぼすことになる。

補完性の原則

スウェーデンの民主主義の重要な部分として地方自治がある。への加盟、特に財政通貨同

盟が実現されるならば、地方政府の事業の大幅な縮小をもたらすことは明らかであると思

われる。

多 くの者が、地方の影響力の増大に関して、本審議会により詳細に説明されているいわゆ

る補完性の原則に期待 している。この言葉の概念はあいまいであり、異なる解釈の余地が
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ある。強調 し警告すべき重要なことは、その概念の解釈自体、その内容、およびその適用

がEGの 中枢の機関に保留されているということである。この原則がEGの基本的な条約

であ りまたEGの裁半J所の権威であるとされていることについては、まつた く何の疑間も

ない。補完性の原則による決定は、共同体意識を高めることにな り、いわゆる四つの自由

に反することな く、またあるいは「共同体意識の構築」と呼ばれるものを脅かすこともな

いだろう。

公開の原則および情報提供の自由

スウェーデンおよびEGには、公文書の公開と難藝舞豪襲保護 という完全に相矛盾する原

則がある。

情報提供の自由と同様に、公開の原則は、スウエーデンにとって独特なものである。この

基本点は、当局に出された文書または当局によって作成された文書は公開であり、ただ出

版の自由に関する法律の第 2章の特別な所定の理由によってのみ守秘 とされる。もし誰か

が非公開の文書をマスメディアに知 らせる場合、当局は、関わつているのが誰であるか調

査することはできず、また、その関わつているものは匿名であることの保護を受ける。こ

の原則は、スウエーデンの社会生活における基本的な価値 となっている。

EGにおける基本的なルールは秘密であ り、文書を出す場合にはそれが秘密でない場合で

あつても当局の責任である。

私は、スウェーデンとEGの間のこうした相反する原則は、スウエーデン法が一方の側に

踏み込んでいる恐れが明らかになる場合に、揉め事を引き起こすことになると考える。ス

ウェーデンとEG/EUと の親密な関係に関しては、スウェーデンにおける文書の公開と

情報提供の自由があらゆる分野において守られなければならない。

重要な問題が他の調査委員によって議論されてこなかった、あるいは議論されていない。

私は、この答申書おいて議論されてこなかつた問題、そしてこの審議会が位置づけを与え

ていない問題が、地方自治とともに、引き続き厳密な調査活動の中で議論されなければな

らないと考える。それらの分野については、地方政府の将来展望から検証されるべきであ

る。

補完性の原則の適用としてとりわけ重要な問題は、スウェーデンにおいてコミユーンおよ

び県が税や手数料を徴収する権限に対する財政通貨同盟の及ぼす影響、および、特にEG
/EUへ の加盟に際してのコミユーンおよび県の事業に対する影響を明らかにすることで

ある。

憲法裁判所

私は、ヨーロッパ協議会議定書のその部分が、地方政府はその権限を行使することができ
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ることを保証するために司法手続を利用する (つ まり憲法裁判所が設置される)権利を有

するべきであると提案するスウエーデン法に組み入れ られるかどうかという問題に関 して

調査すべきであると考える。。

危惧するには理由がある

審議会の多数意見とは違つて、私は、スウェーデンにおける地方自治の発展に対する深刻

な影響とスウエーデンのEG/EUへ の接近または加盟による司法上の影響に対する危惧

には理由があり、過小評価はできないと考える。

マグヌス ・ベル ソン委員の特別意見

市場適用について

地方民主主義審議会に対する諮問は、地方政府の事業における市場適用の特質と導入につ

いて調査 し検討することをその活動としていた。これにより、地方政府の組織を発展させ

る方法についての調査研究は入つてはいなかった。

本答申書においては、さまざまな代替的な形態、すなわちいわゆる新 しい事業形態につい

て調査がなされた。

私は、この審議会の民間の起業と地方政府の事業の代行を容易にし刺激することに関する

第 6章の評価 と提案に対 して反対である。

この答申書の大部分はまた、発注一請負の概念について検討 している。その重要性、その

範囲、そ してその言われているところの可能性について強調されている。私は、これらの

組織形態を導入 したのは全国で 40の地方政府だけであるということを強調 したい。つまり、

このような組織形態の選択は今日ではスウェーデンにおける地方政府全体に普及 している

ものであるとは結論づけられないのである。このモデルがさらに増えつつあるということ

もまた躊躇される。

市場適応は一時的なものと判断される。

たとえ、現在のところ、多数が、福祉サービスなどを利用するために市場部門経済に基づ

く制度に大きな期待を抱いているとしても、ヨーロッパにおいて、共通の取扱いと問題解

決のために新 しい形態およびモデルの探索が続いているということは記されるべきである。

効率性

全員が一致 して、地方政府の事業は効率化されなければならないとしている。財政が逼迫

し急速に社会が発展 している今日、このことは特に重要である。

地方政府の発展は、歴史的に、効率化の努力または効率性の向上と民主化への努力または
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民主主義の強化 との交互の変化に特徴がある (グスタフソン,1991)。 近年においては、優

勢であるのは、効率性を追求する努力のほうである。従来 と同様に、次の時代においては、

民主主義の価値を引き出すように努力するような展開となるだろう。今 日の地方政府部門

における発展は、社会における発展 と同様に、全体 として、 しばしば単に財政的な判断基

準に依つた効率化および合理化を一方的に取 り扱つている。これは、「市場適応」という名

日の下に行われている。これは、多 くの点で、民主的名意思決定過程や職員および市民の

参加による必要な対話の犠牲の上に行われている。

近年、コミユーン執行委員会においても再委任された結果単位組織の長官においても、効

率性 という名日の下に、地方において、一連の恐るべき権力濫用の事例が発生 している。

いわゆる革新的組織モデルを急速に導入 してきた地方政府においては、こうしたことが し

ばしば当てはまる。

本答申書においては、効率性および市場適応という言葉の概念が混同している。議論は、

発注一請負モデル、代替的に顧客選択モデル自体が効率性の根拠であ り、それが唯一の方

向であるという方向に向けられている。

その一方で、今日の地方政府の財政状況も地方政府における全般的な一層の分権化も、効

率的かつ合理的な資源活用を求め、刺激するようになっている。こうしたことは、個々の

組織モデルがどのようなものであるかに拘わらず生 じている。

競争

コミユーンおよび県がその事業のさまざまな部分を外部競争に晒 したり、外部の運営によ

る新 しい生産形態を創設 したりしようと務めることは一般的なことではない。こうしたこ

とは、思想的な動機のある一群の地方政府において生 じているのである。一つの重要な要

素としての市場適応の進展による四囲の状況の変化はまた、当然に、地方政府に影響を及

ぼすことになる。 しかしながら、最大の民間的な要素は、公的事業全般を、そして特にそ

の独占的な使命をゆるめるような意識的な方向性の国会における立法である。こうしたこ

とは、地方政府に義務的な状況をつ くり出している。ここに審議会の答申と活動を特徴づ

ける不可欠の分野が再確認される。

比較と事業者責任、および直営の新 しい生産形態という形での内部「競争」は、緊急性、政

治の統治形態の変化および責任の委任に根拠を置いている。これは、効率性の向上と責任

の増大の効果がある。このような統治形態は、それ自体は市場適応によりなされるもので

はない。

発注―請負モデル

私は、発注―請負モデルは当然に公的事業の合理的な管理を意味するとする審議会の考え

方に賛成ではない。この組織モデルがどのように機能するかは、政治上の意思決定を特徴

づける思想、態度および価値観に依存 している。それがどのように合理的であるかは、市
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民の支持によっている。

純然たる発注―請負モデルに対 しては二つの反対意見が提起される。

発注―請負モデルに対する第一の重大な反対意見は、答申書に述べられているように、そ

れが商取引的な考え方によっていること、そして市民が「顧客」と呼ばれることである。市

場の考え方が、地方政府の事業がよつて立つところの、そして市民が代議制民主主義にお

いて求める権利がある民主主義の価値に先行 していることである。市民は、選択 し購入す

る消費者にされて しまう。地方政府の事業は、一介護、養育、教育およびサービスーとい

つたものの必要性 と使命が基本的なものとされないで、購入および売却 といつた性質が支

配的な大量な物資の市場に成 り下がつて しまう。

第二の反対意見は、民主主義は対話と参加、そして協働を必要としているということであ

る。これらは、地方政府の事業の本質である。明らかに選出代表がこの過程に入つて くる。

「発注者」としての純粋な政治的役割は、これらの民主主義の価値を低下させ、市民の支持

と監視のない「企業主導」に発展 してしまう恐れがある。

この純粋な組織モデルは、その点において自滅の種をそれ自身のうちに抱えているといえ

る。発注者としての政治家は、単に、一定の、請負われた事業または生産物の購入者 とし

て機能するだけであるという意味において、市民によって付与された任務では決 してない

役割である。地方政府のそれぞれの事業がどのように継続的に運営されているか事後検討

をせず責任を負わない選出代表は全体的な視野を持ち得ない。「購入者」としての選出代表

は、市民との接触を失う恐れがある。

選出代表として 「発注者」としての管理運営形態を明らかにすることは正 しいと私は考

える。同時に、請負つたことについての責任を免れるということは間違いである。

請負者としての政治家、ただし、責任を負つている事業の日標 と指針を明確にする、責任

ある選出代表ではない政治家は、結局のところ役に立たない。このことは、政治的に構成

された委員会に選出された専任の公務員によって選出代表が取つて代わられる状況をもた

らす恐れがあるということである。

地方政府の事業には、機能的組織に対する需要がある。ただし、求められているものは、

本答申書で述べられているような企業を中心とした市場適応ではない。

新 しい政治上の統治形態の必要性もまたある。このことについての理由およびその機能に

ついては十分明らかにされる必要がある。
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資料 1

審議会諮問  諮問 1992:12

地方における民主主義を強化する方法 諮問 1992:12

1992年 2月 13日閣議決定

引用  内務省長官  国務大臣 ダビッドソン

1 私の提案

議会の構成の変化に合わせて、審議会が地方の民主主義を強化するさまざまな方法につ

いて考察する使命を帯びて招集されるべきである。

この使命の中には、地方自治法の背後に横たわる作業を完結することやこの法律の一定

部分についての改正の提案をすることが含まれるべきである。

2。 背景

基礎 自治体および県は、これまで長期にわたってスウェーデンの民主主義の基本的な要

素となつていた。その使命は、伝統的には、共通の利益を促進するために一定の地理的範

囲内に人々を集めることであつた。その役割の重要な指摘は、政府組織法の第 1章になさ

れている (第 1章第 1条 )。 民主主義は「代議制かつ議会制の国家体制を通 して、また地方

自治を通 して実現される」といわれている。

今日の地方自治の背景にある思想は、1800年代の前半に発展 したもので、1862年の基礎

自治体に関する布告と呼ばれるものにより確立された。当時、その基礎は今日よりも基礎

自治体に関する法律を支える原則に置かれていた。この改革の背景には、明白な分権思想

があつた。その主要な原則は、選挙で選ばれた議員による地方自治であつた。この地方に

おける自治行政は、目的に適合 しており、安上が りで、市民の成長に評価に値する方向で

あると考えられた。

基礎 自治体の事業の全体的な拡大に伴う包括的な基礎自治体の区分の変更は、基礎 自治

体事業の前提条件に非常に大きく影響を及ぼした。国会は、1991年 6月 1日 に 1992年 1

月 1日 に発効する新地方自治法(1991:900承認する決定を行つた。

法案orOp。 1990ノ 91:11つ の審議に際 して、国会は、一定の問題については継続的な作業が

なされるべきであると述べていた(KU38s。 96,rskr.36o。

そのような問題 としては、基礎自治体及び県における不動産所有権と市民権 との間の関係

がある。

さらに、国会は、秘密保護法(1980100,改 訂 1989:713)は 、基礎自治体および県がその

委員会組織を編成する自由の拡大に関する提案理由、および基礎自治体企業の活動の公開
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に関する提案理由により、見直されるべきであると考えていた。

国会もまた、基礎 自治体の意思決定などに関する議員個人の責任に関する問題似ついて、

さらに分析されるべきであるとみていた。

結局のところ、国会は、政府は注意深 く基礎自治体の分野における発展に従うべきであ り、

必要な場合には、社会の発展がもたらす変化にすばや く従うべきであるとする一般的な見

解を表明していた。

3 新たな条件

基礎 自治体および県の使命は、基本的な安全とサービスに対する住民ニーズが将来にお

いても満たされうるように責任を負うことにある。

急激な社会の発展は、こうした基礎自治体の事業に新たな条件を形成することとなる。

社会経済の低い成長や税負担を削減する政府の日標設定は、市民のサービスに対する需

要は、もはや新たな財源によっては満たされ得ないようにして しまう。事業の見直 し、合

理化そして効率化は、1990年代においては、すべての基礎自治体および県の事業の不可欠

な要素となつた。

私は、近年における基礎 自治体事業が次のような三つの傾向によって広範に特徴づけら

れると考える。

* 規制緩和

* 市場適応化

* 国際化

第一に、規制緩和に関しては、新地方自治法は、そうした狙いを持つている。 したがつ

て、基礎 自治体および県はより単純な方法でその事業を運営管理 し、その地方の事情によ

り自ら組織を形成する自由を顕著に拡大 した。

政府は、国会に提出されるべき基礎自治体に対する改正国庫補助制度の提案により、規

制緩和に向けて新たなステップを踏み出すことを意図 していた。その外、政府は、国の詳

細な統制を削減する意図も持つていた。こうした狙いを持つた提案も提出されることにな

ろう。

基礎 自治体事業についての規制緩和は、基礎 自治体および県がその厳 しい財政状況を明確

にするための条件を示すために必要である。 しか し、私は、同時に、規制緩和は、教育と

か社開介護、環境政策などのような重要な国家利益を危険に陥れること、またあるいは基

礎自治体民主主義に否定的な影響をもたらすことはないということを強調 してお く。地方

自治法に対する事前作業においては、委員会設置の義務の廃止はますます厳 しい議員数の

削減に導 くに違いないとする危惧が明らかにされていた。これは、私が継続的な調査研究

の価値があると考える問題の良い例である。

第二に、基礎 自治体および県が事業における市場適応の要素を増大させることにより新た

350



な財政状況に合わせていこうとすることがいよいよ明らかとなってきている。

たとえば、事業がいわゆる発注―請負モデルによって分けられることがますます一般的と

なつてきている。こうしたモデルの基本的な要素は、消費者代表およびサービスの生産者

としての議員の役割が区別されることである。このことは、議員の使命は、何がなされる

べきか、そしてどのような条件でなすべきか語ることであ り、一方、基礎自治体またはそ

の他の請負単位組織は、サービスの生産に責任を負う。広範に案件を委任することができ

るという明確な要素を備えて事業を管理指導する新 しい形態もまたこのモデルの重要な部

分である。新地方自治法の提案に関する国会審議においては、発注―請負モデルの長所 と

短所に関する議論が出されていたorOt.1990/91:12o。

審議会は、事業に関わる人々がどのように影響力を行使することができるか、そして選択

の自由が増大する状況においてどのように協力できるか、そ してまた基礎自治体の字器用

が発注―請負モデルにおいてどのように分けられるか、考察すべきである。このことは、

高齢者介護および障害者介護の問題について特に重要である。さらに、審議会は、質の管

理の形態について考察すべきである。

基礎 自治体および県は、ますます広範に、事業のさまざまな部分を競争にさらそうとして

きている。こうした展開は、おおよそ次のような二つの方向に向かつている。すなわち、

一 直営の事業 と民間の請負事業 との間の競争の増大、および

一 公的な事業の枠内での強壮の増大

基礎 自治体および県が広範に事業を運営する企業、特に技術的な分野における企業を設立

する傾向もある。審議会は、企業化の拡大の範囲と効果について調査すべきである。

委員会行政から企業あるいは民間または生活協同組合による請負形態への事業の移譲は、

公開性 とか秘密保護 とか民主的な統制などの一連の問題を提起する。基礎自治体企業の公

開性に関する問題は、地方自治法の事前作業において特に留意が払われたところであ り、

さらなる調査の必要性があること、そして事務的処理 と民主主義との間のバランスに関わ

る問題をめぐる議論の必要性があることは明白な事実である。審議会は、基礎 自治体の事

業がその全部をあるいは部分的に所有 している企業により運営される場合、あるいは民間

または生活協同組合による場合に、基礎 自治体住民にとっての公開性 と統制が保証する規

定を提案すべきである。

第二に、私は、地方自治についての国際化の影響ということにも留意 したい。

近年の中央および東ヨーロッパにおける革命的な変化は、スウェーデンの基礎 自治体およ

び県に、広域および地方行政に関わる能力と直接的物質的援助の両方に寄与する関心の増

大をもたらした。こうした展開は、国の外交政策 と基礎 自治体の国際的な関心との間の境

界 という一連の問題を生 じさせている。このことはまた、サービスの輸出について基礎 自

治体 と民間の企業 との間の関係に関する問題に留意すべき理由でもある。

地方自治法の提案説明においては、EGの法制度に関わる点に関しては、この法律は、そ
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の法制度と同一線上にあると説明されていたorOp.s。 141o。 しかしながら、スウェーデン

とEGと の関係は、EGの発展が加盟国に対する新たな条件を創 り出すと同時に急速に発

展 している。このため、地方自治がEES協 定およびスウェーデンのEG加盟の二つによ

つてどのような影響を受けるかという問題に関する調査研究の推進の必要性は高い。

私がここで触れている基礎自治体の発展における主要な傾向は、地方自治および自治を築

いている法令の前提条件に影響を及ぼしている。このため、私は、上記に関する問題を検

討する作業が必要であると考える。

この作業に関 しては、私が提案 したように議会に構成される審議会が招集されるべきであ

る。

わたくしは、ここで、幾分明確で具体化な調査されるべき分野を示そう。

審議会の任務の中に、国会が地方自治法の提案と関連 して特別に取 り上げた問題を審議す

ることも含んでいるべきである。

審議会は、おそらく解釈の問題または適用の問題を生 じさせるであろう新地方自治法の間

題を自由に取 り上げるべきである。そして法技術的またはその他による理があると考えら

れる検証策を提案すべきである。

4   審議会の使命

4.1 地方における民主主義は更に強化される必要がある。

1991年の地方自治法に関する政府提出法案は、国会の内外において、活発な議論の対象

となつた。こうした議論は、基礎 自治体民主主義の要素を強化 してきた。この政府提出法

案に起因するい くつかの提議において、基礎 自治体および県が自体の組織について自由に

判断することができるとする提案が議員数の削減をもたらすであろうとする懸念が出され

た。そうなつた場合には、これらの提議により地方における民主主義の脆弱化をもたらし、

公務員の影響力を強めることになるであろう。

これらの提議における提案に基づき、憲法小委員会は、新地方自治法の適用に関して正確

に周知されるようにし、またその必要があれば、改革の提案をすることが政府のなすべき

ことであることは自明のことであると述べている(1990ノ91:KU38 s。 96)。 それにもかかわら

ず、憲法小委員会は、そのような事後検討がどのようになされるべきか、それ以上には詳

細には説明していない。

地方における民主主義の発展は、当然に、政府および国会の恒常的な注目の対象である。

審議会が地方における民主主義のさらなる強化のための方法について審議することが主要

な使命であるべきである。

審議会は、ここに出されている議論に基づいて、組織上の自由の拡大の結果として基礎自

治体および県に生ずるであろう変化の影響について明らかにし、かつ評価するべきである。

このため、審議会は、特に次の事柄に着目すべきである。

― 委員会編成の変化、ならびに議員により構成される機関間、および公務員により構成さ
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れる機関間における責任 と事務の配分の変化。

― 議員数の変化、ならびに性、年齢、職業などに関わる代表性の変化。

― 議会の役割を強化する努力が、たとえば小委員会の設置などにより、どのように展開さ

れているか。

― 有権者、行政およびその指導部に対する関係、ならびに基礎 自治体または県の職員に対

する関係での議員の役割の変化。

審議会はまた、個々の基礎 自治体構成員の基礎自治体事業に対する影響力を強化する方法

についても考察 し、提案すべきである。このため、審議会は次の事柄について調査 し、考

察すべきである。

― 基礎自治体における住民投票に関する規定について調査 し、それを参考として基礎 自治

体における住民投票制度の活用の拡大について考察する。

― 問題点の公開や委員会審議の公開など、議会および委員会の公開性を増大するために可

能な方法を開発 し、詳細に説明する。

― サービスに関する市民アンケー ト調査や市民オフイスまたは広報センターの設置など

の形での基礎 自治体構成員と基礎 自治体行政 との間の関係の改善の可能性について開

発 し、詳細に説明する。

― 基礎自治体事業、特に高齢者介護や障害者介護に関わる人々がこれに影響を及ぼし、協

力することができる方法を考察 し、提案する。

審議会はまた、その外、地方における民主主義に関わる問題について考察することができ

るべきであり、その一層の発展に有益な方法について提案することができるべきである。

地方における民主主義を強化する方法は、その住民の分害Jに関する強い要望があり、その

ための条件、少な くとも財政上の条件がある場合には、基礎 自治体を分割することである。

1970年代の中頃に基礎 自治体分割改革が実施されて以降、政府は、10の基礎自治体の分割

に関 して決定 してきた。

審議会は、これまでに実施された基礎自治体分割に関する全般的な経験について調査研究

すべきである。審議会は、こうした事務 と関連 して、基礎 自治体分割に適用される規定お

よび形態についても分析すべきである。そして審議会が理由があるとするならば、これか

らの基礎自治体分割に忠告となるような改革について提案すべきである。

審議会もこうした一般的な枠の中で取 り上げるべき問題は、議会がその地方にとって重要

性のある警察案件を議論することができるかということであるΦrOp.1990ノ 91:117s.87参

照)。

さらに、審議会が考察すべき問題は、そうしたいと望んでいる基礎自治体が地方自治法上

の表現としても指定市を活用することができるかという問題である。
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4。 2  基礎 自治体議員は基礎自治体の決定等に責任を負う

私たちのような法治社会では、基礎 自治体および県は、他の公的機関および個人と同じ

ように、法律やその他憲法に規定されているところに従わなければならない。基礎 自治体

の処置と法規定 との間に承認 しがたい事実上のギヤップが生 じたならば、効果的な方法で

対処されなければならない。

近年においては、いくつかの事例で、基礎自治体が裁判所で不適法であると宣告された決

定に固執 した り、あるいは新たに同様な内容の決定をする事例がい くつか生 じている (い

わゆる裁判所無視 )。 その決定に苦情が申し立てられているとともに、行政裁判所が実施の

禁止を申し渡 しているにもかかわらず、基礎 自治体の機関がその決定を実施 して しまうこ

とも生 じている。

責任者が社会サービス法(1980:62の 第 6条および精神薄弱者等に関わる特別介護に関す

る法律 (1985:56め による支援 目標についての行政審判を実施することをないが しろにする

事例もある。障害者調査委員会(S198&03)は、その答申「障害者と福祉」において、行政

裁判所の審判は、障害者に一定の支援金を割 り当てるような特定の場合には、指針 となら

ないとしている。この答申書は、最近、社会省で出されたものである。

審議会は、その活動においては、これらの問題について社会省と密接な協力をすべきであ

る。

基礎 自治体が意識的に公法としての性質のある強制力のある法規定を無視 して しまう一

部の注目される事例もある (いわゆる法律無視 )。

現在のところは、裁判所無視、法律無視その他類似の行為に対する効果的な処罰あるいは

処分が欠けている。

ここに指摘された問題がどのように解決される得るかに関する問題は、基礎自治体の責務

調査委員会(C1986:02)に よって述べられている。この調査委員会は、改正処罰規定の必要

性があることを指摘 してお り、その答申書「基礎 自治体の是正」において、関係基礎 自治

体および県に直接向けられた財政的な処罰の制度を提案 していた。この提案に意見を述べ

た協議機関の多 くのは、実際には、この提案から距離を取つていたが、それにもかかわら

ず、よリー層効果的な処罰規定の必要性が明らかであるとも述べているのs1990:62参照)。

この問題については、新地方自治法に関する政府提出法案の審議に際のいくつかの提議に

おいても取 り上げられていた(提議 1990/91:K49,51,316)。 これらの提議においては、ここ

に述べ られているような場合における基礎自治体議員の個人的な処罰責任に関する規定が

求められていた。

その他の提議(提議 1990/91:K51,55,205,216)に おいては、基礎 自治体の分野に関して国

会オムブズマン (JO)の 抗弁権を強化する見解をとつていた。そこでは、JOに JOが国の

分野に関 して有 しているのと同様な基礎 自治体の分野に関する規則等の検証することがで

きるとする法律が主張されていた。これらの提議の背景は、公務員に関する法律(1976:60o

により、JOは、現行の法令によれば、その決定が向けられた者が JOの監督のもとにある
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場合には、国の分野に関 して規則について裁判所で意見を述べることができるということ

である。基礎 自治体の分野に関 しては、団体契約により規律上の責任が規定 されている場

合には、それに相当する抗弁権 といつたものは何もない。提議の提案者 らは、JOにそのよ

うな抗弁権が与えられるべきであると考えていた。

地方自治法の準備作業においては、憲法小委員会は、これらの問題が速やかに解決される

ことが重要であると述べてお り、また、政府は適切な形でこれらの問題を用意すべきであ

ると勧めていた。

このように述べ られていることに基づいて、審議会は、記されているような種類の違反行

為を扱つてい くことができるように、処罰制度が創設されるべきかどうか作業を終わ らせ

るべきである。

また、審議会は、個人責任の導入の可能性などについて考察すべきである。そのような責

任は、必ずしも職員の責任 という形態を取る必要はない。スウェーデン基礎 自治体連合は、

基礎 自治体における責任に関する調査委員会の答申に関わる協議において、個人の処罰責

任 と呼ばれるような何 らかの制度を創設するかどうか調査研究することを提案 していた。

もし審議会が個人責任制度を採るならば、どの程度の範囲で責任が違法な決定をした組織

の構成員に限定されるべきであるか、あるいは責任の範囲について何 らかの制約がなされ

る辺かどうか考察されるべきである。これと関連 して、審議会は、基礎 自治体執行委員会

または県執行委員会が明らかに違法な議会の決定の執行を拒む権利持つことができること

についても考察すべきであるL

さらに、審議会は、EGの見方でこれと同様な問題に注意を払うべきである。これは、た

とえば、基礎 自治体の意思決定者が EES協定および EG加盟に関連 して想定される協定に

よるスウエデンの負う義務を尊重する責務のあることを意味する。このことはまた、現行

の EG法 により、加盟国が基礎自治体または公権力当局の行為にも責任を負うことをも想

起させる。

審議会はまた、上記の国会の提議において出された方向で、基礎自治体の分野での JOの

発言権を拡大することができるように考察すべきである。

4.3  基礎 自治体事業の市場適応ならびに新 しい清算形態および事業形態の発展

先に指摘 したように、基礎自治体および県は、ますますその事業の一部について競争に晒

すことに関心を持つようになってきている。競争の一つの形態は、公的な事業と民間の請

負契約との間のものである。もう一つの形態は、公的な事業の枠内での競争、すなわち、

結果単位組織が通常の要素となつている、いわゆる内部市場の創設である。

発注一請負モデルは、競争という際だつた要素を伴つた民間市場の条件への適応の推進を

強調することを目的とした特別な組織的な形態である。基礎 自治体および県において、近

年、ますます一般的な要素となってきているように見える。

会社形態化、「内部請負」―職員がその事業の運営を引き継 ぐことを意味する一、民間ま
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たは協同組合 自体による、あるいは組合管理による請負契約 といつたような代替的な生産

形態という要素も増大 してきている。これらもまた代替的運営形態の問題である。

審議会の任務の中には、発注機能と請負機能を、そして代替的生産形態と運営形態を区別

する新 しい組織モデルの発達について述べ、分析することが含まれるべきである。その際

に、審議会は、法令が、主に地方自治法が、基礎 自治体および県の住民の改革の必要性に

対 してどのように対応するか特に注意を払、その分析がもたらす手法を提案するべきであ

る。この提案は、基礎自治体の事業に代替的な生産形態や運営形態の導入を強調する手法

を意図したものであるべきである。

審議会はまた、一方では会社形態化推進の範囲と効果を、また一方では産業に対する基礎

自治体の支援を明確にすべきであ り、また、必要とされる場合には、そのための手法を提

案すべきである。

4. 4    国際化

基礎自治体、県、および教区が国際的災害救助その他の人道的援助を提供する権限、これ

は新地方自治法に同時に取 りいれられたものであるが、に関する法律(1991:901)に より、基

礎 自治体の権能は、国際的な人道的援助を提供することができるということに関して拡大

されてきた。基礎自治体、県、および教区は、これにより、直接的な災害がないとしても、

緊急の場合にはそのような援助を提供することができるようになつた。このような援助は、

節約可能なものにより支払われる。

審議会は、人道的支援における基礎自治体の外国に対する援助の条件について調査すべき

である。この点に関して、国家の外交政策と争はないもので、かつ政府の援助政策や国の

選択の枠内であるように、規定がどのように作られるべきかが特に重要である。このよう

な基礎自治体の援助は、友好都市関係の枠内での協力を発展させてい くために特に関心が

あるであろう。

基礎 自治体および県の国際的な事業のもう一つの側面は、中央ヨーロッパや東ヨーロッパ

において築かれているような新 しい基礎 自治体などへの行政的・技術的知識を移転である

(上記第 3節で広域行政および地方行政に関して述べられていることを参照 )。 スウェーデ

ンの基礎自治体および県は、この点に関して重要な役割を演ずることができるはずである。

基礎自治体のサービスの輸出に関する法律(1986:753)は 、スウエーデン企業または国の下

請けとしてサービスを輸出することができる (第 2条 )。 特別な理由があるならば、政府は、

そうしたサービスがそれ以外の条件の下で提供されることを承認することができる。承認

された場合には、その決定の中で、基礎 自治体の危険負担を抑制するために必要とされる

条件が示されることになる (第 3条 )。

将来におけるヨーロツパの統合という視点から、基礎 自治体のサービスの輸出のために現

在ある制約の緩和について検討すべき理由がある。

したがつて、審議会は、そうした分野の法律について見直し、権能の強化について提案 し、
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影響を受ける規定を明らかにすべきである。審議会はまた、サービスの輸出について、基

礎 自治体と民間産業との間の関係について分析 し、考えを述べるべきである。

一般的に二つの異なる傾向が将来のヨーロッパにおいて該当するようになると考えられ

る。

1。 国家を超越 した機関が国家機関から決定権の一部を受け継 ぐこと

2。 地方および広域レベルが中央レベルとの関係で、特に基礎 自治体や広域機関との間の

国境を越えた協力の拡大により、その立場を強化すること。

この点に関して、特に地方自治の発展に関して、特別に注意を必要とするい くつかの問題

が生 じて くる。

そのような問題の第一は、EGの法律活動の枠内での規定作 りができるといつたような自

治の条件 としての根拠である。ここでは、いわゆる補完性の原則が重要な役割を演 じてい

る。この原則は、1991年 12月 のマース トリヒト会議に際 して連邦条約に書き込まれた。

補完性の原則あるいは身近な政府の原則は、ヨーロッパ連邦が連邦として効率よく機能す

るために必要である場合に限 り構成国から権限を取 り上げるべきであるということである。

より低いレベルでなされうることはそこで実施されるべきである。

第二の問題は、スウェーデンの基礎 自治体および県が税や手数料を徴収する権限に対する

連邦の財政および金融政策の影響である。

第二の問題は、EC内での基礎自治体および広域自治体の影響力がどのように方向づけら

れ、制度化されるかということである。特別広域審議会を設置する決定がなされている。

想定されるスウエーデンの加盟に際 して、基礎自治体および県の代表参加に関する問題が

生 じている。

市民ではないがそこに居住 しているという場合の基礎 自治体の投票権および構成国にお

ける選挙適格に関する EGの規定は、1994年の末までには承認されることになるだろう。

この審議会の任務の中には、これらの問題について述べ、分析すること、そして総選挙に

際 してスウェーデンの地方自治に対 して考えられる影響についての基本的な判断となるベ

きことが含まれるべきである。

4。 5  情報公開および秘密保護に関する若干の問題

地方自治法の出現と関連 して、秘密保護および取扱いについての情報公開に関し、若干

の問題が検討された orOpe S◆ 43‐44,55‐57;KUs。 36,43‐4つ 。そのまず第一は、委員会構

成の自由化の影響が秘密保護法の適用のためにどのようになるかということである。第二

には、基礎自治体企業の取扱いについての情報公開の問題である。

委員会組織構成の島 И 2は、異なる事業分野の最高の秘密である情報が一つの委員会に

おいて取 り扱われることを意味する。これは、既に、以前から基礎 自治体地区委員会を設
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置する基礎自治体において生 じてきている。

秘密保護法は、法律上の異なる規定における秘密保護が一定の事業、提示された種類の案

件、または例外的に一定の当局に限定されるように構成されている。守秘とされた情報は、

そうした情報について秘密保護が該当する事業以外では原則的に利用されない。さまざま

な事業を一つの組織に統合することは、秘密保護法の適用に関して不安を生 じさせる。主

に保健医療や介護事業、社会サービス、学校教育における議員および職員は、他の分野に

おける案件の処理に利用されることのないある分野における個々の個人の状況に関する守

秘とされた情報を知ることができる。

学童保育審議会は、その答申書「全員への学童保育」60U1991:54)において、学校教

育と学童保育の統合化においては個人にとって確固として包括的な秘密保護 となるような

狙いで改正されるよう提案 している(se14の 。国会によっていまだに審議されていない 1992

年の政府予算案orOp.1991ノ 92:100資料 9,s.2つにおいては、教育大臣は、秘密保護法の改

正は、地方自治法の改正 と関連 して、現在検討の対象であ り、それゆえ該当する法律の改

正を提案 しないと述べている。この審議会は、学童保育審議会のこれらの問題や協議機関

の観点に関する活動の部分について取 り上げ、このような理由から想定される方法につい

て考察すべきである。

フリーコミユーン調査委員会は、その答申書「フリーコミユーンの実験―委員会組織構成

の自由化の実験の経験」60U1991:25)に おいて、フリーコミユーンにおける組織構成の自

由化の枠内における秘密保護法の改正の適用に関する問題を取 り上げていた。この調査委

員会は、委員会組織構成の自由化 自体は、秘密保護法の改正の適用のとつて何 ら原則的に

新 しいことではないが、さまざまな事業が一つの共通の政治的構成の組織に統合された場

合にその適用についての問題が生 じることを振 り払うことは出来ないと述べている。調査

委員会は、そのために、秘密保護の問題は引き続き注意深 く扱われなければならないとし

ている。

地方自治法政府提出法案 (s。 44)においては、政府はフリーコミユーン調査委員会の全体的

な判断に賛意を表明してお り、その発展に追随し、次の機会に秘密保護法の適用に関する

問題についてに考察するさらつもりであると述べていた。

完全に基礎諸 名残黛%嚇征 関しては、地方自治法 (第 3章第 17条)に より、その運

営全般に出版の自由に関する法令および秘密保護法における情報公開が該当するという理

由から、一般住民は、基礎 自治体企業の運営に参加する権利を有 していることが明確 とな

つている。

法律顧間は、その意見

“

U38s。 163)の 中で、運営に関する情報公開についてのそうした

規定は暫定的な性格を持つていると述べている。とりわけ、 しかるべき基礎 自治体の委員

会に対する照会が問題となるとしても、基礎 自治体企業の考え方に反対 して運営に参加で

きるとする権利を主張する人々にとっては、どのような普遍的な法的救済も役に立たない。

このため、法律顧間は、秘密保護法の見直 しが重要であるとしている。法律顧間は、その
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ような見直しが以前に言及 した、委員会構成の自由化の結果である秘密保護に関する問題

によっても説明されると考えていた。

憲法小委員会は、新地方自治法が登場 したという理由で、秘密保護法は見直されるべきで

あ り、このことを政府に分からせるべきであるとする法律顧間の考え方に同意見であつた

にU38 se 4つ。国会は小委員会の意見のとお りにした。

このような理由から、審議会は、その任務として、国会がその際に求めた秘密保護法の見

直 しをすべきである。

一つには 秘密保護法の枠内で、守秘とされた異なる事業分野の情報が、事業の統合化に

おいて生ずることと関連する問題をどのように解決することができるかということについ

て考察することである。

また一つには 一個人または組織が企業の運営に参加することを拒絶する基礎自治体企業

の決定を再検討することができるような法律改正の提案をすることである。

民間の利害関係者と基礎 自治体 との間で協力の行われているような企業の公開性や情報

公開に関して生ずる特別な問題もまたこの審議会により分析されるべきである。

4。 6  基礎 自治体および県の構成員であること

地方自治法だ低 1章第 4条によれば、その基礎自治体の住民であるか、その基礎自治体に

不動産を所有 しているか、あるいはその基礎 自治体の税金を課税されているならば、その

一は基礎自治体の構成員である。

基礎 自治体の構成員であることは、基礎 自治体に意見を申し述べる権利のための一つの条

件であるということである。たとえば地方分権の原則、平等の原則などのい くつかの基礎

自治体の法的な基本的原則は、構成員であることと結びついている。基礎自治体の住民投

票に参加できるかどうかという問題、ならびに基礎 自治体の分割に影響を及ぼす権利の根

拠でもある。

大多数の基礎 自治体は、地方自治法審議会の答申「新地方自治法」60U199024)に つい

ての協議に際 して、構成員であることの根拠 として不動産を所有 しているということは廃

棄されるべきであると主張 している。そうした考え方の理由としては、まず、余暇のため

の不動産の所在 している多 くの基礎 自治体が、余暇のための不動産を所有することから生

ずる問題に、そして 1988年の課税評価によって、その不動産が所在する基礎 自治体に税金

をほとんど支払つていないという問題に直面 している。そのような基礎 自治体の住民は、

実質的に、夏季の数ケ月間、増加することによりその基礎 自治体のサービスのための経費

を増大させる。こうした経費は、単に VA。 とか清掃などの手数料だけでは完全には徴収 し

きれない。したがって、一部はそこに登録されていない余暇のための住宅を基礎自治体が

助成することを内容とする税収によって財政処置されなければならない。

不動産は、清掃法(1979:596)に よる税率に関する決定など、単に基礎自治体の異議により

苦情を申し立てられる基礎 自治体の多 くの意思決定の対象となる。基礎 自治体の構成員で
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あることの根拠 としての不動産所有が取 り除かれるならば、基礎 自治体の異議に意見を述

べる権利がな くなつて しまう。そのような法令は、平等の原理および地方分権の原理の適

用に予測することの困難な一定の影響を及ぼすことにもなる。

地方自治法の準備作業orOpe S.26,KU38 s。 1つにおいては、不動産所有のみに基づいて構

成員であるということが放棄されうるかという問題については更に検討されるべきであ り、

そのような見直 しに対 して発議権が行使されるべきであると述べられている。

この審議会は、基礎自治体の構成員であることの根拠として不動産所有を廃棄することの

影響を明確にすべきであ り、また、不動産所有者に属 している一定の権利、主に異議申立

ての権利、を存続できるようにする方法を提案すべきである。この解決策は、不動産所有

が基礎 自治体の構成員であることと結びついていないというシステムの枠内で求められる

べきである。これに対する代替策 として、この審議会は、たとえば、一定の一般的な枠内

で、たとえば、サービスを受ける人々の類型ごとに異なる税率というような形で、平等の

原則から外れることができるといつたことについて検討すべきである。

5。   作業の実施

審議会は、そこで検討 したことおよび提案について継続的に詳細に説明すべきである。

その作業は、遅 くとも 1993年 10月 1日 までに終わらせられなければならない。

審議会は、すべての審議会委員および特別調査員に対する政府の諮間の中で、調査委員会

の提案における方針(dir。 1984:5)お よび調査委員会の活動における EGの側面についての考

察(dir.1988:43)に 関して述べ られている事柄に留意すべきである。

審議会は、関わ りのある部分について、社会サービス審議会61991:0つ と互いに相談 し

合うべきである。

審議会は、基礎 自治体における生活環境改善のための調査委員会(M1991:01)が審議会に

関わ りのある部分に触れてきたときは参加すべきである。

審議会は、国の青少年諮問委員会において行われている活動に関して、青少年審議会の答

申書「青少年と権力」(SOU 1991:12)に より諮問委員会が政府から得た任務の枠内で、報告

を受け続けるべきである。

6。   要望

私が現在述べていることと関連 して、私は、政府が内務省の長官に次の権限を付与するこ

とを要望する。

* 11名 以内の、地方における民主主義を強化するための方法について審議する任務

を負つた審議会令(1976:119)に よる審議会を招集すること。

* 委員のうちの一人を議長として指名すること。

* 有能な職員、熟練者、事務、その他基礎自治体に対する支援について決定すること。
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さらに、私は、政府が次のことについて決定することを要望する。

* その経費は、予算書本体の 13番 目の補助金調査委員会などを利用すること。

7。   決定

政府は、報告者の考え方に与 して、彼女の要望に同意する。

(内務省 )
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資料 3

政府法務官

基礎自治体、県、および請負契約者間の競争の強化

一公開および秘密保護に関する問題

はじめに

地方民主主義審議会は、その答申書「基礎 自治体における委員会編成の自由化」(SOU

1992:14の において、基礎 自治体及び県が発注請負モデルをその委員会組織に適用する場

合に公開および秘密保護の分野において生ずる個別の法的問題については、答申書の中で

検討されるべきものではないと報告 している。それに代えて、審議会は、基礎自治体事業

の代替的な生産および管理運営形態の導入を容易にする方法についての考察 と提案と併せ

てこれらの問題を取 り上げるという考えであつた。

この報告書においては、基礎自治体の請負単位組織 (内部請負者)が外部の請負事業者と

の競争にさらされる場合に生ずる公開および秘密保護の問題について検討 し、分析するこ

とである。

当局の事務および管理運営状況に関わる秘密保護

基礎自治体事業における競争の強化に関する政府提出法案orOp.1992ノ 93:43)に おいては、

基礎 自治体および県にとっての競争の強化は当局の事務および管理運営状況を競争者の監

視から護るという当局の関心をどのようにして引き出すかということが、その総括説明の

中で検討されている。競争 している請負事業者が、公開の原則により、基礎 自治体および

県の見積 りや見積 りの根拠などを監視できるということは自由競争を疑いもな く歪めると

いえる。

秘密保護法第 6章第 1条によれば、当局の事務事業についての秘密保護は、同様な事業を

管理運営するものが当局の経費に対 して有利に扱われるということが認められるならば、

当局の事務および管理運営状況に関する情報に適用される。この規定は、事務処理に係る

情報を護ることを目的としている。同時に、草案においては、事務処理 という言葉の概念

は狭 く解釈されるものではないと言われている。報告者である大臣によれば、事務処理に

ついて特徴的なことは、その処理が財政的に整合 していて、部分的に国庫から補助される

ということである。さらに、それは、概 して狭い数字上の行政情報からなるとは言えない

処理に関わる問題であるOrop。 1979ノ 80:2,DelAse1440。

競争の強化に関する政府提出法案 (s。 13)においては、政府は、競争にさらされる一部の県

および基礎自治体の事業は、狭い意味での行政上の使命を果たす以上のものであると考え
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られるとしている。 したがつて、秘密保護法の規定は、競争にさらされている基礎 自治体

及び県の事業に適用されるべきである。この解釈は、法律協議の回付に対する言及の中で

注意喚起なしに法律協議を放棄 していた。

政府提出法案の目的の根拠には、競争にさらされる請負単位組織または内部請負者は、そ

の単位組織の犠牲で競争者に有利 となる事務及び管理運営の状況について秘密として保護

されるために、秘密保護法第 6章第 1条を援用することができることを意味すべきである

ということがある。同じ条文の第 2項によれば、そのような使命が他の当局、例えば発注

委員会に移譲された場合には、秘密保護がともなうこととなっている。

当局の請負部門は、同様な条件での競争のために発注部門の監視の日から隠されるべきか

基礎自治体、県、および請負事業者との間の競争の強化は、請負事業者と同様な条件で競

争すべき当局の一部門は、当該当局の発注部門が競争者とともに有 している事務の状況に

対する監視がなされるべきかどうかという問題を生 じさせている。競争の強化に関する政

府提出法案において取 り上げられたこの問題は、 とりわけ購入手続きならびに基礎 自治体

および県における新 しい組織形態の発展の関係を決 して際立たせるものではない。

メモ Ds 1992:121「 公的生産における入本L競争―法律の提案」を作成 した産業省の作業グ

ループは、この問題について何の考察もしていない。

この作業グループは、次のように述べている(134ベージ)。 :「公的生産者および民間生産

者が同様な条件で参加する入本L競争とは、入札に含まれる情報は、入札に応 じた者が公的

生産者であるか民間生産者であるかに関わらず、同様な方法で取 り扱われるべきであると

いうことを意味する。この原則は、公的な事業における一定の情報に関わる秘密保護に関

する秘密保護法の規定 と矛盾することになる。」。さらに、この作業グループは、地方民主

主義審議会の諮間に関連 してこの問題を取 り上げなかつた。

何 らの提案をすることなく、作業グループは、競争の障害となる購入に関わる行為につい

てのイギリスの経験について詳細に説明し、例として、「直営の場合は、自らの入本L書を提

出するために最終 日まで待ち、採用された入札の内容をその間に横 日で見ることができ

る。」と述べている (ベージ 77)。 イギリスの場合に当局は、購入過程における除斥の状況

などに関する規定についてよく検討 している。

一般的な判断は、この問題は、秘密保護法の枠の中で解決されるべきものではなく、購入

に関する法律 と公的生産に際 しての入本L競争についての法規定の必要性に関 してなされる

考察の分野に属するということである。

購入に関する秘密保護

秘密保護法第 6章第 2条による秘密保護には、購入などに関する案件に分類される情報が

当てはまる。「分類される情報」という表現により、他の当局に提供される場合に、秘密保

護がその情報に伴うということが示される。さらに、その秘密保護は案件に結びついてい
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るもので、一定の当局または当局の一定の種類の事業に結びついているものではない (第 6

章第 1条 )。 別の意味では、当局が必要としているために当該当局のまたは他の当局の職員

によってなされる活動に関わるサービスは、明確にこの秘密保護から除かれる。

別の文脈では、このような例外は、「内部請負者」からの内部入本Lと外部の入札者からの

入札 とを秘密保護の観点から比較するための障害となるということが主張されている。別

言葉で言えば、内部請負者の入本Lは、それが生 じた場合に、購入当局に公開されるべきで

あるので、競争は、同じ条件では行われ得ないだろう。

問題は、この例外規定の解釈が正 しいかどうかである。どのようなタイプの案件が問題で

あるかわかるならば、それらは、「取得、譲渡、利用の承認、あるいは活用」かどうかとい

うことになり、また「財産、サービス、その他の利便」かどうかに関わる。 したがつて、

例外的に、当該当局または他の当局の職員によって当局に対 してなされる活動に関する案

件を意味する。ある当局が当該当局の事業を請負契約に出すことを目的とする購入手続 き

を始めるならば、その案件に関わるすべての情報は現行規定により秘密に含まれることに

なる。 したがつて、その案件は、当該当局の職員以外の者が当局に対 して活動すべきであ

るということに関する問題に関わる。このことは、採用されなかつたすべての入本Lに関 し

ても当てはまり、当局は直営で続けてい くよう決定する。もし、今、当局の組織内の一自

律的請負単位組織がその他の入札者 とともに競合する「入本L」 をするならば、当該案件は

請負契約による購入に関わるので、これに関する情報もまた同じ秘密に含まれるべきであ

る。たとえ請負単位組織の入本Lが契約法上の意味でそのようなものとしてみるものでない

としても、どのような場合においても、購入に関する案件に関わる情報を含んでいる。そ

のようなものとして内部入本Lの情報または購入する当局の内部でなされる比較のための計

算と比較され得る。同じ基礎 自治体内の別の当局から出て くるということは、単に内部的

になされたものと比べての違いであ り、当該案件が決定されないうちに、公になって しま

うということである。例外規定がまさに当てはまる活動に当該当局の職員のみを活用する

のは、その案件が初めてである。 したがつて、もし例外がないならば、サニビス追加案件

は、この条文により、秘密に含まれることになるだろう (コ レル等 秘密保護法 3Ю uppl.s.

133)。 したがつて、同じ条件で他の入札者と競争 している他の当局を妨害 したり、不平等

な競争に当該当局の請負単位組織をさらした りすることになってはならないと理解されな

ければならない。この例外は、実際には、公務の任命案件、または当局が公務の交換に関

して互いに協力することについて合意することを扱うだけの案件のみに適用可能であると

思われる。

1937年の秘密保護法においては、これに相当する規定(第 34条)と して、当局の承認に依

る秘密保護と「当該当局または他の当局の職員にはよらない当局の必要のためになされる

活動」などに関わる案件の包括的な取扱いがあつた。情報公開および秘密保護審議会は、

その答申書(SOU 1972:22s。 903)において、秘密保護の対象を「労働協約」と命名 している。

これは、特別説明の中で、その当時の適用規定の用語で定義づけられていた。
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1980年秘密保護法が、「サービス」の購入等に該当する案件についての情報を特定の例外

としていることは、旧法と現行法には何も異なるところはないことを意味している。この

旧規定は、秘密保護は職員以外の者、すなわち請負事業者によって実施される活動に関す

る案件に適用されると述べていることで、現行のものよりも明瞭である。したがつて、自

身の職員の活動により実施される案件、すなわちその案件が職員が当局のために行うなん

らかの任務である場合は、秘密に含まれない。

購入案件において内部申し出に分類される情報がこの条文の第一センテンスによる直接

かしのある必要条件により、秘密に含まれうるということは、別のことである。第ニセン

テンスによる「申し出に関わる情報」に該当するような絶対的な秘密は、契約法上の意味

における申し出としてみなされないであろうから、内部請負契約者の申し出に適用される

ことはないと思われる。

その場合に、発注組織に対 して、その同一の公法上の組織内の自律的単位組織が内部請負

者とされる。政府当局、県自治体当局、およびその他の地方自治法上存在 しうる自治体は、

(参照、地方民主主義審議会答申「基礎 自治体の活動」SOU 1992:128)当 然に、基礎 自治

体の発注者に対 して、その他のいずれかの入札者と同様に、入札者とな りうる。

請負委員会から発注委員会に対 してなされる入本Lは、その瞬間に公的な行為となり、出版

の自由に関する法律の第 2章の規定により処理される。その場合における問題は、その入

札がこの規定 により公開されたものとなるか、あるいはその処理すべき当局のもとで秘密

保護により守 られるかということである。当局の事務および運営状況に関わる情報は、政

府提出法案 1992093:43か ら明らかなように、そのような状況に関わるとみなされる入本Lに

ついての情報である限 り秘密保護法第 6章第 1条により守られることになろう。

第 6章第 2条は、その入本Lを競争者からの監視に対 して秘密として保護される得るために

請負委員会にも適用されるべきであろう。それらの情報は、従来言われていたように、当

局のもとで「移譲、公開、または活用」される一定の案件に属する。その情報が明らかに

されるならば一般大衆が傷つ くことになると受け止められるならば、それは秘密である。

もし競争者がそれらの情報を利用することができるならば、請負委員会は損害を被ること

になると受け止めよう。秘密保護法第 6章第 1条においては、当該当局が、事務または運

営状況に関する情報が外部に出されたならば損害を被るものとして示されている。第 2条

においては、情報が明らかにされた場合に損害を被るのは「一般住民」であるとしている。

秘密保護法に関する政府提出法案 (s◆ 146)においては、第 1条に対する特別説明で、公

的部門の損害全体が評価されるべきではないと述べ られているが、その意図は、問題 とな

つている当局が実施する事業のどの業務が情報提供されたかに注意が払われるべきである

ということである。新秘密保護法の提案メモにおいては、「一般住民の負担において」とい

う表現を用いているが、これに対 して、省の提案においては「当局の負担において」に変

えられている。これに対 して、購入またはそれに類することに関しては、情報の提供は、

単に購入当局にとってではなく社会全体にとって有害な影響を生 じうる。したがつて、秘
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密保護は、基礎 自治体であるとか、基礎 自治体の事務または基礎自治体の事業、そしてそ

の基礎 自治体において、組織上、例えば発注―請負モデルなどによっていくつかの機関に

分割されていようともその独立性といつた「公的なもの」を守るためである。

このようになされた利害関係がある状況についての秘密保護法第 6章第 2条の第一センテ

ンスおよび第ニセンテンスについての秘密保護規定の解釈は、法の主旨から出て くる。 し

かしながら、その条文自体は、そのような解釈の余地は少ないと言わざるをえない。この

ことについての理由は、それがこの法律ができる際に予想されていなかつた問題であつた

ことであつたと思われる。こうしたことから引き出される結論は、入札をしたのが公的な

生産者であるか民間の生産者であるかに拘わ らず、入札を等 しく取 り扱うことが望ましい

ならば、この規定は改正されなければならないということである。基礎 自治体事業におけ

る競争の強化に関する政府提出法案 1992093:43の表現から、請負単位組織の事務および運

営条件を保護する第 6章第 1条が十分な保護を提供することの担保となっていると言えよ

う。

要約および最終的見解

上記において、一方では、基礎自治体および県の事業の競争に晒される部分は、秘密保護

法第 6章第 1条による秘密に含まれる事務および運営の状況であると主張する考え方を詳

細に説明 し、また一方では、内部応札者の民間の生産者との競争における入札もまた同法

第 6章第 2条による秘密に含まれるべきであるということになる購入の秘密に対する説明

の解釈について詳細に説明している。後者についてはまつたく明確であると思われ、法文

の改正が必要とされていると思われる。

問題は、秘密保護法第 6章第 1条による事務及び運営の状況に関して言われていることが

競争状態への移行、すなわち直営に対する代替としての民間の運営の購入、が可能である

かどうかということである。直営の事業は、確実に競争に晒されるようにな り、民間の応

札者がよリー層効率的な運営することができるかあるいはより低い経費で等 しい効率を挙

げることができるならば、中止か縮小に脅かされることになる。

損失の必要条件については、当局の事務及び運営の状況に関する情報の公開が同様な事業

を抱えた者に都合の良いように当局の負担 となるようになっている。直営事業の状況に対

する監視が、民間の請負事業者が財政的に有利な入札を行うことができるようにして しま

うならば、どの場合においても基礎 自治体の負担でということはなく、当局の負担で行わ

れるように主張することはほとんどできないと思われる。その結果は、別の言葉で言えば、

社会経済的成果ということになろう。すなわち、それは、もちろん、直営事業を競争の形

態に晒すと言う目的である。

このようにして、当局の事務及び運営の状況を守るためにあるこの規定 (第 1条)は、明

らかにまつた く別の競争状態、すなわち、当局が開かれた市場で生産物またはサービスを

売 りさばくことについて民間の生産者と競い合つている場合の状態、を前提としている。
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このことは、準備作業や法慣習によって明白に示されている。したがつて、事務及び運営

の状況については、まず第一に、財産、サービスその他の取得、譲渡または活用に関わる

もので、例えば、電気、ガス、水道、温熱供給等に関 してである。事業 目標、市場調査、

市場計画、価格設定法等が例としてあげられる。

同様な競争による解決は、何れかの者が、例えば、公有のもの他の輸送方法と競争になる

など、当局の事務事業に対する代替を提供する事務事業を運営する場合にも存在する。

秘密保護法第 6章第 1条の創設の際に、直営事業が基礎自治体自体の民間の代替策を購入

する手続により競争に晒される場合に生ずるこの競争状態は予想されていなかったと思わ

れる。このため、そのようなことがこの規定に含まれるかどうか強 く問題提起されよう。

そのような義務を付与する秘密保護規定の導入が望ましいならば、その結果が公的な監視

にとってどのような結果となるか考慮に入れなければならない。競争に晒されている事業

についての基礎自治体による明細報告書の大部分は、おそらく事務における秘密の適応範

囲の重要な拡大を意味する秘密に含まれることになるだろう。

購入の秘密に関する問題については、秘密保護法第 6章第 2条および従前のこれに相当す

る規定である 1937年秘密保護法第 34条の目的を分析することにより、次のような結論が

引き出されることになるだろう。当該当局またはその他の当局の職員によってなされた業

務についての秘密保護の例外は、他の入札者との競争において提出される請負単位組織の

「入札」の秘密を保護することを手続的に妨げてはならない。これのための条件は、当然

に、損失の必要条件、すなわち、それが受け入れられるために、その情報があばかれるな

らば公共一般が損失を被るということが満たされていることである。 しかしながら、条文

自体にはそのような解釈の余地はほとんどない。 したがつて、入本Lを した者が民間の生産

者であるか当局自体の請負単位組織であるかに拘わらず秘密保護の視点から等 しく入札を

取 り扱うことが望ましいと示すことができるならば、この規定の改正が必要であると思わ

れる。

直営事業の事務及び運営の状況への監視について考えられる結果に関して従来言われて

いたことは、外部の入札者との競争において請負単位組織によって提出される内部入札に

関する第 6章第 2条の適用問題の有効性でもある。このため、秘密保護に対 しては、直営

事業の費用の公開は、競争の強化を刺激することとな り、それによって基礎 自治体にメリ

ットをもたらすことになるということを示唆 している。これはこれで公正であること、い

わゆる競争に晒されている事業についての閉ざされた会計監査制度を想定 している。

ここに、関係する状況についてどのような秘密保護法の規定も提案 しない理由がある。そ

の替わ りに、事務及び運営の状況についての秘密ならびに購入についての秘密が基礎 自治

体の発注―請負当局によって引用されることになるかどうかを決めることは、法の適用に

委ねられるべきである。

これまで言われてきたように、ある規定が求められていることが明らかとなったならば、

購入手続や競争条件に関わる法制度の内部でなされるべきである。これは、当局の発注す
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る側に競争者がいる事務の状況において、請負単位組織が監視することができるべきかと

いう問題でもある。
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